
蟹
舞
．

　　　　　　　　灘　灘





序

　国際ロータリー定款及び細則並びにロータリー・クラブの標準定

款に規定せられた，ロータリーの基本法則を解説又は補足する方針

や手続は，国際ロータリー大会に参集した代議員を通じて，国際ロ

ータリー加盟クラブにより，又国際ロータリー理事会によって時々・

制定せられている。

　此の要覧は，ロータリーの管理，習慣，その他に関する一般の資

料で補足されたそれらの方針及び手続等を収集したものである。そ

の資料は，国際ロータリー大会の報告，国際ロータリー理事会の議

事録，国際ロータリー定款及び細則，その他から収録したものであ

る。

本要覧は又，国際ロータリーの定款及び細則，並びに国際ロータ

リー大会によって採択された標準クラブ定款，国際ロータリー理事

会で推奨されたクラブ細則，及びロータリーにおいて用いられてい

る言葉及び語句の語彙をも含む。

パンフレット　35－J　　1975年8月　25M

註：本書は1973年4月版の改訂版 ，
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国際ロータリーの管理

（Administration　of　Rotary　International）

国際ロータリーの会員組織

　　　　　　　（Membership　of　R．1．）

　国際ロータリーは，会員たるロータリー・

クラブを以て構成される。クラブの数は

16，520で，所属ロータリー会員はおよそ

775，　OOO名である（1975年7月）。これら個々

のロータリアンは，それぞれのロータリー・

クラブの会員であり，ロータリー・クラブは，

国際ロータリーの会員である。国際ロータリ

ーは，世界中のロータリー・クラブの連合体

である。

国際ロータリーの基本方針
（Basic　Policy　of　Rotary　International）

　国際ロータリー理事会（1962－63年）は国

際ロータリーの基本方針に関する次のような

声明を採択した。

　1．第一に重要なことは，個人ロータリア

ンによるロータリーの綱領の推進である。

　2．国際ロータリーの管理は，加盟クラブ

及び個人ロータリアンによる奉仕の理想の適

用によってロータリーの綱領を推進すること

が重要なものとなる。

　3．国際ロータリーの管理を基礎づける根

本原則は，加盟ロータリー・クラブの実質的

な自治にある。

　4．管理に関する定款及び手続上の制限は，

v　．一タリーの根本的かつ類のない特徴を保持

するために必要な最少限度にとどめられてい

る。このような規定内にあっては，特に地方

的実状において，国際ロータリーの方針を解

釈し実行するにあたり，最大の融通性を認め

るものである。

　5．　ロータリーを通じて，国際理解，親善

及び平和の理想の進展には，国家や地域的な

クラブの集団に基づくことなく，国際ロータ

リーに対する加盟クラブの直接関係と共同責

任感に基づいて，全世界の加盟クラブの国際

的友好を保持しかつ促進することが極めて重

要であることを，一般が認識することを要す

る。

国際大会（Convention）

　国際ロータリーの国際大会は，毎年5月又

は6月に，理事会の決定する日時及び場所に

おいて開催される。但し緊急の場合には理事

会が変更することがある。

　国際ロータリー加盟クラブの代議員である

ロータリアンは，大会に参集して国際ロータ

リーの役員を選挙し，かつ，大会に正式に提

出される立法案を審議する。

　各クラブには会員50名又はその過半数の端

数毎に1名の代議員（Delegate）を出す権利

が与えられている。各クラブは少くとも，1

名の代議員を出す権利を有する。クラブは，

委任状による代理者（Proxy）によってクラ

ブを代表させることができる。国際V・一一タリ

ーの各役員及び現在もなおロータリー・クラ

ブの圧会員，シニア・アクチプ会員又はパス

ト・サービス会員の資格を有する国際ロータ

リーの元会長（Past　President）はこれを特

別代議員（Delegate・at－large）とする。
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規定審議会（Council　on　Legislation）

　規定審議会は，国際ロータリーの立法機関

をなすものとし，国際大会の一部として，理

事会の決定する，大会開催に先立つ時期及び

大会開催地又はその付近の場所において3年

墨開催される。

　審議会は，正規の手読きによって提出され

たすべての制定案並びに決議案の審議及び決

定に当る。その決定は，国際ロータリー細則

の規定による，事後におけるクラブの決定に

従う場合を除き，すべて国際大会の決定とし

ての効力を有する。

　審議会はロータリーのある各地方よりの代

表者約400名を以て構成される。その構成員

は，議決権を有するものとして，各地区のク

ラブにより選挙された代表者各1名，地区に

属さないクラブよりの代表者，特別議員，元

会長5名及び審議会議長，並びに議決権を有

しないその他の者若干名からなる。

国際ロータリー理事会

　　　（Board　of　Directors　of　R．1．）

　国際ロータリーの管理主体は，次の17名よ

り成る理事会である。・

一会長（理事会の議長となる）。

一会長イレクト。

一アメリカ合衆国，カナダ，バーミュダ及

　　びプエルトリコよりの理事6名。

一グレート・ブリテン及びアイルランドよ

　　りの理事1名。

一欧州大陸，北アフリカ及び東地中海地域

　　よりの理事2名。

『アジアよりの理事2名。

ma Cベロアメリカよりの理事2名。

一オーストラリア，ニュージーランド，南

　　アフリカ及び他のいずれの地域にも含ま

　　れない所よりの理事1名。

一上記地域中，R．1．理事会が決定し，指定

　　する1地域よりの理事1名を追加。

　各理事は，それぞれの地帯，地理的集団若

しくは地域のクラブによって指名されるので

あるが，更に大会において，すべてのクラブ

によって選挙され，それによって各理事にロ

ータリーの管理について全クラブを代表する

という責任がかかってくる。

　理事会は，国際ロータリーの管理主体であ

り，定款及び細則の規定に従い，国際ロータ

リーの業務と資金の支配及び管理にあたる。

理事会は，国際ロータリーのすべての役員及

び委員会を全般的に統御管理する。理事会は，

ロータリーの目的の推進及びロータリーの綱

領の達成に必要と考えられるあらゆることを

行なう義務を負っている。理事会の決定は最

終的なものとする。但し，それに対し，国際

ロータリー大会へ提訴することだけはできる。

　執行委員会：理事会は，3名乃至5名の限

度内で，理事を執行委員に任命し，その執行

委員に対し，理事会の会合のない間，理事会

に代って，既に国際ロータリーの方針が確立

されている執行又は管理に関する事項を決定

する権限を，委任する事が出来る。

管理上の単位（Administratve　Units）

　国際ロータリー定款（第7条）は，クラブ

の管理は理事会の総括的管理の下にあるもの

とし，次に示す直接管理の諸形式の中いずれ

かの形式を併せ用いるものとする，と規定し

ている。

　（a）理事会によるクラブの直接管理。

これは，現在，地区に属していない51クラブ

のために規定された管理の形式である。

　（b）所定地区のガバナーによるクラブの貞

接管理。

一　8　一
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管理，一般的

理在地区の数は357である。

　（c）地区ガパナーの管理に加えて，理事会

が適当と考えかつ国際大会によって承認され

た方法を以てする，地理的に隣接した2以上

の地区から成る区域内のクラブの管理。

　（d）管理上の単位地域である，グレート・

ブリテン及びアイルランド内・国際ロータリ

ーによる，グレート・ブリテン，アイルラン

ド，チャンネル諸島及びマン島所在のロータ

リー・クラブの直接管理。グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内・国際ロータリーの権

限，目的及び職務は，国際ロータリー大会に

よって承認されたグレート・ブリテン及びア

イルランド内・国際ロータリーの定款の条項

並びに国際ロータリーの定款及び細則に定め

られているところに従うものとする。

　理事会は，国際ロータリーの管理機構につ

いて，次のような説明を行なっている。

　（a）管理目的のための国際ロータリー代表

としての地区ガバナーの任務を強化すること

がロータリーのため最も有益である。

　（b）国際ロータリーの管理機構は，国際的

にその機能を発揮する上に良く立案されたも

のであり，また，問題が起る場合には国際ロ

ータリー定款及び細則によって権限を与えら

れている人々が，その問題をロータリーのた

め最も有利に解決できる。（理46－47；74－75）

クラブの地域的又は地方的集団

（Regional　or　Sectional　Groupings

　　　　　　　　　　　　　of　Clubs）

　国際間における理解，親善及び平和の理想

の増進は，国際ロータリーに対する加盟クラ

ブの直接関係と共同責任感に基盤がおかれて

いる。理事会は，統一された世界的組織とし

ての国際ロータリーが縮小に向かう流れ又は

傾向の如何なる出現をも憂慮の目をもってこ

れを見ている。

　理事会は，その目的の如何にかかわらず，

地域的もしくは地方的なクラブの非公式集団

を発展させることは，統一組織を縮小する可

能性を生ずる基となるものと考える。従って

理事会により注意さるべき事項及びとらるべ

き可能な行為は，このような集団におけるク

ラブ及び地区ガバナーの機能及び活動が地域

又は地方に関する問題もしくは斯様な集団の

強化を計画した活動を過度に強調しかつこれ

に集中することによって限定されるようなこ

とのないように気を付けることがある。理事

会の見解ではかように限定された機能及び活

動は，広く世界にわたるクラブの交際を通じ

ての理解と親善を増進する多くの機会にクラ

ブ及び地区ガバナーが参加する意義をうすめ

る結果をもたらすこととなる。　（理61－62）

　理事会は1国内の2以上の地区又は全地区

を包括する一つの機関乃至そのような組織又

は管理部門の設置には好意を寄せない。　（理

69・一一・70）

＊

地域管理（Area　A（hninistration）

　オステンドにおける1927年国際大会におい

て採択され，その後，シカゴにおいて1930年

に，デトロイトにおいて1934年に，改正され

た規定によって，地理的に隣接する二つ以上

の地区から成る地域内のクラブの地域管理の

形式が設けられた。　（定款第7条第2節㈲項，

及び細則第11条第2節）。　これらの地域管理

に関する規定には，管理単位が設けられてい

なかった。

　1948－－49年に，国際ロータリーの理事会は，

地域管理を拡張してはならないとする意見を

表明した。

　グレート・ブリテン及びアイルランド

　1913－一・－14年に，グレート・ブリテン及びアイ

ルランド内にある，国際ロータリー加盟クラ

＊本節は1973年4月版「手続要覧」第2章の抄録。

一　9　一



毒
管理，一般的

ブは英国ロータリー・クラブ連合会を組織し

た。この連合会は，1914年の国際ロータリー

大会の決議によって，承認された。1922年に

国際ロータリーがその定款及び細則を改正し

た際，国際ロータリーの加盟クラブの国家又

は地域単位の管理に関する規定が設けられた。

この規定に基いて，グレート・ブリテン及び

アイルランド内のクラブは，地方連合会を組

織した。そしてこの連合会は，国際ロータリ

ー1922年大会によってその定款，細則が承認

されたことにより，正式に認められた。

　1927年オステンド国際大会が地域管理の規

定を採択した際，グレート・ブリテン及びア

イルランドの連合会の存続を認めこれを追認

する非常規定を設けるとともに，国又は地域

単位による管理が廃止された。

　1966年（デンバー）の国際大会は，決議66

－53「地域単位，グレート・ブリテン及びア

イルランド内・国際ロータリーに関する件」

を採択した。これは国際ロータリーとその加

盟クラブとの間における一定の関係を確認し，

そしてグレート・ブリテン及びアイルランド

内・国際ロータリーの組織規定は，常に国際

ロータリーの定款及び細則に合致すべきこと

とし，また，地域単位の域内の管理に関する

特別規定を含むべきことを規定したものであ

る。

　1968年の国際大会（メキシコ）で，国際ロ

ータリー理事会が提出した規則制定68－39及

びR．1．B．Lの年次大会が提出した決議68－

71が採択された。その結果，国際ロータリー

の定款及び細則とR．1．B．1．の定款とに次の

特定の規定が含まれることになった。即ち，

グレート・ブリテン，アイルランド，チャン

ネル諸島及びマン島に所在するロータリー・

クラブは，「グレート・ブリテン及びアイル

ランド内国際ロータリー」と呼ばれている国

際ロータリーの管理上の1地域単位を形成し，

この管理上の地域単位はグレート・ブリテン，

アイルランド，チャンネル諸島及びマン島所

在のロータリー・クラブを直接管理するもの

とする。尚，この管理上の地域単位の権限，

目的及び職務はR．1．B．1．定款及び国際ロー

タリー定款に定められている通りである。

　この地域単位の定款は，常に国際ロータリ

ー定款・細則の精神及び規定に合致しなけれ

ばならない。R．LB．1．の定款及び細則には，

国際ロータリーの大会によって承認された，

地域単位の域内管理に関する特定の規定を含

むものとする。そしてこの地域単位の域内管

理は，この特定の規定に従って，この特定の

規定の認める範囲内で執り行なわれる。域内

管理に関する事項を除き，国際ロータリーの

大会が国際ロータリーの定款又は細則を改正

した時は，R．1．B．1．の定款及び細則を国際

ロータリーの定款及び細則と一致させるため

に必要な関連的改正は，R．1．　B。1．の定款及

び細則について，事実上自動的に行なわれる

ことになる。

　R．1．B．1．が採択するグレート・ブリテン

及びアイルランド内のロータリー・クラブの

ための標準定款及び細則は国際ロータリーの

定款及び細則に違反してはならない。そして

国際ロータリー加盟認証状を授与されたグレ

ート・ブリテン及びアイルランド内の各クラ

ブは，認証状を受理したことにより，すべて

のことについてR．1．B．L並びに国際ロータ

リーの定款，細則によって拘束されることを

約諾する。

　グレート・ブリテン及びアイルランド内の

各クラブは国際ロータリーの細則に明記され

ている人頭分担金をR．1．B．1．を通じて国際

ロータリーの口座に払い込む。

管理事務（Administrative　Service）

　理事会は，ロータリーの管理事務に関して，

次のような一般方針を採用している：

　1．国際ロータリーの管理に関する事務は，

怜
ー
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世界中のすべてのガバナー及びクラブに対し

出来得る限り公平に行なうようにしている。

　2．　この事務は，各国人から成る中央事務

局員によって取扱われることになっている。

広く世界にわたって出来るだけ最善の仕事が

できるようにするために中央事務局に変更す

べき事項がある場合，これを随時，理事会に

報告することが，事務総長の任務とされてい

る。

　3．　航空機による世界的な通信機関の不断

の進歩は，クラブと中央事務局間の連絡を益

々速かならしめている。従って事務総長には

通信及び物品の送付に航空便を使用する権限

が与えられている。このため事務総長は航空

便の費用に関し定期的に調査を行ない，財務

委員会が理事会に勧告する予算案の作成中に，

この種の費用について同委員会が考慮するよ

うにしなければならない。

　4．通信機関が絶えず改善されて行くので，

極めて特別な事情の下において，できるだけ

広い国際的な範囲に奉仕することを目的とな

す場合を除いては，別に事務局の支局を置く

必要はないと考えられている。

　5．中央事務局から極めて遠距離の地域，

特に戦災地域においては，一時的に特殊な役

務の提供を必要とする場合のあることが考え

られる。従って，事務総長は，理事会がこれ

らの必要に応ずる最善の方法を決定すること

ができるように，随時，理事会に，その特殊

な必要事項について報告するように要請され

ている。

　6．　事務総長は，国の財務事情がこれを許

すところであれば，銀行勘定を有する財務代

行者の制度を設ける権限を与えられている。

この場合には，財務委員会及び理事会に対し

その旨を報告しなければならない。

　7．通信及び文献は，出来得るかぎり，こ

れを受取る者が容易に理解出来る言語で書か

れていなければならない。そして事務総長は，

ロータリーの伝統であるこの仕事の増加に関

する情報について財務委員会及び理事会の考

慮を促がさなければならない。　（理47－48；

55－56　；61－62）

国際ロータリーの役員
　　　　　　　　　　（Officers　of　R．1．）

　国際ロータリーの役員は，会長，第1副会

長，第2副会長，第3副会長，その他の理事，

事務総長，財務長，地区ガバナー，グレート・

ブリテン及びアイルランド（R．1．B．1．）内・国

際ロータリー会長，直前会長，副会長及び名

誉会計である。

　会長：会長は，此の組織の最高執行者であ

り，国際ロータリーの仕事及び活動を監督す

る。会長は，理事会の一員であると共に議長

であり，理事会を主宰する。常任委員及び特

別委員は，すべて会長によって任命される。

会長は，会長指名委員会を除くすべての委員

会の職権上の委員である。

　会長は，また，国際ロータリー大会及び地

域大会の議長となる。

　大会に先だつ数ヵ月前，会長候補者1名が

会長指名委員会によって指名される。会長指

名委員会によって行なわれた指名のほかに，

いずれのクラブも会長ノミニーを1名推薦す

ることができる。会長は大会において，全ク

ラブの選挙人によって選挙される。

　1966年（デンバー）大会は，国際ロータリ

ー会長は，如何なる国からも，連続2年を超

えて選出せらるべきではないことを規定した

決議66－34を採択した。

　理事会は，求め得る最も有能な人物を指名

することが委員会の責任であることを認める

ものであるが，これまで毎年の国際ロー一一タリ

ー会長指名委員会に対して，ロータリーの国
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↓ 管理，一般的

際性にかんがみ，会長を選ぶに当っては同一

の国から2年連続して会長を選出しないこと

が望ましいとする意見について慎重に考慮す

るよう求めている。　（理67－68）

　副会長：大会終了直後に開かれる暫定会合

において，次期会計年度の理事会のメンバー

はそのメンバーの申から第1，第2及び第3

の各副会長を互選する。

　副会長の欠員は残余の副会長の順位に従っ

て充当される。即ち，第1副会長の欠員は第

2副会長をもって，第2副会長の欠員は第3

副会長をもって充当される。第3副会長の欠

員は理事会が理事の申から選んで充当する。

　理事：理事は，大会に於て選挙され，その

任期は2力年とする。その任務と責任は，理

事会の一員であることによって生ずる一切を

含むものとする。

　理事に選挙された時期と任期の第1年目を

終る時との間において，理事に欠員が生じた

場合は，その理事を指名したゾーン，地理的

集団又は地域内のクラブの決定によって，そ

の欠員を補充する。理事の欠員がその理事の

就任第1年度終了の時とその任期満了の時と

の間において生じた場合は，残余の理事が残

存任期中空席を理める理事を選挙するものと

する。　（国際ロータリー細則第4条第8節）

　事務総長：事務総長は，会長の監督と理事

会の統率の下に実務を執行する国際ロータリ

ーの常務役員である。事務総長は直接理事会

に報告を行ない，その年次報告は理事会の承

認を経て大会に提出される。次期理事会は，

事務総長の任期が終了する暦年中の暫定会合

に於て，任期を5年以内とする事務総長を選

挙する。事務総長の任期は翌年1月1日に始

まる。

　約275名の職員が事務総長と共に国際ロー

タリー事務局を形成し，事務所をアメリカ合

衆国イリノイ州エバンストン，及びスイス国

チューリッヒに置いている。

　財務長：財務長は理事会の指示する方法に

従って国際ロータリー資金の支払を行ないか

つ理事会によって代行を委任されることある

べき，財務長の職に附随するその他の任務を

行なう。財務長は，理事会に，理事会の要求

することあるべき報告を行ない，又大会に対

して年次報告を提出する。財務長は，毎年，

理事会に於て選挙する。任期は1年とし，次

年度の7月1日に始まる。

　地区ガバナー：地区ガパナーの数は357名

（1975年7月）である。各ガバナーは，理事

会の総括的管理の下に，自己の地区内クラブ

を直接管理する。また，国際ロータリーの綱

領を推進し，クラブの結成を監督し，地区内

の各クラブ間及びこれらのクラブと国際ロー

タリーとの間の友好関係を推進することをガ

バナーの任務とする。ガバナーは地区協議会

及び地区大会を主宰する。

　ガバナーは地区大会に於てその地区のクラ

ブによって指名されるが，例外的な事情ある

場合には，郵便による投票によることもある。

ガバナーは国際大会に出席しかつ投票する選

挙人によって選挙される。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける24地区の地区ガバナーの任務は，その地

域の伝統的慣行に従い，R．1．　B．1．審議会の

指示の下に，R．LB．Lの定款並びに細則に

基づいて，遂行される。グレート・ブリテン

およびアイルランドにおける各地区ガバナーは，

国際ロータリー細則並びにR．1．B．L定款の

規定により，自己の地区の管理につき，国際

ロータリー理事会及びR．1．B．1．審議会に対

して責任を有するものとする。

t
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　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける地区ガバナーは，その地区のクラブによ

って被指名者として選ばれ，RI．B．1．年次

大会において指名され，国際ロータリー国際

大会において出席投票する選挙人によって選

挙される。

　R．1．　B　1．役員の選挙：選挙されるR．1．B．

1．の役員は，会長，直前会長，副会長及び名誉

会計である。会長，副会長及び名誉会計は，

R．LB．1．大会によって指名され，国際大会

に出席しかつ投票する選挙人によって選挙さ

れる。

　役員の任期：国際ロータリーの各役員の任

期は，会長及び事務総長＊を除き，その選挙

された国際大会終了直後の7月1日に始まる。

会長としての任期はその選挙された翌年の7

月1日に始まる。但し，その選挙された直後

の7月1日に会長イレクトとして，理事の職

にっくものとする。

　特殊な事情のもとにおいては，理事会はガ

バナーの任期が7月1日以後に始まるものと

することができるが，これを10月1日以後と

することはできない。

　大会に於て選出される，理事を除く他の役

員は，すべて任期1力年とする。理事の任期

は，2ヵ年間とする。会長も理事としての任

期を2ヵ年一1年は会長イレクトとして，

次の1年は会長として一とする。

国際協議会（Internati・nal　Assembly）

　国際’協議会は毎年通常国際大会の開かれる

直前に開催される。

　協議会は，会長，副会長，並びにその他の

理事，あれば会長ノミニー，及び理事ノミニ

＊事務総長は理事会において選挙され任期は5年以内と

し当選後の1月1日に就任する。

一，事務総長，財務長，地区ガバナー・ノミ

ニー，R．LB．L被指名役員，国際ロータリー

各委員長及び理事会が指定するその他の者か

ら成る。

　国際協議会は特別の目的を持った会合なの

で，出席者は指定された参加者とその近親者

に限定されている。　（理74－75）

　この協議会の目的は，これらの役員及び委

員長が，国際ロータリー及び各クラブの次年

度の事業活動を協力して協議計画し，かつロ

ータリーに関する教育と管理上の任務に関す

る指導を行ない，出席者間の親睦をはかる機

会を与えることである。

　国際協議会の参加者に配布される文献その

他の資料は，国際ロータリーによって出版さ

れ又は配付されるものに限られている。その

他による文献，資料の配布は許可されていな

い。

国際ロータリーの委員会

　　　　　　（Committees　of　R．1．）

　細則（第14条）は，九つの常任委員会を規

定している。即ち，

　定款・細則

　国際大会

　地区編成

麩
　財務

　会員増強

　企画

　広報

　出版物

　会長は常任委員を任命し，自己または理事

会の判断で必要と認める特別委員を任命する

ことができる。会長は，自己の任命した各委

員会の委員長を指名し，又，委員に欠員を生

じた時はこれを補充する権限を有する。

　理事会は，地域諮問委員会（国際ロータリ

ー細則第14条第4節）を任命することができ
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管理，一般的

る。この委員会は，理事会によって承認され

た手続きに従って諮問機関としての機能を果

す。

　会長指名委員会を除き，すべての委員会の

決定は，理事会の承認を受けなければならな

いo

元会長審議会

　　（Council　of　Past　Presidents）

　国際ロータリー細則（第18条）は職権上の

議員としての会長と，元会長でその所属クラ

ブにおいて正会員，シニア・アクチブ会員又

はパスト・サービス会員の籍を有するものと

をもって構成される元会長審議会を常置する

ことを規定している。

　審議会は，通信によって，会長又は理事会

から付託された事項を審議し，また理事会に

進言し，かつ勧告をすることができる。

　然し，会長又は理事会は，この審議会を召

集することができる。ただし，毎年の国際大

会における，国際大会に出席しているこの審

議会の議員の，非公式会合として催さるべき

ものとする。

地区協議会（District　Assembly）

　ロータリーの教育及び知識を提供し，かつ

地区活動の調整を行なう目的をもって，各地

区内のすべてのクラブの次年度会長並びに幹

事，及び次年度地区ガバナー並びに理事会が

選定するその他の者による協議会を毎年4月，

5月又は6月申に各地区ガバナーが決定する

時期と場所において開く。次年度の各クラブ

会長及び幹事はこれに出席するものとする。

地区大会（District　Conference）

　ロータリーの綱領を推進するため，地区内

ロータリアンの大会が，各地区において，毎

年，地区協議会，国際協議会又は国際大会と

同時期としない条件の下に，地区ガバナー及

び地区内過半数のクラブ会長の同意によって

決定した時期と場所において，開催される。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され，国際ロ・一一タリー事務総長によってこ

れが認証されたならば，そのガバナー・ノミ

ニーがガバナーを勤める年度のその地区の大

会はこれをあらかじめ計画することができ，

その開催地は，そのガバナー・ノミニーと該

地区内クラブのその時点における会長の過半

数との合意によって決定することができる。

地域大会（Regional　Conferences）

　地域大会は理事会の決定する日時及び場所

に於て理事会によって招集される。

　地域大会の目的は，地域内に所在するクラ

ブの会員を集めて相互間の面識と理解を推進

すること；又アイデアの交換及びロータリー

の綱領に関する問題を討議するための公開討

論の場を提供するにある。大会は，理事会の

採択した運営手続きに従って運営される。大

会は立法機関ではないが，理事会に対する勧

告として，決議を採択することができろ。

（160～164頁参照）

ロータリー・クラブの構成

　　　（Structure　of　Rotary　C｝ub）

　1922年ロスアンゼルス大会に於て，国際ロ

ータリー細則が改正され，1922年大会後に国

際ロータリーに加盟を承認されるクラブはす

一14一

＜

べて標準クラブ定款を採用しなければならな

いとする規定が設けられた。これは命令的な

ものではなかったが，1922年6月より前に加

盟した多くのクラブも，その定款を標準クラ

ブ定款に合致させるようにした。従って，ロ

ータリー・クラブの組織は標準クラブ定款に

基づいているとすることができる。

無地区クラブの管理

（Administration　of　Non－Districted

　　　　　　　　　　　　　　Clubs）

　理事会は，無地区クラブ管理のための手続

きを定め，それに基いて，会長が，地区を構

成するには数の足りない無地区クラブの集団

が理事会の直接管理の下に存在する場合，そ

の集団内（特殊な事情のある場合は，集団外）

のクラブの会員1名を指名して，これを，そ

の年度中，名誉職の管理顧問として，各クラ

ブに奉仕させることができるようにすること

に，原則的に同意している。

　管理顧問の資格で奉仕するロータリアンの

機能と任務は，次の通りとする：

　（a）集団内各クラブの管理と進展の状況並

びに当該地域におけるロータリーの拡大に関

し，つねに中央事務局を通じて理事会に報告

する。

　（b）集団内の各クラブに対し，管理その他

の問題につき助言を与える。

　（c）毎年1回各クラブを訪問し，会長，理

事会および各委員長と会談し，その相談に応

じ，また個別的にもクラブ役員たちと相談し，

更に例会でロータリーのプログラムを主題と

した話をする。

　管理顧問が職務の遂行に関して支払った妥

当かっ心要な事務費並びに旅費は国際ロータ

リーにより弁済されるものとする。

　上記事項を遂行するための拠り所として理

事会は，既に会長がその決定に従って管理顧

問を指名するにあたり，その基盤となる無地

区クラブの集団ををいくつか設定している。

（理67－68）
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出 席

クラブ例会への出席
（Attendance　at　Club　Meetings）

　国際ロータリー細則（第18条第1節）によ

れば，加盟クラブは毎月最終例会の直後にク

ラブ例会の出席報告をガバナーに，ガバナー

のない場合は国際ロータリー事務総長に提出

するものとする。

出席競争 （Attendance　Contest）

　出席競争規定（1922年大会に於て初めて採

択されその後改正せられた）は次の通りであ

る：（ダラス大会決議29－12，第1条，第9節）

出席競争規定

　　　　（Attendance　Contest　Rules）

　国際ロータリー理事会により随時決定さる

べき国乃至地理的地域にあるクラブは出席競

争に参加しているものとみなされるものとす

る。

　（a）地区及びクラブの出席率を公表するに

当って，国際ロータリー事務総長は，期日ま

でに受理した地区ガバナーの出席率報告を使

用する。

　（b）出席競争は7月1日に始まり翌年6月

30日に終る1ヵ年を単位として行なうものと

する。

　国際ロ・一一タリーに属するすべてのクラブは，

次の区分に従って，自己のクラブとほぼ同じ

位の大きさのクラブとのみ出席競争を行なう

資格を有するものとする。

　A区分一400名以上の会員を有するクラ

　　　　　　ブ

B区分一300名乃至399名の会員を有す

　　　　　るクラブ

C区分一200名乃至299名の会員を有す

　　　　　るクラブ

D区分一100名乃至199名の会員を有す

　　　　　るクラブ

E区分一50名乃至99名の会員を有する

　　　　　クラブ

F区分一25名乃至49名の会員を有する

　　　　　クラブ

G区分一25名未満の会員を有するクラ

　　　　　ブ

クラブの守るべき規定

　（c）1．　クラブのすべての会員（名誉会員

及びパスト・サービス会員又はシニア・アク

チブ会員で標準クラブ定款第8条第5節（c）

項及び（d）項の規定によって理事会の承認を

得ている者を除く）は例会に於て必ずその「出

席」又は「欠席」を記録されなければならな

い。出席とは以下の規定に従って，会員の所

属クラブ又は他のロータリー・クラブ又は仮

ロータリー・クラブの例会に，その所定時間

の少くとも60％在席した事実をいう。
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（注：贈暇申又は理事会により例会に欠席

の承認を与えられているすべての会員〔名

誉会員及びパスト・サービス会員又はシニ

ア・アクチブ会員で標準クラブ定款第8条

第5節（c）項及び（d）項の規定によって理事

会の承認を得ている者を除く〕が，他クラ

ブの例会に出席して補填をしなかった場合

f

は，欠席として記録される。かかる欠席の

承認もしくは賜暇は単にその会員個人を，

定款の「欠席による身分終結」の条項に該

当せしめないというに過ぎない。この規定

中「例会」というのはクラブが公式に毎週

定期的に開く会合を指し，クラブの臨時会

合，理事会，ラウンドテーブル会合その他

の非公式会合の如きものはクラブの例会と

は認められない。）

　2．　すべて欠席した会員（名誉会員，及び

パスト・サービス会員又はシニア・アクチブ

会員にして標準クラブ定款第9条第5節（c）

項及び（d）項の規定によって理事会の承認を

得たる者を除く）は誰でも欠席した日の直前

の所属クラブ例会の定例の時から欠席した

日の直後の所属クラブ例会の定例の時まで

の間に，他のどこかのロータリー・クラブ又

は仮V　一一タリー・クラブの例会に出席するこ

とによってその欠席を補填して，所属クラブ

における出席として完全に認められることが

できる。かかる出席については，その出席し

たクラブの幹事より報告される必要がある。

若しその報告がなされない時には，本人が電

信又は書面によりこれをなす。会員が，出席

の目的を以て，他クラブの例会場に定刻にお

もむいたところ，その週間の例会が休会，延

期又は時刻もしくは会場の変更により目的を

達しえなかった場合には，その例会が開催さ

れたものとして，訪問された筈のクラブの幹

事よりその旨の通知を受けるか，それなき場

合は会員自身の通知により，欠席補填の効力

が与えられる。

　3．　クラブの会員（名誉会員を除く）で，

国際ロータリーの役員，又は国際ロータリー

の委員会委員，或は地区ガバナーの特別代表

或は国際ロータリーの従業員として奉仕して

いる者が，ロータリーの用務のため所属クラ

ブの例会を欠席した場合は，当該用務に従事

している間に出席できなかった例会に出席し

たと同様の効力を与えられる。かかる欠席は，

本人より書面を以て所属クラブ幹事に報告す

ることを要する。

　4．如何なる正，シニア・アクチブ，又は

パスト・サービス会員も，国際大会，国際協

議会，国際ロータリー元及び現役員のための

ロータリー・インスティチウト，ロータリー

地域大会，国際ロータリー委員会会合，ロー

タリー地区大会，ロータリー地区協議会，国

際ロータリー理事会の指示のもとに開催され

る地区会合，或は正式に公表されたロータリ

ー・ Nラブ都市連合会出席のため適切な直行

日程を以てする往復の途次，その所属クラブ

の例会に欠席した場合，本人よりその旨通知

すれば，当該例会に出席したと同様の資格を

認められるものとする。

　如何なる正，シニア・アクチブ，又はパス

ト・サービス会員も，国際大会，国際協議会，

国際ロータリー元及び現役員のためのロータ

リー・インスティチウト，ロータリー地域大

会，国際ロータリー委員会会合，ロータリー

地区大会，ロータリー地区協議会，国際ロー

タリー理事会の指示のもとに開催される地区

会合，又は正式に公表されたロータリー・ク

ラブの都市連合会へ，その所属クラブの例会

に欠席した日の直前の所属クラブ例会の定例

の時から欠席した日の直後の所属クラブ例

会の定例の時までの間に出席し，本人より

その旨その所属クラブに通知があれば，所属

クラブの当該例会に出席したと同様の資格を

認められるものとする。

　会員が，地区の提唱する奉仕事業に直接か

つ現実に従事中のため，その所属するクラブ

の例会に欠席した場合において，その事業が

僻遠の地で行なわれていて，欠席を補填する

機会が全く得られないときは，その会員は，

前記の例会に出席したものとみなされるもの

とする。
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　5．翌月10日夜半までに出席報告がガバナ

ーの手許に到達したクラブのみが出席競争に

算入される。ガバナーの集計報告はその月の

17日夜半までに国際ロータリー中央事務局に

到達することを要する。

　6．例会日が法定休日に当る場合，もしく

はクラブ会長の死去又は全地域社会に亘る流

行病又は災害の故を以て例会が取消された場

合は，クラブ出席記録の計算より除外される。

　7．　出席競争の進行申，その区分中の上10

位又は下5位に何度入ったかを示す小型数字

がクラブ名の前に付けられる。上10位又は下

5位より外れたクラブが，次の月にその位置

に戻った場合は，最後の数字より1点多い数

字が冠せられる。

　8．　出席競争進行中，その地区が上10位に

入った度数を示す小型数字が，地区番号の前

に付けられる。地区は毎月その出席率によっ

て順位が決められる。

（注：月の1日より後に国際ロータリーに

加盟を承認された新クラブはその承認が行

なわれた月の翌月まで出席競争に参加させ

ないものとする。）

　出席競争規定の解釈は地区ガバナーの判断

に任されるものとする。

　　　　　（出席競争規定了）

地区出席競争

　　（District　Attendance　Contests）

　理事会は各地区ガバナーに対し，その地区

内のクラブ間に出席競争を行なわしめるよう，

而して，その地区内クラブが地区ガパナーに

提出する月例出席報告に基づき，その月信に

おいて，かかる競争の結果を公表するよう，

要請している。（理67－68）

饗告禦Li＿姻
　ガバナー宛の出席報告は，報告する月の翌

月10日の夜半後第1便のものまでがその月の

地区出席統計に含まれるものとする。　（理29

－30）

陪審員の職務その他による欠席

　（Absence　for　Jury　Service，　Etc．）

　陪審員としての職務：陪審員としての任務

を果すための例会欠席であっても，これを欠

席としての取扱いから除外し，出席競争での

罰点を免れさせることは出来ない。理事会は

陪審員の義務履行のためのクラブ例会欠席を

出席と認める規定を作ることを認めない。

（理23－24；65－66）

　州議会：州議会において出席を強制せられ

たため例会を欠席した場合でも，その欠席を

出席競争での罰点を課せられることから除外

することはできない。（理52－53）

　非公式の会合：船上，避暑地，同業者大会

等で開かれる非公式なロータリアンの会合に

関しては，定款，細則，出席競争規定のいず

れにもこれを出席と認める条項はない。理事

会は，船上におけるロータリアンの非公式会

合を出席の単位にするような規定を作っては

ならないということを決定した。（理56　一一　57；

69－70）

他の奉仕クラブの会合：ロータリーの求め

る目的は如何なるクラブの会合にでも出席す
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出 席

ればよいというのではなく，ロータリー・ク

ラブに出席することから得られる利益にある

が故に他の奉仕クラブの例会に出席してもロ

ータリーの会合に出席したと同じ効果がある

とは考えられない。（理26－27）

Rosanoff出席トロフィー

　　　（Rosanoff　Attendance　Trophy）

　Rosanoff出席トロフィーというのは欧州

大陸，北アフリカ及び東地中海地域のクラブ

の出席競争の賞品として与えられるトロフィ

ーである。これは上述の地域に於てその年の

最高平均出席率を得たクラブに贈られるもの

であり，毎年優勝クラブ名がトロフィーに彫

込まれそのクラブがそれを1年間保管し，翌

年の優勝クラブへ譲渡する。斯くしてトロフ

ィーはクラブからクラブへと渡され，決して

一クラブの永久所有物とならない。

　このRosanoff　’トロフィーを目指して競争

するクラブは，その出席率を1ヵ年52回の例

会を開くものとして計算しなければならない。

但し法定休日等は例外とする。

賜暇（Leave　of　Absence）

　会員が例会に欠席する場合には前以て賜暇

を求めなくてはならないとする規定を設ける

ことは実際的でない。（理25－26）

来訪ロータリアン（Visiting　R・tarians）

　クラブ例会に他のクラブからの来訪ロータ

リアンが出席した場合，クラブの幹事はその

ビジターの所属するクラブの幹事に早速その

旨を通知しなければならない。もし本人から

要求があれば電話又は電報によって通知しな

ければならない。勿論この場合の費用は来訪

ロータリアン自身の負担である。

　ガバナーは，地区内のロータリアン同士の，

（a）他国及び（b）その他の地域のクラブへの出

席競争の実施を取決めることが出来る。この

競争で優秀な成績を収めたものは，これを地

区大会で適当に表彰することが望ましい。

（理36－37）

　クラブを訪問するロータリアンがそのクラ

ブで個人的に知られていない場合には，ロー

タリー会員カードを提示して自己紹介をすべ

きである。

　クラブ又は会員個人に招待された場合を除

き，訪問したロータリアンは，ロータリーで

行なわれている慣行に従い食券を自分で買う

ことを認められるものとする。　（ダラス大会

決議，29－12）

詐欺師（lmpostors）

　他の町から来たロータリアンだと称する男

がクラブや会員個人を訪ねてくることがよく

ある。彼等はきまって尤もらしい不幸な出来

事の話をして金を要求するのである。訪ねら

れた方では仲間のロータリアンを助けたい気

持から金品を与えたり世話をしたりするので

あるが，これが実は「にせ者」だったという

ことが後でわかることがある。ロータリアン

と称する未知の来訪者から援助を求められた

場合には，本人が会員だと称するクラブに電

話か電報で確めるのが一番良い。本当のロー

タリアンであったらこのような照会に異存は

ない筈である。
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国際ロータリー理事会
（Board　of　Directors　of　R．1．）

　国際ロータリーの管理主体は17名の理事か

ら成る理事会である。理事会の構成及び任務

は定款第5条及び細則第4条及び第10条に掲

げてある。

執行委員会（Executive　Committee）

　理事会は，細則第4条第6節の規定により，

3名乃至5名の理事より成る執行委員会を任

命し，これに理事会の会合なき間，理事会に

代って執行又は管理に関する事項を決定する

権限を委任する。但しこの権限の行使は国際

ロータリーの方針が確立されているものに限

る。1968－－69年度理事会は，執行委員会を任

命しかつ次に示す職務規定を表示した。

　執行委員会は：

　1　理事会の方針が確立されているもの，

或は緊急の事態が発生した場合に，その執行

又は管理に関する事項を決定する。

　2　理事会によって割当が行なわれている

費用の支出に関し必要な決定を行ない，かつ，

理事会の決定を実行するに必要な費用の緊急

割当を行なう。

　3　非常用予備金から，緊急に必要ありと

認められる金額の追加割当を行なう。

4　必要又は望ましいと考えた場合には，

会計監査の意見を求めるなり或は会合するな

りして，監査報告を詳細に検討し，その結果

互理事会の処理を必要とする事項を調査

し，これに関し理事会に勧告をする。

　6　委員会の報告を検討し，必要に応じ，

本規定（1）に従い，報告申に含まれている事項

に関する措置を行なう。

　7　国際協議会のプログラムを準備し，地

区大会，地区協議会，及び部分的地区協議会

に対してプログラムを提案する。

　執行委員会の審議に対し執行委員のいずれ

かが文書を以て反対を表したときは，その問

題は理事会の決定に委ねるものとする。

　執行委員会に於て決議された事項はすべて

次回の理事会に報告すべきものとする。　（理

75－76）　　　　　　　　　　．

郵便による投票（Bal　l・ts　－by－Mai　1）

　理事会の票決に郵便による投票を用いるの

は，次の理事会の会合まで延ばすことのでき

ない緊急な案件で，新しい方針の設定を含ま

ないものに限定さるべきである。（理32－33）

　郵便投票により執行委員会の行なう決定は

執行委員会全員一致の投票でなければならな

い。執行委員会に付託された事項に関し郵便

投票の結果，全員一致の結果が得られなかっ

た場合には，その問題は理事会に付議しこれ

を決定するものとする。（理47－48）

を理事会に報告する。
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立法議案に関する理事会の方針

　　（Policy　of　Board　re　Proposed

　　　　　　　　　　　Legislation）

　立法議案に対する理事会の見解に関して，

国際n　一一タリー理事会は次の各項を承諾しか

つ再確認した。

R．1．理事会

a）国際ロータリーの立法議案の審議に際

　し，これを効果的に指導するのは国際ロ

　ータリー理事会の責任であり，理事会は

　かかる責任を果すべきである。しかし，

　理事会が規定審議会の審議に参加する場

　合は，上述の指導的立場に即して，国際

　ロータリーの管理主体たる理事会本来の

　職務に調和するよう最小限に止めるもの

　とする；

b）理事会は，理事会提出の立法議案を除

　き，その他の未決議案に対して理事会と

　して賛成乃至反対の見解を明らかにした

　り，或は理事会員をして理事会を代表し

　て審議会に対し意見を表明させたりしな

　いものとする；

c）原則として，理事会員の審議会の審議

　への参加は，理事会代表としてではなく，

　個人の資格で行なうものとする；

d）理事会は，国際ロータリーの極めて重

　要な利益にかかわる重大事と考える問題

　に関しては，理事会の見解が審議会に対

　し効力を持つよう，理事会としての決定

　を記録に取るか或はその見解を表明した

　決議を採択し，その写しを規定審議会議

　長及び特別議員に配布するものとする；

e）理事会提出の立法議案については，理

事会は審議会における当該議案の審議促

進を計るものとする；

f）　理事会が国際大会の指示に基づいて提

　出する議案に関しては，理事会はその提

　出理由を明らかにするよう努めるものと

　する。（理75－76）

会長及び理事の旅行

　　（TraveI　of　President　and　Members

　　　　　　　　　　of　the　Board）

理事会は次のことに同意した：

a）理事がクラブ又は地区を繰り返し訪問

　すること，又は他の理事とかち合った訪

　問をすることを回避すべきこと；

b）理事が個々のクラブの講演依頼を受理

　することは，実行できる場合は，出来る

　だけ多くのクラブやロータリアンと接触

　できるように都市連合集会を準備してい

　るクラブに限るべきこと；

c）　クラブ集会での講演依頼に関する理事

　の旅費及び雑費は，かかる依頼をした者

　の負担とすべきこと。（理67－68，68－

　69）

国際ロータリー会長の指名

　　（Nomination　for　President　of　R．L）

　国際ロータリー会長の指名は，会長指名委

員会，クラブ若しくはその両者によって行な

われる。

　会長指名委員会は11名の委員より成り，毎

年7月31日までに設置される。委員会はその

会合に於て委員の1名を委員長に選挙する。
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R．1．理事会

　委員会は各クラブに対し，会長指名に関し

委員会の考慮を求める提案を出すよう招請状

を出す。各クラブからの提案は12月31日まで

に中央事務局に到達しなければならない。

　指名委員，その委員の補欠者，元会長又は

国際ロータリー理事は，指名委員会によって

会長に指名される資格を有しない。

　指名委員会の会合は毎年1月31日までに開

かれる。この会合に於て委員会は会長ノミニ

ーを選ぶ。

　全クラブ宛の委員会の報告は，委員会会議

後10日以内に委員長から事務総長に証明され

る。事務総長は，本報告受領後10日以内に，

その写しを，各クラブに送付すべきものとす

る。

　委員会による指名に加えて，各クラブは，

クラブの指名決議書を3月15日までに事務総

長に提出することによって，国際大会におけ

る会長選挙のため提出されるべき会長ノミニ

ーを選ぶことができる。

　3月15日迄にクラブによる指名が提出され

ていない時は，会長は指名委員会の指名する

者を会長ノミニーと宣言する。会長ノミニー

が唯1名である場合は，大会に於ける選挙人

は口頭投票によって，そのノミニーに全会一

致の投票を行なうよう事務総長に指示するこ

とができる。

　しかしながら，3月15日迄にクラブからの

ノミニーが提出されており，かつその指名

が3月25日迄有効である場合は，会長ノミニ

ーは全部大会に於て投票に付されるものとす

る。

　指名委員会の構成及び会長指名の手続きは，

国際ロータリー細則第10条第1節及び第2節

に詳細に掲げられている。

　細則第10条第2節の「委員の補欠者が委員

会委員の任務を行なった場合は，その補欠者

は委員会の残存任期申その役をつとめるもの

とする」という規定は，本来の委員に代って

補欠者が指名委員となった場合は，本来の委

員はその年度は委員でなくなるという意味で

ある。（理41－42）

　理事会は，国際ロータリー会長ノミニーの

選定は，もっぱら会長指名委員会の責任に於

てであることを認め，此の件に関する委員会

の決定に直接又は間接に影響を及ぼす如何な

る外部からの働きかけにも好意を寄せないの

である。（理62－63）

　会長ノミニーが大会に於て投票に付される

場合は，順次投票用紙による。各ノミニーに

ついては次の事項を投票に先だって大会日報

に掲載しなければならない。即ち，

　　ノミニーの氏名及び所属クラブ名

　　ノミニーを推薦したクラブ名

　　　或は

　　指名団体の名称

　　ノミニーの以前の職業分類

　　所属商社名

　　商社に於ける地位

　　ロータリアンとしての年数

　　ロータリーに於ける現在の地位

　　ロータリーにおいて過去に占めたことの

　　ある地位（理52－53；54－55）

理事ノミニーの選定方法（Methods　f・r

Selection　of　Directors　Nominee）

　国際ロータリーの細則は，1962年（ロスア

ンゼルス）国際大会で，指定されたゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニーを選

定する四つの方法，即ち，

1）　国際大会においてクラブの選挙人によ

る投票；

2）　クラブによる郵便投票；

3）指名委員会手続き；

4）．国際ロータリー理事会による指名の方法

を規定することによって改正された。

　改正された細則は，各ゾーン，地理的集団

又は地域におけるクラブが，そのゾーン，地
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理的な集団又は地域における理事ノミニー選

定にこれら四つの方法の内何れによるべきか

を郵便投票によって決定すべきことを規定し

ている。

　理事ノミニーの選定方法は各ゾーン，地理

的集団又は地域におけるクラブによって決定

されるものである。斯様な方法は細則第10条

第3節の規定に従い改正されざる限り効力を

もつ。

大会に於ける選挙人会合の招集者

　　（Conveners　for　Meetings　of

　　　　　Electors　at　Convention）

　国際大会においてクラブよりの選挙人によ

る投票によって理事ノミニーの選定をなすこ

とに関し，細則は，斯様な理事ノミニー選定

方法が適用されるゾーン，地理的集団又は地

域に所在するクラブよりの選挙人は，国際大

会期間中に理事候補推薦の目的のために集合

すべきことを規定している。

　国際ロータリー会長は，理事ノミニーの選

定手続きが国際大会における投票によって行

なわれるゾーン，地理的集団又は地域からの

選挙人の会合の招集者として，そのゾーン，

地理的集団乃至地域に居住する国際ロータリ

ー理事を指名する。もし斯様な理事がその任

を遂行し得ない場合には，会長はそのゾーン，

地理的集団乃至地域に居住する現在又は元国

際ロータリー役員を招集者に指名する。　（理

64－65）

理事選挙の票決の方法

　　　　　（Balloting　for　Directors）

　国際ロータリー細則は，その理事への候補

者の数が2名よりも多い場合には単一移譲投

票の方法によるべきことを規定している。

（53頁の解釈文参照）

　理事会は，一つの役職に対して2名以上の

候補者がある場合には，順に投票に付すべき

ことを決定した。（理54－55）

カナダ及びアメリカ合衆国に会員を有

するクラブの投票　　（Voting　of　Club

with　Members　in　Canada　and　United

States）

　その区域がカナダ及びアメリカ合衆国の国

境に跨り，カナダ及びアメリカ合衆国に会員

を有するクラブは，両国のクラブ会員に関係

する事柄に対し投票する資格を有する。従っ

て国際ロータリー理事の指名投票に於てもこ

のようなクラブはカナダからの理事の指名に

投票すると共に，又クラブの所在するアメリ

カ合衆国のゾーンからの理事の指名にも投票

することができる。各クラブの行使し得る投

票の数は細則に定められてあるが，これはか

ようなクラブがすべての投票において行使す

る数を考慮したものである。（理41－42）

国際ロータリーの役職候補者に関する

宣伝（Publicity　Re　Candidates　for

　　　Office　in　Rotary　International）

　理事会は，困際ロータリー理事候補者の如

何なる宣伝活動にも不賛成である。かかる活

動は，その役職の権威を損じ，不当な出費を

もたらしがちである。（理41－42；57－58）

　あるゾーン，地理的集団又は地域の理事指

名委員会委員の選出は，ロータリーの原則に

基調して厳正かつ責任ある方法を以て行なわ

れるべきである。理事指名委員会委員候補者

を支持する活動は，委員会の重要な役目と合

致すべきものであり，かつ当該ゾーン，地理

的集団又は地域からの理事ノミニーと見倣さ
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れる個人に関連して，暗示その他によってそ

の委員候補者を拘束すべきではない。関係ク

ラブへ送付のため事務総長より提供される，

正規に届出のあった理事指名委員候補者全員

を列記した投票用紙以外に，候補者に関する

如何なる印刷物も発行又は配布してはならな

い。（理64－65；65－66）

　国際ロータリーの細則に従って，事務総長

は，理事指名委員会委員候補として正規に届

出られた者の氏名を列記した投票用紙を用意

し，かっ関係クラブに郵送するものとする。

細則によれば，各投票用紙にはそれに記され

た各候補者の写真と履歴書が添付されなけれ

ばならない。そして，この履歴書は，その記

載事項が画一で，理事会が定めた様式に記入

して提供された資料に基づいて作るべきもの

とする。その他の様式，情報，パンフレット

乃至選挙運動方法は，一切認められないもの

とする。国際ロータリーより配布される候補

者の写真および履歴書以外の文書を，候補者

自身が，もしくは候補者のために他人が，当

該ゾーン，地理的集団又は地域内のクラブも

しくはクラブ会員に配布してはならない。

（R．1．細則第10条第3節参照）

　国際ロ　一一タリー理事の選定はロー一タリーの

原則に基調して厳正かつ責任ある方法を以て

行なわれるべきである。ゾーン，地理的集団

乃至地域の理事候補者として理事指名委員会

へ推薦されたロータリアンを支持する活動は，

推薦するクラブが被推薦者の写真並びに履歴

書を添付した公式推薦書を提出することにの

み限定されるべきである。

　理事指名委員会への指針として，理事会は

次のような意見を述べている：もし理事指名

委員会の判断で，推薦された候補者の支援活

動が厳正かつ責任ある候補者推薦としての範

囲を逸脱すると考えられる場合，このような

推薦候補者の申出を無視することは委員会の

特権事項に属することとする。（理65－66）

　理事会は，国際ロータリー細則に定められ

ている理事ノミニー選定のための指名委員会

手続きは，関係ゾーン，地理的集団乃至地域

のロータリー・クラブ並びにロータリアンが

理事会の設定せる指針に添って，斯様な手続

きを適正に守ると信ずるが故に，効果的かつ

公正に遂行されうると考えている。（理68－
69）

　理事会は，国際ロータリー理事ノミニーの

選定はもっぱら理事指名委員会の責任である

ことを認め，この件に関する委員会の決定に

直接又は間接に影響を及ぼす如何なる外部か

らの働きかけも好ましくないと考える。　（理

69－70）

　国際ロータリー細則は，理事ノミニー候補

者に関して次のように規定している。国際ロ

ータリーから配布される写真及び履歴書以外

の文書を，候補者自身が，もしくは候補者の

ために他人が，当該ゾーン，地理的集団又は

地域内のクラブもしくはクラブ会員に配布し

てはならないものとする。

他の団体においての役職名の利用

　　（Use　of　Title　in　Other

　　　　　　　　　Organizations）

　国際ロー・一タリーの如何なる役員と錐も，国

際ロータリー理事会の同意なしには他の団体

における彼の役職又は会員資格に関連してロ

ータリーの役職名を公表することは許されな

い。（ダラス国際大会決議29－12）
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職　業　分　類

（Classifications）

　ロータリー・クラブは標準クラブ定款第5

条に規定された原則に違反しない限り，でき

るだけ所在地域社会に認められたすべての職

業又は団体からそれぞれ1名の会員を持っよ

うにしなければならない。

　ロータリーではこれ等の認められた事業活

動を簡単明瞭に示すため或る種の用語を使用

し，これを職業分類（Classifications）と称

している。

　標準クラブ定款（第5条第3節）には次の

通り規定してある。

　（a）本クラブの各正会員はその職業に従っ

て分類されるものとする。

　（b）各正会員の職業分類は彼の所属する商

社，会社又は団体の主要，かつ一般世間がそ

のように認めている事業活動を示すものでな

ければならない。又，もし彼が独自に実業又

は専門職業にたずさわっている場合ならば，

その職業分類は彼の主たるかつ一般世間がそ

のように認めている職業活動を示すものでな

ければならない。

　会社又は商社の社会に対する主要なる活動

又は奉仕は，その会社又は商社が現に行なっ

ている事業であり，従ってロータリーの職業

分類の目的にかなうものである。

　科学的に準備された職業分類表一充当さ

れたものもあり，空席のものもある一はク

ラブ発展の理論的基礎である。この表はクラ

ブ所在地の徹底的な職業分類調査を行なうこ

とによってのみできるものである。その理由

はこの表は又クラブの区域限界内の職業活動

の正確なる指標でなければならないからであ

る。

国際ロータリー職業分類指針

　（Rotary　International　Guide　to

　　　　　　　　　Classifications）

　理事会は，ロータリーの会員組職に関する

方式の適用に関する次の原則を発表し，クラ

ブが職業分類の指針を使用することを承認し

た：

職業分類の指針

　　　　（Guide　to　Classifications）

　ロータリー・クラブにおける職業分類に対

する本指針は各ロータリー・クラブが職業分

類表を作成する上に役立つ用具として，かつ

クラブ定款に定められたロータリー・クラブ

における会員組織の目的と精神にそうように

職業分類を決定するための推奨基準として準

備されたものである。

用語の説明（Tips　on　Terminology）

　職業分類とは，商社，会社，公共団体又は，

独立の実業乃至專門職業の主要かつ一般世間

がそのように認めている活動を表現した言葉

又は慣用句である。クラブは，この定義の範

囲内で，区域内の実業及び専門職業活動を表

わす適切な職業分類を設定すべきである。
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職　業　分　類

活動又は奉仕で地位ではない

　（Activity　or　Service－Not　Position）

　職業分類は，特定個人の保有する地位によ

って定められるのではなく，むしろその活動

即ち社会に対する奉仕によって定められるの

であるということをはっきり理解せねばなら

ない。換言すれば，銀行の頭取の場合，彼の

職業分類は，「銀行頭取」（Bank　President）

ではなく「銀行業」（Banking）である。

　実業又は専門職業の事業場に所属している

有資格者に対して設定され，かつ貸与される

べき職業分類を決定するものは，斯様な事業

場の主要かつ一般世間がそのように認めてい

る活動である。例えば，鉄道会社，鉱業会社，

製造会社，病院，診療所等の常任電気技師，

保険清算人，業務支配人等は，その人が直接

担当している特定の仕事の代表者としてでは

なく，その人が，専門的な業務に専念してい

る商社，会社又は団体の代表者としての会員

身分が考慮されるものである。個人経営の専

門職業の場合は，その職業活動が一般公衆を

相手にしている場合においてのみ，それに対

する職業分類が考慮されうるのである。

　産業の区分：大抵の産業は，お互いに他の

業務とは明らかに異なった四つの部門に分け

ることができる。即ち

　生産（又は製造）Producing

　　　　　　　　　　（or　Manufacturing）

　配布　　　　　　Distributing

　ij、売　　　　　Retailing

　サービス　　　　Servicing

　これら四つのグループの総てをロータリー

クラブにおくことは可能である。

　配布：用語を簡単にし，かつ統一するため

に，本指針に於ては，次に掲げる市場活動の

総てを示す言葉として「配布」（Mstributing）

という語を使用している。即ち，卸売，仲

買，委託販売，ブローカー，輸出，輸入を含

むのである。如何なる場合に，上記の言葉の

一つを職業分類用語の「配布」という言葉に

入れ替えるかは，各ロータリー・クラブの職

業分類委員会の賢明な判断によって決定せら

るべきものである。

職業分類の調査
　　　　　（Classifi・ati・n　S・・v・y）

　各ロータリー・クラブはその職業分類委員

会を通じ，職業別電話帳，その他の事業別名

簿を用いて，毎年おそくも8月31日までに，

その地域社会の職業分類調査を行ない，それ

によって充填及び未充填職業分類表を作成す

るよう勧告されている。分類表には又，たと

えクラブの区域内である職業分類の業務が行

なわれていない場合でも，それを貸与されて

いる会員がクラブの区域限界内に居住してい

る場合にはその職業分類をも記載すべきであ

る。

企業内の独立部門（Separate　and

　　Distinct　Divisions　of　One　Concern）

　国際ロータリー定款及び細則，標準クラブ

定款に於て使用されている「実業」（Busi・

ness）「専門職業」（Profession）「業務」

（Occupation）「商社」（Concern）或は「会

社」（Establishment）等の用語を明確にす

るため，国際ロータリー理事会は次のように

解釈している：即ち

　ロータリー・クラブでは，職業分類表を設

定するに当って，

　　（a）商業的活動

　　（b）工業的活動

　　（c）専門職業活動

　　（d）団体活動
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の何れをも，常に業務がそれ自身各個に，社

会に対して完全な奉仕を行なうものならば，

たとえ二つ以上の斯様な業務の財政的管理及

び財政方針の最終的決定権が，一つの法人ま

たは個人所有に属しておっても，全般的な方

針の決定並びに責任遂行上完全に独立してい

る場合，それぞれ「実業」「専門職業」「業務」

「商社」「会社」等として認めることが出来る。

　例えば大規模の大学内に，明らかに互いに

独立した三学部が存在して，各学部毎に学部

長と教授団があり，各学部が独自の全般的方

針の決定及び，責任遂行上完全に独立してい

る場合は，クラブは，充愼，未充填職業分類

表に各独立学部の各々の主要かっ一般世間が

そのように認めている活動を包含する次の如

き職業分類を設定すべきである。

　　教育一医学部

　　教育一工学部

　　教育一法学部

　大規膜の大学内の明らかに独立している各

学部の職業分類を設定する際に守られる原則

は，又，大規模な法人における別個の，明ら

かに独立している部門の職業分類の設定に関

しても適用される。

職業分類の貸与

　　　　　（Loaning　Classifications）

　各ロータリー・クラブは，ある一定の職業

分類の下において会員となる資格を有する者

は，その商業，工業，専門職業又は団体活動

の少くとも60％を，彼の職業分類が示す活動

（実業，専門職業，業務，商社又は会社）に専

念しており，かつその地域において，彼が主と

して当該実業又は専門職業活動に従事してい

ることが一般に認められていなければならな

いという規定を採用するよう推奨されている。

均衡のとれた会員組織の推持

　　（Toward　Balanced　Membership）

　ロータリー・クラブは何れの実業又は専門

職業にも偏らない，よく均衡のとれた会員組

織を維推することが肝要である。

　その職業分類が相関連するか又は同類の事

業である場合，或は同一の法人組織又は他の

事業主の所有又は管理に属する事業である場

合には，アディショナル正会員を含めた正会

員数は当該クラブの正会員及びアディショナ

ル正会員の総数の10％を越えないことが望ま

しい。

　クラブが所在する区域限界内の特別な事情

により10％以上が正当と認められる場合もあ

ろうが，よく均衡のとれた会員組織の原則は

維持されるべきである。

　充填されている現存職業分類が不均衡な古

いクラブの場合は，よく均衡のとれたクラブ

会員組織の原則を実行するため，他の職業分

類の正会員及びアディショナル正会員の数を

増加するよう努力さるべきである。

新クラブ結成（New　CIubs）

　ロータリー・クラブを結成するに当っては，

種々異なった分野からの会員を網羅すること

が重要である。従って，関連する職業分類の

各グループから，別個な職業分類一つだけを

充填することが望ましい。しかし事情によっ

ては，これらの別個は職業分類の中，二つ以

上を充填しなければならないこともあり得る

かもしれないが，しかし，創立会員となる正

会員の総数の10％を超えてはならない。クラ

ブ会員の職業分類の均衡維持に注意すること

が肝要である。（国際ロータリー職業分類指

針）
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Vクラブ結成に最少限必要な職業分類

数（Minimum　Number　of

Classifications　for　New　Club）

将来新たにクラブを結成しようという地方

では，ロータリーの職業分類の原則の上に常

　　　．桴ｭくとも20名の会員を維持できるよう，最

小限40の職業分類を有していなければならな

い。（理48－49；57－58；61－62）

一つ以上の既存クラブと区域限界を同じくす

る新クラブの結成を考慮する場合，最小限20

名の会員を持つ強力かつ活動的なクラブとし

て確実に永続できるようにするために，既存

クラブの会員と決してかち合うことなく最適

格の会員を集めることができるよう最少限40

の職業分類がなければならない。（理74－75）

クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た後も，相当発展の余地を残しておくために，

その地方の職業分類を創立会員（Charter

Members）で全部埋めないようにした方がよ

い。（理42－43）

職業分類の原則固守

（Adherence　to　Classification　Principle）

理事会は，職業分類の原則に反しないこと

が，最も重要であるとする意見に一致してい

る。故に，職業分類設定の手続きは，それぞ

れ異なった，明確な，独立した，完全な，公

共に対する奉仕活動を基礎とすること，又ロ

一タリー・クラブがその会員を分類する手続

きは，商社又は団体内における会員個人φ仕

事とか，地位によって分類するのではなく，

会員が関係している商社，会社，団体等の主

要かつ一般世間がそのように認めている活動

に基づくものであることを理事会は再確認し

ている。

一

　ある地方で，一人一業の職業分類の原則の

下では，ロータリー・クラブの結成又は維持

が困難又は不可能と見えるような事実を，こ

の原則の厳守から逸脱する理由にしてはなら

ない。

　その地域社会に奉仕する，はっきりした別

別の奉仕活動即ち仕事があっても，主要な事

業を独占している一つ或は極く限られた数の

会社が，それらの仕事を統制しているような

ところでは，国際ロータリー定款，細則及び

標準クラブ定款に使われている「実業」，「専

門職業」，「業務」，「商社」，「会社」等に関し

て国際ロータリー職業分類指針の「企業内の

独立部門」と題する章に記載されている，理

事会の解釈及び説明に基づいて，職業分類を

新設することができる。（本書26頁のその項

参照）（理52－53；62－63）

会社合併（Merged　Compani　es）

　会社の合併に関連して起る職業分類の問題

を処理するための指針として，理箏会は次の

事項を採択している：

　職業分類：（a）許容され得る場合：職業分

類は会員が属している商社，会社或は団体等

の主要かつ一般世間がそのように認めている

活動によるのであるが，これらの事業所が一

つ以上の合併された会社から成り，資本は一

つであってもそれぞれ独立した製造工場と販

売所を経営している場合は，（正会員及びア

ディショナル正会員を選ぶために）既にクラ

ブの職業分類表に載っている職業分類とは明

らかに異なる奉仕を社会に提供している，合

併された会社の各合併部門に適合した職業分

類を，クラブの職業分類表に新たに加えるこ

とができる。
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　（b）許容され得ぬ場合：一合併された会

社が，一つの経営管理の下で一個の製造工場

及び販売所に統合された場合は，職業分類は

只一つだけしか設けることはできない。そし

て，この職業分類は合併された一っ一つの会

社の業務でなく，合併されて出来た会社全体

の業務を表わすものでなければならない。

　（c）この指針は新旧会員に適用できる：

一上述の指針は新しく会員になる者に対し

てのみ有効なのではなく，合併されたそれぞ

れの会社の主要な業務を表わす職業分類の下

職　業　分　類

で既に以前から会員である人々にも適用され

るものである。

　（d）職業分類は重複してはならない：一

この原則は上述の如く許容された職業分類が

クラブ内に既に存在する他の職業分類と事実

上重複しない場合にのみ適用されるのである。

　（e）これ等の勧告によって既に会員である

者が無理にその会員身分を剥奪されることは

ない。（理37－38）
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クラブ管理

ク　ラ ブ　の　管　理

（Club　Administration）

クラブ会長の資格と任務（Duties　and

Qualifications　of　the　Club　President）

　国際ロータリー理事会は，次に掲げるクラ

ブ会長の資格と任務に関する説明を承認し，

毎年クラブ役員の選挙に先だって，この説明

を全部のクラブ会長及びガバナーに送付する

よう国際ロータリー事務総長に要請している。

又，同理事会は適当な時期にこの説明を機関

雑誌に掲載するように要望している。

資格（Qualifications）

　クラブ会長は：

　次のような資格を有する者でなければなら

ない。

　クラブの理疵なき正会員，シニア・アクチ

ブ会員，又はパスト・サービス会員であって，

（正会員，アディショナル正会員の場合は）

その職業分類について疑問のない者。

　クラブ全体を指導する能力を有し，かつ同

僚たる会員の尊敬と信頼を有する者。

　地区協議会に出席し，かつクラブを指導し，

クラブ事務を執るに必要な時間と労力を献げ

得る者。

　自己のクラブの理事，又は一っ以上の主要

な委員会の委員又は委員長，或はクラブ幹事

を務めたことがあり，又前年度に会長のため

に準備される完全な見習修業としての指定任

務を果した者。

　1回以上地区大会に出席したことがある者。

　自己のクラブの定款及び細則，或は国際ロ

一タリーの綱領について実際的知識を有する

者。

　（なおでき得れば，就任前に少くとも1回

は国際大会に出席した経験を有する者である

ことが望ましい。）

任務（Duties）

　クラブ会長は：

　クラブの諸会合に於て議長となること。

　各会合が注意深く計画され，かつ開会及び

閉会時間通り行なわれるよう注意すること。

（少くとも月1回開催される）定例理事会の

議長となること。

　割当てた仕事を遂行する能力のある各種委

員及び委員長を任命すること。

　各委員会がそれぞれ明確な目標を持ちかつ

常にその機能を発揮していることを確かめる

こと。

　各委員の任命後，出来るだけ早い機会に第

1回のクラブ協議会（Club　Assembly）を開

催し，以後定例的にこれを開催すること。

　地区大会（District　Conference）IC出席

すること。

　次期会長として地区協議会（D1strict　As－

sembly）に出席すること。

　クラブ内及び地区内のロータリーの諸間題

に関し地内ガバナーと協力し，かつ諸通信を

速かに処理すること。

　例年の会計検査は勿論，クラブ予算の編成

及び会計事務の完全な履行を監督すること。

　地区ガパナー・一の公式訪問に際し，各委員長

より文書による報告が提出されるよう注意す

｝

ること。

　国際ロータリー事務局から得られる情報及

び有益な示唆を利用すること。

「国際ロータリー・ニュース」（“R．1．News”）

「地区ガバナー月信」（Gevernor’s　Monthly

Letter）その他国際ロータリー事務局，地区

ガバナーからの通信，刊行物等から得られる

重要な情報が確実に各会員に伝達されるよう

注意すること。

　地区大会及び国際ロータリー大会に，クラ

ブから適正な代表者が出ているよう注意する

こと。

　1月にはロータリー年度第2半期の各委員

会の活動とその目標の検討会を指導すること。

　6月にはクラブの財政状態及び当該年度の

クラブの目標達成状況について，総括的な報

告をクラブに提出すること。

　退任前に次期会長と会談すること。

　クラブの新しい管理事務が順調に発足でき

るようにするため，又同時にクラブ管理の継

続性を保つため，新旧理事の合同会合を開催

すること。（理46－47；50－51；62－63）

クラブ役員の選び方

　　　（Selection　of　Club　Cfficers）

　クラブは会員の潜在的指導能力を慎重に調

査し，かつ会員たちを委員に任命するのみで

なく，時には例会の司会をさせたりして，大

いに会員の能力を発揮させることに努めるよ

う示唆されている。（理39－40）

　標準ロータリー・クラブ定款は，クラブは，

その会長を，会長に選任される年度の直前2

ヵ年以内において，何時でも，選挙すること

ができると規定している。

　理事会はクラブに対し，会長の責務を果す

ための準備が十二分になされるように，次期

会長の選出はおそくも就任の満1ヵ年前に行

なうこととする会長選挙手続きの採用を考慮

するよう勧めている。（理66－67）

ロータリー・クラブ業績報告

（Rotary　Club　Achievement　Report）

国際ロータリー理事会は，各クラブに，1

年度間のクラブの活動及び業績を報告しても

らうためのクラブ業績報告用紙と国際ロータ

リー会長からの添え状が，各ロータリー年度

　役員が無期限に留任しないように，会長及

び幹事の職はもとより，理事，委員長も会員

が代るがわる就任するという原則を，かなり

の程度まで守ることができれば，クラブのた

めにもこの上なく役立つであろう。（理35－

36；50－51）

　クラブ役員は，全般的な方針として，2ヵ

年間続いて同一の職に就くことは奨励すべき

ことでないし期待すべきでもない。しかし，

クラブの事情によっては，役員を留任させた

り，又暫定的に前役員を再選する方がクラブ

に有利な場合もあるであろう。（理42－43；

62－63）

後期に送付されるべきことを決定した。　（理

73－74）

クラブ・プログラム（Club　Programs）

単なる興味本位，娯楽本位のプログラムで

はなく，ロータリーの問題についてのプログ

ラムを準備することを奨励するために，はっ

きりした努力をしなければならない。かくす

ることによって，ロータリー・クラブが単な

る昼食クラブとなる傾向を是正することがで

きるからである。（理32－33）

　各ロータリー・クラブは，その細則中に友

好並びに講演その他の特別プログラムに対す

る特別規定を付記した，一定のクラブ例会議
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事順序を規定することが重要である。（理62　弁に疑問の点があれば中央事務局は喜んで相

一63）　　　　　　　　　　　　　　　　　　談に乗るであろう。

　記念日の儀式．各ロータリー・クラブは，

2月23日のロータリー創立記念日に最も近い

例会日に，適当な儀式を取り行なうように勧

奨されている。（ダラス大会決議29－12）

　奉仕計画の交換およびクラブ間の円満な関

係を増進する手段として，ロータリー・クラ

ブは，その例会に来賓として同一地区内の他

のロータリー・クラブ会長を招待し，来訪会

長にそれぞれのクラブの計画と活動について

簡潔に報告する機会を提供するよう奨励され

ている。（理72－73）

ロータリー・クラブ例会への来賓

　　（Guests　at　Rotary　Club　Meetings）

　理事会は，ロータリー・クラブが，個々の

会員を促して，特に興味を唆る番組が予定さ

れているクラブの例会にロータリアンでない

地元の人を招待させることによって，一般の

人々にロータリー・クラブの役割とその究極

の目的を周知させるように，特別の努力をす

ることを勧めるものである。（理72－73）

講演者への謝礼

　　（Paying　Expenses　of　Speakers）

　国際ロータリーでは国際ロータリーの元役

員及び現役員を各クラブに派遣しその費用を

国際ロータリーが負担しているが，もし，こ

れ以外に各クラブが国際ロータリーの現又は

元役員或は他のロータリアンを招く場合は，

そのクラブが費用を負担しなければならない。

招かれた講演者の方から，費用の支払を請求

しなければならないような羽目に陥れて彼を

当惑させてはならない。このような費用の支

クラブ例会における祈橋

　　　（lnvocation　at　Club　Meetings）

　世界中のロータリー・クラブには，色々な

宗教的信仰或は理想を持った会員がいる。又，

ロータリアンは自己の宗教的信条に忠実であ

ると共に，他人の信仰に対しても誠実で寛容

な，変らない尊敬をはっきり示すよう期待さ

れている。各ロータリー・クラブは自治的な

ものであるから，自己の良き判断に基づいて，

会員全部の宗教的信念を尊重するが如き方法

で例会を行なうべきである。（理40－41）

例会場（Meeting　Places）

例会場の決定は各クラブの自治に任すべき

であることを国際ロータリー理事会は認める。

しかし，各クラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員，或はパスト・サービス会員は，いず

れも他のロータリー・クラブの例会に出席す

る権利があるから，各クラブは，世界申のど

のクラブのどの会員でも出席できるような場

所で例会を開くことが期侍されている。　（理

46－47）

例会の取消し

　　（Cancellation　of　Weekly　Meetings）

　理事会は，ロータリー・クラブは標準クラ

ブ定款に定められている場合を除き季節的又

は祭日の理由により例会を取消すべきでない

ことを決定したのである。（理55－56；62－

63；72－73）
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クラブが他の団体に加入すること

　　（Club　Membership　in　Other

　　　　　　　　　　Organizations）

　国際ロータリーの地方単位として，クラブ

は他の如何なる団体にも加入すべきでなく。

又，他団体の会員としての義務を負うべきも

のでもない。クラブの役員及び委員が他の団

体の役員や委員と会議を開くことはよいし，

又，そうせねばならぬ場合もあろうが，しか

し，クラブを束縛する権限はない。　（ダラス

大会決議29－12，第2条第1節）

　理事会は，ロータリー・クラブが奉仕計画

の後援に協力することが必要もしくは望まし

いと思われる場合，これを行なうことは当を

得たものとして了解できるが，しかし，どの

ような目的のものであっても，国際ロータリ

ー管理組織の外にロータリー・クラブの団体

を設立することについては，国際ロータリー

の定款，細則にその規定がないこと，及び，

ロータリー・クラブには，その会員を・他の

どのような団体にも加入させたり，結びつけ

たりする権限のないことも承知している。従

って，理事会は，ロータリー・クラブの集団

が正式なロータリー・クラブの団体を設立し，

又はロータリー・クラブがかかる団体に加入

することは，国際ロータリーの組織規定に抵

触するものであるとすることに意見が一致し

ている。（理70－71）

他のサービス・クラブとの連合会

　　（Joint　Meetings　of　Service　Clubs）

　ロータリー・クラブが他のサービス・クラ

ブと合同して会合を開くことは，ロータリー

のプログラム及び活動を最もよく発展させる

所以ではない。従って，ロータリー・クラブ

が他のサービス・クラブと合同して毎週の例

クラブ管理

会を開くことには国際ロータリー理事会は反

対である。しかし，ある特別な場合に，ロー

タリー・クラブが他のサービス・クラブと合

同して会合を開くことには必ずしも反対する

ものではない。（理42－43）

例会に於ける酒類飲用の可否

　　（Alcoholic　Drinks　at　Meetings）

　ロータリーの会合に於て酒類を供すること

が妥当であるかどうかは，各クラブに於て決

定すべき問題である。

　何年か以前のことであるが，ロータリーの

会合に於て酒類を供することをどう考えるか

確かめるため，各クラブに質問書を廻したこ

とがある。この解答を表にしてみると，大多数

のクラブに於てはクラブ昼食会或は夕食会に

は酒を出さない習慣であり，又，会員個人も

その会の間は酒を注文しない習慣であること

がわかった。

　国際大会におけるクラブ会長の会合で，こ

の問題が討議されたことがあるが，出席者の

大部分は，昼食会或は夕食会に酒類を供する

のは望ましくないという意見であった。

　その後間もなく国際ロータリー理事会は，

アメリカ合衆国のクラブではロータリーの昼

食会や夕食会に於て酒類を供することに反対

の考えが一般的であるという意見を表明した。

　この問題に関してロータリーは何等公式の

方針を持っていないと言われるかも知れない

が，長い間の経験と多くのロータリアンが表

明した意見によって，少くとも，酒類を食事

の一部として供する習慣のない国に於ては，

ロータリーの会合では酒類を供しない方がロ

ータリー運動のために良いであろうと言うこ

とができる。
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富くじ類による資金募集（Raising

　　　　Money　by　Lotteries　or　Raffles）

　ロータリー・クラブの活動は，会員及び会

員でない者の双方にロータリーに対する十分

な尊敬の念を持たせる如きものでなければな

らないとされている。従って，如何なるクラ

ブも，富くじ等によって資金を集めることは，

そのような行為に全面的な好意が示されてい

ない国に於ては，避けるべきである。（理48

－49）

クラブの定例理事会

　　　（Regular　Meetings　of　Club　Board）

　クラブ理事会は少くとも毎月1回定期的に

開催すべきである。（理41－42）

ロータリー情報（Rotary　Inf・rmation）

　各例会の始めの3分乃至5分間，会員にロ

ータリーに関し真剣に考察をさせ，彼等のロ

ータリーに対する知識と理解を拡げることが，

如何にクラブの為になるかという点について

クラブの注意を喚起すべきである。クラブの

ロータリー情報委員会は，すべての会員，特

に新会員のロータリーに対する正しい理解と，

ロータリー会員としての特典と責任を納得さ

せるようにするため，同委員会の活動を増強

すべきである。年間を通じ少くとも毎月1回，

奉仕の四つの部門のそれぞれについて，ロー

タリアン個人の知識を増すようなプログラム

を提供しなければならない。（理35－36；52

－53）

　新しく入会した会員は，種々の委員会は勿

論，クラブ協議会，クラブ理事会，炉辺合会

（Fireside　Meetings），都市連合会（htercity

Meetings），及び地区大会（District　Con－

ference）にも極力出席するよう奨励されな

ければならない。（理35－36）

　国際ロータリー事務総長は，地区ガバナー

が更に多くのロータリー教育の必要性を強調

し，そしてこれに関する有益な提案を中央事

務局から入手可能であることを各クラブに注

意するよう，絶えず示唆し続けるよう要請さ

れている。（理44－45）

　何処にあるクラブでも，会員の中に，その

地元の新聞社が十分代表されていることが奨

励されている。（理35－36）

　クラブのロータリー情報委員会は，広範か

つ重要な調整の責任と，全クラブ会員にロー

タリー情報を提供すべき継続的責任とを持つ

極めて重要な地位に置かれるべきであり又求

め得る最適格者をクラブのロータリー情報委

員に任命することを強調するよう推奨されて

いる。又クラブは，一年を通じて定期的にク

ラブの業務及び活動並びにクラブの問題を討

論するだけの例会を開催することも推奨され

ている。（理62－63）

　クラブの会員増強委員会は，ロータリーに

精通しかつ積極的に参加協力する会員の育成

が必ず実現されるように，他の委員会と協力

して全会員に十分なロータリー情報を提供す

るよう奨励されている。（理69－70）

クラブ資金の取扱い

　　　　　　（Handling　Club　Funds）

　ロータリー・クラブは主として実業家から

成り立っているのであるから，クラブ財政の

取扱いも事務的に行なうべきである。クラブ

資金を事務的に取扱うとなると，小切手の支

払には副署を要することとしなければならな

いし，又，毎年会計検査を行なわなくてはな

らない。（理41　一一　42）
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クラブのバナー（Club　Banners）

　世界を通じてロータリー・クラブ及びロー

タリアンによるロータリー・クラブのバナー，

フラグ及びペナントなどの盛り上がる人気及

びその使用の普及から生ずる問題を考慮する

時，理事会はクラブ間の斯様な記念品の交換

により果される良いそして有益な目的を認識

しているが，然しその慣例の誤用及び濫用に

対し憂慮の念を深めている。

　又，理事会は或る場合には斯様な記念品交

換の慣例の誤用及び濫用は，不必要な財政的

負担をロータリー・クラブにかけるものであ

り，そして他の場合にはクラブの基本的活動

を妨げるばかりかしばしば阻害し，斯様な交

換の真の目的が消滅される傾向があるという

意見を持っている。

　理事会は，斯様な記念品の交換に参加する

総てのロータリー・クラブ及びロータリアン

が斯様な交換を準備するに当っては，思慮，

申庸そして慎重なる判断を用ゆることを勧告

している。

　理事会はまた，斯様な交換をなすロータリ

ー・ Nラブは，バナー，フラグ，ペナント等

を，その所属する地域社会，国又は地域を明

瞭に，適切に，強く表現するものとするよう

に，そのデザインを入念に砥究することによ

って，この交換プログラムの効果を高めるこ

クラブ管理

とに貢献しうる機会を持っていると考える。

（理　58－59）

ロータリアンに対する事業上の援助と

助言（Business　Advice　and

　　　　　Assistance　to　Rotarians）

　ロータリーの親睦に確実な効果を与え，会

員に有益な援助を与える機会を提供する手段

としてクラブは次のことを行なうべきである。

　（a）事業上の助言や援助を必要とするロー

タリアンに内密に而も親身な援助を与えるた

め，色々異なった職業分類（Classification）

を代表する会員数名を以て委員会をつくる。

　（b）広く全員の利益のために，主として経

済的な閤題について討議するため，“Clinics”

（企業診断）或は“Forums”（討諭会）を開い

て会員の利益をはかる。（理42－43）

ロータリーについての講演者

　　　　　　　（Speakers　on　Rotary）

　理事会は，ロータリー・クラブがその地域

社会にある種々のグループに，ロータリーに

ついて効果的に話のできる講演者を紹介，斡

旋することを奨励するものである。（理72－

73）
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国際ロータリー一一の委員会
（Committees　of　R．1．）

委員会（Committee　Meetingsノ

　細則或は理事会の特別な決定一一例えば委

員会の委任事項或は手続規則一に別の規定

がある場合を除き，国際ロータリーの各委員

会は，予定の会合に割当てられた予算を正し

く考慮して，会長が承認しかつ指定した日時

及び場所に於て開くものとする。しかしなが

ら，特別な事情がない限り，委員会はその過

半数が出席するという保証が得られなければ

会長は委員会の会合を開くことを認めてはな

らない。（理46－47）

　例外的な事情の下に於て会長が他の場所で

委員会を開くことを認めることもあるが，通

例，国際ロータリーの委員会はエバンストン

の中央事務局に於て開くものとする。（理45

－－
S6）

通信による投票

　　　　（Voting　by　Communication）

　細則，或は大会又は理事会による特別の決

定に基づき別段の規定ある場合を除き，委員

会は郵便，電信，無線電信，電話によって議

事を処理することができる。（第14条第17節）

その場合如何なる提案に対する投票も，委員

の過半数の投票が返送された場合には30日目

を以て締切るものとする。但し，委員の過半

数が賛成又は反対の投票を終えた場合には30

日以前でも締切ってよい。（理52－－53）

委員会の規模と機能

（Size　and　Functioning　of　Committees）

　理事会は，国際ロータリーの委員会を経済

的かつ能率的に管理するため，次の各項がの

ぞましいとする財政委員会の勧告に対し原則

的に同意している。即ち，

　（a）委員会の数は最小限にとどめる；

　（b）各委員会の規模は委員会に課せられた

責任を果しうる限りに於てできるだけ小さく

する；

　（c）各委員会の会合は最小限に止め，成る

べく1回がのぞましい；

　（d）委員会の会合は，時間を短かくして2

度3度と招集する必要を生ぜしめるよりは，

寧ろ1回の時間を長くして十分客観的に考え

又研究する時間を与え，以て委員会を能率的

に運営するようにする；

　（e）委員会の任務が管理的な性質のもので

あり，仕事の準備が中央事務局でなし得るよ

うな場合は，委員の任命は経費節約をも考慮

し，成るべく中央事務局に近い人という点か

らなすべきである。（理49　・一　50；65－66）

理事会は，国際ロータリーの組織規定に規

定されたもしくは会長又は理事会によって随

時認められた国際V一タリーの各委員会は，

それぞれの委任事項として別に規定されてい

る場合を除き，その性質上，単に理事会の諮

問機関に過ぎず，なんらの管理機能を持つも

のではないということを決定した。（理74　一

委員会報告（C・mmittee　Rep・rts）

　理事会はその執行委員会に，理事会の会合

のない間理事会に代って諸委員会の報告を閲

覧し，もし必要があれば理事会の定める執行

委員会の任務規定の範囲内に於て，報告書の

事項に関し決定を行なう権利を行使する権限

を委譲している。

緊急を要する委員会の勧告に対する

措置（Action　on　Urgent

　　　Recommendations　of　Committees）

　理事会は，現在の制度が，国際ロータリー

委員会の行なう緊急を要する勧告に関し，効

果的な措置を取るのを妨げているとは考えな

い。しかし，現在の方針の許す範囲内に於て

会長及び事務総長は委員会の行なう緊急を要

する勧告に対して，理事会に代って何等かの

措置を行なう権限を有することを承認する。

但し，これは委員会が開かれた後，かなりの

間理事会或はその執行委員会が開かれない場

合に限られる。（理45－46）

委員の代理

（Substitute　Members　of　Cornmittees）

亙
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　正式に任命された委員がその委員会の会合

に出席できないときは，会長はこれが代理を

おくことができる。但し代理として任命され

た委員はその会合の間だけ委員であるものと

する。この代理として任命された委員は自分

が代理する委員の見解を代表するように努力

するものとする。然しすべての点に於て委員

会の開かれている間は自分の代理する委員と

同じ権利と責任をもつ委員である。（理37－38）

R．1．の委員会

委員会に関する検討

　　　　　（Review　of　Committees）

　細則の規定は，アド・ホック委員会を除く

すべての特別委員会の任期はその任命せられ

たロータリー年度の終りに終了するものと定

めている。アド・ホック委員会の任期は，そ

の委員が任命された特定の目的が達成された

時，又は理事会がこれを解任した時に終るも

のとする。

　理事会は，慣例上毎年現存の特別及びアド・

ホック委員会全部について検討し，これらに

関し理事会として次期の会長及び理事に如何

なる勧告を行なうべきかを決定する。

　会長及び理事会によって任命される特別及

びアド・ホック委員会は，特別の目的を果す

ために設置されるものであるから，如何なる

特別委員会も，その目的を果すに必要な期間

以上に存続することを避けるため，各委員会

の目的は，毎年これを検討するよう絶えず注

意を払うべきである。

　会長及び事務総長は各常任委員会に対し，

その設置された本来の目的に関係のある事項

を付託するよう常に注意を払うべきである。

特別委員会は単に特殊の事情ある場合に限り

設置すべきものである。

　事務総長は毎年，退任せんとする会長及び

就任せんとする会長に対し，1943年7月の理

事会において記録された次の示唆事項に対し，

特別の考慮を払うよう注意を喚起しなければ

ならない。即ち，「退任せんとする会長に対

する次期会長の次期委員候補者リストの要請」

は，「次期会長はそのリストを，退任する会

長が在職中の経験と交際に基づいて作成した

参考案として受理するのであって，次期委員

の人選の際これに束縛されるものではない。」

との了解のもとに行なうのである。（理46－

47）
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社　会　奉　仕

社 ム冨 奉

（Community　Service）

　ロータリーは，個人個人を啓発することに

務め，この啓発を通じてその人が社会に於け

る自己の立場を見出し，その立場に於て奉仕

を行なうことができるように；又，その人が，

世界，国家及び社会との関係に於て自己の市

民たる身分を考え；かつ自己の職業を奉仕へ

の途と考えさせるように努力している。

社会奉仕活動に対する方針（P・licy

Toward　Community　Service　Activities）

　社会奉仕に対するロータリーの方針は，

1923年国際大会に於て採択され，その後の国

際大会に於て改訂された決議23－24に述べら

れている。

決議23－34の本文

　　　　（Text　of　Resolution　23－34）

　ロータリーに於て社会奉仕とは，ロータリ

アンすべてがその個人生活，職業生活，及び

社会生活に奉仕の理想を適用することを鼓吹

かつ育成するにある。

　この奉仕の理想の適用を遂行するに当って，

会員に奉仕の機会を与えるため，種々の社会

奉仕活動を展開しているクラブが沢山ある。

ロータリアン及びロータリー・クラブの指針

とするために，又，社会奉仕活動に対するロ

ータリーの方針を設定するために，次の諸原

則が合理的であり，又管理に便利であると認

められかつ受入れられている。

　1．根本問題として，ロータリーは，自己

仕

のために利益を得ようとする欲望と，他人に

奉仕しようとする義務感と，それに判う衝動

との間に常に起る争いを和解させようとする

人生の哲学である。この哲学は奉仕即ち「超

我の奉仕」の哲学であり，「最もよく奉仕す

る者，最も多く報いられる」という実践倫理

の原理に基づいている。

　2．元来，ロータリー・クラブは，ロータ

リーの奉仕の哲学を受入れ，次の四つの事項

を実行することを目ざしている代表的な実業

人及び専門職業人の集りである。即ち，第一

は，職業及び人生に於ける成功と幸福の真の

基礎として奉仕の理論を全体的に研究するこ

と，第二は，その理論をロータリアン自身及

びロータリアンの属する社会に対して一団と

して実証すること，第三は，その理論を，個

人として各自の職業及び日常生活に於て実践

に移すこと，第四は，個人的に又一団として，

現実的な教訓と実例によって，ロータリー会

員は勿論，ロータリー会員でない人をも，理

論的にも実際的にもこれを受け入れるよう鼓

舞することである。

　3．国際ロータリーは，（1俸仕の理想を擁

護し，推進し，世界中に普及するために，（2）

ロータリー・クラブを設立し，奨励し，援助

し，かつ運営上の監督を行なうために，（3洛

クラブの問題の研究のため，又，強制ではな

く有益な示唆を与えてクラブの運営を標準に

合せ，かつ社会奉仕活動の内，既に多くのク

ラブによって良いということが証明され，そ

して国際ロータリーの定款に定められたロー

タリーの綱領から逸脱せずかつこれを不明瞭

にすることのないような社会奉仕の活動を標

準化するための，一種の情報交換所として存
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在する団体である。

　4．奉仕するものは活動しなければならな

いのであるから，ロータリーは単なる心の持

ち方のみでなく，又，ロータリーの哲学も単

に主観的なものではなくて，実際的な行動に

移さなければならない。従って，個々のロー

タリー会員もロータリー・クラブも，奉仕の

理論を実践しなければならないのである。

　それ故に，ロータリー・クラブの団体的活

動は次の条件の下に推奨されている。各ロー

タリー・クラブはなるべく毎年異なったそし

てその会計年度内に完了できるような主要な

社会奉仕活動を各会計年度に提唱することが

望ましい。此の活動は地域社会が事実必要と

することに基くものとしクラブ全会員の集団

的協力を要請すべきである。これは，そのク

ラブ会員が地域社会における個人的社会奉仕

活動を行なうよう奨励するクラブの継続した

プログラムに加えられるべきである。

　5．個々のロー一タリー・クラブは，クラブ

にとって魅力のある又その所属地域社会にも

適した社会奉仕活動を選ぶに当って，絶対的

な自主権を有している。しかし，如何なるク

ラブも，ロータリーの綱領を不明瞭にしたり，

ロータリー・クラブが組織されている本来の

目的を危くするような社会奉仕活動を行なっ

てはならない。又，国際ロータリーは，全般

的活動を研究し，標準化し，推進し，かつそ

れらについて有益な示唆を与えることはでき

るが，特定のクラブに対し，特定の社会奉仕

活動を命令したり禁止したりすることは絶対

にしてはならない。

　6．個々のロータリー・クラブが，その社

会奉仕活動を選定することについては，別に

規定はないが，指針として次の規則が示唆さ

れている：

　（a）ロータリーの会員数は限られているの

であるから，他に都市全体のために代弁し，

行動する適当な市民団体などが存在しない都

市に於てのみ，ロータリー・クラブは，全市

民の支持がなければ成功しないような全般的

な社会奉仕活動を行なうべきである。又，商

工会議所が存在する場合には，ロータリー・

クラブはその役割に立ち入ったり，横取りし

たりしてはならない。しかしロータリアンは，

奉仕の原理の実行を誓約しかつ訓練されてい

る個人として商工会議所の会員としても活発

に活動すべきであり，又，市民として他の善

良なる市民と共にあらゆる一般的な社会奉仕

活動に関心を持つべきであると共に各自の能

力の許す限り，金銭上及び実際行動において

その分を尽くすべきである。

　（b）一般論として，ロータリー・クラブは，

どんなに立派な計画であっても，クラブがそ

れを遂行する責任の全部又は一部を執る用意

と気持があるのでなければ，これを承認すべ

きではない。

　（c）ロータリー・クラブがその活動を選ぶ

に当って広報を第一目標としてはならないが

ロータリーの影響を拡大する手段として，価

値あるクラブ計画が完全に実行されたものに

ついては適当に広報がなされるべきである。

　（d）ロータリー・クラブは，その努力の重

複を避けるべきであり原則として他の機関に

よって既に立派に行なわれている事業に従事

すべきでない。

　（e）ロータリー・クラブはその活動に於て，

むしろ現存の機関と協力すべきであるが，現

存の機関の設備では不十分であってその目的

が遂げられない場合には，必要に応じ新しい

機関を設けてもよい。

　ロータリー・クラブにとっては，新たに重

複する機関をつくるよりも現存の機関を改善

する方がよいであろう。

　（f）ロータリー・クラブはその全活動の申

で，宣伝者として最もよく行動し，最も成功

している。ロータリー・クラブは，その活動

を必要とする箏態を発見はするが，その責任

が全都市の責任である場合には，単独でそれ

を救済することを求めず，他の人々をしてそ

一39一

象



気

社　会　奉　仕

の救済の必要に目ざめさせるように努力しそ

の責任をロータリーだけにおかず，本来その

責任を負うべき都市全体におくよう，都市全

体にその責任を自覚させるようにすべきであ

る。ロータリーは，或る事業を始めそれを指

導してもよいが，関心を持たなければならな

い他の団体全部の協力を確保するよう努力す

べきであり，ロータリー・クラブ自体の当然

の功績をば最小限度に減じても，その協力者

に全功績が与えられるようにすべきである。

　（g）全ロータリー会員の個人的努力を求め

る活動は概してクラブの集団行動だけを必要

とする活動よりも，ロータリーの精神に一層

合致するものである。なぜならばロータリー・

クラブの社会奉仕活動は，ロータリー・クラ

ブの会員を，奉仕という点で訓練しようとす

る実験としてのみ考慮せらるべきであるから

である。（セント・ルイス大会決議23－34，デ

ンバー大会決議26－6によって改訂；アトラ

ンティックシティー大会決議36－15，及びアト

ランティックシティー大会規則制定51－9，

トロント大会決議64－43，デンバー大会決議

66－49）

広報と団体としてのクラブ計画

（Public　Relations　and　Corporate　Club

Projects）

広報をより効果的にする奉仕活動を奨励す

る手段として，国際ロータリー理事会は，ク

ラブに対し，国際大会決議23－34にいずれの

ロータリー・クラブも毎会計年度に主要な社

会奉仕活動を提唱することが望ましいと勧告

した点を強調するものである。（理72－73）

「奉仕活動」への参加奨励（Participati・n

in‘‘Service　Activities”Encouraged）

ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

更に活発に社会奉仕活動に従事すべきであり，

又，地域社会におけるロータリアンが社会奉

仕として何をやっているかに関し，新聞その

他を通じて，公衆に知らせることを嫌っては

ならない。（理41－42）

　地域社会のいくつかの必要に応じ政府及び

民間機関が活動するにも拘らず，地域社会に

は，ロータリー・クラブやロータリアンが効

果的に又重複しない奉仕ができる多様な取組

むべき機会がある。

　効果的な社会奉仕活動をなすための基本と

してクラブは次の諸事項を実行するよう勧奨

されている。

　（a）社会奉仕委員会によりその関係する地

方の特殊事情の徹底的調査と分析によって地

域社会の必要とすることを確認すること。

　（b）地域社会が必要とすることを見出すた

めに，個人的並びに職業的見地からクラブ地

域を研究することにより斯る調査と分析を補

足し又強化するよう各クラブ会員を奨励する

こと。

　（c）会合が可能であり，必要とされかつ設

定した方針と調和して実行できる場合には意

見の検討と交換の目的を以て他の社会奉仕団

体と集会をもっこと。

　（d）有望な会員候補者として考慮する場合

の要件として地域社会の必要なことに積極的

な関心をもち，又，精通している事実を実証

できることを含めること。（理63－64）

　ロータリアンはすべて，不満と無秩序をも

たらす多種多様の要因を自ら認識し，かよう

な要因を軽減する方法について各自が夫々に

評価すべきである。そして援助を必要として

いる貧しい地域社会において，無知文盲と不

安の状態を緩和し，かつ教育，保健，栄養等

の基本的な事態の推進に助力することを目標

としている地方的活動を，指導し激励するこ

とに絶えず努力すべきである。（理69－70）

社会奉仕会議の運営手続規則

（Rules　of　Procedure　for　a　Community

　　　　　　　　　Service　Council）

　都市内の色々な奉仕クラブ或は他の団体の

役員が，それぞれの団体の社会奉仕に関し，

討議を行ない，かつ意見を交換するため，時

時会合する必要を認める場合には，ロータリ

ー・ Nラブの代表者は，次の運営手続きに従

ってこれに出席することができる。

　会議は，それぞれの団体によって実行され

ているか或は考慮されている社会奉仕に関す

る問題について，討論を行なってもよいが，

それぞれの団体が独立の団体としての行動の

自由を失うことを意味する決定は行なわない

ものとする。・

　問題の如何を問わず会議がとるべき措置は，

出席者の意見の表明と会議の意見を各所属団

体に報告することを出席者が承諾することだ

けにとどむべきである。

　会議は，その代表者が会議に参加している

団体を，如何なる点に於ても拘束するような

意見を表明する資格も権限も与えられていな

い。但し，各団体自体が前以てそれぞれその

問題を考慮し，かつその問題に対する態度を

決め，その代表者に対し会議においてこの立

場を示し他の代表者と同調することを指示し，

かつ委任した場合はこの限りでない。

　都市内の団体全部の共同行動を必要とする

と考えられる問題がある場合には，各団体の

とるべき措置に関する決定は先ず各団体自体

に於てなされるべきである。その決定ができ

た後に，その問題を特別に考慮するため会議

を特に招集すべきである。そしてこの会合に

は，各団体は，自己の団体のために代弁し，

かつ加入に意見が一致した共同行動の責任を

負う権限を正式に与えられた代表者を派遣す

べきである。

　ロータリー・クラブが自己の態度をはっき

りさせる前に，会議に対する意見を新聞その

他に発表することは，もしそれが，会議に代

表を送っている種々の団体がその意見によっ

て束縛されることを意味するのであれば，な

すべきでない。

　これらの運営手続きの目的とする処は，こ

のような会議に於て各自を考えを自由に交換

し，意見の展開を育成することであり，又，

同時に，会議に代表を送っている諸団体の地

位，特に団体相互間，或はそれぞれの団体か

らなる大団体或は都市全体に関連しての地位

を，決して害することがないことを確実にす

ることである。（理32－33）

地元市民行事に国際ロータリーの参加

　　（Participation　of　R。1．　in　Local

　　　　　　　　　　Civic　Events）

　国際ロータリーは，都合上及び慣例上，行

列その他の地元市民行事に対しては，それが

如何に立派なものであっても，これに参加す

るために経費を支出することはできない。

（理41－42）

　国際ロータリーの資金は，全くそれ自身の

目的のためにその加盟クラブによって提供せ

られたものである。従って，他の組織の事業

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通して，各個

人ロータリアンがその地域社会における立派

な奉仕事業を支持しかつ個人的に参与するこ

とを奨励している。（p一タリーと他の団体

に関する方針の声明，145頁参照）

　国際ロータリーは特別の決定によりその承

認事項を積極的に推進することができるもの

でなければ如何なる企画や運動も承認しない

であろう。（ダラス国際大会決議29－－12）

　　　　　　　　　　　監
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ロータリーと商工会議所（R・tary

　　and　the　Chamber　of　Commerce）

　商工会議所が存在する所においては，ロー

タリー・クラブは，その役割に立入ったり，

横取りしたりしてはならない。しかし個人と

して奉仕の原理を実行し，かつ訓練されてい

るロータリー会員は，商工会議所の会員とし

ても活発に活動すべきであり，又良き市民と

して，あらゆる一般的な社会奉仕活動に関心

を持ち，能力の許すかぎりこれに貢献すべき

である。

環境の改善

　　　（Envi　ro㎜ental　Improvement）

　理事会は，クラブがそのプログラムや他の

方法を通じて，個々のロータリアンをして，

環境問題に精通し，それらの問題の対策に取

り組んでいる機関を支援することによって問

題の緩和に役立たせるよう環境問題のあらゆ

る面に通ずることを奨励するものである。

（理　72－73）

身体障害児童の救済事業

　　　　（Crippled　Chi｝dren　Work）

　国際ロータリーは，世界各国の身体障害児

童問題が重要であることを認め，各ロータリ

ー・クラブの各会員が何らかの形で身体障害

児童救済の事業に関係することを喜ぶであろ

う。しかし，国際ロータリーは，気のりのし

ないロータリアンにこの種の事業に関係する

ことを強制することは望ましくないと信じて

いる。国際ロータリーは又，ロータリー・ク

ラブやロータリー会員が，身体障害児童救済

事業のような立派な仕事でも，これに全く夢

中になったために，ロータリー・クラブの真

の役割が忘却され，ロータリーの基本的で特

色ある目的が見失われ又は忘れられるならば，

それは望ましいことではないし，又ロータリ

ー福祉の為にもならないものと考えている。

（理　22－23）

　国際ロータリーは加盟クラブに対し，それ

ぞれの都市に於て人道的奉仕を行なう機会を

与えるものとして，身体障害児童にして治療

を必要とするものに対して整形，外科治療及

び教育を施す事業を行なうよう薦めている。

（ダラス大会決議29－12，第2条第5節）

交通安全（Traffic　Safety）

　各クラブは，社会奉仕委員会の小委員会と

して交通安全委員会を任命して，交通安全の

問題を研究すると共に都市の交通安全委員会

と，できる限り協力するよう考慮すべきであ

る。　（理46－47）

成人無学者（Adult　111iteracy）

　成人無学者の問題は依然として世界各国に

於て主要な問題とされている。成人の読み書

きできる能力の育成に当っている政府やその

他の機関と競争することは賢明なことではな

いが各ロータリークラブによりなし得ること

は多いのである。このためには，ロータリア

ンは現実に存在する必要事項に応ずるため，

何が遂行されつつあるかを十分に認識すべき

である。斯くしてこそ，全会員が此の分野の

奉仕面で可能な活動又は計画を展開するため

の基礎として成人無学者問題の本質と範囲に

就いて理解することができるのである。
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農村都市関係振興

　（RuraFUrban　Relations　Promotion）

　全世界の都市及び農村の住民の間に一層良

い友好関係を促進することは，クラブにとっ

ては国際ロータリーの目的を達成する一助に

もなる立派な運動である。この問題に対して

はクラブの側に十分な関心があれば，中央事

務局はこれをクラブの確立した活動と認め，

かつその問題に関する情報交換所としての，

役割を果すことに十分な関心を持っている。

（理25－26；55－56）

募金運動への参加（Participation　in

　　　　　Fund　Raising　Activities）

　募金計画或は他の運動に参加又は提携する

場合，クラブは，クラブの威信の確立強化に

貢献しないような品位のないやり方に陥らな

社　会　奉　仕

いよう常に注意を払うべきである。（理46－

47）

　ロータリー・クラブの活動は，ローアリア

ン及びロータリアンでない人の双方に，ロー

タリーに対して最高の敬意を起させるような

活動でなければならないと考えられる。従っ

て，富くじ等が全く好意を以て見られていな

い国に於ては，いかなるロータリー・クラブ

もこの種の方法によって金を集めない方が良

いとされている。（理48－49）

道路標識（Road　Signs）

　事務総長は，クラブ所在都市に既にロータ

リーの道路標識を設置，或は設置しつっある

クラブ全部に対し，それらの道路標識を完全

な状態に整備しておくことの必要について，

注意を与えるよう指示されている。貧弱な道

路標識はクラブのみならずその都市自体の不

名誉になると信ずるからである。（理35－36）

一43一



組織に関する事項
（Constitutional　Matters）

　国際ロータリーの組織法である国際ロータ

リー定款及び細則は，1910年の大会で採択さ

れ，その後随時改正もしくは修正されて来た

ものである。定款及び細則の本文は219－279

頁に掲げられている。

　国際ロータリー定款及び細則によれば，規

定審議会に付議すべき改正案は，規定審議会

の開催されるロータリー年度の8月1日まで

に国際ロータリー事務総長へ送達され，かつ

その写しが同審議会が議案を審議し，決定す

るロータリー年度の11月1日までに事務総長

によって各クラブ幹事宛に郵送されなければ

ならない。

　理事会は，ロータリー・クラブまたは地区

が，組織規定の改正が必要または望ましいと

考えた場合，このような改正を目的とした立

法案は，当該クラブ又は地区から提議すべき

であって，理事会がこれを行なうべきべない

と考えている。（理70－71）

　正式に提出された改正案の本文は，この提

案の審議決定を行なう規定審議会の開催され

るロータリー年度の8月1日又はそれ以前に

国際ロータリー中央事務局事務総長の許に届

いていなければならない。

　1922年改正定款第4条第4節は「国際ロー

タリー加盟認証を与えられ，これを受理した

ロータリー・クラブは，すべて，それによっ

て国際ロータリーの定款及び細則並びにその

改正規定を受諾し，承認レ，そして，法律に，

反しない限り，万事これによって拘束され，

それらの規定を忠実に遵守することを承諾す

るものとする」と規定している。

クラブ定款（Club　Constitution）

　国際ロータリー細則（第1条第2節）は次

のように規定している：

　（a）標準クラブ定款について；

　（b）1922年6月6日より後に加盟を承認さ

れたクラブは，すべて標準クラブ定款を採択

すること；

　（c）1922年6月6日より前に加盟を承認さ

れたクラブは，標準クラブ定款及びその改正

に順応させるため以外には，その定款の規定

を変更してはならないこと；

　（d）標準クラブ定款を改正するには規定審

議会又は国際ロータリー大会の決議によるこ

とを要すること；

　（e）かくの如き改正はすべて自動的に，標

準クラブ定款を採択しているクラブの定款の

一部となるものとすること。

　国際ロータリー細則のこれらの規定は，基

本的な規定をいずれのクラブ間に於ても同様

にすることを目的としたものである。

　標準クラブ定款の本文は283－293頁に掲げ

られている。

　又，国際ロータリー細則第1条第2節（d）

項は異常の状況下において，或は国，州，又は

省の法律及び慣習に従うために必要な場合，

理事会は随時その会合において出席理事の3

分の2の多数決を以て，国際ロータリー定款

及び細則に背反しない限り，標準クラブ定款

及びその改正規定と合致しないクラブ定款の

規定を設けることを承認することができると

規定している。

　法令が，ロータリー・クラブの定款にクラ
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ブによる資金募集及び不動産の所有を認める

規定を設けることを要する場合，これを希望

するクラブは国際ロータリー細則第1条第2

節（b）項の規定の下に，地方的必要に応ずるた

めの定款の改正について理事会の承認を求め

なければならない。（理57－58）

　標準クラブ定款では，第1条（名称）及び

第2条（区域限界）の，それぞれのクラブに

固有なものに関する個所は，空欄として残さ

れている。この2箇条はクラブが国際ロータ

リーに加盟を認められた後，国際ロータリー

理事会の承認を得てクラブが記入する。この

2箇条を後で変更する場合にも同様に，国際

ロータリー理事会の承認を受けなければなら

ない。

　国際ロータリー国際大会で承認された

R．1．B．1．の定款は，グレート・ブリテン，

アイルランド，チャンネル諸島及びマン島に

おけるロータリー・クラブのための標準クラ

ブ定款を同連合会が採択制定すべきことを規

定している。この標準クラブ定款は，国際ロ

ータリーの定款及び細則に反せず，又，その

改正は，R．1．B．1．定款に掲げられている改

正に関する規定に従って行なうことができる

ものとする。

クラブ細則（Club　By－Laws）

　クラブ細則は，クラブの決議によって採択

しかつ改正することができる。国際ロータリ

ー理事会は細則を推奨している。その本文は，

297－305頁に掲げられている。この細則は，

採択前に於ても採択後に於ても，クラブ定款

並びに国際ロータリー定款及び細則に矛盾し

ない限りクラブによってそのクラブの事情に

合うように変更することができる。もし変更

に疑議がある場合には，これを国際ロータリ

ー事務総長に提出して国際V　一一タリー理事会

の審査を受けるようにすべきである。グレー

ト・ブリテン及びアイルランドにおいては，

R．1．B．1．審議会が，その地域単位内のクラ

ブが用いる標準クラブ細則を定めている。

標準クラブ定款はただ一つ（Only　One

　　　　Standard　Club　Constitution）

　1．現行の国際P一タリー細則（第1条第

2節）は，今後に＊加盟を認められるクラブ

はすべて標準クラブ定款を採択すべきこと，

及び現行国際ロータリー細則採択当時存して

いたクラブ定款は新しい標準クラブ定款に合

致させる場合を除き変更してはならないこと

を規定している。

　2．以前にどのような“標準”クラブ定款

があったにせよ，現在標準クラブ定款はただ

一つのみであり，ロスアンゼルスで採択され

たものがそれである。1921年，1920年，1919

年，もしくはそれ以前の当時“標準”とされ

ていたクラブ定款の下で活動しているクラブ

は，その定款の下で活動しているものと見な

すべきであって，標準クラブ定款の下で活動

しているものとしてはならない。言いかえれ

ば，このようなクラブは，現行の標準クラブ

定款からすれば，以前に採択された定款の下

で活動している他のクラブと全く同一の位置

にいるわけである。

　3．標準クラブ定款の下で活動するクラブ

は，その定款の改正規定によるほか定款を

変更することができない。その他の定款の下

で活動しているクラブは国際ロータリー理事

会の承認を得て，その定款を変更することが

できる。但し，理事会が，その変更がクラブ

定款を標準クラブ定款に近づけることとなる

と認めた場合に限る。そして理事会は，全面

的でなくても，クラブ定款を標準クラブ定款

に近づけることとなる改正には好意を示すで

あろう。（理22－－23）

＊－1922年6月6日より後
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組織に関する事項
澱

ロータリー・クラブの法人化

　　（Inc・rp・rati・n・f　R・tary　Cl・b・）

　1．理事会は，v一タリー・クラブを法人

にすることは，クラブがその地方事情に照し

て決定すべき問題であるという考えである。

理事会は，クラブが法人の定款条項の中に現

行及び今後改正されることあるべき国際ロー

タリーの定款及び細則に忠順と服従を誓う文

言を挿入する限り，ロータリー・クラブを法

人にすることに反対しない。

　2．理事会は，次のような法人の定款に用

いる一つの一般条項を承認している。

　この法人の名称は，

　　法人　　（州）　　（市）ロータリー・クラ

　ブとする。

　この法人は非営利法人とする。この法人は

　慈善と博愛及び国際ロータリーの綱領を鼓

　吹推進し拡大し又国際ロータリーの加盟ク

　ラブとしての関係を維持していくことをそ

　の目的とする。

　この法人設立の準拠法である　　州の法律

の規定の認める範囲内で，この法人は国際

V一タリーの統轄に従うものとする。

この法人は，この定款に列挙されている目

的に添い，かつ，この法人設立の準拠法で

ある　　州の法律にも反しないような細則

　を採用することができるものとする。

　3．新しく設立された法人は，その法人を

国際ロータリーに適応させるために，その法

人の細則に，国際ロータリーが加盟クラブの

ために用意している標準クラブ定款及び推奨

クラブ細則のあらゆる関係規定を採用すべき

である。

　4，法人の定款には勿論，前記のほか，そ

の法人設立の準拠法である州の法律が必要と

している文言に含まれなければならない。

　5．　ここに示されている規定は，法人クラ

ブはあらゆる点において国際ロータリーの加

盟クラブであるべきであると言明しているそ

の意図に反しない限り，どのような変更を加

えても差しつかえない。

　6．既存クラブがこれらの条件に従って法

人となった場合，そのクラブは，国際ロータ

リーとの関係に於ては何等変わりなく，ただ

前のクラブの継続にすぎないものと認められ

るものとする。

　7．事務総長は，理事会に代って，すべて

の法人化の申請を裁定し，更に方針を明らか

にする必要のある特殊な状況の場合には，こ

れを執行委員会に付議することを要する。

（理40－41；57－58）

クラブ活動の法人化

　（Incorporation　of　Club　Activity）

　理事会は，ロータリー・クラブがクラブに

法律上の負担がかかることとなるような特殊

な活動をする場合には，クラブそのものを法

人にするよりも，寧ろその事業を法人組織に

することが望ましいとする見解である。（理57

－58）

国際ロータリーの印章

　　　　　（Corporate　Seal　of　R．1．）

　事務総長は国際ロータリーの印章を保管す

るものとする。事務総長は，理事会によって

正式に承認されたすべての国際ロータリー加

盟認証状，及び，その他の国際ロータリーの

正規役員の署名ある書類で捺印を必要とする

すべてのものに印章を押す権限を有する。事

務総長は，本決議申に規定されている権限の

一部又は全部を随時，事務次長又は国際ロー

タリー会長の承認を得て事務総長が書面を以

て指名した事務次長代理もしくは事務補佐に

書面を以て委任する権限が明白に与えられて
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いる。（理32－33；39－40；59－60）

クラブ定款の権限の限界（Limits・f

　Constitutional　Authority　of　Clubs）

　事務総長は，国際ロータリー定款，細則も

しくは国際大会の決定によって明確に禁ぜら

れていないという理由で，クラブにその会員

を他団体へ加入させたり又は加入することを

義務づけたりする権利があるものと考えてい

る，あるクラブに生じた事態を問題として持

ち出し，そして

　「クラブにこのような行為をさせないよう

にするためには一々禁止しておかなければな

らないか，」という質問を理事会に発した。

依って，

　ロータリー・クラブはその行動の範囲につ

いて，クラブ定款及び細則の規定並びに国際

ロータリー定款及び細則の規定により，更に，

クラブ及び国際ロータリーの定款及び細則に

合致する国際大会及び国際ロータリー理事会

の決議及び裁定によって制限を受けるとする

ことに意見の一致を見た。換言すれば，ロー

タリー・クラブはこれらの文書からロータリ

ー・ Nラブとしての行動をする権限を得るの

であり，これらの文書によって直接，間接に

クラブに与えられている権限のみを有するの

である。従ってクラブには，これらの文書も

しくはその解釈の中に見つからないようない

かなることもこれを行なう権限がないのであ

る。更に，ロータリー・クラブの定款及び細

則に会員の義務に関する規定が設けられてい

る以上，それ以外の義務を会員に課すること

は，このような別な義務を課すことができる

ように定款及び細則を改正しておかない限り，

たとえ過半数の票をもってしても，できない

のである。（理24－25）
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国　際　大　会

（Convention）

　国際ロータリーの大会は，毎年5月又は6

月に，理事会の決定する時と場所において，

開催さるべきものとする。但し十分な理由が

あれば，理事会はこれを変更することができ

る。魍際ロータリー定款第8条，細則第7条）

　国際ロータリーの年次国際大会の目的は，

全ロータリー・クラブ代表者を召集して，連

合体の業務の執行に当らせるとともに，国際

的交歓の雰囲気の中でロータリーの目的をよ

りよく理解させ，そしてロータリー会員資格

にもとずく個人ロータリアンの奉仕の機会に

っいて知識を広め，また他国の人々をよりよ

く理解するプログラムに参加させることにあ

る。　（理70－71）

　国際大会は次の如き決議を採択している：

　1929年5月テキサス州ダラスに於て開催さ

れた第20回国際ロータリー大会が，1931年又

は1932年の国際大会をアメリカ合衆国外に於

て開催し，爾後は少くとも4年目に1回は国

際大会をアメリカ合衆国外で開催することを

決議したことに基き，

　この決議事項は，1939－1945年にわたる戦

争及びその結果によって実行されなかった

1943－1947年間を除き，その後実行されてお

ることに基き，

　国際ロータリー会員が125ヵ国に11，500以

上のクラブ数を以て構成され成長した事実の

認識に基き，

　アメリカ合衆国外の国際n　一一タリーの成長

が今やアメリカ合衆国内の発展を凌いでいる

事実を同じく認識することに基き，又

　国際ロ　一一タリ…一が，1965年の国際大会開催

地をアメリカ合衆国，ニュージャージー州，

アトランテック・シテー一に；1966年はアメリ

力合衆国コロラド州，デンバーに，1967年は

フランス，ニースに，1968年はメキシコ，メ

キシコ・シテーに1969年はアメリカ合衆国，

ハワイ州，ホノルルに決定したことに基き，

　国際ロータリー第55回年次国際大会に於て，

1929年テキサス州，ダラスに於ける上記の決議

を蝕に改正し，下記の如く新たな規定を採択

することを決議した：

　国際ロータリー第55回年次国際大会は，

1970年に開催される年次国際大会から，同一

国に於て3年連続して国際大会を開催するこ

とができないものとすることを決議する。

（トロント大会決議64－42）

理事会は

1）国際ロータリーは，国際団体としてその

　団体に関する業務を執行し，また個々のロ

　ータリアンがそれぞれのクラブの代表者と

　してその業務の執行に親しく参加するよう

　な年次国際大会を開催することが重要であ

　ると考える。

2）　国際大会に参加する者の大多数は，国際

　ロータリー及びロータリー・クラブの次期

　役員であり，またこれらの人々にとって，

　国際大会の体験は忘れ難いものであり激励

　的なものであること，そして，もし国際大

　会が毎年開催されなかったとしたら，多数

　の国際ロータリー及びロータリー・クラブ

　の指導者は，このような機会を失うことに

　なり，その結果，指導力養成継続性が損な

　われることとなるであろうと考える。

3）世界中から参集した人々との知り合い，

　交歓，談論を目的に一諸になる機会を与え
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るものとして，国際ロータリーの年次国際

大会のような国際的会合を今日の世界ほど

必要とする時はこれまでに無かったと信ず

る。

4）　国際ロータリーの国際大会の開催を毎年

　とせず，より少なくするとしたら，大会に

　出席を希望する者が余りにも多数となり，

　大会に役立つ設備が十分にある都市を選ぶ

　ことが困難となるであろうと認める。

　上記の理由により，理事会は，国際ロータ

リー年次国際大会の開催を続けていくことが

望ましいと考えている。　（理71－72）

大会の招致

　（lnvitations　to　Hold　Convention）

　その所在都市に於て国際ロータリー大会を

開催することを希望するクラブは，先ず事務

総長より大会招致申込書を手に入れなければ

ならない。

　理事会は国際大会を招致せんとするクラブ

からの委員とか代表を迎え入れることはしな

いが，事務総長に郵送された書面による国際

大会招致申込を受取った後，もし必要と考え

る場合には，招致希望のあった都市を調査す

るために人を派遣する。　（理24－25）

準備手続（Procedure　for　Preliminary

　　　　　　　　　　Arrangements）

　理事会が国際大会の開催される都市を決定

した後できるだけ早く，国際大会事務局長は，

その都市に赴き，開催地クラブの協力を得つ

つ，国際ロータリーに代って，集会場に関し

て都市当局或は私的団体との契約を進め，同

時に，推定出席者数の全部を収容しうる適当

国　際　大　会

なホテルと契約の交渉をするものとする。

　もし理事会が，国際大会開催都市を決定し

たときに大会の日時を明示しなかった場合に

は，執行委員会が日時を決定する権限を有す

る。

　国際大会事務局長は，開催地クラブ理事会

と会合し，共に国際大会組織計画を全部検討

し，そしてその国際大会に関してはその前年

に行なわれる国際大会の終了までは宣伝を避

けることの重要性を強調するものとする。

　大会事務局長は，開催地クラブから，その

クラブが，開催地クラブとして積極的に奉仕

すること，国際ロータリーに協力して来訪ロ

ータリアン及び来賓を歓迎すること，かっ国

際大会の成功を確保するために開催地クラブ

と国際ロータリー大会委員会との間で，相互

的に同意をえた色々な方法で援助することが

うたわれている，正式にクラブによって採択

され署名された決議文の写しを取り付けるも

のとする。

　この手続は，最後まで有効とするも，執行

委員会により，又，緊急の場合状況に応じて

会長により，変更されるものとする。　（理46

－47）

会場（Meeting　Places）

　国際ロータリーは，開催地の都市が国際ロ

ータリー一に費用をかけることなしに，国際大

会の総会に適当かつ便利な講堂及び他の色々

な会合に必要な集会場を提供することを期待

している。

　それは国際ロータリーが使用する国際大会

会場の賃貸料はその都市のクラブが支払わね

ばならないというのではなく，その都市が一一

地方団体としてそのような設備を提供するか，

或は，市役所，商工会議所，観光協会または

類似の実業家とかホテル業者等の団体が，必

要ならば，会場用の資金を出すべきであると

いうのである。
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　この決定は国際ロータリーが大会会場の賃

貸料を支払ったり，或は臨時に必要な費用の

負担を承諾することを妨げるものではない。

（理32－33；47－448）

国際大会運営事務

（Convention　Operational　Functions）

　理事会は次の如き方針を表明している。

　国際ロータリー理事会は，国際大会に関す

る全般的な方針を決定し，国際大会委員会は，

その担当する特定の国際大会の公式のプログ

ラムを作成し，かつ，明確な方針を決定する。

事務総長は，理事会及び国際大会委員会の決

定に対しその細目にわたる推進の責任と大会

事務の組織運営に対する責任を負うものとす

る。

　国際ロータリー細則第14条第8節一国際

大会委員会一は，国際大会準備事務の或る

種の事項について特に次の如く述べている：

国際大会委員会は，任命を受けた国際大会の

実施についての準備を行なう責任を有するも

のとする。ここに言う準備とは，本細則又は

理事会によって役員又は他の委員会に特定し

て委任されていない当該国際大会に関連する

あらゆる事項を含むものとする。

　公式のプログラム及び議事日程の起草を除

き，以上の事務は，委員会及び理事会に対し

て責任を有する事務総長によって行なわれる。

これらの事務の細目に関して注釈すると次の

如くである。

　公式プログラム及び議事日程　国際大会委

員会は，全般的なプログラムの作成，国際大

会の主題（もしあれば）の決定，討論会，余

興，交歓の家，次第書，合唱指揮者の選択，

招待すべき地元の来賓の選定に関する開催地

クラブとの協力，観光旅行，等々の準備に対

して直接の責任を負う。

　事務総長は，上述の各項に関し国際大会委

員会と協力し，同委員会の決定を遂行するに

当っては細目的にこれを推進する。

　宣　　伝　事務総長は，国際大会委員会及

び開催地クラブとの協力を続けつつ行なう国

際大会の宣伝に関し，委員会及び理事会に対

し直接の責任を有する。

　運営及び接待費　事務総長は，過去の経験

及びこの大会の特殊事情にもとずく国際大会

の運営及び接待に要する費用の算出及びその

後の財政的監督に関して，委員会及び理事会

に対し直接の責任を有する。接待費の算出は，

大会委員会の勧告にもとついて理事会の承認

する予定登録数及び登録料によって左右され

るであろう。

　国際大会会場の選択と設備　プログラム上

の必要条件，国際大会委員会の勧告，及び国

際ロータリー大会正規の必要条件に合致する

大会会場及びその他必要な集会場の選択，設

備及び契約に関し，事務総長は，委員会及び

理事会に対して直接の責任を有する。大会会

場には下記のものを含む。

　大会総会場

　交歓の家

　　若い人々の交歓の家

　特別集会場

　　規定審議会場

　　代議員会会場

　特別協議会場

　討議会場

　事務所及び仮設場

　　会長室，会長イレクト室，事務総長室，

　　本部，理事会室，大会委員会室，大会マ

　　ネジャー室，規定審議会事務室，ロータ

　　リアン誌室，レビスタ・ロータリア誌室，

　　新聞記者室，

　出席の勧誘　事務総長は，大会委員会より

示唆や勧告を受けつつ，出席奨励の予定表を

作成かつ実行することに関して，委員会及び

理事会に対し直接の責任を有する。

　登録事務総長は，登録委員会に対し，
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必要とする援助を与えることによって，その

仕事を容易ならしめることに関し，委員会及

び理事会に対し直接の責任を有するものとす

る。

　その他の事項　事務総長は，大会の準備に

関連するその他すべての運営事務に関し，委

員会及び理事会に対し直接の責任を有する。

即ち開催地クラブの国際大会体制の開設に対

する協力，その後における当該開催地クラブ

設置の諸種委員会の監督，大会日報及び大会

説明に関する準備，信任状の監督，通訳及び

翻訳者等の確保等々である。

　結　　論　以上の事務分担によると，結局，

国際大会委員会はその任命された国際大会に

特有な準備に関する面のみを行ない，毎年の

国際大会に共通な細かい事柄は事務総長に任

す。斯くして，中央事務局の専任職員の経験

の集積とこれらの職員への任務の委託は，運

営上の無駄を省きかつ大会委員会委員の仕事

を最小限に止める結果をもたらす。　（理47－

48；48－49）

国際大会の輸送手配（Convention

　　Transportation　Arrangements）

　1．　理事会が，国際大会開催地の地域以外

のロータリアンの輸送手配を国際ロータリー

が引き受ける必要のあるような処に国際大会

開催地を考慮する場合には（例えば北アメリ

カ以外で開催される国際大会に北アメリカの

ロータリアンをそこに運ぶごとき），理事会

は，関係する輸送機関の調査を事務総長に請

求しなければならない。この調査報告は，国

際大会開催市を選定するときまでに，理事会

に提出されねばならない。

　2．　理事会が開催地を選ぶ場合には，単に

必要な会合場所，ホテルその他について，そ

の都市内において必要な手配が完了したとい

うこと許りでなく，理事会が決定するような

国　際　大　会

特別輸送手配が国際ロータリーによってとら

れ完了するという条件の下においてのみ，そ

の決定を行なわなければならない。

　3．　斯様な手配を援助するために，理事会

は，会長に輸送委員会（例えば19年一国際大

会の北アメリカ輸送委員会の如き）を任命す

る権限を与えなければならない。斯様な委員

会は，なるべくなら団体旅行の手配に知識と

経験を有する委員長1名と，2名の委員を以

て構成し，国際大会後，最終報告書を提出し，

理事会によって解嘱せられるまでその任務に

当るものとする。

　4．輸送委員会は，汽船会社，航空会社，

旅行代理店，その他輸送及び観光旅行の計画

をたてるに必要な機関と交渉に入り，理事会

に対して，その輸送及び観光の取扱い方及び

その目的達成のために取りきめるべき協定に

っいて勧告をしなければならない。事務総長

は，理事会によって委任せられた斯様な契約

及び協定を実行しなければならない。

　5．　事務総長は，理事会及び輸送委員会の

決定事項を推進する責任を有し，かつ，輸送

事務について輸送委員会及び理事会に対し直

接責任を持つものとする。　（理57－58）

国際大会に於けるクラブの代表

（Club　Representation　at　Convention）

　国際大会におけるクラブの代表に関する規

定は，国際ロータリー定款第8条及び細則第

7条にある。

　各クラブは，国際大会毎に，その代議員を

出席せしめて投票に参加するか，或は資格の

あるものに委任状を与えて代行せしめる義務

がある。

　各クラブは国際大会に代議員を送るよう勧

告されているが，それが不可能な場合には，

四つか五つの小クラブが財政的に協力して1

名の代議員を送り，その代議員は，所属クラ
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ブ以外のクラブのオブザーバーとして，国際

大会の模様を後でそれらのクラブに伝えるよ

うにしても良い。（理35－36）

　各代議員（又は補欠者及び委任状による代

理人）の資格は，信任状によって証明されな

ければならない。クラブが国際大会に出席す

ることを公式に認められるためには，その代

議員は，信任状を大会開催地の信任状委員会

に提出し，その投票用紙に査証をして貰わな

ければならない。如何なる代議員も，その登

録料が支払われているが或は支払われる迄，

そしてその信任状が信任状委員会によって承

認される迄は投票することを許されない。

　信任状の用紙は，代議員の出発前に記入署

名を終えて本人に渡すことができるよう十分

の余裕を見て，各クラブの幹事宛郵送される。

　特別代議員の信任状は，国際ロ　一一タリー事

務総長によって信任状委員会に提出せられる。

選挙管理委員会

（Balloting　Arrangements　Committee）

　各国際大会に於て会長は，選挙人の中から，

会長の決定した5名より少からざる選挙人か

ら成る選挙管理委員会を任命する。この委員

会は，すべての投票の準備，投票用紙の印刷

と配布及び投票の集計の任にあたる。この任

務は，国際大会で投票が必要になった場合そ

の他の票決を要する場合にも適用される。

国際大会に於ける投票

　　　　　　（Voting　at　Convention）

　正当な信任状を持つ代議員，委任状保持者，

及び特別代議員は，国際大会の選挙体を構成

するものとし，これを選挙人と称する。投票

は，国際ロータリーの細則の定むる処に従っ

て行なわれるものとする。（R．1．定款第8条

第5節）

投　票　手　続

　国際大会における投票は，役員の指名又は

選挙について細則に別段の定めある場合及び

次に示す場合を除き，口頭によるものとする：

｛1）選挙人が要求するか，’もしくは議長が指

　図した場合は，起立投票によるものとし，

　起立する各選挙人を1票に数えるものとす

　る。

（2｝国際ロータリーの方針を左右するような

　制定案又は決議案もしくはそのような制定

　案又は決議案に対する修正案については，

　次に示す各項の状態の中のいずれかが存在

　するときは，投票は投票用紙記入によって

　行なうものとする：

　　　（aa）理事会の過半数もしくは規定審議

　　会の過半数が問題の重要性を認めてこの

　　投票方式による必要を予め宣言した場合，

　　又は出席している選挙人の過半数が宣言

　　した場合。

　（bb）会長又は議長が，口頭投票又は起

立投票を観察した結果，その裁量によっ

て，投票用紙による投票が望ましいと宣

言した場合；

　（cc）選挙人が，その名前と所属クラブ

を明らかにした上で，投票用紙による投

票を要求し，かつ，上述の条件のいずれ

によっても投票用紙による投票を必要と

する状態にはないことを告げられ，その

要求が当然なものであるか否かについて

の議長の意見を聞かされた後もなおその

　要求を主張し，更にその主張が，20以上

　の異なったクラブに属する少くとも20人

　の他の選挙人一その人達は，名前と所

　属クラブを名のる機会を与えられてその

　身分を明らかにして，その要求の共同主

張者になる一によって支持された場合。

会長又は議長は，実際に数を数えることを

要しないで起立投票の結果を宣言する権限を

持つものとする。そのし実数を数える要求が

一52一
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寵
轟

遅滞なく行なわれ，申出での機会を与えられ

て20名に達する選挙人が，その要求に同調し

ない限り，その宣言は最終決定とする。

　制定案又は決議案又はそれに対する修正案

についての投票用紙による投票の命令には，

当該制定案又は決議案及びそれに関する未決

定の修正案全部が含まれるものとする。投票

用紙は，制定案又は決議案及びそれに対する

未決定の修正案を最終的に処理できるように，

必要な場合には複数案件を含めて，構成され

述べられていなければならない。

　投票用紙による投票及び役員の指名並びに

選挙については，選挙人はその保持する代議

員証明書及び委任代理権の数だけの票を投ず

るものとする。但し特別代議員は，特別代議

員としての資格においては，唯国際大会全体

に対して提出された案件についてのみ投票す

ることができる。（国際ロータリー細則第8

条第1節（d）及び（e）項）

　すべての役員の選挙は無記名投票によるも

のとし，3名以上の候補者がある場合は単一

移譲式投票の方法によるものとする。但し，

一つの役に対してノミニーが唯1名の場合は，

選挙人は口頭によって，事務総長をしてその

ノミニーに対する選挙人の統一投票を行なわ

しめることができる。（国際ロータリー細則

第10条第8節（b）項）

単一移譲式投票

　大会に於て選挙せられるべき理事或はその

他の役員に，2名以上の候補者がある場合に

は，これらの候補者に対する投票には，単一

移譲式投票が用いられる。斯様な候補者名は，

投票用紙に記載されなければならない。（理54

－55）

単一移譲式投票の実施方法

2名を越える候補者がある場合，各選挙人

国　際　大　会

は1票の投票権を有し，それが次のように「ふ

りかえ」られる仕組になっている。

　（a）選挙人は，投票用紙に記載された候補

者の氏名に隣接する空欄に1という数字を記

入する。この欄に1という数字が書かれた票

が「第1選択投票」である。

　（b）選挙人は，前項に認められた1という

数字の外に，二番目に選挙したいと思う候補

者の氏名に隣接する空欄に2という数字を記

入し，第三番目に選挙したいと思う候補者の

氏名に隣接する空欄に3と書く。以下同様に，

自分の最も希望する候補者が落選した場合に

選びたいと思う順序に従い，候補者に番号を

付して行くのである。従って選挙人は候補者

の数と同数だけ自分の選択希望を表明するこ

とができるわけである。

　いずれの候補者も過半数の票を得られない

場合には，第2選択投票以下の選択票を加算

して過半数の票を得た候補者を，当選として

発表する。

　投票の数え方の一例を挙げれば次の如くで

ある。

　A，B，C，　Dと4名の候補者があり，その内

1名が選挙されることになっている。第一選

択投票をA，B，　C，　Dの四つに分けて数える。

この第1回の計算に於ては誰も総投票数の過

半数に達しない。Cの得票が一番少いのでC

を除外する。Cの得票で，数字2が付されて

いる候補者のそれぞれの得票に，その票を加

えて行く。

　しかし，このように票を移譲しても，残り

3名の候補者の得票がいずれも過半数に達し

ない。そこで，第2回目の計算で最下位にな

ったBを除外する。従ってBの得票を投票者

の示す選択数字に従ってAとDの得票にそれ

ぞれくり入れる。C候補は既に除外されてい

るからこの場合は無視し，次にAとDとどち

らを選択しているかを見る。この移譲即ち第

3回の計算の結果Dが明らかに多数を得た。

　全部の選択を記入していない投票は，記さ
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れた選択の分だけ数えることにし，それ以外

のものは移譲できないから無視することにす

る。

　“×”は第1選択の表示と看倣される。一

つの投票用紙に“1”又は“×”を二っ以上

の氏名に付してあるものは無効とする。

　得票が同数になった場合。何回目の計算に

せよ，得票が同数になった場合には，選択票

の数とその相対的価値によって結果を求める

ことになる。即ち，第2回目の計算に於ては

第1選択の数の一番少い候補者，第3回目の

計算に於ては第1及び第2選択の数の一番少

い候補者という順序で除外して行けばよい。

登録料（Registration　Fee）

　国際ロータリー細則の規定によれば，大会

に出席する16歳以上の者は，必ず登録の上登

録料を支払うことになっている。登録料は国

際V一タリー理事会によってその都度定めら

れる。選挙人は，登録料を支払わない限り投

票することはできない。

　理事会は，毎年開催する国際大会の計画に

関連して，国際大会登録者が国際大会に関係

ある地元の交通乃至その他の特別活動に対し

て支払うべき追徴金を国際大会登録料に加算

すべきものかまたは除外すべきものかを，決

定すべきである。（理65－－66）

ホテルの割当（Hotel　Assignments）

　事務総長，事務総長補佐又は事務次長は，

国際O一タリーに代り，又は国際ロータリー

の名に於て，会長もしくは副会長が行なうの

と同じ効力を以て，国際大会に関連して理事

会から委任されたホテルの予約その他ホテル

に関する事項につき，契約，書類作成または

その他の取決めを行なう権限を有する。（理

36－37）

元役員の座席

　（Reserved　Seats　for　Past　Officers）

　毎年次国際大会に於て，国際ロータリーの

元役員，元理事及び元地区ガバナー，及び国

際ロータリーの国又は地域単位の元会長及び

元地区委員長（但し現在でも加盟クラブの会

員）には，各自の前職を示すバッジを与え，

それによって，会場内の代議員専用の席に着

席できるようにし，かつ，議場内の特典を与

えるようにしなければならない。以上は第18

回年次大会に於ける国際ロータリーの決議で

ある。（オステンド大会決議27－－16）

懇親宴会（Fellowship　Dinners）

　理事会は，事情が許し正当な理由があれば

年次国際大会において懇親的宴会を開催する

ため設備を設けることに同意した。すべて斯

様な国際大会における懇親宴会は，その規模

において国際的でなければならない。理事会

は，事務総長に対し，大会委員会及び国際懇

親宴会の準備責任者と協力し，かつ国際ロー

タリーへの出費を最小限度に止めるよう必要

な手段を講ずることを指示した。（理61－62）

元国際ロータリー役員の会合

　（Mbetings　of　Past　R．1．　Officers）

　国際大会委員会は，毎年次国際大会の都度，

パスト・ガバナー或はその他の国際ロータリ

ーの元役員全員を招いて，レセプション，グ

ループ会合，昼食会その他の社交的な催しを

計画するよう示唆されている。但し，これに

要する費用は，参加者個人が負担すべきであ
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り，国際ロータリーの支払うものではないと

いうことを了解しておくべきである。このよ

うな会合を開く目的は，かつて国際ロータリ

ーのために公式の資格で働いた人々が，旧

交を暖め，再会の機会を作ることである。も

し十分の人数が出席している場合には，年度

別に会合を開くのもよい。また数年度分ずつ

まとめ，或は全部いっしょに会合してもよい。

（理41－42）

特別協議会（Special　Assemblies）

　理事会は，理事会で許可した場合，国際大

会において特別協議会が国際ロータリー細則

第8条第2節の規定に従い開催せらるべきこ

とに同意した。（pa　60－61）

国際大会議事録

　　　　　（Convention　Proceedings）

　第31回国際ロータリー年次大会は，国際ロ

ータリー理事会の監督の下に国際ロータリー

の各国際大会の議事録を作成すること，又，

この記録は，国際大会議事全部の逐語的記録

である必要はないが，すべての改正された条

文，役員の選挙，その他国際大会の事務的決

定事項に関しては，事実で正確な記録でなけ

ればならないことを決議した。

　更に，この記録は，理事会監督の下に正し

く編集，印刷製本さるべきこと，又，その場

合，理事会は，自己の判断に基づいて，この

記録の中に，（1）国際大会プログラム，講演，

討論，報告等加盟クラブが興味を感ずると思

われる事項を組入れ，そして，（2）国際ロータ

リーの方針及び行動にふさわしくないと理事

会が判断した講演，議論，討論又はその一部

を記録より除外すること，更に，

　この印刷製本された国際大会議事録を，一

部宛無料で，各加盟クラブ及び理事会の決定

する国際ロータリーの役員及びその他の人々

に送付すること，但し，この無料配布する議

事録とは別に，理事会の定める価格を以て理

事会の指定する人々に販売するために，余分

の冊数を用意することができることを決議し

た。（ハバナ大会決議40－11）

　編集：理事会は，事務総長に対して，国際

大会議事録の申に次の各項を提載するよう指

示している：即ち，国際大会の簡単な説明，

すべての制定案と決議案の原文及びそれらに

関する決定，国際大会に於ける事務的事項，及

び国際ロータリー事務総長及び会計の年次報

告，並びにロータリー財団管理委員会報告。以

上各項の内容は決議40－41に合致していなけ

ればならない。（理53－54；54－55；59－60；

63－64；　66－67）

　版権：国際大会議事録は，営利会社が複製

することのないよう版権所有として国際ロー

タリーを保護しなければならない。（理27－

28）

　印刷及び配布：国際大会の議事録は，各加

盟クラブへの無料送付及び事務総長が必要と

する人々に贈呈するに足る部数を印嗣しなけ

ればならない。販売すべきものは，議事録印

刷に要した実費をっぐなうに足るよう事務総

長によって決定された価格で配布すべきであ

る。（理50－51）

国際ロータリーの国際大会

　　　　　　　（Conventions　of　R．1．）

年度　　場　　所　　　月　B

1910シ　　カ　　ゴ（イリノイ州）

　　　　　　　　8月15日～17日
1911ポー　トラン　ド　（オレゴン州）

　　　　　　　　8月21日～23日

1912デュールス（ミネソタ州）

　　　　　　　　8月6日～9日

1913バッフアロ
　　　　　　　　8月18日～21日
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1914ヒューストン（テキサス州＞

　　　　　　　　　6月22日～26日

1915サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　7月18日～23日

1916シンシナティ（オハイオ州
　　　　　　　　　7月16日～20日

1917アトランタ（ジョージア州）
　　　　　　　　　6月17日　一・　21日

1918カンサスシティー（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月24日～28日

191叱一㌢レ1ク：（ユター州）

　　　　　　　　　6月16日～20日
19207トラ三ティック゜（ニュージャージー州）
　　ン　　ア　　イ　　　
　　　　　　　　　6月21日～25日

1921エディ　ンバラ　（スコットランド）

　　　　　　　　　6月13日一一16日

1922ロスアンゼルス（カリフォルニァ州）

　　　　　　　　　6月5日～9日

1923セントルイス（ミズーリ州）
　　　　　　　　　6月18日一一・22日

1924ト　ロ　ン　ト（カナダ・オンタリオ州）

　　　　　　　　　6月16日～20日

1925クリーブランド（オハイオ州

　　　　　　　　　6月15日～19日

1926　デ　　　ン　　バ　　ー　（コロラド州）

　　　　　　　　　6月14日～18日

1927オ　ス　テ　ン　ド（ベルギー）

　　　　　　　　　6月5日～10日

1928ミネアポリス（ミネソタ州）

　　　　　　　　　6月18日～22日

1929ダ

1930シ

1931ウ

1932シ

1933ボ

1934デ

イ　　ー

ア　　ト

ス　　ト

ト　ロ　イ

ス（テキサス州）

5月27日一一・31日

コ・ @（イリノイ列fi）

6月23日～27日

ン（オーストリア）

6月22日～26日

ル（ワシントン州）

6月20月一一　24日

ン

6月26日～30日

ト（ミシガン州）

6月25日一一・29日

6月17日一21日
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1936ζトラ；テ？クニ（二・一ジ・一ジー州）

1937二

1938サンフランシスコ（カリフォルニァ州）

1939クリーブランド（オハイオ州）

1940ハ

1941デ

1942ト

　　　　6月22日一一・26日

　一　 ス（フランス）

　　　　6月6日～11日

　　　　6月19日～24日

　　　　6月19日一一・23日

　バ　 ナ（キューバ）

　　　　6月9日～14日

ンバー（コロラド州）
　　　　6月15日一一・20日

ロ　　ン

　　　　6月21日一一・25日

　　　　5月17日～20日

　カゴ（イリノイ州）
　　　　5月18日～22日

　カゴ（イリノイ州）
　　　　5月31日，6月

　　　　5日一12日一19日

　　イ
　　　　6月2日～6日

　　　　6月8日～12日

　　　　5月16日一一　20

　　　　6月12日～16日
　　　イ　ト（ミシガン州）

　　　　6月18日～22日

　　　　5月27日～31日

　　　　5月25日～29日

　　　　　リ（フランス）

　　　　5月24日一・　28日

　　　　ル（ワシントン州）

　　　　6月6日・一・10日

　　　　ゴ（イリノイ列S）

　　　　5月29日～6月2日

　　　　6月3日一一　7日

サーン（スイス）
　　　　5月19日　一・　23日

ト（カナダ・オンタリオ州）

1943セントルイス（ミズーリ州）

1944シ

1945シ

9，907

5，790

10，432

9，241

3，713

8，942

6，599

3，851

　403

141

1946；トラ；ティックー：一（二・一ジ・一ジー州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，958

1947サンフランシスコ（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，678

1948リオデジャネイロ（ブラジル）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7，511

1949ニューヨーク（ニューヨーク州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15，961
1950　デ　　ト　　ロ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，949
19Sl　7．トラ；°ティギンク゜（二・一ジ・一ジー州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，453

1952メキシコ。シティー（メキシコ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，804

1953パ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，107

1954シ　ア　　ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，　015

1955シ　　　カ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　312

1956フィラデルフィア（ペンシルバニァ州）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，003

1957ル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，702
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1958ダ　 ラ　 ス（テキサス州）

　　　　　　　　　6月1日～5日　　　14，035

1959ニューヨーク（ニューヨーク列1）

　　　　　　　　　6月7日～11日　　　15，　475

1960；乃、乳虞；（フ・リダ州）

　　　　　　　　　5月29日～6月2日　11，345

1961東　　　京（日本）
　　　　　　　　　5月28日～6月1日　23，366

1962ロスアンゼルス（カリフォルニア州）

　　　　　　　　　6月3日～7日　　22，302

1963セントルイス（ミズーリ州）

　　　　　　　　　6月9日一一13日　　　10，779

1964ト　ロ　ン　 ト（カナダ）

　　　　　　　　　6月7日～11日　　　14，661
1965　7．トラ≠ティィックニ（ニージ・一ジー州）

　　　　　　　　　5月30日～6月3日　9，368

1966デンバー（コロラド州）
　　　　　　　　　6月12日～16日　　　12，929

1967ニ　　　ー　　　ス（フランス）

　　　　　　　　　5月21日一一　25日　　　19，362

国際大会

1968メキシコ・シティー（メキシコ）

　　　　　　　　　5月12日一一・16日

1969ホ

1970ア

1971シ

1972ヒューストン（テキサス州）

1973ロ

ノ　 ル　 ル（ハワイYHtl）

　　　　5月25日～29日
ト　ラ　ン　タ　（ジョージァ州）

　　　　5月31日一一　6月4日

ド　ニ

　　　　　5月16日一一・20日

　　　　　6月11日～15日

一ザンヌ（スイス）
　　　　　5月13日一一17日

　　　　　6月9日一一13日

　　　　　　　　　11，840

　　　　　　　　　14，453

　　　　　　　　　10，803

－（オーストラリア）

　　　　　　　　　16，646

　　　　　　　　　13，287

　　　　　　　　　17，187

1974診蕉既゜（ミネソタ州）
10，015

1975モントリオール（カナダ，ケベック州）

6月8日一一・12日 12，975

1976ニューオーリンズ（ルイジアナ州）

6月13日～17日 開催予定

1977サンフランシスコ（カリフォルニア州）

一57一

6月5日一一　9日　　開催予定
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地　区　の　管　理

（District　Administration）

地区編成に関する方針

　　（Policy　Governing　Creation　of

　　　　　　　Districts）

　理事会は，管理の効果を一層上げるために，

加盟クラブを集めて地区を設ける権限を有す

る。地区の編成に関する方針は次の通りであ

る。

　以下は，国際ロータリー理事会の判断と決

定である；

　1．管理の効果を一層上げるために，加盟

クラブは全部地区に所属せしめらるべきであ

る。

　2．地区は，理事会の責任で行なう国際ロ

ータリーの管理の一部面であるから，地区編

成の発議権は理事会が執るべきである。

　3．地区は，その編成が国際ロータリー及

びその地区内に入るロータリー・クラブの最

大の利益となりうると思われる場合において

のみ，編成せらるべきものとする。

　4．地区の編成は一定数のクラブ又は一定

の広さの地域によるものではないが，新しい

地区は，次に示す事情を考慮して，慎重な調査

の上においてのみ創設しなければならない。

　　（a）地域の広さ（平方マイル）；

　　（b）現存クラブ数及びその地域内に将来

　　　できる可能性のあるクラブ数；

　　（c）その地域内の交通及び通信機関の利

　　　便と施設，旅行の見地からみた地域管

　理の可能性；

（d）地域の住民を特徴づける民族的及び

　国家的要素；

（e）地域の政治的及び経済的状態；

（f）住民の言語；

（g）地域の結集力；

（h）若しありとすれば一一州連合，県連

　合，又は国際地区編成の機会；

（i）その地区の分割又はその地区のクラ

　ブ群を他地区の編入によって再編成す

　る将来における可能性；

（j）その地域にあるクラブと現存する地

　区のクラブとの関係；

（k）機能を果しているロータリーの単位

　としての現存クラブの記録；

（1）財政的考慮。（理27－28；34－35；

　51－52；　57－58）

国際ロータリーに於ける地区の役割

　（Role　of　the　District　in　Rotary

　　　　　　Internationa1）

　理事会は，国際ロータリーに於ける地区の

役割について次の如き声明を採択した；

　地区とは，国際ロータリーの管理の便宜上

まとめられた一群のクラブの所在する，一定

の地理的区域であり，ロータリー地区の活動

並びにその組織は，個々のロータリー・クラ

ブがロータリーの綱領を推進するのを助ける

ことを唯一の目的とするものであり，地元レ

ベルに於けるロータリー・クラブ（複）や個々

のロー一タリアンが提供するいろいろな奉仕を

減殺するようなことがあってはならない。（理

72－73）
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，

地区の管理

地区の編成（Districting）

　理事会は，新しく地区を編成し，又現存地

区の境界を変更する権限を有する。（国際ロ

ータリー細則第13条第1節）但し，地区境界

の変更は，それによって影響を受ける地区の

過半数のクラブの反対を冒して行なわれては

ならない。

　国際ロータリー細則の規定（第14条第9節）

によれば，常任地区編成委員会（Standing

Districting　Committee）は，細則第13条

第1節に規定する地区の境界とその編成並び

に発表について，理事会及び会長を助けるこ

とになっている。

　地区編成委員会は，理事会の採択した地区

編成の方針に従って，次の如く行動する。

　1．国際ロータリーの地区編成委員会は，

国際v一タリー会長が必要と認めた場合，1

月に行なわれる理事会の会合に先立ち，成る

べく10月又は11月中に開催するものとする。

　2．地区編成委員会は，その会合において，

予測しうる将来に地区編成を要すると思われ

る世界申の地区の事情を検討しなければなら

ない。この検討は，当該地区に関連して入手

した事実の情報に基いて行なうものとする。

この検討に基き，委員会は，特別の研究を要

すると思われる地区を選び，次回の国際協議

会会期申，それらの地区のガバナー・ノミニ

ーに対し地区編成委員会と協議するよう求め

なければならない。前記のガバナー・ノミニ

ーには，それぞれの地区内における地区編成

に関する事柄について，予め準備するよう要

請しておくべきである。

　3．地区編成委員会は，国際協議会会期中

に会合し，地区ガバナー・ノミニーとそれぞ

れの地区内における地区編成問題に関連して

協議できるようにしておかなければならない。

選ばれた地区のガバナー・ノミニーとの協議

について特に取決めを行ない，できうれば，

その人達に予めその会合の時と場所を通知す

るものとする。

　4．　次期地区ガバナーは，国際協議会から

その地区に帰ってから，地区内クラブの組み

替えに関する計画遂行に関し，地区内のクラ

ブ会長その他適当なロータリアンと協議すべ

きである。必要と認められた場合には，地区

内に地区編成委員会を設け，これにクラブの

組み替えに関する明確な計画をたてる責任を

持たせることとすべきである。

　5．地区ガバナーは，クラブ公式訪問の際

とかその地区内のクラブ又はロータリアンと

の接触の際に，簡単に地区編成の問題を話し

合うべきである。地域編成に関するこの様な

接触の目的は，その地区に関係する地区編成

問題について，クラブやロータリアンに良く

知って貰い，その結果，これらクラブで受入

れることのできるクラブ組み替えの計画を国

際ロータリー地区委員会に提出することを容

易かっ速やかにするためである。

　6．　ある範囲のクラブ組み替えが二つ又は

それ以上の地区に影響する場合には，関係地

区ガバナーは会合して，その範囲に入るクラ

ブの組み替え計画をたてるため，必要と認め

た場合，それらの地区からの代表で連合委員

会を設置すべきである。

　7．地区ガバナーは，国際ロータリー地区

編成委員会に，現在の地区運営上当面する諸

問題について説明し，次に挙げる諸点を明確

に示して，地区としての計画を提出すべきで

ある。

　　（a）関係地域と提案地区の境界を示す地

　　　図；

　　（b）現在のクラブ数，各クラブの会員数，

　　　及び各提案地区における拡大の可能性；

　　（c）各提案地区における地区大会開催都

　　　市に関する情報；

　　（d）各提案地区内の交通機関；

　　（e）政治及び経済事情。

　8．　国際ロータリー地区編成委員会は，地
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区ガバナーよりの提出計画を，成るべく10月

又は11月開催の委員会において，或は通信に

よって，研究し，その勧告案を，審議しても

らうため，理事会に報告しなければならない。

　9．若し国際ロータリー理事会が，審議中

の一地区又は数地区内のクラブの組み替えを

決定したときは，国際ロータリー細則第13条

第1節の規定により，国際ロータリー会長は，

関係地区のクラブに，その決定された事項に

ついて通知するものとする。

　10．影響を受ける当該地区内クラブの過半

数が，国際ロータリー理事会の示す期間内に

異議を申立てない場合には，国際ロータリー

事務総長は，その地区ガバナー及びクラブに，

理事会の決定は確定したことを通知するもの

とする。（理54－55）

　理事会は，ロータリー・クラブの運営能率

を一層向上させる目的を以て地区編成委員会

が理事会に与えた勧告に基いて，理事会が唱

導した処の地区編成に関する一般原則を，国

際ロータリーの全役員及び地区大会における

国際ロータリー会長の全代理が，支持するこ

とを期待している。（理48－49）

　地区編成に関して統一ある実施方法を確立

するため，地区間の境界の修正が効力を発生

する日は，1月1日及び7月1日の内，事情

により都合の良い方を選ぶものとする。（理

42－43；　62－63）

　理事会は，新たに編成された地区の境界が

決定，発表されてから1ヵ年間は，同地区の

境界の修正を考慮しないものとする。（理48

－－
S9）

　新しいクラブが，現存の地区の外側の土地

で国際ロータリーへの加盟を許されたときは，

それを地区に編入すべきか，それとも，地区

無所属クラブ群の申に入れるべきかについて，

決定が行なわれるものとする。効果的な運営

を行なうために，全ロータリー・クラブは，

究極において，地区に所属せしめらるべきも

のとする既定方針に従って，地区無所属クラ

ブ群は，できる限りすみやかに，地区に編入

さるべきものとする。（理67－68；7（ト71）

地区内のクラブ数

　（Number　of　Clubs　in　a　District）

　地区を構成するクラブ数の最大限及び地区

の地理的な面積に関する厳格な規定はあり得

ない。地区は，国際ロータリーに対して財政

的に不当な負担をかけるような大きさであっ

てはならないし，又，地区が大きすぎてガバ

ナーがその任務を正しく遂行するのに過労と

なってもいけないというのが原則である。こ

れらの両極端の中間に於て，地方的事情が決

定の要素となるであろう。（理31－32）

国家間に跨る地区

　　　　　（lntemational　Districts）

　言語，風習及び距離が許す場合，国家間に

跨る地区を新たに編成することは，原則とし

て，望ましいことである。しかし現存の地区

の境界を改編し，2以上の地区或は地区の一

部を結合して国際的な地区を編成することは，

関係クラブにとっても，又，国際ロータリー

の全般的運営にとっても望ましいことではな

い。かくの如き国家間に跨る地区の編成は，

慎重な考慮を以て行なわれねばならない。（理

46－47）

地区ガバナー（District　Govemor）

　編成された地区における地区ガバナーの直

接監督下でのクラブの管理は，堅実な方法に

よるものであり，これは継続さるべきである。

地区ガバナーの職務の管理に関する国際ロー

タリーの現在の方針及び方法は満足すべきも

のである。
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　自分の地区における国際ロータリーの役員

として地区ガバナーの職に選ばれたロータリ

ァンは，その任務及び責任について精通して

おり，注意深く選ばれ，健康上その他でその

任務及び責任を喜んで果しうるということが，

地区ガバナー制度の効果的運営に必須である。

地区ガバナー・ノミニーの選択に当っては，

地区ガバナー職の資格及び必要条件が明らか

に理解されかつ十分に考慮されることが必要

である。（理61－62）

　理事会は，一般原則として，地区について

規定されている制度，即ち，数名の副ガバナ

一を任命してクラブの管理に当らせる大地区

方式ではなく，地区ガバナー自身による地区

内全クラブの直接監督という制度を変更すべ

きではないということに賛成しかつそう信じ

ている。（理74－75）

　地区は，地区ガバナー・ノミニーの選出を，

当人が地区ガバナーに就任する前々年中に行

なうよう奨励されている。（理66－67）

　理事会は次のことを勧告する。

　地区ガバナー・ノミニーが，その地区ガバ

ナー就任の2年前に選出された地区において

は，彼はその就任の前年申に，

　1．地区ガバナーから，その地区の各種委

員会又は地区組織に関し，特別の任務が与え

られること，

　2．地区ガバナー・ノミニーを参加者とし

て指定していないすべての地区集会にオブザ

ーバーとして出席するよう，地区ガバナーか

ら要請されること。

　3．地区大会のプログラムに参加する任務

を地区ガバナーによって考慮されること。（理

66－67）

　理事会は地区ガパナーに対し，次期地区ガ

バナーの適応指導，教育及び職務に対する意

欲を刺戟することに，より多くの時間をあて

るよう，そしてそのために元地区ガバナー及

び地域的ロータリー研究会等の集会を利用す

るよう奨励している。（理69－70）

　理事会は，地区が，国際ロータリー定款の

職業分類及び会員資格の規定に従って会員に

選挙したそのロータリー・クラブでの会員資

格に完全に該当しない人を，地区ガバナー・

ノミニーとして選ぶ行為に，重大な関心を持

っている。（理61－62）

　地区内の全クラブが行なう地区ガバナー・

ノミニーの選出は，ロータリーの原則に合致

した厳粛な，信頼のできる方法で実施さるべ

きである。地区ガバナー候補者を支援する活

動は，地区ガバナーの重要さ及びその重大な

任務内容に相応しかるべきである。地区ガバ

ナー候補者支援の文書の内容は，写真及び本

人のロータリー活動，市民としての活動，そ

して実業又は専門職業活動の説明に限定さる

べきである。このほかに本人の立候補を後援，

推進する如何なる処置も講ぜらるべきではな

い。（理64－65）

　理事会は地区に対し，幾多のクラブ群乃至

地理的地域の間で伝統的に行なわれている地

区ガバナーの輪番指名の方法に動かされるこ

とのない手続によって，地区ガバナーとして

最適格の候補者を探し出し，指名するよう勧

奨する。（理69－70）

　地区ガバナーは，指名を受ける時点におい

て，一つ又は幾つかのロータリー・クラブで

通算5年以上会員であった者でなければなら

ないという国際ロータリー細則第13条第5節

（b）項にある資格条件に関し，理事会は，「指名

を受ける時点において」という語句は，当該

ロータリアンが所属地区の地区ガバナー・ノ

ミニーとして現地区ガバナーにより宣言され

た日を指すものであることに同意する。（69－

70；　74－75）

　理事会は次の事項に同意した。

　（a）地区ガバナーの制度は望ましく又実際

的であることが経験によって証明されている。

何か改良することが必要であれば，この制度

を運用する方法によって改善を行なうべきで

ある。
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　（b）地区ガバナーの職につくべき最良の候

補者を確保するため，地区ガバナーは，毎年，

所管地区内のクラブに対し，入手できる資料

の調査を行ない，かっ，適当なガバナー候補

者を推薦するように要請することを勧告さる

べきである。

　（c）地区ガバナーは，地区大会（District

Conference）に先だち，所管地区内の各クラ

ブに対し，ガバナー候補者としての被推薦者

の履歴及び資格にっいて伝達しなければなら

ない。

　（d）毎年，地区ガバナーの身分，資格及び

任務についての説明書を作成し，これを各ク

ラブに配布して，地区ガバナー・ノミニーと

して推薦された者或はノミニーを推薦しよう

とするものがガバナーの任務について知るこ

とができるようにすべきである。（理29－30；

39－40；74－75）

　上述の各事項に関し，次の如き説明がなさ

れている；

身分（Status）

地区ガバナーは

国際ロータリーの役員である；

所管地区内のクラブによって指名され，国際

ロータリー大会によって選挙される；7月1

日に就任し，1ヵ年間または後任者が選挙せ

られ，資格が確定するまでその任に留まるも

のとする。

資格（Oualifications）

地区ガバナーは

指名を受ける地区内のクラブの蝦疵なき会員

であることを要する；

従って，関係規定を厳格に適用して，前記の

会員資格に完全に該当していなければならな

い；

地区ガバナー・ノミニー候補者として推薦さ

れた年度の前の会計年度末において，国際ロ

ータリーに対して何ら未払勘定を持たない，

蝦疵なき，ロータリー・クラブの適正資格を

有する会員でなければならない；

指名を受ける時点において，一つまたは幾く

つかのロータリー・クラブで，通算5年以上

会員であった者でなければならない；

クラブの会長又は幹事を勤めたことのある者

でなければならない；

ここに規定する地区ガバナーの任務と責任を

喜んで果す意思があり，身体的にもその他の

点においてもそれができる者でなければなら

ない；

ガバナーに選挙される直前の国際協議会には

全会期を通して出席し，国際協議会終了直後

の7月1日までに自分の地区へ帰らなければ

ならない。国際大会への出席は極めて望まし

いことである；

所属クラブの尊敬の的であり，かつ信頼され

ていなければならない；

本人の実業または専門職業の経営において示

された経営力を持つ，職業上令名ある男子で

なければならない；

ロータリーの仕事を遂行するに必要な時間を

提供できるように，自己の実業または専門職

業をうまく編成しなければならない；

本人並びにその近親者の品行が非難の余地の

ないものでなければならない；

ロータリーとその目的，綱領及び規則をよく

心得ており，国際ロータリーに対し忠実であ

ることが認められているロータリアンでなけ

ればならない；

ロータリーの如何なる面についても信服させ

得る方法で論ずることができ，自己の所信を，

私的にも，公的にも，簡潔，直載，かつ真剣

な言葉で表現できなければならない。必ずし

も雄弁家である必要はない。

任務（Dut三es）

地区ガバナーは

理事会の全般的な管理と監督の下に職務を行

なうその地区の国際ロータリーの役員である。
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所管地区内クラブを直接監督する責任を遂行

するに当り，地区ガバナーは，国際ロータリ

ーの綱領を推進する特別の任務を課せられて

おり，自ら次の諸項を実行しなければならな

い；

所管地区内の新クラブ結成を指導監督するこ

と；

所管地区内の既存クラブの強化を助成するこ

と；

所管地区内のクラブ相互間の友好関係及びク

ラブと国際ロータリー間の友好関係の増進；

所管地区の地区大会と地区協議会を計画，運

営，主宰すること；

できるだけ年度の早い時期に，所管地区内の

各クラブを公式訪問すること。にの訪問は

急いではならない。そしてガバナーが，有意

義なクラブ協議会を開いて協議し，またロー

タリーに関する包括的な講演をなしうるよう

十分な時間をかけるべきである）；

所管地区内の各クラブ会長および幹事にマン

スリー・レターを発送すること；

国際ロータリー会長又は理事会から要請があ

った場合は，速かに国際ロータリーに報告を

すること；

クラブ強化のための勧告案とともに，地区内

クラブの状況に関する詳細な情報を後継者に

提供すること；

後継者に代々続けられている地区記録を引継

ぐこと；

地区における国際ロータリー役員としての責

任に属しているその他の任務を遂行すること。

但し，グレート・ブリテン及びアイルランド

においては，地区ガパナーの任務は，R．1．B．

1．審議会の指示のもとに，R．1．B．1．定款並び

に細則に則り，当該地域の伝統的慣行に従っ

て遂行されるものとする。また，国際ロータ，

リー会長或は理事会から要請があった場合は，

速かに国際ロータリーへ報告をし，そして地

区における国際ロータリー役員としての責任

に属するその他の任務を遂行しなければなら

ない。

　その他地区ガバナーが遂行すべきものと考

えられている事項に以下の如きものがある：

ロ　一一タリアン誌（又はレビスタ・ロータリ

ア），国際ロータリー・ニュース，事務総長

書翰，その他国際ロータリー中央事務局から

のすべての公報，文献類，及び地区内各クラ

ブの出版物などに目を通す；

各クラブに対し，少くとも毎年一回は都市連

合会に参加するよう奨励する；

国際ロータリー大会への出席を勧奨する；

必要があれば，クラブ会長及び（又は）幹事の

特別会議を開催する；

毎月地区内のクラブの出席報告の摘要を作成

し，この地区報告を国際ロータリー事務総長

に送付する。

　理事会は，国際ロータリーの細則に定めら

れている地区ガバナーの任務中，特に，地区

における国際ロータリーの役員としての責任

上生ずべき義務は自ら遂行するものとすると

の規定は，会長や理事会によって定められて

いるプログラムや活動を実行する責任をも含

むとすることに同意した。（理67－68）

指名に必要な資格の取得

　　　　（Qualifying　for　Nomination）

　地区ガパナーのノミニーとしての資格条件

を認められるためには，その職に指名された

候補者は，細則に定められている地区ガバナ

ーの資格条件，任務及び責任を詳らかにした

上で，細則に列記された地区ガバナーの資格

条件，任務及び責任を明確に理解しているこ

と及び地区ガバナーとして資格条件を備えて

おり，ガバナーの任務と責任を引受けてこれ

を忠実に果す意思があり，それができる状態

にある旨の署名入りの声明書に，署名してこ

れを事務総長を通じて国際ロータリーに提出
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しなければならない。

　国際ロータリー細則は，同細則に規定され

た資格並びに必要条件に合致しない地区ガバ

ナー・ノミニーの指名は拒否さるべきものと

し，事務総長はこれを選挙のため国際大会に

提出しないものとすることを規定している。

　もしも，前述の規定の通り地区ガバナー・

ノミニーから署名された申告書を受理したに

拘らず，理事会に，そのノミニーが細則に定

める任務と責任を十分に果すことができない

であろうと信ずべき理由があるときは，理事

会はその指名を一時停止することができる。

このような一時停止が行なわれたときは，地

区ガバナーとそのノミニーは，その旨を通知

されるものとする。そして，そのノミニーは，

地区ガバナー及び事務総長を経由して，地区

ガバナーとしての任務と責任を取り，忠実に

これを遂行することができることについて再

度の申立てを理事会に提出する機会が与えら

れるものとする。かかる申立てを含めすべて

の関連事情を審議した上で，理事会は，3分

の2の多数を以てそのノミニーの指名を拒否

し，或は一時停止を撤回するものとする。

　もし上述の規定のいずれかに基いて地区ガ

バナー・ノミニーの指名が拒否された場合は，

事務総長は，関係地区の地区ガバナーに，そ

の拒否とその理由を通告しなければならない。

そして地区ガバナーは，これを当該ノミニー

に通告しなければならない。そこで，時間が

許すならば，その地区は，細則の規定に従っ

て，地区ガバナー指導のもとに，地区大会又

は郵便投票の何れかにより，地区ガバナーの

ノミニーをもう1名選ばなければならない。

地区が，受け容れ得る，資格条件の備わった

地区ガバナー・ノミニーを選出することがで

きなかった場合，ノミニーは，国際ロータリ

ー細則第13条第5節（h）項の規定に従って選

出さるべきものとする。

国際協議会へ地区ガバナー・ノミニー

の出席（Attendance　of　District　Governor

Nominee　at　International　Assembly）

　長い経験に基づき，かつ，既定の方針と手

続とに添って，理事会は，地区ガバナー・ノ

ミニーが国際協議会に出席することは地区水

準における国際ロータリーの効果的管理上最

も重要であると考えている。

　更に，理事会は，各地区ガバナーが，その

地区における国際ロータリーの代表者として

効果的に行動し，かつ，国際ロータリーの役

員としての地区ガバナーに期待されている所

管地区内クラブの指導，指揮及び助言を行な

おうとするには，国際協議会に参加すること

から得られる基本的経験と訓練を受けなけれ

ばならないことを不動の信念として堅持して

いる。

　理事会は，各地区ガバナーが，地区ガバナ

ー候補者全部及び地区内の全クラブに対し，

ガバナー・ノミニーが地区ガパナーとしての

必要な用意をなすため国際協議会に出席する

ことの必要性と，候補者が国際協議会にその

全期間出席できかつ実際出席するのでなけれ

ば指名が受諾されないということを強調する

よう，要請している。

　理由の如何にかかわらず，地区ガパナー・

ノミニーが国際協議会に出席することが出来

ない場合は，その人自身及びその地区のクラ

ブに対し公平に考え，かつ，世界を通じての

国際ロータリーの最善の利益のために，その

人は，国際協議会に全期間出席できかつ事実

出席する被指名者の選択ができるようにする

ため，直ちにその指名を辞退することが期待

されている。

　地区ガパナー・ノミニーが，その職に再び

指名された場合には，2回目の国際協議会に，

地区ガバナー・ノミニーとして出席すること

ができるが，2回目からの協議会の費用は，
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特殊な事情のある場合及びその国際協議会開

催に先立ち理事会が特別に承認した場合に限

り，国際ロータリーにおいてこれを支弁する

ものとする。（理71－72）

経　費

　（Expenses　of　District　Governor）

　国際ロータリーは，各ガバナー・ノミニー

に対し，国際協議会に出席するための必要か

っ適正な費用を弁償することになっている。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

ける24名の地区ガバナーを除き，国際ロータ

リーは，又，各ガバナーに対し，地区内の各

クラブに1回ずつ公式訪問を行なうに要する

旅費，通信費，各クラブ役員へ送付するマン

スリー・レターの発行費，地区大会及び地区

協議会への旅費等の費用を一括計上した金額

を割当てている。国際ロータリーは前記出費

を，この割当の範囲内においてのみ各ガバナ

ーに弁済する。

　グレート・ブリテン及びアイルランドにお

いては，地区ガバナーがその任務遂行上生じ

た費用は，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内・国際V一タリー加盟クラブが国際ロ

ータリーに納入した人頭分担金からR．1．B．1．

に割当てられてR．1．B．1．が保有している資金

から，地域単位R．1．B．1．によって支払われる。

地区ガバナーの職務管理に関する方針

　　　　（Policy　on　Administration

　　　　　　of　Office　of　Governor）

　理事会は，地区ガバナーの職務管理につい

て次の方針を採択している。

　理事会は，地区ガバナーの職務管理に関す

る方針の一部として，国際ロータリーの定款

並びに細則が地区ガバナーによって遂行され

るべき特定の任務を規定することを承認する。

　しかし，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドにおいては，地区ガバナーの任務は，

R，1．B．1．審議会の指示のもとに，　R．1．B．1．定

款並びに細則に則り，当該地域の伝統的慣行

に従って遂行されるものとする。また，国際

ロータリー会長或は理事会から要請があった

場合は，速かに国際ロータリーへ報告をし，

そして地区における国際ロータリー役員とし

ての責任に属するその他の任務を遂行しなけ

ればならない。

　理事会は，地区制管理方式が満足すべきも

のかつ効果的なものであることが証明され，

従って存続さるべきであることを再確認する。

　地区ガバナーの職務管理関係者の参考およ

び指針とするため，理事会は，次のことをこ

の方針の一部として掲げておく：

　（a）地区ガバナーは，地区内に於て認めら

れている国際ロータリーの唯一の管理役員で

あるが，地区内のクラブ数及び地区の地理的

範囲に応じて・，地区内の隣接している数クラ

ブずつをもって二つ乃至それ以上の地域に区

分して，各地域にガバナー代理として適格な

ロータリァン（直前クラブ会長を優先的に）

を任命すべきである。斯様な代理は，日常の

管理事務についてガバナー一一を補佐し，その地

区内のクラブ及び地区ガバナーの非公式の助

言者として行動するものである。地区ガバナ

ーは，又，その監督の下に，地区内のロータ

リー計画を推進する地区諮問委員を1名乃至

数名任命することができる。

　（b）次に示す解説は，分区代理又は地区諮

問委員会を設けようとするガバナーの参考に

供するものである：

　1）　ガバナーの分区代理：

　何か：地区内に於て予め決定した分区にあ

　るクラブの管理責任者を援助するための非
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公式なガバナー代理。

これらの代理は，その分区内のクラブ会長

とガパナー間の連絡員で，公式の権限をも
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つものではない。

ガバナーは，自分が直接責任を持つべきも

のと考えられている職務を分区代理に委任

してはならない。

誰か：元会長；所属クラブの管理者として

特に成功した人々。

如何に：地区は，その地理的状態及びその

広さにより，3クラブから7クラブの基準

で区分される。

代理の一般的任務：分区内のクラブに，年

2回か3回位非公式の訪問をする。これら

のクラブ内の進展状況をガバナーに知らせ

る。分区内の都市連合会を計画準備する。

分区内又は他の分区との出席競争を準備す

る。非常事態の発生した場合，特別訪問を

行なう。講演者の斡旋その他有用な援助を

クラブ役員に与える。地区ガバナーの要請

事項や勧告事項の実行を推進するようクラ

ブを督励する。クラブの充填，未充填職業

分類表作成に助力する。クラブが会員数を

徐々に確実に増加するためには上手に立案

されたプログラムを作成することがクラブ

にとって大切であることを，役員並びに必

要ある場合は会員にも理解させるのに協力

する。地区大会のプログラム委員会の一員

として活躍する。

経費：クラブ間の距離が接近しているため，

経費は普通あまりかからないので，通常各

代理は自己負担とする。

長所：未来のガバナーを養成することがで

きる。ガバナーの資格で出席することが好

ましくないような場合に，非公式に援助で

きる。分区代理のいない場合よりも多く都

市連合会を開催できる。出席率を高める。

分区内のクラブの一般的管理が改善される。

地域社会に於ける有益な一般に認められた

実業並びに専門職業活動の真の横断面をク

ラブ内に実現するため，上手に立案されか

っ管理される計画の利点を分析，検討する

ようクラブを督励できる。ガバナーに援助

と，同情と，感激を与え，かつ，地区内に

健全な道徳を樹立するのを助ける。

2）地区諮問委員会：

地区諮問委員会は，ガバナーの償接の監督

と指導を受けて活動するために任命される

べきもので，その目的は地区管理のあらゆ

る面についてガバナーに助言することにあ

る。それ故本委員会の委員は地区内の元R．

1．役員の申から選ぶよう提案されている。

　3）一　般：

　ガバナーは，地区を管理する役員であるか

　ら，所管地区内クラブに関する権限及び責任

　はいささかも軽減されることはない。彼は，

　分区代理又は地区諮問委員会が存在しない

　場合の如く，各クラブを訪問し，クラブの

　報告を受ける等々のことをしなければなら

　ない。国際ロータリーは，分区代理又は地

　区諮問委員会の仕事に付随する経費の請求

　には応じない。理事会は，地区ガバナー自

　身によるクラブの直接監督という一般に認

　められた方針を乱すような副ガバナー，代

　理ガバナー，常任の地区幹事，又は如何な

　る正式な組織の設置をも承認しない。

　事情が許せば，ガバナーは，地区内の弱体

　クラブを強化するため，慎重に選考された

　補佐（元国際ロータリー役員その他）の奉仕

　を活用すべきで窃る。分区代理又は地区諮

　問委員会が既に任命されている場合は，弱

　体クラブの強化に当ってガバナーを援助す

　る補佐を，上記の分区代理又は地区諮問委

　員会委員申より任命しても差支えない。

　国際ロータリー理事会により随時特に勧告

　され，そしてその示された方法により構成

　された委員会を除き，次期ガパナーの権限

　又は責任を如何なる方法でも弱める結果と

　なるような継続的役員，組織，又は委員会

　の如きものを地区内に作ってはならない。

　（c）国際ロータリーの年間予算には，地区

ガバナーが・地区内に於てその責任と任務を

遂行する際負担する妥当かつ必要な経費を弁
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地区の管理

償するための支出金が計上されている。その

支出金の総額は，次の経費承認諸項目を賄う

割当相当額とすろ。

　　1）必要な場合の事務並びに速記のパー

　　　ト・タイマー；

　　2）小型印刷または謄写印刷したマンス

　　　リー・レターの発行および地区内各ク

　　　ラブ会長並びに幹事宛郵送費；

3
4
5
β
0

必要な一般通信費；

ガバナーに必要な文具や事務用品；

必要な場合の電話並びに電報料；

地区内の各クラブへの公式訪問一回，

　　　地区大会の準備と，その指導，次期地

　　　区ガバナーとして並びに地区ガバナー

　　　としての地区協議会への出席準備と開

　　　催準備のための旅行の既定方針に基づ

　　　く旅費及び日当。

　地区ガバナーは，その地区内の弱体クラブ

を2回以上訪問するよう勧奨されている。か

かる追加訪問が必要でしかも地区ガバナーの

予算内で実施できない場合，又はインターア

クトおよびローターアクトなどのような，最

初の予算に計上されていない他のロータリー

プログラムのため追加予算が必要な場合には，

かかる追加経費は支弁されるものとする。但

し，事前に，かかる追加予算の請求が，地区

ガバナーから事務総長を経て理事会へ提出さ

れ，かっ，承認された場合に限るものとする。

　新クラブ結成と認証状伝達に関連してガバ

ナー一一一が必要とする旅費の弁償は，ガバナー予

算の前記割当額には含まれていないので，別

に国際ロータリーから支給される。新クラブ

結成並びに認証状伝達に関連して加盟金の半

額を越える経費を必要とする場合，ガバナー

は，その経費が得られるか否かを確めるため，

中央事務局と協議すべきである。（理65－66）

　国際ロータリーの資金は，地区委員会に関

係する如何なる経費にも使用してはならない。

（理46－－47）

地区組織（District　Organization）

　如何なる地区においても，恒久的地区組織

を設け恒久的地区幹事をおくことは賢明なこ

とではない。適切な広さの地区は，1人のガ

バナーで管理することができる。援助を要す

るときには，ガバナーは，何時でも非公式に

元ガバナーや他のロータリアンの助力を請う

ことのできる特典を持っている。（理25－26

；37－38）

　地区内において運営される正式の地区機関

や組織は，ロータリー世界を通じて何処でも

推奨すべきものでなく又効果的なものでもな

し、。　（理57－58）

　理事会は，種々の地区委員会の委員長の人

選に際して地区ガバナーが経験豊かなロータ

リアンを任命すべきこと，又地区委員会組織

は，地区ガバナーが地区におけるロータリー・

プログラムの効果的推進に必要と考える場合

にのみ拡大さるべきであると言うことを決定

した。（理66－67）

　国際ロータリー細則第13条第5節（c）項の

規定の下に課されている種々の任務及び責任

事項のうち，地区ガバナーが直接責任を負う

べき事項は：

1
9
臼
り
0
4
〔
U

地区協議会の立案及び指導；

クラブの公式訪問；

マンスリー・レターの発行；

地区大会の立案及び指導；

国際ロータリー会長，国際ロータリー

　　理事会及び中央事務局との関係；

　6）新ロータリー・クラブの結成地の調査

　　の承認。

　以上6項を除く職務については，地区組織

を通じて委任することが認められかつ奨励さ

れている。（理69－一一70；74－75）

　理事会は次の各項を決定した：

　a）地区ガバナーは，地区組織に継続性の
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　規定を設けるよう勧奨さるべきこと；

b）地区ガバナーは，分区代理の任命並び

　にその利用を絶えず奨励さるべきこと；

c）地区ガバナーに対し，地区組織図試案

　が地区の必要事項，プログラム及び地形

　に応じて修正しうるように立案されてい

　る弾力的プランであることを強調するこ

　と；

重　地区ガバナーに対し，その就任前に地

　区幹事を選定するよう奨励すること。地

区幹事になる者は，ロータリーに通暁し

かつ地区会合の経験も豊富なロータリア

ンで，地区会合の準備，適切な書簡処理，

諸地区会合の議事録の編集，諸種の記録

保存等の日常の管理事務の面でガバナー

を助けてガバナーをそのような仕事から

解放することができる者でなければなら

ない。（理68－69）

数地区合同組織

　　（Multi－District　Organization）

　理事会は，1国内の二つ以上の地区又は全

地区を包含する一つの機関乃至そのような組

織又は管理部門の設置には好意を寄せない。

（理69－70）

元ガバナーの利用
（Utilizing　Services　of　Past　Governors）

　元ガバナーの奉仕は可能なときには如何な

る場合でも利用すべきである。例えば地区協

議会，地区大会及び拡大の仕事において，元

ガバナーを利用すべきである。（理26－27）

　ガパナーは，その地区に於ける国際ロータ

リーの公式の代表である。ガパナーの任務或

は管理上の権限を幾分たりとも元ガバナーそ

の他に譲ることは賢明でない。（理39－一一40）

　クラブに元ガバナー或いはその他の国際ロ

ータリー元役員が居るような場合には，彼等

にロータリーの仕事に対する経験と能力があ

るので，クラブに難問題や或いはクラブ会長

がクラブの機能発揮に困難を生じたような場

合には，彼等を利用する可能性のあることに

ついて，各クラブ会長の注意が喚起されてい

る。　（理41－42）

　地区の元ガバナーは利用できる才能と経験

の一大貯蔵所であると言う事実に，ガバナー

の注意が喚起されている。ガパナーは，成し

とげにくい仕事に遭遇した場合，これらの元

ガバナーを利用して自己の努力を補うのがよ

い。地区ガバナーは，弱体クラブの強化を計

る際に，補佐（元国際ロータリー役員及びそ

の他）の任務を注意深く選定しかつ賢明に活

用するよう奨められている。その補佐には，

地区内の弱体クラブを訪問してプログラムの

材料を提供したり，財政について彼等に助言

を与えたり，委員会の設置及びクラブの正規

の機能を果す上に援助して貰ったりすること

を依頼してもよい。又，ガバナーは，クラブ

に対して元ガバナーに訪問して貰うことを要

請するよう示唆してもよく，或は，クラブに

元ガバナーの訪問を歓迎するかどうかを問い

合わせてもよい。（理41－42；62－63）

　理事会は，地区ガバナーが，地区の元国際

ロータリー役員を，諮問委員会やその他のロ

ータリーの特殊部面関係の委員会に関連して

大いに利用することに賛意を表し，かつ，「ガ

バナー諮問機関」「ガパナー諮問委員会」「顧

問審議会」その他類似の元地区ガバナー達の

グループが，ロータリー・プログラム及び地

区ガバナーの援助に大きな貢献をなしうるこ

とを認めている。但し，かかる元国際ロータ

リー役員の正式な組織は，地区ガバナーの指

揮，監督の下におかるべく，かっ，如何なる

面においても，地区ガパナーの権限又は責任

を軽減しないものとする。（理67－68）
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ガバナーの記録及び書類

　（Records　and　Files　of　Governor）

　退任するガバナーは，その後任者に対し，

その地区に於て最もロータリーの為になるよ

うにその任務を遂行する上に参考になると思

われる情報をすべて引継ぐよう要請されてい

る。

　地区ガバナーは，代々相伝の地区記録を全

部後継者に引継ぐべきものとする。（国際ロ

ータリー細則）

　理事会は，地区ガバナーに対し，地区の記

録乃至要覧の作成に当っては，ガバナーが就

任のための準備と地区の問題の処理やその他

の責務の遂行に役立っ情報を，簡潔に付記す

ることを奨励している。なおかかる書類は，

ガバナーが常に最新の状態に整備し，後任地

区ガバナーに引継ぐべきである。（理68－69）

地区ガバナーの半期報告

　　（Semiannual　Reports　of

　　　　　　　　District　Governor）

　地区ガバナーは，年2回報告書を提出する。

第1回報告は，7月1日より12月31日の期間

にわたるものであり，ガバナーは，その中で，

地区内のロータリー管理に関する批判，観察

及び示唆を提示して，国際ロータリー会長に

提出する。この報告は，3通作成し，1通は

国際ロータリー会長事務所に，1通はガバナ

ーに関係深い事務局に送り，そして1通は

地区ガバナーの綴込みに入れるものとする。

　第2回，即ち6月1日付の最後の報告は，

国際ロータリーに提出されるもので，地区の

一般状況，及び地区内の特殊な活動及び事態

について記載し，かつ，一般的な批判，観察

及び示唆を提供する。この報告の1通は国際

ロータリー事務総長に送り，1通は次期ガバ

地区の管理

ナーに送り，1通は地区ガバナーの綴込みに

入れて保管する。

ガバナーのマンスリー・レター

　　　（Governor’s　Monthly　Letter）

　ガバナーのマンスリー・レターを個々のロ

ータリー会員に送ることとするには国際ロー

タリーの資金は十分でない。地区の費用でガ

バナーのマンスリー・レターを個々のロータ

リー会員に送ることにするかどうかは，各地

区に於て決定すべきことである。（理33－34）

　ガバナーのマンスリー・レターは，各クラ

ブの会長，幹事だけでなく，全会員がこの書

翰に書かれている地区の活動とその他の重要

な情報を得られるよう，毎月クラブ理事会で

これを読むこと，又，或る部分をクラブ例会

でも読むようにすることを，全クラブに対し

提案する。（理34－35）

　理事会は，地区ガバナーがそのマンスリー・

レターでクラブ会員数の増減を報告するとき

は，前月の報告との比較増減の代りに，又は

それに加えて，当該ロータリー年度の7月1

日以降の会員の増減を示す数字を入れるよう

勧奨する。（me　67－－68）

　理事会は，地区ガバナーに対し，それが適

切と思われるならば，そのマンスリー・レタ

ー第1号に，所管地区のロータリアンが一般

に使っている言語版で入手可能なロータリー

文献に関する記事を載せるよう要請している。

（ff　68－69）

ガバナーのクラブ訪問

　　　　（Governor’s　Visit　to　Club）

　ガバナーは，自己の地区内全クラブを公式

訪問するよう期待されている。この訪問は急

いで行なうべきではない。効果的なクラブ協
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議会を催したり，そしてクラブに対し広範囲

にわたるロ　一一タリーに関しての講演を行なっ

たり，或いは又，クラブ内にロータリーに関

する知識を普及強化する目的でクラブ・フォ

ーラムを開いたりすることによって，クラブ

と協議する機会が持てるように，十分な時間

をかけるべきである。（理46－47；49－50）

　直前ガバナーが，その任期の最後の3ヵ月

に加盟した新クラブを訪問することに異議は

ない。但し，これは予めガバナーの承認を受

けた場合のことである。（理44－45）

　ガバナーが所管地区内の外国に法律上入国

できない地区に於ては，国際ロータリー会長

は，ガバナーと相談の上，理事或は他の適当

なロー一タリー会員にガパナーに代ってこれら

の国のクラブを訪問させる権限を持っている。

（理49－50）

地区出席競争

　　（District　Attendance　Contests）

　理事会は，各地区ガバナーが，その地区内

のクラブ間に出席競争を行なわせること，及

び，クラブからガバナーに提出される月例の

出席報告に基づき，そのマンスリー・レター

にかかる競争の結果を発表することを要求す

る。（理67－68）

活動の同格部門三点（Three　Poi・nt

　　Co－Equal　Avenues　of　Activity）

　ロータリーが最も広い影響を与えることが

できるようにするために，ガバナーは，自己

の地区に於て，次に示す活動の同格部門であ

る三点を実行すべき責任に重点をおくべきで

ある。

　（a）何処であろうと，クラブが成功裡に維

持され得る見込のあるあらゆる都市にロータ

リー・クラブを結成すること。

　（b）各クラブが職業分類をできるだけ多く

充填すること。この場合最良の候補者を確保

することに重点をおく。一つの職業分類に於

て総ての条件が同一である場合には，若い方

の候補者を選ぶこととしてクラブの平均年齢

を下げる。

　（c）国際ロータリーの計画及びロータリー

の綱領に関してロータリアン各自を啓発する

ことを強調すること。（理45－46）

地区協議会（District　Assembly）

　地区協議会は，次期会長，幹事及び理事会

が指名したその他の次期クラブ指導者たちに

各自の責務と奉仕の機会にっいての理解を深

めさせるため，彼等の活動意欲を刺激し，感

動を与え，ロータリー知識を伝え，クラブの

管理業務を教示することを目的として開催さ

れる。

　地区は，地区協議会を毎年国際協議会終了

後から7月1日迄の期間中に開催し，国際大

会に参加する者が出席できなくなることのな

いような時期にすることを勧告されている。

　毎年の地区協議会の計画立案とその運営に

ついて，地区ガバナーは，次期ガバナーと協

議しかつ協力すべきであり，次期ガバナーは

協議会のプログラムで重要な役割を果たすべ

きである。（理70－71）

　理事会は，可能な場合は，毎年国際協議会

が終了した後，できるだけ早期に，地区が地

区協議会を開くよう引き続き奨励すること，

また国際協議会に先き立って地区協議会を開

く必要のある地区に於いては，次期地区ガバ

ナーは，地区組織や）t公式訪問等の計画を国

際協議会出席後までは最終的に決定をしない

よう強調されるべきことに意見が一致した。

（理72－－73）

　ロータリーは，考案することも実践するこ
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とも年と共に急速に進歩する。国際協議会は，

この考案と実践を最新のものとするために計

画されたものである。従って国際協議会に出

席したガバナーが地区協議会を統制すべきで

ある，地区協議会に於て発表するときガバナー

を補佐する人々を選考するに当って，地区ガ

バナーは，地区内の最も適格なロータリアン

を選ぶものと期待されている。そして彼等が

割り当てられた各主題に関して最新の情報を

得ているかどうかを確かめるため，地区協議

会に先き立って各個人と会談するものとする。

（理54－55）

　地区ガバナーは，地区協議会のプログラム

から娯楽及びレクリエィションをすべて除外

するよう勧告されている。（理52－53）

　次年度会長及び幹事に決定した会員が所属

する各クラブは，彼等に対し就任前に地区協

議会に必ず出席する旨を誓約するよう要求す

べきである。その費用はクラブ又は地区が支

払うよう勧告されている。（理63－64）

　ガバナーは，次年度のクラブ会長及び幹事

が地区協議会に出席することの重要性を特に

強調しなければならない。又，クラブ役員に

ロータリーの計画に関する知識を与えて，感

激と決意をもってクラブに帰るようにさせ，

そして，個々のロータリー会員に関する限り，

クラブ協議会を通じて，ロータリーの計画が

一層効果的なものとなるようにさせることに

特に努力を払わなければならない。（理48－

49）

　次期クラブ会長並びに幹事は，地区協議会

開催に先立って，所属クラブの会員増強の形

態を調べておき，かつ適切な増強を保証する

計画を考えている場合はそれについて討議で

きるようにしておことが勧奨されている。（理

地区の管理

クラブ次期役員のためのグループ会合

　　（Group　Meetings　for　Incoming）

　　　　　　　　　　Club　Officers）

理事会は下記事項に意見が一致した。

a）地区ガバナー・ノミニーの国際協議会

　から帰国後に地区協議会が開かれること

　になっている地区では，地区ガバナーは，

　地区協議会開催前にできるだけ早目に，

　クラブ次期会長，副会長，幹事達にその

　任務，責務とに精通させるための情報を

　与える目的で，かつロータリー次年度に

　於けるかれらの計颪を考案しはじめるこ

　とができるように，一回乃至数回の会合

　を開くよう勧告する。この種の会合の費

　用は，国際ロータリーの負担とならぬよ

　う開催されるべきであり，又国際ロータ

　リー細則に従う地区協議会に代るもので

　あってはならない。

b）地区協議会を国際協議会に先き立って

　か或は地区ガバナー・ノミニーが国際協

　議会から帰国前に，地区協議会を開く必

　要のある地区では，地区ガバナーは，ク

　ラブ次期役員達に，国際協議会から帰国

　した地区ガバナー・ノミニーに会う機会

　を与えるための会合を一回乃至数回開く

　よう勧奨されている。このような会合の

　費用は，国際ロータリーの負担とならぬ

　よう開かれるべきである。（理72－73）

地区大会（District　Conference）

73－74）

　ロータリアンの地区大会は，各地区で，毎

年，地区ガバナーと地区内過半数のクラブ会

長が同意した時期と地区内の場合において開

催される。ただし前記の開催時は，地区協議

会，国際協議会又は国際大会に選ばれた時期

と重ならないようにしなければならない。
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　地区大会の目的は，交歓と，感銘深い講演

と，地区内クラブ及び国際ロータリー一般に

関する問題の討議によって，ロータリーのプ

ログラムを推進することである。大会は，理

事会から提出された特殊な問題あるいは地区

内で生じた問題について審議する。

　地区大会は立法機関ではないが，時として，

大会での討議の結果としてできた立法案を規

定審議会に提出して審議を求めることもある。

地区大会は，所定の年度に，規定審議会に送

る地区代表議員を選出する。大会は，又翌年

度のガバナーを指名する。場合によっては翌

翌年度のガパナーを指名しても差支えない。

（理70－71）

　地区は，次の地区大会を開催する期日の少

くとも一年前，地区大会が非常に早期に行な

われるよう計画されていない限り，成るべく

前地区大会において，次の大会日と場所を選

ぶよう奨励されている。

　地区ガバナー・ノミニーが地区によって選

出され，国際ロータリー事務総長にこれが証

明されたならば，そのガバナー・ノミニーが

ガバナーを務める年度のその地区の大会はあ

らかじめ計画することができ，その開催地は，

そのガバナー・ノミニーと地区内クラブのそ

の時点における会長の過半数との合意によっ

て決定することができる。

　ある種の地区大会委員会は，できるだけ早

期にガバナー・ノミニーによって設置される

よう示唆されている。然しながら，諸計画の

最終的決定は国際協議会の終了後まで保留す

べきである。（理56－57）

　理事会は，地区に対し，地区ガパナーが地

区大会の成功を確実にするというその基本的

責任の遂行に必要な時間を十分に取ることが

できるように，できうれば，地区大会開催期

日を，ロータリー年度内のガバナーのクラブ

公式訪問完了後（大低は年度後半）に予定す

ることを勧奨する。（理69－70）

　連合地区大会の開催：国際V一タリー細則

は，国際ロータリー理事会が二つ又はそれ以

上の地区の連合地区大会の開催を認めること

ができることを規定している。

　可能な場合，二つ又はそれ以上の地区の連

合大会の開催が奨励されている。（理63－64）

　2ヵ年間続けて地区大会を連合で開くこと

は望ましくない。（理43－44；56－57；61－
62）

　大会プログラム：大会の期間は2日より少

くないようにすべきである。大会のプログラ

ムを準備するに当り，ガバナーは，ロータリ

ーの話題が主となるようにし，ロータリアン

でない講演者がプログラムに出る場合には，

彼等の話の主題をロータリーの目的に直接関

連させるよう努力しなければならない。（理42

－43；　58－59）

　地区ガバナーは，地区大会を計画するに当

り，地区内のロータリアン並びに来賓が経済

的理由から大会出席を思い止まることのない

よう経費を最小限にとどめることが得策であ

ることを考慮に入れることを奨励されている。

（理63－64）

　ただ1日限りとする大会プログラムをガバ

ナーに提供してはならない。もしガバナー一か

ら1日だけのプログラムが要求された場合に

は，事務総長はそのようなプログラムを作成

することについてガバナーを援助するであろ

う。しかし，事務総長は，ガバナーに対し，

1日だけの大会ではロータリーのプログラム

を満足に遂行することはできないというのが

理事会の意見であることを伝えるよう命ぜら

れている。（理47－48；48－49）

　理事会は，地区大会の会期を最少限2日と

すべきこと，そして最大限度を，理事会の提

案する3日間とするよう強く推奨し，かつ，

地区ガバナーに対し，地区大会プログラムの

立案に当って昼食，宴会及び娯楽を除き総計

9時間を本会議並びにグループ討論会に充当

するよう勧奨する。（理46－－47；68－69；69

－70）
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地区の管理

　大会のプログラムの立案と実行は，ガバナ

ーの責任であり，又，ガバナーだけがプログ

ラムの完全な統制を掌握すべきである。（理

48－49）

　大会の出席率を良くし，最大の効果をあげ

るため，ガバナーは次の如く行動すべきであ

る。

　｛1）新たに結成されたクラブ全部の全会員

　が大会に出席するよう特に努力する。

　（2）地区のほぼ中心に位置する都市で大会

　を開催するよう努力する。

　（3）クラブ奉仕，職業奉仕，社会奉仕，国

　際奉仕の各協議会を開くよう準備する。

　（4｝大会プログラムの立案に当っては，不

　必要な娯楽的接待及び競技類をやめ，主題

　を厳格にロータリーの議事日程に限るよう

　にする。

　（5）婦人及びその他すべての大会参加者が，

　本会議の全部に出席するよう強調し，婦人

　達に対する接待も本会議出席をさまたげな

　いような時間に於てのみ行なうよう準備す

　る。（理42－43；47－48；48－49）

　理事会は，地区ガバナーに対し，地区大会

の会場に展示場を準備して，地区内全クラブ

に少くとも一っのクラブ企画を展示するよう

要請し，そのうちの優れた企画を表彰するこ

とを勧奨する。尚，併せて地区レベルの企画

も展示するよう奨める。（理68－69）

　会長代理の地区に対する挨拶は，最も重要

なものである。従ってこの挨拶はプログラム

中最も重要な地位を与えられるべきである。

しかしながら，会長代理の挨拶を大会プログ

ラムに組み入れる前に，ガバナーはプログラ

ムへの参加に関し会長代理の意向を質すべき

である。（理48－49）

　ガバナーは，大会番組の一つとして，少く

とも1回，ロータリーに関する討論会或はタ

ウンミーティングを開催すべきである。（理

49－50）

　可能な場合，地区内に居住する国際ロータ

リーの元役員であるロータリアン及びその夫

人達のために，何等かの社交的な集い，宴会，

昼食会，或はレセプションの如きものを開く

のがよいと思われる。このような集いは親睦

と社交の為のみに限るべきであって，ガバナ

ー或は他の国際ロータリー元役員が地区大会

の仕事や方策を組織化したり支配したりして

はならない。（理41－42）

　理事会は，効果的な宣伝の方法として，地

区ガバナーが地区大会のプログラムの中に知

名の士を1名乃至2名加えて，それらの人々

のメッセージ又は出席によって大会をしてニ

ュース記事の価値ある行事とすること，そし

てその人達のメッセージをロータリーの活動

やロータリーの綱領に関係づけることに意を

用いるよう勧奨する。（理72－73）

　立法案：ガバナーは，国際ロータリーの立

法案を地区大会に於てillしく発表するよう準

備しなければならない。立法案に関して地区

の考えを纒め又これが審議会に公正に代表さ

れるようにするため，ガバナーは，もし可能

ならば，地区大会において，規定審議会（Cou

ncil　on　Legislation）への地区代表者と地

区内クラブの代表者との接触をはかるべきで

ある。（理38－39）

　理事会は，各地区ガバナーに対し，1）国

際ロータリー年次大会で審議されるべき立法

案を理論的に理解させ，2）規定審議会への地

区内クラブの代表に立法案の各条項に対する

クラブの見解に関する地区の総意をまとめる

ため，立法年度に，地区内各クラブの代表を

招集して地区集会を開催することを奨励する。

又，可能な場合は，かかる会合を地区大会の

プログラムの一部として日程を組むよう勧め

る。

　理事会は，規定審議会へのクラブ代表及び

国際大会へのクラブ代議員（該当者がいる場

合）が審議会や国際大会に参加し，かつ，立

法案に対する地区即ち地区内クラブの総意の

みならず審議会及び国際大会における討議を
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も考慮の上で，各自の最善の判断に従って投

票できるということは国際ロータリーにとっ

て最大の利益になるものと信ずる。故に理事

会は，規定審議会のクラブ代表並びに国際大

会のクラブ代議員（該当者がいる場合）が，

拘束力ある指示によって，立法案に対する賛

成乃至反対投票の行使権を束縛されるべきで

はないということに意見の一致を見た。（理69

－70；　72－73）

会長の代理（Presibent’s

　　　　　　　　　　Representative）

　地区に於ける国際ロータリーの代表者であ

るガバナーは，常にかかる者として認められ，

強調されなければならない。従って，各地区

大会に於ける国際ロータリーの代表者は地区

ガバナーその人であるべきである。そして，

現在「国際ロータリー代表者」と云われてい

るものは，「会長の代理」と呼ばれなければ

ならない。

　会長の代理は，地区大会への会長の個人的

代理として，会長によって選ばれるべきもの

であり，その資格に於て，有用な示唆や事実

を載せたハンドブックと共に会長から与えら

れるべき細かい指示や要綱を基としてつくっ

た挨拶を述べることによって，会長を代理す

べきである。

　会長の代理は，彼のロータリーに関する知

識並びに彼が効果的に会長を代理し，ロータ

リー，その計画，その活動，その機会，その

世界的な責任及びロータリー会員各自のそれ

に関しての重要性を強調する演説によって大

会出席者に感銘を与える才能によってのみ選

ばれるべきである。地区大会に於ける会長代

理の効果は，彼がロータリーの計画を発表す

ると共に，会長を代理してロータリーの方針

を説明かつ解釈し，聴衆の心に自分はロー一一タ

リー会員であるという誇りと責任の観念を起

させる力にある。従って，ある人が単にこれ

まで会長の代理を数回つとめたというだけの

理由でその人が今後何年もこの役をつとめる

ことを決して妨げてはならない。さらに，現

在会長であるとか又は元国際ロータリー役員

であると言う事実が当然に会長代理の資格を

与えるものであると考えてはならない。（理

46－47）

　理事会は，如何なる事情があっても，地区

大会に於て会長代理に対し金銭を贈ってはな

らないという見解をとっている。（理46－47）

　地区大会が会長代理の自国以外の国で開か

れる場合には，aJ能な限り，大会の［直前又は

直後に同地区内の数クラブを訪問できるよう

計画すべきである。但し，会長代理がその地

区のロータリアンの使用する言語を知ってい

ることが必要であり，又，訪問するクラブは

ガバナーが選択すべきである。（理48－49）

　理事会は，地区大会へ派遣する会長代理の

任命が会長の決定事項であることを認めると

共に，会長代理を他国の地区大会へ派遣し代

理の資格で特別講演を行なわせたいとの要望

があっても，経済上の理由又はそのことの適

否を考慮して，この様な任命や講演の取決め

が実現できぬこともあることを認めている。

（理60－61）

　理事会は，地区大会が国際ロータリー細則

に従ってその地区における重要な事柄につい

ての勧告を採択することを承認する。但しこ

の様な勧告は，国際ロータリー定款及び細則

と一致し，かつ，ロータリーの精神と本質に

同調するものでなければならない。従って，

地区大会で採択された決議は，国際ロータリ

ーの規則と国際ロータリー理事会の決定を反

映する国際ロータリーの既定方針に調和しな

ければならないのである。（理58－59）
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地区の管理

地区集会の日程

（Scheduling　of　District　Meetings）

　地区大会及び地区協議会は，各々特定の目

的のためにあるのであるから，それぞれの集

会は別個に，関連なしに，開かれるものとす

る。

　しかし止むを得ぬ事情により，もし地区大

会がロータリー年度の最後の3ヵ月中に開か

れる場合は，地区協議会と地区大会とを継続

した集会として開くように考慮してよいであ

ろう。但し，このように集会を継続して開く

場合は，地区大会を第二番目の集会として開

くこと，又，各集会は別個の集会として各集

会に必要な時間を削減することなく，各集会

の本質的特色を十分に重んじて，開くように

考慮すべきである。（理68－69）

　地区の面積が非常に広大で，旅行の都合上

全区協議会にクラブの代表が全部出席できな

い場合には，ガバナーは，必要とする数のグ

ループ或は分区協議会を開くよう奨められて

いる。（理42－43）

数地区合同会議

　　　　　（Multi・district　Meetings）

　P一タリーのプログラムを推進するために，

こ二つ乃至それ以上の地区の合同提唱による数

地区合同会議にはなんら反対するものではな

い。但し，この様な会合は，地区大会或いは

地区協議会とは別個のものに限る。（理65－

66）

地区におけるロータリーの後援する諸

活動（District　Rotary－Sp・nsored

　　　　　　　　　　　　Activities）

　理事会は，地区ガバナー並びにクラブの指

導のために，地区におけるロータリーの後援

する諸活動と言う課題について，次の声明を

採択している：

　一つ又はそれ以上の地区内の全クラブが参

加するロータリー後援の諸活動及び計画は，

下記条件の下に，奨励されるものとする。

　a）　かかる活動又は計画の性質及び規模は，

　　地区内のクラブ及びロータリアンがクラ

　　ブ・レベルでロータリーのプログラムを

　　発展せしめようとするクラブ活動の規模

　　及び有効性を妨げ又は穀損することなし

　　に，これを成功裡に遂行する能力の範囲

　　内にあるべきこと；

　b）　その活動又は計画は，地区内クラブの

　　過半数によって承認されたときにのみ実

　　施さるべく，又，1年をこえて，財政上其

　　他の義務又は誓約を一切負わないものと

　　すること；

　c）　この活動又は計画は，財政的援助より

　　も（又はそれに加えて），ロータリアン
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　並びにクラブに個別的参加の機会を提供

　するものであること；

d）　ロータリー・クラブ並びに（又は）各個

　個のロータリアンが，かかる活動や計画

　に参加することは，自発的に行なわるべ

　く，又，その参加の費用は最少限度に止

　めらるべきこと；

e）その活動又は計画に対するクラブ又は

　ロータリアン個人の財政的援助は，自発

　的に行なわるべく，暗黙裡にせよ直接的

　にせよ，人頭分担金又は割当その他クラ

　ブ又はロータリアンに強制力をもつ形の

　義務とならないものとすること；

f）活動又は計画に対する寄付の要請は，
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　　この寄付が自発的なものであり，如何な

　　る意味においても公認の徴収又は割当で

　　ないことを明瞭に示すような形式で行な

　　われるべきこと；

　g）一つ又はそれ以上の地区のクラブの参

　　加する活動又は計画の監督，並びにかか

　　る活動又は計画のため寄付せられ又は募

　　集されたすべての資金の保管は，たとえ

　　関係地区内のロータリアンの中から委員

　　会が設置され，かかる活動，計画並びに

　　関係資金の管理を行なう場合でも，地区

　　ガバナー又は関係地区ガバナー達の責任

　　とすること；

　h）四つをこえる地区のクラブが参加する

　　活動又は計画は，関係地区ガバナー達が

　　前もって，この声明の規定に従って，そ

　　の活動又は計画を実施すべしという理事

　　会の特別の認可を得たのでなければ，共

　　同の活動又は計画としては実施されない

　　ものとすること。

　共同の活動又は計画において二つ以上の地

区内のクラブの参加が望ましくかっ必要と思

われるときは，その活動又は計画並びにクラ

ブの参加を関係地区ガバナーの直接の監督下

におくという規定を含めて，その活動又は計

画を適当な限度内に止めおくように，留意さ

るべきである。かかる活動又は計画は，扱い

きれないほどに大きく，又は関係地区やクラ

ブがロータリー・プログラムを推進しようと

する通常の活動と努力を濱接又は間接に妨げ

るほどに大きくあってはならない。かかる活

動や計画に関しては，事前に，関係地区ガバ

ナーの承認を得るのでなければ，クラブは回

章を廻すことを一切行なわないものとする。

（理66－67＞

地区資金（District　Funds）

地区内に於て集め，管理さるべき資金に関
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しては，定款，細則の何れにも規定されてい

ない。地区によっては，会員の人頭割寄付に

よって地区資金を集めるというやり方をして

いる処もある。

　地区資金をつくるという問題は，専ら地区

各個の問題であり，地区資金の分担は自発的

なものでなければならず，人頭分担金の形に

おいて会員個人或はクラブに強制してはなら

ないこと，及びロータリーにおける会員の費

用は最低限度に保たれなければならないとい

うことになっている。以上の理由で，理事会

は，ロータリーの適切な管理と発展に地区資

金が必要と思われる地区に於ては，次のよう

な方法をとるのが望ましい，と勧告している。

　地区管理に必要な経費を調査研究する3名

から成る委員会を設置することを地区が決定

したときは，ガバナーは，1名を任期1年，

1名を任期2年，1名を任期3年の委員に指

名する。その後は，毎年任期中のガパナーが

1名を任期3年の委員に指名して空席を埋め

るようにする。この委員会は，地区ガバナー

に協力して地区経費の予算を作成し，これを

地区協議会開催の少なくとも4週間前に各ク

ラブに提出し，また地区協議会の際，次期会

長の会合に提出するものとする。地区資金の

如何なる分担要求も出席の次期会長の4分の

3以上の承認があって後，初めて行なうべき

である。（理29－30；41－42；71－72）

　理事会は更に，地区資金への如何なる分担

要求も，絶対に公認の会費ではないと言うこ

とが明確に了解される形式によって行なうべ

きであると勧告する。ガバナーは，その任期

申，地区資金管理の責任者となり，会計検査

済みの計算書を後任者に引継ぎ，同時にその

写しを国際O一タリー事務総長に送付すべき

ものとする。（理29－30；41－42；71－72）

　理事会は，地区資金を有する地区の各ガバ

ナーに対し，地区資金が地区の財産であり，

特定のロータリー会員の個人的財産でないこ
とを明記した銀騰として資金を保管し・1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓑

前記の会員が死去した場合などに地区を保護

することができるように考慮を払うよう示唆

する。（理44－45）

　一部の地区では地区資金を通じて支払われ

る人頭割寄付によって地区連合青少年委員会

資金を準備する方法を取っている。

　かかる資金をつくるということはもっぱら

関係地区の問題であり，かかる資金の分担は

自発的に行なわれるべきもので人頭分担税の

形において個人ロータリアン或はクラブに強

制できないものであり，かつロータリーにお

ける会員の費用は最少限度に止めるべきこと

になっている。以上の理由から，理事会は，

ロータリーの適切な管理と発展に地区連合青

少年委員会資金が必要と思われる場合の望ま

しい手続として次のことを推奨している：

　地区連合青少年委員会の委員長及び／又は

選任された有資格ロータリアンは，当該委員

会又は有資格ロータリアンの担当業務に必要

な経費を調査，研究し，予算を作成し，それ

を所属地区のガバナー並びに資金委員会又は

関係地区ガバナーのグループに提出する。地

区連合青少年委員会資金又は選任の有資格ロ

ータリアンのための資金に対する分担の要謂

は，関係地区ガバナー全員の承諾を得た場合

に限り行なわるべきである。

　理事会は，地区連合青少年委員会資金を分

担している地区の地区ガバナー達に対し，本

資金は地区連合青少年委員会の財産であって

特定のロータリアンの個人的財産ではない旨

を明記した銀行預金として資金を保管するこ

とによって，当該ロータリアンの死去の際な

どに委員会を保護することを考慮するよう示

唆している。（理68－69）

名誉ガバナー及び後援者

　（Honorary　Governors　and　Patronぎ）

名誉ガバナーの称号を授与したり，その国

地区の管理

に於けるロータリー運動の後援者を指名する

希望を有する地区に於ては，このような称号

の授与は，政府の行政長官及び王室の人々の

ために留保しておくものとする。（理37－38）

地区講演者サービス

　　（District　Speakers　Services）

　理事会は，地区内に講演者サービス或いは

講演者ビューローを持っている地区ガパナー

は，かかるサービス或いはビューローから得

られる人々のリスト中に，ロータリー以外の

集団の人々にロータリーの話を効果的に話せ

る人々の氏名を加えておくよう勧めるもので
ある。（］理72－73）

ロータリー地区あるいは地域の出版物

　　（Rotary　District　or　Regional

　　　　　　　　　　　Publications）

　1．　ロータリー地区乃至地域の出版物は，

アメリカ合衆国及びカナダ以外の地区に於て

のみ必要或は望ましいものである。

　2．全地区を通じて，ロータリーの名称を

付した如何なる出版物も，必ず国際ロータリ

ーの支配下にあるのであり，かつ，その地区

に於ける国際ロータリー代表であるガバナー

の直接の監督を受けなければならない。

　3．　ガバナーがロータリー地区乃至地域出

版物を出版する立場におらず，しかも地区内

のクラブが地区出版物を欲している場合には，

ガバナーの颪接監督の下に刊行することので

きるロ・・一一タリァン個人に，国際ロータリーか

ら，出版許可を与えるものとする。

　4，既に公認されているもの以外に，かく

の如き出版物を出す場合には，それに対して

許可を与えられる前に，地区内の全クラブで

投票を行ない，ロータリー地区乃至地域出版
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物を持つことを過半数の会員が欲しているか

どうか，如何なる種類の雑誌が望まれている

か，そして財政をどうするか等を調査すべき

である。（理22－23；72－73）

　理事会は，ロータリー地区又は地域出版物

の刊行に関係している人々の手引きとして，

かようなロータリー地区又は地域出版物刊行

のために，理事会が望ましいと信ずる次の如

き方針の声明を採択する：

　1）　それぞれのロータリー地区又は地域出

　　版物は，すべての部面に於いてロータリ

　　ーの綱領を推進するために存在する；

　2）　ロータリアン誌とロータリー地区又は

　　地域出版物との間の協力関係を絶えず研

　　究し，推進すれば，ロータリーにとって

　　最善の利益をあげられるであろう；

　3）　この出版物は，場合によっては，ガバ

　　ナー達の選んだ編集及び経営委員会を通

　　じて，ガバナー（複）の監督下に置かれな

　　ければならない；

　4）　この出版物は，地元或は地域的な性格

　　のニュースに加えて，国際ロータリーに

　　関する情報を掲載すること；

5）　この出版物の内容は，ロータリーの方

　針及び手続と合致しているべきであるが，

　　このような出版物がロータリーのあらゆ

　　る部面に関する著者や読者の見解を掲載

　　する権利を認めるもの；

　6）　この種の各出版物の編集者は，この方

　　針の基本的な枠の申で自由が与えられる

　　が，責任ある地区ガバナー又はガバナー

　　により任命された委員会による編集上及

　　び経営上の合理的な監督を喜んで受け容

　　れなくてはならない。

　理事会は，国際ロータリーとロータリー地

区又は地域出版物の関係を増強するために，

ロータリー地区又は地域出版物の編集者の講

習会を，中央事務局もしくは国際大会開催地

又はその他の場所において開く規定をつくる

ことに意見が一致した。（理72－73）
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ロータリーの拡大
（Extension　of　Rotary）

　国際ロータリー理事会は世界各地における

ロータリーの拡大に必要な事項をすべて遂行

する義務を負うている。

　各地区ガバナーは，国際ロータリー理事会

の全般的監督の下に自己の地区内に於ける新

クラブの結成を監督する特別な任務を託され

ている。

地区拡大委員会

　（District　Extension　Committees）

　もし地区ガバナーが有益と考えた場合に

は，そのロータリー拡大の仕事を手伝わせる

ために，地区拡大委員会を任命してもよい。

地区ガバナーは，地区拡大委員会の継続性を

何かの形で規定することが得策であることに

注意を払うよう要請せられている。（理50－

51）

　理事会は地区ガバナーに対し，地区拡大委

員長には，なるべく地区に精通している最

近の元地区ガバナーを任命することを勧め

とあるべき方針に反しない限り将来に於ても

これに変更を加える権限を与えた。理事会及

び事務総長の改訂した方針は次の如きもので

ある。

一般方針（General　Policy）

ている。（理74－75）

新クラブ結成の方針声明書

　　（Statement　of　Policy　for

　　　　　　　Organizing　a　Club）

　1927－28年度国際ロータリー理事会はロ

ータリー・クラブの結成に関する方針声明書

を採択した。1935－36年に於て理事会は事

務総長に，この声明書を改訂すること及び理

事会の設定した諸方針または今後設定さるこ

　ロータリー・クラブは，ロータリーの計画

を推進しかつその綱領を達成するための仲介

者である。従ってロータリーが最も広い影響

力を発揮し得るようにするためには，ロータ

リー・クラブが結成されれば必ず成功すると

思われる理由があれば，世界中の何処にでも

又何時でも，新しいロータリー・クラブを進

んで結成して行くべきである。

　ロータリーの基本的原則が自由に守られる

処であれば何処にでもロータリー・クラブを

結成することができる。それには次のことが

了解されていなければならない。（a｝ロータ

リー・クラブのない国又は地理的地域へのロ

ータリー拡大は，理事会の判然とした承認の

下に行なわるべきこと；（b）ロータリー・ク

ラブは，主としてその土地の土着の職業人又

は当該地域社会において定住的に居住してい

る人々か職業活動をしている人々を代表する

者によって会員組織を構成することができる

ような所でなければ結成できないということ；

（c）新クラブは，クラブ及びその会員がそ

の組織に容易に同化出来るような位置と会員

組織でなければならないこと。

クラブの区域（Territory　of　a　Club）

　クラブはある一定の“Locality”「地方」＊

に結成され存在しなくてはならない。国際ロ

ータリーは，社会へ寄与する仕事に活発に従
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事し，かつその事業場又は住居がお互いに近

接していて，ロータリー・クラブとしての活

動のできるような十分な数の実業人及び専門

職業人が存在する適当な広さの地域であれば，

国際ロータリーはこれを前記のような地方と

認めるであろう。このような地方にクラブを

結成する場合には，国際ロータリーでクラブ

の区域の限界を定めこれを定款に記載して当

該クラブの区域を規定するものとし，以後

は，国際ロータリーとクラブ双方の同意がな

ければ変更できないものとする。クラブは，

国際ロータリーの同意を得て，アディショナ

ル・クラブ結成のためにその区域の一部を譲

渡すること，もしくは区域を同じくするアデ

イショナル・クラブの結成を承認することが

できる。

　ロータリー・クラブの区域内には十分な数

の実業及び専門職業の事業場のあることが期

待される。これは新クラブの会員構成で，少

くともその50パーセントをクラブの区域内

に事業場を有する会員をもってすることがで

きるようにするためである。

　ロータリー・クデブの区域限界は，行政上

又は自然の境界によるのほか，境界設定時に

現存する街路又は道路によって定めることが

できる。仮クラブが，現存クラブから譲り受

ける区域に結成されることになった場合，事

務局は，要求に応じて，その関係資料を提供

し，スポンサー・クラブの区域譲渡計画の立

案に協力し，手許にありかつ手引になるよう

な資料を提供することとしている。

＊この“Locality”「地方」という言葉には，市，区，町，

村等の種々の名称で呼ばれているものがすべて含まれて

いる。又，大都市の各部分，或は二つ以上の小さい

町村の隣接したものも含まれている。米国に於ては

“Community”（社会，都市町村〉という言葉がクラブの

区域を示す場合に使用されるがその場合はLocalityと同

意義である。しかし，Localityという書葉が，地理的な

領域と位置とを示す意味を含むのに対して，Community

は共通の利害を有する人々のグループを意味する。これ

らの用詔は，他に似寄りの用語の場合と同じく，屡々相

亙に置換えて用いられている。

　（理事会は，クラブの区域限界の表示が，

その地方の行政上の境界と一致してる場合に

おいてその地方の行政上の限界が拡大された

場合には，クラブの区域は，これに応じて自

動的に拡大することなく，ロータリー・クラ

ブの区域限界の修正に関する国際ロータリー

定款の規定による処置を行なう時まで，変更

されることなく存続するものとすることに，

意見の一致をみた。）

将来クラブを結成するのに有望な地方

　（Prospective　Localities　for　Clubs）

　まだクラブが結成されていないところで，

有益な一一般に認められた実業又は専門職業の

持主，共同経営者，法人役員又は支配人であ

って善良な男子が多数居り，ロータリーの職

業分類の原則の下に少くとも20人の会員を

以て立派なロータリー・クラブを永く持続す

る可能性を確保するための最小限40の職業

分類を有する場所は，（住民数の如何に拘ら

ず）すべてクラブの結成に有望な地方である

と考えてよいであろう。

　一つ以上の既存クラブと区域限界を同じく

する新クラブの結成を考慮する場合，最少限

20名の会員を持つ強力かつ活動的なクラブと

して確実に永続できるようにするために，既存

クラブの会員と決してかち合うことなく最適

格の会員を集めることができるよう最少限40

の職業分類がなければならない。

　ある地方が，クラブをうまく持続して行く

ことが出来そうだと考えられる場合，早くク

ラブを結成すればする程，クラブのためにも

又その地方のためにもよいのである。その地

方がロータリーを欲しているという気持を外

に示すまで待つという考えは正しくない。あ

る地方にロータリーを欲する気持をつくり出

すのがロータリアンの義務である。ロータリ

アンは，与える為にロータリーを拡大するの

であって，それによって自分が得ると言うの

ではない。ロータリーをつくらないように控
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えるよりは，つくってみてうまくゆくかどう

か試みる方が良いのである。

　しかしながら，或る孤立した地方にクラブ

を結成しようとする時には，その地方の人々

からはっきりとしたクラブ設、tr一の要求が示さ

れるまで試みないようにすべきである。

　二つ又はそれ以上の極めて近接した地域社

会を抱く地方に仮クラブ（Provisional　Club）

が結成され，国際ロータリーの加盟を申込ん

だ場合には，国際ロータリーの規定に合致し

ている限り加盟が承認されるが，かくの如き

申請は個々の場合によって考慮されることに

なっている。

調査（Surveys）

　地区ガバナーは，出来るだけ早く，なるべ

く前半の6ヵ月間に，その地方にクラブを結

成すればうまく行くかどうか，又そのヒ地の

ためになるかどうかを決定するために，人口

千人以上であって，まだクラブを有しない都

市の調査を行ない，かつその結果を記録させ

ておくべきである。もしクラブがその年度中

に結成されない場合は，その調査記録は，後

継地区ガバナーに引きつぐべきものとする。

（国によっては小都市の経済的性格を考慮し

て，前記の人口数値を更に大きくしてもよ
い。）

新たにロータリー・クラブを結成しようとし

ている地方全部については，人口数に拘らず，

結成の仕事に着手する前に，この種の調査が

ガバナーによって行なわれかつ承認されてい

なければならない。

　新クラブの結成に際しては予めガバナーが

その土地を訪問して，果してクラブを維持出

来るかどうかを確かめることが望ましい。人

口が5千人未満の地方，及び区域を同じくす

るアディショナル・クラブの結成を一つ以上の

既存クラブが承認している地方の場合は特に

そうである。このような訪問に余り費用と時

間がかかりすぎる場合には，その地方の事情

をよく心得ている，1，2の信頼の出来るロ

ータリアンから勧告や調査，報告等を徴し，

それによってクラブ結成の斡旋に当ってもよ

い。

特別代表（Special　Representatives）

　あらゆる機会を利用して新しく、‘f，派なクラ

ブの結成につとめることはガバナー全部の義

務であり，又この仕事を援助することはあら

ゆるクラブ及び総てのロータリアンの義務で

もある。

　地区ガバナーが自ら新クラブ結成の仕事を

指導できない場合には，近隣のクラブから，

それもなるべく提唱クラブから十分事情を心

得ている会員1名をガバナーの「特別代表」

に任命して新クラブ結成の任に当らせる。

　このガバナーの代表は勿論ロータリーの理

想に精通していなくてはならないし，この理

想を説明することができ，自己のロータリー

への熱情を他人に伝える力がなくてはならな

い。又ロータリー・クラブの組織と機能につ

いて実際に役立つf分な知識を持つことも必

要であるし，この仕事をするのに必要な時間

を献げることのできる人でなくてはならな

い。

　特別代表は，クラブの結成に至るまでの細

目についてガバナーを代表して事を行なう権

限を有している。時には，（常にとは限らな

いが）最後の創、Z総会にガバナーに代って出

席するようガバナーから要請されることもあ

る。できれば，加盟認証状（C、arter）はガ

バナーが自ら伝達すべきである。

　ガバナーは退任に際しては，次期ガバナー

に自分の任命した特別代表のワストを引渡す

べきである。これらの代表は新ガバナーが就

任後30日以内にその任命を更新しない限り

自動的にその任を終わるものとする。

　m　一一タリーの用語で特別代表“Special

Representative　とは，スポンサー・クラブ

の会員であって仮クラブの結成についてガバ
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ナーを代表する者のことをいう。

地区ガバナーの拡大補助者

　　　（Governor’s　Extension　Aide）

　地区ガバナーの拡大補助者という用語は，

クラブ結成の仕事に経験のあるロータリアン

で，特別代表が援助なくしては任された地域

のクラブの結成を完成することができないよ

うに思われる場合，及びガバナーが必要な援

助を与えることができない場合に，近くの特

別代表に援助を与えるようガバナーから指名

された者を意味する。特殊な事情がある場合

には，この「補助者」が自らクラブの結成に

当った方がよいと思われることもあり得る。

　しかし，クラブが結成されつつある土地の

各々に対して異なった「補助者」を任命せよ

というのではなく，又補助者が任命されて

も，ガバナーが自己の地区の全部又は一部に

於ける，その拡大の責任を委譲することには

ならない。拡大補助者の必要かつ妥当な実費

はガバナーの申請により国際ロータリーによ

って支払われる。＊

スポンサー・クラブ（Sponsor　Clubs）

　特別代表の属するクラブが，新しいクラブ

のスポンサー・クラブとなって次の如き責任

をとるのが普通である。

　（1）特別代表を助けて新しいクラブの結成

を成功に導くよう計画を立てる。（2｝新クラ

ブの初期のプログラムを計画する。（3）ロー

タリー運動の一単位として新クラブが発展し

て行くようこれを指導する。埜

　提唱クラブを選定するに当っては，可能な

＊　ガパナーが，新しいクラブの結成及び認証状の伝達

等に関して合衆国通貨75ドル以kの経費をつかい又はつ

かうよう許す前に，ガバナーは資金があるかどうかを確

かめるためにR．1．事務局と相談すること。（理40－41）

＊＊一っ以上の既存クラブがその区域限界内にアディシ

ョナル・クラブの結成を承認した場合は，常に必ず既存

クラブ（複数の場合はその中の一つ）が新クラブのスポ

ンサー。クラブになるものとする。

限り，新ロータリー・クラブ結成のための提

唱クラブとして指定しうる適正資格を有し，

効果的なロータリー・クラブの機能を発揮

し，少なくとも，新クラブ結成のために必要

な会員数を有し，国際ロータリーに対して何

等未決済の負債がなく，ロータリー奉仕の完

全なプログラムを実行しているロータリー・

クラブか否かを確かめることに注意が払われ

なければならない。

仮クラブ（Provisiona1　Club）

　国際rp一タリーの加盟員としての正式な申

込書が，国際ロータリー中央事務局によって

受理されかつ確認された，少くとも20人の

会員より成る結成集団は，それが国際ロータ

リー・一の加盟クラブに認められるまでは“仮ロ

ータリー・クラブ”と呼ばれている。

基本的特色

　　　（Fundamental　Characteristics）

　仮クラブはその結成の時において必ずロー

タリーの基本的な特色を保持すべきことを誓

約しなければならない。（「ロータリーの基本

的特色」145頁参照。）

標準クラブ定款

　　　（Standard　Club　Constitution）

仮クラブは標準クラブ定款及びそれに調和

した細則を採用しなければならない。

クラブの名称（Name　of　Club）

　仮クラブは，それぞれ，名称にその所在地

を表わす文言を用い，これを定款の申に入れ

るものとし，この名称は予め国際ロータリー

の承認を得なければならない。この承認を得

たときは，国際ロータリー及びクラブ双方の

同意によるのほかこれを変更することができ

ない。
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毎週の会合（Weekly　Meetings）

　仮クラブは標準クラブ定款の規定に従い毎

週定期的に会合を開くように定めなければな

らない。標準クラブ定款にクラブの例会を毎

週開くように定めた主な理由の一っは，ロー

タリーの親睦と友情が，もし2週間に1度の

例会で十分に進められるものとすれば，毎週

例会を開けば更に高度の結果が得られるであ

ろうということである。1年閲に26回仲間

のロータリアンと接触する機会を得るだけで

は，年に52回彼等に接する程には彼等を知

り，U　一一タリーを体得し，国際ロータリーの

目的を推進すると共に各クラブが関心を有す

る社会奉仕を進めて行くことはできないであ

ろう。更に，年に52回例会を開いたとして

も，会員の時間を不当に費すというものでも

ないのである。このことは実際の経験によっ

て既に証明されている。

　前述のことが真実であることを認めて，

1922年度大会は同大会が，以後結成されるク

ラブで採用すべきものときめた標準クラブ定

款の中に，各クラブは毎週1回例会を開くよ

うに規定した条項を入れることにした。

　クラブ結成の仕事又はその監督を委任され

ている国際ロータリーの全代表は，もしクラ

ブが毎週1回例会を開くことに同意しない場

合は，国際ロータリーに加盟することができ

ないのであるということを心得ておくべきで

ある。

創立会員（Charter　Membe「shiP）

　35名を最大限とする，少くとも20名の創

立会員の，満足すべき名簿を提出しなければ

ならない。但し，人口10万を超える都市では

創立会員として最大限50名迄許される。＊

＊　特別の場合には，加盟承認委員会はその自由裁量に

於て創立会員が20名未満のクラブの加盟を承認するこ

とがある。（理48－49）

　国際ロータリーに加盟した後もなお発展の

余地を残しておくように，職業分類の全部を

創立会員で充してしまうことのないようにす

べきである。

　仮クラブの創立会員の中に「アディショナ

ル正会員」または「シニア・アクチブ会員」

を含めることは，「正会員」の数が少くとも

20名ある場合には差支えないものとする。

　創立会員は，職業重視の観点からいって多

種多様であることが大切である。故に新クラ

ブ結成のときは，できる限り，関連のある一

群の職業分類中のある一つのはっきりした業

種だけを充填することが望ましい。事情によ

り特別の場合として，これらのはっきりした

2～3の分類を充填することを考える必要が

あるかもしれない。しかし創立正会員総数の

10パーセントを越えないものとする。

　創立会員名簿にはクラブ区域限界内居住に

基づく会員名が載っていることもあるであろ

う。しかし，創立会員の少くとも50パーセ

ントはクラブの区域内に事業場を有する者と

することが奨励されている。

　ある職業分類に2人の入会候補者がある場

合，他の条件がすべて対等であれば，クラブ

の平均年齢を引下げるため，若い方を選ぶべ

きである。

　年長者又は隠退した人がもともと多い地域

に関して，正当な事由がある場合，理事会は

その裁量で最小限25名の創立会員の中シニ

ァ・アクチブ会員が12名を越えていないク

ラブの国際ロータリー加盟を承認することが

出来る。国際ロータリー加盟が承認された時

に，そのクラブの創立会員であるシニア・ア

クチブ会員は，新加盟クラブのシニア・アク

チブ会員でありながら同時に他のいずれかの

クラブの正会員，シニア・アクチブ又はパス

ト・サービス会員資格を保持することは出来

ない。

　新クラブの国際ロータリーへの加盟を承認

するに当り国際ロータリー理事会は，現存の
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クラブに見られる違反逸脱行為や誤解のため

に生じた特別な妥協の前例を顧慮することな

く，クラブ内の会員資格に関する規定を厳守

する義務があり，又厳守するであろう。もし

地区ガバナーやその特別代表が同じように努

力しない場合には，創立会員の何名かが会員

資格の規定に従わないで選ばれているという

理由で，クラブの加盟が拒否されたり，延引

されたりするような困った事態が生ずるであ

ろう。

　クラブの加盟申込書の一部として国際ロー

タリー理事会に提出された会員名簿は，クラ

ブの完結した創立会員名簿とみなされる。加

盟に関する国際ロータリー理事会の決定が行

なわれるまでの間は，この名簿に載っている

以外の者を会員に選ぶことができない。

入会金及び会費（Fees　and　Dues）

　合衆国及びカナダにあるクラブで，少くと

も＄20の入会金，＄25の年金費を徴収し

ないクラブには理事会はその加盟をみとめな

い。その他の国々では，地区ガバナーが，合

衆国及びカナダの新クラブに対して理事会が

決定した金額に等しい購買力のある金額によ

って新クラブの入会金及び年会費を定めるも

のとする。

加盟金（Charter　Fee）

　仮クラブから国際ロータリーへの加盟申込

書には＄150（米国通貨）の加盟金を添えな

ければならないq

加盟認証状（Club　Charter）

　クラブが国際ロータリーに加盟を認められ

た時には，国際ロータリー会長，事務総長及

び地区ガバナーの署名のある加盟認証状

（Charter）が申央事務局からそのクラブへ発

行される。この加盟認証状は大切に保存しな

ければならない。なるべく額に入れてクラブ

の本部か例会場或いは幹事の事務所の目につ

き易い処に掲げておくのがよい。

　理事会によって国際ロータリーに加盟を許

された日からクラブは国際ロータリーにおけ

るの公式の構成単位クラブとなるのであっ

て，これは認証状が伝達された日とは関係が

ない。

スポンサー・クラブ（Sponsor　Clubs）

　国際ロータリー加盟後の初めの数ヵ月間に

新クラブに援助を与えることがきわめて重要

であると認められるのでスポンサー・クラブ

に少なくとも一年間新クラブを援助するよう

勧告されている。

新クラブのプログラム

　　　　　（Programs　for　New　Clubs）

地区ガバナー又は他のクラブ結成の任にあ

たる者には，新クラブの最初の8週間乃至

10週間の例会のプログラムを隣接のクラブ

を通して或はその他の方法によって，出来う

る限り用意して与える責任がある。ただし，

これはスポンサー・クラブの絶えず新クラブ

の世話をする義務を決して免ずるものでない

ことはいうまでもない。このことは特に，ロ

ータリーが設立過程にある国々のクラブに適

用されるものである。

　　（新クラブ結成方針声明書了）

　理事会は，国際ロータリー細則第1条第1

節（b）項の規定の下に，既存クラブと区域

を同じくするアディショナル・クラブとして

新たにロータリー・クラブが結成された場合，

そのアディショナル・クラブは，既定の方針

に従って，その所在地を示す字句をクラブの

名称として採決するものとし，その名称には

既存クラブとはっきり区別できる意味を含め

るとかその他適切な字句を織り込むものとす

ることを決定した。（理74－75）
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アディショナル・クラブ

　（Additional　Clubs　in　Large　Cities）

盟員として認めることができる，ただし本規

定の下にアディショナル・クラブを結成しよ

うとする区域内にある一つ以上の既存クラブ

　既にロータリー・クラブの存する大都市に

おける新クラブの結成に関し，国際ロータリ

ー理事会は，次のような決議を採択した。即

ち：

　国際ロータリー細則に，もし市，区，又は他

の自治体地域がその行政区域内に一つ又はい

くつかの，明確に境界を定め得る区域を有す

る場合において，その各々に少なくとも新ク

ラブを組織するために必要とされる最小限の

職業分類数がある場合には，それらの区域の

各々につき一つのアディショナル・クラブの

加盟が認められる。但し，かかるアディショ

ナル・クラブを組織しようとする区域を自己

の区域の一部としているクラブが，目論まれ

ているアディショナル・クラブの結成を承認

し，新クラブに与えられようとする区域を放

棄することが前提である，との規定があり，

更に，

　国際ロータリー細則には，その区域限界内

にアディショナル・クラブを一つ又はいくつ

か結成することを承認する方のクラブは，事

業，管理職又は専門職業にかかわる活動が全

市，全区或はその他の自治体全区域にわたっ

ている者を，前記アディショナル・クラブの

区域限界内から入会させる権利を保留するこ

とができる。この規定は前記のアディショナ

ル・クラブを拘束するものとする，との規定

があり，又，

　国際ロータリー理事会は，既存の大きなク

ラブの区域内に含まれている土地にクラブを

結成することは，ロータリーの利益の為に極

めて良いことであるとの意見を持っており，

更に，

　市，区，或はその他の自治体地域，都市地

の承認を前提とすると規定されている。

　国際ロータリー理事会は，不明確又は必要

以上に広汎な区域を有するクラブは，すべか

らくその区域の一部を割譲するか，又は区域

を同じくするアディショナル・クラブの結成

を承認して，ロータリーの会員の特典をその

地域社会の更に多くの人々に与えるようにす

べきであることを決議する。更に，

　国際ロータリー事務総長はこの決議に対し

関係各クラブの注意を喚起すべきことを敷に

決議する。（理48－49；58－59；74－75）

　理事会は，区域限界を同じくする二つ以上

のロータリー・クラブを国際ロータリーの加盟

員と認めうるとの国際ロータリー細則第1条

第1節（b）項の規定は，既存クラブと同一の

区域内にアディショナル・クラブとして新た

に結成されるクラブにのみ適用されるもので

あることを決定した。（理74－75；75－76）

　理事会は，ロータリーにおける人口の変動

の仕方が必ず大都市中心部に集申する結果に

なっていることを認め，そこにアディショナ

ル・クラブを結成するのが賢明であることは，

新たに結成されたクラブの活動と成功によっ

て明らかであり又これに応ずる，既存クラブ

の発展，ひいてはロータリー全体の増強に与

えている利益によって示されていると考える。

　そこで理事会は，既存クラブがその区域を

割譲するか或は区域を同じくするアディショ

ナル・クラブの結成を承認することによって，

既存クラブの現区域内にアディショナル・ク

ラブを設立することはロータリーのために最

善のことであると決定した。地区ガバナーは，

ロータリーの職業分類制度の下に少くとも20

名の会員を持つ強力かつ活動的なクラブとし

て永続しうると合理的に判断される場合は，

域，又は農村地域において，区域限界を同じく

する二つ以上のクラブを国際ロ　一一タリーの加
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必ず，大都市にアディショナル・クラブを結

成することを奨励すべきである。（理74－75）

理事会は，一般原則として，アディショナ

ル・クラブが結成されんとする区域が，一つ以

上の既存クラブによって割譲された区域であ

れ或は区域を同じくすることを承認された場

合であれ，それが会員数24名以下の既存クラ

ブの区域である場合，そこにアディショナル

・クラブを結成することには賛成できない。

（理74－75）

アディショナル・クラブの結成に関して，区

域の割譲による方法と同一地域を二つ以上の

クラブが共有する方法のいずれが望ましいか

ということについて，理事会は，区域割譲に

よるアディショナル・クラブの結成がロータ

リーのプログラムのために最もよいことであ

る，それ故，できる限り，一つ以上の既存クラ

ブの区域割譲による方法がよいと考えている。

（理74－75）

理事会は，ロータリー・クラブがただ一つ

しかなく，かつ，ロータリーの職業分類制度

の下に少くとも20名の会員を持つ強力で活動

的なクラブを持続しうることを保証するに十

分な数の職業分類を有する地域社会において

は，新クラブ結成計画があるべきであると考

よりその所在する都市の行政圏外の区域を割

譲するクラブは，事業管理職務又は専門職業

の活動の範囲が全市，区，又はその他の自治

体全域にわたっている会員をその割譲した区

域から入会させる権利を留保することが出来

る。（理59－60；64－65；66－67）

　理事会は，現存のクラブが区域を手離すこ

とによって，大都市にアディショナル・ロー

タリー・クラブを結成することの利益を不断

に強調することを決定し，そしてこの趣旨か

ら理事会は，1又は2以上の区域に明確に区

分することができ，かつその各区域が新クラ

ブの結成に必要な最小限度の職業分類を持っ

ている区域を含んでいることがわかっている

か又は含んでいるかも知れない市，区，又は

他の自治体地域にあるクラブに対し，「かか

るクラブは進んでかかる区域の範囲を決定

し，適当な場合には，ロータリー・クラブ結

成の手続を始めるよう奨励さるべきこと」と

する理事会の希望に留意するよう要求してい

る。（理65－66）

えている。（理74－75）

　理事会は既存クラブが不必要に区域限界を

拡大することを好ましくないと思っている。

（理　62－63）

　都市の行政区域内にその市の主要な商業又

は取引の申心から離れたところに二つ又はそ

れ以上の「商業上の中心」があり，その何れ

も強力かつ活動的なロータリー・クラブに必

要な多種多様の会員を持ち得ない場合は，こ

れらの申心の2ヵ所又はそれ以上を含めた割

譲地域に，一つのクラブを結成することがで

きる。これらの中心が併合された場合は，国

際ロータリー細則第1条第1節（b順に定義さ

れている“区域”を形成するものとする。

　国際ロータリー細則第1条第1節の規定に

他のサービス・クラブのある地域社会

　（Communities　with

　　　　　　Other　Service　Clubs）

　ある地域社会にロータリー・クラブを結成

しようとする試みがうまく行かない場合の主

要な原因として，既にその土地にサービス・

クラブがあるという事実が挙げられる例があ

る。然し地域社会に既にサービス・クラブが

存在するということは，その地域社会がロー

タリー・クラブを保持出来ないということを

決定する要因とはならない。（理45－46）
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クラブ加盟承認委員会

　（Admission　of　Clubs　Committee）

　国際ロータリー理事会は，その理事のうち

2名を，理事会に代ってクラブの国際ロータ

リーへの加盟承認の任に当たる加盟承認委員

に任命する。欧州内に居住する理事1名は，

欧州，北アフリカ及び東地中海地域のクラブ

加盟承認を理事会に代って担当し，他の1名

の理事は，英本国及びアイルランドを除く残

余の地域を担当する。しかし，英本国及びア

イルランドのクラブの加盟に関しては，グレ

ート・ブリテン及びアイルランド内・国際ロ

ータリーが国際ロータリーに代って行なうこ

とになっている。

　ロータリー・クラブの存在しない国又は地

理的地域へのロータリーの拡大に明白な承認

を与えること，及び戦争のためにさきにその

加盟を取り消されたクラブの国際ロータリー

再加盟を承認することに関し，国際ロータリ

ー理事会は，特に国際ロータリー会長にその

任務を委嘱している。

クラブ加盟承認委員会の権限と任務

　（Terms　of　Reference　for

　　Admission　of　Clubs　Committee）

　この委員会の委員は仮クラブから提出され

た国際ロータリー加盟の串込を所定の方針及

び手続に従って，承認をするかしないかを決

定するものとする。

　申込に対しどちらかの委員がクラブの加盟

に賛成の場合は，事務総長はこの決定を理事

会の決定として公表し，理事会は次回の会合

に於てこれを追認する。クラブ加盟承認委員

会が申込不承認の決定をした場合には，クラ

ブ加盟承認委員会の権限と任務に従い事務総

長は，この旨の報告を受け，本件を国際ロー

タリー会長に移してその指示を求めるものと

する。

　委員がクラブの加盟申込に関し決定を与え

ることができない場合は，事務総長は問題を

会長の手に移してその指示を仰ぐ。

　仮クラブの定款が標準クラブ定款に合致し

ない場合委員会は，国際ロータリーへの加盟

を承認せず国際ロータリー細則第1条第2節

（d）項の規定により，これを理事会の決定に

委ねるものとする。但し，標準クラブ定款か

ら逸脱していても，ある地域について理事会

が決定した方針と一致する場合は，この委員

会でかかる申込を承認することができる。

（理75－76）

　クラブ結成については高い基準を維持し，

よりよきロータリアンをつくるという方針を

厳格に守るよう強調すべきである。この趣旨

から理事会は加盟承認委員会に対し，加盟申

込を審査する際には創立会員の職業分類を精

確に調査するよう注意を与えている。（理47

－48；　48－49；　65－66）

国際ロータリーへの加盟

　（Admission　to　Membership　in　R．1．）

　加盟申込の書類が正しく出来ているかどう

かを調べるのは，地区ガバナー（地区ガバナ

ーが結成を検討する会合に出席していない場

合は特別代表）の責任である。

　国際ロータリー理事会は国際大会に対して

一即ち全ロータリー・クラブに対して一加盟

を許された各クラブが基本的な加盟条件のす

べてを満しているようにする責任がある。従

って理事会はこれらの条件の徹底的厳守を主

張しなければならない。

　クラブが加盟を承認されると直ちに事務総

長から地区ガバナーにその通知が送られ，更

に地区ガバナーがクラブに対し国際ロータリ

ー加盟が認められた旨を通告することになっ
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ている。

　加盟申込書が事務総長の手を経て理事会に

提出されるのと同様に加盟認証状（Charter）

も事務総長の手を経て地区ガバナーに送付さ

れる。地区ガバナーがこの加盟認証状に署名

した後，地区ガバナー若しくはその特別代表

から加盟祝賀の特別会合に於てクラブに伝達

される。

　英本国及びアイルランドのクラブに対する

加盟認証状は，グレート・ブリテン及びアイ

ルランド内・国際ロータリーに送付され，そ

の会長及び事務長が署名した上各クラブに伝

達されることになっている。

　クラブに対して発行される加盟認証状は，

理事会が国際ロータリーの公式用語として認

めている英語で書かれることになっている。

（理　53－54）

　国際ロータリー加盟が認められた時にクラ

ブに加盟認証番号（Charter　Number）を与

える方式は，1951年7月1日を以て取り止め

・られた。（理50－51）

　新クラブが地区ガバナーの居住地から遠距

離の処にある場合には，加盟認証状伝達式を

その公式訪問と同じ時に行なうとか，又は特

別代表若しくは他のスポンサー・クラブの会

員が地区ガバナーの代理をつとめることによ

って，国際ロータリーの資金を節約するよう

留意しなければならない。（理35－36）

国際協議会と拡大

　　（Extension　at

　　　　　International　Assembly）

　新クラブ結成の問題を，それについて十分

知識があり又熱意を有する者が国際協議会

（lnternational　Assembly）のプログラムに

適当に上程するζとは重要なことである。こ

のような上程では，地区内の新クラブ結成を

促進するためにガパナーの利用し得る様々な

方法，例えば地区拡大委員会，特別代表，地

区ガバナー拡大補助者等の任命などに特に重

点をおくようにすべきである。なおこの外

に，国際協議会で中央事務局が地区ガバナー

達と個々に面接して各地区に於けるロータリ

ー拡大の可能性を論ずることも併せて行なう

べきである。（理45－46；50－一・51）

新クラブへの激励

　　（Enc・uragement　t・New　Cl。bs）

　新クラブの国際ロータリー加盟について

は地区内の近隣のクラブ及び国際ロータリー

の元役員にこの旨を通知し，もしかかる元役

員及び近隣クラブ会員の訪問を受けるならば

新クラブへの激励になるであろうとの示唆を

すべきである。（理35－36）
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財　政　問　題

（Financial　Matters）

　国際ロータリー定款及び細則は，理事会が

国際ロータリーの事務及び財政を管理し，か

つ毎会計年度の予算を決定しなければならな

いことを規定している。

財務委員会（Finance　Committee）

　細則は又，会長によって任命さるべき財務

委員会について規定している。この委員会は

理事会に対し年間予算を提出し，国際ロータ

リー財政に関する総てを管理し，かつ理事会

に対しこれが処理について進言する。

　財務委員会への委任事項は，国際n一タリ

ー細則に定められてある。（第14条第10節）

　国際ロータリーの財政問題に関する如何な

る決定も，正規機関を通してのみなさるべき

ものであり，そして非公式の財務取り極めは，

財務委員会による再検討に付しかつ後に必要

に応じて理事会に助言しなければならない。

（理46－47）

　財政に関することで理事会に提出すべき総

ての事柄は，理事会によって最後の決定が行

なわれる前に，それの審議と，そして理事会

に対し勧告させるためこれを財務委員会に付

託しなければならない。（理46－47）

国際ロータリー資金の投資

　　　（lnvestment　of　Funds　of　R．1．）

　理事会は，国際ロータリー資金の投資及び

再投資に関する方針及び手続を次のようにな

すべきことを決定した。

投資の方針（lnvestment　Policy）

　（1）理事会は随時，当座の目的に不要な金

で，一般資金投資のために別にしておくべき

金額を明示するものとする。斯く明示された

金は，一般資金投資のために以前に購入され

ていた証券の売却による収益で，理事会によ

って一般資金投資用として別にしておかれな

い金額は含まぬことと了解されている。原則

として，国際ロータリー資金の投資及び再投

資は，国際ロータリーが法人化されかつその

登録された事務所の所在国において行なわれ

るものとする。

　（2）目的：

　一般資金及び国際ロータリー本部ビルディ

ング再建引当金においては，優良銘柄の有価

証券に釣合った最大の総合収益を得ること。

（3）投資顧問（管理委員）は，上記第（2）項

に述べた目的に添って，国際ロータリーを代

表して有価証券の売買及び／又は有価証券売

却による収益の再投資を行なう権限を有する，

ただし，各取引にっいて，そのような処置を

取った理由を含む詳細な報告を，国際ロータ

リーを通じて財務委員会に回付してもらうた

め，直ちに国際ロータリーへ提出することを

条件とする。国際ロータリーの投資物件に関

する取引はすべて，財務委員会により理事会

に報告されるものとする。（理56－57；57　一一

58；59－60；61－62；62　一一　63；65－66；69－

70；72－73）
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国際ロータリーの会計年度

　　　　　　　（Fiscal　Year　of　R．1．）

　国際ロータリーの会計年度は7月1日に始

まり6月30日に終る。人頭分担金及び購読料

金の集金は，7月1日より12月31日迄と1月

1日より6月30日の二半期に分かれている。

国際ロータリーの歳入

　　　　　　　　　（Revenue　of　R．1．）

　国際ロータリーの歳入の重要財源は，加盟

クラブよりの人頭分担金，国際大会登録料，

新クラブよりの加盟料金，機関雑誌の購読料

及び広告料，並びに投資に対する利益金及び

配当金等である。

人頭分担金（Per　Capita　Dues）

　各クラブは国際ロータリーに，そのクラブ

の各正会員，シニア・アクチブ及びパスト・

サービス会員1人当り年額12ドルの分担金を，

毎年7月1日及び1月1日に，当日の会員数

に基づいて分納する。

　細則は理事会が正当と認める人頭分担金の

一一一狽�ｽれのクラブに対しても返しうること

を規定している。

　細則は又，如何なる国の通貨でも，その国

のロータリー・クラブが国際ロータリーに対

するその負担を果たすに，自国通貨を過剰に

支払わなければならない程度に下落した場合

には，理事会は，その国のクラブよりの支払

額を調節することができることを規定してい

る。

　新加盟クラブ：支払期直前の5月15日又は

それ以前に新たに加盟したクラブに限り，7

月1日における会員数を証明し，その日付で

人頭分担金を支払うよう要求されている。同

様，支払期直前の11月15日又はそれ以前に加

盟した新クラブに限り1月1日における会員

数を証明し，その日付で人頭分担金の支払を

要求されている。

　払戻又は比例割当：半期に入ってから後に

退会した会員に対する人頭分担金については，

クラブは国際ロータリーから払戻を受けるこ

とはできない。一方クラブは，半期間に入会

した新会員に対しては，比例割当人頭分担金

を支払う必要はない。クラブ及び国際ロータ

リーの会計年度は同様，即ち7月1日より6

月30日であるため，ときとしてクラブは（クラ

ブがその会費を徴収しない前に）7月1日及

び1月1日に支払うべき人頭分担金及びロー

タリアン誌購読料を早期に立て替え払いし，　　1

後に至りその期間の会費を支払わないで死亡，　1

退会或は会員資格を喪失した会員の国際ロー　　i

タリーに対する人頭分担金及び購読料を支払　　1

っていたということ醗見することがある。　1

膿鵠信灘職謡基；灘i
をなす権限を与えている。　　　　　　　　　；

ロータリアン誌の購読

　（Subscriptions　to　The　Rotarian）

　THE　ROTARIANの購読料は，合衆国，

カナダ，キューバ，及びその他最低郵便料金

を採用している国においては，合衆国貨弊で

年3ドル50セントその他の総ての国において

は合衆国貨弊で4ドルである。

　合衆国及びカナダにおける各クラブではそ

の各正会員，シニア・アクチブ及びパスト・

サービス会員はTHE　ROTARIANの有料購読

者となるべきことを，会員籍取得の条件にす

ることが要求されている。（国際ロータリー

細則第19条，第2節）
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レビスタ・ロータリアの購読

（Subscriptions　to　Revista　Rotaria）

雑誌のスペイン語版，レビスタ・ロータリ

アの購読は自由である。レビスタ・ロータリ

アの購続料は合衆国通貨で年額3ドル75セン

トである。

国際ロータリーの経費

　　　　　　　　（Expenses　of　R．1．）

　理事会：理事は，国際大会，国際協議会，

指定せられた地区大会，定例及び臨時理事会

及びその執行委員会，事務局への公式訪問，

及び理事会が承認した特別の旅行，並びに国

際ロータリーに請求すべき事務所費及び事務

員の費用等の諸経費は弁償せられる。

　理事会は次の決定をした。即ち，

　（a）毎年「国際ロータリー会長ノミニー」

が1名の場合には，次年度の理事として，最

後の理事会，国際協議会及び国際大会に出席

するに要する彼の経費は国際P一タリーによ

って支払われる；

　（b）2人以上の会長ノミニーがある年には，

次年度の理事として，暫定理事会及び国際大

会に出席するに要した経費は毎年国際ロータ

リーによって支払われる；

　（c）国際ロータリーは，総ての理事ノミニ

ー及び無競争理事候補者が最終理事会，国際

協議会並びに国際大会に出席するのに必要な

経費を支払う。すべての理事ノミニー並びに

無競争理事候補者は最終理事会へ出席するよ

う奨励されている；

　（d）国際大会前に，ゾーン，地理的集団乃

至地域からの理事ノミニーが判明しない場合，

斯様なゾーン，地理的集団，乃至地域より選

出された理事が次年度理事の暫定理事会及び

国際大会に出席するのに要した経費は，国際

ロータリーによって支払われる。（理60－61；

63－64）

　委員会：国際ロータリーの各委員長は委員

会の業務遂行上必要な事務諸経費，及び，事

前に理事会の承認を得た場合，国際大会並び

に国際協議会への出席に要する個人的経費を

弁償される；又，理事会が承認した特別旅行

或は年度中の委員会の業務遂行に関して理事

会から出された指示中に含まれた特別旅行の

費用，及び委員会の会合準備並びに出席に要

する費用で理事会の承認を得た場合は弁償さ

れる。

　委員会の委員は，理事会の承認を得れば，

委員会の会合へ出席するのに要する経費及び

委員会の業務遂行上必要とする事務費を弁償

せられる。

　国際ロータリー理事会又は会長が特にその

出席を要求しかつその費用を承認しない限り，

たとえ招待せられたとしても，国際ロータリ

ーの委員が他の組織の会合に出席するための

費用を支払うことは，国際ロータリーの方針

に反する。（理44－45）

　地区ガバナー：各ガバナーにはその任期の

初めに，任務を遂行する経費を賄うために，

理事会で承認された予算が交付される。例え

ば，クラブ訪問，地区協議会，地区大会及び

地区研究会出席等に要する旅費，月信発送，

事務費，文房具，郵税，電信電話等の費用で

ある。事務費は地区内クラブ数に基づいて見

積られる。

　旅費の見積は，地区内クラブ数，旅行距離

及び経費に基づいて行なわれる。国際ロータ

リーは単にその地区内の旅行に要するガバナ

ーの個人的経費のみを支払う。ガバナー・ノ

ミニーとして国際協議会に出席する経費を除

いては，国際ロータリーはガバナーの所管地

区以外の旅行費は一切支払わない。

　地区ガバナーが再度その職に指名された場

合には・2回目の国際協議会へ出席すること，

ができるが，2回目からの国際協議会への出
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席費用は，特殊な事情ある場合及びその国際

協議会開催に先立ち理事会が特別に承認した

場合に限り，国際ロータリーにおいてこれを

支弁するものとする。（理71－72）

　理事会は次の方針を採択した。

　（a）ガバナーに対する予算割当は，当クラ

ブに公平かつ十分の貢献のできるような割合

の予定表に基づいて行なわれなければならな

い。従って，理事会は予算を採択し，割当を

行なうに当っては，各種活動の相対関係に基

づいて経費を分配する。理事会は，斯様な分

配の基礎は各地区内において年々大なる変化

をなすべきではないとの意見を堅持している。

というのは，激烈なる変化はこれ等の活動の

均衡を破るものであるからである。

　（b）国際ロータリーによって支払われるガ

バナーの経費は，ガバナーの予算割当の総額

を越えてはならないということが必須条件と

されている。若し不慮の事情の為，追加費用

を要する場合には，斯様な経費を必要とする

以前に，理事会の承認を得るため追加割当請

求を提出しなければならない。（理41－42）

　国際協議会：国際ロータリーの経費で協議

会に出席するよう国際ロータリー理事会によ

って承認された人は旅費及びホテルの費用を

弁償される。

　国際協議会は，国際ロータリー運営上最も

重要な国際的会合である。そして1948年に初

めて提案されたように2ヵ所以上の地域別協

議会に分けるよりも寧ろ常に単一協議会とし

て開催し十分に力を入れる必要がある。猶協

議会は国際大会都市近接地というよりも，寧

ろガバナー・ノミニーの数及びその居住地の

見地から便利で経済的な場所に開かれなけれ

ばならない。

　理事会は次のことを決定した：

　情状酌量の存在する場合に（不可避的旅行

の遅延，病気その他）会長が一般規定に対し

て除外例を承認した場合以外，参加者その他

国際協議会に列席するものの経費支出は全期

間出席する基礎の下においてのみ承認されて

いる。（理53－54）

　同一役に2度目に指名された被指名役員は，

その役名において2度目の国際協議会に出席

することができるが，その人の出席費用は特

殊な事情ある場合及びその国際協議会開催に

先立ち理事会が特別に承認した場合に限り，

国際ロータリーにおいてこれを支弁するもの

とする。（理71－72）

　理事会は，原則として，又，実行可能な限

り，地区ガバナー・ノミニーが，国際ロータ

リー資金が預託されている国から，国際協議

会に出席する場合の費用は，すべて，かかる

資金から，国際ロータリーによって，支給さ

れることに同意する。（理67－68）

　他の経費は，協議会において職務を命ぜら

れた事務局職員，翻訳係，接待，印刷及びそ

の他の雑費を含む。

　国際大会：この費用は，国際ロータリーの

費用で国際大会に出席するよう国際ロータリ

ー理事会によって承認された人達の旅行費及

びホテル費等と共に，国際大会に必要な総て

の運営及び歓待費等を含む。

　同一役に2度目に指名された如何なる被指

名役員も，特別の場合及び会長の特別承認を

得た場合に限り，その被指名役員としての2

回目の国際大会出席費用は国際ロータリーに

よって支払われる。（理72－73）

　新クラブ結成：この経費は，新クラブ結成

に関係してのガバナー又は拡大補助者の旅行

費を含む。

　新クラブ結成における特別代表の費用は除

外例的な場合，即ちガバナーが予め国際ロー

タリーの事務総長又は会長から斯様な支払の

許可を得た場合においてのみ支払われるもの

である。（理37－38）

　理事会は次の件を決定した：

　ガバナーが新クラブ結成及びチャーター伝

達に関して合衆国貨幣75ドルを越える経費を

かけ又は経費をかけんとする以前に，ガパナ
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一は，その経費がえられるかどうかをR．1．事

務局に相談する。斯様な場合，国際ロータリ

ー事務総長が“新クラブ結成にかかわる地区

ガバナーその他の旅費”に対する割当の中か

らの資金の利用度を決定する責任を有するこ

とが定められている。斯様な決定をするに当

り，事務総長は，その使用期間にその割当か

ら流用しなければならない総てのありうる要

求を考慮に入れなければならない。（理72－

73）

　前記事項は，新クラブ結成に関連して75ド

ルの経費が許されているということを規定し

ない。若し75ドル又はその一部が，新クラブ

創立に用いられなかったとしても，その金額

は，ガバナーがその他の経費に充当すること

はできない。

　会長：会長事務費及び旅行費は，若し自分

の市に事務所があればその事務所の借料，文

房具，消粍品，郵税，電信電話料，必要な秘

書及び事務員費，並びに別段の規定のない会

長の旅費を賄うものである。

　国際ロータリー会長として順序良くかつ満

足に退職するに必要かっ適当な経費は弁償せ

られる。（理60－61）

　会長イレクト：会長としての職務につく準

備に要する，必要で適当な経費は毎年会長イ

レクトに弁償される。（理60－61）

　地区又は地域大会に於ける国際ロータリー

会長代理：実行可能な限り，理事会の一員又

は他の国際ロータリー会長代理が，各地区及

び地域大会に出席するよう指名され，その旅

費は国際ロータリーによって支払われる。若

しその人が夫人を同伴する場合には，夫人の

費用も国際ロータリーによって支払われる。

　地区大会出席中の会長代理並びに同夫人の

宿泊費及び大会出席諸経費は，地区大会の負

担とすることが望ましく又，期待されている。

　現及び元役員の訪問：この費用は，国際ロ

ータリーの要求によって，クラブを訪問し，

話をする現及び元役員（及び特別の場合他の

財　政　問　題

有資格ロータリアン）の旅費を含む。これは

ガバナー以外の国際ロータリーの役員又は代

表の訪問をめったに受けることのない多数の

クラブに対して有用な奉仕である。

　事務局：アメリカ合衆国イリノイ州エバン

ストン及びスイス国チューリッヒにある事務

局費用は，職員の給料，エバンストンにおけ

る国際ロータリー中央事務局の建築物管理，

及びチューリッヒにおける事務所借室料，文

房具．用品，郵税，速達料，電信電話，電子

情報処理，謄写料，印刷料，無料配布小冊子

類，家具類及び設備品の償却及び修繕，保険

及び税金，監査，雑費その他を含む。

　ロータリアン誌及びレビスタ・ロータリア：

ロータリアン誌及びレビスタ・ロータリアの

費用は，職員の給料，文房具，用品その他，

原稿，在庫用紙，印刷，郵税及びその他雑誌

発行に普通必要な経費を含む。

監査報告の配布

（Distribution　of　Auditor’s　Report）

　会計監査人の前会計年度に対する監査要約

報告書は，理事会の承認を得たならば，毎年

これを印刷して各クラブ幹事並びに国際ロー

タリー・ニュース郵送先名簿に載っている元

及び現国際ロータリー役員及び委員に配布し

なければならない。（理49－50）

国際ロータリー資金の支出
　　　（Expenditures　of　R．1．　Funds）

　一般手続：以下は，国際ロータリーの資金

支出に関する一般手続の簡単な要綱である：

　理事会は，支出責任者であるガバナー及び

その他の人によって支出せらるべき予算配布

（又は債券）を可決する責任を持つ。斯様な

予算割当は国際ロータリーによる年間予算編
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成を通じて作られる。この予算には，来たる

べき年度の総ての見積経費が盛られる。理事

会が予算を承認したときには，それぞれの予

算割当が決定されるのである。予算の各費目

は「その必要と思われる部分」を基礎とし，

それに対して配布せられるものであると了解

せられている。換言すれば，各項目は最大限

度として配布したもので，若し誰かがその最

大限以下の支出で仕事を遂行するならば，そ

れだけ国際ロータリーの資金が節約されるこ

とになる。

　一方にれこそ明確に諒解されなければな

らないことであるが）如何なる目的であって

も，配布された予算割当以上の支出は予め理

事会の承認なしでは行なってはならない。

　支払役員である事務総長及び財務長にとっ

て又会長及び理事会にとっても，斯様な支出

に対して何等の予算割当も現存していない場

合に，支払要求をされると当惑するものであ

る。

　若し支払行為者が常に支出を既定予算割当

内に留めるようにし，追加支出は，もしそれ

が認められている場合，予め追加予算を提出

して理事会の承認を得る迄は支出をしないよ

うにすれば，支出当事者も理事会も当惑する

ことはない。

　或予算が特定目的のために作られている場

合には，例えばガパナー・ノミニーの国際協

議会出席の経費の如きは，予め理事会の承認

なしでは他の第三者に譲渡してはならない。

支出報告（Expense　Statements）

　理事，ガバナーその他は，彼等の支出を書

きつけておいて，月末にその簡単な報告書を

事務総長に提出することによって国際ロータ

リーの資金の中から支払を受ける。

　国際ロータリーの用務に従事する時の国際

ロータリー役員及び委員の経費支払は，その

費用が国際ロータリーできめられた範囲を相

当超過している場合には，国際ロータリー会

長及び事務総長の承認をえなければならない。

この際「相当の変更」の判断は事務総長の決

定による。（理51－52）

国際ロータリー旅費

　　　　（R．1．Travel　Expenditures）

　国際ロータリー理事会が，国際ロータリー

における旅行費の説明として1965－1966年に

採択し，その後改正した方針は次の如くであ

る。

一　般　方　針
（General　Policy）

　国際ロータリーの用件で旅行する時の，国

際ロータリーの役員，委員会委員等々の旅費

を支弁することは，国際ロータリーの方針で

ある。国際ロータリーの費用で旅行する人は，

適度に心地よい旅行をし，かつ個人的用事の

時間にも不自由せずに，あらゆる方法で国際

ロータリー資金節約に助力するものと期待さ

れている。

　個人輸送の実費のみが弁償されることにな

っている。従って，下記の表に規定された料

金より少ない費用で旅行する場合には，規定

最高額ではなく，その旅行に要した少ない料

金しか弁償されないのである。

弁　償　経　費

　　　　　（Reimbursable　Expenses）

　　輸　　送

（Transportation）

A．飛行機。弁償は，エコノミー・クラスの

一94一

　

　

財　政　問　題

航空運賃の実費とする。ただし，

　1）　1等だけとなっている二地点間の航空

　旅行の場合には，1等航空運賃が支給され

　る。

　2）R．1．の会長その他の理事，R．Lの事務

　総長及び財務長並びにR．1．の元理事及び次

　期理事，元及び次期の事務総長もしくは財

　務長，及び同伴を認められた場合のこれら

　の人の夫人に対しては，合計飛行時間が三

　時間以上に及ぶ航空旅行の場合に，1等の

　航空運賃が支給される。

　3）地区ガバナー・ノミニーの夫人及び国

　際協議会討論グループ・リーダーの夫人が

　国際協議会に出席するために夫と同伴する

　場合の旅行費の弁償は，エコノミー・クラ

　ス航空運賃実費の50パーセントとする。

B．船。最短コースにおける前記規定による

航空旅行費相当額を最高限度とし，運賃実費

並びに雑費が弁償される。船で旅行する場合

の輸送費，ホテル代，食費及び途中の雑費に

対する弁償は，その合計額で，航空旅行によ

った場合における前記規定による航空旅行費

相当額を超過しないものとする。

　船で旅行する場合，航海中の費用として，

1日につき米貨4ドル，又は当該航海に対し

米貨30ドルのいずれか多い方が弁償される。

この場合には，補償される費用の総額は，前

記の最高限度を越えないものとする。

C．鉄道。鉄道旅行は最短距離の1等料金，

或は寝台車の個室の如き普通寝台車の基準で

弁償される。

D．バス。バス旅行の場合は支払われた運賃

実費が弁償される。

E．自動車。合衆国内の場合は，ガレージ使

用料を含め，自動車旅行に伴うすべての経費

を賄うものとして，1哩当り10セントの基準

で弁償される。最短距離の旅行の適当なホテ

ル代，食費，雑費が弁償される。

他　の　経　費

（Other　Expenses）

　合理的な値段の一流ホテル室代実費。

　適当額の食費並びに雑費。

　旅券料金実費，払戻しのきかない入国税等。

　もし，国際ロータリーが国際協議会或は国

際大会のために，特別輸送を準備する場合，

理事会特別決議によって，斯様な特別輸送機

関利用者に対し輸送実費の基準で弁償するも

のとする。

途中及び会議出席中の日数

　（Time　En　Route　and

Attendance　at　Meetings）

　すべての旅行は，途中並びに目的地におい

て要する適当で最少の日数で然も公務を満足

に遂行することを基準として見積られかつ弁

償されるべきものとする。但し，本人が招か

れた一つ又はそれ以上の会議の全会合に参加

した場合に限る。

　　弁　　償

（Reimbursement）

　普通，上記の弁償経費予定額を指針として

用い，国際ロータリーは本人の署名した経費

計算書を受理次第，その個人に支弁する。

　個人が国際協議会及び国際大会出席以外の

ロータリー用務で旅行するために前払い旅費

を請求する場合，事務総長は上記予定額を指

針として計算した経費の概算を前渡しする権

限を与えられている。斯様な前払い金は，旅

行完了直後本人から提出される経費計算書に

より証明されるべきものである。

　個人が国際協議会及び／或は国際大会への

前払い旅費を請求する場合，事務総長は前払

いの権限を与えられている。但し，
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　（a）予め個人から，選んだ旅行方法と等級

　　の書いてある予想旅費の証明書を受取る

　　こと；

　（b）事務総長は予想旅費が上記予定額に規

　　定された最高額を越えざることを確認し，

　　かつその費用が一般料金と符合している

　　ことを確かめること；

　事務総長は，この予想費に，もし必要なら

ば，ホテル代，食費，及び雑費として必要か

つ適当な額をそれぞれ概算の上追加するもの

とする。

　これらの事情のもとに前払い金が渡された

場合には，経費計算報告の提出は要求されな

いものとする。

　この基本声明に規定された金額を越える如

何なる経費も各個人の責任とする。

　理事会は副会長及び理事がロータリー用務

で旅行する費用について，国際ロータリーに

よる支払の方針を次の如く定めた。

　L　年間予算には次の場合に生ずる適当で

　　必要な理事の経費が割当てられる。

　　（a）在任期間に開催せられる国際大会及

　　　び国際協議会への出席。

　　（b）定例及び臨時理事会及び理事会の委

　　　員会への出席。

　　（c）必要な国際ロータリー本部公式訪問。

　　（d）ロータリー用務の下に特別に認めら

　　　れた旅行。

　　（e）指定せられた地区大会又は地域大会

　　　出席に夫人を伴う旅行。

　　（f）自己の見解で必要と認めるクラブ訪

　　　問及び他のロータリー職務上の訪問，

　　　但し，その費用は年間理事1人につき

　　　400ドルを越えることはできない。

　2．上記（d）項にいう特別に認められた旅

行は，国際ロータリーの利益のために，理事

会に代って会長又は事務総長によって要請さ

れたもので，それに対する予算処置がとられ

た資金の範囲内のものでなければならない。

　3．理事は，特別の規定が作られない限り

上記に規定せられたもの以外，如何なる経費

の負担も国際ロータリーにかけてはならない。

　4．　以上は，理事の旅費の国際ロータリー

による支払に関し，これと異なるこれまでの

如何なる理事会決定にも代りかつ以前の決定

を無効にするものである。（理40－41；42－

43）

　上記の方針はその実行と効力において継続

すべきものである。国際ロータリーの費用で

旅行するものの旅費概算を作成し提出するに

当っては，中央事務局は理事会において決定

した旅行基本方針に従って計算しなければな

らない。（理42－43）

旅行のための国際ロータリー資金

　（R．1．Funds　for　Travel　Purposes）

　如何なる国にある国際ロータリー資金も公

式に開かれた会合に，国際ロータリーの費胴

で旅行するロータリアンに対して弁償するた

めに，これを利用して差支えない。如何な

る国における国際ロータリー資金も，その人

がロータリアンであろうとあるまいと，通貨

両替その他の為にこれを提供することは，国

際ロータリーの方針ではない。但し，奉仕活

動に関連して，諸外国のロータリー・クラブ

の協同活動に関し理事が明確に規定する場合

は例外である。（理47－48；58－59；65－66）

保険（lnsurance）

　理事会は，国際ロータリー各役員，理事，

ガバナー，委員，職員等で自動車を運転する

ものは適当な金額の賠償責任保険及び財産損

害保険ならびに，火災，盗難その他の損失に

対する保険を良い保険会社と契約しているも

のと考えかつ予期している。
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　理事会は又，各役員が生命及び傷害保険，

火災，盗難，衝突その他の原因による自動車

の損失に対する保険を個人でかけていなけれ

ばならないという意見を記録にとめている。

国際ロータリーは斯様な損害には役員に対し

弁償しない。

　理事会は，国際ロータリーの役員は，事務

総長を除いては，国際ロータリーの雇人では

ないということに一致している。彼等は国際

ロータリーの目的のために旅行している間も

その事故に対して国際ロータリーによって個

人的な保険をかけられてはいないし，又，国

際ロータリーは彼等が旅行保険に支払った保

険料に対して弁償もしない。国際ロータリー

は如何なる間接的負担にも責任を持たない。

然しながら，地区ガパナー及び他の国際ロー

タリー役員は，彼等自身の費用において，斯

様な事故のために保険をかけることを欲する

であろう。（理39－40；45－46；59－60）

団体旅行用貸切飛行機（Chartered　Air

　　　Transport　for　Group　Travel）

理事会は，国際ロータリーの役員である地

区ガバナーには，貸切飛行の契約に署名する

権限は与えられていないことを認める。　（理

財　政　問　題

足しない限りそれに支払をしないこと及び確

かに支払われていないことを財務長に証明す

ることは，国際ロータリー資金の支出役員た

る国際ロータリー事務総長及び（又は）会計

監査官の義務でありかつ責任である。又，事

務局の事務総長及び（又は）会計監査官は斯

様な支払が，その請求された支払をなすため

の予算を割当てるに当っての理事会指示書或

は意向の範囲内にあると考える旨を証明でき

かつ証明するのでなければ，事務総長並びに

財務長は国際ロータリー資金を支出すること

は厳重に禁じられている。如何なる支払要求

でも事務総長がこれを証明することができな

い場合には，その事情を理事会に報告して承

認又は否認を求めなければならない。（理31

－32；　51－52）

　理事会が斯様な目的のために必要な予算処

置を取るか或は取ったものでない限り，如何

なる活動に対しても理事会が支払を承認して

はならない。（理31－32）

国際ロータリー活動以外への国際ロー

タリー資金の寄付

（Contributions　of　R．1．　Funds　for

　　　Other　Than　R．1．　Activities）

73－74）

支出に対する承認
　　　（Authority　for　Expenditures）

　請求せられた支払が，国際ロータリー理事

会によって正式に決められた予算割当を越え

ず，かつ斯様な割当を行なうに当って理事会

決定の指示書乃至意向の範囲内にあることに

ついて事務総長及び（又は）会計監査官が満

　国際ロータリーの資金はその加盟クラブに

より，それ自体の目的のために提供せられた

ものである。故に他の団体の活動に対して寄

付することはできない。同時に国際ロータリ

ーは，その加盟クラブを通して，各自ロータ

リアンが個人的にその地域社会における有用

な奉仕活動に参加し支持することを奨励する。

（国際ロータリーと他の団体に関する方針声

明書145－146頁参照　理54－55）

一97一

携
鑑

‘
睡
聾
M
鯵

．
叢
馳
雲

繋

窪麓

i「激愛

講1甫

騰雛

瞬緩

難

ヲ

員
q
　
ー
●

　
　
雰
，
彗

　
　
　
　
一
目

　
　
　
　
　
”
｝

　
　
　
　
　
　
主
、
　
　
　
3

　
　
　
　
　
　
　
一
；
，
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
肇
　
　
i
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
「
」
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曙
　
，
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
，



国　際　奉　仕

（lnternational　Service）

　国際間の友誼にみちた，正しくかつ平和的

な関係を推進し維持するためには，少くとも

次の二つの力が必要である。

　（a）関係当事者の権利を定め，人間関係に

常に起こる意見の相違を調整する法律的な制

度。この力は勿論政府によってかつ政府の間

に発達させなければならないものである。

　（b）すべての国民に対する，国際的な理解

と善意の重要性を正しく認識した広い見聞に

基づいた世論。

　この理解と友誼を，ロータリー会員相互の

間及び一般の人々の間に推進することが，ロ

ータリーに於ける国際奉仕の特に行なうべき

仕事である。（理51－52）

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

常に国際ロータリーの既定方針に従い，いや

しくも平和の獲得及び維持を妨げ，誤解を招

き，又は悪意を生ずる原因となるような，如

何なる行動，発言，通信又は出版物も厳重に

避けて，世界中の国民に対する理解と好意の

増進を奨励かつ育成するため努力するよう勧

告されている。（理56－57；73－74）

方針概要（Outline　of　Policy）

　理事会は下記方針を採択した：

「国際奉仕に於ける国際ロータリーの方針」

　狙　い：

　V一タリーに於ける国際奉仕の狙いは，綱

領の第4に明らかな通り，

　「奉仕の理想に結ばれた実業人と専門職業

人の世界的親交によって，国際間の理解と親

善と平和を推進する」

　ことを鼓吹しかつ育成するにある。

　ロータリーの奉仕の理想が，最もよく表現

されているのは，個人の自由，思想，言論，

集会の自由，信仰の自由，迫害と侵略からの

解放，及び，欠乏と恐怖からの解放が認めら

れているところに於てである。

　自由，正義，真理，誓言の神聖及び人権の

尊重はロータリー主義に固有のものであり，

又国際間の平和及び秩序の維持，更に人類の

進歩にとって不可欠のものである。

個々の会員の責任：

　各ロータリアンは，奉仕の第4部門に固有

の理想の達成に個人的に寄与することが期待

されている。

　ロータリアンは，自己の国家に対し忠誠か

つ献身的な国民たるべく，自らの日常生活，

及びその職業活動を処置することが期待され

ている。

　各ロータリアンは，個人として何処に働く

にせよ広い見聞に基づいた世論を作り出すこ

とに協力しなければならない。かくの如き世

論は，国際間の理解と親善の促進に関する政

府の政策に当然影響を及ぼすものとなろう。

世界精神を抱くロータリー会員として

　（a）彼はせまい愛国主義を越え，国際間の

理解と親善と平和の促進に対する責任を分担

していることを自覚する。

　（b）彼は国家的乃至人種的優越感によって

行動する傾向に反対する。

　（c）彼は他の国民と共に協調するための一

致点を求め，かつ開拓する。

　（d）彼は個人の自由を保持するため，法と
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秩序の規定を守り，以て，思想，言論，集会

の自由，迫害と侵略からの解放，及び，欠乏

と恐怖からの解放を楽しむことができるよう

にする。

　（e）彼は，何処かの貧困は全部の繁栄を阻

害することを認識し，世界中の国民の生活水

準を改善する運動を支持する。

　（f）彼は，人類に対する正義の原則は，根

本であり，又世界中に行なわれなければなら

ないことを認識して，その原則を支持する。

　（g）彼は国家間の平和を推進することに常

に努力を傾け，この理想のためには，個人的

犠牲を払う覚悟をする。

　（h）彼は，国際間の親善への一歩として，

他人の信仰を理解するという精神を力説，実

行し，それによって，より豊かな，より充実

した生活が確保されるような，道徳的精神的

な基本水準の存在することを認識する。

ロータリー・クラブの責任：

　ロータリー・クラブは，政府や世界問題或

は国際間の政策に影響を与えるような団体的

な行動をとってはならない。むしろ，個々の

会員に対して，これらの問題についての知識

を与えるようにつとめ，それによって，全員

に啓発された建設的な心構えを持たせるよう

にすべきである。

　ロータリー・クラブでは，討論会を開催し

て，公共の問題を論じ，それによって，第4

部門に示された奉仕を育成することができる。

もし論争点のある場合には，双方の主張が十

分に発表されることが肝要である。

　ロータリー・クラブに於て，国際的問題が

論ぜられている場合，論者は他の国の国民を

攻撃するようなことは，避けるように注意さ

れなければならない。又会合に於て表明され

た個々の論者の意見に対しては，ロータリー・

クラブは必ずしも責任をとるとは限らないこ

とを明らかにしておかなければならない。

　ロータリー・クラブは，国際問題に関係を

持つ特殊な計画に関する如何なる決議をも採

択してはならない。或る国のクラブから他の

国のクラブ，国民或は政府に対して，何かの

行動を執ることを要望してはならないし，又，

特定の国際問題の解決に関する計画案や意見

書を配布してはならない。

　それぞれロータリー・クラブを有する国家

間の関係が緊迫している場合には，関係国及

び他の国々のクラブは，最大の注意を払わな

ければならない。然らざれば，如何なる行動

もかえって悪意や誤解を増す恐れがある。

国際ロータリーの地位

　国際ロータリーは，多数の国に存在する幾

多の見解をもつクラブから成り立っている。

故に，政治問題に関しては，国際ロータリー

は何等団体的行動をとったり意見を述べたり

はしない。（理51－52；53－54）

世界事件（World　Affairs）

理事会（1961－62）は次の声明を採択した

　　　世界事件と国際ロータリー

（Rotary　International　in　World　Affairs）

　国際ロータリーは，世界に広がっているそ

の加盟クラブを通して，国家間の平和の基礎

として人類の間に国際理解と親善を奨励かつ

育成する。ロータリーの奉仕の理想と国際理

解増進のために献身するとの言明は，国際ロ

ータリーをして，破壊的な反対勢力が猫獄を

極めている現代に於て，絶対に，必要かくべ

からざる力とするのである。

　ロータリーの理想に固有なものは個人の品

位と自由である。故に，その理想を永続強化

することは個人個人のロータリアンに義務と

してかかっている。ロータリーの有効性は制

度によるものでもなければ，団体として意志
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表示をすることによるものでもない。それは，

各ロータリー・クラブの各会員が，ロータリ

ーの存在のために，又自由社会，正義，真実，

約束の神聖，及び人権尊重を守るために必要

な原則を推進しようとして，個人的な，積極

的なそして建設的な行動をとる場合にのみ達
　　　　　　　　　　　　　　　　　■成されうる。

　国際ロータリーは，加盟クラブの構成員と

なっている。職業界の指導者中に潜んでいる，

効果的行動への偉大なる能力を認識して，各

ロータリアンに，自国に忠実なる奉仕的国民

として，自己の影響力を発揮し，そして全人

類の安寧の基盤となる，自由と真実と正義の

原則を保全しかつ強化するために自己の能力

を行使し，そして国際ロータリーを国際理解

の達成に一層有効な道具とするための方法と

して，奉仕の理想を個々に実践するよう求め

ている。

　国際ロータリーはその平和と正義の原則の

固守を再確認し，そしてできることならば武

力によらず平和的交渉によって国際上の難問

題を解決する上に，全ロータリアンが自己の

影響力を行使するよう勧奨する。

原子力使用に関する提案（Proposals

　Regarding　Use　of　Nuclear　Energy）

　理事会は，平和目的のための原子力利用よ

り生ずる人類への利益及びそのための原子力

の絶えざる発達の重要性を認めるものである。

然しながら，国際ロータリーもしくはロータ

リー・クラブが斯様なことにおいて政府を動

かすため共同活動に加わるとか，特定の国際

問題の解決のための行動又は計画に対する提

訴を発起することなどは国際奉仕に関する国

際ロータリーの既定方針と一致しないもので

ある。（理61　一一　62）

国際連合（United・Nations）

　国際ロータリーは，国際連合憲章の規定や

国際連合の決議及び法規に対して是認も否認

もしないが，ロータリアンが世界平和の促進

を目ざす国際連合の活動に精通することを奨

励する。

　事務総長は，世界平和の促進に資する国際

連合の憲章及び活動の研究に関連するプログ

ラム資料及びその他の援助について，クラブ

の注意を喚起するよう命ぜられている。

　国際連合及びその専門機関の会合に出席す

る国際ロータリーのオブザーバーの報告は常

にこれを公表するものとする。

　ロータリー会員にして，国際連合或はその

専門機関のいずれかに関して，申し出をなさ

んとする場合には，必ず自国政府の正規の手

続きによってつくられた機構を通じて行なう

べきである。（理51－52；52－53；53－54；

55－56）

国連旗の掲揚

　（Display　of　United　Nations　Flag）

　ロータリー・クラブのある国が必ずしも全

部国際連合の加盟国であるとは限らない事を

考え，国際連合旗の掲揚は，ロータリー一・ク

ラブがロータリー旗及び国旗を掲げる場合，

或は必要によって外国の旗を掲げる場合と同

じく，ロータリー・クラブその他の自発的な

措置に任すべきである。（理50－51）

国の法律，習慣に対する批判

　（Criticism　of　Laws　and　Customs

　　　　　　　　　　　of　a　Country）
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　ロータリー会員の間に，理解と親善を促進

するに当って，或る国に於て非合法とされて

いることが他の国に於ては合法である場合が

多数あること，又，或る国に於て慣習となっ

ていることが他の国に於てはそうでない場合

もあることを，認めなければならない。従っ

て世界各国のロータリー会員は，或る国のロ

ータリー会員が，他の国の法律・慣習を批判

することは気をつけてこれを避けるべきであ

り，かつ又，或る国のロータリー会員が，他

の国の法律，慣習に干渉するが如き如何なる

行為もこれを慎しむべきであるということを

認識しなければならない。（理32－33）

ロータリー会員とその国家との関係

（ARotarian’s　Relation　to　His　Country）

　ロータリー会員とその国家に対する関係に

ついてのロータリーの立場は，決議43－14

（本書143頁）に明らかにされている。

世界社会奉仕

　　　（World　Community　Service）

　世界社会奉仕は，或る国のロータリー・ク

ラブ又は地区が，他の国のロータリー・クラ

ブに援助を提供して，そのロータリー・クラ

ブが立案した自国の生活水準の向上に役立つ

計画（必要を充たすための計画）の遂行に協

力し，かくて双方の地域社会間に国際理解を

増進することを目的としたプログラムである。

　理事会は，各地区ガバナーが，委員の任期

の継続性を規定しかつ職権上の委員として次

期地区ガバナーを加えた，以下の委任事項を

遂行する地区世界社会奉仕委員会を設置する

ことを推奨している。

　地区世界社会奉仕委員会の任務は次の通り

とする：

　a）地区内のすべてのロータリー・クラブ

　　に，世界社会奉仕の目的のために海外の

　　ロータリー・クラブと提携するよう奨励

　　すること；

　b）地区内各クラブとの定期的接触及び地

　　区集会並びに都市連合会等を通じて，世

　　界社会奉仕プログラム　（小企業相談所を

　　含む）に対する理解の増進をはかり参加

　　を推進すること；

　c）海外の地域社会からの世界社会奉仕の

　　援助を受けるに価する地元の必要事項を

　　決めるよう地区内のクラブを激励するこ

　　と；

　d）地区内のクラブから報告された世界社

　　会奉仕計画を審査し，その結果を地区ガ

　　バナー及び事務局内の世界社会奉仕計画

　　資料室に報告すること；

　e）世界社会奉仕活動のために提供可能な

　　地区内の援助資源を捜し出すよう地区内

　　クラブを督励すること；

　f）世界社会奉仕の目標と業績とを地区内

　　のすべての適当な伝達機関一ロータリー

　　との関係の有無を問わず一に発表するこ

　　と；

　g）地区レベルの世界社会奉仕計画を実施

　　すること；

　h）地区内の世界社会奉仕活動の記録を取

　　り，定期的に地区ガバナー及び事務局へ

　　報告すること。（理68　一一　69）

　理事会は，特定の世界社会奉仕活動に関連

して地区又はクラブが行なう財政的その他の

協力及び援助の要請は，かかる要請を1ヵ所

又は特定数の地区又はクラブに止め，一様に

配布するものとして無差別にクラブへ出さな

いならば，大会決議29－12によって定められ

ている財政援助の懇請に関する制限条項のわ

く外にある（本書139頁参照）ものとすること

を承認している。（理66－67）

　理事会は以下の事項を承認している：

　1）各ロータリー・クラブに対し，出版物
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　　その他を通じて，世界社会奉仕の目的の

　　ために海外のロータリー・クラブと提携

　　するよう強調すること；

2）　クラブに対し，クラブ独自の力では負

　　担し得ないような大規模の計画への参加

　　を容易にするために，計画を分析し必要

　　事項を細分するよう奨励すること；

3）援助を受ける地区及びクラブは援助提

　供クラブ乃至地区に，その援助に関する

　　報告書を送付すべきこと；

4）地区世界社会奉仕委員会が果す役割の

　　重要性を常に強調すること；

　5）委員会のメンバーの任期の継続性及び

　　あらゆるレベルにおける世界社会奉仕活

　　動の継続性が重要なことを絶えず強調す

　　ること。（理68－69）

　理事会は，組合わせ地区及びクラブ・プロ

グラムによる接触から生まれたクラブ対クラ

ブ間の友好関係がもたらす利益と永続的価値

を，国際ロータリー出版物その他を通じてク

ラブに対し強調すべきことに同意している。

（理68－69）

　「世界社会奉仕計画資料室」R．1．事務局に

は，世界社会奉仕計画を提唱しているロータ

リー・クラブからの援助の要請を受け付ける

「資料室」が設置されている。いずれのロー

タリー・クラブもこの「資料室」を次の二つ

の方法で利用できる：

助の種類や希望する援助提供地域を記入

して提供する。これを受理した「資料室」

からは，一つ又はいくつかの必要事項に

ついての情報が送られて来る。情報を要

請したことによって，そのクラブが世界

社会奉仕計画を引き受ける義務を負うこ

とにはならない。

世界的な必要事項（World　Needs）

理事会は，

a）現在世界には，ロータリー・クラブ及

　び個人ロータリアンにとって援助しがい

　があり，かつ，国際ロータリーから特に

　強調されるまでもなく，注意を払う価値

　のある，世界的飢餓を含む諸種の必要事

　項が存在することを認め；

b）　ロータリー・クラブ及び個人ロータリ

　アンに，世界的飢餓を含む各種の必要事

　項に関する情報の提供と，これらの必要

　事項をロータリー・クラブ・プログラム

　その他を通じて充たさんとする活動に参

　加するようにとの勧告とを引続き行なう

　ことを決定した。（理68　一一　69）

ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

1）社会奉仕計画に対して援助を要請する

　クラブは，その計画を計画資料書式に詳

　述し，所属地区のガバナー又は世界社会

　奉仕委員会を通じてR．1．事務局へ提出す

　ることができる。これを受理した事務局

　ではその必要事項を公表し，そして同種

　の必要事項への援助を申し出ているクラ

　ブに詳報を送付する；

世界の開発途上諸国に存在すると思われる特

殊な必要事項に精通するよう，そして又，そ

のような必要事項を充たすための計画で，ロ

一タリー・クラブやロータリアンの支援が助

けとなると考えられる場合，クラブやロータ

リアンはその奉仕プログラムの中に，その計

2）世界社会奉仕計画に援助を提供したい

　クラブは，情報要請書式に提供できる援

画のために役立ちうる機会を織込むことを考

慮検討するよう勧奨されている。（理73－74）
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同一職業分類を保持する人々との世界

的交歓（World　C。ntacts　with．Men　in

　　　　　　　Same　Classification）

　理事会は，ロータリアン全部に対して，理

解と感化の社会を創り，国際的協力をすすめ

るために，世界中の国々の，同一の職業分類

を保持する職業人の国際的交歓を促進するよ

う奨励する。（理46－47）

世界理解週間

　　　（World　Understanding　Week）

　理事会は，毎年9月15日を含む週を「世界

理解週間」として設定し，この特別の週にクラ

ブは，世界平和に重要な理解と親善とを特に

強調したクラブ・プログラムその他の活動を

提供するよう勧告している。（理57－58；69

－70）

国際学生計画並びに青少年交換

（lnternational　Student　Projects

and　Youth　Exchange）

理事会は国際学生計画並びに青少年交換に

国　際　奉　仕

るべきものであるという，勧告に同意してい

る。かかる補足的努力は，ロータリー財団に

対する継続的財政援助の用意ができてから後

においてのみ行なわるべきものである。その

上で，ロータリー会員は，地区及びクラブの

計画を考案し，推進し，又それに参加すべき

である。事務総長は，地区及びクラブ水準に

おける国際学生交換に関する現行の計画につ

いての情報を，全クラブ及び地区に伝達し，

それによって，彼等自身の国際学生交換を推

進するよう，クラブ及び地区に奨励すること

を要請されている。事務総長の伝達する情報

においては，次のことに注意を払わなければ

ならない。即ち，クラブ及び地区水準におけ

る国際学生交換計画を確実に成功させるため

には，クラブ及び地区が，ガバナー事務所及

びR．1．事務局より入手できる情報及び経験を

利用することができるように，前記諸計画は，

地区ガバナーの指導，R，1．事務局の助言の下

にのみ着手さるべきものである。

　クラブによる国際学生交換計画の実施が奨

励されている。理事会は，地区及びクラブ水準

における前記学生交換計画の推進を援助する

目的で，地区ガバナーが，地区内の最少限3

関する下記の方針声明を採択した

地区及びクラブ水準における

国際青少年交換　（international

名のロータリアンより成る，継続性を持たせ

た地区委員会を設置し，内1名を委員長に任

命することを提案した。

　理事会は，国際ロータリー或は財団が，地

区及びクラブによって遂行されている種々の

青少年交換プログラムの管理を引き受けるこ

とには不賛成であり，青少年交換プログラム

Youth　Exchange　at　District

and　Club　Lave　l）

　理事会は，ロータリー・クラブ乃至ロータ

リー地区の経費負担による国際学生交換計画

を調査する特別委員会からの，ロータリー財

団大学院課程奨学金計画は地区及びクラブ水

準における国際学生交換計画によって補足さ

は，地方活動として，引続き提唱地区及びク

ラブによって遂行，管理されるべきであると

決定している。

　理事会は，青少年の国際的交換に関し大要

次の如く意見が一致した。

　青少年の国際的交換一15歳乃至19歳の青

少年が望ましい一は原則として承認されて

いる。このような交換はもし正しい条件のも

とで完全に行なわれるならば，ロータリーの
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ー
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世界を通じて，国際的な理解と親善を促進す

るのに役立つ立派な活動として推奨されるで

あろう。

　職業青少年の国際的交換を集団的に行なう

ことは，これを大規模に行なうことのできる

他の機関があるから，国際ロータリーの扱う

範囲には入らない。

　その目的の全部又は一部を青少年の国際的

交換の促進においている現存団体がある場合

には，ロータリーの最善の援助は個々のU一

タリアン，特に大学等の最高教育機関の「教

育」という職業分類を保持するロータリアン

が斯様な団体に支持を与えることである。

　このような事業を行なう団体がない場合に

は，交換に関するあらゆる取り決めは，地区

ガバナーの監督の下にクラブによって行なわ

るべきである。

　理事会は，国際理解を増進する機会として，

青少年の交換を促進するために，地区ガバナ

ーに，可能な場合，地区青少年交換担当役員

又は青少年交換委員会を任命し，年度の始め

にこれらの役員又は委員長の住所氏名を事務

総長に提出するよう奨励している。事務総長

は，青少年交換担当役員又は地区交換委員長

全員並びに一っの国の1地区，二っ以上の地

区又は全地区に奉仕している全青少年交換担

当役員又は青少年交換委員会の一覧表を年々

出版する。そして地区ガバナー並びに同一覧

表中に含まれている人々に送付される。

　報酬を受ける労働の問題が含まれる場合に

は，各国の労働雇傭規則の関係上，個々のロ

ータリアンが，青少年の国際的交換のこの部

面を担当するのに相応しい機構をもった団体

に援助を与えて行く以外には，ロータリーが

職業青少年の国際交換を行なうことは，不可

能である。

　国際ロータリーは，学生或はロータリアン

の子女に対して資格証明書或は紹介状の類を

発行することはしない。このような資格証明

書及び紹介状は，国際ロータリーの用務で旅

行する人々にのみ発行するのが国際ロータリ

ーの方針である。

　理事会は国際青少年交換プログラム関係者

全員への参考指針として次の声明書を採択し

た：

　　本声明書はロータリー後援の青少年交換

　　を含む交換プログラム全部を対象とする

　　ものである。＊印を付した項目は高等学

　　校生徒を1学年度間派遣するプログラム

　　にのみ適用されるものである。成功を収

　　めたプログラムに期間が1学年度未満の

ものが沢山あること，又，国際理解と親

善が害われることのないように，プログ

ラムはそのいずれもが相互交換である必

一104一

要はないということが認められている。

関係当時者相互の同意があれば，責任事

項の分担は本書に明示されている通りで

なくてもよい。

　1．　交換青少年の慎重な人選が最も重要

　　なことである。候補者は申請書を提出

　　しかつクラブ・レベル及び，もし可能

　　ならば，地区レベルの個人面接を含む一

　　選考手続に従わなければならない。

＊2．交換青少年は，海外に滞在する年の

　　始めに年令　15－19歳までの高等学校　　　1

　　生徒とし（参加ロータリー・クラブ及　　　K，

　　び地区間相互の同意があればこれと異　　　｝

　　なる年令層でもよい），学業成績は中　　1

　　以上，なるべくならクラスの上位3分　　　1

　　の1の席次の者であることが望ましい。　　！

＊3．　交換期間は1学年度間とするが，そ　　　1

　　の学年度直前又は醸の休暇の全期間　｝

　　又は一部分を追加延長してもよい。　　　　1

　4．交換青少年の両親はその子女を，故　　　1

　　国出発より帰国までの期間の，受入れ　　　｝

　　ロータリー・クラブ乃至地区が満足す　　　i

　　る金額の健康，傷害及び責任保険に加　　　i

　　入させなければならない・ホスト・・　1

　　一タリー・クラブ又は地区の満足する，　　1

　　信頼できる1社又は数社の保険会社発　　　拳

国　際　奉　仕

　　行の上記事項すべてに対する保険証券

　　は，交換開始前にホスト・ロータリー・

　　クラブ乃至地区に発送され受納されて

　　いなければならない。

　5．交換青少年は，両親並びに参加ロー

　　タリー・クラブ乃至地区の同意を得ず

　　して，受入れロータリー・クラブが所

　　在する地域の周辺外を旅行してはなら

　　ない。

　6．　交換青少年は交換期聞中自動車を所

　　有乃至運転してはならない。

　7．派遣ロータリー・クラブ乃至地区は

　　交換青少年の選考を慎重に行ないかつ

　　本人並びに両親の適応指導に当らなけ

　　ればならない。又交換青少年が受入れ

　　ロータリー・クラブ乃至地区に受入れ

　　られるよう取り計らわねばならない。

＊8．受入れロータリー・クラブ乃至地区

　　は交換青少年各1名毎にホスト家庭を

　　1個所乃至数個所慎重に選定し，教育

　　費全額を負担し，適切な学習プログラ

　　ムを準備し，顧問ロータリアンを任命

　　し，そして適応指導プログラムを実施

　　しかつ絶えず接触を続けて交換青少年

　　をホスト地域社会になじませるように

　　しなければならない。

＊9．受入れクラブ乃至地区（或は，相互

　協約により両親又は派遣クラブ乃至地

　　区）は，関係当事者間で協議決定した

　適当額の小遣銭を毎月支給しなければ

　　ならない。学校給食のない場合には，

　小遣銭にその食費を加算すべきである。

10．ホスト家庭は部屋と食事を提供し，

　本人の両親に代ってその責任を負いか一

　つ監督しなければならない。

11．交換青少年の両親は出発地より受入

　れ地に至る途申及び受入れ地において

　有効な保険に子女を加入させ，適切な

　衣料を準備し，そして，相互協約によ

　　り何れかの参加ロータリー・クラブ乃

　至地区が提供しない限り，受入れ都市

　までの往復旅費を負担しなければなら

　ない。

12．交換青少年は派遣及び受入れロータ

　リー・クラブ乃至地区の定めたプログ

　ラム規定すべてに従う旨の承諾書を提

　出し；常時自分自身，自国及びロータ

　リーの名誉となるよう行動し；交換期

　間中はホスト家庭並びに受入れロータ

　リー・クラブ乃至地区の監督と指導を

　受け；両親と受入れロータリー・クラ

　ブ乃至地区の同意した日時，ルートで

　帰国しなければならない。

13．参加ロータリー・クラブ乃至地区は，

　上記規定と矛盾せずかつ青少年交換プ

　ログラム運営上必要或は便利と考える

　その他の規定を採用することができる。

多地区合同青少年交換プログラム

（MuIti　District　Youth

Exchange　Programs）

　理事会は，地区によっては，青少年交換プ

ログラムを管理する責任を，地区ガバナーの

監督，取締りよりはずそうとする傾向が台頭

しつつあることを懸念するものである。

　理事会既定の方針に照らし，理事会は2地

区以上のクラブが関与する公式の代行者，又

はその他の運営組織を設置することには賛成

しない。同時に理事会は，2地区以上のクラ

ブが，共同で交換活動又はプログラムを実施

するように協力し合うことを望む例があるこ

とは認めるものである。理事会はかような協

同的努力に反対するものではない。但し5地

区以上のクラブが関与する如何なる活動又は

事業も，各関係地区の過半数のクラブが，最

初にそのような合同活動又は事業に参加する

ことに賛成していて，かつそれぞれの地区ガ

バナーが，事前にそのような活動又は事業を

実施し，これに参加することにつき国際ロー
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タリー理事会の明確な認可を受けた上でない

限り，実施することはできないものとする。

　地区によっては，多地区合同青少年交換プ

ログラムの実施につき理事会に申請して，そ

の認可を受けているけれども，理事会は，そ

のプログラムが関係当事者によって，そのプ

ログラムを監督し取り締まる地区ガバナーの

権限と責任を甚だしく減殺するほど拡張され

た例があるという見解を持っている。

　理事会は，地区組織とは別個に独立し，ま

た（或は）理事会の全般的統御と監督の下に

その地区における国際ロータリー役員として

職分を果たす地区ガバナーの指導，取締りの

下にない，公式の，或は法人化した多地区合

同青小年交換機関を設置することには賛成で

きない。

　理事会は，各地区ガバナー並びにその後継

者が，各地区において青少年交換活動を育成

することに，あらゆる努力を注ぐことを要請

するとともに，その活動の指導をその地区並

びに地区内クラブに取り戻して，地区ガバナ

ーから明確に委嘱されていない権限を行使し

ている，或は交換活動より利益を得ている団

体又は個人との関係を即座に排除することを

要請するものである。理事会は更に，各地区

ガバナーが直ちに，それぞれの地区における

交換活動，即ちその地区が現にかかわりを持

つか又は持ってきたすべての交換活動を検討

し，この決定の意図するところが成し遂げら

れるように取り計らうことを提案するもので

ある。

　かかる多地区合同機関が設置されている場

1974年国際大会における規定審議会は次の

如き決議74－60を採択した

国際青少年交換プログラムはロータリー

の国際奉仕プログラムの指針の中心とな

るに至ったが故に，そして

青少年に人類の友好の必要を教えるとい

う原則は諸国家間の平和と理解の推進に

基本的なものであるが故に，そして

青少年交換プログラムは世界理解のため

の奉仕活動へのロータリアン及びロータ

リー・クラブの直接参加の第1歩である
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合，その機関の幹事が，任期を3年以内と指

定された同機関の調整者を兼任すべきである。

多地区合同機関は参加各地区の現任ガバナー

（もしくはガバナーより委任された青少年交

換担当役員）より成る理事会によって統御さ

れ，理事長には理事会員によって選ばれた現

任ガバナーが就任する。（地区青少年委員会

が故に，そして

青少年交換プログラムを正式に採択，承

認することは，当該プログラムの実施に

必要な，実効ある指針と手続きの設定に

大いに寄与すると思われるが故に，

国際ロータリーは第65回年次国際大会に

おいて，国際青少年交換プログラムを国

際・一タリーの活動として設定し，国際　1

ロータリー理事会に対し，プログラム達

成のために必要に応じて地区及びクラブ

が任意に取捨選択できる指針と手続きを

制定するよう要請することを決議する。

理事会は，決議74－60について熟慮検討

の結果，同決議中の「国際青少年交換プ

ログラムを国際ロータリーの活動として

設定し……」という文言は，かかる青少

年交換プログラムは，国際ロータリーと

して知られている世界中のロータリー・

クラブの連合体の加盟員であるロータリ

一・ Nラブの活動という意味に解釈して

いる。　（理74－75） ー

資金に関しては本書76頁参照）
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国　際　奉　仕

ロータリーと関係のある青少年の海外

旅行　（lnternational　Travelby

　　　　　Rotary　Connected　Youth）

　何れのロータリー・クラブも，海外旅行の

あらゆる面にわたって事前に慎重な計画がた

てられていない限り，海外旅行プログラムに

基づく青少年派遣を援助或はこれに協力すべ

きではない。特に，旅行する青少年のために

身分証明書，紹介状，援助依頼状その他彼を

他国のロータリー・クラブに紹介したりその

身分を証明する書類等は，彼に対する援助乃

至歓待に関し事前に両方のロータリー・クラ

ブ間で完全な協約がとりきめられていない限

り，これらの書類を準備し携行させてはなら

ない。

　何れのロータリー・クラブも，たとえ旅行

する青少年の故国のロータリー・クラブがそ

の旅行を後援していることを証明又は主張し

た場合といえども，事前に当該青少年を援助

乃至歓待することをはっきりと承諾していな

い限り，他国よりの青少年を援助或は歓待す

る義務はない。援助を与える場合にしても，

どのように援助するかを決定することは受入

れロータリー・クラブの特権である。（理74
　　　　　　　　　　　　　、－75）

教育機関に於ける国際奉仕

　（lnternational　Service　in

　　　　　Educational　Institutions）

　理事会（1930－31年度以降）は，教育機

関に於ける国際奉仕について大要次の如く決

定した。

　ロータリー・クラブ及びロータリアンは，

学校及び大学に在学する学生が国際間の理解

と親善を促進するため教育機関における種々

の機会を利用するよう，彼等を援助すること

を奨励されている。

　このことを実行するには，次のような方法

がある。

　一他国からの学生が在籍する大学の教務

　担当者に，世界各地の国民及び国情に対す

　る理解増進に焦点をおいた，全教科課程，

　学生活動及び地域社会のプログラムをつく

るよう奨励する。

　一学生に他国の言語・歴史・政治学及び

　経済学を研究することを奨励する。

　一他国からの著名な訪問者であって，地

　元の教育機関で教えている言語の一つを母

　国語とする者を講演，教室会議，或は学生

　との会談に利用すること。

　一海外に留学すると思われるロータリア

　ンの子女を援助すること。及び

　一地元の学校に在学している他国からの

　学生を，クラブの例会に招待し，例会のプ

　ログラムに参与せしめる。そして

　一地元の教育機関で勉強している見習生

　及び研修生を含む学生，特に新開発国から

　の人達をロータリアンの家庭に招待する。

　アメリカ合衆国の小学校の低学年にスペイ

ン語を教えるという案が，それぞれの土地の

事情によってよいと思われるかどうか考慮す

るよう，同国のロータリー・クラブに示唆が

与えられている。

　これらの活動に従事するロータリー・クラ

ブ及びロータリアンは，地区ガバナーの指導

のもとにこれを行なうべきである。

研究集団（Study　Groups）

　緊迫を示している国々の国民間及びその他

の国々の人々の間の事情及び関係を改善する

ことについての問題を検討しかつその機会を

求め，かつ更にお互いの知識を広める目的を

以て，ロータリアンと他の人々との会合が研

究集団として奨励されている。（理57－58）
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国家間の連合会

　　　　　　（lntercountry　Meetings）

　国家間連合会は，ロータリアン誌，国際ロ

ータリー・ニュース及び地区及び地域の刊行

物に成功した連合会の例を発表することによ

って，奨励さるべきである。このような会合

を行なうにあたっては，十分の注意が必要で

あり，かつ，必ず関係地区ガバナーの承認を

得て行なわなければならない。（理32－33）

　理事会は，国家間の理解と親善を進めよう

とする如何なる示唆にも共鳴するものであり，

かつ，他国との間のクラブ及び地区連合会が

益々多く開かれるようになって来たのを喜ん

で注目している。理事会は，熟慮の上の方針

として，他国との間のクラブ及び地区の連合

会ができるだけ頻繁に開かれることが望まし

いと考えており，それが結局は，国際地区の

設定にまで進むことを望んでいる。（理45－

46）

　理事会は，知己と友情を深めるための，激

励的性質の会合に出席するロータリアンは，

彼等のクラブ或は彼等の地区内のクラブを公

式に代表しているものではなく，又，彼等の

国のロータリアンを代表しているのでもない。

従って，R．1．理事会はこのような感激的会合

に出席した人々によって採択された決議を，

たまたま出席したロータリアンの所属国のク

ラブ，地区或はロータリアンの意志表示とは

看徹さないものであることを，指摘している。

（理　48－49）

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ・東地申

海地域のガバナーに対し，彼等の地区内で2

ヵ国以上に亘るロータリーの会合を開く場合

には，通貨の外国持出し禁止によって生ずる

困難解消の一方法として，又，会合の開かれ

る地区のロータリアンと，他の国からの来会

者との間に，永遠の友情をつくり上げるため，

他国からの来会者を，会合開催都市のロータ

リアンの自宅に宿泊せしめるよう，考慮すべ

きことを示唆している。勿論，どの国の通貨

に関する規則にも違反しないよう常に注意を

払うべきことは当然である。（理48－49）

　地域社会，国家及び世界の一般福祉はロー

タリアンにとって関心事である。そしてこの

ような福祉にかかわる公共問題の功罪は，ロ

ータリアンが自己の意見をまとめる上の啓蒙

手段として，クラブ会合における公正かつ理

知的研究及び討議の対象として適切な課題と

いうべきである。

　しかしながら，国家間連合会では，政治的

性質を持った世界問題又は国際政策に関して

決議乃至見解を採択したり配布してはならな

い。又これに関して団体行動を起こしてはな

らない。国家間連合会は，政治的性質を持っ

た特定の国際問題の解決のために，クラブ，

国民，政府に対して嘆願してはならない。又，

書状，演説，提案を配布してはならない。国

家間連合会は，公職に対する如何なる候補者

も支持又は推薦してはならない。又如何なる

国際的集会においてもかかる候補者の長所又

は短所を討議してはならない。（理69－70）

国家間の訪問（lntercountry　Visits）

　ロータリアンの集団によって，国家間訪問

の計画を立てたならば，関係各ガバナーに相

談し，ガバナーは又相互に相談して，お互い

に受入れることができるか或はその旅行が妥

当かどうかを協議するものとする。

　このような訪問がたとえガバナーの間で妥

当であると意見が一致した場合であっても，

この訪問は国際ロータリー又はその役員が責

任をとる如何なる意味の公式な訪問と看倣さ

れることはなく，又，訪問する方もされる方

も，明確にそのように指示，或は了解されて

いるのでなければ，その属する地区或は国家

を代表することを意味しない。
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　国家間訪問の価値が認められていることを

考慮して，ガバナーは卒先これを推奨しても

よく，又，そのために，国際共同委員会或は

その他のロータリアンの集団に援助を求めて

もよし、。　（理35－36）

　外国訪問旅行は大いに望ましいことである。

ロータリアンは，可能な時にはいつでも，こ

のような訪問の機会を利用すべきであり，又，

これに関連して，地区ガバナーを通じて或は

R．1．事務局の援助を得て，旅行のコースに当

るクラブと連絡を取り，訪問するよう努力す

べきである。（理41－42）

国際共同委員会

　　　　（Intercountry　Committees）

　国際共同委員会は，いくつかの国家のクラ

ブ及びロータリアン間の接触を確立する助け

になっている。別々の国のクラブの問でお互

いに訪問しあったり又講演者を交換したりす

ることを奨励する仕事が，この委員会の活動

であるといってよいであろう。（理35－36）

　理事会は，異なる国々の人々の間の理解と

友情を促進するという点に於て，ロータリー

世界の他の地域同様に欧州・北アフリカ・東

地中海地域に於ける国際共同委員会の重要性

を認め，かつその継続と発展を奨めている。

未だこの種の委員会をもたぬ隣接地区或は，

道徳的文化的又は物質的関心を同じくする地

区のガバナーに対し，早く設置するよう勧奨さ

れている。但し，国際共同委員会は，国際ロ

ータリーからの財政的援助なしに活動すべき

ものと了解されている。しかし，理事会はこ

れらの委員会の設置及び活動は，ロータリー・

クラブ及びロータリー地区の独自の活動であ

ると考える；従って，この委員会に関する財

政上の責任は関係クラブ又は地区で負担する

ものとする。（理37－38；50－51；52－53；

53－54；　57－58）

国　際　奉　仕

　理事会は国際共同委員会が運営されている

地区のガバナーに対し，斯様な委員会を組織

するに当って，国際共同委員会の委員は連続

3年を越えて留任せざるものという規定を設

けるよう示唆している。（理58－59）

　欧州大陸・北アフリカ・東地中海地域のガ

バナーは，その地区内のクラブの多くが他国

のクラブとの接触を保持するために現に行な

っている良き事業を更に継続しかつ促進する

ことをクラブに奨励するよう要請されている。

理事会は，このような接触を結ぶに当って各

クラブは，同じ位の大きさで同じ程度の産業

文化をもつ町のクラブを相手に選ぶべきであ

り，又，重複を避けるために，選んだ相手に

通告する前に，地区ガバナーに相談すべきで

あることを示唆している。このような接触か

ら，できるだけ良い結果を生ずるようにする

ため，関係両クラブの全会員或は一部の会員

が，実際に相会するよう精々努力を払うべき

である。

　理事会は，欧州大陸・北アフリカ及び東地

中海地域所属のクラブで既にこのような他国

のクラブとの交歓を行なっているクラブを推

賞し，そしてすべての国のクラブも同様な活

動に考慮を払うことを奨めている。（理48－

49）

　1960年の国際大会は次の決議を採択した：

　第51回年次国際大会に参集した国際ロー

タリーは，隣接国家間に理解と親善を進展せ

しめるため，特に国境に近接して両側にある

ロータリー・クラブの連合会及び，他の活動

及び接触に関連して，国際共同委員会の活動

を増進すべきことを決議する。（国際大会決

謬義　60－43）

　理事会は地区ガバナーに次のことを示唆し

ている。

　a）国際共同委員会の存在する処或は設置

すべく提案せられている処では，関係してい

る国又は1団の近接地区の地区ガバナーは，

自国と近接国間の国際共同委員会の活動を監
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督しかつ推進する上に，又自国のクラブと

他国のクラブ間の接触を準備する際のガバナ

ー補佐として有資格ロータリアン1名の任命

を考慮すること；及び斯様なロータリアンの

任命に当っては，斯様な国際共同委員会の仕

事に継続性を保証するため，3年以上6年以

内の任期を与えることを考慮すること。

　b）実行できる場合には，非常に離れてい

る国家間の国際共同委員会の設立及び連絡係

りのコンタクト・クラブの指定を考慮すべき

である。かつ斯様な国際共同委員会の委員は

“パートナー”国への訪問を考えているロー

タリアンの中から指名されるべきであること。

　c）国際共同委員会の設立された国又は1

団の近接地区における各々の地区大会におい

ては，年間の委員会活動に就いて委員長の報

告がなされ，その報告は地区の経費を以て出

版し地区の全クラブ及び申央事務局に送付す

ること。．

　d）国際共同委員会は関係地区ガバナー

（複数）の諮問機関の資格においてのみ行動

するものとする。（理60－61；69－70）

　一部の地区は地区資金を通じて支出される

人頭割寄付によって国際共同委員会資金を準

備する方法を取っている。

　かかる資金をつくるということはもっぱら

関係地区の問題であり，かかる資金の分担は

自発的に行なわれるべきもので人頭分担税の

形において個人ロータリアン或はクラブに強

制できないものであり，かつロータリーにお

ける会員の費用は最小限度に止めるべきこと

になっている。以上の理由から，理事会は，

ロータリーの適切な運営と発展に国際共同委

員会資金が必要と思われる場合の望ましい手

続きとして次のことを推奨している：

　　国際共同委員会委員長及び／又は選任の

　有資格ロータリアンは当該委員会又は有資

　格V　一一タリアンの担当業務に必要な経費を

　調査研究し，予算を作成し，それを所属地

　区のガバナー及び資金委員会又は関係地区

　ガバナーのグループに提出する。国際共同

　委員会資金又は選任有資格ロータリアンの

　ための資金に対する分担の要請は，関係地

　区ガバナー全員の承諾を得た場合に限り行

　なわれるべきである。

　　有資格ロータリアンはその任期中，資金

　管理者となり，監査ずみの計算書並びに活

　動報告を関係地区ガバナー及びその後任者

　に提出すべきである。

　理事会は国際共同委員会資金に関与してい

る地区ガバナーに対し，本資金は国際共同委

員会の財産であって，特定ロータリアンの個

人的財産ではない旨を明記した銀行預金とし

て保管することによって，当該ロータリアン

の死去の際などに委員会を保護することを考

慮するよう示唆している。（理68－69）

国境善隣会議

（International　Borderl　ine　Meetings）

　理事会は，ロータリー・クラブ並びにその

他のものが，国境線会議を開いて，平和協議

会を催し，自国と隣接の国々の市民の間に理

解ある態度と善隣関係を推進するための活動

を開始することに努力するよう奨励している。

（理64－65）

国際ロータリーの他団体への参加

　（R・1．Participation　in　Other

　　　　　　　　　　Organi　zations）

ー
匿

　

t

E

　国際ロータリーは，加盟クラブの活動が屡

鑓繋鑑潔警㌢三二雛緬1
団体の有用な活動に関心を持ちこれを認める

ものではあるが，如何にその活動が立派なも

のであっても国際ロータリーそのものとして

その活動に積極的に参与し又は，それを確認
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することはしない。特に次のようなことは国

際ロータリー又はその加盟クラブの活動範囲

内にあると考えられていない。

（1）他の団体の会員になること；

（2）単にオブザーバーとしての代表をおく

　　ることを認める場合は別として，他の団

　　体の活動に団体として参加すること；

（3）他の団体にクラブ又はロータリアンの

　　名簿を提供したり，又，他の団体のため

　　に文献を配布すること。

（4｝他の団体の計画又は活動を賛助するこ

　　と。（国際ロータリーと他の団体に関す

　　る方針の声明書145－146頁参照）

国　際　奉　仕

世界各国に関する文献

　（Literature　Re　Various　Countries）

　世界の各国に関する歴史的或は枝術的知識

を載せた小冊子或はパンフレットの類を編集

することは，国際ロータリーのなすべきこと

ではない。というのは，このような知識は，

既に他の権威ある筋から発行されているし，

大抵の国に関する適切な説明は図書館でわか

るからである。国際ロータリーは各国に於け

るロータリー活動，或は，ロータリー活動の

遂行に必要であってしかも他では入手できな

い情報の蒐集，編纂，配布に当ることに限定

すべきである。（理34－35；59－60）
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国際大会における立法

（Legislation　at　Convention）

規定審議会（Council　on　Legislation）

規定審議会は，3年毎に，国際大会の一部

として開かれる。規定審議会は，国際ロータ

リーの立法機関であり，国際ロータリー細則

第9条に定める議員約400名によって構成さ

れる。審議会の会議は，理事会の決定により，

国際大会の前に，その開催地またはその付近

で開かれる。

　審議会は，提出された立法案件のすべてに

ついて審議，決定を行ない，その決定は，後

で，国際ロータリー細則の規定によって行な

われるクラブの議決に従う場合を除いては，

すべて国際大会の決定とされる。（国際ロー

タリー細則，第9条，第10節（f）および（g）項

参照〉

規則制定（Enactments）

　国際ロータリー定款及び細則並びに標準ク

ラブ定款の改正は規則制定という形で行なわ

れる。規則制定を提案し得るものは，クラブ，

地区大会，グレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内国際ロータリーの審議会もしくは大会，

規定審議会及び国際ロータリー理事会である。

　国際ロータリー定款もしくは細則又は標準

クラブ定款を改正しようとする如何なる提案

も，規定審議会が開催されるロータリー年度

の8月1日までに事務総長に送達されていな

ければならない。事務総長は，その写しを規

定審議会が開かれるロータリー年度の11月1

z

日までに各クラブの幹事に郵送し，そして正

式に提案されたすべての改正案を審議会に直

接回付すべきものとする。（国際ロータリー

定款及び細則並びに標準クラブ定款）

　規定審議会が開催されるロータリー年度の

8月1日後に事務総長によって受理された国

際ロータリー定款及び細則並びに標準クラブ

定款の改正案については，（事務総長がその

改正案を事務総長に送付した旨の通知を，郵

便，電報，無電又は電話によって，8月1日

以前に受け付けていた場合でも）理事会は，

国際ロータリー定款及び細則並びに標準クラ

ブ定款の条項に照らし，これを，国際ロータ

リー定款及び細則並びに標準クラブ定款の規

定に従って正当に提出されたものとみとめず，

したがって事務総長は次の規定審議会へも，

また国際ロータリー加盟クラブへも，審議会

の審議に付する目的で，これを回付してはな

らないものと考える。

　正当に提出された改正案の本文は，その提

案が審議される規定審議会の開催されるロー

タリー年度の8月1日までに，国際ロータリ

ー中央事務局の事務総長の許に届いていなけ

ればならない。（理54－55）

　国際ロータリーの組織規定中，種々の提案

や文書に関する特定の日付について用いられ

ている「事務総長に提出」，　「事務総長に送

達」その他類似の文言は，発送者は，当該提

案や文書類が指定されている日付までに事務

総長に受理させられてその手許にあることと

なるように時期と方法を考えて発送しなけれ

ばならないという意味に解することとなって

いる。（理63－64）
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決議（Resoluti。ns）

国際大会における立法

　単に意見を表明するか，或は国際V一タリ

ー定款及び細則又は標準クラブ定款を改正す

ることなしに方針又は手続きを設定又は廃止

するためにする規定審議会又は国際大会の決

定は，決議という形で行なわれる。

　決議案を提案し得るものは，クラブ，地区

大会，グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーの審議会もしくは大会，規

定審議会及び国際ロータリー理事会である。

　決議案は，すべて，規定審議会が開かれる

ロータリー年度の4月1日までに，書面をも

って，事務総長に送達されなければならない。

ただし，規定審議会又は国際ロータリー理事

会提案の決議案については，審議会の会期が

終わるまでは，これを受理し，審議会でその

表決を行なうことができる。

非常時立法（Emergency　LegisIation）

　国際ロータリー細則（第6条，第2節）は，

次のように規定している。すなわち，全理事

会員の3分の2の多数によって表明された理

事会の意見として非常事態が存在するものと

されたときは，

　（1）国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，又は決議案は，本細

則第21条第3節又は標準クラブ定款第14条第

3節または本細則第9条に定められている方

法による手続きを経ることなく，規定審議会

が開かれることになっていない年の国際大会

において票決に付することができる。但し，

時間的に可能な限度で，これらの規定に定め

られている手続きを踏まれなければならない

ものとする。

（2）国際ロータリーの定款を改正しようと

するものでない制定案，または決議案で，規

定審議会が開かれることになっている年の国

際大会中，またはその前の所定の提出期限を

過ぎたときに受理されたものは，本細則第21

条第3節または標準クラブ定款第14条第3節

または本細則第9条に定められている方法に

よる手続を経ることなく，前記国際大会にお

いて票決に付することができる。但し，時日

が許す場合には，このような非常時の制定案

および議決案も，前記国際大会における規定

審議会に提出して，その決定に付すべきもの

とする。

　非常事態下にこれらの規定に基づき規定審

議会または国際大会によって表決の行なわれ

る制定案又は決議案を採択するためには，出

席者の投票の中3分の2の賛成票を要とする

ものとする。

立法案集

（Booklet　of　Proposed　Legislation）

　理事会は，制定案及び決議案を載せた小冊

子を一部ずつ，各加盟クラブの幹事，国際ロ

ータリーの全役員及び全委員並びに「R．1．ニ

ュース」の配布を受けているその他の者の全

部に配布することを承認している。各クラブ

及び地区大会も申込めば別に入手できること，

又規定審議会で使用できることはもちろんで

ある。（理38－39）

　事務総長は，英語で書いた立法案の小冊子

を出版し，全クラブへ一部ずつ配布すること

及び英語以外の国語を使用するクラブのため

に，もしできれば，その国語による議案の概

要を一緒に配布することができる。（理63－

64）

　理事会は，制定案又は決議案に関して提案

者その他から提出される付帯説明書は，立法

案集に載せる背景事情に関する記事作成に役

立つ資料としてこれを受け入れるが，必ずし

もそのままを同冊子に掲載するとは限らない
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とすることに意見の一致をみた。（理53－54；

56－57；60－61）

　加盟クラブ及び規定審議会の地区クラブ代

表者が提出された立法案について十分な知識

を得るようにするため，国際ロータリー定款・

細則委員会が提出された立法案本文申に不適

当とみとめられるものを発見した場合には，

立法案の提案者に対し，規定審議会に提案し

ようとする改正の意図について事務総長に報

告するように依頼し，よってその意図を審議

会の開かれる前に予め加盟クラブに発表でき

るように措置する。この報告は，加盟クラブ

への発表の関係上，当該立法案を審議する規

定審議会が開かれる前の1月1日までに，中

央事務局において事務総長に受理されるよう

にしなければならない。

立法案の検討

　（Review　of　Proposed　Legislation）

理事会は，

a）国際ロータリーの立法手続きの全般お

　よび立法案に関する詳細について，クラ

　ブ並びに地区が関心を探め，それらに通

　じた上で立法手続きに参加するようにさ

　せるために，現在行なわれている諸活動
　　　　の
　を強化するのみならず，新しい手段，方

　法が考案されるべきであるとすることに

　同意し；

b）国際ロータリーの元役員，現役員及び

　次期役員のためのロータリー・インステ

　ィチゥトのプログラムに，立法案の討議

　を含めることを勧告かつ奨励し；

c）立法年度には，地区大会の数回の本会

　議のうち少くとも1回を立法案の討議に

　当てることを，地区ガバナーに勧告し；

d）立法年度には，立法案を検討，討議す

　るための臨時地区会合を開催することを，

　地区ガバナーに奨励する。（理71－72）

v

立法案を検討するための地区会合

　　（District　Meetings　to　Study

　　　　　　Proposed　Legislation）

　理事会は，1）　国際ロータリー規定審議会

で審議される立法案の正しい理解をはかり，

2）規定審議会への地区内クラブ代表者が立

法案の各案件に対する見解についてクラブの

総意を知ることができるようにするため，各

地区のガバナーが，立法案の審議が行なわれ

る年度に，地区内各クラブの代表を招集して

地区会合を開催することを勧める。

　理事会は，規定審議会のクラブ代表議員及

び国際大会へのクラブ代議員（（該当者がいる

場合）に対し，審議会や国際大会に参加し，

かつ，立法案に対する地区内クラブの総意の

みならず，これに関する審議会及び国際大会

における討議も考慮した上，各自の最善の判

断に従って投票することを認めるということ

は，国際ロータリーにとって最大の利益とな

るものと信ずる。従って理事会は，規定審議

会のクラブ代表議員および国際大会へのクラ

ブ代議員（該当者がいる場合）が，立法案に

対する賛成もしくは反対の投票を拘束する指

示によって，その行動を制約さるべきでない

とすることに意見の一致を見た。（理69－70）

規定審議会（Council　on　Legislation）

　国際ロータリー細則第9条により，規定審

議会は，3年毎に，国際大会の一部として開

催され，約400名の議員をもって構成される。

審議会は，提出される立法案のすべてを審議

しこれに関する決定を行なう。
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規定審議会へのクラブ代表者

　　（Representatives　of　Clubs　on

　　　The　Council　on　Legislation）

国際大会における立法

られるためには，審議会のクラブ代表議員の

　理事会は，地区が，その地区のクラブの代

表として規定審議会の任務を行なわしめるた

めに，有資格者のうちから，最も適格で経験

の豊かなロータリアンを選抜することが望ま

しいと考える。（理67－68）

　理事会は，

　a）規定審議会の地区内クラブ代表者の選

　　挙は，指名委員会手続きによる場合にも

　　その他の場合にも，規定審議会の議員の

　　任務を遂行する者として，求め得る最適

　　格者が選出できるような方法によること

　　が重要であることを強調する；

b）一人のロータリアンが，連続2回を越

　　えて，規定審議会の地区内クラブ代表者

　　をつとめることのないようにすることを

　　勧告する。（理71－72）

　国際ロータリー細則（第9条第2節）は，

規定審議会のクラブ代表者は次の任務を有す

観いてしとのもる

立駕合会の区地の他のそや会大区地
1
。

資格要件および任務をよく調べたうえ，次の

ことをしたため，これに署名した念書を事務

総長に提出しなければならないとしている。

1．審議会のクラブ代表議員の資格要件，

任務および責任をはっきりと心得ている

　こと；

2．前記の任務および責任を引受け，それ

を誠実に履行するための資格要件，意思，

および能力を有すること；

3．審議会の会議に，会期の全部を通じて

出席すべきこと。

規定審議会の手続規則（Rules　of

Procedure　for　Councilon　Legislation）

法案を討議すること；

2．　ロータリーの問題に関する現在の自分

　国際ロータリー細則は，その第9条第10節

（a）項で，規定審議会はその都度，審議の進め

方を律するために心要と考える規則を採用す

るものとし，但し，この規則は細則の他のす

べての規定に反しないものでなければならな

いと規定している。1974年の国際大会で・規

定審議会は，その審議の進め方を律する手続

規則として，国際ロータリー理事会が国際ロ

ー一 ^リーの諸会合で使用するよう推奨してい

る規則に審議会が改正を加えたものを採用し

の地区内の意向をよく知っておくこと；

3．審議会に提出された制定案および決議

た。（167－174頁理事会推奨の会議運営手

続規則参照）

案のすべてに批判的な考察を加え，審議

　会に自分の見解を適確に伝えること；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録（Record　of　Proceedings）
4．国際ロータリーの公正な立法当務者と

して行動すること；

5．審議会の会議に，会期の全部を通じて

　出席すること；

6．審議会終了後，審議会で行なわれた審

議について地区のクラブに報告をするこ

と。

細則は，さらに規定を設け，ロータリアン

が審議会のクラブ代表議員となることを認め

　中央事務局には，審議会の議事を遂語的に

記録したものが，参考用図書として綴じ込み

にしてあり，ロータリアンは誰でも，それを

調べたり読んだりすることができる。ロータ

リアン又はロータリー・クラブから規定審議

会の遂語的議事録の一部又は全部の写しを求

めてきた場合には，事務総長が，原文の写真
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複写を，その1頁当りの事務局内作成費によ

って計算した実費で，ロータリアン又はロー

タリー・クラブの希望に応じることになって

いる。（理56－57；62－63）

立法案提出の方法
（Method　of　Propos　ing　Legi　s　1　at　i　on）

　立法案はすべて国際ロータリー定款及び細

則並びに標準クラブ定款の規定に合致したも

のでなければならない。又，現行の組織規定

又は以前に採択された決議による規定で今な

お効力を有するものと重複してはならない。

　クラブが規定審議会に立法案を提出しよう

とする場合の手続きを以下に示すと：案件は

先ずクラブ例会で理事会からクラブに提出さ

れなければならない。その制定案又は決議案

がクラブで採択されたら，その案がこれこれ

の日時の例会において正式に採択されたもの

であることを証明するクラブ会長及び幹事の

署名した書簡を添えて国際ロータリー事務総

長に送付する。この証明書に，立法案を提出

するに至うた事情としての理由や事実をくわ

しく述べながら注意深く作成された説明書が

ついていれば大いに役立つであろう。

　地区大会で規定審議会に制定案又は決議案

を提出することに決定をみた場合には，ガバ

ナー及び地区大会幹事が国際ロータリーに対

して行なう地区大会公式報告の中に，これに

関する報告も含めるようにしなければならな

い。

　R．L細則第9条第10節（b｝項制定案はすべて，

事務総長によって審議会に回付さるべきこと，

但し，R．　L理事会は，すべての制定案の本文

を審査し，定款・細則委員会の勧告があった

ときは，制定案の本文の中の不適当と認めら

れるものについて，提案者に通告をしなけれ

ばならないζととしている。

　R．1．細則は更に，凡L理事会は，すべての

決議案の本文を審査して，理事会が国際ロー

タリー一一の綱領の枠内にありと判定した決議案

を審議会に回付するように事務総長に指示し

なければならないことと規定している。理事

会が，定款・細則委員会の勧告によって，決

議案が国際ロータリーの綱領の枠内のもので

ないと判定した場合は，審議会の開会に先立

ち，その旨を提案者に通告しなければならない。

そして，その決議案は，その提案者が，当該

決議案を審議会に審議させることにっいて審

議会議員の3分の2の同意を得た場合でなけ

れば，これを審議会に回付してその審議に付

することを得ないものとする。

　理事会は，国際ロータリーの会長及び事務

総長に，理事会に代り，国際ロータリー細則

に規定されている前述の手続きに従って，す

べての立法案を審査する権限を与えている。

（理51－52）

　制定案又は決議案の提案者は，規定審議会

の審議を求めるため提出する議案の本文を，

適切な書式と内容によって作成する責任を負

う，理事会は，細則の規定に基づき，国際ロ

ータリーの定款・細則委員会からの勧告があ

ったときは，提案者にその制定案本文の不適

当な個所について通告し，提案者が必要かつ

望ましいと考えるような方法でその制定案本

文の不適当な個所を調整するのを助けること

ができる。しかし，理事会，定款・細則委員

会及び事務総長は，いずれも，理事会以外か

ら提案された立法案の本文又はその修正を，

提案者に代って起草する権限を持っていない。

（理65－66）

　理事会は，ロータリー・クラブ又は地区が

組織に関する規定の改正を必要もしくは望ま

しいと考える場合，その改正を行なうための

立法案は，理事会でなく，当該クラブ又は地

区がこれを発議すべきであるとする考えであ

る。（理70－71）
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1
様式（Form）

立法案は，次のような様式で提出する慣例

になっている。

制　定　案

（簡潔に提案の要旨を書く）

提案者

　第　　回年次国際大会において，国際ロ

　ータリーは，　　　　　（定款，細則等改

　正にかかわる規定名を掲げる），第　　条

　第節を，第条第節中の
　　　という字句を削除し，代りに次の字

　句を挿入することによって改正する：

　（新本文を記載）＊

決議　案

（簡潔に提案の要旨を書く）

提案者

第　　回年次国際大会において，国際ロ

ータリーは次の如く決議する：

　（以下決議案文を記載）＊

国際大会における立法

1910年から1942年に至る国際大会決議

の状態（Status　of　Convention

　　　　　Resolutions，1910－－1942）

理事会に対する建議案

　　　　　　　（Memorial　to　Board）

　クラブ又は地区大会は，制定案又は決議案

を提出する代りに，案件に関し，書面を理事

会に提出し，これにっいて適当と認められる

措置を理事会に任せることによって，その目

的を達することとする取り決めを行なうこと

ができる。

＊注：制定案及び決叢案には，提案の経緯及び趣旨に

関する説明書を添付する。

　クリーブランド国際大会に於ける決議の成

文規定化：1925年現在に於て，1910年から

1924年までの間に国際大会で採択された決議

は数百に及んでいた。

　1925年くクリーブランド）の国際大会は決

議25－17を採択したが，その中で前記の決議

の内から約25を挙げて，これらを「国際ロー

タリー定款及び細則中の基本的な規定を解釈

及び補足するものとして完全に効力を有する」

ものとすると同時に，「その他の187の決議」

については，すべて，その目的を果たし，も

はやR．1．の役員又はR．1．のクラブに対して拘

東力を有しないものとする旨を宣言した。

　ダラス国際大会に於ける決議の成文規定化：

1929年，ダラス国際大会は決議29－12を採択

し，クリーブランド国際大会の決議25－17で

有効なものとして列挙された25余りの決議の

原文を廃止し，これらの決議を規定化して編

集したものをもってこれに代えた。

国際大会決議の審査

（Survey　of　Convention　Resolutions）

　1941年，デンバー国際大会は次の決議を採

択して，理事会が，随時，国際大会決議のう

ちの特定のものにつき，その効力を失ったも

のとする決定を行なうことができるようにし

た。即ち，

　「第32回国際大会に参集の国際ロータリー

は以下の通り決議する。国際ロータリー理事

会は，国際大会で採択せられ現に効力を有す

る決議の内で，いずれが儀礼的もしくは一時

的なものと考えられるか，いずれがその後に

制定されたものによっておきかえられ，従っ
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てもはやその効力をみとめる必要がなくなっ

ているか，又は，その決議が採択せられた国

際大会の議事録以外には手続要覧その他の国

際ロータリーの出版物に載せる必要のないも

のかについての判定を随時行なう権限を有す

るものとする。この場合において，前記のよ

うな決議に関する理事会の決定が，会長又は

事務総長により，この決定の行なわれた年度

の終りに於ける国際大会に対する報告で，加

盟クラブに了知させらるべきことは言うまで

もない。」（デンバー国際大会決議，41－8）

　前述の決議41－　8に基づき，理事会は，

1941－42年度およびその後3回にわたって国

際大会決議の審査を行なったが，その結果，

審査した決議のうち，あとで廃止され，改め

て制定されたものによっておきかえられたも

の，またはすでにその目的を果していてもは

やその効力の存続をみとめる必要のなくなっ

ているものが決定された。理事会の行なった

国際大会決議審査の記録については，その全

文が，1942年6月のR．1．理事会，1971年4月一

5月のR．1．理事会，1973年4月一5月のR．1．

理事会および1975年5月一6月のR．1．理事会

の各議事録に収められている。
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ロータリー・クラブの会員身分

（Membership　in　Rotary　CIubs）

　標準クラブ定款（第5条）には会員の種類

は，正会員，シニア・アクチブ会員，パスト・

サービス会員及び名誉会員の4種類とする旨

規定されている。

　会員の資格条件，会員身分の持続，会員選

考委員会及び会員増強委員会の任務，会員選

考の方法等についてはクラブ定款及び細則に

その規定が見られるであろう。

　理事会は事務総長に対し，各クラブが国際

ロータリー定款及び標準クラブ定款に示され

ている会員身分及び職業分類の必要条件を充

していない人を入会させることについて，屡

屡誓告を発するよう要請している。

二重会員（Dual　Membership）

　何人も，同時にいくつかのクラブにおいて，

正会員，シニア・アクチブ会員，又はパスト・

サービス会員の籍を持つことは許されない。

（国際ロータリー細則第3条，第5節）

会員身分は個人のもので会社のもので

はない　（Membership　lndivi　dual　一　Not

　　　　　　　　　　　　　　Firm）

　ロータリーの会員身分はあくまで個人個人

のものと考えられるべきであって，個々の会

員が代表している共同企業体（Partnership）

又は法人（Corporation）のものではない。

（ダラス大会決議，29－12，第3条第1節）

会員の事業場又は住居はクラブの区域

内になければならない　（Business　or

Residence　Must　Be　Within　Territorial

　　　　　　　　　　　　　Limits）

　クラブの各正会員は，クラブで分類される

職業に，自ら親しくかつ現実にたずさわって

おり，そしてその事業場又はその住居がクラ

ブの区域限界内にあることを要する。ただし

別段の規定による場合はこの限りではない。

（ロータリー・クラブ定款第5条，第2節）

　ロータリー・クラブが事業場乃至は住居を

基準とする正会員に関する標準クラブ定款の

規定を実施する場合め参考並びに指針として，

理事会は，クラブが正会員候補者を審査する

に当って他の条件がすべて同等である場合に

は，クラブで分類される予定の職業にクラブ

区域限界内で自ら親しくかつ現実にたずさわ

っており，かつ又その事業場をクラブの区域

限界内に持つ候補者を優先させるべきことと

するとの公式見解を記録する。（理68－69）

　ロータリー・クラブの正会員身分に関連し

て述べられる「事業場」とは，正会員又は推

薦されている正会員候補者が通常彼の実業又

は専門職業活動をなし，責務を果たす所を指

すものと了解されている。（理61－62）L

　理事会は，ロータリー・クラブの正会員の

資格条件に関する定款細則申に用いられてい

る「住居」という語及び所属クラブの区域限

界内或はその周辺地域内に居住するロータリ

アンという語句は，その個人の主たる居住地

を指すものと了解されている。（理69－70）
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アディショナル・クラブの会員

　　（Membership　in“Additional”

　　　　　　　　　　Rotary　Clubs）

　国際ロータリー細則第1条第1節の規定に

従い，或るクラブがアディショナル・クラブ

結成を承認するためその所在する市行政区域

の一部を放棄し，そしてその元のクラブがア

ディショナル・クラブの区域内からその事業，

経営任務又は専門職業としての活動が全市，

全区又はその他の自治体全区域にわたる者を

会員として入会せしめる権利を保留しかっ行

使する事情の下においては，アディショナル・

クラブも，その事業，経営任務又は専門職業

としての活動が全市，全区又はその他の自治

体全域にわたる者も含めて，アディショナル・

クラブの区域内に事業場又は住居を有する如

何なる有資格者をも，適当な職業分類の下に，

その会員に選ぶことができる。斯様な場合に

は両クラブとも国際ロータリー細則第3条第

5節の規定に十分注意して同一人が2クラブ

以上の正会員，シニア・アクチプ会員，又は

パスト・サービス会員にならないようにしな

くてはならない。（理59－60）

　いずれか一つのクラブで5年以上正会員で

あった者は，そのクラブの区域限界内にその

事業場も住居も持たなくなった場合でも，彼

の新しい事業場又は住居がクラブの存在する

市の行政区域内にあれば，その正会員の身分

を保持することができる。

他の団体の会員

　（Membership　in　Other　Organizations）

　ロータリー・クラブ会員は他のサービス・

クラブに入会して，その関心と精力を分散す

ることは遠慮すべきである。（ダラス国際大

会決議，29－－12，第3条第4節〉

　ロータリー・クラブにおける会員の責任を

果たすためには，ロータリアンは他の奉仕ク

ラブ又は同種の団体の会員となってはならな

し、。　（理　60－61）

　ロータリアンが他の奉仕クラブ又は類似団

体の会員となることに関するダラス国際大会

決議及びそれ以前の国際大会決議，及びロー

タリー・クラブ理事会が十分な理由ありと認

めた時は，理事会はその会員の身分を終結せ

しめることができるという標準クラブ定款の

規定に考慮を払う時，ロータリー・クラブ理

事会は，所属クラブ会員が他の奉仕クラブ又

は類似団体においても引き続き会員であった

ために，所属ロータリー・クラブに対する義

務を果たさなかったと理事会が判断した場合

それは，その会員の身分を終結せしめるに十

分の理由と看倣することができる。（理60　一一

61）

外交官及び領事　（Diplomatic　and

　　　　Consular　Representatives）

　外国政府代表者の仕事が比較的重要な地方

に於ては，外交官及び領事等を名誉会員とし

て入会せしめることによってクラブ内にその

業務を十分に代表させるのがよい。（理42－

43）

公職者の会員身分　（Membership　of

　　　　　Public　Offiice　Holders）

　特定期間，公職に選挙又は任命されたクラ

ブの正会員は，その在任中，かかる選挙又は

任命の直前に，彼がそのクラブで持っていた

職業分類の下に引き続き正会員身分を保持す

ることができる。（国際ロータリー細則第3

条第8節）
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名工（Skilled　Craftsmen）

　標準クラブ定款の枠内に於て，そこに規定

された条件に合致する技術のすぐれた名工を

ロータリー・クラブに入会させる規定はでき

ているのである。従って，その技術以外の点

に於て入会の資格を十分有する名工をクラブ

に入会させるために，この規定を修正する必

要はない。（理45－46）

「移籍会員」　（“Transferred　Members”）

　ロータリー・クラブの会員がその会員身分

を或るロータリー・クラブから他のロータリ

ー・ Nラブに移籍できるという規定は何処に

もない。

　一つの都市から他の都市に移転する会員が，

ただ移転したという事実だけによって，移転

先の都市のクラブの会員たり得るという所謂

「移籍会員」という会員身分を確立すること

は，各クラブの会員選挙に関する自主性を冒

すものであり，又職業分類による会員身分の

原則に反して，職業分類が二重になる結果を

来たす場合が多い。理事会は職業分類の重複

を生ずるようなロータリー・クラブにおける

如何なる会員身分規定にも賛成しない。（理

38－39；61－62）

　国際ロータリー細則並びに標準クラブ定款

には，ロータリー・クラブはその職業分類を

保持している会員の承諾を条件として，総て

いずれかのロータリー・クラブの正会員であ

った者で，その現実にたずさわっている事業

の場所がそのクラブの区域限界内にありかつ

他の会員たるべき資格条件が備わっている者

をアディショナル正会員に選ぶことができる。

但し斯く選ばれた如何なる会員も彼が元所属

クラブにおいて分類されていた職業分類下で

そのクラブ区域限界内にて現実に職業活動に

会　員　身　分

従事しなくなったという唯一の理由により退

会したのでなければならないと規定している。

然しこれは「移籍会員身分」を規定するもの

ではないのであって，この規定によるアディ

ショナル正会員の選挙はあくまでも彼を選挙

し得るクラブの意志によるものである。

　クラブの区域限界外へ移転する正会員に対

しては，移転先の地域社会にあるロータリー・

クラブを訪問し，そのクラブの人々と知合い

となるために，クラブ理事会の承認により，

1ヵ年を越えない期間の特別賜暇が与えられ

る。但し同一の職業分類の下に現実に活動し，

出席その他ロータリー会員としてのすべての

義務を守り続けることが条件である。会員身

分の終結は，許可された賜暇期間の終了後初

めて発効するものとする。（ロータリー・クラ

ブ定款第8条第2節（a）項）

　地域社会に元ロータリアンが移転して来て

おり，かつ彼が標準クラブ定款第5条第5節

（b順の規定又はその他により会員に選挙され

得る有資格者であることを当該地域のクラブ

が知ることができるよう，各クラブの役員は，

適当と思われる場合，判明している元会員の

移転先の地域社会のクラブへ斯様な元会員に

関する情報を提供するよう奨励されている。

（理65－66）

国籍別のグループからの会員

　　（Membership　for　Men　of　Various

　　　　　　　　　　Nationalities）

理事会は，国籍の違った人々のグループ

（外国で生まれた者又はその子孫）が存在す

る都市のクラブが，その都市内のそれらの人

人を同化する手段として，これらのグループ

からロータリアンたる資格を十分に備えてい

る人々を入会させるよう考慮を払う方がよい

との示唆をしている。この目的とする処は，

彼等をクラブに入会している国籍の異なる人
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人とより親しくさせ，かつ彼等がその所属グ

ループの他の人々に対しても有益な影響を与

えてその交際範囲をグループ内に限定せず，

その住んでいる国の不可欠な国民ということ

を自覚させるためである。

　このことを行なうための手段はロータリー・

クラブの会員資格に関する規定の中に既に含

まれているから，特別な規定を設ける必要は

ない。只都市内に住む国籍を異にする人々か

ら会員を求めることが望ましいという点にク

ラブの注意を向けたというのが理事会の考え

である。（理44－45）

名誉会員（H・n・rary　Membership）

　各クラブは名誉会員の資格をロータリーの

理想推進に著しい功績のあった人だけに限り，

これを濫用しないようにすべきである。

名誉会員の地位はロータリー・クラブが与え

得る最高の栄誉であり，従って特別な場合に

のみ与えられるべきものである。もし名誉会

員を勝手にどんどんつくるようなことがある

と，ロータリーの会員選考の規定を如何に完

全に守ろうとしても意味のないものになろう。

（理52－53）

ロータリー財団学友に対する会員身分

　　（Membership　for　Rotary　Foundation

　　　　　　　Fellowship　Alumni）

　職業分類による会員身分の基本原則の枠内

において，元ロータリー財団奨学生がやがて

彼の職業上の基礎の下にロータリー・クラブ

の会員としての資格が生ずることは十分期待

できることである。然しながら，ロータリー

財団学友のために斯様な名の下に特種の会員

身分とか職業分類を設定することはロータリ

ーの職業分類の原則と一致しないが故に望ま

しくない。（理58－59；61－62；66－67）

　ロータリー財団奨学生を奨学生たるの故を

以て名誉会員に推薦せんとすることは甚だ望

ましくない。（理52－53；58－59）

同一のクラブで同時に正会員及び名誉

会員になること（Active　and　Honorary

　　　　　Membersip　in　Same　Club）

　同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を

兼ねることは，そのような会員の権利，特典，

責任を決定するに当ってクラブ内に常に混乱

を引き越こす因になる。しかし，標準クラブ

定款，又は国際ロータリー細則のいずれにも，

同一のクラブで同時に正会員と名誉会員を兼

ねてはならないという規定はない。けれども，

それらの文書の意図する処はこのような二重

会員となってはならないことを明らかに示し

ているように思われるのである。（理38－39）

名誉会員の特典

　（Privi　1　eges　of　Honorary　Membership）

　クラブ会員に有望な候補者を推薦する特典

を名誉会員が持つことは，国際ロータリー定

款の規定の精神に惇るものと考えられている

ので，その特典を名誉会員に与えることは許

されない。そして各ロータリー・クラブは，

有望な会員候補者の推薦はクラブの暇疵なき

正会員，シニア・アクチブ会員又はパスト・

サービス会員によってのみなしうるという規

定を設けるように，その細則を改正するよう

示唆されている，（理60－61）
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シニア・アクチブ会員

　　　（Senior　Active　Membership）

　理事会（1954－55）及び1964年国際大会の

決定を説明している次の声明書は国際ロータ

リー細則及び標準クラブ定款のシニア・アク

チブ会員身分に関する規定をクラブが適用す

るに際し参考となりかつ手引きとなるもので

ある。

1．　シニア・アクチブ会員身分に関する国際

　　ロータリー細則及び標準クラブ定款の規

　　定は標準クラブ定款を採用したクラブに

　　対して強制的なものである。然しながら，

　　標準クラブ定款の下に運営されていない

　　クラブに対しては強制的ではないがそれ

　　らのクラブもこの規定を採用することが

　　期待されている。

2，若し正会員（職業分類をもつ）がシニア・

　　アクチブ会員になった場合には，その人

　　のアディショナル正会員は自動的に正会

　　員となり得ないのみならずそのアディシ

　　ョナル正会員の身分も終結する。但しク

　　ラブがその人を直ちに入会せしめること

　　を選ぶならば勿論その人は直ちに正会員

　　となる。

3．若しアディショナル正会員が正会員にな

　　った場合（その人の元の正会員がシニア・

　　アクチブ会員になった後で）にはその人

　　のアディショナル正会員として同一企業

　　体から他の人を推薦する権利を有する。

4．　アディショナル正会員はシニア・アクチ

　　ブ会員になれる。斯様な場合，元の正会

　　員はそのまま正会員として職業分類を継

　　続保持して行くものであり，クラブは他

　　の資格ある者を同一職業分類のアディシ

　　ョナルIE会員に選ぶことができる。

5．　シニア・アクチブ会員身分の条件の中に

　　示された「15以上」「10以上」又は「5以

　　上」の年数は連続点であることを要しな

6

7．

8

9

会　員　身　分

い。

シニア・アクチブ会員がその職業から引

退したということはその人のシニア・ア

クチブ会員の身分に何等影響しない。

正会員がシニア・アクチブ会員となり，

その後他のクラブ正会員の保持している

職業分類と同一職業に変ったとしても，

その人は，規定上，シニア・アクチブ会

員としてクラブにおける会員身分を持続

できる。

シニア・アクチブ会員に選ばれるには，

ロータリー・クラブの元会員は総てシニ

ア・アクチブ会員であったか，或はその

人が会員でなくなった時に既に国際ロー

タリー細則又は標準クラブ定款に定めら

れた規定によってシニア・アクチブ会員

身分を持っておらなければならない。

シニア・アクチブ会員は，出席条件その

他の会員としての義務を果たす限り，何

処に住居を持つに至ってもそのシニア・

アクチブ会員身分を続けることができる。

（本声明書了）

シニア・アクチブ及びパスト・サービ

ス会員のバッジと職業分類

　　（Classification　on　Badge　of　Senior

　Active　or　Past　Service　Member）

理事会は，シニア・アクチブ及びパスト・

サービス両会員のバッジには，「シニア・アク

チブ」又は「パスト・サービス」の文字の下

に，括弧で囲んだ（前職業分類　　　　）と

いう欄を設け，その会員がシニア・アクチブ

又はパスト・サービス会員になる直前まで，

保持していた職業分類を書きこむようにし，

更にこの職業分類をクラブ会員名簿やその他

氏名・職業分類を必要とするクラブ記録類に

書き入れておくよう示唆を与えている。（理

45－46）
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英本国及びアイルランドに於ける元役

員とシニア・アクチブ会員資格

（Senior　Active　Membership　of　Past

Officers　in　Great　Britain　and　Ireland）

　1941－42年度理事会は，R．1．・B．1．審議会が

シニア・アクチブ会員資格に関する国際ロー

タリー細則第3条第3節の規定中の「クラブ

の正会員で国際ロータリーの現役員であるか

元役員であった者は自動的にかつ直ちにシニ

ア・アクチブ会員となるものとする」という条

項に対して下した解釈に同意した。その解釈

に従って，英本国及びアイルランド地方に関

しては，R．1．・B．1．審議会の選挙される役員並

びに英本国及びアイルランドの地区ガバナー

で1938年7月より後に退職した者に上記の規

定が適用されることになる。

　国際ロータリーでの過去の役職に言及する

ときは常に，地区ガバナーとしての元の奉仕

という言葉には，グレート・ブリテン及びア

イルランドにおける国際ロータリー代表とし

ての，元の奉仕も含まれると解さるものとす

る。（理66－－67）

再建されたクラブに於けるシニア・ア

クチブ及びパスト・サービス会員身分

　　（Senior　Active　and　Past　Service

　Membership　in　Re－Established　Clubs）

　理事会はシニア・アクチブ及びパスト・サ

ービス両会員身分に関する定款の規定を変更

する機能を有しないことを認める。然し乍ら

戦争のため国際ロータリー一への加盟が取り消

されたクラブが遭遇する困難に対する緊急の

措置として，これらのクラブが再建された場

合，もし希望があれば，そのクラブが国際ロ

ー一 ^リーに加盟していなかった期間をもシニ

ア・アクチブ及びパスト・サービス両会員身

分を定める際に加算することを考慮してもよ

い。（理45－46）

会員数の最小限

　　（Minimum　Number　of　Members）

　理事会は以下の如き方針を確立している：

　ロータリー年度の最初の月に於てロータリ

ー・ Nラブが会員数20名未満と報告した場合

には，地区ガバナーは同クラブと連絡して会

員数減少の理由を訊し，再興について如何な

る手段が講ぜられているかをたしかめるもと

とする。

　地区ガバナーは，その調査の結果を国際ロ

ータリー会長に報告し，かつ会員数の問題の

解決に対して，如何なる援助をクラブに与え

たかを簡単に述べるものとする。（理53・一一・54；

62－63）

クラブの内部的拡大

　　　（EXtension　Within　the　Club）

　国際P一タリー事務総長及び役員はクラブ

の内部的拡大の重要性に重点を置くよう，特

に次の諸点を強調するよう要請されている：

　（1）会員選考及び職業分類両委員会のメン

バーはその任期に継続性をもたせる事が望ま

しいこと；

　②　クラブ所在都市において有用であり，

かつクラブ内に代表されるべき職業の調査を

屡々行ない，これと関連して最新の充填及び

未充填職業分類表（Record　of　Filled　and

Unfilled　Classifications）を永続的に作成，

維持すること；

　（3）空席の職業分類（Unfilled　Classifica・

tion）をクラブに発表する場合は，それらを

全部記載したリストにせず，数個ずつ発表す

るようにすること。（理39－40）
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　理事会は，あらゆる活動分野におけるより

効果的な奉仕を目標とする，特別の継続的会

員育成強化計画を考案し積極的に実行するた

めの基礎として，最新の職業分類表を作成整

備しかつ利用することをロータリー・クラブ

に奨励し続けるべきであると決定した。最新

の充填未充填職業分類表の使用は会員増強に

不可欠のことであり，かつ成果のあがる会員

増強の原型をつくり出すのに役立つ筈である。

会　員　身　分

（理69－70；74－75）

クラブ会員の増強

　（Club　Membership　Development）

　理事会は

　1）地区ガパナーに以下の任務を担当する

地区会員増強委員会の設置を奨める：

　　a）クラブの会員増強委員会特に会員数

　が減少しつつあるか或は殆ど又は全く増加

　していないクラブの会員増強委員会と直接

　に協力活動すること；

　　b）地区の会員増強の進展に関する情報

　をあらゆる地区集会並びにロータリー地域

　研究会に提供し，又求められた場合はそれ

　らの集会やクラブにおいて会員増強に関す

　るプログラムを提供する責任を負うこと；

　　c）地区会員増強委員会の目標達成に適

　切と考えられるその他の活動をなすこと；

　2）地区ガバナーに，会員増強のための諸

活動に関連して分区代理をより効果的に利用

するよう，そして任命したならば，会員増強

に関する分区代理の任務と責任の範囲を明確

に定めるよう奨励する；

　3）　クラブ幹事に会員減少の原因について

の情報を地区ガバナー並びに地区会員増強委

員会に提供することを要請する。そして次に，

地区ガバナー及び地区会員増強委員会にクラ

ブの会員減少防止の援助策を講ぜしめる；

　4）実行可能な会員増強方法として，「5

名で1名の新会員」計画として知られている

次の計画を強調する：

　　各クラブ会長はクラブ会員を5名ずつの

　グループに分ける；各グループの構成は，

　できれば，新会員1名，古参会員1名，元

　会長，現又は元理事，委員会委員長各1名

　とする；各グループ毎に会合し司会者と幹

　事を決める。

　　司会者と幹事の指名後できるだけ早く各

　司会者は自宅又は彼が選んだ他の場所で会

　合を開くこと。各グループはその会合で

　　a）そのロータリー年度内に，なるべく

　前半6ヵ月間に1名の新会員を確保するた

　めに；

　　b）プログラムや計画に関するアイディ

　アを発表しその具体策を考案すること，又

　クラブの健全性と成長と福祉を助長するよ

　うなクラブの管理及び活動面に関する提案

　乃至建設的批判を発表することをグループ

　のメンバーに奨励する。そしてそれらの提

　案や勧告はすべて，クラブ理事会へ提出の

　ため，各グループ幹事が正式な書式にまと

　めるべきである。

　　クラブ会員増強委員会（又はクラブ会長

　が任命する委員長）は全グループ並びにプ

　ログラムの大綱を監督しかつ以下の事項を

　見届ける責任を持つべきものとする：

　　a）司会者と幹事の指名後速やかに会合

　が開かれているか；

　　b）プログラムが推進されており，かつ

　各グループからの勧告事項が会長及び理事

　に達しているか；

　　c）各グループは適格な候補者を推薦し

　ているか；

　5）地区ガバナーに対し，クラブに会員増

強委員会を設けかつそれを積極的に活動させ

ること，そしてクラブ会員増強委員会による

会員候補者推薦ということは決して，会員個

人の新会員推薦の責任を解除するものではな

い点をクラブに力説することを勧奨する；

一125　一一

し
甥
望
巽
達
，
ー
塁
｛
｝

ぎ
奪
　
譲
　
毛
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舞
輩

蓉
髄
奪
嚢
呂
贈
冥
講
ー

iヤ1



　6）居住地に基づくロータリー・クラブ正

会員身分の規定は，国際ロータリー出版物を

通じ又地区協議会や地区大会のプログラムに

おいて続けて発表されるべきこと，及びクラ

ブがこの会員増強方法を理事会の推奨する範

囲内で利用するのを援助すべきことを決定す

る；

　7）会員の増加と若い熱心な会員を獲得す

る方法としてアディショナル正会員規定の利

用を最も強調することを決定する；

　8）地区ガバナーに対し，ロータリー・ク

ラブ情報委員会が例会，炉辺会合，フォーラ

ムにおいて又クラブ会報を通じて会員に情報

を伝えることに更に努力するよう激励するこ

とを要請する；

　9）地区ガバナーに対し，最高の増加率を

示したクラブを適切に表彰することを考慮す

るよう要請する。（理69－70）

　クラブの会員増強委員会の任命に当っては，

推奨ロータリー・クラブ細則に定められてい

る手続きに基づいて，委員会委員に継続性を

持たせる規定を設けることを勧めたい。（理

69－70）

　より適格な候補者を入会させかつ退会者を

減らすための手段として，理事会はクラブに

次のことを奨励する。

　1）内部的拡大のために現行規定を十二分

に利用すること；

　2）　クラブの社会奉仕活動を常にその地域

社会の必要に合致させかつ奉仕を更に一層有

意義なものとすることに絶えず努力すること；

　3）個々の会員を効果的に参加させるよう

なそして会員の関心を引きつけるようなクラ

ブ活動を行なうこと。

　更に理事会は，

　1）各クラブが会員増強におけるそれぞれ

のタイプを調べ，満足すべき成果をあげてい

るか否かを検討し，それから健全な成長をな

しとげるための方法を講ずることの必要性を

強調する；・

　2）　より健全な成長のために援助が必要な

特殊クラブに対し地区ガバナーその他の人々

が努力すべきこと，そしてそれは陳腐な言葉

の勧告などではなく，会員がふえない真の原

因の排除にまともに取組むことを要請する；

　3）　ロータリー・クラブに，「貴地域社会

への移動ロータリアンに関する通知」という

書式（6464－J）の利用を，又，元ロータリ

アンの移動先のロータリー・クラブには，そ

のような元ロータリアンと積極的に接触し彼

の関心や新しい地域社会のロータリー・クラ

ブ会員としての彼の適格性を評価することを

勧奨する。（理69－70）

　理事会は，ロータリーへ新会員をひきつけ，

1又従来の会員をロータリーにとどめておく上

に適切な広報のもつ重要性を，ロータリー・

クラブ，特にその会員増強委員会に対して引

き続き強調することとする意見である。　（理

71－72）

均衡のとれた会員組織

　　　　　　（Ba｝anced　M6mbership）

　実業又は専門職業の分類が片寄らないよ

う，そして同時に地域社会の実業及び専門職

業の実態を代表するように良く均衡のとれた

会員組織を維持しようと努力する場合，実業

又は専門職業の職業分類数が一つ又は限定さ

れている地域社会のクラブは，関連している

職業分類の同一グループ内の別々の職業分類

に入会せしむべき，アディショナル正会員を

含む正会員数の限度を決定するのに困難を感

ずることがある。然し乍ら，その事情は多種

多様であることを考えるならば，斯様な事情

にあるクラブによって採用されるべき制限の

範囲は，当該クラブによって決定されなけれ

ばならないもので，一般に適用できるような

最大限度は国際ロータリー理事会で設定する

ことはできないし又すべきではない。（理59
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一60）

　各ロータリー・クラブは，標準クラブ定款

に規定された職業分類並びに会員選考の原則

に従って可能な限り，クラブの所在地域社会

にあるすべての認められた実業，専門職業又

は団体の各代表者を会員に持つべきである。

　各ロータリー・クラブは毎年所在地域の職

業分類調査を行ない，それによって実業及び

専門職業の真の，広範囲な横断面を表わす均

衡のとれた会員組織をつくるための確実な基

礎となる充填，未充填職業分類表を作成しな

ければならない。　（理62－63）

　理事会は，

　a）シニア・アクチブ会員，アディショナ

ル正会員，住居に基づく正会員，及び事業場

又は住居を他のロータリー地域へ移動する正

会員に認められる1ヵ年を越えない期間の特

別賜暇等に関する規定がロータリー・クラブ

の発展に大いに寄与することを認め，地区ガ

バナーに対し，それらの規定のより活発な利

用を強調奨励することを勧奨し，そして国際

ロータリーの出版物中に同様のことを強調奨

励しているものがあることを指摘する；

　b）地区ガバナーに対し，新会員に対する

入会前後のロータリー情報の重要性をクラブ

に強調し続けるべきことを勧奨する；

　c）地区ガバナーに対し，各ロータリー・

クラブが，その区域限界内に住む適格な実業

人又は専門職業人によって充填され得るよう

な職業分類をも併記した充填未充填職業表を

作成整備すること，及びクラブにおいて開放

された職業分類を発表するのにクラブが定期

的にこの表を利用することを絶えず強調する

よう勧奨する；

　d）地区ガバナーに対し，ロータリー・ク

ラブに若い会員を迎えることの重要牲を絶え

ず力説し，特にアディショナル正会員規定を

フルに利用するよう全ロータリアンを督励す

ることを勧奨する。（理68－69）

　理事会は地区ガバナーに次の2項の実行を

会　員　身　分

奨励する；

　1）地区委員会を設置し，地区におけるロ

ータリー・クラブ会員増強の促進に当らせる

こと；

　2）クラブに対し入会前後のロータリー教

育並びに情報の重要性を強調すること。　（理

68－69）

　ロータリー・クラブ内に，その地域社会の

実業及び専門職業活動が適切に代表されるよ

うにするため，理事会は，いずれのロータリ

ー・ Nラブも，その会員組織において，クラ

ブの区域限界内に事業場を有する会員の数又

はその割合を十分に取るよう努力すべきこと

を決定する。各ロータリー・クラブは，居住

地に基づく正会員数は総数の50パーセントを

越えないものとする規定を採用することを勧

告されている。（理68－69）

クラブ内に代表的会員（Representative

　　　　Membership　Wi　thin　Clubs）

　各ロータリー・クラブはその所在する地域

社会の職業活動の真の横断面でなければなら

ない。そのためには，各地域社会においてロ

ータリーの綱領が達成されるように全ロータ

リー・クラブがその潜在的能力を十分に活用

するよう益々努力すべきである。（理60－61）

アディショナル正会員

　　　（Additional　Active　Members）

　アディショナル正会員に関する規定はロー

タリーのあらゆる分野を通じて強調されなけ

ればならない。各クラブはこの規定を利用し

て，より多くの人々をロータリーに引き入れ

ロータリーの特典を享受せしめると共に会員

数の増加につとめるべきである。各クラブは

又，アディショナル正会員の資格条件は正会
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員のそれと同一であること，及びかかる資格

条件を有する者のみが正会員にせよアディシ

ョナル正会員にせよ，ロータリーに入会を考

慮されるのであるということに留意しなけれ

ばならない。（理52－53）

　ロータリー・クラブは，他の地域社会へ移

転するロータリアンにその会員身分を持続せ

しめ，かくて，所属クラブ地域外へ移転のた

めに会員身分を喪失するロータリアンの数を

少なくする一つの方法として，標準クラブ定

款第5条第5節（b順の規定によりアディショ

ナル正会員を選挙できることに留意すべきで

ある。（理65－66）

　国際ロータリーの細則第3条第2節（b）項及

び標準ロー・一一タリー・クラブ定款第5条第5節

（b｝項の「アディショナル正会員」に関する規定

について，理事会は，この場合「いずれかのロ

ータリー・クラブ」，「総て属していたクラブ」

と言っているのは，会員候：補者が元正会員で

あったところのクラブを含め，あらゆるロー

タリー・クラブを意味するものと解している。

（理66－67）

会員候補者のクラブ例会への招待

　　（1　nviti　ng　Prospective　Member　to

　　　　　　　　　　Club　Meetings）

　クラブが入会予定者を，入会申込カードに

署名する前に，クラブ例会に数回招待する習

慣を採用することに対して理事会は賛意を表

している。（理49－50）

新会員の入会式

　　　（lnduction　of　New　Members）

　（a｝事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員のクラブ入会式を，それぞれ独特の威厳

あるやり方を考案して行なうよう示唆を与え

るべきであると指示されている。

　（b｝基準となる統一的な入会式が準備され

たり，クラブに示唆されることはない。

　（c）事務総長は絶えず各クラブに対し，新

会員を直ちに一つ以上の委員に任命して，そ

の委員長が彼を同化させる責任を持つという

方法を，示唆するよう指示されている。

　（d）事務総長は，地区ガバナーが更にロー

タリー教育を盛んにすることの必要を強調し，

かつこの問題に関して利用し得る資料が申央

事務局から入手出来ることを各クラブに注意

するよう絶えず示唆すべきである。

　（e）地区ガバナーは，地区内から1クラブ

を選んで地区協議会に際して10分間，クラブ

例会に於ける新会員の威厳ある入会式を実演

させるようにすべきである。

　（f》事務総長は，もしガバナーから依頼が

あった場合には，指針として，1，2の入会

式のやり方を送付しなければならない。（理

44－45）

名を呼び合う習慣

　　　　　　　（First　Name　Custom）

　ロータリー会員が仲間の会員に姓ではなく，

名（firstname）で呼びかけるのは単なる習

慣である。クラブがこの習慣を採用するかど

うかは自由である。或る場合にはこの習慣が

そのクラブの存在する国の人々の一般の習慣

と一致しないこともあり得る。

　1931　一一　32ff1度理事会は国際ロータリーの公

式出版物にはニック・ネームを使わないこと

に同意した。

婦人は会員資格がない

　（Women　Not　Eligible　to　Membersip）
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国際ロータリー定款（第4条第3節）は，

「ロータリー・クラブは以下本項に定める資

格条件を備える男子によって構成されるもの

とし……」及び「彼等は善良な成人男子であ

って，職業上良い世評を受けている者」とは

っきり述べている。

　国際ロータリー細則第3条第6節は，　「ク

ラブの区域限界内に居住しているか，もしく

は総て居住したことのある男子で，其処にお

いて，或は他の処においてロータリーの理想

推進し著しい功績のある男子をそのクラブの

名誉会員に選挙することができる。」

会　員　身　分

若い人に入会の機会を与えること

（Providing　Membership　for　Young　Men）

　各クラブはあらゆる努力を傾けて若い人を

会員とすべきである。特にアディショナル正

会員の規定を利用し，又，正会員がシニア・

アクチブ会員となったため空席となった職業

分類を若い人で補充することが望ましい。

（理42－43）

　地区ガバナーは，若い人々をロータリー・

クラブに引き入れるための手段としてアディ

ショナル正会員の規定を大いに利用するよう

各クラブに強調することを要請されている。

（理49－50；50－51）

　大都市の中の明確に限界を定め得る商工業

の中心にアディショナル・ロータリー・クラ

ブを結成することはロータリー・クラブが若

い人々を確保する一方法として奨励されてい

る。（理49－50）

元ロータリアンを会員に選挙

（Election　of　Former　Rotarians）

理事会は，引退者の集中が顕著な地方に所

在するロータリー・クラブに対して，そのよ

うな地方に移って来るシニア・アクチブ会員，

パスト・サービス会員もしくは元ロータリア

ンで資格条件を備えた者を会員に選挙するこ

とを考慮するよう勧奨する。（理73－74）

不本意の元ロータリアン

　　　（lnvoluntary　Past　Rotarians）

　定款にも細則にもかくの如き事態を処理す

る規定がないのであるから，不本意の元ロー

タリアンの団体を，国際ロータリーと何等か

の関係のある団体として認めることは理事会

として明らかに不可能なことである。特に，

実際にも存在せず，又国際ロータリー定款及

び細則がそのように変更せられるまでは存在

する筈もない，国際ロータリーとの関係を示

すような名称の使用をある団体に許すこと，

或はこれを奨励することは，理事会として不

可能なことである。（理24・一一・25；49－50；62

－63）

元ロータリアンのグループ

　　（Groups　of　Former　Rotarians）

　理事会な，元ロータリアンの団体を組織す

ることを奨励する基本として，その創設に関

する次の声明書を採択した：

元ロータリアン・グループの組織化

　（Organization　of　Groups　of

　　　Former　Rotarians）

　知己を広め，友好を厚くし，他人への奉仕

に対する個人の積極的関心を増進する目的で

結成される元ロータリアン・グループに対し

ては好感をもつものである。以下の手続に基

づいて結成され，活動する限り，斯様なグル

ープの創設に対し，何んら異議はない。

　1．元ロータリアン・グループの組織化の

首唱は，関必を持つ元ロータリアンによって

一129一
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企図されるべきものとする。

　2．元ロータリアン・グループは，その会

員の適性資格を確認する方法を決定し，かつ

その会員にロータリーの現会員又は，ロータ

リアンの経歴の全然ない者を含めないこと。

　3．元ロータリアン・グループは，以下の

条件の限度内に於てグル・一一プが決定せる方法

に基づきグループを結成し運営すべきものと

する。

　a）元ロータリアン・グループの会員は，

　　個人的に又グループとして「元ロータリ

　　アン」又は「パスト・ロータリアン」と

　　して証明のできること。

　b）元ロータリアン・グループは，その名

　　称乃至出版物に，「ロータリー」，　「ロー

　　タリー・クラブ」，「ロータリアン」（前項

　　「a」の場合を除いては）又は「国際ロ

　　ータリー」という語を使用せざること。

　　また斯様なグループ又は会員個人は，ロ

　　ータリーの徽章又はその変形乃至その他

　　の類似の徽章を使用せざること。

　c＞元ロータリアン・グループは，国際ロ

　　ータリーの加盟クラブであるとか，なん

　　らかの点で公式的に，国際ロータリーの

　　一部であるとか，国際ロータリーから承

　　認されているとかを直接，間接に暗示し

　　てはならないこと。

　d）元ロータリアン・グループの目的は，

　　会員相互間に知己と親睦を広め，各会員

　　に奉仕活動に参加する機会を与えること

　　にあるものとし，グループのプログラム

　　及び活動は，斯様な目的と一致させるこ

　　と。

　e＞元v　一一タリアン・グループは，政治問

　　題に関し或は国際ロータリー乃至加盟ク

　　ラブの結成，管理，機能に関し団体とし

　　て公的言動をなさざること。

　f）元ロータリアン・グループは，如何な

　　る問題についてもロータリー・クラブ乃

　　至ロータリアンに回章する権利は有せず，

　　かつ斯様な行動は慎むべきものとする。

　9）本来，元ロータリアン・グループの会

　　員は，ロータリー・クラブの会合或は国

　　際ロータリーの会合に出席する権利を持

　　たないし，又そうでなくても当然，国際

　　ロータリー又はその役員，ロータリー・

　　クラブ乃至その役員又は国際ロータリー

　　公式名簿を含め国際ロータリーの出版物

　　にも接する手段を持っていない。

　h）何れの元ロータリアン・グループに対

　　しても国際ロータリーによる財政的援助

　　は提供さるべきではなく，又斯様なグル

　　ープは国際ロータリー又はその加盟クラ

　　ブに対し，財政的援助を求むべきもので

　　はない。

　i）元ロータリアン・グループの会合は，

　　ロータリアンの出席成績の基準とはなら

　　ない。

　元ロータリアンたちは，前記の手続き並び

に条件に従い，グループを結成するよう奨励

されている。但し斯かる奨励は，そのグルー

プの提唱又は公式承認を成立させるものでな

いことと了解すべきである。（理64－65；74

－75）

不本意ながらクラブが解散した後の会

員の地位（Status　of　Rotarians　Fo｝low－

ing　lnvoluntary　Dissolution　of　Clubs）

　理事会は，不本意ながら解散したロータリ

ー・ Nラブの会員のその後の地位に関し，次

の如き措置を講じている。

　自国から避難して来たロータリアンを新た

に実業或は専門職業に従事しようとする都市

にあるロータリー・クラブの会員に選ぶこと

ができるし，又選ばれた例が屡々ある。尤も

それは定款に従ってダラブ自身が決定するこ

とであると理事会は指示している。

　ロータリアンである処から生ずる深い友好

一一
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と奉仕の機会を楽しむためにロータリーは会

合するのであるが，そのクラブ所在都市の生

活に同化することができるのでなければロー

タリーに入っても無益であるように思われる。

理事会はこの問題を提起させることになった

動機を理解すると共にこれに対し深い同情を

感ずるものであり，自分の落度でもないのに

真に不本意ながら一時的にロータリーの友好

を奪われた人々の心の中に，ロータリーは依

然として残っていると考えるのであるが，自

分の良く知っている都市以外の都市のクラブ

で形式的に会員の地位を与えられることによ

って，失ったロータリーの友好が償われると

も考えられない。のみならず理事会は，彼等

の元ロータリーとの正常な関係が復活したと

きに元ロータリアンに面倒な事態が生じた実

例を知っているのである。（理39－40）

クラブ例会への学生招待

（Students　as　Rotary　Club　Guests）

　各クラブは大学その他の学校の学生に関心

を持ち，学生達がロータリーの理想や原理を

よく知っているかどうか確めることを奨励さ

れている。理事会は，各クラブが，その昼食

会に学生をお客として招く計画に同感であり，

クラブがこのようなお客を招くことを奨励し

たいのであるが，学生は，学生としてはロー

タリー・クラブの会員にはなり得ないのであ

る。ロータリー・クラブは定款細則に明示さ

れた種類の会員しか持てないからである。

（理26－27）

会員カード　（Membership　Cards）

　1910年，国際ロータリー創設集会に於てロ

ータリアンに対して会員カードを発行する準

会　員　身　分

備を行なう権限が理事会に与えられた。

　理事会（1912－13）は一定形式のカードを採

用し，これを全クラブが使用することを薦め

た。このカードが会員証明カードとして知ら

れているものである。

　入社の一つの条件としてロータリー財団へ

の寄付をうたったり又は斯様な条件を暗示す

る言辞を入会申込カードに書き入れてはなら

ない。理事会は，国際ロータリー財団に寄付

することを入会条件とする規定を設けること

及びその条件をロータリー会員証明カードに

表記するようクラブ細則を改正することは，

これを阻止する。（理56－57）

　ロータリアンが個人的に知られていないク

ラブを訪問する際には必ずこの会員カードを

提示して自己を紹介しなければならないこと

になっている。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー会員でない者に対する証明

書その他の発行

　（Credentials，　etc．　for　Non－Rotarians）

　国際ロータリーのためにロータリーの用事

で旅行する者以外に，信用証明書，身分証明

書，或は紹介状を発行することは国際ロータ

リーの方針に反するものである。国際ロータ

リーはこの方針に従って，学生，或は旅行す

るロータリアンの子弟に紹介状を発行して，

個々のロータリアンやクラブの役員に対し身

分証明又は紹介の役にたてることはしない。

（理37　・一　38）

　ロータリー・クラブは原則として自己のク

ラブの会員以外の者に対して信用証明書，身

分証明書或は招介状を発行すべきではないと

理事会は信じている。ロータリー会員はすべ

てそのクラブに属するが故にその会員証明カ

ードを所持しているものである。（理41－42）
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名称及び徽章
（Name　and　Emblem）

　Rotaryという名称は，最初のクラブに於

て，その会合を会員の事業所で交互（in　ro－

tation）に開いた処から始ったのである。こ

の言葉は国際ロータリー　（Rotary　Inter・

national）という名称や「彼はロータリーに於

ける最年長者であるjという文書に於けるよ

うに名詞としてロータリーの全組織を示すの

に使用されることが最も多い。又，「ロータ

リーのおかげで彼は立派な市民になった」と

いう文章に於ける場合の如く，ロータリーの

理想や原理を意味している場合もあろう。

Rotarianという言葉は，名詞としてロータ

リアンのことを言うか或は「ロータリアン誌」

という名称に使われるだけである。如何なる

ロータリー・クラブも，個々のクラブとして

も，又集団としても，それらが国際ロータリ

ーの定款に従って設立されていることを示す

処のロータリーという名称以外の名前を付け

てはならないし，又，ロータリーという名称

以外の名前の下に活動してはならない。尤も

各地区は国際ロータリー　　（Rotary　Inter－

national）の名称を用い，それによってロータ

リーの理想，原理及び目的の普遍性を示すこ

とになっている。

徽章（The　Emblem）

　1905年か或はそれより少し後にシカゴ・ク

ラブによって考案され採用されたロータリー

の最初の徽章は車の輪の形を現わしていた。

他のクラブが結成されるに従ってこの徽章も

段々と修正され，時に歯車が使用されたこと

もあった。そして，1912年の大会に於てこの

歯車を現わす徽章が採尾されたのである。

　1919－20年度国際ロータリー理事会は，

1912年に採用された徽章の説明が明確を欠く

という議論が多いのを認め，2名のロータリ

アンが提出した図案を受け入れ，更にこの徽

章を使用する場合には，そこに記された文字

を変更してはならないし，又その他一切の変

更を加えてはならない旨を規定した。この理

事会の決定は1921年の大会に於て確認されて

いる。

　1922年の大会に於て採択された国際ロータ

リー細則改正条文には次のように規定されて

いる。即ち「国際ロータリーの目的と綱領の

達成を助長するため，理事会はすべてのロー

タリアンの専用とその利益のために，国際ロ

ータリーの徽章，襟i章及びその他の標章を制

定し，かつこれを保護する」

　しかし，1922年の国際ロータリー定款及び

細則の改正条文の採択以来，この細則に規定

された徽章の採胴に関しては理事会は何等の

措置も講じていないことが指摘せられた。そ

こで，国際ロータリー理事会（1923－24）は

国際V一タリーの公式徽章の記述を採用した。

そしてこれは1929年の大会に於て採択された

大会決議29－12によって確認された。

　国際大会で確認された徽章の公式記述は次

の通りである。

　国際ロータリーの公式徽章は，6本の輻と

24の輪歯及び一つの喫穴のある歯車である。

1個の輪歯が各輻の中心線上にあり，輻と輻

との中間には3個の輪歯がある。歯車は次表

に示す寸法の比例で造られている。“Rotary

International”の二つの文字は輪縁のくぼん

だ処にある。輪を縁で立てて見ると，“R◎・

一132　一一

tary”の文字は上部の窪みに輪歯5個分の長

さに現われ，“lnternational”の文字は下部の

窪みに輪歯約9個半の長さに見える。両側に

この二つの窪みの間に位して文字のない窪み

がある。これら四つの窪みの内，どの二つの

間隔も下記比例に従って2単位であり，又，

窪みと内外の輪線との間隔は1／2単位である。

輻は先軸で断面は楕円形である。輪が“Ro・

tary”の文字を上にして立っている時は，向

い合った二つの幅の中心線は輪の縦の直径を

形造り，回転最高所に達した懊穴を両断する

ことになる。輪歯の両側面は外側に梢々ふく

れている。従って輪歯と輪歯の間の空間は略

ぼ機械的に正確である。正確な設計の比例は

次の通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　単位

　　全体の直径……………………………61

　　中心から輪歯の基部まで……………26

　　輪縁の幅（内端）から輪歯の基部ま

　　で……………・…・…・・…………・・81／2

　　こしきの直径………・……・…………12

　　軸の直径………………・…………・・…7

　　輻

　　　輪縁と合する点に於ける輻………5

　　　軸の中心における輻………………7

　　襖穴の垂直断面
　　　軽葺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…　。…　。・・1　　3／4

　　　深さ…・……………・・…・……・…・7／8

　　輪歯

　　　基部の幅………………………41／4

　　　先端の幅………………………21／4

　　　高さ・…………・……・…………41／2

　　文字

　　　窪みの幅…・・……………・……51／2

　　　文字の高さ………・………・・………4

　輪を一層奉仕の象徴たらしめるため上の記

述に喫穴が加えられたことに注意すべきであ

る。その上，輻の位置も定められている。こ

のロータリー輪の記述の変更は，既に発行し

た許可書には影響しないことになっている。

名称及び徽章

然し，許可書は出来るだけ速かに模穴を入れ

るよう変更しなければならない。襟ボタンの

場合は小型であるため襖穴をこの中に入れる

必要はないことと了解されている。

　ロータリーの色は徽章の中に次のように取

り入れられなければならない。即ち輪全体と

して金色でなければならないが，輪縁の四つ

の窪みの部分は濃紺青色とする。窪みの“Ro－

tary”と“International”の文字は金色で表

わし，中心と喫穴は空白のまま残しておくも

のである。（ダラス国際大会決議29－12）

役員用としてバッジ及び徽章の変更は

認められていない（Officers’　Baciges　and

Modification　of　Emblem　Not　Approved）

　ロータリアンがそのロータリーに於ける役

員としての地位を示すために特殊のバッジ，

宝石或はリボンなどを使用することは，職業人

の団体にはふさわしくないと理事会は信ずる。

故に斯様な徽章は，地方的習慣として用いる

ことが義務づけられている国を除き，その使用

を認めない。但しロータリーの国際大会や地

区大会等で使用される簡素な一時的な名札或

はリボンはこの申に含まれないものである；

又，国際ロータリー理事会は（ロータリー徽

章の製作者を含む）関係者全員に対し，徽章

を使用する国際ロータリーの全構成単位は如

何なる場合にもこの徽章に何等変更を加えず

して使用するよう強調している；

　更に，各ロータリー・クラブ及び製作者が，

現在偲用する資格のある人々にロータリ“の

襟章を配布すること及びその保管に特別の注

意を払うよう要請している。（理28－－29；55

－56）
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名称及び徽章の保護

　（Protection　of　Name　and　Emblem）

　「Rotary」という文字は如何なる辞書に

もある文字であるから国際ロータリーといえ

どもこの文字を独占して使用するわけには行

かない。しかし，国際ロータリーがこの文字

に新しい意味を与えたことは一般に認められ

ているのであるから，もしRotaryという文字

が他の人々に使われて彼等が国際ロータリー

に関係しているような印象を与える恐れのあ

る場合は断乎これを止めさせなければならな

い。

　1919年米国特許局は「ロータリー・シャツ

製造会社」と称する一会社がロータリーの名

称と徽章を自己の商標として登録せんとした

ことに対して国際ロータリーの行なった異議

を正当と認めている。

　又，1928年に，同じく米国特許局は，アイ

ルランドのベルファストにあるGallaherなる

会社が或る種の煙草製品の商品としてロータ

リーという言葉を米国内に登録せんとしたこ

とに対して提起した国際ロータリーの異議を

正当と認めている。又，テキサス州ヒュース

トンのTheo．　Keller会社が1913年に取得し，

Gallaher会社がその譲渡を求めた煙草製品に

対するロータリーという商標の登録を抹殺す

ることを求めた国際ロータリーの請願も同じ

く米国特許局によって正当と認められたので

ある。

　英国及びアイルランドのクラブも，国際ロ

ータリーがRotaryという文字に特別の関心を

持っており，もし誰かがRotaryという文字を

含んだ商標を登録せんとした場合には特に配

慮して国際ロータリーに異議を唱える機会を

与えてくれるよう英国の特許局に了解を求め

ている。

　1954年にロータリーの徽章は，米国特許局

の登記原簿に奉仕団体のマークとして登録さ

れた。又米国においては，商標並びに集団的

会員制度のマークとしても登録されている。

ロータリーという名称も米国特許局の登記原

簿に登録された。斯様な登録により最近国際

ロータリーは他の者がロータリーの徽章を使

用できないようにすることに成功しており，

又ロータリーと無関係の者がロータリーの名

称を使用し，ロータリーと関係があるように

見せたり，思わせたりして社会を混乱させる

ような場合にはロータリーの名称を使用させ

ぬようにすることが可能になった。

　1962年，登録によりロータリー・クラブ所

在国におけるロータリーの名称並びに徽章の

特許権侵害及び誤用を防止する目的のプログ

ラムが始められた。このプログラムの最終目

標は，それ等の国が，現在アメリカにおいて

国際ロータリーが保護されているのと伺様の

保護を得ることである。努力が成功して名称，

及び徽章が登録された国もあり，登録方法が

手間取ってはいるが登録申請ずみ又は申請申

の国もある。

　この登録プログラムがその目的を達した時

には，ロータリー・クラブ並びにロータリア

ンによるロータリーの名称及び徽章の専用並

びに利益を守るため国際ロータリーは，世界

で有利な立場に立つことになる。

　同様に，ロータリー・クラブがインターア

クト・クラブ並びにP　一一ターアクト・クラブ

を提唱した諸国においては，インターアクト

の名称並びに徽章及びローターアクトの名称

及び徽章を侵害や誤用から守り，これをロー

タリー・クラブ，インターアクト・クラブ，

ローターアクト・クラブ並びにこれらクラブ

の会員の用に供するために，インターアクト

の名称及び徽章並びにローターアクトの名称

及び徽章を登録しようとする計画が，始めら

れている。
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徽章の使用認可

　　（Authorization　to　Use　Emblem）

　国際ロータリーに対しロータリーの徽章を

付した物品（たとえば，襟章，バッジ，装飾

用品，道路標識など）の製造販売を出願する

個人や商社は多数に上っている。1919－20年

度国際ロータリー理事会では次のような意見

に一致した。即ち，令名ある個人或は会社か

ら正式の申出に接した場合，国際ロータリー

事務総長は自己の判断に基づいて，国際ロー

タリーとしては申出の徽章の使用が，若し適

当と思われた場合異議はないが，万一それが

ロータリーの徽章を営利化せんとするもので

あると思われた場合にはその使用を断乎拒絶

すると共に，このような徽章の誤用には強く

反対である旨を明らかにした。

　許可証は或る規定と条件を守ることに同意

した商社又は個人に交付された。

　理事会（1961－62）は，全ロータリアンの

専用と利益のため国際ロータリーの徽章を維

持保存すべき責任にかんがみ，徽章の法的地

位並びにその正確な複製及び許可された使用

の持続ということに更に努力せんとして，ロ

ータリーの徽章を製造，販売及び使用する商

社及び個人の認可に関する免許料及び使用手

続の設定に同意した。

　理事会は，承諾並びに許可の書式を含む免

許料及び使用手続を作成し，以てロータリー

の徽章又はロータリーの徽章をつけた品物の

製造，販売及び使用を商社及び個人に国際ロ

ータリーが許可し，その商社及び個人に，そ

の使用に対する免許料としてロータリー徽章

商品の年間販売総額の免許料及び年次使用料

を国際ロータリーに支払わせるようにするた

め，事務総長にその権限を与えかっ指示した。

　ロータリー徽章の製造，販売又は使用を認

可するための免許料及び使用料手続の設定に

伴い，国際ロータリーによってこれまで発行

名称及び徽章

されていた総ての許可証は，それについての

条文に従い取り消された。

　ロータリー徽章を製造，販売又は使用する

免許状交付を申込まんとするには，関係商社

又は個人は次の規定及び条件に同意しなけれ

ばならない：

　（1）ロータリー徽章のすべてのプレス型，

　　圧断機，鋳型，カットその他の型は，ロ

　　ータリーによって承認されかつ採択され

　　た仕様書と完全に一致していなければな

　　らない，尚仕様書の写し1部が参考資料

　　“A”としてこ㌧に添付されている。ロ

　　ータリーの徽章はそのいずれの部分も不

　　完全であってはならないし，又無関係の

　　標章と一緒に使用してはならない。襟章

　　用のロータリー徽章の中心に宝石をはめ

　　こんだもの及び／又は役職名とか会員の

　　種類名を彫り込んだものは，ロータリー・

　　クラブ会員にのみ使用され，そして免許

　　契約書中の特別認可品目のリストに載せ

　　られている場合に限られ，かつ，ロータ

　　リー徽章の形がくずれたりその本質的尊

　　厳が傷つけられることのないように製造

　　されそして／又は販売されなければなら

　　ない。尚，このような襟章用ロータリー

　　徽章の製造及び／又は販売は，本規定及

　　び条件に従わないものと解釈してはなら

　　ない。

　（2）二つ以上の色で印刷される場合の徽章

　　は，ロータリーの公式色即ち濃紺青及び

　　黄金色のみで印刷しなければならない。

　（3）徽章は他の如何なる徽章又は名称と組

　　み合わせて製造したり使用されてはなら

　　ない。

　（4）免許されたマークは（免許されたマー

　　クの使用ができるロータリー及びロータ

　　リーの加盟クラブを除き），如何なる方法

　　においても，如何なる人，商社，又は企

　　業体の商用便箋又は商用名刺に印刷され

　　又は使用されてはならない。
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（5）徽章はその商標として如何なる人，商

　　社又は企業体によっても使用されてはな

　　らないし，又“ロータリー”又は“ロー

　　タリァン”という言葉は如何なる人，商

　　社又は企業体によっても，その製造又は

　　販売する商品の商用名又は商標として或

　　はその記述に用いられてはならない。

⑥免許されたマークは，ロータリーの考

　　えで，不道徳，誤魔化し又は不面目なも

　　のからなり又は含んでいると思われる製

　　品に，或は人間，公共団体，信仰又は国家

　　の象徴を傷つけ又はそれらに関係がある

　　かの如く誤解させたり，或はそれ等を侮

　　辱又は悪評に導くような印刷物に，或は

　　そのような製品，印刷物と一緒に使用さ

　　れてはならない。

（7）ロータリーは上記規定及び条件を変更，

　　改訂，削除又は追加する権利を保有す

　　る。被免許者は随時変更，改訂，削除又

　　は追加された規定及び条件に従うことを

　　約束する。

　（8）被免許者は，免許されたマークの使用

　　はロータリー，ロータリー・クラブ，ロ

　　ータリー一一一・クラブ会員及びロータリーの

　　他の被免許者にのみ認可されたものであ

　　るということを認める。被免許者は，認

　　可されていない如何なる人，商社又は企

　　業にも，それを承知の上で，被免許製品

　　を販売しないことを約束する。（理61－

　　62）

　会社或は個人はまたインターアクト及び／

又はローターアクトの名称及び徽章を製造し，

販売し，又は使用する免許を申請することが

できる。かかる免許は，ロータリーの名称及

び徽章の使用免許に対する一つの追加として

免許されるものである。ロータリー徽章の免

許公認された使用に関する規則や条件は，イ

ンターアクトやローターアクトの名称及び徽

章の使用にも適用される。

名称及び徽章の正しい使用及び不正な

る使用（Proper　and　lmproper　Uses　of

　　　　　　　　Name　and　Emblem）

　クラブの各会員はロータリアンとして知ら

れ，国際ロータリーの徽章，バッジ又はその

他の記章を偲用する権利を与えられるものと

する。（国際ロータリー定款第11条）

　国際ロータリー並びにクラブの名，徽章そ

の他の記章を，クラブ又はクラブの会員が商

品の商標又は特別銘柄として使用し或はその

他商業上の目的のために使用することは一切

できない。これらの名称，徽章又はその他の記

章を他の名称又は徽章と組み合わせて使用す

ることは国際ロータリーの承認しないところ

である。（国際ロータリー細則第17条第2節）

　国際ロータリーの如何なる役員も，国際ロ

ータリー理事会の承諾なしに，他の団体にお

ける自己の公式地位又はその所属会員である

ことに関連させて，ついでにロータリーの役

職名を印刷させてはならない。（ダラス大会

決議29－12）

　ロータリーの徽章の正しい使用とはどうい

うことであるかという問題については既に多

くの議論がなされている。ダラス大会の決議

29－－12はこの問題に関する具体的な決定事項

を次の如く示している。

　次の物にロータリーの徽章を使用すること

が認められている：

（a）国際ロータリーもしくはその加盟クラ

　　ブより支給，発行されるすべての用紙及

　　び印刷物；

（b）公式のロータリー旗；

（c）　ロータリー国際大会その他のすべての

　　ロータリー公式行事に用いる徽章，旗，

　　装飾用品並びに印刷物，国際P一タリー

　　及び加盟クラブの備品並びに造作物；

（d）加盟クラブの道標；

（e）　ロータリアン及びロータリーに関係の
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　　ある婦人の着用する襟章。

　次の如き場合は誤用である：

　（a）商品の商標或は特別銘柄として使用す

　　る場合；

　（b）他の徽章或は名称と組み合わせて使用

　　する場合；

　（c）ロータリアン個人の商業用便箋或は名

　　刺に使用する場合；

　（d）その他商売の為に使用する場合。

　次の如き徽章の使用は認められてはいない

が許され得るであろう：

　ロータリアン及びその家族の個人的に使用

する物品及び彼等の差し出す季節の挨拶状に

使用する場合。

　次の如き使用は阻止する：

　ロータリアンの事務所の戸や窓に使用する

場合。（ダラス国際大会決議29－12）

　理事会は，国際ロータリー細則の規定に従

い，ロータリーの徽章は全ロータリアンの専

用と利益のために維持，保存されることを認

めるが故に，学生がロータリー徽章をはめこ

んだバッジその他の記章類を使用することは

認可しない。（理68－69）

　理事会は，ロータリー財団補助金受領者が

他の記章類と一緒にロータリー徽章を使用す

名称及び徽章

徽章を使用する資格を有しないのである。

（理　35－36；48－49；62－63；64－65）

諸団体による名称の使用は認められて

いない　　（Unauthoゴi　zed　Usa

　　　　　　　　of　Name　by　Groups）

ることを認めない。（理73－74）

仮ロータリー・クラブ

　　　　（Provisional　Rotary　Clubs）

　少くとも会員20名より成りその正式の国際

ロータリー加盟申込書が，国際ロータリー中

央事務局で受領されかつ確認された組織集団

は，正式に加盟を承認されるまで仮ロータリ

ー・クラブ（Provisional　Rotary　Club）と

呼ばれる。クラブは国際ロータリーに加盟し

て初めてロータリー・クラブになるのである

から，仮クラブの会員はクラブが正式に国際

ロータリーに加盟されるまではロータリーの

　仮V一タリー・クラブに関する場合を除き，

如何なる団体もロータリー・クラブであると

か乃至ロータリー・クラブ或は国際ロータリ

ーの関連団体たる状態を表わすような方法を

以て，ロータリーという文字を使用すること

は認められておらず，従って許されないもの

とする，このようなロータリーという文字の

認められていない使用を防止するため，国際

ロータリー理事会は事務総長に対して実際的

で可能な手段を講ずるよう指示している（理

47－48；62－63）

　定款及び細則又は年次国際大会或は国際ロ

ータリー理事会の決議によって認められたも

のでなければ，“Rotary　Club”，“Rotary

International”，“Rotary”或は“Rotarian”

等の文字の使用は禁止されている。従って総

ての加盟クラブ及び個々のロータリアンは皆

この規定に従わなければならない。

　加盟クラブは地域的出版物の名称の一部と

して“Rotarian”という言葉の使用を遠慮

すべきである。（ダラス国際大会決議29・一一・12）

　理事会は，何らかの理由で各自の所属クラ

ブ会合に出席したり参加することが不可能な

会員達が，友好とロータリーの接触を保った

めに組織された種々のグループに加わりたい

と思う気持は理解出来るし同情はするが，斯

様なグループがグループ名儀で，或はその他

直接間接にロータリー一・クラブであるか国際

ロータリーの支部と見られる又は思わせるよ

うな方法で「ロータリー」或は「ロータリア

ン」という言葉を使用することは認められぬ

ものと言明している。（理62－63）

　単一のクラブ又は一一団のクラブの活動の名
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に連結しての「ロータリー」という言葉の使

用は，その事業が直接斯様なクラブ又は一団

のクラブに関連すべきもので，国際ロータリ

ーに直接にも間接にも関係させてはならない。

「ロータリー」という言葉の使用は，ロータ

リー・クラブ又は一団のロータリー・クラブ

の完全なる管理下にない活動の名前に関連さ

せたり，或は又その会員にロータリアンでな

い人々又は団体を含む如何なる団体の名称に

関連させることも許されない。（理60－61）

非公式な友好グループ

　　　（lnformal　Fellowship　Groups）

　理事会は，ロータリアン達が，既定のロー

タリーの方針に反しない諸活動により知己を

広め交友を深める目的で，グループとして交

わるよう有意義な娯楽的，趣味的，又は職業

的諸活動に相互に関心を持ち分かちあうよう

奨励している。但しP　一一タリーの名称及び徽

章は，このようなグループの，多少とも既定

の方針に反する諸活動に関連して使用されな

いこと，かつ何れのグループの運営並びに経

費も自己負担とすべきものであると了解する

こと。（理65－66；67－68）

　理事会は，

　a）　ロータリアンの各種レクリエーション

同好会グループの活動は友情と知己を深める

ことにおいて又V一タリーの綱領中のクラブ

奉仕，社会奉仕及び国際奉仕の各部面に重要

な貢献をなすものと考え；

　b）地区ガバナーに対し，地区内クラブ間

相互の各種友好運動の組織化，及び他地区の

類似の運動並びにそれに関連しての国際友好

運動との接触に責任を持つ，委員長1名と最

少限3名の委員より成る地区レクリエーショ

ン活動委員会の設置を推奨する。（理68・一一・69）

ロータリーの色（Rotary　Colors）

　国際ロータリーの色は濃紺青及び黄金色で

ある。（ダラス大会決議29－12）

ロータリー旗（Rotary　Flag）

　ロータリーの公式旗は，白地でその中心に

組織の公式徽章を飾ったものである。

　輪全体は金色，縁の窪んだ四つの部分は濃

紺青でなければならない。窪みの“Rotary”

及び“lnternational”の文字は金色，中心と

懊穴は白色である。

　クラブ旗としてこの旗を掲げるクラブは，

大きな青文字で輪の上部に“Rotary　Club”

の文字を又，輪の下部に都市，州，省或は国

家の名称を記入することができる。　（ダラス

国際大会決議29－12）

建築関係に名称の使用

　　（Use　of　Name　in　Building　Ventures）

　直接間接に国際V－一タリーがかかり合いに

ならないよう，如何なるロータリアンの集団

或はロータリー・クラブの集団又は国際ロー

タリーの如何なる地区も，家屋或はその他の

建物の建設或は購入に当って，それと関連し

て「国際ロータリー」の名称を使用すべきで

はないと国際ロータリー理事会は決定してい

る。更に，国際ロータリー理事会は，このよ

うな事業のために会員に割り当てて資金を集

めることには賛成できない。（理44－－45）
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ロータリーの営利化

　　　　（Commercializing　Rotary）

　ロータリアン同僚の閻の取引関係に関する

ロータリーの方針は次の如くである。即ち，

ロータリアンはその仲間の会員から彼が取引

関係を有している他の実業家に対する場合よ

りも多くの利便を期待してはならないし，ま

してこれを要求するようなことがあってはな

らない。寧ろ遙かに少いものを期待すべきで

ある。

　ロータリアンが，取引関係にある他の事業

家には普通与えないような特典を仲間のロー

タリアンに（ロータリアンであるという理由

だけで）与えるのは，競争業者に対するロー

タリアンの責任に反することであるし，又，

ロータリーの職業奉仕の原則にそむくことで

ある。真の友人というものはお互いに何物を

も要求するものではないし，利益の為に友人

間の信頼を濫用することはロータリーの精神

から遠く遊離したものである。

　彼がロータリーでかちえた友情の当然の結

果として，ロータリアンが新しく商売を獲得

し又は商売が殖えたような場合は，これはロ

ータリーの内外を問わず，何処にでも起こり

得る普通の発展と考えてよいのであり，ロー

タリー会員たるものの信条に何等違反するも

のではない。（理33－34）

ロータリー・クラブと配布

　　　（Circul　ari　zi　ng　Rotary　Clubs）

　国際ロータリー理事会の方針は，如何なる

団体にも国際ロータリー加盟クラブに対して

広告を配布する権利を認めない。（理24－25）

　その所在地のロータリー・クラブに代表が

出ている米国のある印刷会社で，国際ロータ

リー前会長が同市のクラブで行なった講演を

名称及び徽章

基にして，ロータリーの教育的パンフレット

をつくり，販売の目的を以て世界中のクラブ

に配布した。R．1．B．1．はこれにつき，国際ロ

ータリー理事会に対し正式の苦情を申立てた。

依って理事会では次のような決定を釈択した。

　（a）理解と親善の見地から，英国及びアイ

ルランドのロータリー・クラブに対して何か

出版物を送る場合には，予めR．1．B．1．審議会

の承認を得べきである。

　（b）当印刷会社は，他国のロータリアンに

対してファースト・ネームで呼びかけた書面

を出すべきではなかった。

　（c）営利を目的とする商社は，手紙に「Yo－

urs　Rotarily」と記してはならない。

　（d）国際ロータリー或はロータリー・クラ

ブ以外の処から発行されているパンフレット

に，国際ロータリーの徽章を付することは適

当ではない。

　（e）公式名簿の「序説」には次のように記

述されている：国際ロータリーの公式名簿は，

全ロータリアンへの情報として毎年出版せ

られている。ロータリアンはこれを商用の郵

送名簿として用いてはならないし，同様の目

的のために他人に使用させてもいけない。

　従って，ロータリアンが自己の商売関係に

於て，ロータリーの役員名簿を利用すること

は正しい用い方ではない。（理29－30）

　この広告配布の問題に関しては，国際ロー

タリー理事会に於て次のような方針を声明し

ている。

　国際ロータリー公式名簿にせよ，地区或は

クラブの会員名簿にせよ，ロータリアン或は

クラブ又は地区等が，これらを広告配布のた

めに使用してはならないということが通則と

なっている。

　しかし，国際大会の決定或は国際ロータリ

ー理事会の勧告によって定められる限界内に

於て，営利に関係のない事柄に限り，他のロ

ータリー・クラブに配布することは許されて

いる。
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　大会の決定によって定められた限界につい

ては，1929年ダラス大会に於て採択された決

議29－12の第2条第2節及び第3節にのせて

ある。（理36－37）

　決議29－12，第2条，第2節及び第3節は

次のように規定している。

　第2節　如何なる事項に関しても，他のロ

ータリー・クラブの協力を得んとする加盟ク

ラブは，先ずそれぞれの地区ガバナーに対し

て，その目的と計画を提出し，その承認を得

なければならない。

　第3節　如何なる加盟クラブも，先ず国際

ロータリー理事会の承認を受けるまでは，他

のロータリー・クラブ或は個々のロータリア

ンに財政的援助を求めてはならない。

ロータリー・クラブ及びロータリアン．

の名簿　（Lists・f　R・tary　Clubs　and

　　　　　　　　　　　　Rotarians）

　国際ロータリー事務総長は，商業上の目的

にせよ他の目的にせよ，如何なる職業分類の

会員の名簿も，理事会の承認を得ることなし

に他に提供しないものとする。（理20－21）

　国際ロータリーの保管するロータリアンの

名簿に関して，国際ロータリー理事会では次

のように意見が一致している。

　各クラブは，その会員名簿を中央事務局に

託しているが，その理由は，第1にクラブ会

員総数に関する半期報告を確認するため，第

2に「ロータリアン誌」発送用名簿として，

第3に，住所氏名を確めるため或は会員身分

変更の調査等事務的必要のためであって，こ

れ以外の目的に使うためではない。

　申央事務局は，クラブ会員名簿を，そのク

ラブの承諾なしにクラブ以外のものに渡す権

利は持っていない。

　クラブ会員の名簿を入手したいと思うもの

は，そのクラブ自身から入手するか，或はク

ラブから，中央事務局に対し会員名簿を他へ

提供する権限を承認した書面を，先ず手に入

れなければならない。

　地区ガバナーが，国際ロータリー事務総長

にその地区内の全会員の名簿を請求した場合

は，事務総長はこれを与える。但し，地区内

の全クラブがこのことについて同意したとい

うことをガバナーは，保証しなければならな

い。（理37－38）

　クラブ名簿或はクラブ役員又は委員の名簿

は，ロータリー以外の機関に渡されることは

ない。但し，政府機関より非常緊急の合法的

要請がある場合，或は国際ロータリー理事会

又は執行委員会の同意がある場合はこの限り

でない。（理40－41）

　他の団体に対してクラブ又はロータリアン

の名簿を提供したり，或はロータリー文献を

配布することは，国際ロータリー又はその加

盟クラブの仕事の範囲内にあるとは考えられ

ていない。（理54－55，国際ロータリーと他

の団体についての方針声明145－146頁）

　クラブ幹事が，所属クラブの会員名簿を商

売上の目的の為に提供することは慣例に反す

ることであり，又，クラブ会員名簿を会員以

外に領布することに対して幹事がクラブ理事

会の承認を得るようにするのは，確かに賢明

な予防措置である。

職業分類に基づく婦人クラブ

　　（Women’s　Classification　Clubs）

　婦人の為のロータリー・クラブの問題は，

V　一一タリーの初期から既に理事会の問題とな

っている。国際ロータリー理事会（1914－15）

では，婦人の実業人及び専門職業人から成る

職業分類によるクラブに対してロータリーの

名称を付けることを禁止することに決定した

が，もしこのような婦人クラブが他の名称を

付けることにすれば，彼等がロータリーの精
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神を以て運営することには何等異存はないと

している。

　定款はロータリー・クラブが男子を以て構

成されることを明らかに規定している。これ

まで種々の婦人の団体が，婦人ロータリー・

クラブとしてロータリーから承認を得ようと

したが成功しなかった。これについてロータ

リーの意向は次の如きものであると考えられ

る。即ち，ロータリーとしては，婦人の実業

人及び専門職業人が多数いる都市に於て職業

分類による婦人クラブを結成することに対し

ては好意を持ち，これと友好的に協力しなが

ら種々の援助を惜しまないのであるが，ロー

タリーという名称をこれらのクラブに付けた

り，或はこれ等のクラブを国際ロータリーに

加盟させたり，又は，国際大会やその他の管

理機構に参加させることを欲しないのである。

（理23－24）

ロータリアンの婦人親族の団体

　　（Organizations　of　Women

　　　　　Rotatives　of　Rotarians）

　ロータリー・クラブの補助団体としての婦

人クラブ又はロータリアンの婦人親族よりな

る類似の団体に関し，国際ロータリーの組織

規定はなんらの規定も設けていないという事

実に鑑み，理事会は，国際ロータリーの役員，

各加盟クラブ，又は加盟クラブのグループに

対し，国際ロータリーの組織に関する諸規定

及び伝統の両面から次の点を強調するもので

ある。

　1）婦入団体に対しては，たとえロータリ

　　ー・クラブの補助団体として結成されう

　　るものであっても，正式な又は公式な，

　　規定上の認証を与えることはできない。

　2）　ロータリアンの親族であると否とを問

　　わず，いかなる人のグループ又は団体に

　　対しても，それ自体の目的のために，ロ

名称及び徽章

　　一タリーの名称，ロータリーの徽章，ロ

　　ータリーの公式名簿又はロータリーの公

　　式会合を利用することを承認することは

　　できない。

　それにもかかわらず，理事会は，ロータリ

アンの婦人親族が，個人として或はグループ

で，ロータリアン並びにロータリー・クラブ

の社会奉仕及びその他の活動に参加され，貴

重な協力をされていることを多としている。

又，

　一理事会は，婦人があらゆる種類の公共的

　　な奉仕に益々進出するようになりつSあ

　　ることを認め，又，

　一ある地方においてはロータリアンの婦人

　　親族が，地元のロータリー・クラブの奉

　　仕活動に協力し，これを支援する奉仕活

　　動を目的とする自分達の団体を組織する

　　ことに熱意を表明していることを認知し

　　ており，

　理事会は，ロータリアンの婦人親族が，ロ

ータリー・クラブの活動の支援をその目的に

含めた，地元のロータリー・クラブとは別個

のグループを組織することに反対するもので

はない。（理72－73）

青少年クラブ及び同種の団体による名

称徽章の使用

　　（Use　of　Name　and　Emblem　by

　Boys　Clubs　and　Similar　Groups）

　多くのロータリー・クラブが青少年クラブ

に関心を持っており，中には直接ロータリー・

クラブが後援しているものもあること，又，

このようなクラブの名称には後援クラブとの

関係を示すために「ロータリー」或は「ロー

タリアン」の文字が入っている場合もあるこ

と，更に又，これらのクラブの中にはロータ

リーと関係のあることを示すような徽章や標

章を使用したがっているものもあるというこ

とを理事会は承知している。すべてのU　一一タ
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リー会員たるものは，ロータリーの模範を見

習おうとしている如何なる団体に対しても同

情あふれる援助と激励を与えるべきである。

しかしながら，この種の団体の目的が如何に

立派なものであっても，国際ロータリーはこ

れらの団体がロータリーの名称と徽意を使用

することを許すわけにはいかない。V一タリ

ーの名称と徽章はロータリー会員が自分達の

ためにのみ使用するものであるからである。

斯様な態度を取ることによって理事会は，ロ

ータリー・クラブの模範を見習おうと努力し

ているこの種の団体を，落胆せしめようとい

うっもりはなく，それら団体によって，ロー

タリーの名称や徽章を侵害しない適当な名称

や徽章が考案され得ると信じるものである。

（理39－40）

　ロータリーは個々のロータリー・クラブに，

正当な青少年活動を活発に支持することを推

奨し，かつ引き続き援助することを勧奨する

ものである。

　しかしながら，ロータリーは，如何なる青

少年団体をも国際ロータリーの正当な下部組

織とは認めないし，又そのようなクラブ又は

団体に関連して「ロータリー」又は「ロータ

リアン」という文字の使用も又ロータリーの

徽章或は，これに類似の徽章の使用をも認め

ない。（理49－50）

ロータリーの標語（Rotary　Mottoes）

　195（輝のデトロイト大会に於て次の如き決

議が採択された。

　f超我の奏仕」“Service　Above　Self”と

か「最もよく奉仕する者，最も多く報いられ

る」“He　Profits　Most　Who　Serves　Best”

という言葉は，40年の間ロータリーの根本的

な奉仕の理想を効果的に表現しているモット

ーとして国際ロータリーに依って広く又常に

用いられて来た；

　その結果，これらの言葉はロータリーの原

則と綱領の一部として公衆及びロータリアン

の心にはっきりと印象づけられて来た；

　ロータリーはその職業奉仕活動に於て，

一それが物質的報酬であろうと又，精神的

及び感情的な健全性や満足感であろうと一

奉仕は報酬の基本であるという根本的な真理

を教えて来た。

　これらの言葉は40年間も使われて来たため

事実上モットーとなっているが，国際ロータ

リーは正式にこれらをモットーとして採用し

たことはなかった。従って

　第41回大会は，「超我の奉仕」及び「最も良

く奉仕する者，最も多く報いられる」の語句

を，ロータリーの出版物その他に於て使用出

来るロータリーのモットーとして指定するこ

とを決議した。（デトロイト大会決議50・一一・11，

アトランティック・シティー大会の規則制定

51－9と訂正）

　1950年のデトロイト大会は更に，ラテン語

を以てロータリーのモットーを創作する決議

　（50－14）採択し，最もよい案を51年のアト

ランティック・シティー大会に提出すること

とした。（決議50－14の全交については1950

年大会議事録136頁を参照）

　或るラテン語の語句をロータリーの唯一の

公式のモットーとするため提出された決議案

（51－15）は，1951年アトランティック・シ

ティー大会に於て，「更に研究を重ねるため

撤回と看倣される」ことになった。国際ロー

タリー理事会（1951－52）は，1951年大会の

決定に従い，更に研究を重ねた結果，ラテン

語でロータリーのモットーをっくることに関

してはこれ以上の措置を講じないことに決定

した。

　1972年の国際大会（ヒューストン）におい

て，規定審議会は‘『超我の奉仕”をロータリ

ーの第一のモットーとすることを規定せんと

する決議案を否決した。
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国家への奉仕
（National　Service）

ロータリアンと国家の関係

（Rotarian’s　Relation　to　His　Country）

　第34回国際ロータリー年次国際大会は，決

議29－13を廃止し，次の声明を採択すること

を弦に決議する：

　国際P　一一タリーは，思想，言論及び集会の

自由，信仰の自由及び迫害からの自由などの

個人の自由を支持することを明白に宣言して

いる。

　国際ロータリーは，各ロータリアンがその

属する教会又は宗教社会の忠実な信者であり，

その宗教の教義をすべての行動によって身を

以て例証することを期待している。

　更に，国際ロータリーは，各ロータリアン

が，日常の個人生活，及び職業上の活動にお

いて，自国に忠実でありかつ奉仕的市民であ

るように努めることを期待している。　（セン

トルイス国際大会決議43－14）

国事に関する方針の声明書

（Statement　of　Policy　in　National

　　　　　　　　　　　　　Affairs）

　時々，国際ロータリーの役員は，国際ロー

タリー又はある特定の国のロータリー・クラ

ブは，経済上又はその他の困難の解決に関す

る政府又は国の政策或はその他の政府又は国

の政策の遂行を支持したり又は激励援助した

りすべきではないかという要請に接すること

があり；そして

　国際ロータリーは，国際的組織であり，そ

の役員は全世界的な運動の奉仕者であって，

ある一部の国の運動の奉仕者ではなく；そし

て

　各ロータリー・クラブがその会員の啓蒙に

ついて考慮すべき問題はクラブ自身で決定し

なければならないということが，ロータリー

組織における基本的管理法則の一つであり；

そして

　ある政府又は国家の政策を支持し又は激励

することがこれに直接関係のある国以外の国

のロータリアンにとって受け入れ難いもので

ある場合もあり，また，とられている政策に

対して良心的に賛成出来ない立場にあるその

国のロータリアンを当惑させることもあるの

で；依って，

　第25回国際ロータリー年次大会は，この様

な要請を国際ロータリーの役員が受けた場合

には，その要請をした当局に，国際ロータリ

ーの方針の説明としてこの決議の写しを1部

送って，その国のクラブにこの問題に対して

行なった決定及びその理由を知らせ，特に一

般方針声明としての上記の序文，及びこの種

の問題に対して個々のV一タリー・クラブの

とるべき方針について規定している標準クラ

ブ定款第9条第1節，第2節及び第3節に対

し，クラブの注意を喚起することを厳に決議

する。　（デトロイト国際大会決議34－16）

国家的問題に際しての団体行動

（Corporat　e　Action　in　National

　　　　　　　　　　　　　Affairs）
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t

標準クラブ定款の規定（第9条）に対してク

ラブの注意を喚起したい。この規定には，紛

争問題の討論は，双方の意見の発表が公平に

行なわれる場合には，クラブが係争中の公の

問題に対して団体行動にでること．を慎しむ限

り，この原則の侵害にはならないことが指摘

されている。　（理41－42）

　ロータリー・クラブ及びV一タリアンは，

新たに入国した将来帰化できる有望な移住者

の教育に対し積極的かつ継続的な個人的関心

を持つこと，そして，まだこれらの人々のた

めの教育施設のない場合には，国又は地方官

庁の教育関係当局にその施設を設けることを

要請することを勧められている。（理48－49）

国家有事中のロータリー活動

（Rotary　Activities　Duri　ng　a　National

　　　　　　　　　　　Emergency）

　いかなる国においても，国家有事の際，そ

の国のロータリー・クラブが，他国と平常の

ロータリーとしての接触をつづけることが不

可能か，又はこれを不得策とする場合には，

その国の国民である現任のガバナー，及び／

又はすべてのパスト・ガバナー又は，ロータ

リアンは常にその国の忠実な愛国者であるこ

とがなによりの義務であることを認めて，国

家有事の期間ロータリーをその国内に保持す

るために可能かつ得策であると考えられる措

置をとる義務を有するものとする。（理37－

38）

一144一

ロータリーの計画

（Program　of　Rotary）

　ロータリーの計画は，国際ロータリー定款

第3条及び標準クラブ定款第3条に掲げられ

ている綱領の中に示されている。即ち：

　ロータリーの綱領は，有益な事業の基礎と

して奉仕の理想を鼓吹し，これを育成し，特

に次の各項を鼓吹，育成するにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを拡める

こと；

　第2　実業及び専門職業の道徳的水準を高

めること；あらゆる有用な職業は尊重される

べきであると言う認識を深めること；そして

ロータリアン各自が職業を通じて社会に奉仕

するためにその職業を品位あらしめること；

　第3　ロータリアンすべてがその個人生

活，職業生活及び社会生活に常に奉仕の理想

を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ばれた実業人と専門

職業人の世界的親交によって国際間の理解と

親善と平和を推進すること。

ロータリーの基本的特色

　（Fundamental　Characteristics

　　　　　　　　　　　　of　Rotary）

　国際ロータリー－pa事会（1962－63）は，ロ

ータリーの基本的特色について次のような声

明を採択した：

　ロータリーの基本的特色

　1．　ロータリーは奉仕の理想に基づく世界

　　中の人々の問の理解，親善及び平和的関

　　係の発展，鼓吹及び育成に関係している

　　のである。

　2．　ロータリーは，個人に重点をおいて，

　奉仕の理想を個人的並びに集団的に実行

　することを奨励する目的のためにロータ

　リー・クラブで結ばれた実業人及び専門

　職業人の世界的友好団体である。

3．　ロータリー・クラブは，その会員を，

　各個人の実業又は専門職業活動の性質及

　び事業場の所在地に従って職業分類に基

　づいて選ぶ。

4．　クラブ例会への出席は，少くとも会員

　身分存続に必要として定められている最

　小限度までは，これを行なうことを要す

　る。これによって相互間の知己友情を深

　め，これを永続的な交友への第一歩とす

　るためである。

5．　ロータリー・クラブは会員に，その個

　人活動及び実業又は専門職業活動に於け

　る高い道徳的水準を認めかつこれを実現

　したいという希望をもつようになる機会

　を与える。

6．　ロータリアンの宗教的及び政治的信条

　は，彼等自身の問題であるとされてい

　る。ロータリアンはその信仰する宗教に

　誠実で，公民として忠誠であるべきこと

　が期待されている。

ロータリーと他の団体

　（Rotary　and　Other　Organizations）

　次に掲げるものは，理事会によって採択さ

れた国際ロータリーと他の団体に関する方針

声明書である：

　国際ロータリーは，互いに異なっている政

治，経済，社会並びに宗教的見解を持つ多数
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毎　
塗

の国家及び地理的地域にあるロータリー・ク

ラブの連合体であり，これらの見解はすべて

尊重されなければならない。

　定款に掲げられている国際ロータリーの目

的は，世界中のロータリーを奨励，助長，拡

大かつ管理し，そして，国際ロータリーの活

動を調整しかつそれを全般的に指導すること

にある。

　従って，国際ロータリーは，広範な奉仕計

画を持ち，かつその精力と資力を各クラブの

活動によってこの計画を遂行するために提供

する。

　国際ロータリーは，クラブの活動が屡他の

団体と類似していることを認める。しかし国

際O・一タリーの方針としては，他の団体の立

派な活動に関心を持ちこれを評価するもので

あるが，如何にその活動が立派なものであっ

ても，国際ロータリーそのものとしてはその

活動に参与し又はそれを支持することはしな

い。特に，次のようなことは国際ロータリー

又はその加盟クラブの活動範囲内にあるもの

とされていない。

　1．他の団体の会員となること。

　2．たとえ単にオブザーバーとして代表を

　　おくることとしたような場合であって

　　も，団体として他の団体の活動に参加す

　　ること。

　3．他の団体にクラブ又はロータリアンの

　　名簿を提供し又は他の団体のために文献

　　を配布すること。

　4．他の団体の計画その他の活動を支持す

　　ること。

　国際ロータリーの資金は，加盟クラブによ

ってロータリー自体の目的のためにのみ提供

されたものである。従って，他の団体の活動

に寄付することはできない。同時に，国際ロ

ータリーは，その加盟クラブを通じ，個人と

しての各ロータリアンが地域社会において立

派な奉仕活動を支持しかつ個人的に参加する

ことを奨励するものである。（理54－55）

　国際ロータリーの如何なる役員も，国際ロ

ータリー理事会の承認なくして，他の団体に

おけるその公式地位又は会員資格の表示にロ

ータリーの役職名を使用することを認めては

ならないものとする。　（ダラス国際大会決議

29－12）

国際的レベルにおける

ロータリーの共同事業

（Corporate　Rotar　Projects

at　International　Level）

理事会は次のように決定した。国際ロータ

リーが，国際ロータリーという団体として，

特定の事業や計画を主催したり，また，ある

共通の事業なり計画なりをきめ，それに，す

べてのロータリー・クラブをそれぞれのクラ

ブのレベルで協力せしめるというようなこと

は，国際ロータリーの目的の範囲外のものに

属する。それぞれのクラブが，自身のもって

いる能力，利用し得る手段，そして会員がど

んな奉仕を必要としており，それを行なう機

会についてどんな考えをもっているかを考慮

したうえで取り決めた各種のロータリー奉仕

部門にわたる活動を，個々のクラブやロータ

リアンが行なうことによって，ロータリーの

目的は最も効果的に具現されるのである。

（理74－75）

ロータリー研究会

　　　　　　　　（Rotary　Institutes）

理事会は，国際ロータリーの現役員，元役

員および次期役員のために催されるロータリ

一研究会のもつ役割を，協議会，地区大会，

国際大会のような他のロータリーの会合のぞ

れとははっきりと異なったものと考える。こ

の研究会に出席する資格をもった人たちのす

ぐれた才腕と豊かな経験に留意し，さらに，こ

のような研究会が，他のロータリー会合と同

一一一@146一

じように，親睦と感動とに満ちたものとなる

べきことを考え，理事会は，研究会の主たる

目的は，研究会参加者と現職のロータリー指

導者との間の知識とアイディアの交流であり，

そして，この目的は，次のことを行なう適切

な機会を提供してくれる研究会の討議題目と

プログラムとによって達成されるものと信ずる：

1）すべての参加者に，ロータリーの奉仕活

動および運営事項に関する精確，最新の知

　識を与えること；

2）現在行なわれているロータリーのプログ

ラムを分析し，強化し，拡充すること；

｝

3）各土地の，とくにロータリーに関連のあ

る問題を研究すること；

4）将来におけるロータリーの使命について

考察すること。（理74－75）

　理事会は

　a）ロータリーの計画を推進する手段とし

て，．すべての地域およびゾーンにおいて，国

際ロータリーの現役員，元役員および次期役

員のために，時々，ロータリー研究会を催す

ことを奨励する。そして，言語，地理，その

ロータリーの計画

きものとすることを決定する。研究会は，理

事会の承認を得て招集することを得るものと

し，承認は，会長が理事会に代わってこれを

行なう；

　d）会長は，研究会の開催を承認する場合，

ロータリー研究会に招請すべき国際ロータリ

ーの現役員，元役員および次期役員にかかわ

る地域の地理的範囲を指定する権限を有する

ものとすることを決定する；

　e）参加すべき者の旅行に要する距離ある

いは言語上の困難などの理由で，一つのロー

タリー研究会のみをもってしては知識の習得

や討議に所期の成果を収めることができない

と思われるような地域，ゾーン等については，

国際ロータリー会長は，なるべく多数の国際

ロータリーの現役員，元役員および次期役員

を参加させる目的で，二つ以上のロータリー

研究会の開催を認めることができるものとす

ることを決定する；

　f）研究会の目的に鑑み，一っまたはいく

つかの研究会の開催の承認を受けた地域また

他特殊事情により，研究会を二つ以上開くこ
はゾーンの理事は，必ず研究会に出席するよ

うにされることが望ましいと考える。また，

i

　

とが望ましいと思われる地域のあることを認　　会長は，研究会開催承認の申請をした理事を，

める；

　b）国際ロータリーの会長，理事会および

事務総長が，その決定と主導によって始めも

しくは進めている国際ロータリーの目標と計

画を達成するためには，国際ロータリーの現

役員，元役員および次期役員の豊かな知識に

よる十分な支援と協力が必要であることを認

め，そして，このような支援，協力および理

解を得るうえにおいて，ロータリー研究会は，

重要かつ有益な伝達の手段としての役を果す

ものと信ずる；

　c）国際ロータリーの種々の地域またはゾ

ーンに居住している理事は，関係地区ガバナ

ーと協議して，一つまたは二つ以上のロータ　　る；

リー研究会を催す必要について判断し，その　　　g）

必要のある場合は，研究会開催の申請をすべ

その研究会の招集者として指名すべきこと；

そして，通常は，研究会毎に1名の理事がそ

の招集者となることになっているが，言語，

地理その他特殊事情によりその必要のある場

合には，会長は，同じ地域またはゾーンの理

事2名を招集者として指名することができる

ものとすること；さらに，会長は，巳むを得

ない事情があるときは，関係の理事と協議の

うえ，当該地域またはゾーンの元理事，もし

それが得られない場合にはその他の国際ロー

タリーの現役員もしくは元役員で招集者とし

ての資格を備えた者を，研究会の招集者に指

名することができるものとすることを決定す

研究会の開催承認の申請をした理事は，

その研究会を招集者になると否とにかかわら
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ず，研究会の討議題目およびプログラムにつ　　費用は，できる限り自弁とし，招集者が研究

きその責任者となるものとするが，研究会の　　会に出席のために要する費用のほかは，国際

準備および推進については，．その任務を，当　　ロータリーに負担をかけてはならないとする

該地域またはゾーン等の元理事またはその他　　ことを決定する。（理73－74）

の現役員もしくは元役員の有資格者に委任す

ることができるものとすることを決定する；

h）　招集者に指名された者が研究集会への

往復旅行に要する費用は，国際ロータリーに

おいてこれを負担すべきものとすることを決

定する。

　i）招集者に指名された者が，ロータリー

研究会の開催日時に，開催地への往復旅行に

都市連合及びクラブ・ゼネラル・フォ

ーラム　　　（Intercity　and

　　　　　　Club　General　Forums）

要する費用を賄うための十分な額を，毎年，

国際ロータリーの予算に計上すべきこと；各

研究会の費用は自弁とすることを立前とする

も，前記費用のうち運営費として500ドルを

限り，開催を認められた各研究会に対して支

給するものとし，これを，毎年，国際ロータ

リーの予算に計上すべきことを決定する；

j）毎年，理事会において，研究会の目的

と参加者のもっているその資格に相応した能

力とを十分勘案のうえ，時機を得た，適切，

妥当な問題を設問の形にしたものを一覧表に

つくり，研究会の開催が認められた地域また

はゾーンの理事が研究会の討議題目およびプ

ログラムを作成するときに，その中から選び

出すことができるように準備しておくべきも

　ロータリーの情報及び教育のための手段と

して，都市連合ゼネラル・フォーラムは実際

的でかつ有効な手段であり，ロータリー・ク

ラブの集団が，その集団の中心地に全会員を

招いて，経験あるロータリアン普通国際ロー

タリー現役員又は旧役員が，司会者をつとめ

午後か夜の会合で，ロータリーの一般性格や

計画等について研究，討議するフォーラムを

開催することが奨励されている。

　理事会は，ロータリー情報を広める手段と

して，出来るだけ多くのロータリー世界の土

地に，都市連合ゼネラル・フォーラムを開

き，これを国際ロータリー会長によって選ば

れた有資格指導者が司会するようにすること

に同意した。（理49－50）

　国際ロータリー会長指名のリーダーによる

完全なプログラムを実施するに足るだけの出

席者数が期待できないような場合には，地区

ガパナーは，都市連合ゼネラル・フォーラム

を夜又は午後と夜の集会にして，リーダーを

その地区又は近隣地区から求め，国際ロータ

リーに費用をかけずに行なうよう奨励されて

いる。（理57－58）

　理事会は又，ガバナーの公式訪問の際その

他ロータリー年度中の適当な時期に催すクラ

ブ・フォーラムによって，ガバナーがクラブ

単位のロータリー情報の普及強化を行なうべ

きことに同意した。（理49－50）

E

のとすることを決定する；

k）各研究会の招集者に指名された理事ま

たはその他の者は，研究会に関する略式の報

告書を会長および事務総長に提出し，理事会

の各理事はその圃付を受けるものとすること

を決定する。（理74－75）

　理事会は，V一タリー研究会の日程を作成

する責任のある人々に，ロータリーの広報活

動とその重要性に関する問題をこれに加える

ように考慮することをすすめる。（理67－

68）

　理事会は，国際ロータリーの現役員，元役

員および次期役員のロータリー研究会の開催
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ロータリーの計画

クラブに計画資料の送付

　（Sending　Program

　　　　　　　Material　to　Clubs）

ることを要しないが，その事業が，現に

実施中のものであること，もしくは，そ

の表彰の行なわれるロータリー年度に終

えられたものであることを立証するもの

を提出しなければならない。

　理事会は，クラブ会長に，ロータリー計画

の特定の部面に責任をもち又は関心をもつク

ラブの委員会委員長その他のクラブ会員に，

如何なる資料を直接に送付すべきかを決定す

る権限を認めている。

　しかし，クラブ会長が承認している場合

は，事務総長は，クラブの委員会委員長その

他のクラブ会員に直接資料を送付することが

できる。（理46－47）

5）　いかなるクラブも，同一事業につき，

重ねて業績の認証を受けることができな

意義ある業績賞

　（Significant　Achievement　Award）

　いo

次に，地区で選定を行なう場合によるべき

手続方法を掲げる：

1）毎ロータリー年度の8月1日までに，

地区ガバナーは，地区選考委員を選任し，

この選考委員会においてすべての表彰の

申請を受理すべきことを告示する。地区

ガバナーは，この委員会の，職権上の委

員となるものとする。

理事会は，1973－74年度に，それまで意義

2）地区ガバナーは，そのマンスリー・レ

ターで，選定規準とともに，この委員会

に関する発表を行ない，申請書が委員会

の手許に到達することを要する期日を公

ある業績賞と称せられていたものを廃止し，

これに代わるものとして，認証という方法に

示するものとする。

よって，ロータリー・クラブのあげた重要な

業績を表彰することとするプログラムを設け，

その表彰を受けるクラブを各地区の地区ガバ

3）地区選考委員会は，当該ロータリー年

度の12月1日までに会議を開き，5クラ

ブまでを限度として受賞候補クラブを選

ナーに選ばせることにした。

び，これを地区ガバナーに送達する。

理事会は，地区ガバナーが意義ある業績の

表彰を受くべきクラブを選定する場合の参考

4）地区ガバナーは，前記5クラブの中か

ら選定を行なう。選定さるべきクラブは

として，次のような規準を示している：

1）事業は，その土地において，あるいは

その土地のみに限らず，誰の目からも重

1クラブのみとし，特別な事情がある場

合に限り，3クラブまでの選定を考える

要とみられている問題を対象とするもの

　こととされたい。

5）地区ガバナーは，国際ロータリー事務

局に対して自分の行なった選定を証明す

でなければならない。

2）事業は，単なる金銭的な奉仕でなく，

　クラブ会員の大半または全部が直接参加

　するようなものでなければならない。

3）事業は，他のロータリー・クラブもこ

る手続をとり，事務局は，これに対する

正式の認証状を作成してガバナーに送付

れと競争して行なうことができるような

　する。

6）地区ガバナーが表彰を受けるクラブに

認証状を贈る場合には，これを広く知ら

せる適当な方法をとるようにされたい。

ものでなければならない。

4）事業は当該年度に始められたものであ

もしできれば，この贈呈式を地区大会の

一一@149一

行事に加えるべきである。
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掌

広 報

（Public　Relations）

理事会（1947－75）は，クラブおよびガバ　　に限らず，情報，解説，教養および地域社会

ナーのための手引として，次のような方針を の理解を目的としたりっぱなプログラムをつ

採択した

国際ロータリー広報

　　　（Rotary　International　Public

　　　　　　　　　　　　Relations）

くることによって，幅の広い綜合的な広報に

取り組むように勧告している。

すぐれた広報プログラムとされるためには，

ロータリーにおける広報プログラムの主た

少なくとも，次の条件を備えたものでなけれ

る目的は，ロータリー・クラブや個々のロー

タリアンがロータリーの綱領および目標を実

現するために最善の働きをすることができる

ばならない：

　1）個々のロータリアンが，その私生活お

よび職業生活における他人との接触に，ロー

タリーの目標とその業績をいっそうよく知ら

せるための機会を求めるようにすることを奨

励するものであること；

　2）マス・コミ機関の幹部との友好関係を

ような好ましい環境を育てることである。ロ

一タリーの目的，プログラムおよびその業績

保持し，新聞，ラジオ，テレビ，雑誌，映画

を利用して，ロータリーに関する情報の効果

に対する世間の理解，認識および評価を欠く 的な発表を行なうプログラムを作成するもの

場合，ロータリーによるせっかくの努力も，

その多くは十分な力を発揮することができな

いままに終ることとなるであろう。ロータリ

一の目的としているもの，およびそのすぐれ

たプログラムに関する説明が，一般人，実業

人，専門職業人，そしてロータリアンに対し

ても，十分に行なわれていないということは，

ロータリーの成長と発展を著しく妨げるもの

であり，それが現実に会員の喪失となってあ

らわれる場合も少なくないのである。ロータ

リー・クラブが，地域社会の理解と支持なく

であること；

　3）各種のロータリー奉仕部門に関する地

域社会の理解を増進するため，以下に掲げる

ものを含むあらゆる機会を利用するものであ

ること：都市連合会，地区大会，地区協議会，

地区研究会，地域大会，国際協議会，国際大

会，ロータリー財団補助金，ロータリー創立

記念行事，地区ガバナーの公式訪問，青少年

交換プログラム，およびその他のロータリー

の世界にわたる計画を示す行事やプログラム；

　4）　ロータリー・クラブがりっぱにその目

して，その奉仕活動に十二分の成果をあげる 的を果した事業，行動および奉仕活動で，ロ

などということは，ほとんどあり得ない。

ロータリーが生き生きと育っていけるよう

な環境は，幅の広いすぐれた広報プログラム

一タリーの目標と綱領を説明する具体的な例

となるようなものについて，効果的な報告を

したり，これを公に表彰したり，また，それ

によってつくりあげることができる。理事会　　に関する情報を提供したりするものであるこ

は，クラブの広報委員会が，積極的な宣伝の

手法や通信機関を通じる方法によるもののみ

と；

5）機関雑誌その他の出版物や資料および
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国際ロータリーのプログラムなど，地域社会

に対するロータリーの目的の説明に役立つも

のを，V一タリー・クラブで効果的に利用す

るものであること；

　6）個々のロータリアンとその友人を家族

および仲間の人たちのロータリーの目標に対

する理解を深める手段として，内部における

情報の伝達を目的とした連続的なプログラム

広 報

を考えるものであること；

7）地域社会の有力者，青少年，その他ロ

一タリーの綱領，活動範囲，計画および事業

などロータリーのことを知っていると思われ

る特定事業関係の人びとの理解を深めようと

　2）　ロータリー・クラブに，ロータリーの

綱領をよりよく伝えかつ表現する，適切なロ

ータリー・クラブ例会プログラムを発表する

ための方法を講ずるよう強し要望し；

　3）世界中のロータリー・クラブに対し，

広報の効果を一段と高める方法として，より

明確に広報に焦点を合わせた活動を採用する

ことを考慮するよう提案する。（理69－70）

　理事会は，新会員をロータリーに引きつけ，

現会員を引き止めておくのに広報が重要であ

ることを，ロータリー・クラブ，特に，クラ

ブ会員増強委員会に対して強調し続けるべき

である，ということに同意する。（理71－72）

するものであること。

綜合的なロータリー広報プログラムを実施

する場合に絶対に必要なことは，プログラム

が真実，正直，誠実そして品位ということを

基調としたものであること，プログラムがロ

広報と団体としてのクラブ計画

　　（Public　Relations　and　Corporate

　　　　　　　　　　Club　Projects）

一タリーのイメージを高め，またそれを正し

く精確に伝えるものであること；また，つね

に，りっぱな行動をもって世間の評価と理解

とを得るための第一要件とすべきこと；さら

に，広報が，個人を賞揚したり，表彰したり

するためでなく，クラブや個々のロータリア

ンが，ロータリーの目的を効果的に実践し，

　広報をより効果的にする奉仕活動を奨励す

る手段として，国際ロータリー理事会は，ク

ラブに対し，国際大会決議23－24にいずれの

ロータリー・クラブも毎会計年度に主要な社

会奉仕活動を提唱することが望ましいと勧告

゜した点を強調するものである。（理72－73）

ロータリーの力を伸ばしていくうえに好まし

い環境をつくりだすことを目的として行なわ

れることである。

広報によってロータリーに人々の注意

を引くこと　（Attracting　men　to　Rotary

　　　　through　Public　Relations）

　理事会は，

　1）世界中のロータリー・クラブに対し，

現在その数を増加しつつある，実業及び専門

職業分野で責任ある地位を占める若人のロー

タリーへの関心を深めさせる手段，方法を見

出すよう激励し；

ロータリーと報道機関

　　　　（Rotary　and　News　Media）

　ロータリーの綱領が一層良く知られるよう

にするためには，ロータリーと報道機関との

間に密接な関係の存在することが大切である。

そのため，クラブは，V　一一タリーにとって有・

利な広報を確保するために次の事項を含め種

種の方法を考慮するように激励されている：

　（1｝地元新聞社，専門職業誌並びに業界誌，

及びラジオ，テレビ放送局の所有主，支配人

及び編集者をクラブ会員に選挙すること；

　（2）ロータリーの綱領に関する情報を広め
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秦

るためにラジオ，テレビを含めてあらゆる伝

達機関を利用すること；

　（3）各クラブで，毎年1回地方新聞人のた

め，又出来得れば，クラブの区域外の新聞代

表者のために会合を開いて，ロータリーの組

織及び綱領について詳細に説明すること。

講演者の斡旋（Speakers　Services）

理事会は次のことを奨励する：

a）地区に講演者斡旋サービスないし斡旋

　所のある地区のガバナーは，そこで斡旋

　できる講演者の名簿にロータリー以外の

　グループに，ロータリーのことを効果的

　に話せる人を，載せること；

b）ロータリー・クラブは，ロータリーに

　ついて効果的に話のできる講演者を，地

　元のさまざまなグループに斡旋すること。

　（理72－73）

地区広報委員会

（District　Public　Relations　Committee）

　理事会は地区ガバナーに対し，地区広報委

員会の設置を考慮することを提案している。

（理68－69）

協議会プログラムに関する一般情報

　（Public　Information　on　Assembly

　　　　　　　　　　　　　Program）

　国際協議会又は地区協議会の計画をたてる

に当っては，ロータリーに関する情報を一般

社会に知らせるのに役立つ事柄を含ましめる

点について十分の注意を払わなければならな

し、。　（理37－38）
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国際ロータリーの出版物

（Publications　of　R．1．）

出版物委員会

　　　　（Publications　Committee）

　国際ロータリー細則（第14条）は，出版物

委員会を国際ロータリーの常任委員会として

設けることとしている。この委員会の任務は，

機関雑誌を含む国際ロータリーのすべての出

版物に関し国際ロータリー理事会に勧告をす

ることである。

機関雑誌　（Official　Magazine）

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の機関雑誌である月刊雑誌を刊行する。雑誌

は，理事会の認める数だけの言語によるもの

を刊行することができる。現在は2種類であ

り，すなわち基本版である英語のTHE　RO－

TARIAN及びスペイン語版のREVISTA
ROTARIAがそれである．。

編集方針

　理事会は次の方針を採択した：

　　　　　　　雑誌編集方針

　雑誌は，各ロータリアンにロータリーの綱

領及び奉仕の理想を徹底させることを推進し

かつ努めなければならない。ロータリーの国

際的性格を強調しロータリーの定めた計画を

支持し発展せしめなければならない。このよ

うな編集方針は，国際大会及び理事会の決定

を反映しかつ四つのテストに合ったものでな

ければならない。雑誌をこのような方針で編

集する場合，その記事は，ロータリアンには

奉仕のすべての部門における活動の向上をは

からせ，またロータリアン以外の人ぴとには

ロータリーの綱領及びその理想を一層良く理

解させることとなるような形と内容とをもっ

たものにしなければならない。

広告方針

　理事会は次の方針を採択した：

　　　　　　雑誌の広告方針

1．一般方針

　　雑誌は，優良な商品と奉仕で声明のある

　広告主に高級な広告を積極的に勧誘しなけ

　ればならない。

　　広告文は，雑誌の編集方針に合致するも

のでなければならない。すなわち：

　　雑誌は，各ロータリアンにロータリーの

　綱領及び奉仕の理想を徹底させることを

　推進しかつ努めなければならない。ロー

　　タリーの国際的性格を強調しロータリー

　　の定めた計画を支持し，発展せしめなけ

　ればならない。このような編集方針は，

　大会及び理事会の決定を反映しかつ四つ

　のテストに合ったものでなければならな

　い。雑誌をこのような方針で編集する場

　合，その記事は，ロータリアンには奉仕

　のすべての部門における活動の向上をは

　からせ，又ロータリアン以外の人びとに

　はロータリーの綱領及びその理想を一層

　良く理解させることとなるような形と内

　容とをもったものにしなければならない。

　広告の引受けには注意深い判断を働かせ，

雑誌の購読者であり同時にその持主である

P一タリアンから，広告が道義に反し品位

を害するものであるとか，広告の約束して

いたものが実際の納品と違っているとかい

うようなことでもっともな苦情がでるよう

なものが載ることのないようにすべきであ
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　る。

　　ロータリアンがそれぞれの実業及び専門

職業のために互いに競争するのはやむを得

　ぬこととして認めなければならないが，こ

　のような競争のために正当な広告が拒否さ

　れるようなことがあってはならない。

II．広告受入れの基準

　　提供される物品又は役務の値うちが正当

　に表示され，かついろいろな国，州等など

　の認可規定に反していないこと。

　　価格を個々または全体的に他と比較しな

　いこと。

　　製品，役務，広告文，図画は，名声ある

　雑誌に期待される趣味の良さ，美的感覚と

　いう点で十分満足できるものでなければな

　らないこと。

　　団体又は集団で行なう広告は，国際ロー

　タリーの定めているプログラムに寄与する

　ものであるかどうかということに基いて考

　慮すること。商品または役務の広告を受け

　入れるか否かの問題は，信用ある実業もし

　くは専門職業団体及び信用調査機関との相

　談の結果により決定すべきこと。

III．無料広告

　　国際ロータリー以外からの無料広告の申

　込は，これを謝絶しなければならない。

IV．ロータリー徽章の使用，ロータリー加盟，

　ロータリー・クラブ用品

　　ロータリー徽章の使用に関する国際ロー

　タリーの一般規定は広告についても適用さ

　れる。広告中に広告主がロータリーに入っ

　ていることを書くようなことは許されない。

　　ロータリー・クラブ用品の取扱業者の広

　告を受ける場合にはその販売製品が特許を

　受けた製造業者によって製造されるもので

　あることを確かめなければならない。製造

　業者の広告の場合には，その業者が国際ロ

　ータリーの特許を受けて製造をしているこ

　とを確かめなければならない。（理53－54；

　59－60；62－63）

　理事会（1962－63）は次のような広告受

入れに関する指針を採択した：

一定の条件付きで引き受けることのできる

広告

貯蓄融資組合（国が保証しているもの）

保険（ベスツ保険年鑑で相当なランキング

にあるもの）

受入れてはならない広告

雑誌は次のようなものの広告を受けてはな

らない：

酒類

薬品（声名のある製薬会社の信用獲得を目

的とした広告を除く）

婦人下着類

創業段階にある企業への投資または相場の

予想に関する広告を出す金融機関

賭博

束物類

安物の札入れ

星占家，易断者及び手相鑑定者

書道家

性に関する忌まわしい書籍

非公認の言語障害者の学校および類似の団

体

宗教団体

政治団体

商取引き目的の接触を求めて他国のロータ

リアンと仲介を申し出るロータリー・クラ

ブ又はロータリアン

ロータリアン誌上での広告

　　（Advertising　in　The　Rotarian）

理事会（1967－68）は，次のような決定を

した：広告の勧誘と掲載について，国際ロー

タリーは，これまで所定の方針に添って慎重

に判断して来ており，また判断することにし

ている。

　国際ロータリーは，これまで誌上に掲載さ
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1

れた広告主，商品または営業を目的とした広

告を保証したこともなく，また，保証する考

えではない。

　国際ロータリーは，雑誌の広告欄に掲載さ

れた商品や役務に関し，金銭上の責任または

義務を引き受けたこともなく，また，引き受

ける考えはない。

レビスタ・ロータリアの顧問

　会長は，ロータリー・クラブのあるスペイ

ン語を話す国及びポルトガル語を話す各国に

それぞれ在住するロータリアン1人を指名し，

その在住国において，レビスタ・ロータリア

の編集者と接触を保ちかつ通信によりレビス

タ・ロータリアの運営について助言する職務

に当たらしめる権限を有する。指名されたロ

ータリアンは，レビスタ・ロータリア顧問と

称し，会長の要求によってガバナーが推薦し

た者の中から選ばれる。任期は1年であるが，

指名により2年間その職務に当たることもあ

る。（理55－56）

雑誌に対する読者の関心

　理事会は事務総長に対し，実際的と思われ

る任意の方法によってガバナー，クラブ役員

その他の次に掲げる提案について注意を喚起

するように求めている：

　（a）新会員がクラブに入会した時に雑誌を

贈り，b一タリーにおいて雑誌の持つ役割を

説明し，毎月これを入念に読むように勧める

こと。

　（b）各幹事は雑誌が到着してから最初の例

会のときに1部を議長席のテーブル又は演壇

の上におくこと。

　（c）各ロータリー年度の初め又はその後の

出来るだけ早い時期に，クラブ会長は，各月

の雑誌到着後最初の例会で3分乃至5分閻雑

誌の論評をする“批評役”として12名を指名

すること。

　（d）雑誌記事を出来るだけプログラムの材

料に用いること。

　（e）町や学校の図書館，クラブの読書室，

国際ロータリーの出版物

軍の基地，軍艦その他へ寄贈用の雑誌の予約

購読をするようにクラブに勧めること。

　（f）クラブは，名誉会員及びそれぞれの地

域社会におけるロータリアン以外の名士のた

めに雑誌の予約購読をし，それによって前者

にはロータリーとの接触を保つようにしても

らい，又後者にはロータリーのことをいっそ

う良く知って貰えるようにすること。

　（g）すべてのクラブ，殊にアメリカ合衆国，

カナダおよびパーミュダのクラブは，国際奉

仕事業の一つとして，レビスタ・ロータリア

の予約購読を行ない，それによってスペイン

語のロータリー機関誌がイベロ・アメリカの

ロータリアン以外の有名人に届けられるよう

にすることを考慮すること。その宛先は，イ

ベロ・アメリカのガバナーその他から入手す

る。（理43－44）

　雑誌にいっそう国際性を持たせ，かつ世界

的にいっそう喜ばれるものとするため，理事

会は，合衆国以外からの記事を歓迎し，かつ

一般的な雑誌改善に対する助言をお願いする。

（理　53－54）

　理事会は，地区ガバナーに，国際ロータリ

ーの公式に発行する出版物の読者数の増加と，

可能な場合その予約講読数の増加を図ること

を勧める。（理68－69）

地区プログラムと雑誌

　理事会は，すべての地区大会及び協議会の

プログラ五の中に雑誌に関する事項を適当に

組み入れることの重要性およびこのために必

要な資料を雑誌は喜んで提供するつもりでい

るということに留意するように求めている。

（理　34－35）

　理事会は，ガバナーに対し，地区協議会及

び地区大会のプログラムの中にクラブ雑誌委

員会の仕事に関する発表をする機会をつくる

こと，および地区大会でクラブ雑誌委員会委

員のための部会を設けることを勧告する。
（理　44　一一　45）
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ロータリーの雑誌週間

　毎年1月最後のまる1週間が「ロータリー

の雑誌週間」に指定されており，クラブはそ

の週間申に雑誌に関するプログラムを催さな

ければならないことになっている。このよう

なプログラムを作成するための資料は，中央

事務局雑誌部から提供される。

雑誌に概要を掲載すること

　理事会は，国際ロータリー発行の雑誌に使

われている言語以外の言語でその概要を国際

ロータリーの公式出版物に掲載することは先

ずないと考えるが，地域的出版物を出してい

る地区においては，それに毎月の「ロータリ

アン」誌及び「レビスタ・ロータリァ」に出

ている記事を転載又はその概要を掲載するこ

とを考慮するよう勧める。（理63－64）

国際ロータリー・ニュース

　　　　　　　　　　　（R．1．NEWS）

　国際ロータリー・ニュースは，国際ロータ

リー中央事務局から各クラブの会長及び幹事

宛に毎月発送される通信を載せた印刷物であ

る。このR．1．ニュースは，クラブ役員に対す

る公式通達その他一般的なまたその時々の重

要なニュースを伝えることを目的としている。

毎月2部をクラブ会長宛に郵送し，1部を会

長からクラブ幹事に渡してもらうことにして

いる。そのほかに，40名以上の会員を有する

クラブは，40名を越える20名につき1部の割

合で追加分を入手することができる。クラブ

はこの無料追加分の郵送を受ける会員を知ら

せるものとする。

　事務総長は，クラブ会長又は幹事から請求

があった場合は，無料で，国際ロータリー・

ニュースを，クラブ会長又は幹事の指定する

クラブの主要委員会の委員長に送付すること

ができる。（理44－45）

　国際ロータリー・ニュースはすべての国際

ロータリー役員及び委員に送られている。な

お，多くの元国際ロータリー役員及び委員長

にも送られている。これらの部数は，クラブ

割当分には含まれない。

　国際ロータリー・ニュースは，一一般に配布

することを目的としたものではない。クラブ

の会員個人は，年2ドルの購読料で購読する

ことができる。

　国際ロータリー・ニュースは，英語，仏語，

独語，日本語，ポルトガル語，スペイン語及

びスウェーデン語で出版されている。

名簿（Direct・ries）

　国際ロータリーは，各ロータリー年度の始

めにクラブの全部，その会長及び幹事の氏名

及び住所，例会場及び例会曜日及び時間，国

際ロータリー役員及び委員の氏名及び住所の

一覧表，その他名簿に一般的な事項を載せた

公式名簿を発行する。

　この名簿は，クラブ役員，国際ロータリー

役員及び委員の使用ならびにロータリアンが

旅行する時の便宜に供するために登行される

ものである。この名簿はロータリアン以外の

人に配布するためのものではない。ロータリ

ァンがこれを営業に利胴するのは間違いであ

る。

　公式名簿は，新版が出るたびに各クラブの

幹事宛に1部宛無料で配付されるものとする。

クラブは追加分を幾部でも購入することがで

きる。

　公式名簿には版権が設定されている。

　旅行するロータリアンのため，公式名簿に

は，ロータリアンの所有又は経営しているホ

テル，もしくはロータリー・クラブの例会場

又は事務所のあるホテルの案内広告を載せて

いる。また，クラブ幹事その他がロータリー
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の標章のついた商品を購入するような場合の

案内として，この名簿には，ロータリーやイ

ンターアクトの名称や標章入りの物品の製造

又は販売を国際ロータリーが特に認めている

会社の一覧表も載っている。

　欧州大陸，北アフリカ及び東部地中海にお

けるロータリー・クラブの名簿が，チューリ

ッヒ事務局で発行され，その地域のクラブに

提供されている。

　また，グレート・ブリテン及びアイルラン

ドの国際V　一一タリーにおいても，その地域の

クラブのために，当該地域にあるロータリー・

クラブの名簿を発行する習慣になっている。

　地区又は地域が，その地区又は地区内のロ

ータリアンの名簿の発行を望む場合には，こ

れを行なって差し支えないが，その経費は，

国際ロータリーの費用外でまかなわなければ

ならない。（理55－56）

　いずれの地区，地域又はクラブも，ロータ

リー名簿を発行する場合，その名簿の中に名

簿がロータリアン以外の人に配布するもので

ないこと，又営業用の名簿に使用されてはな

らないこととする注意を明記しなければなら

ない。（理35－36）

パンフレット　（Pamphlets）

　職業奉仕及び社会奉仕活動，会員身分及び

職業分類の問題等各種の題目に関していろい

ろなパンフレットが国際ロータリーから発行

されている。その全部の目録については，国

際ロータリー事務局から入手出来るすべての

出版物，用紙類，提供品等の価額が掲載され

ているパンフレット19，「カタログ」及びぺ

，一 pー一　100　－J，「国際ロータリー出版物日本

語版カタログ」を参照のこと。

　理事会又は国際大会の決定によって特に発

行が認められているパンフレットを除き，事

国際ロータリーの出版物

務総長は，新しいパンフレットをいつ，いか

なる国語で出版するか，また，現在出版され

ているパンフレットの発行をいつ打切ること

にするかを決定する権限を有する。（理37－

38）

国際ロータリーの出版認可表示のある

出版物　（Pamphlets　Bearing

　　　　　　　　Imprimatur　of　R．1．）

　国際ロータリーの出版許可を表示したパン

フレットは，すべて，国際ロータリー理事会

の承認を得たものか，またはかかる承認を行

なう権限が与えられかつ指定された者の承認

を得たものでなければならない。（理27－28）

公式用語　（Official　Language）

理事会は英語を国際ロータリーの公式用語

として認定する。（理53－54）

ロータリー文献の翻訳

（Translation　of　Rotary　Literature）

　第37回年次国際大会において，国際ロータ

リーが，英語で発行された国際ロータリーの

出版物を，国際ロータリー理事会によって実

行可能とされる限り，なるべく速かに，英語

以外の言語のもので入手できるようにすべき

ことを決議した。　（アトランティック・シ

ティー国際大会決議46　一一　21（a）項）

　公式用語である英語以外の国語によるロー

タリー文献の出版に関する国際ロータリーの

方針は，次の通りである

1．英語版のほかに，ロータリアンの使用

しているその他の国語によるロータリー文

献を，資金事情の許す限りなるべく早急に
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入手できるようにする。

2．理事会は，すべてのロータリー文献の

翻訳の承認を行なうべきものとする。

3．各国語版は，すべて，その内容と体裁

を，でき得る限り同じくすべきである。い

　色々な国におけるすぐれたロータリアンの

奉仕を，国際ロータリーの負担なしにロータ

リー文献の翻訳によって利用出来る場合には，

そうしなければならない。（理34－35）

　理事会は，地区の協力で，ごく一部でしか

ずれの国語版についても，その国語を使用　　用いられていないような言語による国際ロー

しているクラブのために当該国語版の利用 タリーの文献の翻訳，発行が，定められた方

価値を高めることを目的とする変更を加え　　針にしたがって行われることを奨励している。

ることができるものとする。ただし，発行

および領布に先立ち，事務総長が前記変更

（理73－74）

を承認することを要する。

4．　国際ロータリーの出版物の各国語版で，

現在刊行されていないものまたは刊行の予

定のないものの翻訳，刊行および領布は，

これを認め，また奨励する。ただし，翻訳，

刊行および領布に要する費用は，その刊行

物を利用するクラブもしくはクラブ集団に

おいてこれを負担するものとし，また，そ

の翻訳につき，事前に，理事会の承認を得

ることを要するものとする。

5．国際ロータリーの出版する英語以外の

国語版の出版物には，その英語版の定価を

適用する。

6．国際ロー一一タリーの費用で発行されるす

べての出版物の保管および領布に関する指

導および監督は，これを事務総長の所管と

する（理73－74）

　国際ロータリーが英語で出版したパンフレ

ットを他の言語に翻訳する場合において，こ

れと同じ表題をつけ同じ内容のパンフレット

にしようとする場合には，英語版の全文を翻

訳したものを載せなければならない。全文の

翻訳を載せていないものの場合は，あるパン

フレットを抜葦したものであること，または

一定の限定された目的のために発行されたも

のであることを明示しなければならない。

（理27－28）

　ロータリー出版物の各国語版は，それぞれ，

その国語を使用しているクラブに無料で配布

される。（理57－58）

理事会は次のような決定をした。

　1．　ロー一一タリーの綱領を精確に理解するこ

とがクラブ活動の基礎である。

　2．　ロータリーの綱領を英語から翻訳する

場合には，単なる直訳でなく，その精神を表

現したものにしなければならない。しかし，

このような翻訳をする場合には書き加えたり

削除したりすることによって英語で表現され

た綱領の真の意味を変えることのないように

最大の注意を払わなければならない。

　3．　ロータリー文献の英語以外の言語への

翻訳は，すべて国際ロータリー理事会の承認

を得なければならないとする既定の方針を再

確認する。

　4．翻訳をする者はすべて，理事会の決裁

を得るため，その翻訳をガバナーを通じて国

際ロータリー理事会に送付することを要する。

　5．理事会は，英語を話さない国のガバナ

ーが，ロータリーの綱領の翻訳を，それぞれ

自分の地区のクラブに提供することが望まし

いと考えている。（理35－36；57－58）

版権のある出版物

　　　　（Copyrighting　Pubhcations）

機関雑誌，公式名簿，奉仕の冒険，国際大

会議事録等の出版物については，その内容が

営業又は広告の目的に使用されるようなこと

から国際ロータリーを擁護するため，版権が

取得されている。版権の取得されている出版

一一
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物には，その旨が記載されていて，複製する

場合には事前に国際ロータリーの特別の許可

をえなければならない。しかし，版権のない

パンフレットも多数国際ロータリーから出版

されている。これらは単に国際ロータリーと

いう表示をするだけで，その一部又は全部を

再版して差し支えない。

国際ロータリーの出版方針

　　　　（PUI）lishing　policy　of　R．1．）

　理事会は決のような国際ロータリーの出版

方針を定めた：

　1．国際ロータリーは，アメリア合衆国，

イリノイ州の法律に基づき，非営利法人とし

て設立され，従って利益を目的とする一般書

籍の出版及び販売事業を行なうことを禁じら

れている。

　2．国際ロータリーは，書籍の出版及び販

売で大きな投機を行なうに十分な剰余金をも

っているが，かってこうしたことで投機を行

なうことを認めたことはない。

　3．国際ロー一一タリーは，（手続要覧の定め

るところに従い）ロータリーを効果的に運営

し，その教条及び目的を広めるために必要な

出版物を，無料又は見積実費価格を以て発行

しかつ配布することを続けなければならない

が，実際にロータリー運動に関係がないか又

はその運営に必要のない書籍又は資料を出版

することは，絶対にこれを避けなければなら

ない。

国際ロータリーの出版物

　4．理事会は，ロータリー財団の運営が成

功をおさめ，十分にその基礎が固まるように

なれば，ロータリー財団管理委員会は，ロー

タリー運動の目的推進のための望ましい力を

与えてくれると思われるような特別な出版物

で，しかも手続要覧の規定や上記に定めたよ

うな条件からいって本章で述べられているよ

うな出版物の範囲外にあるものを発行，領布

する費用を賄う特別資金を，時時支出するこ

とが出来ると考えるようになるであろうとす

る理事会の見解を記録に載せている。（理3g

－40）

国際主義を強調する国際ロータリー文

献　　（R．1．Literature　to　Emphasize

　　　　　　　　　InternatiOnaliSm）

　基本的にいつて，すべて，国際ロータリー

の指示及び文献は，国家主義よりも国際主義

の精神を強調すべきであり，また，ロータリ

ーの一般原則に限られたものでなければなら

ない。（理45－46）

国際ロータリーによる他団体の文献配

布（Distributi・n　by　R．L　of

　　Literature　of　Other　Organizations）

　一般的方針として，国際ロータリーはその

加盟クラブに対して他の団体の文献を配布し

てはならないことになっている。（理45・一一　46）
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地 域 大 ム冒

（Regional　Conferences）

　地域大会は国際ロータリー細則第18条第5

節に規定されている如く，国際ロータリー理

事会によって開催される。

　理事会は地域大会開催を考慮するに際し，

将来の指針として，次のように決定している：

　理事会は，国際ロータリー細則に規定され

ている如く，適当な条件のもとに，知己を広

め，理解を増進し，意見を交換するため討論

会の役を果すという目的のために，地域大会

を開催することを決定した。一般方針として，

地域大会はどの地域においても，5年に1回

をこえて開催しないものとし，かつ国際大会

開催地となりそうな場所からは概して遠隔の

地域のロータリアンに大した費用を負担せず

に，国際ロータリーの会合に出席する機会を

与えるために開催されるべきである。

　理事会は，原則として，ロータリーのプロ

グラムを前進させることとなるような盛大な

大会となることが確かに期待できるような場

合には，いっでも，またどこでも，ロータリーの

地域大会を開催することに賛成である。　（理
74・一一　75＞

　理事会は，地域大会の開催地を選定する際

に次の諸点を考慮に入れるべきことを決定した二

1．　「主要な出席地域」内に少なくとも1万

　　名のロータリアンが居住していなければ

　　ならない一その地域とは，ロータリア

　　ンが大した費用を負担せずに大会開催地

　　まで旅行することが出来，従って最多数

　　の出席者が期待され，かつ，大抵の場合

　　実際に出席する地域を言うのである。

2．　「主要な出席地域J内に居住するロータ

　　リアンは，国際大会へ大した費用を負担

　　せずに旅行する機会がこれまでにあった

　　か，又は数年のうちにあると期待される

　　ものであってはならない。

3．然も，最小限2千名のロータリアンの出

　　席が期待できること。

　理事会は，当該都市が国際ロータリーへ何

等の負担をかけることなく，大会の本会議に

相応しい，適当な，便利な公会堂並びにその

他の会議のために同様な会議場を準備するよ

う期待している。如何なる都市のロータリー・

クラブも国際ロータリーが使用する会議場の

室代又はその他の経費を負担すべきものでは

なく，地域社会としての都市がかかる設備を

準備するか，又は市当局，或は商工会議所，

旅行協会，又は事業家やホテル業者等の類似

の団体が，かかる集会場のために必要な場合，

資金を準備すべきであると考えられている。

この決定は，会議場の室代又は，緊急の場合

必要な他の経費を，国際ロータリーが支払う

ことを承諾するのを妨げるものではない。

　地域大会開催を承認するに当って，理事会

は，国際ロータリー年次大会に関し現在行な

われているのと同一の方法で，かかる大会の

立案，開催を援助するために，必要と思われ

る費用の割当を行なうことになっている。

（理65－66；69－70）

　理事会は，地域大会が有益な目的を果たし

得ることを認める一方，同大会を必ずしも毎

年開催するには及ばぬこと，又，如何なる年

においても開催の当否決定は，地域大会の地

域内からの開催要求の有無，国際ロータリー

の他の諸活動との関係における同大会の適否，

並びに大会開催に関する諸事情に基づいて行

なうことに意見が一致している。（理65・一一　66；

66－67）

一160　一一

理事会は，地域大会を開催する決定は，こ

れを，開催予定期日の3年前よりも早く，5

年前よりも遅い時期に行なうようにすべきで

あるとする意見であり，したがって，将来い

ろいうなロータリー地域において開催さるべ

き地域大会の予定表を作成するようなことは

地　域　大　会

A．組織（Organization）

しない。（理74－75）

地域大会指針

　（Regional　Conference　Guidelines）

　理事会は以下の事項を決定した：

　1）地域大会開催に関連する国際ロータリ

ーの正味経費は，大会における登録者100名

毎に1，500ドルを越えないものとし，如何な

る場合も1回の地域大会の経費総額は40，000

ドルを越えざるものとすることを国際ロータ

リーの方針とする；

　2）地域大会の予算案は，承認を得るため

地域大会委員会より理事会へ提出されるもの

とする。（理69－70；74－75）

地域大会組織の手続規則

　（Rules　of　Procedure　for　Organizing

　　　　　　Regional　Conferences）

　理事会は，地域大会の組織に関して次の如

き手続規則を採択し，執行委員会並びに会長，

又は会長に対し，理事会に代って，これらの

手続が理事会に委ねた責任を遂行する権限を

与えると共に，更に執行委員会に対し，必要

ある場合には，既定の手続規則を変更する全

権限をも委任している。

　国際ロータリー理事会は，随時，大会を催

すべき都市及び日時について決定を行ない，

大会開催の通知を発し，地域大会委員会を設

置し，かつその委員長を指名する。

　国際ロータリー会長は，大会の委員長（司

会者）となる。

　国際ロータリー事務総長は，地域大会及び

地域大会委員会の事務局長となるものである

が，中央事務局の1員を指名してその任務を

代行させてもよい。

　地域大会に出席のロータリー会員は，立法

機関を構成しない。従って彼等は，国際ロー

タリー又はロータリー・クラブを束縛するよ

うな決議を行なうことは出来ない。

　理事会は，地域大会の開催期日より少なく

とも1ヵ年前に大会開催の通知を発すること

になっている。

地域大会委員会

　　（Regional　Conference　Committee）

　地域大会委員を任命するに当っては，理事

会は，地域内に含まれる各国の特異性を考慮

に入れるであろう。大会委員会は，国際ロー

タリー理事会に対し，他の誰にも委嘱されて

いない，大会の総ての部面に関し責任を負う

ものであり，大会の特別方針を定め，大会の

プログラムを起草して理事会の承認を受ける

ものとする。大会委員会は，本会議，部会，

余興等を含む承認ずみのプログラムの細目の

実施，並びに他の誰にも委嘱されていないそ

の他すべての事項に対する責任を持つものと

する。

　主催クラブの実行委員会として知られてい

る主催クラブの地元準備委員会の監督管理の

責任は，大会委員会が負うものとする。
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国際ロータリー事務総長

　　　　　（General　Secretary，　R．1．）

　国際ロータリー事務総長は，広報，財務，

集会場の選定と設備，出席の促進，登録，主

催クラブとの協力等運営上のあらゆる任務に

対し第一の責任を負うものである。事務総長

は，運営上の多くの任務を遂行するに当って，

主催クラブの協力を要請する。又，プログラ

ム及びその関連事項に関して，大会委員会に

協力し，大会の運営については，理事会に対

し，第一の責任を負うものである。

国際ロータリー地域大会幹事

　　　　（Conference　Manager，　R．1．）

　国際ロータリー地域大会幹事は，事務総長

の代理人であって，事務総長が第一の責任を

持つ運営上の多くの業務を代行する。彼は，

大会委員会をその任務の全般に亙って援助し，

かつ国際ロータリー大会委員会，国際ロータ

リー事務総長と主催クラブ間の連絡係を勤め

る。その上，彼は，主催クラブを援助して歓

待計画の作成に尽力し，地域大会プログラム

を起草する責任がある。

主催クラブ（Host　Club）

　主催クラブは，来訪ロータリアン並びに来

賓を歓待する責任がある。歓待計画はすべて

国際ロータリー大会委員会の承認を受けなけ

ればならない。

　主催クラブは，主催クラブ実行委員会とし

て知られている地元準備委員会を任命するも

のとする。この委員会は，主催クラブに代っ

て，歓迎計画を立案し，必要な地元小委員会，

例えば，ホテル，余興，登録，歓迎，輸送，

婦人，装飾，出版物，宣伝，友情の家，情報，

大会報道等の小委員会を任命しそれらを調整

する。

　主催クラブは，国際ロータリー事務総長と

協力して，事務総長が第一の責任を負ってい

る運営業務の多くを遂行する。

大会委員長の任務

（Duties　of　Chairman　of　Conference）

　大会を開会かつ主宰し，大会事務局長と共

同して大会議事録の正確なことを証明するの

が大会委員長の任務である。

地域大会事務局長の任務

（Duties　of　Secretary　of　Conference）

　大会議事の記録をとり，大会委員長と共同

してその正確なことを証明し，大会の進行に

関しあらゆる点に於て委員長を助けるのが，

大会事務局長の任務である。事務局長は又，

地域大会委員会の事務長として，同委員会の

議事録をとり，又同委員会の要請する通信の

処理に当たるものとする。

B．主催クラブよりの大会招致

　　　　（Invitation　from　Host　Club）

　地域大会招致の希望を有するクラブは，希

望する大会の開催予定期日の少なくとも36ヵ

月以前に，事務総長の手許まで大会の招待状

を提出しなければならない。この招待状に添

付する説明書に含まるべき事項は次の通りで

ある：

　1．地域大会開催予定の会場並びに収容能

力，但し国際ロータリー又は如何なるロータ

リー・クラブへも負担をかけずに使用できる

か否かに関する情報を付記のこと。

　2．利用し得べき一級及び二級ホテルの室

数及びその宿泊料の限界。

　3．地域大会開催の希望月に関する推薦状，

但し推薦の理由を付記すること。地域大会が，

10月乃至11月に開催されることを，国際ロー

タリーは望むのである。

一162一

C．プログラム　（Program）

　地域大会委員会は，大会プログラムを立案

してつくり上げ，理事会の承認を求める。プ

ログラムはむしろロータリーの基本的な原理，

方針及び手続を完全に提示するものを含むと

共に地域に特有な問題の検討も含まれなけれ

ばならない。但し，極度に論争を生むような

問題を公開の席で論ずるが如き愚は避けるべ

きであるが，異なった意見を有する人々が，

ロータリー精神で話し合う機会は必ずしも避

ける必要はない。

D．宣伝（Publicity）

　国際ロータリー事務総長は，結局に於て多

数の出席者を確保するためにあらゆる努力を

傾けるよう，ロータリーの種々なる出版物及

び彼が案出しうるその他の手段を以て，地域

大会に対し注意をひくべく努力しなければな

らない。地域内にある国の地区ガバナーに対

しては，大会出席への関心を喚起するよう激

励しなければならない。地域大会委員会は，

大会を適当に宣伝するために必要と思われる

あらゆる手段をとることが出来る。但し，こ

れは大会に認められた予算内に於て行なわれ

なければならない。

　大会にはどの地方からのロータリアンでも

歓迎されるのであるが，地域外のクラブから

の出席を確保するための努力は，特に払う必

要はない。

E．大会公式用語（Official　Languages）

　地域大会委員会は，地域大会の公式用語を

如何なる言語にするかを理事会に提言すべき

ものとする。

地　域　大　会

F．費用（Expenses）

　理事会は，登録費の金額を決定し，国際ロ

ータリー資金からの必要な支出を割当て，大

会予算を決定する。国際ロータリー事務総長

は，大会予算の作成及びその監督に関して理

事会に対し第一の責任者である。

G．接待（Entertainment）

　接待の催しは簡素にし費用も多くかからず，

又公式のプログラムと衝突しないようにすべ

きである。（理65－66；74－75）

地域大会の参加者（Participants　in

　　　　　　aRegional　Conference）

　細則の規定によれば，国際ロータリー理事

会は，地域大会に会員が参加すべきクラブを

指定することになっている。この点に関する

理事会の決定は次の通りである：

　明確に地域を決定するのは国際ロータリー

の方針ではない。尤も地域大会に参加すべき

であると考えられるクラブを包括的に指示す

ることが実行されている。例えば，太平洋を

囲む諸国のクラブは太平洋地域大会に参加す

るものと考えられ；カリブ海及びメキシコ湾

に臨むクラブはメキシコ湾・カリブ海地域大

会に参加するものと考えられる。同様に，南

米のロータリー・クラブは南米の地域大会に

参加するものと考えられる。国によっては，

そのクラブが明らかに一つ以上の地域大会に

参加するものもあるであろう。例えば，南米

の太平洋沿岸のクラブは，太平洋及び南米の

両地域大会に参加できるし，中米のクラブは

メキシコのカリブ湾地域大会及び太平洋地域

大会の両者に参加できるわけである。（理35
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地域大会　（Regional　Conferences）

今までに関催された地域大会は次の通りで

ある。

　大平洋地域

開催時期　登録者数

ホノルル，ハワイ………1926年5月

東京，日本………………1928年10月

シドニー，豪州…………1930年3月

ホノルル，ハワイ………1932年6月

マニラ，フィリピン・・…・1935年2月

ウェリントン，

　　ニュージーランド…1937年3月

シドニー，豪州…………1956年11月

　欧州，北アフリカ及東地中海地域

ハーグ，オランダ………1930年9月

ローザンヌ，スイス……1933年8月

ベニス，イタリー………1935年9月

433

568

736

335

220

　312

1，940

　763

　700

1，514

ストックホルム，

　　スウェーデン………1938年9月

オステンド，ベルギー…1954年9月

カンヌ，フランス………1959年9月

アムステルダム，

　　オランダ……………1965年10月

ローマ，イタリー………1970年11月

　南アメリカ

バルパライソ，チリ……1936年3月

サンチァゴ，チリ………1960年11月

モンテビデオ，

　　ウルガイ……………1969年12月

　メキシコ地域のカリブ湾

ハバナ，キューバ………1937年3月

サンファン，

　　ポルトリコ…………1966年11月

　中央アジア

ペナン，海峡植民地……1938年4月

　アジア

デリー，印度……………1958年11月
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1，513

1，576

2，　264

2，421

3，187

　331

1，655

2，667

500

1，666

170

2，913

戦災者の救済

救 済 事

（Relief　Work）

（Relief　for　War－Affected　Persons）

　ハバナにおける国際大会は，戦災ロータリ

アン及び家族救済基金の設定及び配布の件を

規定する決議（40－17）を採択した。ハバナ

立法は後にセントルイス国際大会の決議（43

－16）で改訂された。

　シカゴにおける国際大会は，ハバナ及びセ

ントルイス立法を廃止し，戦災ロータリアン

救済のための寄付に関する規定を明確にし，

救済基金をロータリー財団管理委員会によっ

て管理配分するよう，ロータリー財団に繰入

れることを規定した次の決議（44－9A）を採

択した：

　第35回年次国際大会に集まった国際ロータ

リーは，1940年（ハバナ）国際大会で採択さ

れた決議40－17，及び1943年（セントルイス）

国際大会において採択された決議（43－16）

は1944年6月30日限りこれを廃止し，かつ

　1．理事会の判断において，国際ロータリ

ーは，世界のロータリー・クラブ及びロータ

リアンに対し，世界の何れの地にある戦災ロ

ータリアン及びその家族の慰藷及び復興のた

めの寄付を要望しうること。

　2．斯様な総ての寄付は，一般の救済団体

に対して通常行なう寄贈に代るものとしてで

はなく，それに加えてロータリーの友愛精神

の下に行なう別口の自発的な寄付という建前

で懇請すること。

　3．過去及び今後斯様な目的のため行なわ

れる総ての贈与及び寄付は，ロータリー財団

の基金の一部となし，財団の管理委員会によ

業

って国際ロータリー定款第10条及び細則第20

条と財団の信託宣言にもとづきこれを保管，

管理し，かっ配分せられなければならない。

元金及びその利子は寄付行為の用途及び目的

のために管理かっ配分されなければならない

こと。

　4．国際ロータリーの理事会は，これまで

にその責務はすべて正当に遂行されたものと

して現在ある総ての救済基金を，今後はこれ

をロータリー財団に移譲する権限が与えられ

かつ指示されていること。

等を決議する。（シカゴ国際大会決議44－9A）

　1950年7月に，戦災ロータリアン救済とし

て特に明記せられた資金の全残額は支出済と

なった。その後ロータリー財団管理委員会及

び国際ロータリー理事会は，随時，使用出来

るロータリー財団の基金，又はその得た収入

から，戦災者救済のため，緊急必要にせまら

れている場合に支出することを承認した。然

しながら，食糧及び衣類に対する要求は，一

般にロータリー・クラブの国際奉仕計画とし

て，クラブによって引き継がれた。

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

ロータリー財団により与えられる救済は，

1965年1月1日現在救済を受けている戦災者

に対し，管理委員会が必要ありと認める期間，

継続すべきであるが，1965年1月1日より後

救済者名簿には1名も追加せざることに意見

が一致した。

災害救済（Disaster　Relief）
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災害救済事柴をなす機関が普通存在してい
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るので，災害時に特別のロータリー救済資金

を募集することは国際ロータリーの習慣にな

っていない。赤十字その他の信用ある団体が

この事態に応ずべく努力しておる場合には，

ロータリアンは斯様な団体の懇請に気前良く

かっ迅速に答えるよう要望されている。斯様

な団体のない場合とか，ロータリー・クラブ

及びロータリアンが被災地のロータリー・ク

ラブに直接に寄付金を送りたい場合には，斯

様な寄付金は，そのクラブが受領する立場に

ありかつ斯様な寄付を喜んで受取る意志があ

れば直接送付しても良い。（理59－60）

　災害救済活動に関しては，被災地のロータ

リー・クラブが被災者の緊急必要事項を満た

すための救援プログラムを準備し，またその

応援資金として他から贈られる寄付金を喜ん

で受理しその管理に当ることはよく見聞きす

ることである。クラブがこのように関心を寄

せ，そしてロータリー・クラブ及びn一タリ

アンのかような活動は明かにV一タリーの評

判を高めることになるものではあるが，しか

し，決議29－12の第2条第3節（本要覧140

頁参照）の規定により，いずれのクラブもし

くはクラブの集団も災害救済のための財政そ

の他の援助を他のロータリー・クラブやロー

タリアンに懇請しようとする場合は，先ず国

際ロータリー理事会の承認を得てからでなけ

れば，勝手にそのような行動を始めてはなら

いことになっている。

　理事会は国際ロータリーの一つの活動とし

ての災害救助資金，或は国際ロータリーによ

って管理される災害救助資金を設定しないこ

とに同意した。（理64－65；70－71）

人道主義援助及び設備に関する方針

（Policy　Re　Humanitarian　Aid　and

　　　　　　　　　　Equi　pment）

理事会は，ロータリー・クラブ或はロータ

リー地区が，国際赤十字社の指導の下に，食

糧その他の生活用品を集めて被災地のクラブ

に輸送する事業を引き受けることを奨励する

計画に対して国際ロータリーの承認を求めた

ある地区大会の提案を検討して次の如き手続

をとった：

　理事会は，衣料，食糧その他の必需品の供

給によって，被災者を救済するという如何な

る提案にも賛成する。然しながら，理事会は，

この事は関係諸国政府が研究している事柄で

あり，かつ彼等が最も迅速にそれら被災者の

救済に乗り出すことと考えるが故に国際O　一一

タリーの介入は却って当事国の努力や援助を

複雑化し，救済を支援するというより寧ろ遅

延せしめる結果となる恐れがありうるので，

斯様なことは不適当であると認める。又，理

事会は，ロータリー・クラブは自主的であり，

事情によって斯様な場合に適当な処置が出来

ることを指摘する。理事会は，一般救済政策

が世界を通じてとられた場合には，斯様な事

態におかれたロータリー・クラブは，政府に

よって公式にとられたことに補足的な援助を

なす機会を見出すことを確信している。（理41

－42）

　国際ロータリーは，人道主義援助をなす色

色な運動に寄付するよう，沢山の要求を受け

ている。理事会は人道主義援助をなす種々な

る運動を発起する沢山の団体が存在しておる

ことを認める。この理由と沢山の斯様な運動

が次から次へと出来つつあるため，理事会は

国際ロータリーそれ自体が斯様な運動と提携

すべきではないと信ずる。理事会は，ロータ

リー・クラブは自治的であるからこの種の事

柄に関する処理は，そのクラブの欲する処に

よって行動し得る点を指摘し，かつ理事会は

ロータリアンが個人として最善をつくすこと

を信ずるものである。（理42－43）
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会議運営手続規則
（Rules　of　Procedure）

　国際ロータリー理事会は，以下に述べるよ

うな，国際ロータリーの諸会議での使用を目

した会議運営手続規則を推奨している。この

規則＊は，国際ロータリーの組織規定の諸条

項を補足することを目的とし，本来，規定審

議会及び国際大会で，立法案の各案件の審議

及び表決を行なう場合に用いるためのもので

ある。しかし，この規則は，前記以外の国際

ロータリーの会議で議案を討議し表決する場

合にも用いることができる。

会議運営手続規則

　（Parliamentary　Rules　of　Procedure）

　国際ロータリーの会議に用いる会議運営手

続規則を以下の通り定める。

　1．すべて会議に上程された案件の議事に

入るには，先ず代議員から，会議がある表決

を行なうとか，又はある見解を表明すること

を提案する動議を提出する。動議を提出する

には，代議員が起立し，議長から発言の許し

を得た後，自己及び所属クラブ（又は所属地

区）を明らかにした上，「議長，私はこれこ

れの動議を提出します。」と言う。動議にはも

う一人の代議員による「賛成」が必要である。

賛成者は起立して，議長から発言の許しを得

て，自己及び所属クラブ（又は所属地区）を

＊これらの手続規則に於て，「代議員」という用語は，そ

れが用いられる場合に応じて，国際大会におけるクラブ

代表の選挙人，規定審議会における地区代表議員及びそ

の他の議員，並びにこの規則が用いられるその他の国際

ロータリーの会合に於ける正式に権限を与えられた代議

員のことをいうものとする。又「会議」という用語も，

場合に応じて，国際大会，規定審議会又はその他の国際

ロータリーの諸会合を指すものとする。

明らかにした上，「議長，私はこの動議に賛

成します。」と言う。このような発言が直ち

に議場から現われなかった場合には，議長の

方から賛成者を求めることができる。

　2．議長が動議の提出があったことを報告

するまでは，その動議の討論を始めることが

できない。

　代議員は，議長から発言の許しを得て，自

己及びその所属クラブ（又は所属地区）を明

らかにした後，初めて発言することができる。

本動議の提出者には，議題に関し冒頭討論を

行なう権利がみとめられるものとし，論旨の

陳述に5分間，応答に3分間の時間が与えら

れるものとする。

　討議において，各代議員は，会場で許可を

求めて行なう場合を除き，同じ問題について

同じ日に，2回を限り発言権が認められるも

のとし，但しその問題にっいて未だ発言をし

ていない代議員が発言を求めている場合には，

2回目の発言をすることができない。代議員

の発言は，議事日程又は出席投票代議員の多

数決によって別に定めた場合を除き，1回に

5分を超えないものとする。

　当該会議の代議員以外のロータリアンであ

っても，上程議案の提案者がその代理者とし

て指名した者であれば，討議を行なう権利が

与えられる。この権利は，当該議案に関する

限りにおいてのみ，認められるものとする。

この規則中に定められている制限時間は，提

案者の代理者にも適胴されるものとする。

　3．主たる動議，又は本動議とは，会議の

議決に付された原提案のことをいう。このよ

うな動議が提出され，賛成され，議長から報

告されたときは，その動議の処理が終るまで，
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会議は，任意に他の案件の審議を行なうこと

ができない。但し，主たる動議又は本動議の

討議中であっても，本動議に優先することと

なっている議事運営に関する動議は，これを

提出することができる。従って，会議は，他

の如何なる議決にも先んじてこれを処理しな

ければならない。

　4．制定案又は決議案に関する主たる動議

又は本動議及びこれに対する議決は次の形の

いずれかによるものとする：

　（a）採択する（原提案通り）；

　（b）修正の通り採択する（原案修正の経緯

　　を詳述する）；

　（c）撤回されたものとみなす；

　（d）提案者によって撤回されたものとみな

　　す；

　（e）撤回されたものとし，検討（又は更に

　　検討を重ねるため）又は会議の決定する

　　特定の指示を付して，国際ロータリー理

　　事会に付託する；

　（f）否決する。

　制定案又は決議案に関する主たる動議又は

本動議が，議案が撤回されたものとみなす，

とするもの（前述の特定の指示を付したもの

又は付さないもの）以外のものである場合に

おいて，その後の動議によって，これを撤回

されたものとみなすこととするためには，そ

の動議は，当該議案の採択又は否決が会議で

最終的に決定される前に，提出され，議決さ

れなければならない。前記の撤回されたもの

とみなすとする動議が提出され，それが成立

したときは，当該制定案又は決議案に関する

討議はもはや続行することを得ず，その議案

は，会議から撤回されたものとみなすものと

する。

　制定案又は決議案を採択するとする動議

（原提案の通り又は修正案の通り採択するも

の）が採決された場合において，その動議が

成立しなかったときは，当該制定案又は決議

案は，会議がこれを否決したものとみなすも

のとする。

　制定案又は決議案を否決する，とする動議

が採決された場合において，その動議が成立

しなかったときは，当該制定案又は決議案は，

引続き討議のため会議に上程中のものとし，

議長は，当該制定案又は決議案に対して会議

のとるべき措置について，動議の提出を促す

ものとする。

　議事日程により次に上程される制定案又は

決議案に関し，議長から，これに対して会議

のとるべき措置について動議を提出すること

を議場に促す発言があり，議場からは，これ

に応ずる何らの動議も提出されなかったとき

は，議長は当該制定案又は決議案は，動議の

提出がないので，これを会議から撤回された

ものとみなす旨発表をするものとする。

　5．規定審議会又は国際大会において，審

議に付せられる議案が制定案又は決議案であ

って，その提案者が，当該制定案又は決議案

に関し修正を提議すべき意思のあることを，

その修正の本文を添付した書面をもって，事

務総長に通知し，そして事務総長が，会議招

集前，代議員のために前記の意思及び修正の

本文を発表していたときは，いずれの代議員

も，制定案又は決議案を前記提議の通りに修

正した形のものによって審議することとする

動議を提出することができるものとし，当初

に提案された形のままの制定案又は決議案を

先ず審議するための動議を提出することを要

しない。

　6．優先して提出できる議事運営に関する

動議及びその成立に要する票数は，次の通り

とする：

　（a）休会：この動議は，いつでも提出する

　　ことができる。但し，次の場合を除く。
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議長の発言中；

投票が行なわれている時；

この動議の否決された直後；

にわかに申止出来ない議事の進行中。

この動議は，再開の日時を定めないもの

　の場合には，討議も修正も行なわない。

　動議の成立には，過半数の賛成投票を必

　要とする。

　再開の日時と場所とを定めてそれまで休

　会することとする動議の場合は，討議及

　び修正を行なうことができる。この動議

　の成立には，過半数の賛成投票が必要で

　ある。

（b）休憩：この動議は，議事日程の間で，

　例えば食事のため，或はその日の日程を

終えたとき，次の会議を開くまで申休み

　をすることとする場合に用いられる。こ

の動議については討議を行なわない。動

議の成立には，過半数の賛成投票を必要

　とする。

（c）議事手続きに関する異議：この動議は，

議長の裁定又は国際ロータリーの会議運

営手続き上の違反について注意を喚起す

るため，又は抗議をするために用いられ

る。この動議の提出には，「賛成者」を

要しない。動議は，「議長，議事手続き

について異議を申立てます。」という形を

とる。議長は，「ご異議の点についてご

説明願います。」と言う。その異議につ

いて代議員が述べ終ると，議長は次のよ

うに答える二

1）「あなたのこ異議の趣旨は了承しま

　した。」又は

2）「あなたのご異議の趣旨は了承でき

　ません。」

もしこれに納得のできない代議員があれ

ば，その代議員は，議長の裁定について

採択を求めることができる。そこで議長

は議場に呼びかけて，「議長の裁定を支

持されるでしょうか。」と問う。この問

題については討議をすることができる。

議長はその席をはなれずに，討議を行な

ってよい。採決は，他の動議と全く同様

に行なう。賛成過半数又は賛否同数の場

合は，議長の裁定が支持されたこととな
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　る。議長の裁定をくっがえすには，過半

　数の反対投票を必要とする。

（d）審議保留：いずれ先になって「審議再

　開」の動議が提出されるときに取り上げ

　ることとして，討議申の議題の審議を延

　期する動議である。この動議については，

　討議も修正も行なわない。動議の成立に

　は，過半数の賛成投票が必要である。

（e）審議再開：前に審議保留とした案件を

　討議のため取り上げることとする動議。

　この動議は，当該案件が審議保留となっ

　ていたものであるから，別な案件の議決

　を行なってからでなければ，提出するこ

　とができない。この動議については討議

　も修正も行なわない。動議の成立には，

　過半数の賛成投票が必要である。

（f）討議終結：審議申の問題の討議を終結

　させる動議。この動議については討議を

　行なわない。動議は，「議長，私は討議

　終結の動議を提出します。」という形で行

　なう。そこで議長は，「討議を終結し，

　只今から採決を行なうこととしますか。」

　と諮る。もしこれが3分の2の賛成投票

　を得て採択されたときは，直ちに審議中

　の問題の採決をしなければならない。

（g）討議延期：上程の案件の審議を将来の

　一定の時期まで延期するための動議。こ

　の動議は，発言が行なわれているときを

除き，何時でも提出することができる。

又討議を行なうことができる。この動議

の成立には過半数の賛成投票が必要であ

　る。

（h）委員会付託：本動議の原案が修正され

たために混乱を来たした場合，又は問題

点をもっと慎重に砺究することを賢明と

する場合に，その本動議を委員会に付託

　して更に審議を行なわせることとする動

議。この動議は討議及び修正を行なうこ

とができる。動議の成立には，過半数の

賛成投票を要する。委員会は，会議に報
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告をしなければならない。

（i）修正：字句の「挿入」又は「追加」又

　は「削除」又は「削除して挿入」又は

　「置き換え」によって本動議の文言を修

正しようとする場合に用いる動議。修正

の動議そのものを修正することはできる

が，それを更に修正することはできない。

　「置き換え」は一つの項全文か，又は制定

案もしくは決議案の全部についてのみ行

　なうものとする。

修正にかかわる問題と密接な関係のない

　もの；単に原案が否定の形で表わしてい

　るものと同じ趣旨を肯定の形で表わすに

過ぎないもの；会議が当該期間中すでに

決議しは問題と同一内容のもの；実質的

な内容に変更なく単に修正の形式のみを

別な形式に変えるもの；動議の形式を別

な形式に差し替えるだけのもの；制定案

から「制定する」という文言を，決議案

から「決議する」という文言を削除する

だけのもの；会議になんら意味のある提

案をしたこととはならないような文言を

　削除又は挿入するもの；取るに足らない

　もの又は不合理なもの，以上のような修

正の動議はいずれもこれを提出すること

　ができない。

　修正案の修正は，本動議の原案のみなら

　ず，修正の主旨とも，密接な関係がなけ

　ればならない。修正に便乗して新しい別

　な問題を持ち込んではならない。

（j）修正案の票決：提案に対し修正案が提

　出されたときは，その修正案を最初に投

票に付する。修正案に対する修正案が提

出されたときは，先ずその修正案に対す

　る修正案を投票に付してから，原提案に

対する修正案を投票に付する。次に原提

案について，原提案の通りとか，修正案

の通りとか，その内容に応じた形の票決

　を行なう。

（k）再審議：一度成立した動議を再審議す

　　ることとする動議は，当該会議の定例会

　　議中に提出されなければならない。代議

　　員はいずれもこの動議を提出することが

　　できる。動議に関する発言は，動議に賛

　　成の者2名及び反対の者2名を限り許さ

　　れるものとし，これらの発言が終った後

　　直ちに採決を行なうものとする。各発言

　　者の意見の陳述には5分間が与えられる。

　　動議の成立には，3分の2の賛成投票を

　　要す。

　7．いかなる議長の裁定に対しても，異議

の申立てをすることができる。但し別な異議

の申立てが未決定の場合はこの限りでない。

異議の申立ては，当該裁定が行なわれた時に

のみ行なうことができる。異議の串立ては，

他の代議員の発言中であっても行なうことが

できる。もし何か別な討論とか議事で妨げら

れると，もはや異議の申立てはできなくなる。

異議の申立ては，議場における代議員の特典

に関する質疑には優先できない。異議の申立

ては，討議を行なうことができるが，修正は

できない。

　議長は，異議の申立てに関する問題につい

て発言する場合は，議長席にっいたままで，

裁定の理由について述べることができる。理

由の説明には3分間が与えられる。いかなる

代議員も1回しか発言することを許されない。

但し討論の終りに臨んで裁定に対する反論に

答える場合の議長についてはこの限りでない。

各代議員の異議申立てに関する発言は3分間

とし，そして議長が裁定に対する反論に答え

ようとする場合は，これに5分間が与えられ

る。問題は，次のような言葉で会議にかけら

れる：「議長の裁定に賛成されますか。」それ

から採決によって問題が決められることとな

る。

　議長の裁定をくつがえすには過半数の反対

投票が必要である。賛否同数の場合は，議長

が支持される。議長が当該会議の代議員であ

る場合は，議長又は司会者の裁定は多数決に
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よってくつがえされない限り有効であるとす

る原則に基づいて賛否同数にするため，議長

自ら投票することができる。

　投票の結果の発表が直ちに議長の決定とな

るのではない。発表されたものの正確さにっ

いて疑いを抱く代議員があれば，この場合，

異議の申立てはできないが，「賛否分離投票

による採決」を要求すべきである。

　8。　この方法による採決の要求は，案件に

対する賛否が問われた時以後いつでも，発言

の許しを得ないで，これを行なうことができ

る。たとえ採決の結果が報告され，又他の代

議員に発言が許されてからでも差支えない。

但し，この場合，前記採決が発声又は挙手に

よって行なわれたものであること，及びこの

方法による採決の要求を他の動議が提出され

る前に行なうことを要する。この方法による

採決の要求には動議の賛成者を要せず，そし

て討論も修正も又別な動議に付帯させること

もできない。

　この方法による採決が要求されると直ちに

議長は再び採決を行なうが，この場合は，賛

成者の起立を求めてこれを数え，次いでこれ

が着席してから，反対者を起立させてこれを

数える方法による。

　9．動議は，たとえ修正が行なわれた場合

でも，その採決が始まるまでは，いつでもそ

の提出者においてこれを撤回することができ

る。撤回には賛成者を必要としない。討議を

行なわず，又修正することもできない。

10．会議が，案件を委員会に付託すること

を望まない場合，又はその案件が十分理解さ

れてなくて当該会議の審議に適しない場合，

その他なんらかの理由で，これを会議の定め

るところに従ってもっと自由に審議すること

が望ましいとされる場合，会議は，正規に提

出され，賛成され，多数決によって成立した

動議に基づいて，「全員委員会」に移行する

ことができる。

　「全員委員会」に移行の動議が成立すると，

会議運営手続規則

議長は，直ちに代議員の一人に議長席につく

ことを求めた上，自らは会場の代議員席に着

席する。

　提出される動議は，「修正する」又は「採

択する」及び委員会は「閉会し，報告する」

のみとする。

　議長の裁定に対しては異議の申立てができ

るがそれは直ちに採決されなければならない。

各代議員は，異議の申立に関して1回だけ発

言することができる。

　「全員委員会」に移行する前に，会議は，

委員会における討論を，会議の決定したもの

に限定するか，又は一定の時間で打ち切るか，

或はその両者とするかを投票によって決める

ことが出来る。もの何等の制限も設けられて

いない場合は，代議員は誰でも，許される限

り何回でも発言し，又その都度許された時間

だけ発言することができる。但し，ある問題

に関し発言を希望しながらまだ発言していな

い代議員がいる場合は，2回目の発言をする

ことが出来ない。

　討論が，会議の定めた一定の時間をもって

打ち切られた場合は，「全員委員会」は，た

とえ全員一致の同意をもってしても時間を延

長する権限を有しない。

　「全員委員会」は，案件を他の委員会に付

託することが出来ないし，付託された原案の

本文に変更を加えることも出来ない。

　委員会が，付託された案件の審議を終えた

場合，又は委員会が散会を望むか，会議に討

議を打切らせたいと思う場合は，議事の結果

を明確に記録して，「委員会は閉会し，報告

する」という動議を提出する。この動議につ

いては，討議を行なわず，修正をすることも

出来ない。

　この動議が採択されると，議長は議長席に

着き，「全員委員会」の委員長は，代議員席

の自分の席に戻る。次に委員会の委員長は次

のように述べる。「全員委員会は（ここで制定

案，決議案その他の議案名を挙げる）につい
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て審議を遂げました。そしてそれについて修

正意見を付したもの（又は，付さないもの）

を報告するよう私に命じました。」ただし，こ

れは委員会が結論を得た場合のことである。

委員会が結論に達することができなかった場

合には，委員会の委員長は次のように述べる。

「全員委員会は，（ここで制定案，決議案その

他の議案名を挙げる）について審議を遂げま

した。そして，遂に結論に達することができ

なかったことを報告するよう私に命じまし

た。」

　修正意見を付さない報告が行なわれた場合

は，議長は，直ちに「全員委員会」の報告の

通り発表する。

　修正意見を付した報告の場合は，その修正

について討議及び修正を行なうことができる。

そして議事運営に関する動議の「修正」動議

と同じ方法で票決を行なう。

　修正の処理が終わると，議長は案件をその

処理された現在の形のもので発表する。

　書記は，「全員委員会」の議事を会議の議

事録に記載しないが，後日の会議用に備える

ためその覚書を保存しなければならない。

規定審議会（C・unci1・n　Legislati・n）

　規定審議会は，国際ロータリーの立法機関

をなすものとし，3年毎に，国際大会の一

部として開かれる。審議会は，国際ロータリ

ー理事会の定めるところにより，国際大会に

先立ち，国際大会の開催地又はその付近にお

いて開かれる。国際ロータリーの組織規定の

定めるところに従って，事務総長は，正規の

手続きを経て提出された各制定案を審議会に

回付する。事務総長は又，理事会の指示によ

り，正規の手続きを経て提出され，国際ロー

タリー理事会が検討して国際ロータリー綱領

の棒内にありと決定した各決議案を，審議会

に回付する。

　審議会は，回付された各制定案及び決議案

並びにこれらに関連して提出された修正案の

審議及び決定を行なう。審議会の決定はすな

わち国際大会の決定であって，これを左右す

ることのできるのは，立法議案の採択につい

て審議会の行なった決定に対し，事後におい

て，クラブが国際ロータリー細則の規定によ

り，これに反対の意思を表示する決定をした

場合のみである。

　審議会をその一部とする国際大会において，

審議会の議長は，審議会が回付を受けて処理

した提出議案のそれぞれに対して審議会の下

した決定についての簡単な報告を国際大会に

提出する。続いて，審議会の決定に関する報

告書が事務総長からすべてのクラブに送付さ

れるが，その報告書には，それに記載されて

いる制定案または決議案の採択に関して審議

会の行なった決定に対して反対の意思を表示

しようとするクラブのために，その表記に用

いる用紙が添付されている。

　議事進行の手続き一審議会を開く場合，

議事手続きの第1は，定足数を満たす出席の

確認について，審議会の資格審査委員会が事

前に行なう報告である。定足数は審議会議員

の3分の1を以て成立する。投票を行なう各

議員は，投票に付された各議題毎に単に一票

のみを投ずる権利を有する。

　議事手続きの第2は，定足数の出席が確定

された後，審議会の審議に付するため正規の

手続きを以て提出された制定案及び決議案を，

事務総長が審議会に回付することである。

　議事手続きの第3は，審議会の留意を要す

る事項を審議すべき順位について勧告をして

いる委員会の報告を受理してこれを検討し，

審議の順位及び審議会の留意を要する若干の

事項の審議日程を取り決めることである。

　議事進行の手続きの第4は，この後に規定

されている手続きに従って審議会の起草委員

会委員を選定することである。

　議事手続きの第5は，事務総長より審議会
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へ回付された制定案及び決議案を審議するこ

とである。審議は，審議会が予め決定した順

位に従って行ない，このnfi位は，一旦採択さ

れると，多数決によるのほか変更することが

できない。

　議事手続きの最後は，審議会の資格審査委

員会から最終報告を受けることである。

　運営一信任状の査証を済ませた後正式に

議席を与えられた審議会の議員は，全会期中

議員であり，議員はその代理を任命する権利

を有しないものとする。

　国際ロータリー細則の規定に従い，会長は，

規定審議会の開かれるロータリー年度の初期

に，審議会の議長及び3名の特別議員を任命

する。審議会の開かれる前に，会長は更に所

属地区を有しないクラブの代表者1名を指名

する。

　審議会の議事は，記録するものとする。

　審議会は，審議会をその一部とする国際大

会の閉会の時まで随時休会し，再開すること

が出来る。

　審議会に起草委員会を設けるものとし，起

草委員会は，その委員長となる国際ロータリ

ー定款・細則委員会委員長，3名の審議会特

別議員及び職権上の委員である審議会議長で

構成する。

　起草委員会は次の任務を行なう。

　（1）審議会から課せられた立法案文の練り

　　直しを行ない。立法案又はその修正案中

　　にある矛盾をただすために必要かつ適切

　　な修正案の起草を行ない，これを審議会

　　で報告すること。

　（2）審議会の報告を作成すること。

国際大会（C。nventi。n）

　国際ロータリー細則の規定により，各委員

会の報告，国際大会宛の通達，制定案及び決

議案並びにこれらに対する修正案，国際ロー

会議運営手続規則

タリーの会議運営手続により討論できないと

されているものを除くすべての動議は，国際

大会の会議において討議することができる。

ただし，国際大会が，3分の2の多数をもっ

て，討論を用いないでこれらを処理すること

を決定した場合はこの限りでない。

　一旦成立した動議を再審議する動議を国際

大会に提出する場合には，成立した動議を議

決した同じ日の大会の定例会議においてこれ

を行なわなければならない。

　国際大会において，国際ロータリー定款の

規定に関する改正案又は同規定を含む改正案

を投票に付する場合において，これを採択す

るには3分の2の賛成投票を要する。

用語の定義（Definiti。n。f　Terms）

　前記の会議運営手続中に使用されている一一

定の用語は，次の如く定義される。

　「出席投票議員」一賛成又は反対の投票を

　　する議員。投票を棄権する議員は，出席

　　投票議員とされない。

　「過半数投票」一出席投票議員の投票数の

　　半数を超える投票。

　「3分の2の投票」一出席投票議員の投票

　　数の3分の2。

　「日程」一規定審議会乃至国際大会が，審

　　議会或は国際大会に提出された議案の審

　　議時間又は討論の制限に関し，過半数の

　　投票により採択した議事順序。

　「特典に関する質疑」一会議又は会議代議

　　員の権利並びに特典に関する質疑。特典

　　に関する質疑は，休憩或は休会に関する

　　動議以外のあらゆる他の動議に優先する。

　　会議に関する特典の質疑は，会議の代議

　　員各個人の特典に関する質疑に優先する。
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個人的特典の質疑は，会議の代議員とし

ての特典に関するものでなければならな

い。特典に関する質疑とは次の如き質問
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である：会議の構成に関するもの；会議

場の暖房，採光，換気等及び騒音その他

の妨害からまもることなどのような議員

のための好適な環境保持に関するもの；

会議の役員又は代議員の行状に関するも

の；代議員の秩序を乱す行為その他の非

行に対する懲戒処分に関するもの；傍聴

　者又は訪問者の行為に関するもの；公表

　された報告書又は議事録の正確性に関す

　るもの。

「会議」一一国際大会，規定審議会，その他

　の国際ロータリーの会議。

「代議員」一国際大会におけるクラブ代表

　の選挙人，規定審議会における地区代表

　議員及びその他の議員ならびにその他の

　国際ロータリー会議における正式に権限

　を与えられた代議員。

　　　　　（会議運営手続規則了）

国際大会運営手続規則

　（Convention　Rules　of　Procedure）

　1966年（デンバー）国際大会は，毎年開か

れる国際大会のための特別な会議運営手続規

則を定める決議66－47を採択した。決議66－

47の採択によって定められ，その後1970年お

よび1974年国際大会において一部修正された

国際大会会議運営手続規則とは，即ち，R．1．

理事会が国際大会に関する会議運営手続規則

として推奨している，上述の規則のことであ

る。
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青少年への奉仕
（Service　to　Youth）

手続方法（Meth。d。f　pr。cedure）

　青少年への奉仕がクラブの活動となってい

る処では，ガバナーはその地区内各クラブに

その地域社会における青少年が何を必要と

し，どういう奉仕の機会があるかということ

を確認する最も有効な方法として全域にわた

る調査を行なうことを示唆するよう強調され

ている。それによって計画をたて，そして斯

様な調査によって明らかにされた活動や計画

の実行に地域社会の色々な団体の協力をうる

ことができるのである。（理40－41）

　クラブは，青少年に奉仕する団体の幹部を

会員に入れるよう努力することを奨励されて

いる。但し，一つの集団が優勢を占めるとい

うことのないように心掛け会員組織が均衡を

良く保つよう注意すること。（理51－52）

　ガバナーが欲するならば，その地区委員会

に青少年への奉仕を促進するために委員1名

を追加指名しても良い。（理44－45；47－
48）

青少年への奉仕の目標

　（Objectives　of　Service　to　Youth）

　理事会は，クラブへの示唆として次のよう

な目標を定めた：

　1．成長しつつある青年に影響を及ぼして

いる都市及び農村の事情並びに要因に関する

実際的知識の把握並びに理解。

　2．青少年に対する（a）健康，（b）円満なる

教育，（c）精神的資質の向上，（d）職業の賢明

なる選択及び，（e）十分な職業予備教育の重

要性を認識すること。

　3．　ロータリー・クラブ及びロータリアン

は青少年に関する活動の最適任者であり又そ

の活動を通して最大の奉仕が出来るので，そ

の活動を奨励すること。

　4．社会人としての権利はその地域社会に

対する個人的責任の自覚を通じてのみ保持す

ることができるものである。自覚させること

によって青少年に良い市民たるべきことを激

励すること。

　5．青少年が世界事情を一層理解するよ

う，又自国人ばかりでなく他国人にも正しい

態度を取るよう育成，指導すること。

　6．（a）ロータリアンと青少年の個人的接

触と，（b）他国の青少年との直接及び間接の

接触をもたらす手段方法の増進を計ること。

（理・40－41；47－48；48－49）

青少年への奉仕計画

　　　（Service　to　Youth　Program）

　理事会（1939－40）は均衡のとれた青少年

への奉仕計画の一般的要綱を示唆している：

　理事会は，ロータリーの存在する総ての国

にロータリー・クラブの青少年奉仕計画を実

行する同一の機会が存在しているとは考えな

い。理事会は，ロータリー・クラブのある総

ての国において一般的にあてはまる或る根本

的な関連性と援助事項がいくつかあることを

信ずる。故に，理事会は，次に示す均衡のと

れた青少年への奉仕計画の一般的要綱中にロ

ータリー・クラブが実行できるような有益な
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活動を見出すことが出来るのではないかと考

えている。

　1．父親と息子間に有益な関係を増進する

活動。

　2．青少年に影響を及ぼしている地域社会

状態の調査を行ない，その結果として次の如

き現存団体との協力。

　　a）学校

　　b）裁判所

　　c）仮出獄事務を取り扱う事務所

　　d）　ボーイ。スカウト

　　e）　ボーイス・クラブ

　　f）野営場

　　9）運動場

　3．　ロータリー・クラブに特別に適するも

のを次のものから一つか二つ選択してこれを

推進すること。

　　a）青少年の声を聴く会

　　b）青少年への奉仕大会

　　c）青少年の後援者となること

　　d）学費貸与資金及び奨学資金

　ロータリー・クラブは，少年犯罪防止又は

その地方におけるその時々の問題の解決に当

って現存団体と協力してそれぞれの地域社会

において青少年への奉仕特別計画を採用する

よう奨励されている。或は又，青少年への奉

仕の分野において目的遂行の活動を新たに開

始しかつこれを強力に推進することが奨励さ

れている。少年少女週間を多くの有用な青少

年活動の一つとしてロータリー・クラブが取

り上げることを示唆している。（理53－54）

　理事会は，

　a）　クラブとロータリアン各人に対して次

のことを強調する。すなわち現に行なわれて

いる青少年対策事業一たとえば職業訓練，

犯罪予防，娯楽施設，公民教育の部面におけ

る必要事項を軽減し問題を解決しようとする

仕事に個人的に参加することが益々重要とな

りつつあること，そして，現に前記のような

分野で行なわれているものを強化する方が同

じようなものを別に始めるよりも良策である

ことが既に実証済みだということである；

b）各ロータリー・クラブに対して次のこ

とを勧告する

　　1）青少年の娯楽活動及び教養活動に使

　　　える適当な集会場の有無を確かめるた

　　　めの地元の調査にクラブ会員を参加さ

　　　せること，調査の結果前記のような設

　　　備の無いことが分った場合には，適当

　　　な施設の利用を確保するためでき得る

　　　限りの措置を講ずること；

　　2）地元で特に青少年について詳しい人

　　　人の会合を催して，当該地域社会が対

　　　策を必要としている問題，特に青少年

　　　に関するものを調べあげること，そし

　　　て，その問題に対処すべき方策をたて

　　　ること；

　c）次のように決定する。すなわち，青少

年への奉仕に関するすべての国際ロータリー

出版物の中で「各ロータリアンは青少年の模

範」という標語が絶えず強調されるべきこ

と，及び，青少年を対象とするロータリー計

画にとっては，個々のロータリアンが個人で

これに参加することが絶対に必要な前提要件

であるということである。（理68－69）

　理事会は，ロータリー・クラブ会長が，青

少年奉仕委員長をクラブ内に任命することを

奨励する。この青少年奉仕委員長は，クラブ

のすべての青少年奉仕活動を促進し，調整す

る責に任じ，かつクラブの理事会に対して直

接責任を負うものとする。

　理事会は，クラブの青少年関係の諸委員会

の監督を社会奉仕委員長とかその他の奉仕委

員長にばらばらに分担させる代りに，青少年

奉仕委員長に，ローターアクト，インターア

クト，青少年交換その他青少年に関連のある

委員会全部の活動を調整しかつそれらの活動

をクラブ理事会に直接報告する任務を負わせ

るべきことを決定した。（理71－72；74－75）
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青少年指導者養成プログラム

　　（Rotary　Youth　Leadership　Award）

青少年への奉仕

　国際ロータリー理事会は，国際ロータリー

の青少年活動プログラムの一つとして，青少

年指導者養成プログラムを採択した。このプ

ログラムは，地区全体にわたり，若い人々と

ロータリアンを参加させる地区的な計画であ

り，若い人々の，指導者及び善良な市民とし

ての資質を伸ばすことを目的とするものであ

る。

　ロータリー青少年指導者養成計画は，世界

各地でさまざまなやり方で行なわれてきてい

る。豪州とニュージーランドでは，ロータリ

ー・ Nラブは，ロータリー青少年指導者養成

（RYLA）のセミナーに力を入れている。他

の国々では，指導者キャンプ及びロータリー

と学生との懇談会という形で行なわれてき

た。どんな形のものであっても，ロータリー

青少年指導者養成プログラムは，その地区の

ロータリアンに，若い人々のためにというよ

りは，若い人々と一緒になって働くことを求

めるものであり，又青少年の指導者としての

手腕を，現時の諸問題との関連において伸ば

していくための方法として，すでに実験済み

のものである。

青少年研究会及び処世協議会

　　（Youth　Seminars

　　　　　and　Career　Conferenees）

　理事会は，ロータリーの青少年への奉仕プ

ログラム強化の一方法として，国際ロータリ

ーの提唱又は参加を求めず，ロータリー地区

或はクラブ提唱の下に青少年研究会及び処世

協議会を開催する等の活動を奨励している。

またロータリー・クラブに対し，青少年に職

業情報を提供する機会をつくることに助力す

るよう勧めている。（理65－66；74－75）

青年功績賞（Y・uth　Merit　Awards）

　理事会は，青年が奉仕，信頼性及び指導力

において特に優秀であることを実証した場

合，これを表彰する一つの方法として青年功

績賞を授与するよう，ロータリー・クラブに

勧めることに同意する。（理69－70）

“各ロータリアンは青少年の模範”と

いう標語（Slogan“Every　R・tarian

　　　　　　　an　Example　to　Youth”）

　“各ロータリアンは青少年の模範”という

標語を，国際ロータリーが発行する青少年へ

の奉仕に関する出版物に用いなければならな

し、。　（理　49－50）

青少年への奉仕団体とロータリー・ク

ラブの関係

　（Rotary　Club’s　Relationship　to

　　Service　to　Youth　Organizations）

　青少年への奉仕団体並びに活動と，ロータ

リー・クラブとの正しい関係についての下記

の一般的声明は国際ロータリー理事会（1920

－21）が採択した声明に基づくものである：

　1．一般規定。青少年への奉仕に於てロー

タリー・クラブの持つ最大の機会：第1，青

少年に対する地域社会の義務及び責任につい

て地域社会が自覚するよう指導すること；第

2，地域社会の青少年の必要とするものを発

見すること；第3，それら必要なものが関係

当局及び代行機関によって完全に満たされて

いるかどうかということに注意することであ

る。
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　2．接触の方法。クラブの青少年奉仕委員

会は，現存する総ての青少年への奉仕団体と

協議し，彼等の事業を調整し重複を避けるこ

とに出来るだけの援助をしなければならな

い。若しそれらの団体と協力するための特別

小委員会を設けることが望ましい場合にはそ

れを設置しなければならない。

　クラブは，諮問委員会の組織設定のため社

会的運動を開始することもできる。普通諮問

委員会は青少年の福祉問題に関心を持つ市の

全団体の長から成り，地域社会の青少年への

奉仕事業に対する情報交換所の役割をなすの

である。

　斯様な団体は普通次のような目標を持って

いる：

　a）青少年への奉仕に関心を持つ総ての地

域社会団体を共通目的において激励しかつ団

結させること。

　切　現在の青少年の一般的状況を説明し，

そして総ての既存団体が如何にこれらの事態

に対処しつつあるかを調査すること。

　c）青少年への奉仕事業を職業とする人，

並びに有志の人の数を増加しかつこの事業に

たずさわる人々の大会及び講習会の如きもの

を奨励して一層大なる能率を増進すること。

　d）青少年に影響する思慮ある有用な立法

を推進し，青少年に害を及ぼすような立法を

阻止すること。

　e）例証するかその他適当な広報により既

設団体のなしつつあることを知らしめて青少

年へのより大きな関心を湧き上がらせ，依っ

て総ての団体に対する適当な支援をより多く

得るようにすること。

　f）意見交換所の役割を果すこと。

　g）事業の重複を避け二重の努力を避ける

こと。

　3．財政的援助。クラブが協力せんとする

団体が財政的援助を必要とする場合に望まし

い方法としては，関心をもつ団体の協力を得

て斯様な団体に対する一一般社会の支援を得る

ための運動を組織することである。斯様にし

て総てがその団体及び事業に興味を持つよう

になる。運動の成功を期するために同様な能

力をもつ他の市民に期待されていると同じく

ロータリアンは個人として寄付するのであ

る。

　4．新事業発足。現存する団体がまだ手を

つけていない事業を発足する必要のある場合

には前述に類似した方法が取られるべきであ

る。但し，青少年の福祉のために必要欠くべ

からざる場合を除き，現存する青少年奉仕団

体とは別個に組織すべきではない。

　5．新要求に対処。クラブは，上記の如き

団体の必要に対処しながら，臨機に他の方面

にも援助の手を延ばす自由を保持しなければ

ならない。

　6．非常事態における緊急救助。疑いなく

価値ある団体の場合に，或は地域社会全般に

亙って，応急の救助の要を認めた場合に，ク

ラブは他団体の決定に関係なく適当に援助す

ることができる。

　7．　1クラブが全面又は主要支持。クラブ

は永久的責任を負わないようきびしく注意さ

れている。然しながらクラブは十分研究の

後，新規の永久的な事業又は既存事業に全面

的又は主要責任を負うことを決定したなら

ば，基本金寄付又は他の適当な方法によって

斯様な事業の永久的支援の処置をとらなけれ

ばならない。

　青少年と頻繁に接触する職業に従事する個

個のロータリアンは，所属クラブの週例会や

適当な委員会の席上で発表することによっ

て，彼らの青少年問題の知識と青少年への奉

仕のための機会を同僚のロータリー・クラブ

会員と分かち合うよう勧奨されている。そし

て青少年への奉仕をより広く認識せしめる機

会を促進する手段として，この特定の目的の

ために，時折り週例会申に，時間を特別にあ

てがっておくべきである。（理70－71）
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インターアクト・クラブ

　　　　　　　　　（Interact　Clubs）

　理事会（1961－62）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青少年クラブを結成かつ後援する

ことのできる計画を採択した。その計画はイ

ンターアクト（lnteract）と呼ばれる。

　インターアクト・クラブに入会できる者は

大学課程へ進学直前の1－4学年に在学中の

学生である。クラブは奉仕と国際理解に貢献

する世界的友好精神で相共に働く機会を若人

に与える目的のために組織されている。

　クラブは次の目標を持っている。即ち，建

設的指導力及び個人的誠実を認めかつ育成す

ること；他人に対する思いやりと他人のため

役立つことを奨励かつ実行すること；家庭と

家族の重要性について認識すること；各個人

の価値を認識することにより他人の権利を尊

重すること；個人的成功，地域社会の改善，

及び団体的業績の基盤として，個人的責任の

受諾を強調すること；社会への奉仕の機会と

してすべての有用な職業の尊厳と価値を認識

すること；地域社会，国家及び世界情勢に関

する知識と理解を深めるための機会を提供す

ること；及びすべての国の人々に対して国際

理解と親善とを増進する個人及び団体活動の

道を開くこと。

　理事会は，その計画が次の規定に従って実

行せらるべきことを決定した：

1．　ロータリー・クラブは全く任意的立場に

　於て参与する機会が与えられること。

2．会員選択の方法は次の点に基盤をおくこ

　と。

　a）質問書によって，国際事情を含む関心

　　事の範囲と多様性を判断すること

b）性格

　c）学力，及び

　d）潜在的指導力。

　如何なる意味においても，インターアクト・

青少年への奉仕

クラブを提唱ロータリー・クラブ又は国際ロ

ータリーの一部又は法的加盟団体と考えては

ならない。インターアクト・クラブ会員は

「ジュニア・ロータリアン」と呼ばれたり看

倣されぬものであり，ロータリー徽章を使用

したり偲用することも出来ない。ロータリー

徽章とは異なったインターアクト・クラブ会

員専用の徽章が別にある。

　1962－63年度において理事会はインター

アクト・プログラムがロータリー・クラブ並

びにロータリアンに受入れられ，同プログラ

ムに対する関心が彼等の間に深められている

ことを知って満足し，かつ世界中のロータリ

ー・クラブにこの活動を促進するため一層努

力することを決定した。

　理事会（1965－66）は，国際ロータリー地

区内に於けるインターアクト・クラブの結成

並びにインターアクト・プログラムの管理に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

先に採択した声明を一部改正し，次の如き声

明を採択した：

　1．　インターアクト計画は，国際ロータリ

ーが推進し，かつ創設したもので，国際ロー

タリーの活動の一つである。定款の諸規定の

制定並びに実施，結成上の必要条件，手続の

基準，インターアクトの名称及び徽章の保護

並びに保存に関する権限は，国際ロータリー

に帰属するものとする。

　2．　インターアクト・クラブは，ロータリ

ー・ Nラブ提唱の下に大学課程直前の4学年

の何れかに在学する学生により構成される

団体である。その目的は，奉仕と国際間の理

解に貢献するため，世界的友好を以て共に活

動する機会を青年男女に与えることにある。

　3．　インターアクト・プログラムは本来青

年男子のみを対象とするものとして計画され

たのである。それは指導力の養成並びに良き

市民となるための訓練に重点をおくことに依

然変りはない。もし地元の事情下で提唱ロー

タリー・クラブに青年女子のみ又は男女混合
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のインターアクト・クラブの設立が至当であ

ると考えられる場合は，提唱ロータリー・ク

ラブの自由裁量によるものとする。

　4．　インターアクト・クラブは，一つのロ

ータリー・クラブ又は数クラブによって結成

され，後援され，かつ指導監督される。そし

て国際ロータリーの証明と承認を得て設立さ

れる。その他の方法を以てしては，創立する

ことも，維持することも出来ない。クラブの

存続は，提唱ロータリー・クラブの不断の後

援と国際ロータリーが継続して承認を与える

か否かにかかっている。（欄外注参照）

　5．国際ロータリーが設定した機構の下に，

提唱ロータリー・クラブは，インターアクト

・クラブを結成し，その後指導と助言を与え

る責任を有し，かつインターアクト・クラブ

のすべての活動，方針並びにプログラムを完

全に統制し，かつ指導監督する。

　6．　インターアクト・クラブが学校関係で

ある場合，提唱ロータリー・クラブは，その

クラブに対しては，当該学校当局制定の全学

生団体並びに課外活動に関するものと同一の

規定並びに方針に従うべきものであることを

了解の上，学校当局の完全な協力のもとに，

当該インターアクト・クラブを統制し，指導

監督するものとする。

　7．インターアクト・クラブのすべての活

動，計画及びプログラムは，常に国際ロータ

リーの方針に調和して行なわるべきものとす

る。従って，インターアクト・クラブに対す

るロータリー・クラブの絶えざる後援と国際

ロータリーの継続的承認は，それを条件とす

るものである。

　8．標準アンターアクト・クラブ定款は，

国際ロータリーによって規定されるものであ

り，かつ国際ロータリー理事会によってのみ

注：1975年1月，理事会は，インターアクト・クラブ

　結成証明の前提条件として，地区ガパナーの確認

　が必婆であることを決定した。

改正されるべきである。クラブ結成並びに認

証の前提条件として，各インターアクト・ク

ラブは，標準インターアクト・クラブ定款を

採択しその後に国際ロータリー理事会により

採択される全改正条項を自動的に採用しなけ

ればならない。

　9．各インターアクト・クラブは標準イン

ターアクト・クラブ定款及び国際ロータリー

が設定した方針とに矛盾しない細則を採択し

なければならない。斯様な細則は，提唱ロー

タリー・クラブの承認を得なければならない。

10．　インターアクト・クラブは，会員が選

出される居住地又は学校の所在地がその区域

限界内にあるロータリー・クラブにより提唱

されるべきものとする。但し，国際ロータリ

ー理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限

界外にインターアクト・クラブの結成を認め

る旨を文書をもって許可した場合はこの限り

でない。

11．　インターアクト・クラブは，次の条件

のもとに，二つ以上のロータリー・クラブが

共同して結成し，かつ後援することができ

る：

　a）地区ガバナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブ並びにイ

　　ンターアクト・プログラムに対する最大

　　の利益が共同提唱によりもたらされるこ

　　とを文書により表明し，承認を与えなけ

　　ればならない。

　b）推薦されるインターアクト・クラブの

　　会員は，各提唱ロータリー・クラブの区

　　域限界内よりそれぞれ相当数選出されな

　　ければならない。

　c）　もし個々のロータリー・クラブの提唱

　　により，個々にインターアクト・クラブ

　　を結成することが，本来その地域内もし

　　くはその学校内における学生の単一集団

　　であるべきものを，人為的に分断するよ

　　うな結果を招くおそれがあるような情況

　　の場合に限る。
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　d）各提唱ロータリー・クラブの有能な代

　　表者を以って合同インターアクト委員会

　　が構成されなければならない。

　12．　インターアクト・クラブ各会員は，入

会を認められると同時に，インターアクト・

クラブの定款並びに細則の規定を承認遵守す

ることに同意したものとする。

　13．　インターアクト・クラブの会員身分は，

国際ロータリーより提唱ロータリー・クラブ

を通じてインターアクト・クラブへ支給され

るインターアクト会員証により立証されるも

のとする。

14．　インターアクト・プログラムに使用，

又は適用されるインターアクトの名称及び徽

章は，国際ロータリーの所有に属し，かつ正

式に設立されたインターアクト・クラブ並び

にその適正資格ある会員は勿論，インターア

クト・プログラムに参加する者の専用のため

に保存されるべきものとする。

15．　インターアクト・クラブ会員は，イン

ターアクト・クラブ会員身分存続中，適正な

品位ある方法で，インターアクトの名称及び

徽章を使用並びに表示する資格が与えられて

いる。インターアクト・クラブ会員身分終結

の際，又はインターアクト・クラブ解散の場

合には，かかる資格は失われるものとする。

16．　インターアクト・クラブは次の場合に

解散する：　a）その定款に従って運営され

ない場合，又はその他の理由により，提唱ロ

ータリー・クラブの同意，承認，合意の有無

に拘らず，国際ロータリーにより解散させら

れる場合，b）提唱ロータリー・クラブによ

り解散させられる場合，又はc）インターア

ク．ト・クラブ自身の決定により解散する場合。

17．　インターアクト・クラブ解散により，

クラブ並びに会員は，集団的にも個人的にも

名称並びに徽章に関する一切の権利及び特典

を喪失するものとする。

18．国際ロータリーの方針として，理事会

は，国際ロータリー以外の如何なる個人又は

青少年への奉仕

団体も，営利その他の目的のためにインター

アクト・クラブに対して回状を送達する権利

を認めない。

19．国際ロータリーの方針として，少女の

クラブの結成及び提唱はインターアクト・ク

ラブの本来の機能乃至適切な活動とは認め得

ない。

20．地区ガバナーは，インターアクト・プ

ログラムを公表し，新しいインターアクト・

クラブの結成を促進し，管轄地区内のインタ

ーアクト・プログラムを運営するに際し，そ

の補佐役として地区内各地のロータリアンか

ら構成される地区インターアクト委員会を任

命するよう要請されている。地区インターア

クト委員会を任命することが可能であり，か

つ実行出来る場合は，1名乃至数名の委員を

再任することにより，委員の継続性を保つよ

う規定すべきである。ロータリーの地区委員

会がその任務を遂行する場合に，ローター

アクト・クラブ会員の意見をよく聞くように

すれば，有益な結果が得られることと思う。

21．　クラブレベル以上のインターアクトの

組織体と会合：

　a）一つの国際ロータリー地区内に，5以

　　上のインターアクト・クラブがある場合

　　は，その国際ロータリー地区と境界を同

　　じくし，その中にそれぞれの提唱ロータ

　　リー・クラブを包含するインターアクト

　　地区を設定することができる。インター

　　アクト地区内のクラブは，会員の申から

　　地区インターアクト代表を選挙すること

　　ができる。選挙の方法は地区インターア

　　クト委員会によって決定されるものとす

　　る。地区インターアクト代表は，ロータ

　　リー地区ガパナー及びロータリー地区イ

　　ンターアクト委員会乃至その他の適当な

　　ロータリー地区委員会から指導と助言を

　　受けるとともに，全地区の会合を準備す

　　る場合地区委員会を助け，可能な場合は

　　これらの会合を司会し，特に地区内にお
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　けるインターアクト・プログラムの拡大，

　強化に関して地区内インターアクト・ク

　ラブに助言を与え，激励と刺激を与えて，

　彼らの関心をインターアクトの世界的規

　模と，世界理解のためのプログラムの可

　能性と業績とに焦点を合わせるよう手助

　けをするのがその任務である。

b）地区のインターアクト組織を作ること

　は奨励しないが，それが地区全体にわた

　る行事を計画し推進するのに必要で，そ

　れもロータリー地区ガバナー及び又は然

　るべきロータリー地区委員会の指導のも

　とに作る場合に限り例外とする。

c）国際ロータリーの地区内において，相

　互に便利な土地に存在する2以上のイン

　ターアクト・クラブは，友情を深め，意

　見を交換し，感銘を分かち合い，地区内

　のインターアクト・プログラムを強化，

　拡大，充実させるため，地区インターア

　クト委員会の1名乃至数名の委員の助言

　と指導と出席のもとに，各クラブ代表者

　の会合を開催するよう奨励されている。

　距離の関係が許せば，地区インターアク

　ト委員会の指導のもとに，同委員会の委

　員1名乃至数名が同席の上，かかる会合

　を地区単位で開催することもできるであ

　ろう。

d）　2以上の地区，特に2以上の国の地区

　のインターアクト・クラブ委員を集めて

　催す会合が可能なところでは，いずれも

　これを実行されるよう奨励する。この会

　合は，開催地のロータリー地区ガバナー

　及びインターアクト委員会の指導の下に，

　その委員1名乃至数名が出席し，開催地

　の地区インターアクト代表及び各インタ

　ーアクト・クラブ会長と協力して行なう

　ものとし，その開催については，国際ロ

　ータリー理事会の承認を要するものとす

　る。＊

e）地区単位のインターアクト会合の目的

　は，学校及び地域社会に対する奉仕に関

　してインターアクト・クラブを激励し，

　啓発し，感銘を与えるため，及び国際理

　解のためにインターアクトが世界的に発

　揮し得る能力と業績とに注意を集中せし

　めるためである。

f）すべてのインターアクト地区活動に要

　する資金は，その地区のインターアクト

　・クラブが調達するものとする。国際

　P一タリーは，地区インターアクトの会

　合又はインターアクト代表の経費を負担

　しないものとする。かかる会合の経費は

　最小限度に止め，参加者が負担出来る範

　囲のものとする。

22．　インターアクト・プログラムの経費資

　金の調達：

a）国際ロータリーは，インターアクト代

　表又はインターアクト・クラブの会合，

　又はインターアクト・クラブ集団会合に

　要する費用は，一切負担しない。

b）　インターアクト・クラブ又はインター

　アクト・クラブの集団の会合を開催する

　に必要な費用は，最小限度に止めるべき

　であり，然もその会合は，有意義なプロ

　グラムを織り込んだ効果的なものでなけ

　ればならない。

c）　インターアクト・クラブのプログラム

　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　とは，インターアクト・クラブの責任で
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＊国際ロータリー理事会に対する多地区間インターアク

ト・クラブ会合の開催承認申請書には，次の書類を添付

しなければならない。

1）申請にかかわる会合ICついて，その日時，場所，

　目的，プログラム及び参加者に関する箏項を記載し

　た説明書。

2）会合の開催に伴って生ずる契約上及び財政上の義

　務に対し，提唱者側において全責圧を負うぺきこと

　かつその用意があることの保証を付した会合経費見

　積予算書。

3）事故に備えるための十分な責任保険の付保に関す

　る証明。

4＞申請にかかわる会合の計画と実施を，ロータリア

　ンの直接監督の下に行なうべきことについての保証。

　ある。

d）インターアクト・クラブを後援してい

　るロータリー・クラブは，そのインター

　アクト・クラブに対し，時折の或は偶発

　的な財政的援助以外の寄付を行なうべき

　ではない。

e）インターアクト・クラブは，広くロー

　タリー・クラブ又は他のインターアクト・

　クラブに対し財政的援助を懇請すべきで

　はない。

f）　インターアクト・クラブは，代償とし

　て相当の対価を提供することなしに，そ

　の地域社会内の個人，企業又は団体に財

　政的援助を懇請すべきではない。

g）インターアクト・クラブ会員の会費又

　は割当金は，名目上の金額に止め，然も

　そのクラブの管理に要する経費にのみ充

　当すべきである。すべて，インターアク

　ト・クラブが実行する活動並びに計画に

　要する資金は，会費又は割当金とは別個

　に，クラブが調達すべきである。

h）インターアクト・クラブ会員をクラブ

　並びに地区大会プログラムに参加するよ

　う招待するロータリー・クラブ及び地区

　大会は，起こり得る法律上又は道義上の

　業務と責任に対しクラブ乃至地区大会を

　保護するために十分な旅行傷害及び責任

　保険に加入すべきである。

　　　　　　（方針声明了）

青少年への奉仕

　理事会は，

　a）地区水準におけるインターアクトの組

織体を，インターアクトに関する方針声明の

第21項（a）に規定されているものに限ること

と定める；

　b）実行できるところでは，インターアク

ト年次大会をロータリー地区内で開くよう勧

告する；

　c）地区内におけるインターアクト活動の

すべての面についてその調整をはかるため，

ロータリー地区委員会と当該地区内のインタ

ーアクト・クラブとの連絡に当たることをも

って，インターアクト代表の主要任務とする

ことと定める。

　d）国際水準で行なうインターアクト計画

については，地区水準のインターアクトの組

織体によって得た知識と経験をもってするイ

ンターアクトの効力，福祉及びその拡大の促

進を含め，その監督と指導の責任を国際ロー

タリー中央事務局において負うべきことと定

める。（理68－69）

　理事会は，ロータリー・クラブのインター

アクト・クラブ提唱に関して，教育機関と関

係のあるクラブよりも地域社会を基盤とする

クラブの結成に努力することを奨励する。

（理74－75）

　国際ロータリー理事会は，他の団体の目的

如何を問わず，インターアクト・クラブが他

の団体に加盟したり，或はそれと合併するこ

とを主義として認めないことに決定した。

（理　72－73；　74－75）

インターアクト指導者研修会

　　　（Leadership　Training

　　　　　　Meetings　for　Interact）

　理事会は，ロータリー地区が，その地区内

のインターアクト指導者のために1日研修の

会合を開くことを奨励する。かかる会合は，

インターアクト代表の助力を得て，ロータリ

ー地区のインターアクト委員会の指導のもと

に行なわれるべきである。（理71－72）

ローターアクト・クラブ

　　　　　　　　　（Rotaract　Clubs）

理事会（1967－68）は，ロータリー・クラ

ブが任意に青年のためのクラブを結成かつ後
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援することのできる計画を採択した。その計

画はローターアクトと呼ばれる。

　ローターアクト・クラブは，これを提唱す

るロータリー・クラブの区域内又はローター

アクト・クラブの存しないその隣接区域内に

居住，就職又は就学している18才から28

才までの青年によって構成される。ローター

アクト・クラブのある近隣区域からも，双方

の提唱ロータリー・クラブの明示の承認を得

て，会員を選挙することができる。年齢制限

の上限は，大学課程在学中の者には適用しな

い。

　ローターアクトの目的は，地域社会に対す

る奉仕を通じて指導力と善良なる市民精神を

育成し，かつ国際理解と平和の運動を推し進

め，又指導者としての資質及び職業上の責任

としての高い道徳的水準を認識し，受諾する

ことを促進するにある。

　理事会は本計画が次の規定に従って実行さ

れるべきことに同意した：

1．如何なる地域社会においてもインターア

　　クト・クラブ会員とローターアクト・ク

　　ラブ会員の年齢は重複せざること；

2．　ローターアクト・クラブ年度はロータリ

　　ー・クラブ年度又は暦年度の何れかと一

　　致させること；

3．　ローターアクト・クラブ会員資格は会員

　　が28歳になった時のクラブ年度を以て

　　終結するものとする；

4．　ローターアクト・クラブ会員組織の継続

　　性を確保するため，年齢別の会員数が常

　　に均衡を保つようにできうる限り努める

　　こと；

5．毎年v　一一タリー・クラブのローターアク

　　ト委員会委員を1名又はそれ以上再任す

　　ることにより，委員の継続性を保つよう

　　規定することが重要である。

　如何なる意昧においても，ローターアクト

・クラブは提唱ロータリー・クラブ又は国

際ロータリーの一一部又は合法的加盟クラブと

考えてはならない。ローターアクト・クラブ

会員は「ジュニア・ロータリアン」と呼ばれ

たり看倣されぬものであり，又ロータリー徽

章を使用したり偲用してはならない。ロータ

リー徽章とは異なった，ローターアクト・ク

ラブ会員専用の徽章が別にある。

　理事会（1967－68）は，国際ロータリー地

区内におけるローターアクト・クラブの結成

並びにローターアクト・プログラムの管理に

関し関係者全員に対する情報及び指針として

次の如き声明（後に一部改正）を採択した：

1，　ローターアクト計画は，国際ロータリー

が推進し，かつ創設したもので，国際ロータ

リーの活動の一つである。定款の諸規定の制

定並びに実施，結成上の必要条件，手続の基

準，ローターアクトの名称及び徽章の保護並

びに保存に関する権限は，国際ロータリーに

帰属するものとする。

2．　ローターアクト・クラブはロータリー・

クラブ提唱の下に18歳より28歳1）までの

青年により構成される組織体である。その目

的は，地域社会に対する奉仕を通じて指導力

と善良な市民精神とを育成し，かつ，国際理

解と平和および高い道徳的水準を指導者たる

資格および職業上の責務として受諾し尊重す

ることを促進するにある。その目標とすると

ころは，　1）建設的な指導力を育成し，自己

の完成を計ること；　2）他人に対する思いや

りを深め，他人のために喜んで力添えするこ

とを奨励し，その実践に努めること；3）家

庭と家族の重要性に対する認識を深め，国を

愛する心を酒養すること；4）個人の価値を

認めることから出発して他人の権利を尊重す

ること；　5）個人の成功，地域社会の改善及

び団体としての業績を挙げるためには，すべ

ての個人の責任観念が基本条件であることを

強調すること；　6）すべての有用な職業は，

1）標準ローターアクト・クラブ定款は，年齢制限の上限は

大学課程在学中には適用されぬものと規定している。

一184－一

ー

ー 社会に奉仕する道であることを理解し，その

尊厳と価値を認識すること；7）地域社会，

国家及び世界の諸問題についての知識と理解

を深める道を提供すること；8）国際理解と

全人類に対する善意を増進するために，個人

として，又団体として，取り得る方法，手段

を見出すことにある。

3．　ローターアクト・クラブは，一つのロー

タリー・クラブ又は数クラブによって結成さ

れ，後援され，かつ助言が与えられ，国際ロ

ータリーの証明と承認を得て設立される。そ

の他の方法を以てしては，創立することも，

維持することも出来ない。クラブの存続は，

提唱V　一一タリー・クラブの不断の後援と国際

ロータリーが継続して承認を与えるか否かに

かかっている。（欄外注1）参照）

4．国際ロータリーが設定した機構の下に，

提唱ロータリー・クラブは，ローターアクト

・クラブを結成し，その後指導と助言を与え

る責任を有するものとする。

5．　ローターアクト・クラブが大学を結成基

盤とする場合，提唱ロータリー・クラブは，

そのクラブに対しては，当該大学2）当局制定

の全学生団体並びに課外活動に関するものと

同一の規定並びに方針に従うべきものである

ことを了解の上，大学当局の完全な協力のも

とに，当該ローターアクト・クラブに対する

管理と助言を行なうものとする。

6．　ローターアクト・クラブのすべての活動，

計画及びプログラムは，常に国際ロータリー

の方針に調和して行なわれるべきものとする。

従ってローターアクト・クラブに対するロー

タリー・クラブの絶えざる後援と国際ロータ

リーの継続的承認は，それを条件とするもの

である。

1）1975年1月，理事会は，ローターアクト・クラブ結

成証明の前提条件として，地区ガバナーの確認が必要

であることを決定した。

2）本方針声明書で使用される大学なる言葉はすべての

最高教育機関を含む。

青少年への奉仕

7．標準ローターアクト・クラブ定款は，国

際ロータリーによって規定されるものであ

り，かつ国際ロータリー理事会によってのみ

改正されるべきである。クラブ結成並びに認

証の必要条件として，各ローターアクト・ク

ラブは，標準ローターアクト・クラブ定款を

採択し，爾後国際ロータリー理事会の採択す

る全改正条項を自動的に採用せねばならない。

8．各ローターアクト・クラブは，標準ロー

ターアクト・クラブ定款及び国際ロータリー

が設定した方針とに矛盾しない細則を採択せ

ねばならない。かような細則は，提唱ロータ

リー・クラブの承認を得なければならない。

9．　ローターアクト・クラブは，会員が選出

される居住地，就職地又は大学がその区域限

界内にあるロータリー・クラブにより提唱さ

れるべきものとする。但し，国際ロータリー

理事会が提唱ロータリー・クラブの区域限界

外にローターアクト・クラブの結成を認める

旨を文書を以て許可した場合はこの限りでな

い。

10．ローターアクト・クラブは，次の条件下

に2以上のロータリー・クラブが共同して結

成し，かつ後援することができる；

　a）地区ガバナーは，慎重な考慮の後，地

　　区，各関係ロータリー・クラブ並びにロ

　　ーターアクト・プログラムに対する最大

　　の利益が共同提唱によりもたらされるこ

　　とを文書により表明し，承認を与えなけ

　　ればならない。

　b）推薦されるローターアクト・クラブの

　　会員は各提唱ロータリー・クラブの区域

　　限界内より各々相当数選出されなければ

　　ならない。

　c）個々のロータリー・クラブの提唱によ

　　り，個々にローターアクト・クラブを結

　　成することが，本来その地域内もしくは

　　大学内における青年の単一集団であるべ

　　きものを人為的に分断するような結果を

　　招くおそれがあるような情況の場合に限
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　d）各提唱ロータリー・クラブの有能な代

　　表者を以て合同ローターアクト委員会が

　　構成されなければならない。

11．ローターアクト・クラブの各会員は，入

会を認められると同時にローターアクト・ク

ラブの定款並びに細則の規定を承認遵守する

ことに同意したものとする。

12．ローターアクト・クラブの会員身分は，

国際ロータリーより提唱ロータリー・クラブ

を通じてローターアクト・クラブへ支給され

るローターアクト会員証により立証されるも

のとする。

13．ローターアクト・プログラムに使用，又

は適用されるローターアクトの名称及び徽章

は，国際ロータリーの所有に属し，正式に設

立されたローターアクト・クラブ並びにその

適正資格ある会員は勿論，ローターアクト・

プログラムに参加する者の専用のために保存

されるべきものとする。

14．ローターアクト・クラブ会員は，ロータ

ーアクト・クラブ会員資格存続申，適正な品

位ある方法で，ローターアクトの名称及び徽

章を使用並びに表示する資格を与えられてい

る。ローターアクト・クラブ会員資格終結の

際，又はローターアクト・クラブ解散の場合

には，かかる資格は失われるものとする。

15．ローターアクト・クラブは次の場合に解

散する：a）その定款に従って運営されない場

合，或はその他の理由により，提唱ロータリ

ー・ Nラブの同意，承認，合意の有無に不拘，

国際ロータリーにより解散させられる場合，

b）提唱ロータリー・クラブにより解散させら

れる場合，又はc）ローターアクト・クラブ自

身の決定により解散する場合。

16．ロー一ターアクト・クラブの解散により，

クラブ並びに会員は，集団的にも個人的にも

名称並びに徽章に関する一一切の権利及び特典

を喪失するものとする。

17．国際ロータリーの方針として，理事会

は，国際ロータリー以外の如何なる個人又は

団体も，営利又は他の目的のためにローター

アクト・クラブに対して回状を送達する権利

を認めない。

18．地区ガバナーは，地区内にローターアク

ト・プログラムを公表し，新ローターアク

ト・クラブの結成を促進し，ローターアクト・

プログラムを運営するに際し，その補佐役と

して地区内各地のロータリアンによって構成

される地区ローターアクト委員会を任命する

よう要請されている。地区ローターアクト委

員会の任命に際しそれが可能であり，かつ実

行出来る場合は，1名乃至数名の委員を再任

することにより，委員の継続性を保つよう規

定すべきである。ロータリーの地区委員会が

その任務を遂行する場合に，ローターアクト

・クラブ会員の意見をよく聞くようにすれば，

有益な結果が得られることと思う。

19．クラブ・レベル以上のローターアクト・

クラブの会合：

　a）一つの国際ロータリー地区内に，5以

　　上のローターアクト・クラブがある場合

　　は，その国際ロータリー地区と境界を同

　　じくし，その中にそれぞれの提唱ロータ

　　リー・クラブを包含するローターアクト

　　地区を設定することができる。ローター

　　アクト地区内のクラブは，会員の中から

　　地区ローターアクト代表を選挙すること

　　ができる。選挙の方法は地区ローターア

　　クト委員会によって決定されるものとす

　　る。地区ローターアクト代表の任務は，

　　全地区の会合を準備するについて地区ロ

　　ーターアクト委員会を助け，その相談に

　　与り，可能な場合はこれらの会合を司会

　　し，特に地区内におけるローターアクト

　　・プログラムの拡大，強化に関して地区

　　内ローターアクト・クラブに助言を与え，

　　激励と刺激を与えて，彼らの関心をロー

　　ターアクトの世界的規模と，世界理解の

　　ためのプログラムの可能姓と業績とに焦

一一@186一

　点を合わせるよう手助けをすることであ

　る。

b）地区のローターアクト組織を作ること

　は奨励しないが，それが地区全体に亙る

　行事を計画し推進するのに必要で，それ

　もロータリー地区ガバナー及び／又は然

　るべきロータリー地区委員会の指導のも

　とに作る場合に限り例外とする。

c）国際ロータリーの地区内において，相

　互に便利な土地に存在する二つ又は三つ

　以上のローターアクト・クラブは，友情

　を深め，意見を交換し，感銘を分かち合

　い，地区内のローターアクト・プログラ

　ムを強化，拡大，充実させるため，地区

　ローターアクト委員会の1名乃至数名の

　委員の助言と指導と出席のもとに，各ク

　ラブ代表者の会合を開催するよう奨励さ

　れている。距離の関係が許せば，地区ロ

　ーターアクト委員会の指導のもとに同委

　員会の委員1名乃至数名同席の上，かか

　る会合を地区単位で，開催することもで

　きるであろう。

d）　2以上の地区，特に2以上の国の地区

　のローターアクト・クラブ委員を集めて

　催す会合が可能なところでは，いずれも

　これを実行されるよう勧奨する。この会

　合は，開催地のロータリー地区ガバナー

　及びローターアクト委員会の指導の下に，

　その委員1名乃至数名が出席し，開催地

　の地区ローターアクト代表及び各ロータ

　ーアクト・クラブ会長と協力して行なう

　ものとし，その開催については，国際ロ

　ータリー理事会の承認を要するものとす

　る。＊

e）全地区のローターアクト・クラブ会合

　の目的は職業奉仕及び社会奉仕に関して

　ローターアクト・クラブを激励し，啓発

　し感銘を与えるため，及び国際理解のた

　めにローターアクトが世界的に発揮し得

　る潜在能力と業績とに注意を集中せしめ

青少年への奉仕

　　るためである。

　f）すべてのローターアクト地区活動に要

　　する資金は，その地区のローターアクト

　　・クラブが調達するものとする。国際

　　ロータリーは，地区ローターアクト・ク

　　ラブの会合の経費を，負担しないものと

　　する。かかる会合の経費は，最小限度に

　　止め，参加者が負担出来る範囲のものと

　　する。

20．ローターアクト・プログラムの経費のた

めの資金調達：

　a）国際ロータリーはローターアクト・ク

　　ラブの会合，又はローターアクト・クラ

　　ブの集団会合に要する費用は一切負担し

　　ない。

　b）　ローターアクト・クラブ又はローター

　　アクト・クラブの集団の会合を開催する

　　のに必要な経費は，最小限度に止めるべ

　　きであり，しかもその会合は，有意義な

　　プログラムを織り込んだ効果的なもので

　　なければならない。

　c）　ローターアクト・クラブのプログラム

　　を実行するのに必要な資金を調達するこ

　　とは，ローターアクト・クラブの責任で

　　ある。

　d）ローターアクト・クラブを後援してい

　　るロータリー・クラブは，そのローター

　　アクト・クラブに対し，臨時又は付随的

　　の財政的援助以外の寄付を行なうべきで

　　はない。

一187一

＊圏際ロータリー理事会tc対する多地区閲ローターアク

ト・クラブ会合の開催承認申請書には，次の書類を添付

しなければならない：

1）申請にかかわる会合について，その日時，場所，目

的，プロゲラム及び参触者に関する事項を記載した説

明書。

2）会合に開催に伴って生ずる契約h及び財政kの義拐

　に対し，提唱者側において全責任を負うべきことかつ

　その用意があることの保証を付した会合経費見積r・Pt

書。

3）事故に備えるための手’分な責任保険の付保の証明。

4）申請にかかわる会合の計画と実施を，ロータリアン

のlt’i［tx監督のドicitなうべきことについての保証。
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e）ローターアクト・クラブは，広くv　一一

　タリー・クラブ又は他のローターアク

　ト・クラブに対し財政的援助を懇請すべ

　きではない。

f）　ローターアクト・クラブは，代償とし

　て何等かの対価を提供することなしに，

　その地域社会内の個人，企業又は団体に

　財政的援助を懇請すべきではない。

g）ローターアクト・クラブ会員の会費又

　は賦課金は名目的の金額に止め，しかも

　そのクラブの運営に要する経費にのみ充

　当すべきものである。ローターアクト・

　クラブが実行する活動並びに計画に要す

　る資金は，会費又は賦課金とは別個に，

　クラブが調達すべきものとする。

h）ローターアクト・クラブ会員をクラブ

　並びに地区大会のプログラムに参加する

　よう招待するロータリー・クラブ及び地

　区大会は，起こり得る法律上又は道義上

　の義務と責任に対しクラブ乃至地区大会

　を保護するために，十分な旅行傷害及び

　責任保険に加入すべきである。

　　　　　　（方針声明了）

理事会によって採択された上述のローター

係のあるクラブよりも地域社会を基盤とする

クラブの結成に努力することを奨励する。

（理74－75）

　国際ロータリー理事会は，他の団体の目的

如何を問わず，ローターアクト・クラブが他

の団体に加盟したり，或はそれと合併するこ

とを，主義として認めないことに決定した。

（理72－73；74－75）

ローターアクト指導者研修会

　　　（Leadership　Training

　　　　　Meetings　for　Rotaract）

　理事会は，ロータリー地区が，その地区内

のローターアクト指導者のために1日研修の

会合を開くことを奨励する。かかる会合は，

ローターアクト代表の助力を得て，ロータリ

ー地区のローターアクト委員会の指導のもと

に行なわれるべきである。（理71－72）

ロータリー・クラブとインターアクト／

ローターアクトとの接触

アクトに関する方針声明は，理事会の行なう

改正にのみ従うものである。従って，理事会

（Rotary　Club　Contacts

が同方針声明の規定の改正を決定した場合，

その改正された規定が同方針声明の一部とな

with　Interact／Rotaract）

る。そしてその改正については，ロータリー

理事会は，インターアクト並びにローター

アクト・クラブの会員と提唱ロータリー・ク

・クラブ，ローターアクト・クラブ及びそれ　　ラブの会員との間の緊密な個人的接触と連絡

らクラブの会員の諾否を必要としない。　（理　　が絶えず必要なことを認める。（理74－

73－74）

　理事会は，暫く，ローターアクト計画が世

界的にどれ位進歩を見せるかについて更に十

分な見極めがつくまで，地区レベルにおける

ローターアクトの組織体をローター一一アクトに

関する方針声明の第19項に規定されている

ものに限ることと定める。（理68・一一69）

　理事会は，ロータリー一・クラブのローター

75）

　ロータリー・クラブは，クラブのインター

アクト並びにローターアクト委員会委員の人

選に当って，インターアクト並びにローター

アクト・プログラムに対し関心と認識を持ち，

アクト・クラブ提唱に関して，教育機関と関

かつ委員会委員としての任務を引き受ける意

志と能力を持つ人物か否かを賢明に判断する

ことが大切である。（理74－75＞

一188一

青少年活動週間

　　　　（Youth　Activities　Week）

理事会は，毎年10月15日を含む週間に，

青少年への奉仕

青少年活動週間が設けられ，これが，専らイ

ンターアクト，ローターアクト及び青少年交

換を含むすべてのロータリー後援の青少年活

動のために充てられるべきことと定める。

（理68－69；69－70）
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区 域 限

（Territorial　Limits）

名称又は区域限界の変更手続

　（Procedure　for　Changing　Name　or

　　　　　　　Territorial　Limits）

　ロータリー・クラブが国際ロータリーに加

盟を承認された時には，クラブ定款として標

準クラブ定款を採用する。そうすることによ

って，それぞれのクラブに固有な事項として

標準クラブ定款の本文申空欄になっている第

1条（名称）及び第2条（区域限界）は国際

ロータリー理事会の承認を侯ってクラブによ

って書き込まれる。これら2ヵ条に関するそ

の後の変更も同様に国際ロータリー理事会の

承認を得なければならない。

　クラブの名称又は区域限界変更に関する手

続は，クラブ定款第14条第4節に次の如く規

定されている：

　第4節　本定款の第1条（名称）及び第2

条（区域限界）は，本クラブの例会において

いつでも，投票する出席会員の過半数の賛成

投票によって改正することができる。但し当

該改正案の通告が，これを議する例会の少な

くとも10日前に，各会員に郵送されなければ

ならない。そして更に，かかる改正は，国際

ロータリー理事会に提出してその承認を求め

なければならない。その承認があって初めて

その改正は効力を発するものとする。

界

区域の定義（Definiti・n・f　Territ・ry）

　クラブ結成に従事する人の手引として，理

事会は次の如き解釈文を採択した：

　各ロータリー・クラブは或る一定の地方に

結成せられかつ存在しなければならない。

　国際ロータリーは，そこに十分の職業人が

実際に社会に奉仕しており，それらの人々の

事務所とか職場とか住居がおたがいに隣接し

ており，ロータリー・クラブとしての機能を

発揮することが出来る適当な範囲の区域を，

斯様な地方として認めることができる。斯様

な地方にクラブを結成するに当って，国際ロ

ータリーは，クラブ定款にその区域を書き入

れるべき地方の地理的限界を指定しなければ

ならない。そしてその後斯様な区域は，国際

ロータリー及びクラブ相互の同意による以外

変更してはならない。国際ロータリーの同意

があれば，クラブはアディショナル・クラブ

結成のためその区域の一部を譲渡すること，

もしくは同一区域を共有するアディショナル・

クラブの結成を認めることが出来る。

　仮ロータリー・クラブは，その名称として

その地方を現わすような言葉を採用すべきで

あり，国際ロータリーの承認を条件としてそ

の選ばれた名称をその定款に書き入れ，そし

て一旦その承認をえた以上は国際ロータリー

とクラブ相互の同意がなければ変更してはな

らない。（理38－39；74－75）

　理事会は，クラブの区域限界が地方の自治

体の限界と同一であり，その自治体の限界が

その後拡張された場合，それによってクラブ

の区域が自動的に拡張されることはなく，国

際ロータリーの定款中のロータリー・クラブ

の区域限界改正に関する規定に従ってクラブ

が所定の措置を講じない限りクラブの区域は

従前通りとする。（mp　67－－68）

一190一

農村区域（Rural　Territ・ry）

　ロータリー・クラブの区域限界は，特別の

定義により，クラブ所在地に近接する区域が

疑いなく農村であり，クラブ所在地がその区

域にとっての主要な金融，取引，輸送の中心

地であることが明白な事実である場合斯様な

近接区域はそのクラブの区域限界に含めるも

のとする。（理63－64）

　理事会は，ロータリー・クラブの区域限界

に含まれる農村地域に関し，次の決議事項を

採択した：

　a）　ロータリー・クラブの区域限界は，ク

　ラブ定款に特別に定義されている通りとし，

　クラブが正会員を選挙できる区域はそのよ

　うに特別に定義されている地域のみを含む

　ものである，但し，ロータリー・クラブは，

　その区域限界に隣接し，かつ他のいずれの

　ロータリー・クラブの定義通りの区域限界

　にもはいっていない地域に事業所又は住居

　の所在する者を正会員に入会させることが

　できる；

b）従って，あるクラブに関し，その所在

する地域社会がクラブの区域限界に直属す

　る農村地域にとって主要な金融，取引，輸

送の中心地である場合にその地域はクラブ

　の区域限界に含まれるというこれまでの取

決めはもはや無効である；その結果クラブ

の正会員に選挙される者は，a）に述べら

れている如き隣接地域に関する場合を除き，

　クラブ定款に特別に定義されている区域内

に事業所又は住居を持っていなければなら

　ない；

c）　もしクラブの区域がクラブが所在する

市，町，乃至その他の自治地域名でのみ表

わされている場合，クラブの区域限界はク

　ラブ所在地の市，町，乃至その他の自治地

域の限界と同一とする；

d）　もしクラブの区域が特別に定義された

区域　限　界

　地理的境界名で表わされている場合，その

　区域は一っ又は二つ以上の市，町及びその

　他の自治地域の一部と，近接した，関連の

　ある，自治体でない区域で，疑いもなく農

　村であり，クラブ所在地が当該近接区域の

　主要な金融，取引及び輸送の中心地である

　ことが明白な事実である区域とを含むこと

　ができる；

　e）　もしクラブが，クラブ定款に特別に定

　義されているクラブの区域を，近接してい

　て関連のある区域にまで拡大すべきものと

　考える場合，クラブは，クラブ定款の規定

　に従い，特別の定義によって斯様な地域を

　クラブの区域限界に含めるよう定款を改正

　し，承諾を得るため同改正案を国際ロータ

　リー理事会へ提出するよう適切な手続を取

　らなければならない；

　f）承諾を得るために理事会へ提出される，

　クラブ定款の区域限界関係規定改正に関す

　るクラブ決議の通知書には，改正理由書を

　添付しなければならない。又，クラブが相

　互に非常に近接している場合には，近隣ク

　ラブとの協議並びに区域改正案に関してそ

　れらクラブの区域限界調査の結果，当該ク

　ラブは改正によって他クラブと区域限界に

　関する衝突は起こらぬと信ずる旨の確認書

　も添えなければならない。（理64－65；71－

　72）

　理事会は，ロータリー・クラブの区域限界

に関する文書申の「近接地域」とは，m一タ

リー・クラブの結成並びに運営を成功させる

のに当然必要と考えられる一定のロータリー

の地方と実際に接触を持つか或は直接地続き

になっている地域を指すのであり，かつそこ

の住民が斯様なロータリーの地方を，彼らが

興味ある地域社会を作るために行なう社会，

市民，及び事業上の諸種の活動並びに奉仕の

ための場として最重要視している場合とする

ことに同意している。（理66－一一67）
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区域の放棄（Relinquishing　Territory）

　クラブの区域が無限であるとか，必要以上

に広いというような場合には，ロータリーの

理想と原理を他の地域社会に規則正しくかっ

組織的な方法で進めて行かれるようにするた

め，クラブはその区域を調整又は縮小するよ

う考慮することが要求されている。事務総長

は，国際ロータリー理事会のこの要求を，ク

ラブ区域の調整又は縮小が現在のクラブ会員

の地位に影響しないという諒解の下に，関係

クラブに注意するよう指示されている。（理

39－40）（「大都市にアディショナル・クラブ」

85－86頁参照）
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ロータリー財団
（The　Rotary　Foundation）

　国際ロータリーの定款（第10条）及び細則

（第20条）に規定されているロータリー財団

は，国際ロータリー理事会並びにロータリー

財団管理委員会の採択せる下記の信託宣言の

条件のもとに，アメリカ合衆国イリノイ州で

組織せられた信託財産である。

信託の宣言　（Declarati・n・f　Trust）

　ロータリー財団管理委員会委員長は，理事

会（1931－32）に対し大要次の如き報告を行

なった：

　現在ロータリー財団の法律的地位は，細則

第20条の規定により定められている。財圃を

法人化する問題に関してはかなりの考慮が加

えられた。財団管理委員長Klumph及び管理

委員Chapinは，シカゴのロータリアンHol－

denと協力し，法律的見地から法人のすべ

ての利点を与えると共に若Fの不利な点を避

けることができると考えられる一種の信託宣

言を起草した。財団管理委員会により完成さ

れ，国際ロータリー理事会の同意を得たこの

宣言は，財団の永続性を保証する効力を有す

るであろう。従って，財団管理委員会は，理

事会がこの信託宣言に同意し，国際ロータリ

ーの役員に国際ロータリーに代って宣言案に

署名することを委任するよう要請するもので

ある。

　理事会（1931－32）は，次の如き財団の信

託宣言に同意し財団管理委員会が同宣言を実

施することを承認した。

　1931年11月12日，U．S．A．の一州，イリノイ

州の法人である国際ロータリーと，ロータリ

一財団管理委員Arch　C．　K】umph，　Rufus　F．

Chapin，　Charles　Rhodes，Harry　H．　Rogers

及びCharles　A．　Mander並びにその後任者と

の間に作成締結せられた本信託宣言は，次の

ことを証言する。

　国際ロータリー細則第20条には次の如く規

定されている：

　　（注：信託宣言には細則第20条第1節より

第10節に至る全文が掲げてある。276－278頁

参照）

　かっ上述の管理委員会は，上掲細則第20条

第1節及び第2節により指名され正式に任命

されたものであり，又国際ロータリーの代表

として全権を有する国際ロータリー理事会の

J｝三当な権限と指示の下に，第20条の規定に従

い信託の宣言を行なうものであるが故に，こ

こに次の如く宣言する。

　第1：前記ロータリー財団の管理委員会に

よって受取られかつ保管せられた総ての財産

は，贈与，遺贈遺言又は遺贈の条件によって

別段の定めあるものを除き，その基本財産及

び（又は）それよりの収入を単一信託として，

国際ロータリー－ee事会の承認，決定又は設定

する国際ロータリーの博愛，慈善，教育又は

救佃の目的，綱領＊，運動又は施設のため，そ

して単にそれにのみ支出するために受取られ

かつ信託財産として保管されるものとする。

主要資産として保管された総ての資産は厳に，

その用語の法律上の意味における慈善的使用

にのみ保管されるものとする，ということが

明白に宣言されている。

一193　一一

＊　1951年（アトランテック・シティー）国際大会はロー

タリーの「綱領」を複数（Objects）から単数（Object｝

に変更した。
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　第2：上述の管理委員会の権限は，上記の

細則に規定せられてある如くその改正に従う

ことを条件として，上記細則に定める通りと

する。しかしながら改正或は改正の権限は，

如何なる場合も，前述の如く受理した資金及

び財産はすべて慈善的使用にのみ保管される

ものとするとの本信託宣言をそこなうものと

考えられたり了解されてはならないというこ

とをここに明らかに宣言する。

　第3：本宣言は，贈与，遺贈遺言又は遺贈

の条件によって別段の定めある場合を除き，

信託財産と，現在又は今後条件付き乃至無条

件で受理されるべき，生命保険から入る全資

金を含むすべての資金に適用されうる権限と

に適用されかつそれらを管理するものとする。

　以上の証明として財國管理委員会は，前記

日付を以てここに署名調印をなし，かっその

承認の証として，国際ロータリー理事会によ

って与えられた権限により同様のことを行な

い，国際ロータリーに代って正式に委任され

た役員の手によりここに国際ロー一一タリー印を

捺印する。

財団資金支出の目的

　（Purposes　for　Which　Funds　of　the

　　Foundation　Shall　Be　Expended）

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，財団の資金を支出する目的に

関し，次の如き決議を採択した：

　国際v一タリー細則第20条第1節は，次の

如く規定している：

　ロータリー財団の全財産に対する権利は11

名の管理委員及びその後継者に帰属するもの

とする。これらの管理委員は，本細則によっ

て，或は賜与，遺贈遺言，又は遺贈の条件に

よって別段の定めある場合を除き，これを保

管し，投資し，運用し，管理し，そして，理

事会の承認を得てその元金又はそれより生ず

る収入を，単一信託として，国際V　一一タリー

の目的又はロータリーの綱領，もしくは国際

ロータリーによって発起され或は承認された，

博愛，慈善，教育，又はその他の慈善的目的，

目標，運動，又は制度の推進のために消費す

るものとする。

　そして1931年11月12日，国際ロータリー理

事会及びロータリー財団管理委員会によって

実施された「信託宣言」は次の通り規定して

いる。

　　第1：前記のロータリー財団の管理委員

　会により受取られかつ保管せられたすべて

　の財産は，贈与，遺贈遺言又は遺贈の条件

　によって別段の定めあるものを除き，その

　基本財産及び（又は）それよりの収入を単

　一信託として，国際ロータリー理事会の承

　認，決定又は設定する国際ロータリーの博

　愛，慈善，教育又は救撫の目的，綱領＊，運

　動又は施設のため，そして単にそれにのみ

　支出するために受取られかつ信託財産とし

　て保管されるものとする。主要資産として

　保管された総ての資産は厳に，その用語の

　法律上の意味における慈善的使用にのみ保

　管されるものとするということが明白に宣

　言されている。

　　第2：上述の管理委員会は権限は，上記

　の細則に規定される如くその改正に従うこ

　とを条件として，上記細則に定める通りと

する。しかしながら改正或は改正の権限は，

如何なる場合も，前述の如く受理した資金

及び財産はすべて慈善的使用にのみ保管さ

れるものとするとの本信託宣言をそこなう

ものと考えられたり了解されてはならない

ということをここに明らかに宣言する。

　第3：本宣言は，贈与，遺贈遺言又は遺

贈の条件によって別段の定めある場合を除

き，信託財産と，現在又は今後条件付き乃
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＊　1951年（アトランテック・シティー）国際大会はロー

タリーの「綱領」を複数（Object8）から単数（Object）

に変更した。

　至無条件で受理されるべき，生命保険から

　入る全資金を含むすべての資金に適用され

　うる権限とに適用されかつそれらを管理す

　るものとする。

　かつ又，国際ロータリー理事会及びロータ

リー財団管理委員会は，以上の諸規定が，個

人及び団体による慈善その他の寄付，及び所

得税を免除されるべき団体に関するUS．A．

国内歳入条例の諸規定に該当するものと解釈

していることを記録することはのぞましいこ

とであるが故に，

　ロータリー財団の基本財産或は収入からの

支出は，管理に要する費用を除き，絶対に，

慈善，科学，文学，教育或はその他U．S．A．国

内歳入条例，第23（o）2，23（q）2，及び101

（6）の各項に含まれる目的に使用されるべきこ

と，又，ロータリー財団の基本財産たると収

入たるとを問わず，その如何なる部分と錐も

個人的利益のために使用しないこと，又，ロ

ータリー財団の活動の相当な部分が宣伝その

他立法に影響を与えようとする試みに向けら

れてはならないこと，及び最後に，ロータリ

ー財団の解散の暁には，その基本財産及びそ

れより生ずる収入は，本決議の条件に従って

支出されるものとすることをここに決議する。

（理44－45，財団管理委44－45）

寄付金の為替レート

　（Rate　of　Exchange　for　Contributions）

　米国ドル以外の通貨による財団への寄付は

すべて，寄付が行なわれた時点で実施されて

いる，人頭分担金及びロータリアン誌の半期

支払いのために国際ロータリーが設定した為

替レートに基づいて，それと同額の米国ドル

に換算される。毎年1月1日及び7月1日付

にて，関係する全クラブに対し，向う6ヶ月

間のロータリー財団への寄付に適用される為

替レートが通知されることになっている。更

ロータリー財団

に，財団より寄付者に贈られる各種の表彰状

には，寄付者の国の通貨による寄付額を付記

しなければならないことになっている。

所得税申告に対する寄付金額の控除

　（Deductibility　of　Contributions　on

　　　　　　　Income　Tax　Returns）

　国によっては所得税申告を行なう場合ロー

タリー財団への寄付金は控除されている。ク

ラブ並びに各個人は夫々の国に於て斯様な寄

付金が所得税の課税金額から控除されるかど

うかを所在地の関係当局に確かめるべきであ

る。

　次に掲げるものは，国際ロータリーが受理

した1948年9月22日付合衆国財務省国内歳入

局長の書翰の抜幸である：

　本官は，貴財団が専ら慈善的，教育的目的

のために組織されていることを証明せる提出

証拠書類に基づき，国内歳入法第100節（6）の

規定並びに先の歳入諸条令の該当規定により，

貴財団は連邦所得税を免除されるものと判定

する。

　貴財団に対する寄付は，修正国内歳入法第

23節（。），（q），の各項に規定された方法及

び範囲内において，かつ先の歳入諸条令の該

当規定により，寄付者の純課税所得額から控

除される。

　貴財団に提供される遺贈，遣産，不動産の

遺贈又は財産譲渡証書は，国内歳入法第812

節，（d）項並びに第861節（a）項（3）に規定され

た方法と範囲内において，かっ／又は先の歳

入諸条令の該当規定により，故人の課税財産

額より控除される。貴財団への贈与財産は，

国内歳入法第1004（a）項（2）（B）並びに1004（b）

項の（2）及び（3）並びに／又は先の歳入諸条令の

該当規定により，課税贈与額より控除される。

　米国ワシントンD．C．の国内歳入事務局はロ

ータリー財団に対し，1971年12月2日付書簡

一　195　一一
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で，財団は国内歳入法第509節（a）項に定義さ

れている民間財団には該当しない財団として

分類されている旨通知して来た。

　カナダにおいては，寄付者が所得税法第27

節（1）（a）項の規定に従いかつその範囲内にお

いて課税所得額を計算する際，もし正規の領

収書により立証されるならば，寄付金を控除

額として申告することができる。

おいて，ロータリー財団の目的を推進するた

め，国際ロータリー理事会および多数決によ

るロータリー財団管理委員会の承認のもとに，

1976年7月1日に始まる1ヵ年間に米貨700

万ドルを越えない金額，および1977年7月1

日に始まる1ヵ年間に米貨750万ドルを越えな

い金額を，ロータリー財団の元本資金から支

出することを決議する。（ミネアポリスーセ

ントポール決議74－61）

ロータリー財団の基本財産からの支出

　（Expenditures　From　the　Corpus　of

　　　　　The　Rot　ary　Foundation）

　1972年国際大会の規定審議会は，ロータリ

ー財団の基本財産よりの支出を規定する，次

の決議を採択した：

　第63回年次国際大会において，国際ロータ

リーは，1974年7月1日より1ヵ年間に米貨

400万ドルを越えざる金額，1975年7月1日

より1ヵ年間には米貨425万ドルを越えざる

金額を，国際ロータリー理事会並びに過半数

のロータリー財団管理委員の承認を条件とし

て，V一タリー財団の目的推進のために同財

団の基本金より支出しうることを決議する。

（ヒューストン大会決議72－73）

　1973年国際大会によって改正され，その後

1974年の規定審議会によって改正された決議

72・一一・73は，1974年7月1日に始まる1ヵ年間

に米貨600万ドルを越えない金額，および1975

年7月1日に始まる1ヵ年間に米貨650万ド

ルを越えない金額を，ロータリー財団の目的

財団の目的
　（The　Objective　of　the　Foundation）

　先に発表されたロータリー財団の目的は，

財団管理委員会（1964－65）により次の如く

改正され，かつ理事会（1965－66）により承

認された：

　ロータリー財団の目的は，博愛，慈善，教

育的性質の，確実でかつ効果的な企画によっ

て各国の国民間に理解と友好関係を増進する

ことにある。

財団管理委員の任命

　　　　（Appointment　of　Trustees）

推進のため，国際ロータリー理事会および多

数決によるV一タリー財団管理委員会の承認

のもとに，ロータリー財団の元本資金から支

出することができることとしている。

規定審議会は，1974年国際大会において，

ロータリー財団の基金から行なわれる支出に

ついて定めた次の決議案を採択した。

国際ロータリーは，第65回年次国際大会に

　国際ロータリー細則（第20条）は，理事会

の承認を得て，会長が11名の委員を任命する

ものとし，そのうち6名は元国際v　一一タリー

会長，3名は財団が支援する活動分野の経験

者，残る2名は財務畑の経験者とすべきこと

を規定している。

　財団管理委員会は毎年，管理委員1名を次

年度の委員長に選定する。委員長が欠員とな

った場合，残余の任期を務める委員長も同管

理委員会が選定する。

　元国際ロータリー会長である6名の管理委

員の任期は6年とする；その他の委員の任期

は2年である。各管理委員とも再任され得る。

一196一

欠員は，理事会の承認を得て，国際ロータリ

ー会長が補充する。

財団管理委員が構成する委員会

　　　（Committees　of　the　Trustees）

　財団の運営方針は，財団管理委員会は投票

により，管理委員が構城メンバーとなるべき

委員会乃至小委員会を決定し，夫々任務を設

定することと規定している。委員長が委員及

び小委員をも任命するものとし，それらの義

務は財団管理委員会により規定された通りと

する。

　財団管理委員が構成する委員会は次の如く

設定された：

実行委員会：5名の管理委員で組織され，そ

の委任事項は以下の通りである：

1）財団管理委員会に代って，資金調達並び

に既存の諸活動と投資有価証券の査定と評価

に関するすべての問題を処理し，又，ロータ

リー財団の目的に添う活動に対し授与される

補助金受領者の選定に当る。但しその活動は

斯様な補助金授与基準に合致するものでかつ

1口の金額は米貨5，000ドル乃至その相当額

を越えてはならない。

2）新規活動の開始並びに推進に関し財団管

理委員会に勧告する。

3）財団管理委員会の方針が既に設定されて

いる場合又は緊急事態が生じた場合，実行乃

至管理に関する事項を決定する。

4）財団管理委員会により既に割当が計上さ

れている支出に関し，必要ある場合，決定す

ること。

5）財団管理委員会が留意すべき事柄を調査

し，それについて財団管理委員会に勧告する

こと。

6）諸委員会よりの報告を検討し，必要ある

場合本委任事項第3の規定に従って，その報

告の内容について処置を講ずること。

ロータリー財団

7）実行委員会のすべての決定は次回の財団

管理委員会の会合において報告さるべきこと。

8）管理費として5，000ドルを越えない金額

を割当てること。

財務並びに投資委員会：4名以内の管理委員

により構成され，年間予算及び投資を含む財

務関係事項に関し財団管理委員会又は実行委

員会に勧告する責任を持つ。

財団プログラム委員会：3名の管理委員で組

織され，下記の任務を遂行する：

委員会は

1）大学院課程奨学金，大学課程奨学金，専

門的訓練補助金，教師奨学金及び研究グルー

プ交換補助金受領者を選考し，かつ財団管理

委員会に代って，既に財団管理委員会によっ

て認可されているその他の補助金を承認し，

授与する；

2）既に方針が設定されているか或は緊急事

態発生の場合に，教育補助金プログラムの運

営に関する事項について決定を下すこと，及

び，研究グループ交換プログラム担当の委員

会が止むを得ない事情と判断した場合，同プ

ログラムに関する事項について決定を下すこ

と；

3）　ロータリー財団の各種プログラムに関し

て委員会自体の見解と勧告事項を財団管理委

員会に報告する。

監査委員会：委員長が実行委員会委員のうち

から選任する2名の委員をもって構成し，そ

の任務は，監査報告書を検討して，実行委員

会にこれに関する報告をすることである。

財団管理委員会及び理事会とロータリ

ー財団との関係

　（Relationshipof　Trustees　and　Board

　　　　to　The　Rotary　Foundat　i　on）

題記の関係および運営に関するこの声明は，

理事会が国際ロータリーの管理主体として負
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っている責任を十分に考慮したうえ，この理 とし，その報告書には，補助金受領者の氏名

事会の責任に属するものをすべて確保しなが　　補助金の額および関係の地区を記載する。

ら，しかもロータリー財団の管理，運営が十

分効果的に行なわれるようにするために，理

管理委員会および理事会は，下記に該当す

る者は，各種財団補助金のいずれについても，

事会と財団管理委員会それぞれの業務活動の その受領者となる資格を有しないものとして

分野を明確に定めようとするものである。

事業または活動の提案は，理事会でも，ま

いる：

　管理委員もしくは財団の職員，または，国

た管理委員会でも，これを行なうことができ 際ロータリーもしくはロータリーの地理的地

るが，事業または活動を具体的に進める責任　　域，地区もしくはクラブの理事，役員もしく

は主として管理委員会にあるものとする。

事業または活動の提案が管理委員会によっ

は職員，またはロータリアン，および以上に

掲げた者の配偶者，扶養家族，血縁または婚

て行なわれた場合には，理事会は，提案の事　　姻による親族；親族とは，子，継子，孫，兄

業または活動が果して国際ロータリーの目的　　弟，姉妹，およびこれらの者の配偶者をいう

もしくは綱領を推進することになるのか，ま

た，提案の，国際ロータリーの後援または賛

助によって行なわれる博愛，慈善，教育その

ものとする。

　この声明は，1963－64年度に定められ，1964

一65年度および1965－66年度に修正および／

他の人道的な性格の目的，対象，運動あるい または改正された管理委員会および国際ロー

は施設などが，財団の資金をこれに提供する タリー理事会のロータリー財団に対する関係，

ことによって促進されるものであるか否かを およびロータリー財団の運営方針に関する声

決定し，こうして提案された事業または活動　　明を廃止して，これに代わるものとする。

を後援または賛助し，先ず管理委員会が当該

事業または目的のための資金を財団の収益金

から支出することを承認した場合には，決議

をもってこれを承認し，また，管理委員会の

多数決による賛成を得て，当該事業または目

的のための資金を財団の元本資金から支出す

ることを，決議をもって承認するものとする。

ロータリー財団管理に関する規定

（Rules　and　Regulations　for　Adminis－

tration　of　The　Rotary　Foundation）

管理委員会は，理事会が後援または賛助す

ることとした事業または活動を実施，運営す

る責任を負うものとする。また，国際ロータ

リー細則に規定する管理委員会の任務および

権限を行なうために必要な措置を講ずるのほ

か，a）財団が現在行なっている活動を検討，

評価し，b）財団の資金調達の方法，手段を考

案し，また，c）各種補助金の受領者となるべ

き個人および団体の選定を行なうべきものと

する。

　さらに，管理委員会は，毎年，ロータリー

財団の資金から支出された各種補助金にっい

て，事務総長を通じ，理事会に報告するもの

　国際ロータリー理事会及びロータリー財団

管理委員会は，ロータリー財団の管理に関す

る次の諸規定を承認した：

　　　　　　年　次　総　会

　1．財団管理委員会の年次総会はロータリ

ー年度の第4半期中に開催さるべきものとし，

その時期と場所は管理委員会が決定するもの

とする。如何なる議事の決裁にも，その時現

在資格を有する現職委員の過半数を必要とす

る。但し，斯様な会議へ出席する管理委員が

過半数に達しない場合は会議を将来に延期す

ることができる。委員長欠席の場合は，出席

している委員により臨時委員長を互選する。

必要な場合或は希望する場合は，ロータリー
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議をヒ記年次総会の会期中に開くことができ

る。

　　　　　　　その他の会合

　2．上記の外，管理委員長が随時招集する

管理委員の会合，或は委員会又は小委員会が

ある。財団管理委員会の会合は，過半数の委

員に依って，文書で他の委員に会合の時期，

場所を通知し，招集することが出来る。

　　　　　　　事　務　長

　3．財団事務長は，国際ロータリー理事会

によって選ばれた同一暦年度の国際ロータリ

ー事務総長と同一人たるものとする。事務長

は管理委員長の監督と管理委員会の統率の下

に実務を執行する常務役員であるものとする。

事務長は事務次長を指名することができる。

箏務次長は，事務長がその職務を執行しえな

い場合，又は事務長から委任された場合に，

事務侵に代って事務をとることができるが，

事務長の地位に空席を生じた場合，その地位

を自動的に継承するものではない。事務長は

又，ロータリー財団のすべての銀行勘定に影

響を及ぼす，小切手，銀行手形，約束手形，

為替手形及び指示書に署名する1名乃至それ

以上の実務担当補佐を指名することができる。

　　　　　　郵便による投票

　4．管理委員会は休会中，郵便，電信，無

線電報又は電話による投票で議事を処理する

権限を有する。決定には全管理委員の過半数

を必要とする。財団事務長は問題が現在の方

針内にある場合は郵便による投票用紙を送付

する権限を持つが，問題が現在の方針外に関

する場合には，その問題を郵便による投票に

付すか又は次回の管理委員会まで保留するか

の決定権は管理委員長にあるものとする。

　　　　　　会　計　年　度

　5．財団の会計年度は国際ロータリーの会

計年度と同一とする。

　　　　　　収入及び支出

　6．　事務長は毎年管理委員会に対し，次会

ロータリー財団

計年度に於ける財団の予想収入，財団資金（基

本財産及び収入の両方を含めて）からの当該

年度の支出状況，及び次会計年度に予想され

る支出要求についての情報を提出するものと

する。

　　　　　　　管理費予算
　7．管理委員会は，その会計年度の管理費

予算を決定しなければならない。予算の原案

は，財団事務長がこれを管理委員会に提出し

なければならない。

　　　　　　理事会への報告

　旦管理委員会は，財団の支出状況と，財

団の目的を推進するため利用し得る金額を定

期的に国際ロータリー理事会に通知しなけれ

ばならない。

　　　　　　保　　証　　金

　9．管理委員会は，財団の諸活動関係者に

対する保証金の必要性の有無及び金額を決定

し，斯様な保証金の費用を財団管理費に織り

込むものとする。

　　　　　　会計監査人の任命

　10．管理委員会は，毎年財団の会計監査人

として，国際ロータリーの会計監査を委嘱し

ている同一会計事務所を指定するものとする。

財団の会計監査に要する費用は財団管理費か

ら支払うものとする。

　　　　　会計監査報告の公表

　11．管理委員会は毎年，国際ロータリー理

事会が国際ロータリー資金の会計報告を公表

するのと同一の時に，同様の方法で，その会

計監査人の報告を公表しなければならない。

　　　　　　事務長の財務報告

　12．財団事務長は，定期的に財務報告を管

理委員会に，又，その写しを国際ロータリー

の各理事に送付しなければならない。

　　　　　　投資する権限

　13，管理委員会は管理委員会委員長又は管

理委員会の財務並びに投資委員会委員長のい

ずれかに，次の権限を特別に委任する。即ち

管理委員会が休会中，委員会が随時決定した
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方針に従って，財囹の収入から有価証券に投

資する金額を決定すること；上記証券をロー

タリー財団名儀から受取り名儀人に書き換え

ることを決定することを含む証券の保管方法；

及び数名の投資顧問の中の1名の勧告により

何れの有価証券を買入れ何れの有価証券を売

却すべきかを決定する権限。次に，以下に掲

げるもののうちのいずれか2名に，前記資金

の投資および有価証券の売却を行なう権限が

委任される；事務長，事務次長，事務長が当

該目的のために指名した実務担当補佐。事務

長または事務次長は，これら取引のすべてを

遅怠なく，管理委員会に報告するものとする。

投資顧問の中の誰か1名が，ロータリー財団

を代表して投資有価証券の買入れ並びに／又

は売却を行なう件に関し，管理委員会の休会

中機敏な処置を取ることがロータリー財団に

最も有利と判断した場合は何時でも，上記の

手続きに従う必要はない。そして投資顧問は，

事務長又は事務次長の承認を得て，斯様な処

置を取ることができる。但し，当該顧問はそ

の理由をも含めた斯様な処置に関する完全な

報告を，ロータリー財団事務長からロータリ

ー財団管理委員会へ回付されるよう，速やか

に事務長宛提出しなければならない。

　　　投資物件に対する銀行サービス

　14．管理委員会は，委員長及び事務長が，

世界の銀行のうち，財団の資金が寄託されて

いるか又は有価証巻が保管されている銀行に

おいて，もし財団の投資物件に関し得策と思

われる業務が行なわれている場合それに関す

る取極めを行なうことに同意する。

　　　　　　銀　行　勘　定

　15．管理委員会は，委員長及び事務長に対

し，常に，国際ロータリーがその資金に関し

行なっているのと同様の一般的協定に従って，

世界各国の銀行に必要な口座を開く権限を与

える。

　　　　現金の引出及び権利の移転

　16．管理委員会は，下記の職員に，ロータ

リー財団のすべての銀行勘定に影響を及ぼす，

小切手，銀行手形，約束手形，為替手形及び

指示書に署名する権限；現在または今後にお

いて財団を名儀人または所有者とする株式，

公債，社債，手形，株式申込証，債務証書そ

の他の証券の一部または全部の移転，換価，

裏書，売却，譲渡，引渡し，および前記の権

限を行なうために必要または適当な権利の譲

渡および移転に関する書類の一部または全部

の作成，執行および引渡しを行なう権限：

　　次に掲げる者のうちのいずれか2名：

　　　事務長

　　　事務次長

　　　事務長が当該目的のために指名した実

　　　務担当補佐

　　　　　　情報の伝達
　17．管理委員長及び事務長は，管理委員会

に代って，財団の基本金が常に増加しつづけ

るよう又寄付者が財団の計画と業績について

知ることができるようにする目的を以て，財

団に関する情報を，国際ロータリー加盟クラ

ブ，国際ロータリーの現及び元役員その他に

伝達する権限を与えられている。

　　　　　　　任　　　命

　18．管理委員長が管理委員の誰かに，管理

委員会が開かれていない間委員長に代って事

務を執ることを委任せんとする場合，或は管

理委員長がなんらかの理由でその職務を執行

し得ない場合は，管理委員会が委員長職を代

行する管理委員を任命するものとする。

　管理委員長は管理委員の活動を進めるため

に必要な委員会又は小委員会を任命するもの

とする。

　　　　　　規定の改正
　19．財団管理委員会は，必要で時宜を得た

改正を行なうために，随時これらの諸規定を

検討し，改正事項については，事後承認を得

るためこれを理事会に送達しなければならな

い。（理事及び財団管理委48・一一・49；49－50；

54－－55；56－57；58－59；60　一一　61；63－64；
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管理委64－65；理及び管理委65－66；66－

67；67－68；72－73；73－74；74－75）

ロータリー財団

のほか，さらに一定限度の見学旅行の費用と

して300ドルまたはその相当額が含まれてい

ロータリー財団の諸活動

（Activities　of　The　Rotary　Foundation）

　国際ロータリー理事会並びに管理委員会は，

ロータリー財団の目標達成に確実かつ効果的

な企画として下記の活動を承認した：

教育補助金

大学院課程奨学金

大学課程奨学金

専門的訓練

教師奨学金

　　研究グループ交換

　　特別補助金

　完全かつ詳細な説明書並びに申請用紙は，

教育補助金プログラム及び研究グループ交換

プログラムに対する申請書類提出締切期日の

数ヵ月前に地区ガバナーに配布される。クラ

ブは，これら資料の入手可能の発表があった

後に，地区ガバナー又は文献東京事務所より，

希望部数が入手できる。

教育補助金一大学院課程奨学金，大学課程奨

学金，専門的訓練，教師奨学金（Educational

Awards－Graduate　Fellowships，　Under・

graduate　Scholarships，　Technical　Train－

ing，　Teachers　of　the　Handicapped）

　教育補助金の目的は，青年男女を他国の教

育機関で勉学させることによって，相異なる

国民間の理解と友好関係の増進に寄与するこ

とにある。補助金受領者は非公式の「親善使

節」として行動するよう期待されており，か

くして，受領者は研究年度中及び帰国後，自

国と留学国の国民間の理解増進に寄与する機

会を与えられているわけである。

　各補助金には，本国から学校までの往復航

空料金，登録費，授業料，必要な書籍および

学用品，下宿料および食費にあてられるもの

る。語学力の強化訓練を受ける場合には，こ

れに要する教授料および生活費を賄う費用も，

財団から支給されることになっている。

　これら4種のプログラムの性質及び目的は

類似しており，主な違いは参加者の年令と教

育水準，及び研究プログラムの水準と性格に

ある。

資格（Qualifications）

　青年男女共に申請資格を有する。ロータリ

ー財団教育補助金候補者は優秀な学生，技工

乃至教師であると共に「親善使節」となる可

能性を持つものでなければならない。これら

二つの重要な素質を持たない者は候補者にな

る資格がない。

　自国と受入れ国の国民間の友情と理解の効

果的なかけ橋として奉仕できるように，候補

者は親しみ易い外向的な性格と，異なる文化

を持つ国民の態度及び生活様式に対する好意

的関心と，自己の考えを即座に効果的に伝え

る能力とを持っていなければならない。又，

自国の歴史，文化，地理，時事問題について

も十分な知織を持たなければならない。

　候補者は特に次の諸条件に該当しなければ

ならない：
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a．

b．

C．

学業又は専門的技能の分野において或

は教師養成機関において又実際に教師

として高水準を保持して来た者で，か

つロータリー財団補助金受領者として

顕著な成果を挙げ得る可能性を示すも

のでなければならない。

指導性，独創力，熱意，適応性，円熟，

目的の誠実さを実証すること。

申請時において，留学国及び指定され

た教育機関で用いられている言語に熟

達しなければならない。
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d．他国におけるきびしい1ヵ年の研究と

　　旅行に堪えうること。

　大学院奨学生の資格　大学院課程奨学金の

候補者は次の諸条件に該当しなければならな

いl

　a．　クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

　　　20－28歳までの者であること。但しこ

　　　の年齢層の期間中に自国の兵役義務に

　　　服していた者に対しては管理委員会は

　　　この上限年齢は適用しない。

　b．奨学金年度開始前に，学士号又はそれ

　　　と同等のものを取得していること。学

　　　士号を取得していない申請者は，学士

　　　号相当の資格を有し大学院における研

　　　究資格を有することを証明する学校当

　　　局よりの証明書を提出しなければなら

　　　ない。

　c．，未婚者又は既婚者。

　大学奨学生の資格　大学課程奨学金の候補

者は次の諸条件に該当しなければならない：

　a。　クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

　　　が18－24歳までのものであること。

　　　但しこの年齢層の期間申に自国の兵役

　　　義務に服していた者に対しては管理委

　　　員会はこの上限年齢は適用しない。

　b．奨学金年度開始までに，大学レベルの

　　　課程を2年以上修了しているが，学士

　　　号又はそれと同等のものを取得してい

　　　ないこと。

　c．未婚であること。

　専門的訓練研修生の資格　ロータリー財団

は「専門的訓練」を，いずれの専門的分野に

おいても一般に用いられている，知識，技能，

手法，技術の修得を直接狙っている教育又は

訓練と定義する。専門的訓練補助金の候補者

は次の諸条件に該当しなければならない：

　a．　クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

　　が21－35歳までの者であること。

b．補助金申請前に，少くとも2ヵ年間そ

　　の専門分野で常勤制のもとに雇用され

　　たか或は従事したことのある者。

c．未婚者又は既婚者。

　教師奨学生の資格　教師奨学金の候補者は

次の諸条件に該当しなければならない：

a．

b．

C．

d

クラブへ申請書提出締切日現在，年齢

が25－50歳までの者であること。

少くとも高等学校卒業生であること。

申請時において心身障害者或は教育上

ハンディキャップを持つ者の教師とし

て，少くとも2ヵ年間常勤制のもとに

雇用されていたか又は従事したことの

ある者。

未婚者又は既婚者。

　パンフレット1305－J，教育補助金要覧には，

ロータリー財団教育補助金のすべてに関する

案内が載っている。

　　　受領できる教育補助金

（Eligibility　for　Educational　Awards）

　各地区は毎年，大学院課程奨学金，大学課

程奨学金，専門的訓練補助金のうち，地区が

希望するいずれか一つを受領することができ

る。補助金を受領するためには，各候補者は，

管理委員会によって，補助金の必要条件を充

たすものと判定された者でなければならない。

各地区は又補欠候補者1名を推せんすること

になるが，それは正候補者と同種の補助金を

対象とするには及ばない。

　管理委員会は，毎年，ロータリアン1名当

りの寄付額が特定の金額を越える地区に対し

て教育補助金を追加支給する。1974－75年度

の寄付金に対する追加補助金の口数は次の通

りである：
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ロータリアン1名当り平均　　追加補助金

ロータリー財団

寄付額（単位米貨ドル） 口数

6．OO－　8．99

9．00－19．99

20．00－34．99

　35．00以上

さらに，管理委員会は，毎年，開発途上国

1
6
乙
3
4

に対する教育補助金の追加支給を行なってい

る。管理委員会は，この補助金を，1975－76

および1976－77学年度について，それぞれ25

件承認した。

　地区にみとめられている上記の教育補助金

の口数とは関係なく，地区は，そのほかに教

師奨学金の候補者1名を推薦することができ

る。この補助金は競合的にみとめられるもの

であり，管理委員会は，1976－77学年度分奨

学金として，宙請されたもののうちから80件

管理委員会による選考結果は毎年9月に国

際ロータリー事務総長より発表される。

顧問ロータリアン

（Rotarian　Counselors）

を承認した。

　　　選考並びに発表

（Selection　and　Announcement）

　大学院課程奨学金，大学課程奨学金，専門

的訓練補助金及び教師奨学金候補者選考の締

切期日予定表は次の通り：

　提唱ロータリー・クラブの，

　申請書並びに補足書類

受理締切日…………・…・…・……3月

地区ガバナーの，クラブ確認

済候補者の申請書類一式

受理締切日…・…………・・………4月

事務総長の，地区確認済候補

者及び何れの地区にも属さな

い候補者の申請書類

一式受理締切日…・…………・…・5月

補助金は，

15日

1日

15日

　　　　　　クラブ，地区財団教育補助金小

委員会，地区ガバナーの確認と推薦に基づい

てロータリー財団管理委員会より授与される

ものであろということが，明確に諒解されて

いなければならない。

　教育補助金受領者が留学予定の地区のガバ

ナー，及び受領者が留学する予定の大学又は

専門的訓練機関が所在する都市にある，地区

に所属しないロータリー・クラブは，留学す

る旨の通知受理後なるべく早く，受領者1名

毎に顧問ロータリアン各1名を任命するよう

要請されている。

　顧問ロータリアンとして望ましい資格条件

は次の通り：

　一仕事に必要な時間と精力を喜んで提供

　　　し，かつ奨学生と容易に近づきになれ

　　　る者；

一地域社会に多くの知人を持ち，援助を

　　求め得られる者；

一一w究生活に関係を持っているか又は理

　　解者であること，但し必ずしも教育の

　　専門家でなくてもよい；

一青少年に関心を持っ者。

延期（Postponement）

　教育補助金はそれが授与された特定の学年

度に対してのみ有効なもので，許可のない限

り，それを延期したり或は次年度へ延長する

ことはできない。

　兵役義務のため補助金による研究を始める

ことができない場合には，補助金は兵役義務

終了後の学年度開始時まで延期され得る。但

し，受領者が上限年齢の条件を除くその他の

必要な個人的条件を引き続き保有している場

合に限る。
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学友（Alumni）

　学友（元補助金受領者）の居住地に所在す

るロータリー・クラブは，斯様な元受領者を

時々クラブ例会に招待するよう示唆されてい

る。地区ガパナーは学友を地区大会へ招待す

るよう奨励されている。

研究グループ交換

　　　　　　（Group　Study　Exchange）

　ロータリー財団研究グループ交換は次の三

つの目的のために計画された教育的プログラ

ムである：

　a）優秀な青年実業人並びに専門職業人に，

　　関係国内において計画準備された研究討

　　論プログラムに参加することによって，

　　他の国とその国民並びに諸施設とを研究

　　する機会を与えるため；

　b）善意の人々が，友好的雰囲気のもとに

　　相会し，語り合い，生活を共にして，相

　　互の問題や抱負を理解するようになり，

　　かくして個人的接触を永続する友情へと

　　成熟させることにより国際理解を増進す

　　るため；

　c）研究グループのチームのために教育的

　　プログラムを作成し，又彼等を歓待する

　　ことによって，ロータリアンを，特殊な，

　　実際的かつ有意義な国際奉仕計画に参加

　　させるため。

　これは異なる国々の組み合わせ地区間で研

究グループを交換するプログラムである。各

グループは，プログラム参加申請の時の年齢

25－35歳までの，十分に資格のある5名の青

年実業人又は専門職業人で構成され，「研究グ

ループ交換」担当地区ガバナー代理がこれに

加わる。これら全員は特定の一地区出身者と

する。組み合わせ地区の一方が斯様なグルー

プをある年に最低1ヵ月最高2ヵ月の範囲内

で，派遣，受入れ両地区間で明確に定めた任

意の期間相手地区に派遣し，その翌年は相手

地区のグループを受け入れることになる。

　補助金はチーム構成員と地区ガバナー代表

のための出発地点と所定の到着地点間往復運

賃を賄えるものでジェット機2等往復料金を

越えぬ金額である。ホスト地区滞在中のグル

ープの食費，宿泊費並びに旅費は受け入れ側

の地元ロータリアンが準備する。

　「青年実業人乃至専門職業人」という言葉

は，研究グループ交換のチームへ参加申請を

なす前に，常勤制のもとに少くとも2年間，

一般に認められた実業又は専門職業に雇傭さ

れたことのある男子を意味するのである。参

加申請者は居住している国の市民で，立候補

を確認する地区で雇傭されているかまたは居

住していなければならない。

　補助金を受ける資格を取得するためには，

地区は，地区大会もしくは地区協議会におけ

る決議によって，或は郵便投票によって，地

区内クラブの3分の2が，本プログラム参加

申請を承諾しかつ支持することを表明し，か

つ要請された場合は訪問チームのホストにな

ることに同意したことを証明しなければなら

ない。

　　　　　　　選　　　考

　クラブ水準においては，クラブはその地域

社会よりの候補者全員と面接して，その中か

ら2名以内を選考かつ確認する選考パネルを

任命する。候補者を決定するに先立ち，クラ

ブは候補者たちの雇傭主又は事業仲間にプロ

グラムのことに関して話し合い，彼等の協力

を得ておくべきである。

　クラブ水準で選考された青年たちの申から

研究チームを最終的に選考するのは「研究グ

ループ交換」地区小委員会又は同委員会によ

り選定された特別パネルの責任である。可能

な場合は必ず個人面接を行なうよう推奨され

ている。
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　地区は希望する組み合わせ地区を申し出る

ことができる。然し最終的にはロータリー財

団管理委員会が決定する。管理委員会は又何

れの地区が最初にホストになるかを表示する。

　記入ずみの申請書は，基本的研究計画を同

封の上，毎年4月1日までに財団へ返送され

なければならない。派遣と受け入れの相互交

換は補助金授与発表直後の2ヵ年間に完了さ

れねばならない。補助金は毎年4月乃至5月

に財団管理委員会により授与され国際協議会

において発表される。

　研究グループ交換地区小委員会は「研究グ

ループ交換」担当地区ガバナー代理の候補者

（複数）より申請書を受理し，その中から最

適格者を選定し，承認を得るためその氏名を

地区ガバナーへ提出するものとする。

　地区ガバナー代理は管理に当る職員であっ

て，研究グループ交換チームの1員ではない。

管理委員会は，研究グループ交換担当地区ガ

バナー代理は，その役職にかかわる任務と責

任の遂行に進んで当り，また，それが体力や

その他の点においても可能でなければならな

いものとしている。ロータリアン及びロータ

リーと無関係の聴衆に対する非公式な挨拶乃

至接触の際は，地区ガバナー代表よりはむし

ろチーム員たちが注目の的になるようにすべ

きである。

　　　　　　　受け入れ地区

　財団管理委員会は，研究グループ交換プロ

グラムの管理に関する指針として，次の声明

を採択した：

　　ホスト地区とは研究グループ受け入れ地

　　区のことである。大体において，研究チ

　　ームは到着一出発までの間ホスト地区

　　の責任下にある。研究計画に他の地区が

　　関与する場合といえども，ホスト地区は，

　　研究計画の立案，旅程の作成，関係地区

　　内の輸送機関の提供，チームの歓待及び

　　諸活動の計画準備とできうる限りの家庭

　　歓待の手配を引き受ける責任がある。熱

ロータリー財団

意ある有能な地区小委員会が不可欠であ

る。

特別補助金　　ロータリー財団の目的

に添う活動への補助金

（Special　Grants－Grants　for　Activities

inKeeping　with　the　Objective　of　The

Rotary　Foundation）

　ロータリー財団管理委員会（1965－66）は，

次の声明を承認した：

　　管理委員会は，前記諸活動の他に更に，

　　ロータリー財団により支持されるべき新

　　計画に対し考慮を払うことによって国際

　　理解を増進する種々の方法を検討中であ

　　り，斯様な活動に対するロータリー地区，

　　P一タリー・クラブ及びロータリアンよ

　　りの提案や推薦案，及び経済的援助の要

　　請を歓迎するものである。

　　ロータリー財団の目的推進に貢献する計

　　画の展開及びその試みへの奨励策として，

　　管理委員会は次に示す基準に合致する提

　　案並びに推薦案に対し考慮を払うもので

　　ある：

　　1）異なる国々の国民間の理解と友好関

　　係の推進に貢献すること。

　　2）教育的もしくは慈善的性質のもので

　　あること。

　　3）相当数のロータリアンが積極的に参

　　加するものであること。

　　4）経費の一部が提唱ロータリー・クラ

　　ブ又は地区によって負担されること。

　　5）不動産投資を含まないこと。

　　6）　ロータリー財団或は国際ロータリー

　　に対し，補助金支給以外の責任を負わせ

　　ないこと。

　ロータリー・クラブ乃至地区が提唱し，か

つ経費の一部を負担する計画に対する特別補

助金の串請書には，当該計画の明確な説明書，
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予算の明細書及びロータリアンの参加に関す

る情報資料等を添えて国際ロータリーに提出

すべきである。特別補助金は，普通，提唱ク

ラブ乃至地区と財団とが経費を折半して分担

するという建前で支給される。

　特別補助金は，財団の現行プログラムと重

複する計画や青少年交換計画には支給されな

い。

　特別補助金の給付が世界社会奉仕事業の援

助を目的として行なわれる場合には，その事

業が調達できるだけの資金で完成できること，

また完成さるべきことが保証されなければな

らない。特別補助金が有形の物件の供与を目

的としている場合，もしその事業をもって国

際的理解に寄与するものとするなら，少くと

も二つの国のロータリー・クラブまたは地区

にある。

　　ロータリー財団は信託財産であって，そ

　の条件のもとに慈善乃至教育的性質の企画

　に対してのみ財団の資金を支出することが

　できる。ロータリー財団の資金は多くの国

　に保管されており，それらの国々にはこの

　資金使用に際して適用される法律及び規則

　がある。ロータリー財団はそれらの法律並

　びに規則を遵守し，課せられた拘束に従っ

　て支出しなければならない。管理委員会は

　ロータリー財団の授与する補助金に含まれ

　る法律上及びその他の面を考慮して，ロー

　タリー財団の支持するプログラムに基づく

補助金は，奉仕の理想を例証し，かつ財団

　の地位を保護するために，管理委員もしく

は財団の職員，または国際ロータリー，ロ

がこれに参加していることが必要である。

特別補助金にかかわる事業の資金が相当数

のロータリアンによって調達される場合には，

一タリーの地理的地域，地区，クラブの理

事，役員もしくは職員，またはロータリア

ン，ならびに上記の者の配偶者，扶養家族，

それをもって，P　一一タリアンの積極的な事業

参加という要件が満たされているものとする。

血縁もしくは婚姻による親族には一切授与

特別補助金の給付は，直接その受益者に対

して行なわれる。ロータリー地区，ロータリ

一・ Nラブ，ロータリアン，またはロータリ

アンの親族もしくは扶養家族は，いかなる物

的利益も，金銭的支払いも，受けることがで

きないものとする。

財団補助金受領無資格者

（lneligibiIity　for　Foundation　Awards）

　ロータリー財団管理委員会（1966－67；1973

－一@74）は，ロータリアン，その扶養家族及び

親族を財団補助金受領無資格者となす決定の

説明として次の声明を採択した：

　　ロータリー財団の目的は博愛，慈善，教

　育的或はその他の救佃的性質の確実かつ効

　果的な企画を促進することにより，異なる

　国々の国民間に理解と友好関係を増進する
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されないものとすることに同意した。ここ

に親族とは，実子，継子，孫，兄弟姉妹並

びに，もしあれば，その配偶者を指すので

ある。

　本方針設定は次の二つの理由に依る：

　a）奉仕の理想を例証するため

　b）財団の地位を保護するため。

　たとえ或る国においてはロータリアン乃

至その親族に補助金を援与することによっ

て財団の地位が脅かされる危険はないとし

ても，奉仕の理想が，「財団への寄付者は，

直接にも間接にも，財団プログラムからの

受益者となってはならない」という方針に

よって，最もよく例証されるということは，

動かない事実である。ロータリーのモット

ーである「超我の奉仕」は，ロータリアン

でもロータリアンの親族でもない，資格の

ある人々に対しての，利他的奉仕に基づく

慈善的かつ教育的プログラムを通じて最も

よく例証されるのである。

財団に対する資金の募集

　　（Raisi㎎Funds　for　Foundation）

　1936－37年度に於て理事会は，国際ロータ

リーがロータリー財団のために200万ドルを

集めるよう努力すべきことに同意し，1938年

には，国際大会に於て次の決議が採択された：

　　「第29回大会に於て国際ロータリーは，1

ヵ年前に創始され，今やその事業を始めんと

するロータリー財団の一部として，200万ド

ルの資金を集める運動が承認保証せられ，国

際ロータリーの全役員及び全加盟クラブはこ

の運動が完全な成功を収めるよう協力すべき

ことを決議する。」（サンフランシスコ大会決

議38－31）

　理事会（1939－40）は，国際ロータリーが

ロータリー財団のために資金を集むべきこと

を再確認し，そのために特別委員を任命する

ことを承認した。理事会（1946－47）は，ロ

ータリー財団に対して継続的な援助を与える

こと及び1938年度大会（サンフランシスコ）

の指図には従わねばならないことに同意した。

従って，理事会は，ロータリー財団のための

200万ドルの資金募集を目標とする運動を起

したのである。その目標が1948－49年度に達

成されてからは，今後のロータリー財団育成

のための援助はロータリー・クラブ，個人ロ

ータリアン及びその他の人々からの自発的寄

付に依存することとした。

　理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

ロータリー財団の資金の最大限度に関しては

制限をおかないということに意見が一致した。

　地区ガバナーは，国際ロータリーの役員と

して管轄地区にロータリー財団を推進する1自：

接の責任者であるということを忘れてはなら

ない。そして財団の目的と目標とがよりよく

知られ，理解されるようになり，かつ斯様な

目標の達成に際して，ロータリアン及び他の

人々の関心が刺戟されるようにするために，

ロータリー財団

地区ガバナーはロータリー財団を絶えず推進

することの必要性を忘れてはならない。

財団への寄付

　　　（Contributions　to　Foundation）

　ロータリー財団が自発的寄付の基礎の上に

発展して来た事実にかんがみ，財団への寄付

を会員資格の条件とするとか或はそのような

意味のことを入会申込書に書き入れてはなら

ない。ロータリー財団に寄付することを会員

資格の条件とするようV一タリー・クラブの

細則を改正したり，ロータリー会員カードに

斯様なことを書き入れることは認められてい

ない。（理64－65）

　理事会並びに財団管理委員会（1964－65）

は，ロータリー財団の目標は，全クラブを「100

％V一タリー財団クラブ」に，そして全ロー

タリアンをロータリー財団への寄付者にする

ということに意見が一致した。

　地区ガバナーは地区ロータリー財団委員会，

地区協議会及びクラブ訪問などの正規の径路

を通じて，ロータリー・クラブ並びにロータ

リアンによるロータリー財団への継続的寄付

の重要性を強調するよう示唆されている。

　以下の提案は，自発的寄付制によってロー

タリー財団の資金を増加する様々の方法の例

として，地区ガバナー並びにロータリー一一・ク

ラブの注意を喚起するものである：

1）　ロータリアン及びv一タリアンでない人

に多額の寄付を個人的に懇請する；

2）新クラブに対して，「100％ロー一一タリー一一財

団クラブ」になる機会を直ちに与える；

3）既にクラブが「100％ロータリー財団ク

ラブ」の地位をかち得ていても，尚，斯様な

クラブが「200％，300％等のロータリー財団

クラブ」となる機会を与える；

4）　クラブが「100％，200％等の呼称資格を

得ている場合でも，更に会員1名当り年額い
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　くらという寄付を希望することもあろう。あ

　るクラブでは毎年1名1ドルの寄付を行なつ

　ている；
、

　5）新会員が入会した時に，ロータリー財団

　へ寄付する機会を与える；

　6）　ロータリー財団に対する年次寄付の一つ

　の方法として直前年度に入会した新会員1名

　毎に10ドル又はその相当額，他の会員が1人

　当り1ドル宛寄付する慣例を採用することを

　クラブに示唆する。1218－J「ロータリー財団

の友」の承諾書に会長と幹事が署名して事

務局に送付すると，すぐ，

一タリー財団の友」となるのである

7）各ロータリアンに夫々の誕生日に一定の

寄付を行なう機会を与える；

8）地区内にロータリー財団補助金受領者が

いる場合には，その好機を最大限に利用する

ようクラブを激励する；

9）　クラブの不用資金をロータリー財圃に流

用する。

遺贈（Bequests）

そのクラブは「ロ

　　　　；

ナー二提出された12月の「出席報告」用紙に

記載されている12月最終例会日現在の会員数

を表示するということに留意しなければなら

ない。パーセンテージ順位は，国際ロータリ

ー宛のクラブ半期報告或は寄付を行なった

「当時」の会員数に基づくものではない。

　12月の会員数は，その直後のロータリー年

度中，パーセンテージ順位の基準として使用

される。もしクラブの寄付累計額が，既に或

はその年度中のある時に，直前ロータリー年

度12月の会員数に10ドルを乗じた額に相当す

る場合，そのクラブは「iOO％」クラブと認

められる。1月1日から6月30日までの間に

国際ロータリーに加盟したクラブについては，

その創立会員数によって，翌年の7月1日ま

でのパーセンテージ順位を定める。

　遺言状に財団への遺産贈与の希望を記載す

る場合，寄付者はその受益人として「米国，

イリノイ州，エパンストンに本部をおく，教

育的，博愛的，及び慈善的目的の非営利団体

である国際ロータリーのロータリー財団管理　　ない。

委員会」と指定するものとする。

パーセンテージ順位

　　　　　　（Percentage　Standings）

　会員1人当り10ドルの倍数に相当する金額

を寄付するクラブは「200％ロータリー財団

クラブ」；「300％ロータリー財団クラブ」等等

と認められる。

　地区内の全クラブが「100％」クラブであ

れば，その地区は「100％ロータリー財団地区」

と認められる。もし全クラブが200％になれ

ば，その地区は「200％」地区というように100

％の倍数パーセンテージ地区と認められる。

ある年度における地区のパーセンテージの順

位を決定する場合，当該年度中に国際ロータ

リーに加盟したクラブは，これを計算に入れ

　クラブの累積醇出金が，薩前ロータリー年

度12月の会員数報告を基にして会員1人当り

10ドルに相当するクラブは「100％ロータリー

財団クラブ」と認められる。

　会員数報告は，各クラブ幹事より地区ガバ

寄付の表彰

　　（Recognition　of　Contributions）

　200％順位を認められたクラブには証明書

が贈呈される。それ以上の100％の倍数パー

センテージ順位は，最初に贈られた証明書に

はりつけられるようになっているステッカー

によって証明される。

直前のロータリー年度に入会した新会員1
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名毎に最低10ドル又はその相当額，他の会員

1人当り1ドル又はその相当額を毎年寄付す

るという慣例を採用し，それに基づいて寄付

をなし，かつ斯様な寄付を毎年財団に行なう

ことを計画しているクラブに対しては「ロー

タリー財団の友」証書が贈呈される。

「メモリアル・コントリビューター」とは

1ヵ年以内に米貨100ドル以上を亡くなった

人を記念して寄付した個人。この証書は故人

或は寄付者の名前で発行される。

　「ロータリー財団のポール・ハリス・フェ

ロー」になったことを認めた証明書とメダル

が1ヵ年間に1，000ドル以上を寄付した個人

又はその人のためにその寄付が行なわれた場

合に贈呈される。

　何年かの間に1，000ドル寄付することを承

諾した個人が，最初最低100ドル寄付した時

「ポール・ハリス準フェロー」と認められ，

1，000ドルの満額に達した時，「ロータリー財

団のポール・ハリス・フェロー」と認定され

る。

　管理委員会は，ロータリー財団に対して多

大の功労のあったロータリアンにロータリー

財団功労表彰状を授与して，これを表彰して

いる。これには，証明書が，表彰を受ける者

の一人ぴとりに贈られる。ロータリー財國に

対する本人の功績が大きくて，地区の範囲を

越えていたり，また長期にわたっていたりす

るものの場合は，管理委員会は，ロータリー

財団特別功労賞によってこれを表彰しており，

ロータリー財団

11月15日を含む週間が毎年遵奉せられるべき

こと，その週間中クラブはクラブ・プログラ

ムを財団に集中するよう，そして財団の目的

に合致する企画試案を事務総長に提出するよ

う奨励されるべきこと，又財団週間の発表は

適切な報道機関全部になされるべきであると

いうことに意見が一致した。

ロータリー財団地区委員会（Rotary

　Foundation　District　Committees）

これに対してはプラークが贈られる。

通常，この特別賞を受けるのは，かって表

彰状を贈られたことのある人である。
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理事会並びに管理委員会（1964－65）は，

「ロータリー財団週間」として知られている

　理事会は，1967－68年度の管理委員会の決

定に同意して，次の事項を承認した：

A）各地区ガパナーは，毎年9月1日又はそ

　　れ以前に，次に提案されているメンバー

　　から成る地区ロータリー財団委員会を設

　　置するものとする：

　　　　委員長として元地区ガバナー若しく

　　　は経験豊かな他のロータリアン，但し

　　　連続3年を越えて留任せざること；

　　　　委員として地区ロータリー財団委員

　　　会の各小委員長，可能な場合元地区ガ

　　　バナーの経験を活用すること；

　　上記委員会のもとに次に提案されている

　　小委員会を設置する。各小委員会は地区

　　内のロータリアンを以て構成するものと

　　し，委員の継続性を持たせるための規定

　　を設けること：

　　1．　財団推進一委員長及び最小限2名

　　　　の委員を以て構成する；

　　2．財団教育補助金一委員長及び2名

　　　　の委員を以て構成する。各委員は次

　　　　のプログラムの何れか一つの特別責

　　　　任者となる：

　　　　　　　専門的訓練

　　　　　　　大学院課程奨学金

　　　　　　　大学課程奨学金；

　　3．　研究グループ交換一委員長及び最

　　　　小限2名の委員を以て構成する；
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　4．　財団学友一委員長及び最小限2名

　　　の委員を以て構成する；

　尚，必要に応じて財団プログラムの他の

　部面を担当する小委員会を追加すること。

　斯様な小委員会は夫々委員長及び最小限

　　2名の委員を以て構成すること。

B）各地区ガバナーに対し，可能な場合地区

　　ロータリー財団委員会の各種小委員会の

　　委員中に小委員会の担当する活動分野に

　　おける経験者を最小限1名含めるよう示

　　唆すること。

C）地区ロータリー財団委員会の責任事項は

　　下記の通りとする：

　　1．地区ガバナーを助けてロータリー財

　　　　団の目的及び活動の推進に当ること；

　　2．財団に対する継続的財政支援を奨励

　　　　すること；

3

4．

5

国際ロータリー中央事務局と財団の

活動を支持する地区内ロータリー・

クラブ間の連絡係となること；

「ロータリー財団週間」への地区内

クラブの積極的かつ効果的参加を推

進すること；

地区内の各種のロータリー財団小委

員会の仕事を調整すること。

D）ロータリー財団推進小委員会の責任事項

　　は下記の通りとする：

　　1．　ロータリー財団の目的並びにプログ

　　　　ラムに関する知識を普及しかつ関心

　　　　を増大するために，ロータリー財団

　　　　のための強力な広報運動を創案，指

　　　　導すること；

　　2．　ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　増大を奨励すること；

　　3．　ロータリー財団に対する地区内ロー

　　　　タリー・クラブ並びに個人の寄付の

　　　　募金方法を考案すること。

E）財団教育補助金小委員会の責任事項は下

　　記の通りとする（プログラム別責任者を

　活用すること）：

　　1．大学院課程並びに大学課程奨学金

　　　a）大学院課程並びに大学課程奨学

　　　　　金プログラムの発表に際し地区

　　　　　　ガバナーを援助すること；

　　　b）地区内のすべての単科大学及び

　　　　　総合大学の学生部の担当職員に

　　　　　　2種の奨学金について知らせか

　　　　　つこれらのプログラムを学生に

　　　　　発表する際協力してもらうため，

　　　　　それら職員と接触すること；

　　　c）　ロータリー年度を通して，立派

　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること；

　　　d）両種の奨学金の地区候補者を選

　　　　　考すること；

　　　e）奨学生が海外で有意義な1年を

　　　　　過ごすのに必要な適応指導を行

　　　　　　なうこと；

　2．専門的訓練
　　　a）専門的訓練プログラムの発表に

　　　　　　当り地区ガバナーを援助するこ

　　　　　　と；

　　　　b）地区内のすべての専門的訓練機

　　　　　　関の学生部担当職員に本プログ

　　　　　　ラムを説明しかつ学生にプログ

　　　　　　ラムを発表する際協力してもら

　　　　　　うため，それら職員と接触する

　　　　　　こと；

　　　　c）　ロータリー年度を通して，立派

　　　　　　な適格申請者を探すようロータ

　　　　　　リー・クラブを激励すること；

　　　　d）　申請書を処理し，面接し，本補

　　　　　　助金の地区候補者を選考するこ

　　　　　　と；

　　　　e）補助金受領者をできうる限りの

　　　　　　方法で援助し，有意義な1年を

　　　　　　過ごすのに必要な適応指導を行

　　　　　　なうこと。

F）研究グループ交換小委員会の責任事項は

一210　一一

下記の通りとする：

1．研究グループ交換プログラムの目的

　　及び実施方法の発表に当り地区ガバ

　　ナーを援助すること；

2．地区閲の全ロータリー・クラブの積

　　極的参加を確保しかつそれらクラブ

　　に交換に際してのクラブの責任事項

　　を知らせること；

3．　ロータリー年度を通して，研究グル

　　ープ交換チームの立派な適格候補者

　　を探すようロータリー・クラブを激

　　励すること；

4．　申請書を処理し，面接し，地区の研

　　究グループ交換チームのメンバーを

　　選考すること；

5．選考されたメンバーが海外で有意義

　　な経験を得るのに必要な適応指導を

　　行なうこと；

6．組合わせ地区との接触を維特するに

ロータリー財団

　　　　当り地区ガバナーを助けること；

　　7．相手地区の研究グループ交換チーム

　　　　を受け入れるのに必要な準備をなす

　　　　こと。

G）財団学友小委員会の責任事項は下記の通

　　りとする：

　　1．現在，地区に居住している元奨学生，

　　　　訓練研修生及び研究グループ交換チ

　　　　ームのメンバーの名簿を入手し整備

　　　　すること；

　　2．　ロータリー・クラブ，地区及び地元

　　　　の諸会合でプログラムを発表する際，

　　　　これらの元補助金受領者の参加を奨

　　　　励すること；

　　3．　クラブ例会，地元の集会，地区の諸

　　　　行事への参加予定を立てるに当り，

　　　　元補助金受領者とロータリー・クラ

　　　　ブ間の連絡係となること。（理68－

　　　　69）
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職 業 奉

（Vocational　Service）

　Vocation（職業）という言葉は社会人の

「一定の業務，稼業，実業，専門職業，或は

職務」を指すものである。ロータリーは，職

業奉仕という言葉を使用するに当って，

Service（奉仕）という文字をその一番広い

意味で使っており，単に実業或は専門職業の

取引によってなされた業務或は売られた商品

を指すのみでなく，相手の必要と境遇に対し

て正当な考慮を払うと共に常に他人に対し思

いやりの心を以て当ることをも指しているの

である。

　職業奉仕はロータリーの綱領に於て次のよ

うな言葉を以て強調されている：

　実業及び専門職業の道徳的水準を高めるこ

と；あらゆる有用な職業は尊重されるべきで

あるという認識を深めること；そしてロータ

リアン各自が職業を通じて社会に奉仕するた

めにその職業を品位あらしめること；を鼓吹

育成する。

　別の表現を以てすれば，職業奉仕は，職業

の世界に於て，奉仕の理想を推進することを

目的とするものである。即ち，職業奉仕は，

　　個々のロータリアンが，その職業関係の

　すべてに於て一使用人，競争業者，顧客

　及び仕入先との関係において高い道徳的水

　準を適用し，かつ，

　ロータリアン各自がこの水準を，自分と職

　業を同じくする他のすべての人々の間に推

　進することを意味するのである。

仕

「業務を通じての奉仕」

　　　（Service　Through　Business）

　理事会（1942－43）は，国際ロータリーが

これまでクラブ及びロータリアンに対し，額

に入れたりその他の方法で使用するようにと

“Service　Through　Business”「業務を通じ

ての奉仕」という宣言文を提案して来たこ

と，又それが明らかに歓迎されていたことを

認めた。故に理事会は次の如き声明の承認を

公式に記録した。

　　　　　業務を通じての奉仕

　ロータリー会員として，私の目的とする所

は：

　自己の職業を，物質的な利益を得る手段で

あると共に，社会に対する奉仕に於て自身を

表現する機会であると考えること。

　高い水準を受入れかつこれを推進し，そし

て疑わしい習慣を排除することによって，自

己の職業の品位と価値とを維持すること。

　自己の職業に於ける成功は，これが社会に

対する奉仕の結果としてかち得られた時に，

立派な大望として評価すること。然し不当な

便宜，権利の濫用或は背信行為によって生ず

る利益や名誉はこれを受けないこと。

　健全な取引は，当事者全部に満足をもたら

すやり方によって行なわれねばならないこと

を認め，かつ，自己の職業に於て，任務又は

義務の厳密な限界を越えて奉仕することを特

権と考えること。（理42－43）
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職　業　奉　仕

しているクラブであることを適切に示す方法

「四つのテスト」（The　Four－Way　Test）

　ロータリー計画の職業奉仕の部面を推進す

る一つの方法として，クラブは「四つのテス

である。

　四つのテストは，如何なる意味においても

「規則」として取扱われてはならない。

ト」に注目している。

四つのテストの複製並びに使用

The　Four－Way　Test）

　四つのテストの複製はすべて次の形式で作

成されなければならない：

職業関係協議会

　　（Business　Relations　Conference）

四つのテスト

　われわれがものごとを考え，言い，または

為そうとする場合は，これに照合してから

1）　真実かどうか？

2）みんなに公平か？

3）好意と友情を深めるか？

4）　みんなのためになるかどうか？

　四つのテストを複製或は使用する唯一の目

的は，人間関係における高い道徳的水準の向

上を計り，それを維持することにあらねばな

らない。複製は販売や利益を増すための広告

の主要部分であってはならない。しかしなが

ら，商社，団体又は公共機関の人間関係のす

べてが四つのテストの方針にそって処理され

ることを願って真けんに努力していることを

説明する方法としてならば，書簡箋やその他

の印刷物に刷り込んでもよい。

　四つのテストを，一つのロータリー・クラ

ブ或は一団のクラブが頒布する物品中に或は

それに関連して複製する場合，当該ロータリ

一・クラブ又は一団のクラブが複製した旨の

ことわり書きをテストの本文の下方のどこか

に入れるべきである。これは，それらのクラ

ブが四つのテストの方針にそってあらゆる人

間関係の処理に当ることを促進しようと努力

　地区ガバナーは，その年度内に地区で職業

関係協議会を開催することの可能性と必要性

について，地区内の他のロータリアンと共に

考慮しかつ話し合うことが奨められている。

　他の国にある地区に隣接している地区で職

業関係協議会が計画された場合には，地区ガ

バナー達は国際職業関係協議会の開催を考慮

することが奨められている。（理58－59）

雇主一使用人関係

　　（Employer－Employee　Relations）

　円満な雇主一使用人関係を促進する目的

で，理事会はクラブに対し次の事を提案して

いる。

a）一国から他国へ大勢の労働者が移動する

　結果言語の障壁及び文化的社会的背景の相

　違から起り得る困難を克服するのに役立つ

　手段として，各クラブは，他国の文化，経

　済，地理的情勢に関するプログラムをその

　例会で準備する，そして地元地域社会の他

　のグループの会合においてもそのようなプ

　ログラムを奨励する；

b）その地域に新たに移って来た人が新しい

　環境になれるよう援助するため市民相談所

　を創設するとか或は支持する方法を講ずる

　ことを考究する；

c）適格な候補者が得られる場合，クラブは

　「労働団体」という職業分類のもとにその

　候補者を会員に選挙する；

一213－一
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d）　クラブは随時，労使に関連した特別講演

　会や討論会に，要望があれば，労使双方の

　団体の代表者を招待する；

e）国家や地方自治体の政策は同業組合並び

　に労働組合双方の指導者の折衝と協定にど

　れ程依存しているか，そして必然的にクラ

　ブ会員は同業組合で指導的役割を果たすこ

　とに努力して労使間の問題における方針の

　確立に影響を与え得る機会を持っていると

　いうことを考慮するようクラブ会員の注意

　を喚起すること。（理63－64）

職業上の実務規準

　（Standards　of　Correct　Business

　　　and　Professional　Practice）

　ロータリーは，各職種の同業組合による実

務規準の採用と，維持を促進することに積極

的関心を有している。同業組合が採用した規

準には，国際ロータリーの提案した基本構想

に則ってつくられたものが沢山ある。

　実務規準を設定し，かつこれを維持するに

当って，ロータリアンは，指導者としてその

運動を進めかつ拡めるのに特に有利な機会に

恵まれている。（理35　一一　36）

　ロータリー及びロータリアンが，実務規準

を設定し維持するために行なう活動に関して

は，ますます盛んに宣伝を行なうべきであり，

又個々のロータリアンを職業奉仕のこの部面

に積極的に参加させるために，実務規準を伸

展させる継続的活動の機会に対し，ガバナー

及びクラブ役員の注意を喚起すべきである。

（理3ト36）

　ロータリアンは一人残らずそれぞれの同業

組合に加入して競争業者関係の改善に努力す

るよう勧められている。（理38－－39）

　国際ロータリー事務総長は，加盟クラブに

提供するプログラム試案の中に，ロータリア

ンの同業組合への参加に関するものを加える

よう要請されている。（理51－52）

職業指導（Vocation＞gl　Guidance）

　t

　若人の職業選択を援助する活動はクラブの

職業奉仕委員会の活動の一つである。クラブ

は，青少年委員会の協力の下に，若人の職業

選択を援助する活動を進めるため，職業奉仕

委員会の下に“職業情報”小委員会を任命す

るよう示唆されている。（理55－56）

地方的な企画（L・cal　Projects）

　ロータリー・クラブは，夫々地方の事情に

関係した問題，例えばオートメーション，都

会化，人口の爆発的増加その他類似の問題を

研究し，その解決のための企画を引受ける又

は支持することを考慮するよう奨励されてい

る。（理63－64）

　理事会はクラブに対し，a）地方レベルの

小企業相談所プログラムを始めること，b）

個々のロータリアンの職業奉仕の実践状態を

検討し反省する一つの方法として「職業デー」

のプログラムを予定することを考慮するよう

提案している。（理69－70）

道徳律（C・de　of　Ethics）

　1915年の（サンフランシスコ）国際大会は，

あらゆる業種の実業家のためのロータリー道

徳律を採択した。その本文については種々の

批判があること，及びロータリーの文書とし

て全世界を通しての本道徳律の有用性に関し

意見の一致を欠くため，国際ロータリーは本

道徳律の頒布を中止した。

　理事会（1927－－28）は，道徳律の言葉づかい

を改善することができるという，当時の目標

一214一

と目的委員会の意見に同意し，改訂に関する

委員会を任命した。理事会（1928－29）は，道

徳律よりもロータリーの綱領に重きをおく方

がよいということに意見が一致した。理事会

（1931－32）は，道徳律を手続要覧に掲載する

方針は続けるが，特にこれを頒布したり一般

に宣伝することはしないということを決定し

た。

職　業　奉　仕

　理事会（1951－52）は，ロータリー道徳律の

掲載を中止することに決定した。然し，1915

年国際大会で採択せられた道徳律は，国際ロ

ータリー事務総長に申込めば，上述の経緯を

伝える説明書をも含めて支給すべきこととい

う条件の下に入手出来ることを決定した。

（理51－52）

一一@215一
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国際ロータリー定款
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　第1条
名称及び性格

1条，2条，3条，4条（1－3a）

国際ロータリー定款

　本組織体の名称は国際ロータリーと

する。国際ロータリーは全世界のロー

タリー・クラブの連合体である。

目

第2条
的

　国際ロータリーの目的は：

　（a）全世界にわたって，ロータリー

を奨励し，助長し，拡大し，そして管理

すること；

　（b）国際ロータリーの活動を調整し，

全般的にこれを指導すること。

綱

第3条
領

　ロータリーの綱領は，有益な事業の

基礎として，奉仕の理想を鼓吹し，こ

れを育成し，特に次の各項を鼓吹，育

成することにある：

　第一　奉仕の機会として知り合いを

拡めること；

　第二　実業及び専門職業の道徳的水

準を高めること；あらゆる有用な職業

は尊重されるべきであるという認識を

深めること；そしてロータリアン各自

が職業を通じて社会に奉仕するために

その職業を品位あらしめること；

　第三　ロータリアンすべてがその個

人生活，職業生活及び社会生活に常に

奉仕の理想を適用すること；

　第四　奉仕の理想に結ばれた実業人

と専門職業人の世界的親交によって国

際間の理解と親善と平和を推進するこ

と。

会

第4条
員

一219一

　第1節　構成．国際ロータリーの会

員は，本定款及び細則に定められた義

務をたゆまず遂行するロータリー・ク

ラブをもって構i成されるものとする。

　第2節所在．細則に別段の定めの

ある場合の外，1市，1行政区又は1

市政区域から一つのロータリー・クラ

ブを加盟させるものとする。

＊第3節クラブの構成．（a）v一タ

リー・クラブは以下本項に定める資格

条件を備える男子によって構成される

ものとし，いかなるクラブもその正会

員の資格条件が次に示す所に該当して

いなければ，国際ロータリーの会員た

る資格は認められない：

　善良な成人男子であって，職業上良

い世評を受けている者，そして

　（1）有益な一般に認められた実業又

は専門職業の持主，共詞経営者（パー

トナー），法人役員又は支配人である

か；

　　　　　　　又は
　（2）有益な一般に認められた実業又

は専門職業において，裁量の権限ある

管理職の重要な地位にあるか；

　　　　　　　又は

＊1974年（ミネアポリスーセントPt　一ル）国箴大会にお

いて改正
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4条（3b－一一4），5条（1－3），6条（1）

国際ロータリー定款

　（3）有益な一般に認められた実業又

は専門職業の地方代理店又は支店を管

理権を以て担当する地方代理人又は支

店代理人又は支店代表者を勤めている

か；

　以上いずれの場合も，本人がクラブに

おいて分類される職業に，自ら親しく

かつ現実にたずさわっており，そして

その事業場又はその住居がそのクラブ

の区域限界内にあることを要する。

　5年以上クラブの正会員であった者

が，そのクラブの区域限界内に事業場

も住居も持たなくなった場合でも，そ

の新しい事業場又は住居がクラブの存

在する市の行政区域内にあれば，その

正会員の身分を保持することができる。

　（b）報道機関及び宗教の職業分類を

除き，そして，細則に定められている

アディショナル正会員の規定を除き，

各職業分類毎に1名より多くの正会員

があってはならない。

　（c）国際ロータリー細則は，ロータ

リー・クラブの中に正会員の外にシニ

ア・アクチブ会員，パスト・サービス

会員及び名誉会員と、呼ばれる会員種類

を置く規定を設けることができる。そ

して国際ロータリー細則は，その各々

に対する資格条件を定めるものとする。

　第4節　定款及び細則の承認．国際

ロータリー加盟認証を与えられ，これ

を受理したロータリー・クラブは，す

べて，それによって国際ロータリーの

本定款及び細則並びにその改正規定を

受諾し，承認し，そして，法律に反し

ない限り，万事これによって拘束され，

それらの規定を忠実に遵守することを

承諾するものとする。

一220一

　第5条
理　事　会

　第1節　構成．理事会は国際ロータ

リーの管理主体であって，その人員は

17名とする。国際ロータリーの会長は

理事会の1員であって，その議長とな

るものとする。国際ロータリーの会長

イレクトは理事会の1員となるものと

する。15名の理事は細則の規定に従っ

て指名され選挙さるべきものとする。

　第2節　権限．理事会は本定款及び

細則の定めに従って国際ロータリーの

業務並びに資金の支配と管理を行なう

ものとする。かかる支配と管理を執行

するに当り，理事会は，細則の規定に

よって定められた予算に従って，1会

計年度申に，その経常収入及び国際ロ

ータリーの目的達成のために必要な額

を一般剰余金から支出することができ

る。理事会は，剰余金からの支出を必

要とした特別事情について次の国際大

会に報告しなければならない。理事会

は如何なる場合にも，その時点におけ

る国際ロータリーの正味資産を超える

負債を生ぜしめてはならない。

　第3節幹事．国際ロータリーの事

務総長は理事会の幹事をつとめるもの

とする。事務総長は理事会の議事につ

いて投票権を持たないものとする。

役

第6条
員

　第1節　名称．国際ロータリーの役

員は，会長，第1副会長，第2副会長，

第3副会長，その他の理事，事務総長，

財務長，地区ガバナー，及びグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

6条（2），7条（1－2），8条（1－3）

国際ロータリー定款

タリーの会長，直前会長，副会長及び

名誉会計とする。

　第2節　選挙の方法．国際ロータリ

ーの役員は細則の定めるところに従っ

て指名され，選挙されるものとする。

管
第7条

理

　第1節グレート・ブリテン，アイ

ルランド，チャンネル諸島及びアイ

ル・オブ・マンに所在するクラブは，

国際ロータリーの管理上の1単位区域

を形成するものとし，これを“グレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリー”の名を以て呼ぶものとす

る。

　第2節　クラブの管理は理事会の総

括的管理の下にあるものとし，次に示

す直接管理の諸形式の中のいずれかの

形式を併せ用いるものとする。これら直

接管理の諸形式は常に本定款及び細則

の規定に適合するものでなければなら

ない。

　（a）理事会によるクラブの直接管
理。

　（b）設定地区のガバナーによるクラ

ブの直接管理。

　（c）地区ガバナーの管理に加えて，

理事会が適切と考えかつ国際大会によ

って承認された方法を以てする，地理

的に隣接する二つ以上の地区から成る

地域内のクラブの管理。

　（d）管理上の単位区域たるグレー

ト・ブリテン及びアイルランド内国際

ロータリーによる，グレート。ブリテ

ン，アイルランド，チャンネル諸島及

びアイル。オブ。マンにあるロータリ

ー・クラブの直接管理。グレート・ブ

一一@221一

リテン及びアイルランド内国際ロータ

リーの権限，目的及び職務は，国際ロ

ータリー大会によって承認されたグレ

ート・ブリテン及びアイルランド内国

際ロータリーの定款の条項及び国際ロ

ータリーの定款及び細則に定められて

いる所に従うものとする。

　第8条

国際大会

　第1節時期及び場所．国際ロータ

リーの大会は，毎年5月又は6月に，理

事会の決定する時と場所において開催

さるべきものとする。但し，十分な理

由があるときは，理事会はこれを変更

することができる。

　第2節　臨時国際大会．非常事態発

生の場合，会長は理事会総員過半数の

同意の下に臨時国際大会を召集するこ

とができる。

　第3節　代表．（a）すべて国際大会’

においては，各クラブは少くとも1名

の代議員を以てクラブを代表させる権

利を持つ。名誉会員を除く会員数が50

名を超えるクラブは，50名を超える部

分の50名又はその過半数の端数毎に1

名の追加代議員を以て代表させる権利

を持つ。この目的のために，代議員は，

国際大会の開催される月から遡って第

3ヵ月目の最終例会日現在におけるそ

のクラブの会員数を基礎として決定す

べきものとする。クラブはそのクラブ

の持つ2以上の投票を行使する権限を

1名の代議員にゆだねることができる。

　（b）各クラブは，国際ロータリーの

大会に代議員たるそのクラブの会員又

は委任状による代理者を送り，大会の

決定に付せられた各提案に対して投票
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8条（4－6），9条，10条，11条，12条

国際ロータリー定款

する義務を負う。

＊第4節　特別代議員．国際ロータリ

ー各役員及び各前会長で，現在も会員

（名誉会員を除く）としてクラブに籍

を有する者は，特別代議員とする。

　第5節選挙人及び投票・正当な信

任状を持つ代議員，委任状保持者，及

び特別代議員が国際大会の選挙体を構

成し，これを選挙人と称する。投票は

細則の定める所に従って行なわれるも

のとする。

＊第6節　規定審議会．3年目ごとに

国際大会の一部として規定審議会を開

催する。審議会は，国際ロータリーの立

法機関をなすものとし，その会議を理

事会の決定する，国際大会開催に先立

つ時期および国際大会開催地又はその

付近の場所において行なう。

　審議会は，正規の手続によって提出

されたすべての制定案及び決議案の審

議及び決定に当るものとし，その決定

は，国際ロータリー細則の規定による

クラブの決定に従う場合を除き，すべ

て国際大会の決定としての効力を有す

る。制定案又は決議案の採択に関して

審議会の行なった決定に反対の意思を

表示したクラブの票が所定の数まで事

務総長に提出された場合は，当該制定

案又は決議案は，次期の国際大会にお

いて投票人の行なう決定に付せられる

ものとする。

　審議会の議員及び議事手続は細則に

規定するものとする。

　各クラブは半年毎に，細則に定める

人頭分担金を，国際ロータリーに納付

するものとする。

　’第10条

ロータリー財団

　細則又は国際ロータリー大会の決議

によって課せられることあるべき制約

を条件として，国際ロータリー理事会

又はロータリー財団管理委員会は，同

理事会又は同管理委員会が適切と考え

る条件の下に，いかなる贈与，不動産

遺贈又は金銭或は財産又はそれより生

ずる収入の遺贈をも，それが無条件譲

渡であると，はたまた寄贈者又は遺言

者の指定することあるべき使途又は委

託の条件つきであるとを間わず，これ

を受理することができる。すべてこの

ような贈与，不動産遺贈又は遺贈は，

理事会が国際ロータリーの大会決議に

よって与えられた権限によって随時そ

の目的のために取りのけて置く国際ロ

ータリーの剰余資金とともに，ロータ

リー財団として知られる資金を構成し

その一部となるものとする。

会

第9条
費

＊1974年（ミネァポリスーセントポール）国際大会にお

いて改正。
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　　　第11条

会員の名称と徽章

　クラブの各会員はロータリアンとし

て知られ，国際ロータリーの徴章，バ

ッジ又はその他の記章を偏用する権利

を与えられるものとする。

細

第12条

り員

　国際ロータリー国際大会は，本定款

のほかに国際ロータリーの管理のため

に必要で，本定款に反しない規定をあ

国際ロータリー定款

っめた細則を採用すべきものとし，ま

た，その改正を行なうことができるも

のとする。

改

第13条

正

＊第1節　時期．この定款の改正は，

規定審議会において，出席しかつ投票

を行なう者の投票の3分の2によって

のみ行なうことができる。但し，この

定款を改正しようとする制定案の採択

に関して審議会の行なった決定に反対

の意思を表示したクラブの票が所定の

数まで事務総長に提出されたため，国

際ロータリー細則第9条第10節（g）項

の規定による国際大会の決定を必要と

するに至った場合は，この定款の改正

は，規定審議会の開かれた年の翌年の

国際大会において，当該改正案が国際

大会に付議された時に出席した投票人

の投票の3分の2によって行なうこと

13条（1－3）

ができる。

第2節　提案者．本定款の改正はク

＊1974年（ミネァポリスーセントポール）国際大会にお

いて改正

一223一

ラブ，地区大会，グレート・ブリテン

及びアイルランド内国際ロータリーの

最高審議会又は大会，規定審議会，又

は理事会によってのみ提案されること

ができる。

　第3節　手続．本定款を改正しよう

とする提案はすべて，規定審議会の開

かれるロータリー年度の8月1日以前

に事務総長の手許に提出されなければ

ならない。

　国際ロータリーの事務総長は，規定

審議会が開催されるロータリー年度の

11月1日までにその提案の写しを各ク

ラブの幹事に郵送しなければならない。

　事務総長は，適正に提案された改正

案のすべてを，直接規定審議会に回付

しなければならない。

　規定審議会は，正規の手続によって

提出された前記各改正案及びこれに対

して提出されたすべての修正案を審議

し，これに対する決定を行なうものと

する。

Jl

難縫
　
　
　
　
　
魏

　
　
　
　
　
瀦

　
　
　
　
　
　
　
醗

　
　
　
　
　
　
　
　
…
灘
欝

　　

@　

@　

@　

@　

@　

J
灘
ー

鍵

鱗

ー
馨

華
毒
藁繊

l
i　l



’噺轡ゲ

争
」
蓬
…
輩
｛
張
妾

窟

心

国際ロータリー

　細　　則
　227頁一279頁

ー
ー
ー
　
巨

騰
謄
藻
譲
購
羅
縢
羅
黙
臨



π
ー¢

詰1

『
護
・
＝
き
4
窪
駐
ー
ζ
己
薯
諺
置
装
乙
レ
㌧
p
装
揚
喪
鴬
鷲
湊
”
益
」
“
、
悔
鷺
　
ミ
餅
耀
ド

コ
壱
搭
簑
理
罫

、
員
多
篶
幽
舞
誉
難

就
潔
亙
チ
リ
寒
L
▼
葦
、
7
嶺
脚
嚢
尋
～
辱
竃
レ

霧

国際ロータリー細則

条　　　題　　　目　　　　　　　　　　　　　頁

1…………国際ロータリーの加盟会員………………227

2…………加盟の終結…………………………………228

3…………クラブの会員身分…………・……・…・……22g

4…………理事会・………………・・………………231

5…………役　　　員・一・…………・・……・…………233

6…………立法手続………………”°………………235

7…………国際大会…………………………………236

8…………国際大会の手続規則………………………237

9…………規定審議会…………・…・…・一………・・…23g

10…………指名と選挙…………………………………244

11…………管理上の集団…・……………・・……………261

12…………管理上の単位……………・…・…・…………262

13…………地 区………・………・・………………262

14…………委　員　会…………・……・…・……………269

15…………財務事項・………………・・………………272

16………一道　徳　律……………・…・・………………274

17…………名称と徽章…………・……・…………・……274

18…………その他の管理上の事項……………・…・…・274

19…………機関雑誌………………・・…・………………275

20…………ロータリー財団……………・…・・…………276

21…………改　　　正……・…………・・………………278

国際ロータリー細則

　　　　　第1条

国際ロータリーの加盟会員

1条（1）

＊第1節　加盟承認．（a）国際ロータ

リーの会員に加盟承認を求める申請書

は，理事会に対して行なうべきものと

する。申請書には，米貨150ドル又は

クラブの所在する国の通貨によるその

相当額を添付しなければならない。理

事会は，かかる申請を承認又は拒否す

る権限を持っ。加盟は，申請が承認さ

れた日を以てその効力を生ずるものと

する。

　（b）市，区，その他の自治体地域内

るアディショナル。クラブの加盟が認

められるものとする。ただし，自己の

区域内にアディショナル・クラブが結

成されることとなる一つまたはいくっ

かのクラブが，先ず，かかるアディシ

ヨナル・クラブの結成に同意し，かつ，

本節（b）項の規定によって結成される

クラブについて定められた場合を除き，

新クラブの区域となる地域を放棄する

ことを要するものとする。

（d）本節の規定によって既存クラブ

においてクラブの区域限界を同じくす

る二っ以上のロータリー・クラブの加

の行なうアディショナル・クラブの結

成に対する同意，および区域の二部

放棄を必要とする場合における放棄は，

当該既存クラブの例会において，出席

盟を認めることができるものとする。

ただし，この規定により，自己の区域

内にアディショナル・クラブが結成さ

れることとなる一っまたはいくつかの

クラブが，先ず，そのアディシヨナル゜

クラブを同じ区域に結成することに同

意することを要するものとし，さらに，

そのアディショナル・クラブの結成

が，理事会の定めるロータリー・クラ

ブ結成に関する方針に従って行なわれ

会員の投票の過半数の賛成票によるべ

きものとし，これに関する議案の通知

は，前記例会の少なくとも10日前に，

クラブの各会員宛に郵送されていなけ

ればならない。

　（e）自己の区域限界内に一つまた

はいくつかのアディショナル・クラブ

を結成することに同意し，また，かか

る目的をもって，本節（c）項の規定に従

い，その区域の一部を前記のアディシ

なければならないものとする。

（c）市，区，その他の自治体の行政

区域内に，明確に区画することのでき

ヨナル・クラブの結成のために放棄す

るクラブは，放棄される地域にいる会

員で，その事業，担当経営業務または

る一つまたはいくつかの地域があり，

その各々が，その区域内に，少なくとも

新クラブの結成に必要な最低数の職業

分類を有する場合には，これら地域の

各々につき，それをクラブの区域とす

専門職業活動の範囲内に，アディショ

ナル・クラブの結成に同意を与えるク

ラブの区域が含まれている者を，自己

一227－一

のクラブの会員とする権利を留保する

＊1974年（ミネァポリスーセント・－ec　一一ル）国際大会

において改正。
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1条（2），2条（1－6）

困際ロータリー細；則

ことができる。この規定は，前記のア

ディショナル・クラブを拘束するもの

とする。

　第2節　標準クラブ定款．（a）国際

ロータリーによって採択され，時々改

正の行なわれた標準クラブ定款は，19

22年6月6日後に加盟を承認されたす

べてのクラブによって採択されなけれ

ばならない。

　（b）標準クラブ定款は，本細則の改

正について規定されているところと同

様の方法によって改正することができ

る。かかる改正は，自動的に，標準ク

ラブ定款を採択している各クラブの定

款の一部となるものとする。

　（c）1922年6月6日より前に加盟を

承認されたクラブは，標準クラブ定款

及びその改正規定に適合させるために

行なう場合を除き，そのクラブの定款

の規定を一切変更してはならない。

　（d）特殊な事情のある場合，又は国，

州，もしくは省等の法令及び慣習に従

うために必要な場合，理事会は，その

いずれかの会合における出席理事の3

分の2の多数を以て，国際ロータリー定

款及び本細則に反しないものの場合に

限り，標準クラブ定款及びその改正規

定と異なるクラブ定款の規定を承認す

ることができる。

　第2条
加盟の終結

　第1節　不払い．会費または国際ロ

ータリーに対するその他の金銭的債務の

支払を怠るクラブの加盟は，理事会に

おいてこれを終結させることができる。

　第2節　懲戒．理事会は，しかるべ

き理由がある場合には，聴問を行なっ

一一　228　一一

た後，理事会会員の多数決を以て，ク

ラブを懲戒もしくは会員権停止処分に

付し，又は，全会一致をもって，クラブ

を除名することができる。但し，問責

書及びこれに関する聴問の時と場所の

通知が，かかる聴問の行なわれる少な

くとも30日前に，そのクラブの会長及

び幹事に郵送されていなければならな

い゜そのクラブには，弁護士をかかる

聴問における自己の代理人とする権利

が与えられるものとする。理事会の決

定は，本細則第4条第2節に定める国

際大会への提訴があった場合のみを除

き，最終とする。

　第3節脱会．いずれのクラブも，

国際ロータリーに対する金銭上その他

の義務を完済している限り，加盟から

脱会することができる。理事会が脱会

を受理したときは，その脱会は直ちに

効力を生ずるものとし，そのクラブの

加盟認証状は事務総長に返還されなけ

ればならない。

　第4節　機能の喪失．何らかの理由

により，クラブが解体し，または例会

を定期的に行なわず，その他機能を遂

行することができなくなった場合は，

理事会は，そのクラブの加盟を終結さ

せることができる。

　第5節再結成．加盟を終結させら

れたクラブが再び結成された場合，又は

同じ土地に新クラブが結成された場合，

理事会は，その再結成又は新設されたク

ラブに加盟の承認を与えるに当り，こ

れに入会金の支払を求めるか否か，ま

たは，国際ロータリーに対する元のク

ラブの負債の支払を求めるか否かを，

裁定する権限を持つものとする。

　第6節引渡し．国際ロータリーに

国際ロータリー細則

おける会員籍が終結したときは，その

元クラブは，国際ロータリーの財産に

対する所有権を失い，または失わしめ

らるべきものとする。ただし，会員籍

に在る間は，国際ロータリーの名称，

徽章その他の記章を使用する権利を有

するものとする。この権利は，そのク

ラブの加盟会員籍が終結したときに消

滅するものとする。事務総長は，クラ

ブの加盟認証状を回収するための措置

を取る義務を負うものとする。

　　第3条
クラブの会員身分

　第1節正会員．（a）国際ロータリ

ー定款第4条第3節に定められた資格

条件を有する者は，ロータリー・クラ

ブの正会員に選ばれることができる。

　（b）各正会員の職業分類は，その所

属する商社，会社又は団体の主要なか

つ世間の認めている業務活動を示すも

のでなければならない。又，本人が個人

として実業又は専門職に従事している

場合には，その職業分類は本人の主要

なかつ世間の認めている実業又は専門

職活動を示すものでなければならない。

＊第2節アディショナル正会員．

　（a）クラブの正会員は，誰でも，そ

の代表する会社又は事業から，更にも

う1人を正会員に推薦することができ，

クラブはこれを正会員に選挙すること

ができる。この場合，その職業分類は，

推薦者のそれと同一の職業分類でなけ

ればならない。このアディショナル正

会員の資格条件は，国際ロータリー定

款第4条第3節に正会員について定め

　＊1974年（ミネァポリスーセント。ポール）国際大会

1こおいて改正。
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3条（1－2）

られているものと同一とする。このア

ディショナル正会員は，その会員身分

が，推薦者の正会員身分が終結したと

き，又はその推薦者がシニア・アクチ

ブ会員になった場合に自動的に終結せ

しめられることを除いては，すべて正

会員に同じとする。

　（b）クラブは，その職業分類の保持

者の承諾を条件として，かつていずれ

かのロータリー・クラブの正会員であ

った者で，その現実にたずさわってい

る事業の場所又はその住居がクラブの

区域限界内にあり，かつ他の会員たる

べき資格条件が備わっている者を，ア

ディショナル正会員に選ぶことができ

る。ただし，次に示す諸条件にかなう

ことを要する：

（1）いかなる場合でも，一一つの職業分

　　類について本節，本項の下に選ば

　　れるアディショナル正会員の数は

　　1名を越えてはならない。そして

②　本節，本項の下に会員に選ばれる

　　ためには，かつて属していたクラ

　　ブを退会した理由が，本人がその

　　クラブの区域限界内でそのクラブ

　　において本人が分類されていた職

　　業分類の下に現実に職業活動に従

　　事しなくなったということでなけ

　　ればならない。そして

（3）本節，本項の下に選ばれたアディ

　　ショナル正会員は，その職業分類

　　が空席になったときには会員身分

　　を失う。ただし，その職業分類が

　　再び充填されたときは，再度選ば

　　れることができる。（この但し書規

　　定は，その職業分類保持者が本節

　　（a）項に基いてアディショナル正会

　　員を推薦する権利を侵すものでは
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3条（3－4a）

国際ロータリー細則

ない。）

　第3節　シニァ・アクチブ会員．（a）

次の各項のいずれかに該当するクラブ

の正会員及びパスト・サービス会員は，

自動的にかつ画ちに，シニア・アクチ

ブ会員となるものとする：

　正会員の場合一

（1）一っ又はいくっかのクラブにおい

　　て通算15年以上正会員であった者，

　　又は

（2）現在60才以上で，一つ又はいくつ

　　かのクラブで通算10年以上正会員

　　であった者，又は

（3）現在65才以上で，一つ又はいくつ

　　かのクラブで通算5年以上正会員

　　であった者，又は

（4｝国際ロータリーの現役員もしくは

　　元役員。

　パスト・サービス会員の場合一

（i）当該クラブの正会員であった者

　　で，正会員でなくなった時点にお

　　いて，上に示されたシニァ・アク

　　チブ会員となる資格条件を備えて

　　いた者，又は

（ii）一つ又はいくつかのクラブで通

　　算15年以上正会員，パスト・サー

　　ビス会員であつた者，又は

（iii）　国際ロータリーの現役員または

　　元役員。

　（b）クラブは，その意思によって，

かつてどこかのクラブの会員であった

者で，会員でなくなった時点において

シニァ・アクチブ会員であったもの又

はシニア・アクチブ会員になれる条件

を備えていた者を，そのクラブのシニ

ァ・アクチブ会員に選ぶことができる。

ただし，その元会員は，そのクラブの

区域限界内又はその周辺の地域に居住

一230一

していることを要する。

　（c）シニァ・アクチブ会員は，次に

示す2項を除き，すべて正会員の持っ

権利，特典及び責任を持つものとする

（1）シニァ・アクチブ会員は職業分類

　　を代表するものではない，そして

（2）アディショナル正会員を推薦する

　　権利を持たない。

　　クラブは，シニァ・アクチブ会員

　　の従事している職業の職業分類の

　　下に，有資格者を入会させること

　　ができる。

　第4節パスト・サービス．（a）現

職から引退したために正会員身分を喪

失したかつてのロータリー・クラブ正

会員で，一つ又は幾つかのクラブで通

算5年以上正会員であった者は，本人

が正会員となっていたクラブその他の

クラブのパスト・サービス会員に選挙す

ることができる。このような元会員は，

他のすべてのパスト・サービス会員の資

格条件を備えている限り，その正会員の

身分を失った時又はその後いつでも，

パスト・サービス会員に選ぶことができ

る。実業又は専門職からの引退が，ク

ラブの会員でなくなった後に生じたも

のであった場合は，これをパスト・サ

’一’　t“ス会員に選挙することができない。

パスト・サービス会員は，本人が正会

員となっていたクラブの会員に選挙さ

れた場合を除き，入会金の支払を要す

るものとする。本人が正会員となって

いたクラブの場合は，二度目の入会金

の支払を要しないものとする。パスト・

サービス会員は，本人がパスト・サー

ビス会員となっているクラブの区域限

界内又はその周辺に居住しており，ま

な・引続き居住することを要する。但

国際ロータリー細則

　し，本人が正会員となっていたクラブ

　のパスト・サービス会員に選挙される

　場合はこの限りではない。この場合は，

　本人が正会員の身分を失った時に居住

　していた場所に居住することができる。

　　（b）パスト・サービス会員は，実業

又は専門職の職業分類を代表するもの

としないこと，及びシニア・アクチ

　ブ会員になることができないこと（但

　し本条第3節（a）項に規定されている場

合を除く）の2点を除き，正会員の持

つすべての権利，特典及び責任を有す

るものとする。

　第5節二重会員．何人も，同時に，

いくつかのクラブにおいて，正会員，

シニア・アクチブ会員又はパスト・サ

ービス会員となることを得ないものと

する。

　第6節　名誉会員．クラブの区域限

界内に居住しているか，または居住し

ていたことのある男子で，同地域又は

他の地域において，ロータリーの理想

推進のために称賛に値する奉仕をした

者を，そのクラブの名誉会員に選挙す

ることができる。

　名誉会員は，本人が会員となってい

るクラブ以外のクラブにおいてはいか

なる権利又は特典も認められないもの

とする。

＊第7節宗教及び報道機閨．クラブ

は，定款及び本細則に定められた資格

条件を備えている限り，その区域限界内

にある二っ以上の宗派の各代表者およ

び二つ以上の報道機関の各代表者を，

これらの職業分類の下に正会員として

入会させることができる。

＊第8節　公職．一定の任期を限って

選挙又は任命によって公職に在る者は，

3条（4b－9）・4条（1－2）

当該公職の職業分類の下でクラブの正

会員となる資格がない。これは学校，

大学その他の教育施設に奉職する者又

は裁判官に選挙もしくは任命された者

には適用されない。

　クラブの正会員で一一一一定の任期をもっ

た公職に選挙又は任命された者は，そ

の公職に在任中，前記の選挙又は任命

の直前に本人がクラブにおいて代表し

ていた職業分類の下に，引続き正会員

としての身分を保持することができる。

＊第9節国際ロータリーの職員．ク

ラブは，国際ロータリーと雇傭関係に

入ったそのクラブの会員の会員身分を，

その雇傭関係の続く限り，保持せしめる

ごとができる。

　第4条
理　事　会

　第1節　任務．国際ロータリーの理

事会は，国際ロータリーの目的の推進，

ロータリーの綱領の達成，V一タリー

の基本原則の研究と教育，ロータリー

の理想，倫理及びロータリーの独創的

組織の保全，並びにロータリーを全世

界に拡大する目的のために必要なあら

ゆることを行なう義務を負うものとす

る。

　第2節　権限．理事会は，国際ロー

タリーの管理主体をなすものとし，そ

の決定は，定時又は臨時の国際大会に

提訴する以外に，これを覆すことがで

きないものとする。かかる提訴は，当

該国際大会の開会の少くとも30日前に，

国際ロータリーの事務総長に提出され

なければならない。

一　231　一一

＊1974年（ミネアポリスーセント・・ec　・一ル）国際大会

において改正。
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4条（3－7）

国際ロータリー細則

　第3節　管理および監督．理事会は，

国際ロータリーの役員及び委員会の全

部に対する総括的管理および監督を行

ない，しかるべき理由がある場合には，

聴問を行なったうえ，理事会全員の投

票の3分の2によって，役員又は委員

を罷免することができる。但し，その

役員又は委員に対して，問責書および

Lかかる聴問の行なわれる時と場所を明

示した通知が，聴問の行なわれる少く

とも60日以前に，本人に俺接もしくは

書留郵便を以て，届けられてなければ

ならない。この聴問においては，弁護

人を本人の代理人とすることができる。

　第4節会合　（a）理事会は，理事

会が決定する時及び場所において開く

か，もしくは会長の招集によって開く

ものとする。開会の通知は，通知を必

要としない場合を除き，開会日の少く

とも30日前に，事務総長により，全理

事に対して行なわれなければならない。

理事会は，各会計年度毎に少くとも2

回開かなければならない。

　（b）次の会計年度に理事会のメンパ

ーとなる者の暫定会合が，年次国際大

会の終了颪後，次期会長の定める時と

場所において，開催されなければなら

ない。7月1日以後のいずれかの日に，

定足数を満たした理事の出席した理事

会，または本条第5節に述べられてい

る通信方法の中のいずれかによった場

合の理事の過半数が，前記暫定会合で

行なわれた決定を承認したときは，暫

定会合及びその会合で行なわれた決定

は，暫定会合が前記の7月1日以後の

日に行なわれたとした場合におけるも

のと岡様の効力を有するものとする。

　（e）いかなる理事会の会合において

一232一

も，定款又は細則によってより多くの

投票を必要とされる場合を除き，理事

会員5名を以てすべての事項を処理す

るための定足数とする。

　第5節通信による投票．理事会は，

会合を行なわないで，会長から，また

は会長の承認を得て，理事会に回付さ

れた事項を，郵便，電信，無線電報ま

たは電話によって票決する方法によっ

て，議事を処理することができる。理

事の過半数が投票を終了している場合に

は，回付の日から30日を経過したとき

をもって，投票が締切られたものとみ

なし，また，前記の期日前であっても，

理事の過半数が賛成票を投じたときま

たは反対票を投じたときは，そのとき

をもって投票が締切られたものとみな

すものとする。

　第6節執行委員会．理事会は，3

名を下らず5名を越えない理事を以て

構成される執行委員会を任命すること

ができる。理事会はこの委員会に，理

事会の会合と会合の中間期間中，既に

国際ロータリーの方針が確立されてい

る。執行又は管理の性格を持つ事項に

いて，理事会に代って決定を行なう権

限の行使を委任することができる。執

行委員会は，理事会によって定められ，

本節の規定に背馳しない職務権限によ

ってその任務を行なうものとする。

　第7節　決定権限．理事会は，定款

及び細則の規定趣旨の範囲内において，

どんなことをその範囲と性格上国際的

事項とするか，国家事項とするか，あ

るいはその他の何かとするかを決定し，

これを宣言する権限を持つものとする。

但しクラブはそれについて国際大会に

提訴する権利を有するものとする。か

国際ロータリー細則

かる提訴は，当該薗際大会の開会に先

立っ少くとも30日前に事務総長のもと

に提出されなければならない。それに

関する討論は国際大会の議事規則に従

うものとし，国際大会の決定は最終と

する。

　第8節欠員．（a）理事に選挙され

た時期と任期の第1年目を終る時との

間に，何等かの理由で理事に欠員が生

じた場合に，その理事を指名したゾー

ン，地理的集団又は地域内のクラブは

欠員となった理事の残存任期をつとめ

る後任の理事ノミニーを選出して，こ

れを理事会による選挙に供するものと

する。このようなノミニーの選出は，

可能な限り，当該ゾーン，地理的集団

又は地域が理事ノミニーを選出する場

合の手続に従って行なうべきものとす

る。手続の具体的詳細は会長の定める

ところによる。

　このような選出が本細則の定める指

名委員会の方法によって行なわれる場

合において，当該ゾーン，地理的集団

又は地域に，欠員の生じた年度を任期

とする理事指名委員会が設けられてい

たときは，その委員会は，その任務の

ほかに，欠員理事の残存任期を任期と

する理事ノミニーの選出に関する任務

を行なうものとする。

　このような指名委員会が設けられて

いない場合には，空席となった理事の

選出に関する任務に当った指名委員会

が，その空席を埋めて残存任期を勤め

る理事ノミニーの選出に関する任務を

行なうために，会長によって再任命さ

れるものとする。

　本節上述の規定に従って空席を埋め，

残存任期を勤める理事ノミニーを選出

一233一

4条（8），5条（1－2a）

した後，そのノミニーを理事とする選

挙は，理事会が，会長の決定するとこ

ろに従い，次の理事会において，もし

くは通信による投票によって，これを

行なうものとする。

　（b）理由の如何を問わず理事の欠員

が，その理事の就任第1年度終了の時

とその任期満了の時との間に生じた場

合は，残余の理事が，会長の決定に従

って，次の理事会において，もしくは

通信による投票によって，欠員の生じ

た当該ゾーン，地理的集団又は地域か

ら，残存任期中空席を埋める理事を選

挙するものとする。

　（c）上述の規定によることができな

いような不測の場合が生じたときは，

会長がとるべき手続を決定するものと

する。

　　　　　　　第5条

　　　　　　役　　　員

　第1節選挙．（a）会長及び理事は，

以下に定める規定に従い，年次国際大

会において選挙されるものとする。

　（b）理事会は毎年，次の7月1日に

始まる1年間を任期とする財務長を任

命するものとする。

　（c）次期理事会は，その暫定会合に

おいて，そのメンバーの中から第1，

第2及び第3副会長をそれぞれ1名ず

つ選挙するものとする。

　（d）次期理事会は，事務総長の任期

が終了する暦年に，その暫定理事会会

令において，翌年1月1日より向う5

ヵ年を越えない任期を勤める事務総長

を選挙するものとする。

＊第2節　資格条件．（a）国際ロータ

　＊1974年（ミネアポリスーセント・ポール）国際大会

において改正。
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5条（2b－6c）

国際ロータリー細則

リーの各役員は，名誉会員以外の蝦疵

なき（注）クラブの会員でなければならな

い。

（（注）推奨クラブ細則第11条第1節（2）

項の注参照）

　（b）国際ロータリー会長候補者は，

かかる候補者として推薦される以前に

国際ロータリーの理事を勤めたことの

ある者でなければならない。

　（c）国際ロータリーの理事候補者は，

かかる候補者として推薦される以前に

国際ロータリーの地区ガバナーを勤め

たことのある者でなければならない。

　第3節　任期．（a）会長を除き，国

際大会において選挙される各役員の任

期は，その選挙された国際大会が終了

した直後の7月1日に始まるものとす

．る。但し，異例の事情のもとにおいて

は，理事会は，ある地区ガバナーの任

期が，7月1日以後であってその年の

10月1日以前の日に始まるものと定め

ることができる。理事を除き，すべて

の役員は1ヵ年，又はその後継者が選

挙されそしてその有資格を認定される

まで在任するものとする。定款又は本

細則に定めのない限り，理事はすべて

2ヵ年，又はその後継者が選挙されそ

してその有資格を認定されるまで在任

するものとする。

　（b）国際大会において選挙された会

長の任期は，その選挙された年の次の

暦年の7月1日に始まるもめとする。

但し，その選挙された国際大会が終了し

た面後の7月1日より，会長イレクト

として理事会のメンバーとなるものと

するが，副会長に選ばれることができ

ないものとする。

　第4節欠員．（a）会長が欠員とな
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った場合は，副会長がその序列に従っ

て会長の地位につくものとする。

　（b）会長イレクトに欠員を生じた場

合は，本細則第10条第2節（f）項に定

められたところに従ってその欠員を補

填するものとする。

　（c）財務長又は事務総長に欠員を生

じた場合は，理事会はその残存任期を

任期とする後継者をターロリアンの中

から選任しなければならない。

　第5節報酬．事務総長及び財務長

以外の全役員は無報酬とする。理事会

は事務総長の報酬額を定めなければな

らない。財務長は年額1ドルを支給さ

れるものとする。

　第6節　任務．（a）会長はすべての

国際大会及びすべての理事会の会合に

おいて議長となり主宰するものとする。

会長は，最高執行者として，国際ロー

タリーの仕事及び活動を監督し，その

職責に属するその他の任務を執行する

ものとする。

　（b）会長イレクトは，理事会のメン

バーとしての任務及び権限のみを持つ

ものとするが，会長又は理事会はこれ

にその他の任務を与えることができる。

　（c）事務総長は，会長の監督及び理

事会の支配の下に実務を執行する国際

ロータリーの常務役員である。事務総

長は，国際ロータリーに代わって，事

務総長の署名を要するあらゆる書類に

署名し，会計記帳を行ない，理事会の

指示した方法によって資金を受入れて

これを預金し，また，理事会に対して

年次報告を行なうものとする。その報

告は，理事会の承認を経たうえで，こ

れを年次国際大会に提出しなければな

らない。事務総長は，理事会の要求す

国際ロータリー細則

る金額と保証人を，忠実な任務遂行の

保証として提供しなければならない。

　（d）財務長は，理事会の指示した方

法に従って資金の払い出しを行なうの

ほか，理事会から委任された場合，財

務長の職責に属するその他の任務を行

なうものとする。財務長は，理事会が

要求した場合は，理事会に対して報告

を行ない，また，国際大会に対する報

告を行なわなければならない。財務長

は，理事会の要求する金額と保証人を

忠実な任務遂行の保証として提供しな

ければならない。

　第6条

立法手続

　第1節提案国際ロータリーの定
款又は細則，もしくは標準クラブ定款

を改正しようとする提案は，これを制

定案と称するものとする。これらの規

則のいずれをも改正しようとするもの

でない国際大会の決定を目的とする提

案は，これを決議案と称するものとす

す。

　本細則に別段の定めある場合を除き，

制定案は，国際ロータリー定款第13条，

国際ロータリー細則第9条及び第21条，

及び標準クラブ定款第14条に定められ

ている方法によって提案され，審議決

定されなければならない。

　決議案の提出は，クラブ，地区大会，

グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリー理事会又は大会，規

定審議会，及び理事会においてこれを

行なうことができる。

　決議案は，その提案が審議会で審議

され採決されち時に出席している規定

審議会代議員の投ずる有効投票の少く

5条（6d），6条（1－2a）

とも過半数の賛成票によって採択する

ことができる。

　決議案は，すべて，規定審議会の開かれ

るロータリー年度の4月1日までに，

書面を以て事務総長に交付されること

を要する。但し，規定審議会又は理事

会の提出する決議案は審議の閉会に至

るまで受理し採決することができる。

　本細則に別段の定めある場合を除き，

決議案は本細則第9条に規定する方法

によって提案し採決すべきものとする。

＊第2節非常事態．（a）理事会全員

の3分の2の多数によって表明された

理事会の意見として，非常事態の存在

することがみとめられた場合は，

　（1）国際ロータリーの定款を改正し

ようとするものでない制定案，または決

議案は，本細則第21条第3節または標準

クラブ定款第14条第3節または本細則

第9条に定められた手続を経ないで，

規定審議会が開かれることになってい

ない年の国際大会において，その表決

を行なうことができる。但し，時間的

に可能な限り，これらの規定に定めら

れている手続を踏まれなければならな

い。

　（2｝国際ロータリーの定款を改正し

ようとするものでない制定案または決

議案で，規定審議会が開かれることにな

っている年の国際大会のとき，または，

その前に，このような議案の提出期日と

して定められている日を過ぎてから，

受理されたものは，本細則第21条第3

節または標準クラブ定款第14条第3節

または本細則第9条の規定による手続

を経ないで，当該国際大会において，
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6条（2b），7条（1－4c）

国際ロータリー細則

その表決を行なうことができる。ただ

し，時間の許す場合には，このような

非常時態における制定案または決議案

も，当該国際大会における規定審議会

に提出して，その処理に付すべきもの

とする。

　（b）非常事態下にこれらの規定に基

づいて規定審議会又は国際大会によっ

て処理される制定案または決議案が採

択されるためには，出席者の投票の3

分の2の賛成票を必要とする。

　第7条

国際大会

　第1節時期及び場所．定款第8条
第1節の規定に従って，理事会は毎年，

その会合の時点を含む会計年度の終了

後54ヵ月目から始まる暦年に開催すべき

国際大会の日及び場所を決定すること

ができる。そしてその国際大会の開催

のためにあらゆる準備手配を行なう権

限を有するものとする。

　第2節招集．国際大会の少くとも

6ヵ月前に会長は年次大会を公式に招

集し，事務総長は招集状を各クラブに

郵送しなければならない。

　臨時国際大会の招集状は，開催日の

少くとも60日前に発せられ，郵送され

なければならない。

　第3節　国際大会の役員．国際大会

の役員は，国際ロータリーの会長，副

会長，事務総長及び財務長，並びに会

長によって任命される会場監督とする。

　第4節　代議員．（a）資格条件。各

代議員及びその補欠者は，委任状によ

る代議員を除き，本人の代表するクラブ

の正会員，シニア・アクチブ会員，又

はパスト・サービス会員でなければな
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らない。

　（b）補欠者。クラブは，その代議員

を選ぶ際，各代議員につき1名の補欠

者を選ぶことができる，補欠者は，自

分が補欠者となっている代議員が欠席

した場合にのみ投票する権利を持つも

のとする。但し，正式の信任状を持つ

補欠者は補欠者に欠席された同じクラ

ブのどの代議員のためにもその代わり

を勤めることができる。補欠者が代議

員に代わる場合は，大会に提出された

各案件に対して1票を投ずることがで

きる。

　補欠者が代議員に代わる場合は，代

議員の団長はその変更を信任状委員会

に通知しなければならない。このよう

にして，補欠者が代議員に代わった場

合は，その補欠者は，その大会が終了

するまで引続き代議員として勤めるも

のとする。大会開催地のクラブの代議

員については，信任状委員会は，この

一般規定を変更して，補欠者が一つ又

はいくつかの会議の場合にのみ代議員

に代わることができるようにすること

ができる。但し，その代議員が大会の

運営に関する仕事に鵬わっていて，そ

うした大会の会議に出席することが不

可能な場合に限るものとし，また信任状

委員会が正式にこのような代替の通知を

受け，それを承知していなければなら

ない。

　（c）委任状による代理者。クラブは，

欠席するクラブ代議員の委任状による

代理者として次に掲げる者のいずれか

を指定することができる：

　（1）そのクラブの正会員，シニァ・

アクチブ会員，又はパスト・サービス

会員。

国際ロータリー細則

　　　　　　　又は

　（2）そのクラブの会員が国際大会

に出席していない場合は，同じ地区内

の他のクラブの正会員，シニァ・アク

チブ会員，又はパスト・サービス会員。

但し，地区に所在していないクラブは，

そのクラブ自身の代議員を出席させる

代わりに，どこに所在するクラブであ

っても，その正会員，シニァ・アクチ

ブ会員，又はパスト・サービス会員を

委任状による代理者に指定することが

できる。

　このような委任状による代理者は，

本条第5節に規定する証明書を提出す

ることによって本人のもっている他の

投票権のほかに，自分が代理者となっ

ている欠席代議員に代わって投票する

権利を取得するものとする。

　第5節　信任状．各代議員及びその

補欠者の権限は，そのクラブの会長又

は幹事の署名した証明書によって証明

さるべきものとする。委任状による代

理者の権限は，代理を委任した代議員

を送らないクラブの会長及び幹事の署

名する証明書によって証明さるべきも

のとする。代議員，補欠者，及び委任

状による代理者が国際大会において，

これらの資格によって行動するために

は，これらの証明書が，すべてその国

際大会の信任状委員会に提出されなけ

ればならない。

　第6節特別代議員．国際ロータリ

ーの各役員又は理事，及び現在もクラ

ブの正会員，シニア・アクチブ会員，

又はパスト・サービス会員としての身

分を有する国際ロータリーの各元会長

は，これを特別代議員とし，国際大会

において投票に付せられた各案件に対
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7条（5－－9），8条（1b）

して1票を投ずる権利を有するものと

する。

　第7節　登録料　国際大会に出席す

る16才以上の者は，すべて登録して理

事会の定める登録料を支払わなければ

ならない。代議員又は委任状による代

理者は，その登録料を支払うまでは，

国際大会において投票する権利を有し

ないものとする。

　第8節定足数。全クラブ数の4分

の1を代表する代議員及び委任状によ

る代理者をもって国際大会のすべての

会議における定足数とする。但し開会

当初の本会議には定足数の出席を要し

ないものとする。

　第9節　信任状委員会．各国際大会

において，またはそれに先立って，会

長は，会長の決定する5名以上の委員

から成る信任状に関する委員会を任命

するものとする。

　　　第8条

国際大会の手続規則

　第1節国際大会の手続規則は次の

通りである：

　（のプログラム・国際大会委員会が

報告し，理事会によって承認され，そ

して国際大会が採択したプログラムが

全会議の日程となるものとする。プ

ログラムについての変更は，出席代議

員及び委任状による代理者の投票数の

3分の2を以て随時行なうことができ
る。

　（b）討論一題目．委員会の報告，国

際大会に対して行なわれた通信，制定

案及び決議案，及びこれらに対するす

べての修正案，及び議事慣行上‘｛非討

論事項”として知られているもの以外
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8条（1c－e）

国際ロータリー細則

のあらゆる動議は，3分の2の票を以

て国際大会が討論を省略して処理する

ことを議決しない限り，国際大会の議

場において討論することができる。

　（c）討論一制限．討論において，各

ロータリアンは，同一日に同一案件に

ついて2回を限り発言することができ

る。但し，異議の申立についてはこの限

りでない。しかし，その案件に関して

まだ1回も発言していないロータリア

ンで発言を求める者がある限り，第2

回目の発言は許されないものとする。

国際大会におけるV一タリアンの発言

は1回5分を越えてはならない。但し，

日程に定められているか，又は過半数

の票によって認められた場合はこの限

りでない。

　（d）投票手続．国際大会における投

票は，役員の指名又は選挙について本

細則に別段の定めある場合及び次に示

す場合を除き，口頭によるものとする。

　（1》選挙人が要求するか，もしくは

議長が指図した場合は，投票は起立投

票によるものとし，起立する各選挙人

を1票に数えるものとする。

　（2》国際ロータリーの方針を左右す

るような制定案又は決議案，もしくは

そのような制定案又は決議案に対する

修正案について票決を行なう場合にお

いて，次に示す各項の状態の中のいず

れかが存在するときは，投票は投票用

紙記入によって行なうものとする。

　　（a，a）理事会の多数意見が，その

問題の重要性を認めてこの投票方式に

よる必要を予め宣言した場合，又は出

席している選挙人の過半数が宣言した

場合。

　（b，b）会長又は司会に当っている議

一238一

長が口頭投票又は起立投票を観察した

結果，その裁量によって，投票用紙に

よる投票が望ましいと宣言した場合。

　（c，c）選挙人が，その名前と所属ク

ラブを明らかにした上で，投票用紙に

よる投票を要求し，かつ，上述の規定

のいずれによっても投票用紙による投

票を必要とすることにならない旨を告

げられ，その要求が当然なものである

か否かにっいての議長の意見を聞かさ

れて後もなおその要求を主張し，更に

その主張が，20以上の異なったクラブ

に属する少なくとも20名の他の選挙

人一その人達は，名前と所属クラブを

名のる機会を与えられ，その身分を明

らかにして，その要求の共同主張者と

なる一によって支持された場合。

　（e）投票手続．（続き）会長又は議長

は，実際に数を数えることを要しない

で起立投票の結果を宣言することがで

きるものとする。そして実数を数える要

求が遅滞なく行なわれ，申出での機会

を与えられて20名に達する他の選挙人

が，その要求に同調しない限り，その

宣言は最終決定とする。

　制定案又は決議案又はそれに対する

修正案についての投票用紙による投票

の指図には，当該制定案又は決議案及

びそれに関する未決定の修正案全部が

含まれるものとする。投票用紙は，制

定案又は決議案及びそれに対する未決

定の修正案を最終的に処理できるよう

に，必要な場合には各案件をいっしょ

に載せたものにしなければならない。

　投票用紙による投票及び役員の指名

並びに選挙にっいては，選挙人はその

保持する代議員証明書及び委任状によ

る代理権の数だけの票を投じ得るもの

1翠】際ロータリー尉H貝lj

とする。但し，特別代議員は，特別代

議員としての資格においては，国際大

会全体に対して提出された案件につい

てのみ投票することができる。

　（f）代議員一座席．信任状委員会に

対し正式に資格を証明した代議員数に

等しい数の座席が，これら代議員の専

用のために確保さるべきものとする。

　第2節特別協議会．国際大会にお

いては，その都度，ロータリー・クラ

ブの結成されている1国又は数ヵ国の

グループからのロータリアンが集まっ

て，特別協議会を開催することができ

る。理事会又は国際大会は，いずれの

国々のロータリアンがこのような特別

協議会を開催すべきかを随時決定して

大会委員会にその旨指示しなければな

らない。この協議会においては，特に

関係諸国に属する問題を協議するもの

とする。会長は協議会の招集者を指名

し，できるだけ大会手続に近い規則を，

その協議会運営のために公布しなけれ

ばならない。協議会は開会颪後，その

議長及び幹事を選挙しなければならな

い。

第9条
規定審議会

8条（1f－2），9条（1a－f、

＊第1節　構成．審議会の構成員は次

もしくは現役員が得られないことを当

該地区のガバナーが証明した場合は，

次期地区ガバナー）でなければならな

い。代表者は，いずれも，本人の代表

する地区のクラブの正会員，シニァ・

アクチプ会員またはパスト・サービス

会員でなければならない。

（b）投票権を有する議員として，会

長が，地区内に所在しない50名またはそ

の過半数の端数のクラブにつき1名の

割合で任命したこれらクラブの代表者

（およびその補欠者）。ただし，いかな

る場合でも，少なくとも1名の代表を

任命すべきものとする。前記の代表者

は，いずれも，本人の代表する，地区

をもたないクラブのいずれか一つに所

属する正会員，シニア・アクチプ会員

またはパスト・サービス会員でなけれ

ばならない。しかし，国際ロータリー

の元役員もしくは現役員であることを

要しないものとする。

（c）会長の任命する審議会議長およ

び副議長。いずれも，議長席にあって

可否同数の場合，これを決定する投票

を行なうことができるが，それ以外の

場合には，投票権を有しないものとす

互
　（d）投票権を有しない議員として，

国際ロータリー定款・細則委員会の委

の通りとする：

（a）投票権を有する議員として，本

条第5節（a）および（b）項の規定によっ

てクラブが選挙した，各地区ごとに1名

の地区クラブ代表者。前記の代表者は，

国際ロータリーの元役員もしくは現役

員（地区内で代表者に選ぶべき元役員

＊1974年（ミネアポリスーセント・Pt　一一ル）国際大会に

おいて改正。

員長および委員。審議会における特別

議員と返，後に規定する任務に当る

ものとする。

　〈e）投票権を有しない議員として，

会長，その他の理事および事務総長。

（f）投票権を有しない議員として，

元国際ロータリー会長の全員，および

国際ロータリー事務総長を10年以上の

期間にわたり勤めた元事務総長。
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9条（2－6a）

国際ロータリー細則

審議会の議員は，いずれも，クラブ

の正会員，シニァ・アクチブまたはパ

事務総長は，審議会幹事となる。た

スト・サービス会員でなければならな

』
　国際ロータリーもしくは地区または

だし，会長の承認を得て，自分に代わ

って幹事をつとめる者を任命すること

ができる。

＊第4節議長および副議長の任命．

ロータリー・クラブの常勤，有給の職員

は，審議会の投票権を有する議員とな

会長は，審議会開催の予定されている

ることができない。

＊第2節　規定審議会のクラブ代表者

の任務．規定審議会のクラブ代表者は，

ロータリー年度の初めに，審議会の議

長および副議長を任命するものとする。

議長および副議長の氏名は，事務総長

次の任務を有するものとする：

（1）地区大会およびその他の地区の会

から，すべてのクラブに，これを発表

する。

＊第5節特別議員．事務総長によっ
合で，立法案を討議すること；

（2）ロータリーの問題に関する現在の

自分の地区内の意向をよく知って

　　おくこと；

（3》審議会に提出された制定案および

決議案のすべてに批判的な検討を

加え，審議会に，自分の見解を的

て立法案の発表が行なわれたときは，

審議会議長は，直ちに，一一定の立法案

件を指定して，これを各特別議員に付

託するものとし，各特別議員は，割当

てられた立法案件のすべてを検討し，

各案件について，その趣旨，その背景，

確に伝えること；

（4》国際ロータリーの公正な立法当務

その影響およびその採択に対する賛否

の意見を，審議会に報告する用意をし

なければならない。

者として行動すること；

（5）規定審議会の会議に，会期の全部

特別議員は，審議会において，審議

を通じ，出席すること；

（6｝審議会終了後，地区の各クラブに，

審議会の審畿に関する報告をする

会議長の裁定に対する異議の申立てを

受付ける委員会の委員となる。委員

会に異議の申立てのあった議長の裁定

こと；

＊第3節役員．審議会の議長，副議

長および幹事を審議会の役員とする。

議長は，審議会の会議の司会者となる

のほか，この細則および会議運用手続

規則の関係規定に掲げられている職務，

ならびに通常その職責に属する任務を

を，委員会が支持した場合には，その

異議の申立てをした審議会議員は，審

議会に対してその採決を求めることが

できる。委員会が，異議の申立てのあ

った議長の裁定を否認した場合には，

問題を審議会の採決に付するものとし，

議長の裁定をくつがえすには，審議会

行なうものとする。

副議長は，議長の決定により議長を

補佐し，議長が決定した場合には司会

者をつとめ，また．必要ある場合，そ

の過半数の反対投票を要するものとす

る。

＊第6節　クラブ代表議員の選挙．（a）

本節（b）項に定める場合を除き，審議会

の他の職務に当るものとする。

一240一

＊柳峰（ミネアポリスーセント・Pt・一一ル）国際大会に

おいて改正

国際ロータリー細則

における各地区（グレート・ブリテン

及びアイルランド以外の）のクラブ代

表議員及び補欠議員は，規定審議会の

開かれるロータリー年度の前のロータ

リー年度のその地区の年次大会におい

て選挙されるものとする。（グレート・

ブリテン及びアイルランドにおいては，

規定審議会における各地区のクラブ代

表議員および補欠議員は，審議会の開

かれるロータリー年度の前のロータリ

ー年度の10月1日後同年度内に開かれ

る地区審議会において選挙されるもの

とする。）

　ロータリアンが，審議会におけるク

ラブ代表議員となることを認められる

ためには，審議会におけるクラブ代表

議員としての資格要件および任務をよ

く調べたうえ，次のことをしたため，

これに署名した書面を，事務総長に提

。出しなければならない。

1．審議会におけるクラブ代表議員の

資格要件，任務および責任をはっき

りと心得ていること。

2．前記の任務と責任を引き受け，そ

れを誠実に履行するための資格要件，

熱意および能力をもっていること。

3　審議会の会議に，その会期の全部

を通じ，出席すること。

地区内のクラブは，審議会のメンバ

一として，そのクラブの有資格会員（選

ばれた上は，その任務をつとめる用意

がある旨意思を表示している者）を指

名することができるものとし，その指

名は会長及び幹事の署名のある文書を

以て，地区ガバナーに対して証明され，

地区ガバナーにより，地区大会にお

いてクラブの投票に付すせらるべきも

のとする。地区大会に出席する各選挙

一　241　一一

9条（6a－b）

人は，審議会において地区のクラブを

代表する代表者の選挙に1票を投ずる

権利を与えられるものとする。

　最高票数を得た候補者をその地区

の審議会議員とする。第2位の票数
を得た候補者を補欠議員とし，正規の

議員がっとめを果たし得ない場合にの

みその任につくものとする。正規の議

員及びその補欠議員（補欠議員が選挙

されている場合）がいずれもそのつと

めを果たし得ない場合は，地区ガバナ

ーは，本条第1節の規定による資格条

件を備えた，その地区内のクラブの他

の会員を審議会における地区クラブ代

表議員に指名することができる。

　もし地区の被指名者が1名のみであ

った場合は，投票しないものとし，地

区ガバナーはその被指名者を審議会に

おける代表者として宣言するものとす

る。

　（b）郵便投票による指名．（1）事情

によりその必要のある場合は，理事会

は地区に対しその地区の審議会議員又

は補欠議員を郵便投票によって選ぶこ

とをみとめることができる。その場合

地区ガバナーは，その地区の審議会議

員の指名に関し公式の要請書を作成し

てこれをその地区内各クラブの幹事に

洩れなく郵送させなければならない。

指名はすべて書面により，そのクラブ

の会長及び幹事がこれに署名すること

を要する。これらの指名書は地区ガパ

ナ・一一の定める期日までに地区ガバナー

の許に届くことを要する。地区ガバナ

ーは，推薦された有資格被指名者をア

ルファベット願に掲げた投票用紙をつ

くらせこれを各クラブに郵送させたう

え，郵便投票を実施すべきものとする。
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9条（7－10a）

国際ロータリー細則

各クラブは，その選出の行なわれる

月の前月末日現在の会員数に基づく，

名誉会員を除く会員数25名毎に又は

その過半数の端数に対して，1票の

投票権を与えられるものとする。但

し，各クラブは少なくとも1票の投

票権を与えられるものとする。もし

地区ガバナーが希望する場合は，本項

に規定する郵便投票手続を実施する目

的のために委員会を任命することがで

きる。この場合は地区ガバナーの任務

として本項に規定した諸任務は，この

委員会が地区ガバナーに代わって行な

うものとする。

　（2）地区は，その地区の地区大会に

出席し，投票する選挙人の多数決をも

って，その地区の審議会議員及び補

欠議員の選出を郵便投票によって行

なうべきことを定めることができる。

この場合の郵便投票は，規定審議会の

開かれるロータリー年度の前のロータ

リー年度において，その地区の年次大

会が開かれた月の翌月に，実施さるべ

きものとする。

　この郵便投票は，本節（b）項（1）に掲げ

られている規定に従って実施されなけ

ればならない。

　第7節通知．審議会において地区

内クラブを代表する議員及び補欠議員

の選挙が終り次第地区ガバナーは直ち

にそれらの人達の名を事務総長に報告

しなければならない。

審議会の少なくとも30日前に事務総長

長はその時までに報告を受けている審

議会議員の名を発表しなければならな

い。これと同時に，審議会開催の時と

場所を知らせる通知を各審議会議員に

郵送しなければならない。

　第8節　信任状．会長は，審議会の

会合に先立ち，信任状委員会を任命し

なければならない。信任状委員会は，

審議会の開かれる前に審議会会合の

場所において会合して，信任状を審査

し，その査証をしなければならない。

信任状は審議会のメンバーたる証拠と

して委員会に提出することを要する。

委員会の決定はいかなる場合でも，審

議会がこれを審査することができる。

＊第旦節　定足数．投票権を持つ審議

会メンバーの3分の1を以て定足数と

する。投票権を持つ各メンバーは投票

に付せられた各案件につきただ1票を

投ずる権利を有する。審議会において

は，委任状による代理者の投票を認め

ないものとする。

＊第10節　手続．（a）本節（c）項の規

定に従って，審議会はその都度，審議

を進める上に必要と考える規則を採用

するものとする。但し，かかる規則は

本細則の他のすべての規定と調和する

ものでなければならない。審議会の会

合に先立って，会長は委員会を任命し

て，審議会の議事規則及び審議会の審

議に付せらるべき案件の審議順序を立

案して審議会に提供させなければなら

ない。

　（b）審議会特別議員としての国際ロ

一タリー定款・細則委員会の委員長お

よび委員，ならびに審議会議長をもっ

て構成する審議会起草委員会を設け

る。定款・細則委員会委員長は，起草

委員会の委員長となる。

一一
@242　一一

起草委員会は次の任務を行なうものと

する。

　（1）審議会から命ぜられた立法案文

の練り直しを行ない，立法案又はその

国際ロータり一細則

修正案中にある矛盾をただすために必

要かつ適切な修正文案を起草し，これ

を審議会に報告すること。

　（2）審議会の報告を作成すること。

　（c）事務総長は，制定案のすべてを

審議会に回付しなければならない。但

し，理事会は制定案本文の全部を点検

し，定款・細則委員会の勧告に基づき，

それらの制定案の本文の中に不都合の

箇所があればこれを提案者に通告しな

ければならない。

　（d）理事会は，すべての決議案の本

文を点検して，理事会が国際ロータリ

ーの計画の枠内にあるものと決定した

決議案を審議会に回付するよう事務総

長に指令しなければならない。理事会

が定款・細則委員会の勧告に基づいて，

決議案が国際ロータリーの計画の枠内

のものでないと決定した場合は，提案

者は審議会の開会に先立ってその旨通

告されなければならない。そして，その

決議案は，審議会に回付されないもの

とする。但し提案者が，その決議案を

審議会において審議することについて，

審議会議員の3分の2の同意を得てい

る場合はこの限りでない。

　（e）審議会は，正規に提案された各

制定案及び決議案ならびにそれらに対

する修正案を審議してその採決を行な

わなければならない。

　（f）審議会議長に，審議会の母体で

ある国際大会に，審議会が審議して処

理した制定案及び決議案の全部につい

て審議会の決定を知らせるための簡単

な報告を提出しなければならない。審

議会議長は，審議会終了後10日以内に，

審議会の決定に関する詳細な報告を事

務総長に提出しなければならない。

9条（10c－9）

事務総長は審議会終了後の8月31日

日までに，各クラブの幹事に対し，審

議会が，修正を加え，または修正を加

えずに，採択した制定案および決議案

のすべてについて，審議会の行なった

決定に関する報告書を送付するものと

する。報告書には，それに記載されて

いる，制定案または決議案の採択に関

して審議会の行なった決定に対し，反

対の意思を表示しようとするクラブの

ために，その表示に用いる様式を添付

しなければならない。

（g）制定案または決議案の採択に関す

る規定審議会の決定に対して反対の意

思を表示したクラブからの様式は，ク

ラブ会長の認証を要するものとし，か

っ，事務総長が審議会の決定に関する

報告書を郵送した日から90日以内に事

務総長の許に届くように，提出されな

ければならない。制定案または決議案の

採択に関して審議会の行なった決定に

対して反対を表示する場合，各クラブ

は，直前の7月1日現在におけるクラ

ブ会員数により，会員（名書会員を除

く）50名またはその過半数の端数につ

き1票を投ずる権利を有する。ただし，

いかなるクラブも，少なくとも1票を

投ずる権利を有するものとする。

前記90日を経過したとき，またはそ

の以前においても，クラブ全体の行使

し得る投票数の10パーセント以上に当

るクラブが，制定案または決議案の採

択に関して審議会の行なった決定に対

して反対の意思を表示した様式を事務

総長に提出した場合は，その制定案ま

たは決議案に関して審議会の行なった

決定は無効とされるものとし，その制

一243一
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10条（1－2a）

国際ロータリー細則

って次の国際大会に提出され，クラブ

の投票代議員の審議ならびに投票用紙

による最終表決に付せらるべきものと

する。

　事務総長は，クラブから正式に受理

した制定案および決議案の採択に関して

て審議会の行なった快定に対して反対

の意思を表示した様式のすべてを検査

して，これに関する計算表を作るもの

とする。事務総長は，審議会終了後の

1月1日までに，計算の結果を全部の

クラブに通知するものとし，その際，

次の国際大会において出席クラブ代議

員によって審議，採決さるべき制定案

または決議案があれば，これに関する

通知をしなければならない。

　制定案又は決議案の採択について審

議会の行なった決定に対して反対の意

思を衰示するクラブに関して定めた前

記の場合を除き，各制定案及び決議案

について審議会の行なった決定は，審

議会の開催されたロータリー年度の次

のロータリー年度の1月1日にその効

力を生ずるものとする。本細則第21条

第4節に定める場合を除き，制定案又

は決議案に関する国際大会の決定は，

その制定案又は決議案が表決された国

際大会直後の7月1日にその効力を生

ずるものとする。

名することができないものとする。

　第10条

指名と選挙

＊第1節　会長の指名．会長の指名は，

会長指名委員会もしくはクラブ又はこ

れらの両者によって，ここに定める方

法に従って行なわれるものとする。こ

の委員会の委員，その補欠者，元会長

または理事会のメンバーは，会長に指

　＊第2節　会長指名委員会．（a）構成．

　会長指名委員会は，11名の委員によっ

　て構成されるものとし，その中6名は，

米国，カナダ，バミューダ及びボルト

　リコのクラブ会員の中から選ばれ，4

名は，次の各地域内のクラブの会員か

　ら，各1名ずつ選ばれる。グレート・

ブリテン及びアイルランド；欧州大陸，

北アフリカ及び東部地中海地域；南米，

中米，メキシコ及びアンティル諸島（ボ

ルトリコを除く）を含むイベロ・アメ

　リヵ；豪州，ニュージーランド及び南

アフリカ；そして1名は，アジア及び

上記地域のいずれにも属さない地域に

所在するクラブの会員中から選ばれる

ものとする。なお，上記最後の地域所

在のクラブは，1地域を構成し，1地

域と呼ばれるものとする。

　各委員は，それぞれその選出される

ゾーン又は地域内クラブの会員でなけ

ればならない。

　会長，会長イレクト及び元会長は，

いずれも会長指名委員会の委員となる

資格がないものとする。一度会長指名

委員会の委員をつとめたことのある有

資格ロータリアンは，委員となること

ができるが，この場合，前に委員をつ

とめたときから少なくとも1ヵ年を経

過していなければならない。この委員

会の各委員は，国際ロータリーの元理

事でなければならない。

　本節にいうゾーンとは，理事会が理

事選出のために米国，カナダ，バーミ

ュダ及びボルトリコ地域内に設定した

12のゾーンを指すものとする。

一244一

＊1974年（ミネアポリスーセント・ポール）国際大会に

おいて改正。

国際ロータリー細則

　各偶数年毎に，一各偶数番号のゾーン

内のクラブは，それぞれ会長指名委員

会の委員1名を選ぶものとする。各奇

数年には，各奇数番号のゾーン内のク

ラブが，それぞれ会長指名委員会の委

員1名を選ぶものとする。

　2月1日から15日までの間に，事務

総長は，会長指名委員会委員の候補者

の指名を行なうこととなっている米国，

カナダ，バーミュダ及びボルトリコ内

各ゾーンの各クラブの幹事及び各地理

的地域内の各クラブの幹事に対し，こ

れらのゾーン又は地理的地域内のクラ

ブの会員で被選資格のある元理事の名

をアルファベット順に記したリストを，

郵送しなければならない。このリスト

は，事務総長事務所の原簿にある元理

事の記録の2月1日現在のものによっ

て作成さるべきものとする。

　事務総長が各クラブに郵送するリス

トには，次の事項が記載されなければ

ならない。

　一ロータリアンの氏名

　一一所属するクラブの名称

　一つとめたことのある国際ロータ

　　　リー役職及び国際委員会，なら

　　　びに在任年度。

　次の国際大会における会長指名委員

会委員の選挙に候補者を推薦しようと

するクラブは，その例会において採択

された前記候補者指名の決議を，4月

1日までに事務総長の許に提出する

ものとする。このような決議は，推薦

されたロータリアンに就任を受諾する

意思がありかっその任にっくことが可

能であることを，クラブが書面によっ

て確認した後でなければ，事務総長に

送ってはならない。

一245一

10条（2a）

　上述の4月1日までに事務総長がい

ずれかのゾーン又は地理的地域から受

取った候補者の名前が，ただ1名であ

った場合は，そのあと10日以内に，会

長はその候補者を当該ゾーン又は地理

的地域からの指名委員会委員として宣

言するものとする。その4月1日に，

事務総長がいずれかのゾーン又は地理

的地域から2名以上の候補者名を受取

っていた場合は，それらの候補者名は，

すべて，次の国際大会（グレート・ブ

リテン及びアイルランドの場合は，次

のグレート・ブリテン及びアイルラン

ドにおける国際ロータリーの年次大

会，但し，年次大会が4月11日の前に

始まる年においては，グレート・ブリ

テン及びアイルランド国際ロータリー

審議会の定める方法と時期をもってす

る郵便投票による。）において，当該ゾ

ーン又は地理的地域内のクラブからの

選挙人による票決に付せらるべきもの

とし，各選挙人は，その所属するゾー

ン又は地理的地域から委員1名を選挙

するための1票を投ずる権利を与えら

れるものとする。会長指名委員会委員

の選挙は無記名投票によるものとし，

候補者数が2名を越える場合は，単一

移譲式投票の方法によるものとする。

ゾーン又は地理的地域の候補者で，も

し必要ある場合には第2選択以下全選

択票を加算して，投票の過半数を得た

者が，会長指名委員会の委員として宣

言されるものとする。そのゾーン又は

地理的地域の候補者で，もし必要ある

場合には第2選択以下全選択票を加算

して，第2番目の得票数を得た者が，

会長指名委員会の委員補欠者として宣

言されるものとする。補欠考は，自分
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10条（2b－c）

国際ロータリー細則

がその補欠者として選ばれている委員

が，その任務に当ることが出来ない場

合にのみ，その任務を行なうものとす

る。いずれかのゾーン又は地理的地域

において，得票数を同じくする最高得

票数が生じた場合は，会長は，国際大

会の会期中に，時と場所を指定して，指

名委員会委員選出のための再投票を行

なわしめるものとする。ゾーン又は地

理的地域が会長指名委員会の委員の指

名もしくは選挙をしなかった場合，ま

たは理由の如何を問わずゾーン又は地

理的地域からの委員に欠員を生じた場

合は，当該ゾーン又は地理的地域から

出た最も新しい元理事の有資格者が，

そのゾーン又は地理的地域からの会長

指名委員会の委員となるものとする。

　この委員会は，毎年7月31日までに

設置さるべきものとし，その任期は次

の国際大会の終了までとする。委員の

補欠者が委員会委員に代った場合は，

その補欠者は委員会の残存任期中その

任務を行なうものとする。

　前記の規定により委員会委員となる

資格を有する者は，委員に就任するこ

とを受諾又は拒絶する選択権を持つも

のとする。

　委員及びその補欠者に関する前記の

規定に定められていない場合の欠員に

ついては，理事会がその欠員を埋める

委員を任命するものとし，このような

委員は，なるべく，その欠員の生じた

ゾーン又は地理的地域と同じゾーン又

は地理的地域内所在のクラブから任命

さるべきものとする。

　（b）手続．事務総長は，前記の規定に

従って委員会委員となった者を理事会

及びクラブに通知しなければならない。

一一@246一

　委員会が開かれたとき，委員の中か

ら委員長を選挙しなければならない。

　事務総長は，会長の指名に関し委員

会に提案をしてその審議を仰ぐことを

希望するクラブがあればその提出をす

るように，クラブを促す告示をするか，

または委員会の名でそれを告示させな

ければならない。審議を受けるために

は，このような提案は毎年12月31日ま

でに中央事務局の指名委員会に届くこ

とを要する。提案は，理事会の定めた

様式に記載して指名委員会に提出され

なければならない。

事務総長がこの様式を各クラブに郵送

する場合には，クラブが，指名に関す

る提案を審議，決定するために30日の

期間を持ち得るような時期にこの様式

を受けとり，そして，提案を所定の様

式に記載して，12月31日までに事務総

長の事務所の指名委員会に届けるのに

十分な日数を持ち得るように，余裕を

みて，発送するようにしなければなら

ない。

　（c）委員会による指名．委員会は，

毎年1月31日までに理事会の定める時

と場所において開くものとする。この

会議において，委員会は，求め得る最

も有能な人物の指名を行なう責任のあ
り

ることに留意して，会長の職につくべ

きノミニーを選ばなければならない。

　委員会の委員9名を以て定足数とす

る。委員会のすべての議事の処理は多

数決によるものとする。但し，委員会

の行なう会長ノミニーの選定について

は，委員会委員の中，少なくとも7名の

投票がそのノミニーを支持する票であ

ることを要するものとする。

　委員の会議で選ばれた会長ノミニー

国際ロータリー細則

が何かの理由で就任できない場合は，

委員会は，郵便投票もしくは電信によ

るかまたは委員会の緊急会議において，

別の会長ノミニーを選ばなければなら

ない。このような不測の事態に備える

ための詳しい処置については，委員会

がその1月の会議において決定するも

のとする。委員会があらかじめ備えて

いなかったような不測の事態が起った

場合は，理事会が，会長ノミニーを選

ぶについて委員会の取るべき手続を決

定するものとする。

　（d）委員会の報告．クラブ宛の委員

会報告は，委員会の会議後10日以内に，

委員長により事務総長に対して認証さ

るべきものとする。事務総長はこの報

告を受けてから10日以内に，その写し

を各クラブに郵送しなければならない。

　（e）クラブによる指名．指名委員会

によって行なわれる指名のほかに，い

ずれのクラブも，その例会において採

択された会長候補者を指名する決議を

3月15日までに事務総長に提出するこ

とによって，次の国際大会における会

長選挙に候補者として推薦さるべきノ

ミニーを選ぶことができる。前記の3

月15日までに事務総長がそのような指

名をどのクラブからも受け取っていな

かった場合は，会長は，委員会の指名

した者を会長ノミニーとする宣言をす

るものとする。前記の3月15日までに

そのような指名がどこかのクラブから

受け取られており，かつ，その指名が

その直後の3月25日まで引続き有効で

ある場合は，事務総長は，全部のクラ

ブに対し，がかる会長ノミニー全部の

名前と資格を通告して，会長ノミニー

全員が次の国際大会において投票に付

一・@247一

10条（2d－f）

せらるべき旨を通告しなければならな

い。もし，前記の3月25日に，どのク

ラブからの指名も有効でなくなってい

た場合は，会長は，委員会の指名した

者を会長ノミニーとする宣言をするも

のとする。

　（f）会長イレクトの空位．会長イレ

クトが選挙された時からその次の国際

大会が終わるまでの間に会長イレクト

に空位を生じた場合は，会長指名委員

会は，その任務の一つとして，空位に

なった会長イレクトが会長として就任

すべかりしロータリー年度に会長をっ

とめる会長ノミニーの選出をしなけれ

ばならない。このような選出は，出来

るだけ早く，緊急委員会を開くか，ま

たは常例の委員会において行なわなけ

ればならない。もしこのような会議を

開くことができない場合は，郵便又は

電信による投票によって選出を行なう

ことができる。

　このような空位が生じた場合におい

て，指名委員会が既に本節（c）項に従

って会長ノミニーを選出しており，か

つ本節（d）項に従って事務総長に対し

てこれを認証していたときは，委員会

は，その裁量によって，その既選出の

ノミニーの承諾を得た上，そのノミニ

ーを次の7月1日に始まる年度の会長

のノミニーとして指名することができ

る。この場合には，指名委員会はもう

1名の会長ノミニーを選出して，次の

国際大会における選挙に付さなければ

ならない。この会長ノミニーは，選挙

された年の次の暦年の7月1日に会長

の任につくものとする。

　会長イレクトに生じた空位を補填す

るための指名手続は会長によって決定
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10条（29－3a）

国際ロータリー細則

されるべきものとし，その手続には，

各クラブに送付すべき委員会の報告お

よびクラブによる指名に関する規定が

含まれていることを要する。このよう

な規定は，時間的に可能な限り，本節

（d）項及び（e）項に従ったものでなけれ

ばならない。もしも空位の生じた時期

が国際大会に近過ぎて，大会に先立ち，

クラブの全部に郵送すべき委員会の報

告およびクラブによる指名を行なうた

めに必要な時間的余裕がない場合は，

事務総長は可能な範囲内で委員会の報

告を行なうものとし，国際大会の議場

におけるクラブ代議員による指名が許

容されるものとする。

　会長イレクトが就任する筈であった

7月1日の直前の国際大会の終了後，

その7月1日までの間に会長イレクト

に空位が生じた場合は，その7月1日

に会長の地位が空位になっているもの

とみなして，その空位を本細則第5条

第4節に従って補填すべきものとする。

　以上に規定されていない不測の事態

が起った場合は，会長において取るべ

き手続を決定するものとする。

　（9）国際大会への指名の提出．事務

総長は，次の暦年の7月1日に始まる

年度を任期とする会長の候補者として，

会長指名委員会によって正式に指名さ

れた者の氏名およびクラブによって正

式に指名された者の氏名を，選挙のた

め，国際大会に提出しなければならな

い。

　会長イレクトに空位を生じた場合に

おいて，もし可能であれば，事務総長

は，当該大会直後の7月1日に始まる

年度を任期とする会長の候補者として，

会長指名委員会が正式に指名した者の

氏名及びクラブが正式に指名した者の

氏名も，選挙のため，国際大会に提出

しなければならない。事情により必要

な場合は，前掲（f）項の定めるところ

により，指名は，国際大会の議場にお

けるクラブ代議員によって行なうこと

ができる。

理事の指名

＊第3節理事の指名．（a）理事の指

名は，次に規定するように，ゾーン，

地理的集団又は地域によってこれを行

なう：

　理事ノミニーの選出（グレート・ブ

リテン及びアイルランドからの理事ノ

ミニーを除く）は，当該ゾーン，地理

的集団又は地域内のクラブの選挙人に

よる国際大会における投票によって行

なうか，又は，当該ゾーン，地理的集

団又は地域内のクラブによる郵便投票

によって行なうか，もしくは，指名委

員会手続によって行なうか，或は理事

会によって行なうか，いずれかの方法

によるものとする。どの方法によるか

については，当該ゾーン，地理的集団

又は地域内のクラブの決定するところ

に従うものとする。

　各ゾーン，地理的集団又は地域は，

理事会が準備する郵便投票によって，

当該ゾーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミニーを選出する手続，即ち，

国際大会における投票によるか，その

ゾーン，地理的集団又は地域内のクラ

ブの郵便投票によるか，指名委員会に

よるか，或は，理事会によって理事選

出が行なわれるゾーン，地理的集団又

一248一
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は地域の場合にあっては，そのゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニ

ーの選出を引続き同じ方法によって行

なうかどうかを決定するものとする。

このような郵便投票は又，ゾーン，地

理的集団又は地域が後述（d）項に定め

る指名委員会手続を採用すると決定し

た場合における指名委員会手続に関連

して，理事候補に対する投票の方法を

も決定しなければならない。

　このような決定された手続の変更は，

そのゾーン，地理的集団又は地域内の

地区の少なくとも3分の1の訴願があ

る場合にのみこれを企てることができ

る。ゾーン，地理的集団又は地域内の

地区の少なくとも3分の1の訴願があ

る場合は，当該ゾーン，地理的集団又

は地域内のクラブの選挙人は，理事会

の準備する郵便投票において，再び当

該ゾーン，地理的集団又は地域からの

理事選出の方法，即ち，国際大会にお

ける投票によるか，クラブの郵便投票

によるか，指名委員会手続によるか，

もしくは，理事ノミニーが理事会によ

って選出されることになっているゾー

ン，地理的集団又は地域にあっては，

そのゾーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミニー選出を引続きそのよう

な方法によって行なうかどうかを，決

定しなければならない。

　訴願しようと欲する地区は，地区大

会において，もしくは必要な場合は郵

便投票によって，地区内クラブの過半

数によって採択された決議を事務総長

のもとに提出することによってこれを

行なうことができる。このような決議

は，関係ゾーン，地理的集団又は地域

からの理事ノミニー選出の方法の変更

10条（3a）

を審議することを希望されている年度

の1月1日以前に，事務総長のもとに

提出されることを要する。もし前述の

1月1日までに事務総長が，ゾーン，

地理的集団又は地域内の地区の少なく

とも3分の1からこのような訴願を受

け取ったならば，事務総長は10日以内

に当該ゾーン，地理的集団又は地域内

の全クラブに対してこのような訴願に

ついて通告しなければならない，そし

て理事会によって準備された郵便投票

を開始しなければならない，事務総長

が当該1月1日までに受領した訴願が，

ゾーン，地理的集団又は地域内の地区

数の3分の1に達しない場合は，提出

されたこれらの訴願はその効力を失っ

たものとされ，訴願を行なっている地

区はその旨通告を受けるものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが，そのゾーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーの選出は，国

際大会における投票によるべきことを

決定した場合は，その投票は後述（b）

項に定める通りに施行さるべきものと

する。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが，そのゾーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーの選出は，郵

便投票によるべきことを決定した場合

は，その投票は後述（c）項に定める手続

に従って施行さるべきものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが，そのゾーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーの選出は，指

名委員会手続によるべきことを決定し

た場合は，その選出は後述（d）項に定め

る手続に従うべきものとする。

　理事ノミニ　一一の選出が理事会にょっ
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て行なわれるゾーン，地理的集団又は

地域内のクラブが，そのゾーン，地理

的集団又は地域からの理事ノミニーの

選出を引続き同じ方法によるべきこと

を決定した場合は，そのような選出の

手続は理事会によって決定さるべきも

のとする。

　（1）米国，カナダ，バーミュダ及び

ボルトリコ．米国，カナダ，バーミュ

ダ及びボルトリコからの理事の選出は，

ゾーン別に行なうものとする。米国，

カナダ，パーミュダ及びボルトリコか

らの理事候補者推薦の目的のため，及

び本細則に特に定められているその他

の目的のため，1から12までの番号を

付した12のゾーンが設けられるものと

し，そのうち，一つのゾーンはカナダ

のクラブから成り，11のゾーンは，米

国，バーミュダ及びポルトリコ内のク

ラブから成るものとする。各ゾーンと

も，出来得る限り相隣接する国際ロー

タリー地区の集団内のクラブをもって

構成さるべきものとし，又，米国，バ

ーミュダ及びポルトリコ内のクラブか

ら成る11ゾーンについては，それぞれJ

のゾーンの選挙人の数がほぼ等しくな

るようにしなければならない。

　理事会は，米国，カナダ，バーミュ

ダ及びボルトリコの各ゾーンを構成す

る地区のリストを決定しなければなら

ない。理事会は，前記のリストを，毎

年，米国，カナダ，バーミュダ及びボ

ルトリコ内のすべてのクラブに公表す

べきものとする。理事会が前記のよう

にして決定し公表したゾーンの編成は，

その次の会計年度の国際大会において

選挙される国際ロータリー理事の候補

者指名につきその効力を有するものと

一一@250一

する。各奇数年に，三つの奇数番号の

ゾーンのそれぞれから1名ずつの理事

候補者を指名するものとし，これを，

ある奇数年にはゾーン1，ゾーン3及

びゾーン5で，その次の奇数年にはゾ

ーン7，ゾーン9及びゾーン11で，と

いうように代わるがわる行なう。各偶

数年には，三っの偶数番号のゾーンの

それぞれから1名ずつの理事候補者を

指名するものとし，これを，ある偶数

年にはゾーン2，ゾーン4及びゾーン

6で，その次の偶数年にはゾーン8，

ゾーン10及びゾーン12，というように

代わるがわる行なう。

　カナダのクラブの構成しているゾー

ンからの理事ノミニーの選出は，集団

別に，代わるがわるこれを行なうもの

とする。理事候補者推薦の目的のため

に，そしてこの目的のためにのみ，カ

ナダ内のクラブは，理事会の決定する

三つの集団に分けられ，この決定によ

る集団別は，その次の会計年度の国際

大会において選挙される国際ロータリ

ー理事の候補者の指名につきその効力

を有するものとする。理事会は，カナ

ダのクラブの構成しているゾーンから

の理事が選挙される年の前の会計年度

に，カナダの各集団を構成するクラブ

のリストを決定し，翌年の国際大会で

選挙さるべき理事の候補者の指名を行

なう集団を指定するものとする。

　カナダのクラブの構成しているゾー

ンからの理事が選挙される年の前の年

に，理事会は，カナダ内のすべてのク

ラブに，カナダの各集団を構成するク

ラブのリストを公表し，又，次の会計

年度の国際大会において選挙される理

事の候補者の指名を行なう集団をクラ

国際ロータリー細則

ブに通知しなければならない。

　（2）グレート・ブリテン及びアイル

ランド．各奇数年毎に，グレート・ブ

リテン及びアイルランド内国際P一タ

リー大会において，グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内のクラブの会員

中から1名の理事が指名さるべきもの

とする。このノミニーの氏名は，グレ

ート・ブリテン及びアイルランド内国

際ロータリーの幹事によって事務総長

に証明されなければならない。このよ

うなノミニーが選挙される資格を喪失

した場合は，グレート・ブリテン及び

アイルランド内のクラブからの選挙人

は，国際大会においてそのために開か

れた会合で，多数決によって，当該地

理的集団からの理事ノミニーを選出す

るものとする。

　（3）ヨーロッパ大陸，北アフリカ及

び東地中海地域．欧州大陸，北アフリ

カ及び東地中海地域からの理事ノミニ

ーの選出は，ゾーン別に行なうものと

する。この地域内のクラブから理事候

補を推薦する目的だけのために，1か

ら5までの五つのゾーンを設ける。各

ゾーンは，実行可能な限りこの地域の

相隣接する国際ロータリーの地区の集

団内のクラブから成るものとし，その

ほかに理事会の決定する，地区に属さ

ないクラブ（“non－districted　clubs”）

を含むものとする。アジァ内並びに豪

州，ニュージーランド，南アフリカ及

び他のいずれの地域にも含まれない所

から成る地域内にあって，管理上の目

的からヨーロッパ大陸，北アフリカ及

び東地中海地域に含められている地区

及びクラブは，これを，理事候補者推

薦の目的上，ヨーロッパ大陸，北アブ

一251　一
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リカ及び東地中海地域に含めるものと

する。

　理事会はこの地域内の各ゾーンを構

成する地区及び地区に属さないクラブ

のリストを決定しなければならない。

理事会は毎年このリストを地域内の全

クラブに発表しなければならない。理

事会が前記のようにして決定し公表し

たゾーンの構成は，次の会計年度の国

際大会において選挙される国際ロータ

リー理事の指名につきその効力を有す

るものとする。

　毎年，1名の理事がこの地域内クラ

ブの会員の中から指名されるものとし，

その指名は，番号順の回り持ちで，各

ゾーン毎に行なわれるものとする。

　（4）アジァ．アジアからの理事ノミ

ニーの選出は，ゾーン別に行なうもの

とする。アジアのクラブから理事の候

補者を推薦する目的のため，そしてこ

の目的のためにのみ，1から4までの四

つのゾーンを設ける。各ゾーンは，でき

得る限り相隣接した国際ロータリー－rk

区の集団内のクラブで構成され，又理

事会の定める。地区に属さないクラブ

を含むものとする。アジアに在る地区

及びクラブで，管理上の目的からヨー

ロッパ大陸，北アフリカ及び東地申海

地域に含められているものは，これを，

アジア内のクラブからの理事候補者推

薦の目的から，アジアのゾーンには含

めない。日本国内のクラブを含む各地

区は，ゾーン1又はゾーン3に編入さ

れるものとする。

　理事会は，アジアの各ゾーンを構成

する地区及び地区に所属しないクラブ

のリストを決定する。理事会は，毎年，

前記のリストを，アジア内のすべての
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クラブに公表するものとする。理事会

が前記のようにして決定し，公表した

ゾーンの編成は，次の会計年度の国際

大会において選挙される国際ロータリ

ー理事の候補者指名につきその効力を

有するものとする。

　毎年，アジア内のクラブの会員の中

から1名の理事が指名されるものとし，

その指名は，各ゾーンが，番号の順序

で，代わるがわる行なうものとする。

　（5）イベロ・アメリカ．イベロ。ア

メリカからの理事ノミニーの選出は，

ゾーンによるものとする。イベロ・ア

メリカは南米，中米，メキシコ，及び

ボルトリコを除くアンティル諸島を含

むものとする。

　イベロ・アメリカ内のクラブからの

理事候補者を推薦する目的のために限

って，イベロ・アメリカを1から5ま

での番号をつけた，五つのゾーンに分

けるものとする。各ゾーンは，実行可

能な限り，相隣接する国際ロータリー

の地区の一団に属する，ラテン・アメ

リカ内のクラブから成るものとし，そ

のほかに理事会の決定する，地区に属

さないクラブを含むものとする。各ゾ

ーンは，各ゾーン内クラブから出る選

挙人の数がほぼ同じになるように構成

されるものとする。ブラジル国内のク

ラブを含む各地区は，ゾーン2又はゾ

ーン4に編入されるものとする。

　理事会は，ラテン・アメリカ内の各

ゾーンを構成する地区及び地区に属さ

ないクラブのリストを決定しなければ

ならない。毎年，理事会は，上述の地

区のリストをイベロ・アメリカ内の全r

クラブに発表しなければならない。理

事会によって上述のように決定され発
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表されたゾーンは，次の偶数年の国際

大会において選挙される国際ロータリ

ー理事の指名のために効力を持つもの

とする。

　毎年，1名の理事がイベロ・アメリ

カ内のクラブの会員中から，ゾーン別

番号順のロテーションによって，指名

さるべきものとする。

　（6）豪州，ニュージーランド，南ア

フリカ及び他の地域のいずれにも含ま

れない所．豪州，ニュージーランド，

南アフリカ，及び他のいずれの地域に

も含まれない所に所在するクラブから

の理事ノミニーの選出はゾーンによる

ものとする。この地域内のクラブから

理事候補者を推薦する目的だけのため

に，1から3までの三つのゾーンを設

けるものとする。各ゾーンは，実行可

能な限り，相隣接する国際ロータリー

の地区の一団に属する，その地域内の

クラブから成るものとし，そのほかに

理事会の決定する，地区に属さないク

ラブを含むものとする。

　この地域にある地区及びクラブで，

管理上の目的からヨーロッパ大陸，北

アフリカ及び東地中海地域に含められ

ているものは，これを，豪州，ニュー

ジーランド，南アフリカ又は他のいず

れの地域にも含まれていない土地のク

ラブによって構成されているゾーンに

含めないものとする。豪州内のクラブ

を含む各地区は，ゾーン1に編入され

るものとする。

　理事会は，この地域のゾーンから理

事が選挙される会計年度の前の年度に，

この地域内の各ゾーンを構成する地区　　’

及び地区に属さないクラブのリストを

決定しなければならない。毎奇数年度

国際ロータリー細則

の5月又は6月に，理事会はこのリス

トを地域内の全クラブに発表しなけれ

ばならない。理事会によってこのよう

に決定され発表されたゾーンは，次の

偶数年度の国際大会において選挙され

る国際V一タリー理事の指名のために

効力を有するものとする。

　各偶数年度毎に1名の理事がこの地

域内のクラブの会員の中から指名され

るものとし，その指名は次の順序の回

り持ちで各ゾーン毎に行なわれるもの

とする。ゾーン1，ゾーン2，ゾーン

3。

　（7）前記地域からのアディショナル

理事．以上のように定められた国際ロ

ータリー理事指名のほかに，各奇数年

毎に，上述地域のうち理事会の指定す

る1地域から，1名のアディショナル

理事を指名するものとし，この理事ノ

ミニーの指名は，指定された地域から

の理事ノミニーの選出に関する規定の

手続きに従って行なわるべきものとす

る。

　理事会は，少くとも5年毎に，ロー

タリー・クラブの地理的分布状態その

他への配慮とともに，クラブの数の増

勢及びある地域における特殊な増勢と

の関連においても，理事会のメンバー

の各地域への配分について検討すべき

ものとし，その検討に基づき，理事を

指名する各地域ができ得る限り公平に

その代表を理事会に出すことができる

ようにする考えで，この規定によって

アディショナル理事の指名の行なわる

べき地域の決定及び指定をしなければ

ならない。

　（b）国際大会における理事ノミニー

の選出．本節の規定に従って，ゾーン，
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10条（3b）

地理的集団又は地域からの理事ノミニ

ーの選出が国際大会における投票によ

ってなされる場合は，当該各ゾーン，

地理的集団又は地域内のクラブを代表

する選挙人は，国際大会の会期中に，

理事候補者推薦の目的のために公式プ

ログラムに示してある時及び場所にお

いて会合しなければならない。

　自分の属するゾーン，地理的集団又

は地域内のクラブを代表する選挙人は，

定款及び本細則の規定に従って，理事

候補者として自分のゾーン，地理的集

団又は地域内のクラブの会員を推薦す

ることができる。もしも，そのゾーン，

地理的集団又は地域内の1区域が理事

会によって理事として指名する候補者

推薦の目的のために指定されたならば，

そのゾーン，地理的集団又は地域から

の候補者は，その指定された区域内の

クラブの会員であることを要する。

　次の国際大会においてゾーン，地理

的集団又は地域からの理事候補者を推

薦しようとするクラブは，4月1日以

前一一一但し国際ロータリー会長指名委

員会がその指名した会長ノミニーを発

表する以前であってはならない一に，

そのクラブの例会において採択したク

ラブが推薦しようとする候補者指名の

クラブ決議を事務総長に提出すること

によって候補者推薦の意図を表明しな

ければならない。もしも，その4月1

日に事務総長が，どのゾーン，地理的

集団又は地域からでも，唯1名の候補

者名しか受取っていない場合は，その

日から10日以内に会長はその候補者が

そのゾーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミニーたるべきことを宣言す

るものとする。
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国際ロー一一タリー細則

　もしも，上述の4月1日に事務総長

がどのゾーン，地理的集団又は地域か

らでも2名以上の候補者の名を受取っ

た場合は，当該ゾーン，地理的集団又

は地域内のクラブからの選挙人は国際

大会において会合して，当該ゾーン，

地理的集団又は地域からの候補者を，

正規の手続によって，候補者推薦の意

思表示を事務総長に提出したクラブに

よってその名が提示されている候補者

の中から推薦しなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地

域からも，候補者を推薦しようとする

クラブの意思表示提出によって裏づけ

された候補者の推薦がなかった場合は，

そのゾーン，地理的集団又は地域内の

クラブの選挙人達は，国際大会会期中

に会合して候補者を推薦しなければな

らない。

　理事候補者推薦に用いらるべき様式

は次に示す様式に限るものとする：

　〃　　　ロータリー・クラブの

　　は　　　のロータリアン

＿を理事候補者として推薦する。〃

　各推薦に対してセコンドする者は2

名までしか発言を許されないものとし，

それに用いる様式は次の様式に限るも

のとする：

　〃　　　ロータリー・クラブの

＿は　　　を理事候補者として推薦す

るロータリアン　　　の提案をセコン

ドする。〃

　ゾーン，地理的集団又は地域からの

選挙人によって推薦された1名又は数

名の候補者の名は，それら選挙の会合

の議長によって事務総長に証明されな

ければならない。もしもゾーン，地理

的集団又は地域内のクラブからの選挙

一254一

人の推薦する候補者が唯1名しかなか

った場合は，その候補者が自動的にそ

のゾーン，地理的集団又は地域のノミ

ニーとなるものとし，当該選挙人会合

の議長によってその旨事務総長に証明

されなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地

域内のクラブからの選挙人が2名以上

の理事候補者を推薦した場合には，そ

のゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブからの選挙人はそれらの候補者に

ついて投票しなければならない。そし

てもしそれら候補者の数が3名以上の

場合は，その投票は単一移譲式投票の

方法によらなければならない。当該ゾ

ーン，地理的集団又は地域からの理事

候補者の中，必要な場合は第2選択以

下の選択票を算入した後，そのゾーン，

地理的集団又は地域内で投ぜられた票

の過半数を得た理事候補者が，指名さ

れたと宣言さるべきものとする。

　（c）郵便投票による理事ノミニーの

選出．本節の規定によって，ゾーン，

地理的集団又は地域からの理事ノミニ

ーの選出が郵便投票によって行なわれ

る場合は，その手続は次の通りとする：

　会長は，投票用紙の準備を監督し，

クラブの行なった投票を受理し，これ

を数える選挙管理委員会を任命するも

のとする。この委員会は，郵便投票に

よって理事ノミニーの選出が行なわれ

るゾーン，地理的集団又は地域の投票

に関してその任務を行なうものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブは，定款及び本細則の規定に従っ

て理事候補者として当該ゾーン，地理

的集団又は地域内のクラブ会員を推薦

することができる。もし，理事会がそ

国際ロータリー細則

のゾーン，地理的集団又は地域内の1

区域を理事ノミニー推薦の目的のため

に指定した場合は，当該ゾーン，地理

的集団又は地域からの候補者は，その

指定された区域内のクラブの会員であ

ることを要する。

　自分の所属するゾーン，地理的集団

又は地域から理事ノミニー候補者を推

薦したいと思うクラブは，そのゾーン，

地理的集団又は地域から理事が選挙さ

れる国際大会の前の年の12月15日又は

それ以前に，そのクラブの例会で採択

されたその候補者推薦の決議を，事務

総長に提出しなければならない。その

決議には，任務につく意思がありその

用意があるという被推薦ロータリアン

の書面による意思表示と，理事会によ

って定められた様式に記された特定の

経歴資料及び最近の写真を添付するこ

とを要する。

　もし上述の12月15日に事務総長が，

ゾーン，地理的集団又は地域から唯1

名の候補者の名前しか受取っていなか

った場合は，その日から10日以内に会

長はその候補者を，そのゾーン，地理

的集団又は地域からの理事ノミニーと

宣言するものとする。もしもゾーン，

地理的集団又は地域から候補者が1名

も推薦されなかった場合は，理事会が

そのゾーン，地理的集団又は地域から

の理事ノミ＝一を任命するものとする。

　もし上述の12月15日に事務総長が，

ゾーン，地理的集団又は地域から2名

以上の候補者の名を受取っていた場合

は，選挙管理委員会は投票用紙一単

一移譲式投票の適用し得る場合はその

様式の投票用紙，及び各候補者に関す

る履歴書を準備するものとする。その

一255一
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履歴書は記載項目が一様で，理事会に

よって定められた様式に記入して提供

を受けた資料に基づいて作られたもの

でなければならない。前記以外の用紙，

資料又はパンフレット，それから運動

のためのものも，一切みとめられない。

候補者あるいは候補者のために他人が，

国際ロータリーから配布される写真及

び履歴書以外のパンフレット，印刷物

又は書状を，ゾーン，地理的集団又は

地域のクラブもしくは会員に，配布し

たり，回覧させたりしてはならないも

のとする。

　選挙管理委員会は，投票用紙に写真

と履歴書を添えて，次の12月31日まで

に，当該ゾーン，地理的集団及び地域

内の各クラブ宛に郵送させるように手

配しなければならない。この投票用紙

は，投票を記入して2月15日までに中

央事務局内の選挙管理委員会に必着す

るよう返送されなければならない旨の

指図とともに郵送されなければならな

いo

　各クラブは，少なくとも1票を投ず

る権利を有するものとする。直前の7

月1日現在の会員数に基づき，名誉会

員を除く会員数50名を越えるクラブは，

50名を越える毎50名又はその過半数に

つき追加票1票の権利を有するものと

する。

　2月20日までに，選挙管理委員会は，

会長の招集によって会長の決定する時

と場所において会合して，投票用紙を

審査し，これを数え，そしてその投票

の結果を報告を，その後5日以内に事

務総長に対して証明しなければならな

いo

　自分の属するゾーン，地理的集団又
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10条（3d）

国際ロータリー細則

は地域内で投じられた票一必要な場

合には第2選択票及び第3以下の選択

票をすべて算入した上で一の過半数

を得た理事候補者がノミニーとして宣

言されるものとする。

　会長は3月1日までに，このような

郵便投票によって選出された理事ノミ

ニーの名を発表しなければならない。

　最高得票が同点で，再度の郵便投票

を必要とする場合は，選挙管理委員会

は投票用紙の準備を監督して，理事ノ

ミニー選出のための第一次郵便投票で

最高得票を得た候補者達の写真と履歴

書を添付した投票用紙を，3月1日ま

でに当該ゾーン，地理的集団又は地域

内の各クラブに郵送させるよう手配し

なければならない。このような投票用

緯は，投票を記入して，次の4月15日

までに申央事務局内の選挙管理委員会

に必着するよう返送されなければなら

ない旨の指図とともに郵送されなけれ

ばならない。選挙管理委員会は，4月

20日までに，会長の招集の下に，会長

の決定する時と場所において会合して，

投票を審査し，これを数えて，その投

票の結果の報告を，その後5日以内に

事務総長に対して証明しなければなら

ない。会長は，4月30日までに当該ゾ

ーン，地理的集団又は地域内の全クラ

ブに対して，次の国際大会で選挙さる

べき，そのゾーン，地理的集団又は地

域からの理事ノミニーを通告しなけれ

ばならない。

　（d）指名委員会手続による理事ノミ

ニーの選出．本節の規定に従って，ゾ

ーン，地理的集団又は地域からの理事

候補者の選出が指名委員会手続による

べき蒔は，指名委員会が構成さるべき

一256一

ものとし，次のように行なわるべきも

のとする：

　理事ノミニー指名委員会は5名の委

員を以て成り立つものとする。各委員

は，当該ゾーン，地理的集団又は地域

内の会員であるパスト・ガバナーでな

ければならない。委員は1年の任期を

以て選挙されるものとする。会長，会

長イレクト，及び元会長はいずれもこ

の指名委員会の委員となる資格を認め

られていないものとする。理事も元理

事も，理事指名委員会の委員となるこ

とはできない。この委員を2回つとめ

たロータリアンは，その後更に同委員

をつとめることはできない。各委員は

それぞれ1票の投票権を有するものと

する。

　この委員会の委員候補者を推薦する

目的のために，理事会は，ゾーン，地

理的集団又は地域が理事ノミニーを選

出すべき会計年度の前の会計年度の第

1回会合において，当該ゾーン，地理

的集団又は地域の中に五つの区域をき

めてこれを指定しなければならない。

理事会によって決定されるこれらの区

域は，ゾーン，地理的集団又は地域か

ら選ばれる委員が，数年間の期間を通

して，ほぼ均等にそれらゾーン，地理

的集団又は地域内の各部分に配分され

るように，ゾーン，地理的集団又は地

域内のクラブ数をおおよそ5等分にす

るために，毎年変更することができる。

このようにして指定された各区域内の

クラブは，1名の委員を選挙するもの

とする。

　このような年度の9月15日までに，

事務総長はそのゾーン，地理的集団又

は地域内のクラブに，理事会によって

国際ロータ）一細則

定められた指名委員委員会の配分を通

告し，以下定められているような委員

会委員候補者推薦の方法についてクラ

ブに通告しなければならない。

　指名委員委員会は，ゾーン，地理的

集団又は地域のクラブによって，郵便

投票を以て選挙されるものとする。自

分のゾーン，地理的集団又は地域から

の理事指名委員会委員候補者を推薦し

ようとするクラブは，当該理事が国際

大会で選挙される会計年度の前の会計

年度12月31日までに，そのクラブの例

会で採択された，その候補者指名のク

ラブ決議（クラブ幹事によって正しく

証明されている）を事務総長の許に提

出することによってこれを行なうこと

ができる。この決議には，推薦された

ロータリアンが任務につく意思があり，

就任が可能という，本人の書面による

意思表示，理事会が定めた様式に記入

した特定の経歴資料及び最近の写真を

添付することを要する。

　前記12月31日において，事務総長が，

理事会の決定したある区域から正式に

推薦された当該ゾーン，地理的集団又

は地域の理事指名委員会委員の候補者

として，1名の氏名のみを受理してい

たときは，会長は，でき得る限り速か

に，前記の候補者をその推薦区域から

の指名委員会委員とすることを公告す

るものとする。

　前記12月31日において，事務総長が，

理事会の決定したある区域から正式に

推薦された当該ゾーン，地理的集団又

は地域の理事指名i委員会委員の候補者

として，2名以上の氏名を受理してい

たときは，事務総長は，3月1日までに，

投票用紙一単一移譲式が適用される

一一@257　一
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場合にはその方式による投票用紙一

を作成して，関係区域のクラブに郵送

させるようにしなければならない。そ

の投票用紙には，事務総長が，前記12

月31日において，関係区域のクラブか

ら受理しているすべての正式に推薦さ

れた候補者の氏名を列記するものとす

る。各投票用紙には，それに記された

各候補者の写真と履歴書が添付されな

ければならない。そしてその履歴書は

記載項目が画一一で，理事会が定めた様

式に記入して提供された資料に基づい

て作られたものでなければならない。

前記以外の用紙，資料又はパンフレッ

ト，それから運動のためのものも，一

切みとめられない。候補者あるいは候

補者のために他人が，国際ロータリー

から配布される写真及び履歴書以外の

パンフレット，印刷物又は書状を，ゾ

ーン，地理的集団又は地域のクラブも

しくは会員に，配布したり，回覧させ

たりしてはならないものとする。

　投票については，各クラブは1月末

日現在のクラブの会員数に基づき，そ

の会員（但し名誉会員を除く）数50名

又はその過半数毎に1票を投ずる権利

を持つものとする。但し各クラブは少

くとも1票を投ずる権利を有するもの

とする。会長は少くとも3名の理事会

員から成る選挙管理委員会を任命する

ものとし，その中の1名又は何名かは

当該ゾーン，地理的集団及び地域から

出ている理事でなければならない。但

しこれらの理事が任務遂行不能又は資

格喪失の場合はこの限りでない。

　クラブの投票を表示した投票用紙は，

中央事務局内の選挙管理委員会宛に送

られることを要し，次の4月15日まで
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国際ロータリー細則

に同委員会に到達しなければならない。

選挙管理委員会は，6月1日までに投

票用紙を審査し，これを数えて，投票

の結果を事務総長に通告しなければな

らない。

　投票の結果を決定するについては，

選挙管理委員会は，理事会が定めた指

名委員会委員の配分を実現するための

5枚の投票用紙を各別に数えなければ

ならない。そうして，各別の投票にお

ける最高得票候補者が委員会委員と宣

言されるものとする。2番目に多い得

票数を得た候補者がその同じ投票で選

ばれた補欠委員と宣言されるものとす

る，補欠委員は，彼がその補欠として

選挙された当の委員がその任務をつと

めることができない場合にのみ任務に

？くものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域内のあ

る区域が理事指名委員会委員を選挙し

なかった場合，又は，何等かの理由で

委員会委員に欠員を生じた場合は，当

該ゾーン，地理的集団の中の当該区域

から出た指名委員会の元委員の中，最

も新しい，有資格元委員，又はもし彼

が資格に欠けるか又は就任を拒絶した

場合はその補欠委員が，当該区域から

の理事指名委員会委員となるものとす

る。前述の規定によって委員会委員と

なる資格ある者は，委員会に列するこ

とを承諾又は拒否する選択権を与えら

れるものとする。委員及び補欠委員に

関する前述の規定を適用し得ない，委

員会委員欠員の場合は，理事会が，そ

の欠員を埋めるための委員を任命する

ものとする。この場合の委員は，欠員

の生じたゾーン，地理的集団又は地域

内の区域と岡じ区域内のクラブから優
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先的に任命さるべきものとする。

　ゾーン，地理的集団又は地域から理

事が指名される会計年度の前の会計年

度の6月1日までに，理事会は委員会

委員の中から指名委員会の招集者を指

名しなければならない。そして次の10

月1日から15日までの間に委員会の会

合を開くべき場所を指定しなければな

らない。委員会はその会合の際委員の

1名をその議長に選ばなければならな

い。

　7月15日までに，事務総長は当該ゾ

ーン，地理的集団又は地域のクラブに

指名委員会の構成について報告しなけ

ればならない。そして，委員会の名を

以て，そのゾーン，地理的集団又は地

域内のクラブに対して，もし欲するな

らばそのゾーン，地理的集団又は地域

からの理事指名に関してクラブとして

の提案を委員会の考慮のために提供す

ることを勧誘する通知を発し或は発せ

しめるよう手配しなければならない。

この提案は，理事会が定める様式によ

って指名委員会に提出されなければな

らない。そしてその提案は，これを提

供するクラブが適切と考える提案され

た候補者のロータリーその他の活動に

関する，あらゆる参考資料及び最近の

写真を含まなければならない。理事会

が定める様式は提案を送致すべき招集

者の宛名を含まなければならない。こ

のような提案を考慮して貰うためには，

その提案が9月15日までに招集者の名

宛先に到達することを要する。

　委員会は，次の10月中，理事会によ

って定められる時と場所において会合

するものとする。委員4名の出席を定

足数とする。すべて議事は過半数の票

国際ロータリー細則

によって決する。但し，委員会の理事

ノミニー選出に限り，少くとも4名の

委員がそのノミニーに賛成票を投ずる

ことが必要である。

　委員会による理事ノミニーの選出は，

当該ゾーン，地理的集団又は地域内の

クラブの会員の中から，或は当該ゾー

ン，地理的集団又は地域内のクラブが

行なった提案の中から，もしくはその

他の方法によって行なわれる。もしも，

ゾーン，地理的集団もしくは地域の1

区域が理事会によって理事指名候補者

推薦の目的のために指定されたならば，

選出される理事ノミニーは，当該区域

内クラブの会員であることを要する。

指名委員会の委員又は補欠委員は，ど

ちらも委員会によって理事に指名され

る資格を認められていない。委員会は，

求め得る最も有能な人の指名を実現す

る責任を常に自覚していなければなら

ない。

　ゾーン，地理的集団又は地域からの

理事選出に関する委員会の報告は，委

員会会合後10日以内に事務総長に提出

しなければならない。11月1日までに，

事務総長はゾーン，地理的集団又は地

域内の全クラブに指名委員会の選出を

通告しなければならない。

　もしも何等かの理由によって委員会

の会合において選出された理事ノミニ

ー琵任につくことができない場合は，

委員会は郵便投票又は電信又は委員会

の緊急会合のいずれかによって理事ノ

ミニーをもう1名選出しなければなら

ない。このような緊急の場合に対処す

る具体的手続は，10月の同委員会会合

によって決定されるものとする。本委

員会によって規定されていないような
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10条（3d）

緊急事態が発生した場合は，理事会は

委員会が理事ノミニー選出に際して取

るべき手続を決定しなければならない。

　指名委員会が行なった選定に加えて，

そのゾーン，地理的集団又は地域内の

クラブは，そのゾーン，地理的集団又

は地域からの理事候補者として，既に

指名委員会に対して正規に提案済の者

を推薦することができる。但しそのた

めには，そのクラブの例会において採

択された，その候補者指名のクラブ決

議を12月15日までに事務総長に提出す

ることを要する。この決議には，任務

につく意思があり，その用意があると

いう被推薦ロータリアンの書面による

意思表示，経歴資料（理事会が定める

様式のもの）及び最近の写真の添付を

必要とする。もしも，理事に指名さる

べき候補者推薦の目的のために，その

ゾーン，地理的集団又は地域の中の一一

区域を，理事会が指定した場合は，各

候補者はそのように指定された区域内

にあるクラブの会員であることを要する。

　もしも上述の12月15に，そのゾー

ン，地理的集団又は地域内のどのクラ

ブからもそのような推薦を事務総長が

受取っていなかったならば，会長は12

月31日までに，指名委員会が選んだノ

ミニーをそのゾーン，地理的集団又は

地域からの理事ノミニーとして宣言す

るものとする。もしもその12月15日に，

そのゾーン，地理的集団又は地域内の

どこかのクラブからそのような推薦を

事務総長が受取っていたならば，クラ

ブ推薦の候補者（単数又は複数）及び

指名委員会が選定した候補者の中から

理事ノミニーを選び出す方法は，本節

（a）項の規定に基づいてあらかじめそ
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10条（3e－7b）

国際ロータリー細則

のゾーン，地理的集団又は地域内のク

ラブが決定したところに従って，郵便

投票もしくは国際大会における投票に

よらなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地

域が，クラブ推薦の候補者及び指名委

員会が選定した者の申から理事ノミニ

ーを選ぶ方法を郵便投票によると決定

していた場合は，その投票は本節（c）

項に従って行なわれなければならない。

　もしも，ゾーン，地理的集団又は地

域が，クラブ推薦の候補者及び指名委

員会が選定した者の中から理事ノミニ

ーを選ぶ方法を国際大会における投票

によると決定していた場合は，事務総

長は12月31日までに，当該ゾーン，地

理的集団又は地域内のクラブにそれら

候補者の名を全部通告しなければなら

ない。そして，そのゾーン，地理的集

団及び地域内クラブの選挙人達は，こ

れらの候補者を対象に投票を行なわな

ければならない。そして，候補者が3

名以上ある場合はその投票は単一移譲

式投票によるものとする。自分の属す

るゾーン，地理的集団又は地域内の投

票数の申，必要な場合は第2選択以下

の選択票をも計算に入れた上で，過半

数を得たそのゾーン，地理的集団又は

地域の理事候補者が指名されたものと

して宣言されるものとする。

　（e）国際大会へのノミニー名の提出．

事務総長は，国際大会における選挙の

ために，それぞれ所属ゾーン，地理的

集団又は地域によって，正規の手続に

よって理事の役に指名されたノミニー

の名及び，任期満了直前の理事会によ

って正規の手続を経て理事の役に指名

きれたノミニ・一がもしあればそれをも
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合わせて，国際大会に提出しなければ

ならない。

　第4節グレート・ブリテン及びア

イルランド内国際ロータリーの会長，

副会長，名誉会計の指名．グレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの会長，副会長及び名誉会計の

ノミニーは，グレート・ブリテン及び

アイルランド内国際ロータリーの細則

に従って選ばれ，推薦され，そして指

名されるものとする。

　第5節国際大会への他のノミニー

名の提出。事務総長は又，正規の手続

によって地区ガバナ7の役に指名され

たことの証明を受けたノミニーの名及

び，正規の手続によってグレート・ブ

リテン及びアイルランド内国際ロータ

リーの会長，副会長及び名誉会計の役

に指名されたことの証明を受けたノミ

ニーの名をも，選挙のために国際大会

に提出しなければならない。

選挙人と準備

　第6節選挙人．正規の信任状を有

する代議員，委任状による代理者，及

び特別代議員が国際大会の選挙体を構

成するものとし，これらを選挙人と称

す。

　第7節選挙管理委員会．（a）国際

大会の都度会長は選挙人の申から選挙

管理委員会を任命しなければならない。

この委員会は，その国際大会における

すべての投票の準備を司るものとする。

この委員会は，会長の定める5名以上

の数の選挙人から成るものとする。

　（b）本細則の定める定足数の出席あ

る国際大会の最初の本会議において，

会長は役員の指名及び選挙を行なう指

1司際ロータリーftl”貝il

定の場所，日，及び時間について選挙

人の注意を促さなければならない。

　（c）選挙管理委員会は，投票準備，投

票用紙の印刷と配布，及び投票用紙の

計算を担当するものとする。投票場を

開く前に事務総長は，信任状委員会の

報告によって示された選挙人名簿を準

備委員会に提供しなければならない。

　（d）選挙管理委員会は，投票の結果

を遅滞なく大会に報告しなければなら

ない。その報告は委員会の過半数によ

って署名されなければならない。委員

会委員長は全投票用紙を保管しなけれ

ばならない。委員会の報告が採用され

た後，委員会委員長は全投票用紙を破

棄しなければならない。但し大会が別

段の指図を行なった場合はその限りで

ない。

選 挙

　第8節　役員の選挙．（a）各選挙人

はそれぞれ，次に示す通りの投票権を

有する：会長に対して1票；毎年選ば

れる各理事に対して各1票；各地区毎

に1名のガバナーに対して1票；及び

グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーの会長，副会長及び

名誉会計に対して各1票。

　（b）これらの役員の選挙は無記名投

票によるものとし，3名以上の候補者

がある場合は投票はpa－一移譲式投票の

方法によるものとする。但し，一つの

役に対してノミニーが唯1名の場合は，

選挙人は口頭による投票によって，事

務総長をしてそのノミニーに対する選

挙人の統一投票を行なわしめることが

できる。

　（c）前述各役職毎に投ぜられた票の

10条（7c－11），11条（1－2）

中，必要な場合には第2選択以下全選

択投票をも計算に入れた後，過半数の

票を得たノミニーがそれぞれ当該役職

の当選者と宣言されるものとする。

＊第9節本条に掲げられている役職

の候補者または被指名者は，すべて，

名誉会員以外の，クラブの畷疵なき会

員であることを要するものとし，また，

いかなる地区のガバナーの候補者も，

クラブの暇疵なき正会員，シニァ・ア

クチブ会員またはパスト・サービス会

員でなければならないものとする。

第10節　本条でいう米国には，ボル

トリコを含み，南西諸島には，ボルト

リコを含まないものとする。

＊第11節ロータリー職員。国際ロータ

リーもしくは地区またはロータリー・

クラブの専従，有給の職員は，国際ロ

一タリーの事務総長または財務長に選

挙されて就任する場合のほか，国際ロ

一タリーの役員となること，または，

すべて選挙によることを要する国際ロ

一タリーの役職につくことを得ないも

のとする。

　第11条
管理上の集団
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　第1節　編成された地区において，

クラブが地区ガバナーの直接監督の下

に管理される場合は，理事会は理事会

が必要かつ得策と考える委員会，審議

会又はその他のガバナー補佐を認可す

1ることができる。

　第2節地理的に隣接する二っ以上の

地区から成る区域内のクラブについて，

地区ガバナーの管理のほかに，他の管

＊1974fl1（ミネァポリスーセント・ポール）国際大会に

おいて改正。
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12条（1－3），13条（1－2）

国際ロータリー細則

理の方法を理事会が追加設定する場合

は，理事会は，そのような管理を設定

するに当って，関係地区内クラブの同

意の下に理事会が適切と考えかつ国際

大会の承認を得た，それに関する手続

規則を定めなければならない。

　第12条
管理上の単位

　第1節グレート・ブリテン及びア

イルランド内国際ロータリーの加盟ク

ラブから成る国際ロータリーの地域単

位は，国際大会によって承認されたグ

レート・ブリテン及びアイルランド内

国際ロータリーの定款の定めるところ

に従って，国際ロータリーの1管理単

位として組織されかつその機能を行な

ラものとする。この地域単位は又，グ

レート・ブリテン及びアイルランド内

において，国際ロータリー理事会に代

って，クラブ加盟承認委員会及び国際

ロータリー－ts区編成委員会としての役

をっとめ，更に本細則の規定に従い，

かっ又理事会の委嘱によって国際ロー

タリーの財務事項を処理するものとす

る。

　第2節　この地域単位の定款は，常

に国際P一タリー定款・細則の精神及

び規定に合致しなければならない。国

際ロータリーの定款・細則とグレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリー一の定款・細則には，国際U一タ

リーの大会によって承認された，地域

単位の域内管理に関する特定の規定を

含まなければならない。そして地域単

位の域内管理は，この特定の規定に従

って，この特定の規定の認める範囲内

で執り行なわるべきものとする。

一262一

　第3節　地域単位がその権能，目的

及び機能を港行するについての域内管

理を規定する，グレート・ブリテン及

びアイルランド内国際V一タリー定款

の規定は，国際ロータリーの大会の承

認を得たグレート・ブリテン及びアイ

ルランド内国際ロータリーの年次大会

の決定によってのみ改正することがで

きる。域内管理に関する事項を除き，

国際ロータリーが国際ロータリー定款

又は細則を改正した時は，グレート・

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの定款及び細則を国際ロータリ

ー定款及び細則と一致させるために必

要な関連的改正は，グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内国際V一タリー

の定款及び細則にっいて，事実上自動

的に行なわれるものとする。

　地域単位の定款又は国際ロータリー

の定款及び細則と矛盾しない地域単位

細則の変更は，そのような場合につい

て定める地域単位定款に従って，地域

単位がこれを行なうことができる。

地

第13条

区

第1節　創設．管理をより効果的に

する目的のために，理事会はクラブの

所在する地域を地区に分割する権限を

有する。会長は随時，理事会の指示に

従い，地区の一覧表をそれら地区の各

境界とともに公表するものとする。但

し，関係地区内クラブの過半数の反対

ある場合は地区の変更又は追加を行な

ってはならない。

　第2節地区協議会．ロータリー教

育とロータリー情報を供与し，地区の

活動を統合する目的のために，地区内

国際ロータリー細則

全クラブの次期会長と次期幹事，次期

地区ガバナー及びその他理事会の指定

する者の協議会を，毎年4月，5月又

は6月中に各地区のガバナーが定める

時と場所において開催するものとする。

特別の事情があれば理事会は，（a）ここ

に定める時期以外の時期に地区協議会

を開催することを認可することができ

る。（b）このような協議会の開催をや

めることができる。

　第3節地区大会．（a）時と場所．

毎年地区ガバナーと地区内過半数クラ

ブの会長の合意によって定められる時

及び場所において，地区内ロータリア

ン大会を開催するものとする。但し開

催の時期は，地区協議会，国際協議会，

規定審議会又は国際大会の時期と同じ

であってはならない。理事会は〔1｝二っ

以上の地区が連合して関係地区の区域

内で合同大会を開くことを認可するこ

とができる；或は（2）例外的な場合に，

当該地区の区域外で地区大会を開くこ

とを認可することができる。

　（b）地区ガバナー・ノミニーが地区に

よって選出され，国際ロータリー事務

総長にこれを証明されたならば，その

ガバナー・ノミニーが，ガバナーを務

める年度のその地区の大会はあらかじ

め計画することができ，その開催地は，

そのガバナー・ノミニーと地区内クラ

ブのその時点における会長の過半数と

の合意によって決定することができる。

　（c）地区大会の機能．地区大会はそ

・の地区内の重要な事柄について勧告を

採択することがでぎる。但しこのよう

な勧告は，定款及び本細則と一致し，

ロータリーの精神と本質とに同調する

ものでなければならない。各地区大会

13条（3　－4b）

一　263　一一

は，理事会によってその大会の審議に

付せられたあらゆる事柄を取り上げな

ければならない。そしてそれに対して

決議を採択することができる。

　（d）地区大会幹事．ホスト・クラブの

会長と相談の上，地区ガバナーは大会

幹事を任命しなければならない。大会

幹事の任務は大会の計画を策定し，大

会記録の作成について地区ガバナーに

協力するにある。

　（e）地区大会報告．地区大会終了後

30日以内に地区ガバナー又は議長代行

者，及び大会幹事は，その各々の署名

ある書面を以て，大会記録の報告を行

なわなければならない。そしてこの報

告書は3部を事務総長に，1部をその

地区の各クラブ幹事に送らなければな

らない。

＊第4節　（a）地区大会の投票．自分

の地区の年次大会に出席する，地区内

クラブの畷疵なき正会員鮮）シニア・ア

クチブ会員，又はパスト・サービス会

員は誰でも，地区ガバナー・ノミニー

の選出，地区ガバナー指名委員会の構

成と任務，及び規定審議会の地区の久

互代表者の選挙以外の，大会におけ

る投票に付せられたすべての事項に対

して投票する権利を有するものとする。

選挙人は大会に提出されたいかなる事

柄に対しても投票を要求する権利を有

するものとする。その場合，投票は選

挙人のみに限定される。

　（b）選挙人．地区内の各クラブは，地

区大会の開催される月の前の月の最終

日現在のそのクラブの会員数に基づく，

（注）暇疵なき会員（“amember　in　goob　standiag’〉と

は会費等の滞納のない会艮をいう。

＊1974年（ミネアポリスーセント・Jte　・一ル）国際大会に

おいて改正。
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13条（4c・一一5b）

国際ロータリー細則

名誉会員を除く会員数25名，又はその

過半数毎に1名の選挙人を選び，それ

を証明し，そしてこれをその地区の年

次大会に送るものとする。但し地区内

各クラブは，少なくとも1名の選挙人

を送る権利を有する。各選挙人はその

クラブの正会員，シニア・アクチブ会

員，又はパスト・サービス会員でなけ

ればならない。そしてもし地区大会に

出席していれば，地区ガバナー・ノミ

ニーの選出，地区ガバナー指名委員会

の構成とその任務の決定，及び規定審

議会の地区のクラブ代表者選挙におい

て1票を投ずる権利を有するものとす
る。

　（c）委任状による代理者．事情がこ

れを必要とする場合は，所属地区の大

会が開催される国と異なる国に所在す

るクラブは，国際ロータリー会長の承

諾を得て，そのクラブの欠席選挙人の

委任状による代理者として，自分のク

ラブの正会員，シニア・アクチブ会員，

又はパスト・サービス会員，もしくは

クラブの所在する地区の他のクラブの

正会員，シニァ・アクチブ会員又はパ

スト・サービス会員を指定することが

できる。そして，当該クラブの会長及

び幹事によってその代理が証明された

ならば，その委任状による代理者は，

既に持っている投票権のほかに，彼が

代表する欠席選挙人のための委任選挙

権を有するものとする。

串第5節地区ガバナー．（a）ノミニ

ーの選出．本節他の項に規定する場合

を除き，地区ガバナーに対するノミニ

ーの選出は，当該ノミニーが地区ガバ

＊1974年（ミネァポリスーセント・Pt　一一ル）国際大会に

おいて改正。

ナーに選挙される国際大会の直前2ヵ

年以内に開かれる地区大会において，

その地区が行なうものとする。その方

が都合がよければ，翌年ガバナーを勤

めるノミニーと，翌々年ガバナーを勤

めるノミニーを，同じ地区大会におい

て選出して差支えない。

　（b）資格条件．各地区ガバナーは，

　（1）彼が指名を受ける地区内のクラ

ブの蝦疵なき正会員，シニァ・アクチ

ブ会員又はパスト・サービス会員であ

ることを要する。

　（2）会員規定の厳格な適用に照らし

て，完全に会員資格を有する者でなけ

ればならない，そして彼の職業分類の

正当性は疑問の余地ないものでなけれ

ばならない。

　（3）彼が地区ガハナー・ノミニーの

候補者として推薦される年の前の会計

年度の最終日において，国際ロータリ

ーに対して負債残高を持たない，畷疵

なき，義務機能を果たしているロータ

リー・クラブの有資格会員でなければ

ならない。

　（4）指名を受ける時点において一一つ

又は幾つかのロータリー・クラブで通

算5年以上会員であった者でなければ

ならない。

　〔5）クラブの会長又は幹事を勤めた

ことのある者でなければならない。

　｛6）ここに規定する地区ガバナーの

任務と責任を果たす意思があり，身体

的にもその他の意味においてもこれを

果たすことができる者でなければなら

ない。

　（7）理事会から特に許可を得ていな

一一@264　一一

い限り，ガバナーに選挙される直前の

国際協議会に全期間を通して出席し！

国際ロータリー細則

国際協議会面後の7月1日までに自分

の地区に戻らなければならない。

　地区ガバナーのノミニーとして資格

条件を認められるためには，その職に

指名された候補者は，本細則に定めら

れている地区ガバナーの資格条件，任

務及び責任を詳らかにした上で，事務

総長の手を通して国際ロータリーに対

して細則に列記された地区ガバナーの

資格条件，任務及び責任を的確に理解

していること及び彼が地区ガバナーと

して資格条件を備えており，ガバナー

の任務と責任を引受け，これを忠実に

果たす意思があり，それができる状態

にある旨の声明書に署名して提出しな

ければならない。

　前述の資格条件に欠け，規定の要求

する所に欠ける地区ガバナー・ノミニ

ーの指名は拒否さるべきものとし，事

務総長はこれを選挙のため国際大会に

提出することはしないものとする。

　もし，前述の規定の通り地区ガバナ

ー・ノミニーから署名ある声明書を受

理したにも拘わらず，そのノミニーが

本細則に定める任務と責任を十分に果

たすことができないであろうと，理事

会が信ずる理由があれば，理事会はそ

の指名を一時停止することができる。

このような一時停止が行なわれたなら

ば，地区ガバナーどそのノミニーにそ

の旨通告しなければならない。そして

そのノミニーは，地区ガパナー及び事

務総長を経由して，地区ガバナーとし

ての任務と責任を取り，忠実にこれを

遂行することができることについての

再度の申立てを理事会に提出する機会

を与えられるものとする。かかる申立

てを含め，すべての関連事情を審議し

一　265　・一

13条（5c）

た上で，理事会は3分の2の票を以て

そのノミニーの指名を拒否するか，或

は一時停止を解除するものとする。

　もし，上述の規定のいずれかに基づ

いて地区ガバナー・ノミニーの指名が

拒否された場合は，事務総長は関係地

区の地区ガパナーにその拒否とその理

由を通告しなければならない。そして

地区ガバナーはこれを当該ノミニーに

通告しなければならない。そこで時間

が許すならば，その地区は本細則の規

定に従って地区ガバナーが指導する地

区大会において，もしくは郵便投票に

よって，地区ガバナーのノミニーをも

う1名選ばなければならない。地区が，

受け容れ得るかつ資格条件の備わった

地区ガバナー・ノミニーを選出するこ

とができなかった場合は，ノミニーは

本節（h＞項の規定に従って選出さるべ

きものとする。

　（c＞任務．地区ガバナーは理事会の

全般的統御と監督の下に職務を行なう，

その地区における国際ロータリーの役

員である。担当地区のクラブに対する

直接監督の責任を果たすについて地区

ガバナーは国際ロータリーの綱領を推

進する特別の任務を課せられており，

身を以て次の諸項を行なわなければな

らない。

　（1）担当地区の新クラブ結成を指導

監督すること。

　（2）担当地区内既存クラブの強化助

戒。

　（3》担当地区内クラブ相互間の友好

関係及びクラブと国際ロータリー間の

友好関係の増進。

　（4）担当地区の地区大会と地区協議

会を計画し，軌道に乗せ，これらの会
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13条（5d－e）

国際ロータリー細則

合を主宰すること。

　（5）出来るだけ年度の初めに担当地

区内全クラブを公式訪問すること。

　㈲担当地区内各クラブの会長及び

幹事に対して月信を発行すること。

　（7》会長又は理事会の要請があれば

遅滞なく国際ロータリーに報告を提出

すること。

　（8）後任ガバナーに対して，地区内

クラブの状況について詳細な情報を提

供し，併せてクラブ強化策の勧告案を

提供すること。

　（9｝代々相伝の地区記録を後継者に

引継ぐこと。

　（10）地区における国際ロータリー役

員として，当然彼の責任に帰属する他

の任務を遂行すること。

　しかしながら，グレート・ブリテン

及びアイルランドにおいては，地区ガ

バナーの任務は審議会の指図の下に，

そしてグレート・ブリテン及びアイル

ランド内国際ロータリーの定款及び細

則と一致する，この地域の伝統的慣行

に従って執行さるべきものとする。彼

もまた会長又は理事会の要請あれば遅

滞なく国際ロータリーに報告を提出し

なければならない。そして地区におけ

る国際ロータリー役員として，当然彼

の責任に帰属する他の任務を遂行しな

ければならない。

　（d）委員会．地区大会の第一本会議

において，地区ガバナー，又は議長代

行者は，地区ガバナー指名のための選

挙をとり行なう場所，日及び時間を指

示しなければならない。そして投票用

紙を準備してこれを支給し，投票場の

段取りをし，その他投票を司るために

3名から成る委員会を任命しなければ

一一@266　一一

ならない。候補者が1名しかなかった

場合の，指名は拍手又は発声を以て決

することができる。

　（e）指名の投票．地区ガパナー指名

の提案は，地区内クラブからの選挙人

によって大会の議席から行なうものと

する。投票場は大会の定める時間中開

いておかなければならない。候補者が

3名以上ある場合の，投票は，地区ガ

バナーの定めるところに従い，連続投

票方式又は単一移譲式投票方式による。

　投票数の中，過半数を得た候補者が

その地区の地区ガバナーに指名された

ものと宣言されるものとし，彼の指名

は地区ガバナー又は議長代行者及びそ

の大会の幹事によって国際ロータリー

事務総長に対して証明されるものとす

る。

　連続投票方式が用いられる場合，も

し投票の結果過半数の票を獲得した者

がない時は，最も少ない得票者をふる

い落として更に大会の定むる時に次の

投票を行ない，これを候補者中の誰か

が過半数を得るまで繰り返すものとす

る。

　単一移譲式投票方式が用いられる場

合，必要に応じて第2選択票以下すべ

ての選択票を加算して過半数得票の候

補者を決定するものとする。

　投票委員会が，ある候補者が過半数

の票を得たことを確認したときは，直

ちに，これを，各候補者の得票数とと

もに，地区ガパナー又は議長代行者に

報告するものとし，投ぜられた票は，

すべて，前記委員会がこれを保存し，

大会終了時までクラブの選挙人の閲覧

に供した後，前記委員会の委員長によ

って破棄されるべきものとする。

国際ロータリー細則

　（f）地区ガバナー指名委員会．地区

は，その地区の地区大会において，出

席選挙人の投票の過半数によって，そ

の地区のガバナー・ノミニーの選出を

ガバナー指名委員会によって行なうと

定めることができる。ガバナー指名委

員会は，ガバナー・ノミニーとして最

適の就任可能者を探し出してこれを推

薦する任務を課せられるものとする。

地区指名委員会の構成とその職務規定

は，その地区の地区大会において出席

クラブ選挙人の投票の過半数を以て採

択された決議の中に定められていると

ころによって決定されるものとする。

但しその職務規定は本項の規定と矛盾

するものであってはならない。

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノ

ミニーの候補者として指名委員会の考

慮に入れてほしい示唆を持つクラブは

指名委員会に対してその旨提案するよ

う呼びかける告知書を作成するか，も

しくは指名委員会の名を以て作成させ

るか，しなけれぼならない。考慮の対

象として受け入れられるためには，そ

の提案は地区ガバナーの定める期限ま

でに指名委員会に到達することを要す

る。このような地区ガバナーの告知書

は，提案を送るべき宛先を含まなけれ

ばならない。提案は，クラブの例会に

おいて採択され，クラブ幹事によって

適法に証明された，被提案候補者指名

のクラブ決議の形式を以て提出されな

ければならない。

　ガバナー指名委員会がその選択を行

なうに当っては，その選択の範囲は地

区内クラブによって提案された氏名に

限定されるものではない。

　地区指名委員会によって行なわれた

一一一@267一
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指名に拘わらず，地区内クラブは，す

でに地区指名委員会に正式に推薦され

ていた者を，地区ガバナー・ノミニー

候補者として推薦することができる。

この推薦は，地区ガバナーの定める期

限　　この期限は，ガバナー指名委員

会による地区ガバナー・ノミニーの選

定の発表前であってはならない一ま

でに，クラブの例会において採択され

た，当該候補者指名のクラブ決議を地

区ガバナーに提出して行なうものとす

る。

　もし，定められた期限までにそのよ

うな指名を地区内のどのクラブからも

ガバナーが受け取らなかったならば，

地区ガバナーは地区指名委員会の選ん

だ候補者を地区ガバナー・ノミニーと

宣言するものとし，それより15日間以

内に地区内全クラブにその旨通達しな

ければならない。

　もし，定められた期限までにそのよ

うな指名を地区内のどのクラブからか

ガバナーが受け取っており，そしてそ

の指名がその期限当日を含み期限当日

から15日の期間が満了するまで有効で

ある場合は，地区ガバナーはそれらの

各候補者の氏名とその資格条件を地区

内の全クラブに通達し，地区ガバナー・

ノミニーの候補者全員について，次の

地区大会において投票が行なわれる旨

を通達しなければならない。

　もし，上述15日経過した時に，地区

内クラブからの指名が全部効力を失っ

ていたならば，地区ガバナーは地区指

名委員会の選んだ候：補者を地区ガバナ

ー・ノミニーと宣言し，それより15日

以内にこの旨地区内全クラブに通達し

なければならない。
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13条（59）

国際ロータリー細則

　もし何等かの理由によって，地区大

会の時に有効な指名が一一つも残ってい

なかったならば，地区ガバナーの地位

に対する指名の提案は大会の議席から，

地区内クラブの選挙人によって行なわ

るべきものとする。

　地区ガバナーは，地区ガバナー・ノ

ミニーの氏名を，彼がノミニーと宣言

された後10日以内に，事務総長に対し

て証明しなければならない。

　（9）郵便投票による指名．事情がそ

れを必要とする場合は，理事会は地区

がその地区ガバナー・ノミニーを郵便

投票によって選ぶことを認可すること

ができる。また，いずれの地区も，そ

の地区の地区大会において，出席した

投票人の投票の過半数をもって，その

地区ガバナー・ノミニーを郵便投票に

よって選ぷことを定めることができる。

いずれの場合も，その郵便投票は次の

ように行なわなければならない。

　地区ガバナーは，もし指名委員会の

ある：場合は指名委員会，及び地区内各

クラブの幹事に対して，地区ガバナー

指名の公式要請を作成し，これを郵送

させなければならない。すべて指名は

書面を以てすることを要し，クラブの

会長及び幹事又は，地区指名委員会の

場合はその委員長によって署名されな

ければならない。その書面は，地区ガ

バナーの定める期限までに地区ガバナ

ー－ 狽??閧ｳれることを要する。但しそ

の期限は公式要請作成の日より20日以

上経過した後の日付でなければならな

い。もしも候補者が1名のみの場合は

投票を要しないものとし，地区ガバナ

ーはその候補者を地区ガバナー一・ノミ

＝一と宣言するものとする。

一268一

　候補者が3名以上ある場合は，投票

は単一移譲式投票方式によるものとす

る。

　もし候補者が2名以上あったならば，

地区ガバナーは，地区指名委員会があ

る場合は同委員会が選んだ候補者名を

記し，そして期限内にクラブからガバ

ナーが受取った候補者の氏名をアルフ

ァベット順に列記した投票用紙を準備

し，各クラブに対して1枚ずつ郵送し

なければならない。その際，その投票

用紙にはクラブの投票を記入した上，

地区ガバナーの定める期限までにガバ

ナーの許に届くよう返送することを要

する旨の指図を添付すべきものとする。

但しガバナーの定める上述の期限は，

ガバナーが各クラブに投票用紙を発送

した日から15日以上30日以内の間に定

めることを要する。

　各クラブは，選出の行なわれる月の

前の月の最終日現在におけるクラブの

会員数を基礎として，会員数（名誉会

員を除く）25名又はその過半数毎に1

票を投ずる権利を有するものとする。

　投票の過半数を得た候補者が，その

地区のガバナー・ノミニーと宣言され

るものとする。連続投票方式が用いら

れる場合，もしも投票の結果過半数の

票を得た候補者がなかったならば，最

少投票数の候補者をふるい落として，

地区ガバナーの定める時に更に郵便投

票を行ない，候補者の中の誰かが過半

数を得るまでこれを繰り返すものとす

る。単一移譲式投票方式が用いられる

場合は，過半数を獲得する候補者を決

定するために，必要に応じて第2選択

票以下の選択票を加算するものとする。

　ノミニーの氏名は地区ガバナーによ

国際ロータリー細則

って事務総長に証明されなければなら

ない。そして地区ガバナーは直ちにそ

の候補者にその指名を通告しなければ

ならない。

　（h）特別選挙．地区が地区ガバナー・

ノミニーの選出を怠った場合，もしく

は地区ガバナー・ノミニーが選挙され

る資格を喪失した場合，そして国際大

会における役員の年次選挙に先だって，

その地区が別のノミニーを選出しなか

った場合は，理事会は理事の過半数の

票を以て本細則第13条第5節（b）項（1）

乃至（6）の資格条件を備えたロータリア

ンを地区ガバナーに選挙するものとす

る。

　（i）解任．事情によっては，或は会

長が十分な理由ありと考える場合は，

会長は次に示す通り，地区ガバナーを

その職から解任することができる：

　もしも9月30日になって，地区ガバ

ナーがその就任最初の3ヵ月間にその

任務と責任を忠実に遂行しなかったと

会長が信ずる十分な理由がある時には，

会長は当該地区ガバナーにその旨通告

しなければならない。そして，もしも

その直後の12月31日までにそのガバナ

ーがその任務と責任を果たすと確約し，

会長にそれを納得されない限り，会長

は事情を考慮した上でその地区ガバナ

ーをその職から解任することができる。

　（」）地区ガバナー欠員．何等かの理

由で地区ガバナーの地位に欠員を生じ

た場合は，理事会は過半数の票を以て

本細則に基づく資格条件を備えたロー

タリアンを，欠員の残存任期中その空

席を埋め，その地位に伴う任務を行な

い権威と特権を行使させるために選挙

する権限を有するものとする。但し，

13条（5h－k），14条（1）

会長は，理事会によってその欠員が補

填されるまで資格条件を備えたロータ

リアンを，ガバナーの任務を行ない，

ガバナーの持つすべての権限と特権を

行使する代理地区ガバナーとして任命

することができる。

　地区ガバナーが一時的にその任務を

執り行なうことができない場合は，会

長は資格条件を備えたロータリァンを

地区ガバナー事務取扱に任命して，地

区ガバナーが任務を執り行ない得ない

期間中，その任務を行ない，その職に

付随するあらゆる権限と特権を行使さ

せることができる。

　地区ガバナーが年次国際大会におい

て選挙された後地区外に在って就任す

る時に地区に戻ることのできない場合

は，その直前のガバナーが，現在の地

区ガバナーが地区に帰って来るまで，

引続きその地区ガバナーの職務を執り

行なうものとする。

　（k）国際大会への提出．事務総長は

毎年国際大会に対して，その大会終了

1頁後の会計年度に地区ガバナーを勤め

るものとして指名されたことを事務総

長に証明されている，資格条件を備え

た地区ガバナー・ノミニーの氏名を選

挙のために提出しなければならない。

　第14条

委　員　会

一269一

＊第1節　常任委員会．会長は次に掲

げる常任委員会の委員を任命しなけれ

ばならない：

　　定款・細則委員会

　　国際大会委員会

＊1974年（ミネアポリスーセント・iec　一一ル）国際大会に

おいて改正。
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14条（2－－7）

国際U一タリー細則

　　地区編成委員会

　　拡大委員会

　　財務委員会

　　会員増強委員会

　　企画委員会

　　広報委員会

　　出版物委員会

但し会長は，その在任年度の次のロー

タリー年度に開催される国際大会の委

員を任命するものとする、

　常任委員会は，任命された年度の7

月1日にその機能を開始するものとす
る。

　第2節特別委員会．会長は，彼自

身又は理事会が必要と認める特別委員

会を任命することができる。特定の目

的を達成するまでの任期を以て任命さ

れる特別委員会をアド・ホック委員会

と呼ぶものとする。アド・ホック委員

会以外の特別委員会の任期は，その委

員会が任命されたロータリー年度末を

もって終了するものとする。アド・ホ

ック委員会の任期は，その委員会が任

命された特定の目的が達成された時，

又は理事会がこれを解任した時に終了

するものとする。

　第3節委員長及び欠員．会長は各
委員会の委員長を指名するものとし，

委員会に生じた欠員を補充する権限を

持つ。

　第4節諮問委員会．（a）理事会は，

地区ガバナーが諮問の目的を以て地区

委員会を設定する権限を認めることが

できる。

　（b）理事会は，一一国の全クラブから

成る集団が，その国の国策の諸問題を

研究する諮問委員会を形成して，それ

らのクラブの公共奉任活動のプログラ

ムを理事会に提出してその承認を求む

る権限を認めることができる。

　　（c）理事会は，2ヵ国以上の国々か

ら成る地域内のクラブの代表者を以て

構成する諮問委員会を設けて，当該地

域内のロータリーの方針及び手続上の

問題を研究させ，理事会に対して進言

させることができる。

　第5節　職権によって委員会にっら

なる委員．会長は，会長指名委員会を

除くすべての国際ロータリー委員会の

職権上の委員とする。委員会の職権上

の委員はすべて委員の持つ特権を有す

るものとする。

　第6節　任期．何人も2ヵ年を越え

て国際ロータリーの同一委員会の委員

を勤めることは許されない。但し本細

則，地域又はその他の委員会の手続規

則，もしくは委員会を創設する国際大

会の特別決定によって別段の定めある

場合はこの限りでない。ある委員会に

既に2ヵ年勤めた者は，再びその同じ

委員会に任命される資格を持たないも

のとする。本節の規定は，職権上の委

員及びアド・ホック委員会の委員には

適用されない。

＊第7節　定款及び細則委員会，この

委員会は3名の委員から成り，毎年1

名を3年の任期を以て任命するものと

する。本委員会は，次の任務を行なう

ものとする

（1）国際ロータリーの基本諸規定に

関するすべての事項について，理事会

に助言すること；

②　国際ロータリーの立法手続を検

一27り一

討し，これについて理事会に助言する

＊1974年（ミネアポリスーセント・ポール）国康大会に

おいて改正。　　　　　　　　　　’

国際ロータリー細則

こと。

　本委員会のメンバーは，本細則に定

14条（8－12）

める規定審議会の特別議員としての任

各地におけるロータリー拡大活動の状

況に関する情報の入手につとめ，これ

を理事会に報告すること。

務に当るものとする。

　第8節国際大会委員会．各国際大

会の大会委員会は5名の委員から成る

ものとする。国際大会委員会は，任命

を受けた国際大会の実施についての準

備を行なう責任を有するものとする。

ここにいう準備とは，本細則又は理事

会によって役員又は他の委員会に特定

して委任されていない，当該国際大会

に関連するあらゆる事項を含むものと

する。

　各国際大会委員会は，その大会のす

べての勘定が締切られてその最終報告

が理事会によって受理されるまで，そ

の任を勤めるものとする。

　第9節　地区編成委員会．この委員

会は3名の委員から成り，毎年1名の

委員を理事の中から3年の任期を以て

任命するものとする。

　この委員会は，新しい地区を創設し，

既存の地区の境界を調整するについて

理事会及び会長を助けるものとする。

＊第10節　拡大委員会．本委員会の委

員は12名とし，うち4名を，毎年，3

年の任期をもって，任命するものとす

互
　拡大委員会は，次の任務を行なうも

のとする：

（1）新クラブを結成することによっ

て世界各地にロータリーを拡大すべき

義務の履行について，理事会に助言す

ること；

（2）ロータリーを拡大するためにと

るべき最も有効な施策および技法を研

究，開発すること。また，つねに世界

　第11節　財務委員会．この委員会は

5名の委員から成り，その中1名を1

年の任期を以て，他の4名の申2名ず

つを毎年2年の任期を以て，それぞれ

任命するものとする。

　この委員会の任務は次の通りとす

る：

　（1）国際ロータリーの予算を，一般

管理に関する部門と各版種の雑誌部門

とに分けて，それぞれ策定しこれを推

挙すること；

　（2）国際ロータリーの資金の受託者

を推薦すること；

　｛3）会計帳簿及び国際ロータリーが

用いる会計方式の監督；

　（4）国際ロータリーの財政に関連す

るあらゆる事項について理事会に進言

すること。

＊第12節　会員増強委員会．本委員会

の委員は12名とし，うち4名を，毎年，

3年の任期をもって，任命するものと

する。

　会員増強委員会は，次の任務を行な

うものとする：

（1｝世界各地のロータリー・クラブ

の会員の発展と増大をはかるべき義務

の履行にっいて，理事会に助言するこ

虹
　（2）ロータリー・クラブの会員を増

大するためにとるべき最も有効な施策

および技法を研究，開発すること。ま

た，っねに世界各地における会員増強

活動の状況に関する情報の入手につと

一271一

＊1974年（ミネァポリスーセント・ポール）国際大会に

おいて改正。

参
嚢
謹
讐
蒙
客
難
潅
護
彗

L

嚢
峯
翼
婁
嚢
襲
郭

4
譲
軽
蕨
襲



銅
奔
鴨
；

謬
盛
ー
’

羅
烈

謬
’
て
ー

／／’　1

、
’
”

誤
類

轟
、

選

｝・tt，

冨
導

ー

　

14条（13－・・20），15条（1－2）

め，これを理事会に報告すること；

国際ロータリー細則

（3）ロータリー・クラブにおける会

員減少の事由を調べ，かかる減少を防

止することができるものについて，そ

の方法を理事会に提案すること。

　第13節　企画委員会。（a）この委員

会は，6名の委員から成り，毎年2名

ずつ3年の任期を以て任命するものと

する。

　（b）企画委員会の任務は次の通りと

する：

　ほ）ロータリーのプログラム，基本

方針，及びこれらを実施する範囲を絶

えず検討すること；

　｛2）理事会から付託されるあらゆる

事項を研究してこれを理事会に報告す

ること；

　（3）時の動きに関心を払い。ロータ

リ◆一が如何にその機能を発揮している

かを評価すること。

　第14節　広報委員会．この委員会は

3名の委員から成るものとし，毎年1

名の委員を3年の任期を以て任命する

ものとする。

　国際U　一一タリーの広報プログラムに

関して理事会に進言するのが広報委員

会の任務である。

　第15節　出版物委員会．この委員会

は，出版と諸種出版物の頒布とに経験

のある5名の委員から成る。3名の委

員は毎隼1名ずつ3年の任期を以て任

命され，2名の委員は毎年1年の任期

を以て任命されるものとする。

　機関雑誌を含む国際ロー一タリーの出

版物全部に関して理事会に進言するの

が出級物委員会の任務である。

　第墨節　委員の資格条件．委員会の

委員長及び各委員は，クラブの正会員，

一一@272　一一

シニア・アクチブ会員，又はパスト・

サービス会員でなければならない。

　第17節　委員会の幹事．本細則によ

って又は国際大会の特別決定によって

又は委員会を創設するに当って理事会

によって異なる規定が定められていな

い限り，事務総長がすべての委員会の

幹事となる。事務総長は彼を代行する

幹事を指名することができる。

　第18節　定足数．本細則によって又

は国際大会の特別決定によって又は委

員会創設に際して理事会によって，こ

れと異なる規定が定められていない限

り，委員会委員の過半数を以てその委

員会のあらゆる会合における定足数と

する。

　第19節　通信による議事の処理．委

員会は議事の処理を，理事会の定める

手続規則に従って，郵便，電信，ラジ

オグラム又は電話によって処理するこ

とができる。但し，本細則又は国際大

会又は理事会の特別決定によってこれ

と異なる定めのある場合はこの限りで

ない。

　第20節　権限．会長指名委員会の決

定を除き，すべての委員会決定は理事

会の承認によって初めて効力を生ずる

ものとする。

　第15条

財務事項

　第1節　財政年度．国際U一タリー

の財政年度は7月．1日に始まり6月30

日に終わるものとする。

　第2節　クラブ報告．毎年7月1日

及び1月1日に各クラブはこれらの日

におけるそのクラブの会員数を理事会

に証明しなければならない。この証明

国際ロータリー細則

書はクラブ会長とクラブ幹事によって

署名されて事務総長に送致されなけれ

ばならない。

＊第3節会費．（a）各クラブは，そ

のクラブの正会員，シニア・アクチプ

会員，及びパスト・サービス会員の各

各につき，半ヵ年6ドル（＄6．00）ず

っの割で，人頭分担金（会費）を国際

ロータリーに対して支払わなければな

らない。

　（b）理事会は，会費の中の適正と思

われる部分をクラブに返還することが

できる。

　（c）グレート・ブリテン及びアイル

ランド内のクラブは，国際ロータリー

の代行者としての，グレート・ブリテ

ン及びアイルランド内国際ロータリー

として知られる地域単位の手を通して

その人頭分担金を国際ロータリーに支

払わなければならない。毎年グレート・

ブリテン及びアイルランド内のクラブ

から国際ロータリーに支払われる人頭

分担金の中，国際ロータリーによって

保有さるべき部分の総額は，国際ロー

タリーが年閥グレート・ブリテン及び

アイルランド内のクラブのために支出

する金額の半分を下ってはならないも

のとする。そしてその残りの部分は，

グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーに配分され，保有さ

るべきものとする。

　半年毎にグレート・ブリテン及びア

イルランド内クラブによって支払われ

る人頭分担金の申国際ロータリーによ

って保有さるべき額は，3年毎に，過

去3ヵ年間の国際ロータリーがグレー

＊1974年（ミネアポリスーセント・ポール）国際大会に

おいて改正。
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15条（3－5）

ト・ブリテン及びアイルランド内のク

ラブのために支出した額の1ヵ年当り

平均額に基づいて理事会が決定するも

のとする。この額には，全世界に亙っ

てロータリーのプログラムを推進する

ために国際ロータリーが支出する一般

管理費用に対するグレート・ブリテン

及びアイルランド内クラブの比例的分

担額を含むものとする。上述の1ヵ年

当り平均額は，もしその額が50セント

の倍数に相当しない場合は，端数を切

り上げて，一っ上の50セントの倍数に

調整するものとする。

　（d）もしもある国の通貨の平価が切

下げられて，その国のクラブが，国際

ロータリrに対する債務を支弁するた

めに，甚だしく巨額の自国通貨を支払

わなければならなくなった場合は，理

事会はその国のクラブが支払うべき金

額を調整することができる。

　第4節　支払時期．（a）毎年7月1

日及び1月1日を会費支払期日とし，

本条第3節に定められた基準に基づい

て支払わるべきものとする。会費は米

国通貨を以て国際ロータリーに支払わ

るべきものとする。しかしながら，米

国通貨を以て会費を支払うことが不可

能であるか，実際的でない場合は，理

事会は，他の通貨による支払を認可す

ることができる。理事会は又，非常事

態のためそうすることが適切である場

合は，会費支払時期の繰り延べを許容

することができる。

　（b）クラブは，加盟が承認された日

付後の半期まで会費支払の義務を課せ

られないものとする。

　第5節予算．毎年理事会は，次の

会計年度に対する収支予算を採択しな
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国際ロータリー細則

ければならない。もし必要があれば理

事会は予算を修正することができる。

　第6節　監査．理事会は，毎年，一一

回，又は半期毎に，免許を持つ会計士，

公認会計士又は計理士，もしくは監査

の行なわれる国，州又は県において一一

般にその権威を認められている監査人

による国際ロータリーの会計帳簿の監

査を手配しこれを実施させなければな

らない。事務総長及び財務長は理事会

の要求があればいつでも帳簿類と伝票

類を提出しなければならない。

　第16条

道徳　律

　従来採択されているロータリーの道

徳律は，本細則の改正についてここに

定められている方法による以外には，

変更又は修正されないものとする。

　第17条

名称と徽章

　第1節　保全．国際ロータリーの目

的と綱領を達成するために，理事会は

国際ロータリーの徽章その他の記章を

専ら全ロータリアンのみの使用と，その

利益のために確保し保全するものとす

る。

　第2節　使用の制限．国際ロータリ

ー並びにクラブの名，徽章その他の記

章を，クラブ又はクラブの会員が商品

の商標又は特別銘柄として使用し或は

その他商業上の目的のために使用する

ことは一切できない。これらの名，徽

章又はその他の記章を他の名称又は徽

章と組み合わせて使用することは国際

ロータリーの承認しないところである。
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　　　第18条

その他の管理上の事項

　第1節出席報告．各クラブは，各

月の最終例会後直ちに，そのクラブの

例会における月次出席報告を，地区ガ

バナーがおる場合には地区ガバナーに，

その他の場合には事務総長に提出しな

ければならない。

　第2節ロータリー・クラブの各正

会員，シニァ・アクチブ会員，及びパ

スト・サービス会員は，いっでも他の

ロータリー・クラブの例会に出席する

特典を持ち，かつそのような出席を奨

励されるものとする。

　第3節　国際協議会．（a）時と場所．

協議のため及び次年度の国際ロータリ

ーの仕事と活動について協力的に計画

する目的のために，毎年国際協議会を

開催するものとする。理事会は国際協

議会の会合する時と場所を決定するも

のとし，同協議会プログラム決定の責

に任ずるものとする。

　（b）構成．国際協議会は次の通り構

成されるものとする：会長，他の理事，

会長ノミニー，理事ノミニー，事務総

長，財務長，地区ガバナー・ノミニー，

グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーの役員ノミニー，国

際ロータリー各委員会委員長，及びそ

の他会長の指定する者。

　（c）特別，又は局地的，協議会．非

常事態又は特別の事情に対応するため

に，理事会は二つ又はそれ以上のこの

ような協議会もしくは局地的協議会を，

理事会が定める時及び場所において開

催するよう手配することができる。

　第4節元会長審議会．（a）構成．

国際ロータリー細則

クラブの正会員，シニァ・アクチプ会

員又はパスト・サービス会員の籍を有

する元会長を以て構成される元会長審

議会を設けるものとする。（以下本節

においては単に「審議会」と呼ぶ）

　会長は職権上，本審議会のメンバー

となるものとし，その会議に出席し，

議事に参加する特典を有するものとす

る，しかしながら，議事に関する投票

権は持たないものとする。

　（b）役員．直前会長の前の元会長を

審議会の議長とし，更にその前の元会

長をその副議長とする。事務総長は審

議会の幹事となる。しかし彼は審議会

のメンバーではない。

　（c）任務．審議会のメンバーは，会

長又は理事会から審議会に付託される

事項を通信によって考察するものとし，

これについて理事会に進言し勧告を行

なうことができる。

　（d）会合．会長又は理事会が審議会

の合同考察及び一致した進言が望まし

いと考える場合は，会長又は理事会は

審議会の会合を召集することができる。

審議会は，国際大会において，その大

会に出席している審議会メンバーの非

公式会合を行なうものとする。

　会長又は理事会によって会合が招集

される場合は，審議会の会合に対する

議事日程を作らなければならない。そ

の議事日程には，会長又は理事会が審

議会の審議とその勧告を求めて審議会

に付託した案件を含むものとする。

　（e）報告．会長又は理事会によって

招集された審議会の会合の後，審議会

議長は理事会に対して報告を行なわな

ければならない。この報告は，理事会

が公表の目的を以てその全部又は一部

18条（4b－一一　6），19条（1）

分を解放しない限り発表してはならな

い。

　第5節　国際ロータリーの地域大会．

理事会は，理事会の定める時と場所に

おいて，国際ロータリー地域大会とし

て知られるクラブ会員の大会を招集す

ることができる。

　理事会は，地域大会に参加する会員

の所属クラブを指定するものとする。

理事会は如何にその大会を招集するか，

その組織及び運営をどうするか，及び

その手続規則を含むその他の詳細につ

いて定めなければならない。

　この地域大会の目的は，相互の知り

合いと理解を増進し，意見を交換して

ロータリーの綱領に関連する問題を話

し合う機会を提供するために，ロータ

リー・クラブの在る地域内のクラブ会

員を参集させるにある。

　地域大会の目的に合致する範囲内で，

地域大会は理事会に対する勧告として

決議を採択することができる。

　第6節議事規則．定款又は本細則，

又は国際ロータリーによって採用され

た特別議事規則によって特に定められ

ている場合を除き，すべての議事運営

手続は「ロバートの議事規則」の定め

る所に従うものとする。

　第19条

機関雑誌

＊第1節　権限．理事会は，国際ゴ」

タリーの機関雑誌を，発行し，もしく

は，その監督および管理の下に，発行

せしむるものとし，雑誌の発行に関す

るすべての事項について責任を負うも

一一@275一

のとする。機関雑誌は，理事会が許可

するいくつかの異なった版で出版され
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るものとする。その中基本的の版は英

語で出版されるものとし，これをザ・

ロータリアンと称する。機関雑誌の目

的は，国際ロータリーの目的の推進と

ロータリーの綱領の達成について理事

会を助ける仲介の役をつとめにある。

＊第2節　購読．（a）各機関雑誌の購

読料は，すべて理事会がこれを定める

ものとする。

　米国及びカナダ内の各クラブは，そ

のクラブの正会員，シニア・アクチブ

会員及びパスト・サービス会員がすべ

て機関雑誌の有料購読者となること，

そして会員籍を保持する限り購読を続

けることを，会員籍取得の条件としな

ければならない。かかる購読料は，正

規会費の一部分として，もしくは正規

会費の外に，各会員からクラブが徴収

しなければならない。各クラブは購読

料を特別購読料勘定としてその帳簿に

記帳しなければならない。そして購読

者の代理人として，そのクラブ会員の

購読料を国際ロータリーに送金しなけ

ればならない。

　（b）年度内の雑誌収入は，その一部

分といえども雑誌の発行及びその改善

以外の目的のために充当されてはなら

ない。支出を上回る収入剰余金は，年

度末に国際ロータリーの一般剰余金に

繰り入れられるものとする。

　　　　　　　第20条

　　　　　ロータリー財団

　第．1節　ロータリー財団の全財産に

対する権利は11名の管理委員会及びそ

の後継者に帰属するものとする。これ

らの管理委員は，本細則によって，或

串1974年（ミネアポリスーセント・Pt　一一ル）国際大会に

おいて改正。
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は贈与，遺贈遺言，又は遺贈の条件に

よって別段の定めある場合を除き，こ

れを保管し，投資し，運用し，管理し，

そして，理事会の承認を得てその元金

又はそれより生ずる収入を，単一信託

として，国際ロータリーの目的又はロ

ータリーの綱領，もしくは国際ロータ

リーによって発起され或は承認された，

博愛，慈善，教育，又はその他の慈善

的目的，目標，運動，又は制度の推進

のために消費するものとする。

　ロータリー財団の財産を管理するに

ついては，贈与，遺贈遺言又は遺贈の

条件によって特定の別段の定めある場

合を除き，管理委員会は次のことを行

なう権限を有する：これら財産の全部

又は一部を，管理委員会が最善と考え

る価格及び条件で売却し，賃貸し，譲

渡し，もしくは交換すること；彼等が

必要又は適切と考える，そして法律上

許される，委任状の発行，代理権の賦

与，又は契約の締結を行なうこと；現

行の或は今後実施されることあるべき，

信託基金の投資を制限する法律に拘ら

ず，投資の行なわれる国の法律が許容

する限り，管理委員会が信託基金の投

資として適当と考える貸付，証券，又

は不動産に投資して再投資すること；管

理委員会によって受入れられる金銭又

は財産が基本財産として扱わるべきか

収入として扱わるべきかを決定し，支

出又は損失を彼等が正当かつ公正と考

えるところに従って基本財産又は収入

から支弁すること；信託の実施に関連

して適当な代行者又は代理人を選びこ

れを雇傭すること一これには，信託

会社（単数又は複数）の雇傭を含み管

理委員会はこれに対して，取消権留保

国際ロータリー細則

の条件で，信託財産の管理と投資につ

いて管理委員会が適切と考えかつ国法

が許容する権限を委任することができ

る一そして，それについての費用及

び報酬を支払うこと。管理委員会は，

代行者又は代理人の選択にっいて適切

な注意を怠らない限り，これら代行者

又は代理人の怠慢，手ぬかり，又は犯

罪に対して責任を問われることはない。

そして管理委員会は，管理委員会自身

の甚だしき怠慢又は故意の義務不履行

でない限り，如何なる損失や損害に対

しても責任を負わないものとする。

　第2節　管理委員は，理事会の承認

を得て会長が任命するものとする。管

理委員の中6名は国際ロータリーの元

会長でなければならない。管理委員の

中3名はo　一一タリー財団が活動を支援

している分野に経験を持つ者でなけれ

ばならず，そして2名は財務畑の経験

者でなければならない。国際ロータリ

ーの元会長である6名の管理委員の任

期は6年とする。残余の管理委員の任

期は2年とする。管理委員は再選を妨

げない。各管理委員はクラブの正会員，

シニア・アクチブ会員又はパスト・サ

ービス会員でなければならない。管理

委員がこれらの会員身分を喪失した場

合は，それによってその地位は空席と

なるものとする。

　理事会は，4分の3の票によって，

管理委員を正当かつ十分な理由に基づ

き罷免する権限を有するものとする。

但し，このような決定を行なおうとす

る理事会会合の時と場所を事前に全管

理委員に通知することを要する。又，

かかる理事会の会合において罷免を提

案さるべき管理委員は弁明の機会を与

一277一

20条（2－6）

えられなければならない。そして，そ

の罷免は，次に開かれる国際大会にお

いて過半数の票によって承認されなけ

ればならない。罷免はその時初めて効

力を発生するものとする。

　管理委員の死亡，辞任，罷免又は任

務遂行不能の場合は，会長は理事会の

承認を得て，残存任期をつとめる後継

者を任命するものとする。

　後継管理委員，又は如何なる理由に

もせよ任命又は創設された後継管理委

員は，すべての権限と行動の自由を有

し，本規定によって原管理委員に与え

られているところとあらゆる点におい

て同様の任務を課せられるものとする。

　第3節管理委員は，毎年その中の

1名を次年度の委員長に指名するもの

とし，委員長の死亡，辞任又は任務遂

行不能の場合は，その残存任期をつと

める委員長を指名するものとする。

　第4節管理委員は無報酬でその任

をつとめるものとする。

　第5節管理委員会は財団の目的と

財団の運営についての情報及び財団に

対する贈与と遺贈の様式を準備してこ

れを一般に頒布する責任を課せられて

いる。

　第6節　管理委員会は，贈与者又は

遺言者によって特定的に定められた目

的のためにロータリー財団の財産から

生ずる収入又はロータリー財団の財産

の元金を支出する全権を有するものと

する。上述以外のロータリー財団の財

産から生ずる収入からの支出は，管理

上の必要経費を除き，すべて理事会又

は国際大会があらかじめその決議によ

って，そのために用意した場合に阪り

行なうことができる。しかしながら，
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20条（7－10），21条（1－2）

国際P一タリー細則

このような支出は，たとえ理事会又は

国際大会の決議によって用意された場

合といえども，管理委員の過半数がこ

れを承認した後でなければ行なうこと

はできない。ロータリー財団の元金は，

贈与者又は遺贈者によって特定的に指

図されている場合を除き，国際大会の

決議によって認可され，財団管理委員

の過半数の同意の下に理事会の決議に

よって承認された場合でなければ，そ

の一部分といえども支出してはならな

い。

　第7節　管理委員会が，寄贈または

遺贈を受けた財産に対する権利を法律

的に保全し，もしくはその喪失を防止

するため，またはロータリー財団の適

切な管理を行なうために必要かつ得策

とみとめた場合には，いつでも，国際

大会または理事会の決議によってとく

に与えられた権限により，ロータリー

財団を前記の決議に指定されている管

轄法規と設立認可方式，もし決議に指

定のない場合には管理委員会が適当と

考える管轄法規と設立認可方式による

法人とするために，必要または適当と

考えるすべての措置をとることができ

る。このような法人が設立され，管理

委員会から法人に対してすべての権利

の譲渡が正しく行なわれたときは，そ

れによって，ロータリー財団の財産の

所有権がすべて法人に帰属し，法人は

すべての権利権限，特権及び免税権を

取得し，これを行使し得るものとし，

また，それまで管理委員会に属してい

たすべての義務を履行するものとする。

　第8節　管理委員会の費用を含むす

べてのロ　一一タリー財団の管理上の必要

経費は，理事会が別段の定めをしない

限り，管理委員の過半数の承認を得た

時に財団の資金から支払われるものと

する。

＊第9節管理委員会は理事会の承認

を得て，財団の管理のために必要又は

適当と認める規則や規定を採用するこ

とができる。ただし，これらの規則や規

定は，贈与者もしくは遺贈者の明示し

た意思に反したり，または国際ロータワ

一の定款及び細則に反するものであっ

てはならない。

　第10節　管理委員は信託の忠実なる

履行に対し保証を提供するよう要求さ

れることはないものとする。法律の規

定によって要求されるこのような保証

もこれを免除されるものとする。

改

第21条

正

＊第1節時本細則の改正は，本細

則第6条第2節に規定する非常事態の

場合を除き，規定審議会によってのみ

行なうことができる。ただし，本細則

を改正しようとする制定案の採択に関

して審議会の行なった決定に反対の意

思を表示したクラブの票が所定の数ま

で事務総長に提出されたため，本細則

第9条第10節（g）項の規定による国際

大会の決定を必要とするに至った場合

は，規定審議会の開かれた翌年の国際

一278一

大会において，当該改正票が国際大会

に付議された時に出席した投票人の投

票の過半数によって，本細則の改正を

行なうことができる。

　第2節提案者．本細則に対する改

正案は，クラブ，地区大会，グレート・

＊1974年（ミネァポリスーセント・Pt　一一ル）国際大会に

おいて改疋。

国際ロータリー細則

ブリテン及びアイルランド内国際ロー

タリーの審議会又は大会，規定審議会，

又は理事会によってのみ提案すること

ができる。

　第3節手続．本細則を改正しよう

とする提案はすべて規定審議会の開か

れるロータリー年度の8月1日までに

事務総長に提出されなければならない。

　国際ロータリー事務総長はその提案

の写しを，規定審議会の開かれるロー

タリー年度の11月1日までに各クラブ

ブに郵送しなければならない。

一一@279一

21条（3－4）

　事務総長は，適法に提案された改正

案をすべて直接審議会に移牒しなけれ

ばならない。

　審議会は，これらの適法に提案され

た改正案及び申し出のあったその修正

案をそれぞれ審議し採決しなければな

らない。

　第4節　財務事項の変更．会費とし

てクラブが支払う金額の変更を行なう

改正は，その改正の制定直後の1月1

日までは効力を発生しないものとする。
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第1条

1条，2条，3条，’4条（1－2），5条（1）

ロータリー・クラブ定款†

称

　本会の名称は，＼　　　　ロータリ

ー・ Nラブとする。（国際ロータリー加

盟会員）

　第2条

区域限界

　第1節　本クラブの区域限界は，次

の通りとする。

＼

綱

第3条
領

　ロータリーの綱領は，有益な事業の

基礎として奉仕の理想を鼓吹し，これ

を育成し，特に次の各項を鼓吹育成す

るにある：

　第1　奉仕の機会として知り合いを

拡めること；

　第2　実業及び専門職業の道徳的水

準を高めること；あらゆる有用な職業

は尊重されるべきであるという認識を

深めること；そしてロータリアン各自

が，職業を通じて社会に奉仕するため

に，その職業を品位あらしめること；

　第3　ロータリアンすべてが，その

†国際ロータリー細則は，1922年6月6日後に国際ロー

タリーへ加盟を承認されたロータリー・クラブはいずれ

もこの標準クラブ定款を採用しなければねらないと規定

している。

個人生活，職業生活及び社会生活に常

に奉仕の理想を適用すること；

　第4　奉仕の理想に結ばれた実業人

と専門職業人の世界的親交によって，

国際間の理解と親善と平和を推進する

こと。

会

第4条
合

　第1節本クラブは，毎週1回，細
則に定められた日及び時間に，定例の

会合を開かなければならない。ただし，

非常の場合又は正当な理由ある場合は，

本クラブ理事会は，例会を，同じ週の

他の日又は定例日の他の時間又は他の

場所に変更することができる。また，

例会日が法定休日に当る場合，又は本

クラブ会長が死去した場合，又は全地

域社会に亘って流行病もしくは災害が

発生した場合は，例会を取消すことが

できる。

＊第2節　本クラブの役員を選挙する

ための年次総会は，本クラブ細則の定

める所に従い，毎年12月31日もしくは

それ以前に開催されなければならない。

会

第5条
員

一・一　283　一

　第1節　種類．会員に4種類，すな

わち正会員，シニア・アクチブ会員，

パスト・サービス会員及び名誉会員と

する。

＊1947年（ミネアポリスーセント・ポール1国際大会に

おいて改正。
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5条（2－5）

ロータリー・クラブ定款

　第2節　正会員．各正会員は善良な

成人男子であって，職業上良い世評を

受けている者でなければならない。そ

して更に次の各項のいずれかに該当す

ることを要する：

　（a）有益な一般に認められた実業又

は専門職業の持主，共同経営者（パー

トナー），法人役員又は支配人であるか；

　（b）有益な一一般に認められた実業又

は専門職業において，裁量の権限ある

管理職の重要な地位にあるか；

　（c）有益な一般に認められた実業又

は専門職業の地方代理店又は支店を管

理権を以て担当する地方代理人又は支

店代理人又は支店代表者を勤めている

こと；

　そして，以上いずれの場合も，本人が

本クラブにおいて分類される職業に，

自ら親しくかつ現実にたずさわってお

り，そしてその事業場又はその住居が

本クラブの区域限界内にあることを要

する。ただし，本定款第8条第2節（a）

項にこれと異なる規定をしている場合

を除く。

　第3節　職業分類．（a）本クラブの

各正会員は，その職業に従って分嶺さ

れるものとする。

　（b）各正会員の職業分類は本人の所

属する商社，会社又は団体の主要かつ・

一般世間がそのように認めている事業

活動を示すものでなければならない。

また，もし本人が独自に実業又は専門

職業にたずさわっている場合ならば，

その職業分類は，本人の主たるかつ一

般世聞がそのように認めている職業活

動を示すものでなければならない。

　（c）修正。理事会は，もし事情がこ

れを必要とする場合は，その裁量によ

一284一

って，在籍中の会員の職業分類を是正

又は修正することができる。かかる是

正又は修正の提案については当該会員

に対して然るべき予告を与えなければ

ならない。そしてその会員には，これ

に対して聴聞の機会が与えられなけれ

ばならない。

　＊第4節制限．正会員は，各職業分

類から1名ずつとする。ただし，本条

第5節及び第6節に定める報道機関と

宗教の両職業分類及びアディショナル

正会員はこの限りでない。

＊第5節　アディショナル会員．（a）

本クラブの正会員は，誰でも，自分の

所属する会社又は事業から，自分と同

じ職業分類の下に，もう1人を正会員

に推薦することができ，本クラブは，

それを正会員に選ぶことができる。こ

のようなアディショナル正会員の資格

条件は，正会員のそれと同じである。

本節の上述の規定によって選ばれたア

ディショナル正会員の会員身分は，本人

を推薦した正会員の正会員身分終結と

同時に自動的に終結するもので，この

点を除けばアディショナル正会員はす

べての点において正会員である。

　（b）本クラブは，当該職業分類保持

者の承諾を条件として，かつていずれ

かのロータリー・クラブの正会員であ

った者で，その現実にたずさわってい

る事業の場所またはその住居が本クラ

ブの区域限界内にあり，かつ他の会員

たるべき資格条件が備わっている者を，

アディショナル正会員に選ぶことがで

きる。ただし，次に示す諸条件にかな

うことを要する：

（1）いかなる場合でも，一・・一つの職業分

　　類について本節，本項の下に選ば

ロータリー・クラブ定款

　　れるアディショナル正会員の数は

　　1名を越えてはならない。そして

（2）本節，本項の下に会員に選ばれる

　　ためには，かつて属していたクラ

　　ブを退会した理由が，本人がそのク

　　ラブの区域限界内でそのクラブに

　　おいて彼が分類されていた職業分

　　類の下に現実に職業活動に従事し

　　なくなったということでなければ

　　ならない。そして

（3）本節，本項の下に選ばれたアディ

　　ショナル正会員は，その職業分類が

　　空席になったときには会員身分を

　　失う。ただし，その職業分類が再

　　び充填されたときは，再度選ばれ

　　ることができる。（この但し書規

　　定は，その職業分類保持者が本節

　　（a）項に基いてアディショナル正

　　会員を推薦する権利を侵すもので

　　はない。）

＊第6節　宗教及び報道機関の職業分

類．本クラブの区域限界内にある二つ

以上の異なった宗派の各代表者及び二

つ以上の報道機関の各代表者は，同一

職業分類の下に正会員となる資格を認

められる。ただし，いずれもその他の

資格条件を備えていることを前提とす

る。

＊第7節公職者．一定の任期を限っ

て選挙又は任命によって公職に在る者

は，当該公職の職業分類の下で本クラ

ブの正会員となる資格がない。これは

学校，大学その他の教育施設に奉職す

る者または裁判官に選挙もしくは任命

された者には適用されない。

一定の任期を以て公職に選挙又は任

＊　1974年（ミネアポリスーセント・ポール）国際大会に

おいて改正。

一　285　一一

5条（6－9a）

命された本クラブの正会員は，当該公

職在任中，その選挙又は任命される直

前に本人が本クラブにおいて代表して

いた職業分類の下に，本クラブの会員

たることを続けることができる。

　第8節地方優先．本クラブの区域

限界内に仕事の本拠を持つ適当な会員

たるにふさわしい人がいる場合は，他

所の会社の地方代理人又は支店代表者

に正会員になる資格を認めることはで

きない。

　第9節　シニア・アクチブ会員．

（a）次の各項のいずれかに該当する本

クラブの正会員及びパスト・サービス

会員は，自動的にかつ直ちに，シニア・

アクチブ会員となるものとする：

　正会員の場合一

（1）本クラブ又は他のクラブにおいて

　　通算15年以上正会員であった者，

　　又は

（2）現在60歳以上で，一つ又はいくつ

　　かのクラブで通算10年以上正会員

　　であった者，又は

（3）現在65歳以上で，一つ又はいくつ

　　かのクラブで通算5年以上正会員

　　であった者，又は

（4）現在国際ロータリーの役員である

　　か，かつて国際ロータリーの役員

　　であった者。

　パスト・サービス会員の場合一

（i）かつて本クラブの正会員であっ

　　た者で，正会員でなくなった時点

　　において，上に示されたシニァ・

　　アクチブ会員たる資格条件を備え

　　ていた者，又は

（ii）本クラブ及び／又は他のロータ

　　リー一一一・クラブで通算15年以上正会

　　員，パスト・サービス会員であっ
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5条（9b－11b）

ロータリー・クラブ定款

　　た者，又は

（iii）現在国際ロータリーの役員であ

　　るか，またはかつて国際ロータリ

　　ーの役員であった者。

　（b）本クラブは，本クラブの意思に

よって，かつてどこかのクラブの会員

であった者で，会員でなくなった時点

においてシニア・アクチブ会員であっ

たもの又はシニア・アクチブ会員にな

れる条件を備えていた者を，そのクラブ

のシニア・アクチブ会員に選ぶことが

できる。ただし，その元会員は，そのク

ラブの区域限界内又はその周辺の地域

に居住していることを要する。

　（c）シニア・アクチブ会員は，次に

示す2項を除き，すべて正会員の持つ

権利，特典及び責任を持つものとする：

（1）．シニア・アクチブ会員は職業分類

　　を代表するものではない，そして

②　アディショナル正会員を推薦する

　　権利を持たない。

　　　クラブは，シニア・アクチブ

　　会員の従事している職業の職業分

　　類の下に，有資格者を入会させる

　　ことができる。

　第10節　パスト・サービス会員．

（a）現職から引退したために正会員身

分を喪失したかつてのロータリー・ク

ラブ会員は，本クラブのパスト・サー

ビス会員に選ばれることができβ。た

だし，そのためには本人が一つ又は幾つ

かのクラブにおいて通算5年以上正会

員であったことを必要とする。このよ

うな元会員は，パスト・サービス会員

たるべき他のすべての資格条件を備え

ている限り，彼が正会員でなくなった

時又はそれ以後いつでもパスト・サー

ビス会員に選ばれることができる。も

一　286　一一

し現職からの引退がロータリー・クラ

ブの会員でなくなった後に起こったと

すれば，本人はパスト・サービス会員に

なる資格を認められない。本人は，本ク

ラブの区域限界内又はその周辺の地域

に住んでいることが必要であり，引続

きそこに住むことが要求される。ただ

し，本クラブの正会員であった者の場

合は，本人が本クラブの正会員でなくな

った時に住んでいた地域に住んでいて

もよいし，引続きその地域に住み続け

ても差支えない。

　（b）パスト・サービス会員は，次の

各項を除き，正会員の持つすべての権

利，特典及び責任を有するものとする

（1）パスト・サービス会員は，職業分

　　類を代表するものではない。

（2）パスト・サービス会員は，（本条第

　　9節（a）項に定むる場合を除き）シ

　　ニァ・アクチブ会員となることが

　　できない。

（3）パスト・サービス会員は，アディ

　　ショナル正会員を推薦する権利を

　　有しない。

　第11節　名誉会員。（a）本クラブの

区域限界内に住んでいるか又はかつて

住んでいたことのある男子で，同地域

又は他の地域においてロータリーの理

想推進のために称讃に価する奉仕をし

た者は，本クラブの名誉会員に選ばれ

ることができる。

　（b）名誉会員は，入会金及び会費の

納入を免除されるが，投票権を持たな

い。クラブの如何なる役職にもつくご

とができない。クラブの如何なる財産

に対しても何等の権利も有しない。職

業分類を代表しない。しかしクラブの

あらゆる会合に出席することができ，

ロータリー・クラブ定款

その他クラブのあらゆる特典を享有す

ることができる。本クラブの名誉会員

は他のクラブにおける権利や特典には

一切あずからない。

　第6条
役員及び理事

　第1節　本クラブの管理主体は，本

クラブの細則の定めるところによって

構成される理事会とする。

　第2節別段の規定によってここに

特に定められた場合を除き，あらゆる

クラブの事項に関する理事会の決定は

最終であって，クラブに対して提訴す

る以外にはこれを覆す余地はない。理

事会は全役員及び全委員会に対して総

括的支配力を持つものとし，正当の理

由がある場合は，そのいずれをも罷

免することができる。理事会はあら

ゆる役員の決定及びあらゆる委員会

の決定に対する提訴の裁定者となる

ものとする。理事会のいかなる決定に

ついても，クラブに対して提訴するこ

とができる。このような提訴の場合，

提訴の対象となった決定は，理事会が

指定した例会において，定足数の出席

を得て，その出席会員の3分の2の投

票によってのみ覆すことができるもの

とする。そして当該例会の少なくとも

5日前に，当該提訴の予告が，幹事に

より，本クラブの全会員に対して与え

られなければならない。

　第3節　本クラブの役員は，会長，

1名又は数名の副会長，幹事，会計，

及び会場監督とする。このうち，会長

及び副会長は，全員理事会のメンバー

とする。また，幹事，会計及び会場監

督は，本クラブ細則の定むるところに
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6条（1－4），7条（1）

従って，その全員又は一部が理事会の

メンバーであってもよいし，そうでな

くてもよい。

　第4節各役員は，本クラブ細則の

定むるところに従って選挙されるもの

とする。会長に関して別段に規定ある

場合を除き，各役員は選挙された直後

の7月1日に就任し，選挙された任期

申又は後任者が選挙されかつ適格とな

るまで在任するものとする。

　会長は，その就任する年度画前の2

年間に随時選挙されるものとする。選

挙された者は，会長として奉仕するロ

ータリー年度の7月1日に就任し，選

挙された任期中又は後任者が選挙され

かつ適格となるまで在任するものとす

る。就任する年度の直前年度より前に

選挙された会長イレクトが理事でない

場合はその就任の直前1年間，職権上

の理事として理事会の構成員となるも

のとする。

　各役員及び各理事は，いずれも，本

クラブの無蝦疵の正会員（アディショ

ナル正会員を含む），シニア・アクチブ

会員，又はパスト・サービス会員のい

ずれかでなければならない。

　　第7条
入会金及び会費

　第1節本クラブの正会員，シニア・

アクチブ会員，及びパースト・サービ

ス会員は，すべて，入会金及び年会費

として，本クラブ細則の定める金額を

納入しなければならない。ただし，本

クラブの正会員からシニァ・アクチブ

会員又はパスト・サービス会員になる

者は，2度目の入会金の納入を要しな

いものとする。

糞
ー

豪
ξ

露嚢

　　毒



騨
l
l

；継

｛　　

@　

航
蓬
嚢
譲
舞
彗

無
難
讐
講
ー

捲
，藪

雛
難
難
講

鱗
灘
離

ー
燃
叢
，

惑
巽
ρ
鍾
露

8条（1－2d）

　　第8条
会員身分の存続

ロータリー・クラブ定款

　第1節期間．会員身分は，次に定

めるところによって終結しない限り，

本クラブの存する間存続するものとす

る。

　第2節　終結する場合．（a）正会員

が本クラブにおいて分類されている職

業分類の職業に自ら現実に従事するこ

とをやめ，又は本クラブの区域限界内

に事業場も住居も持たなくなるか，又

はその属していた事業関係を離脱する

か，いずれかの場合には，正会員身分

は自動的に終結する。ただし次の場合

はこの限りではない。即ち正会員が本

クラブの区域限界外に移転する場合，

本クラブ理事会の承認があれば，その

移転して行く先の市町村にあるロータ

リー・クラブを訪問して知り合いにな

って貰うための1ヵ年を越えない期間

を限って，特別賜暇を与えて貰うこと

ができる。ただしこの場合本人は引続

き同じ職業分類の職業に現実に従事し

ており，かつ，引続き出席その他すべて

のロータリー会員たる条件を満たして

いることが前提である。その会員身分

終結は許された賜暇期間終了後初めて

発効するものとする。

　本クラブで，5年以上正会員であっ

た者は，クラブの区域限界内にその事

業場も住居も持たなくなった場合でも，

本人の新しい事業場又は住居がクラブ

の存在する市の行政区域内にあれば，

その会員身分を保持することができる。

　（b）①　本定款第5条第5節（a）項の

規定によって選ばれたアディショナル

正会員の会員身分は，本人を推薦した正

　会員の会員身分終結の時又は同正会員

　が本クラブのシニア・アクチブ会員に

　なった場合，自動的に終結する。もし

　かかるアディショナル正会員が直ちに

　本クラブの正会員に再び選ばれた場合

　は，彼は2度目の入会金を納入するこ

　　とを要しない。

　　（2）第5条第5節（b）項によって選

　ばれたアディショナル正会員は，その

　職業分類が空席となった時に会員でな

　　くなる。ただし，その職業分類が再び

　充填された時は再度選ばれることがで

　　きる。（しかし，この規定はその職業分

　類の保持者が本定款第5条第5節（a）

　項によってアディショナル正会員を推

　薦する権利を侵すものではない。）

　　（c）パスト・サービス会員の会員身

　分は，パスト・サービス会員が再び現実

　に職業活動に復帰した場合又は本人が

　本クラブの区域限界内若しくはその周

　辺の地域に居住しなくなった場合又は

　本定款第5条第9節（a）項の規定によ

　りシニア・アクチブ会員となった場合

　は，自動的に終結する。これらのうち

　第2の場合の規定は，本クラブの正会

　員からパスト・サービス会員になった

　者には適用されない。このような会員

　は，彼が正会員でなくなった当時居住

　していた地域に引続き居住することが

》灘誉会員の会員轍本人が

　選挙された日の直後の6月30日を以て

　自動的に終結する。しかしながら，理

　事会はその裁量により，決議を以て，毎

　年このような名誉会員身分を次年度に

　継続することができる。Aこのような名

　誉会員身分は，たとえ選ばれた当人が

　本クラブの区域限界内に居住しなくな
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った後も継続するよう理事会が決定す

ることができる。

　第3節　再入会．正会員の会員身分

が前掲第2節の規定によって終結した

場合，本人は，同じ職業分類又は別の職

業分類の下に，新たに入会申込みをす

ることができる。本定款第5条第5節

（a）項の規定によって選ばれたアディ

ショナル正会員のこのような申込みは，

他のいかなる申込みにも先立って，申

込みに示された職業分類の下に選考さ

れなければならない。もし彼が会員に

選ばれた場合，彼は2度目の入会金を

納めることを要しない。

　第4節　終結一会費不払．所定の期

限後30日以内に会費を納入しない会員

に対しては，そのわかっている最新の

宛先に，幹事が，書面を以て催告しな

ければならない。催告の日付後10日以

内に会費が納入されなければ，当該会　’

員の会員身分は自動的に終結する。

　このような元会員は，その嘆願があり

かつクラブに対する本人のすべての負

債が完済されれば，理事会の裁量を以

て，会員身分に復帰させることができ

る。ただし，彼の以前の職業分類が既

に充填されている場合は，如何なる元

会員も正会員に復帰させることはでき

ない。

＊第5節終結一欠席．（a）連続4回

本クラブの例会に欠席した正会員，シ

ニア・アクチブ会員又はパスト・サー

ビス会員の会員身分は，本条の規定に

よる場合を除き，以下本項に定めると

ころによって，その欠席を補填（メー＼

クアップ）するか又は理事会が正当か

＊1974年（ミネアポリスーセント・ポール）国際大会に

おいて改正。
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8条（3－5a）

つ十分な理由ありと認めて出席を免除

しない限り，すべて自動的に終結する。

　本クラブの例会に欠席した会員は誰

でも，欠席した日の直前の本クラブ例

会の定例の時から欠席した日の直後の

本クラブ例会の定例の時までの間に他

のどこかのロータリー・クラブ又は仮

ロータリー・クラブの例会に出席する

ことによってその欠席を補填して，本

クラブにおける出席として完全に認め

られることができる。ただし，このよ

うな出席の通知が訪問先クラブの幹事

によって本クラブに送られなければな

らないが，当該会員が自らこれを報告

しても差支えない。

　本クラブの正会員，シニア・アクチ

プ会員又はパスト・サービス会員が，

他クラブの例会に出席の目的を以てそ

のクラブの例会定刻に定例会場に赴い

た時，当該クラブがその週の例会を休

会とし，繰り延べ，若しくはその時間

又は場所を変更していた場合には，当

該会員は，仮に当該例会が定例の日時

及び場所で開かれたとしたら当然与え

られたであろうその週の本クラブ例会

欠席補填の効力を与えられるものとす

る。ただし，そのような事情の説明が

訪問先のクラブ幹事から本クラブに送

られなければならないが，当該会員が

自らこれを報告しても差支えない。

　本クラブの正会員，シニア・アクチ

ブ会員又はパスト・サービス会員で，

国際ロータリーの役員又は国際ロータ

リーの委員又は地区ガバナーの特別代

表又は国際ロータリーの職員として
奉仕している者が，ロータリーの用務

のため本クラブの例会に欠席した場合

は，当該用務に従事している間に出席
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8条（5b－6a）

ロータリー・クラブ定款

できなかった例会に出席したと同様の

効力が認められる。ただしそのような

事情については，当該会員は本クラブ

に通告しなければならない。

　国際ロータリー国際大会，国際協議

会，国際ロータリー元並びに現役員の

ためのロータリー・インスティチュウト，

ロータリー地域大会，国際ロータリー

委員会会合，ロータリー地区大会，ロ

ータリー地区協議会，国際ロータリー

理事会の指示のもとに開催される地区

会合又は正式に公表されたロータリー・

クラブの都市連合会に出席のため，適

切な直行日程を以てする往復の途次，

本クラブの例会に欠席した本クラブの

正会員，シニア・アクチブ会員又はパ

スト・サービス会員には，当該例会に

出席したと同様の効力が認められる。

ただしそのような事情について，当該

会員は，本クラブに通告しなければな

らない。

　本クラブの例会に欠席した正会員，

シニア・アクチブ会員又はパスト・サ

ービス会員で欠席した日の直前の本ク

ラブ例会の定例の時から欠席した日の

直後の本クラブ例会の定例の時までの

間に国際ロータリー国際大会，国際協

議会，国際ロータリー元並びに現役員

のためのロータリー・インスティチュウ

ト，ロータリー地域大会，国際ロータ

リー委員会会合，ロータリー地区大会，

V一タリー地区協議会，国際ロータリ

ー理事会の指示のもとに開催される地

区会合又は正式に公表されたロータリ

ー・ Nラブの都市連合会に出席した者

には，本クラブの当該例会に出席した

と同様の効力が認められる。ただし，

そのような出席を，当該会員は，本ク

ラブに通告しなければならない。

　会員が，地区の提唱する奉仕事業に

直接かつ現実に従事中のため，その所

属するクラブの例会に欠席した場合に

おいて，その事業が僻遠の地で行なわ

れていて，欠席を補填する機会が全く

得られないときは，その会員は，前記

の例会に出席したものとみなされるも

一290一

のとする。

　（b）このあとに規定されているとこ

ろを除き，クラブ年度前半6ヵ月間又

は後半の6ヵ月間における出席率が60

パーセントに達しない正会員，シニア・

アクチブ会員又はパスト・サービス会

員の会員身分は，正当かつ十分な理由

によって理事会が許さない限り，自動

的に終結する。

　（c）長期にわたる健康不良又は傷害

のために本節の規定に従うことが現実

に不可能なシニア・アクチブ会員又は

パスト・サービス会員は，その状態の

続く限り，理事会に申請して，出席に

関する諸条件を満たすことを免除され

ることができる。そして本人の欠席は

本クラブの出席記録に算入されない。

　（d）一つ又はいくつかのロータリー

クラブで，通算20年以上会員であって，

65歳に達したシニア・アクチブ会員は，

出席規定の適用を免除されたい希望を，

書面を以て，幹事に通告することがで

きる。もし理事会によって承認されれ

ば，その会員の出席又は欠席は本クラ

ブの出席記録に算入されないものとす

る。

　第6節他の原因による終結．（a）

会員は誰でも，会員としての資格条件

に欠けるようになった場合は，特にそ

の目的のために招集された理事会の会

ロータリー・クラブ定款

合において，理事会全員の3分の2を

下らない賛成投票によって，その会員

身分を終結せしめることができる。

　（b）会員は誰でも資格条件が，理事

会が十分と認める理由があれ｝弍特に

その目的のために招集された理事会の

会合において，理事会全員の3分の2

を下らない賛成投票によって，その会

員身分を終結せしめることができる。

　（c）前項（a）又は（b）項のいずれの場

合も，当該会員は，かかる懸案案件にっ

いて，少くとも10日間の予告を書面に

よって与えられて，理事会に対して書

面による答弁を提出する機会を与えら

れなければならない。彼はまた，理事

会に出頭して，自分の立場を釈明する

権利を持つものとする。かかる予告の

通達は，対人配達便又は書留郵便によ

って，わかっている最新の宛先に送付

されなければならない。

　（d）会員身分を終結させる決定が行

なわれた場合，幹事は，理事会決定後

7日以内に，その理事会の決定を，書

面を以て，当該会員に通告しなければ

ならない。当該会員はかかる通告の日

付後14日以内に，幹事に対する書面を

以て，本クラブに提訴するか，若しく

は本定款第12条に定める仲裁に訴える

か，いずれかの意思のあることを通告

することができる。彼が提訴する場合

は，提訴を通告する書面を受理してか

ら21日以内に行なわれるべき本クラブ

の例会において，当該提訴の聴聞を行

なうために，理事会はその日取りを決

定しなければならない。このようなク

ラブ例会及びその例会で行なう特別案

件について，少くとも5日間の予告が，

書面を以て，本クラブの全会員宛に与

8条（6b－8），9条Q

えられなければならない。そしてこの

ような提訴が審議される例会には，本

クラブ会員のみが出席を許される。

　（e）本節の規定によって理事会が正

会員の会員身分を終結せしめた場合，

もし提訴があれば，これに対する聴聞

の期限が切れて本クラブの決定又は仲

裁者の決定が発表されるまでは，本ク

ラブは，当該会員の持っていた職業分

類の下に新しい会員を選挙してはなら

ない。

　（f）もしクラブに対する提訴も行な

われず，仲裁も要求されなかった場合

は，理事会の決定は最終決定となる。

もし提訴が行なわれた場合は，本クラ

ブの決定が最終決定となる。

　第7節　退会．いかなる会員も，本

クラブからの退会申出では書面を以て

行ない（会長又は幹事宛），理事会によ

って受理されなければならない。ただ

し，当該会員の本クラブに対するすべ

ての負債が完済されていることを前提

とする。

　第8節　資産関与権一その放棄．い

かなる理由にせよ，本クラブの会員身

分を終結した者は，すべて，本クラブ

に属するいかなる資金その他の財産に

対しても，あらゆる関与権を喪失する

ものとする。
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　　　　　第9条

地域社会　国家及び国際問題

　第1節地域社会，国家及び世界の

一般福祉は，本クラブの会員にとって

関心事である。そしてこのような福祉

にかかわる公共問題の功罪は，会員各

自が自己の意見をまとめる上の啓蒙手

段として，クラブ会合における公正か

繕
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S条（2－一　3），1（縢（1－3），11，12条

ロータリー・クラブ定款

つ理知的研究及び討議の対象として適

切な課題というべきである。しかしな

がら，本クラブは，如何なる係争中の

公共問題についても意見を表明しては

ならない。

　第2節　本クラブは，公職に対する

如何なる候補者も支持又は推薦しては

ならない。また本クラブは如何なるク

ラブ会合においても，かかる候補者の

長所又は短所を討議してはならない。

　第3節　（a）本クラブは，政治的性

質を持った世界問題又は国際政策に関

して，決議乃至見解を，採択したり配

付したりしてはならない。またこれに

関して団体行動を起こしてはならない。

　（b）本クラブは，政治的性質を持っ

た特定の国際問題の解決のために，ク

ラブ，国民，政府に対して嘆願しては

ならない。また書状，演説，提案を配

付してはならない。

第10条

公式出版物

＊第1節本クラブの正会員，シニア・

アクチブ又はパスト・サービス会員た

ることを承諾することによって，当該

会員は，自発的に，国際ローターの機

関雑誌の購読者となる。購読は，6ヵ

月を1期として取扱われ，本クラブ会

員である限り継続し，その期間の申途

で会員でなくなった場合は，その期の

終りまで継続するものとする。

　第2節　購読料は，半年毎に前払い

として，各クラブによって各会員から

取立てられるものとする。幹事は，か

かる購読予約数と取立てられた金額を，

＊1974年（ミネアポリスーセント。ポール）国際大会に

おいて改正。
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特別購読料勘定に記帳して国際ロータ

リーに送金しなければならない。

　第3節国際ロータリー理事会は，

米国及びカナダ以外のクラブの使用に

供するために，本案を含まない標準ク

ラブ定款を規定することができる。

　　　　　　第11条

綱領の受諾と定款・細則の遵守

会員は，入会金と会費を支払うことに

よっって，綱領の中に示されたロータ

リーの原則を受諾し，本クラブの定款・

細則に従い，その規定を遵守し，これ

に拘束されることを受諾するものとす

る。そしてこれらの条件の下において

のみ，会員は，本クラブの特典を受け

ることができる。いかなる会員も，定

款・細則の印刷物を受取らなかったこ

とを理由として，定款・細則の遵守を

免れることはできない。

仲

第12条

裁

　会員身分の問題その他定款・細則の

違反に関連して，若しくは会員のクラ

ブからの追放に関連して，若しくはそ

の他何事によらず，これらの場合のた

めに規定されている手続きによっては

満足に解決できない論争が，会員又は

元会員と本クラブ又は本クラブの役員

又は理事会との間に起こった場合は，

その係争問題は，仲栽によって解決さ

るべきものとする。両当事者はそれぞ

れ1名の仲裁人を指定し，両仲裁人は

1名の裁定人を指定しなければならな

い。裁定人又は仲裁人にはm－一タリー・

クラブの会員のみが指定されることが

できる。仲裁人によって到達された決

ロータリー・クラブ定款

定もしくは両仲裁人が一致点に達し得

なかった場合の裁定人による決定が，

最終であって，当事者すべてを拘束す

るものとする。

細

第13条

則

　第1節本クラブは，国際ロータリ

ーの定款・細則（及び地域管理が認め

られている場合には地域管理の手続規

則）及び本定款と矛盾しない細則を採

用しなければならない。細則は，本ク

ラブの管理のために，更に追加規定を

設けるものとする。同細則は，細則中

に定めるところに従って時々改正する

ことができる。

改

第14条

正

＊第1節　時．本定款は，国際ロータ

リー細則第6条第2節に定める非常事

態の場合および本条第4節に定める場

合を除き，規定審議会の決定によって

のみ改正することができる。ただし，

本定款の改正を目的とする制定案の採

択に関する審議会の決定に対し，クラ

ブからこれに反対する意思を表示した

13条（1），14条（1－4）

十分の数の投票が事務総長に提出され，

よって国際ロータリー細則第9条第10

節（g）項に規定する国際大会の決定を

必要とするに至った場合は，本定款は，

規定審議会の開かれた翌年の国際大会

において，前記改正案が国際大会に付

議された時における出席投票人の投票

の過半数をもって改正することができ

　第2節提案者．本定款の改正は，

本条第4節に定める場合を除き，クラ

ブ，地区大会R．1．B．1．の審議会若しく

は大会，規定審議会又は国際ロータリ

ー理事会のみが提案することができる。

　第3節手続．本定款を改正しよう

とする提案は，すべて規定審議会の開

かれるロータリー年度の8月1日以前

に，国際ロータリー事務総長の許に提

出されなければならない。

　国際ロータリーの事務総長は，その

写しを，規定審議会が開かれるロータ

リー年度の11月1日までに，各クラブ

の幹事宛に郵送しなければならない。

　国際ロータリーの事務総長は，適法

に提案された改正案を全部直接審議会

に回付しなければならない。

　審議会は，かかる適法に提案された

改正案，その修正案が提出されていれ

ばそれをも，一っ一一っ審議して，これ

に対する採否の決定を行なわなければ

ならない。

＊第4節　本定款の第1条（名称）及

び第2条（区域限界）は，定足数を満

たした数の会員が出席した本クラブの

例会においていつでも，投票する出席

会員の過半数の賛成投票によって，改

正することができる。ただし，当該改

正案の通告が，これを議する例会の少

なくとも10日前に，各会員に郵送され

なければならない。そして更に，かか

る改正は，国際ロータリー理事会に提

出してその承認を求めなければならな

い。その承認があって初めてその改正

は効力を発するものとする。

る。

句一 Q93一

＊1974庫（ミネアポリスーセント・ポール1醐際大会IC

おいて改E｝三。
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条 題

推奨クラブ細則

目 頁

1…………理事及び役員の選挙………………………297

2…………理事会・………………・・………………298

3…………役員の任務……………・…・・………………298

4…………会 合…・……………・・………………298

5…………入会金及び会費…・……………・・…………299

6…………採決の方法……………・…・・………………2gg

7…………委　員会・…・・……………………………299

8…・一一委員会の任務…………・…・・………………300

9…………賜

10…………財

暇…………………………………302

政…………・……・…・……………302

11…………会員選挙の方法……………一・……・……302

12…………決 議…　。…　。・・・…　。・・・・・・・・・・・・・・・・・…　°’°°　304

13…………議事の順序・……………・・……………°°…°304

14…………改 正……・…………・……・……’°’…305

1条（1－－4）

（注）：本細則は単に推奨されるに過ぎない。従って［⊃一タリー・クラブは，クラブ定款又は国際ロータリー

定款・細則と矛盾しない限り，クラブ自身の事情に応じて変更することができる。もし疑問ある場合は，そ

の変更案を国際ロータリー事務総長に提出して国際ロータリー理事会の審議を乞わなければならない。（本細

則に案が示されているものに就いては，クラブは案の中一つだけを採用すべきものとする、採用されなかっ

た方の案は抹消されなければならない。〉

＿　　ロータリー・クラブ細則

　　　第1条
理事及び役員の選挙1

　第1節役員を選挙する会合の1ヵ

月前の例会において，議長は理事候補

者を指名することを求めなければなら

ない。出席会員は何名でも指名するこ

とができる。これらの指名は投票用紙

に記載されて年次総会において投票に

付せられなければならない。そして最

多投票数を獲得した＼　　名の候補者

を以て当選者とする。

　第2節　被選理事は年次総会後1週

間以内に会合して，会長及び1名又は

数名の副会長を互選しなければならな

い。その同じ会合において，被選理事

は幹事，会計，及び会場監督を選挙し

なければならない。そしてその全部又

はそのうちの何名かが理事であっても

よいし，そうでなくてもよい。しかし

ながら，理事でない場合，幹事及び会

計はその職に選ばれた時を以て職権上

の理事となる。その理事としての責任

及び権限は理事会の決定するところに

よる。

1　理饗及び役員の選挙f：続きについて，クラブ会長の

選挙はその就任する年度直前の2年間に随時行なうもの

とするとの規定，lkぴ理蟹会に継続性を持たせるための

燦定を設けることができる。

（注。次に掲げる二つの節は上掲一；つの節の代りに採用

することのできる案として掲げたものである。採用しな

い方の二つの節を抹消すること。）

＼

　　　　　　第1条　　2　案

第1節　役員を選挙すべき会合の1ヵ月前の例

会において，その議長たる役員は会員に対して，

会長，副会長，幹事，会計及び　　名の理事を指

名することを求めなければならない。その指名は，

クラブの決定するところに従って指名委員会又は

出席全会員のいずれか一方又は双方にようて行な

うことができる。もし指名委餓会を設けるように

決定されたならば，かかる委員会はクラブの定め

るところに従って任命されなければならない。適

法に行なわれた指名は各役職毎にアルファベット

頑に投票用紙に記載されて年次総会において投票

に付せらるべきものとする。投票の過半数を獲得

した会長，副会侵，幹事及び会計がそれぞれ該当

する役職に当選したものと宣1雪さるべきものとす

る。投票の過半数を得た　　名の理事候補者が理

事に墨選したものと宣誘さるべきものとする。

第2節　選挙された役員及び理事に画前会畏を

加えて理事会を構成するものとする。選挙後選ば

れた理事は1週間以内に会合してクラブ会員の中

から会場監督を勤める者を選任しなければならな

い。

　第3節　理事会又はその他の役職に

生じた欠員は残りの理事会員の決定に

よって補填すべきものとする。

　第4節任期未到の被選役員又は被

選理事の地位に生じた欠員は残りの被

選理事会員の決定によって補填すべき

ものとする。
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2条（1），3条（1－5），4条（1）

　第2条
理　事　会

ロータリー・クラブ細則

　第1節本クラブの管理主体は本細

則第1条第1節に基づいて選挙された

理事会とする。

（注。9し第1条に2案が採用されている場合は，本条

は次に示す案を採用することを要する。採哨されなかっ

た方の本節は抹消すること。）

＼

第2条　　2　案

第1節　本クラブの管理主体は本クラブの会員

　．．名より成る理事会とする。即ち本細則第1条

第1節tcrgついて選挙された＿＿名の理事，会長，

副会長，幹事，会計及び底前会長である。

　第3条
役員の任務

　第1節会長。本クラブの会合及び

理事会の会合において議長をつとめ，

その他通常その職に付随する任務を行

なうことを以て会長の任務とする。

　第2節副会長。会長不在の場合に

本クラブの会合及び理事会の会合にお

いて議長をつとめ，その他通常その職

に付随する任務を行なうことを以て副

会長の任務とする。

　第3節幹事。幹事の任務は，会員

の記録を整理保管し，会合における出

席を記録し，クラブ，理事会及び委員

会の諸会合の通知を発送し，これらの

会合の議事録を作ってこれを保管し，

毎年1月1日及び7月1日現在を以て

国際ロrタリー一事務総長に対して行な

わなければならない半期会員報告，国

際ロータリー一事務総長に対して行なう

べき会員異動報告，毎月の最終例会の

直後地区ガバナー一（（対して行なわなけ

ればならない，クラブ例会の月次出席

報告を含む諸種の義務報告を国際ロー

タリーに対して行ない，ロータリアン

誌の購読料を徴収してこれを国際ロー

タリーに送金し，その他通常その職に

付随する任務を行なうにある。

　第4節会計。会計の任務は，すべ

ての資金を管理保管し，毎年1回及び

その他理事会の要求ある毎にその説明

を行ない，そのほかその職に付随する

任務を行なうにある。その職を去るに

当っては会計はその保管する総ての資

金，計算帳簿，その他あらゆるクラブ

財産を，その後任者又は会長に引継が

なければならない。

　第5節会場監督。会場監督の任務

は通常その職に付随する任務，及びそ

の他会長又は理事会によって定められ

る任務とする。

会

第4条
合

　第1節　年次総会。＊本クラブの年次

総会は毎年＼

に開催さるべきものとする。そしてこ

の年次総会において，次年度の理事の

選挙を行なわなければならない。

（注。もし第1条に2案が採用されている場合は，次の

案を採用することを要する。》

＼

r＝i・条2案

一298　一・

＊標準クラブ定款第4条第2節は，“本クラブの役員を

選挙するための年次総会は本クラブ細則の定めるところ

に従って毎隼12月31日以蔚に開催されなければならない”

と幾定している。

4条（2－5），5条（1－2），6条，7条（1a－d）

ロータリー・クラブ細則

第1節　年次総会。郵本クラブの犀次総会は毎年

＼．．

に開催さるべきものとする。そしてこの年次総会

において次年度の役員及び理事の選挙を行なわな

ければならない。

第2節　本クラブの毎週の例会は
＼　曜日＼　　　時に開催するものと

する。

　例会に関するあらゆる変更又は例会

の取消しはすべてクラブの会員全部に

然るべく通告されなければならない。

　第3節会員総数の3分の1を以て
本クラブの年次総会及び例会の定足数

とする。

　第4節　定例理事会は毎月＼

に開催さるべきものとする。臨時理事

会は会長がその必要ありと認めた時又

は理事2名の要求ある時，会長によっ

て召集さるべきものとする。但しその

場合然るべき予告が行なわれなければ

ならない。

　第5節理事会メンバー総数の過半

数を以て理事会の定足数とする。

　　第5条
入会金及び会費

　第1節入会金は＼　　　　　と
し，入会承認に先んじ納入すべきもの

とする。

＊第2節会費は年額＼

とし，各半隼毎の支払額の中1ドル75

セントは各会員のロータリアン誌の購

読料に充当すると云う諒解の下に，毎

年2回7月1日及び1月1日に納入す

＊1974W（ミネアポリスーセントポール）函際大会にお

いて改正。

一299一

べきものとする。

（注。最低郵便料金の適剛されない悶々においては，ロ

ータリアン誌の購読料は1ヵ年米貨4ドルとする。）

　第6条
採決の方法

　本クラブの議事は，投票による役員

及び理事の選挙を除き，口頭による採

決を以て処理さるべきものとする。

　第7条
委　員　会

　第1節　（a）会長は理事会の承認の

下に次の常任委員会を任命しなければ

ならない。

　　社会奉仕委員会

　　国際奉仕委員会

　　職業奉仕委員会
　（b）会長はまた，理事会の承認の下

に，社会奉仕，国際奉仕及び職業奉仕

について，必要と考える特定分野を担

当する委員会を任命するものとする。

　（c）社会奉仕委員会，国際奉仕委員

会及び職業奉仕委員会は，それぞれ会

長が理事の中から任命する委員長及び

少なくとも2名以上の他の委員から成

るものとする。

　（d）会長は理事会の承認の下にクラ

ブ奉仕の申の特定分野を担当する次の

各委員会を任命するものとする。

　　出　席　委　員　会

　　親睦活動委員会
　　雑　誌委　員　会

　　会員選考委員会

　　会員増強委員会
　　プログラム委員会

　広　報　委　員　会

次の委員会に毎年1名ずつの委員を
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任命するものとする。

　　職業分類委員会
　　ロータリー情報委員会

　その他，会長はクラブ内の諸事項管

理のため必要と考える委員会を任命す

るものとする。

　（e）クラブ諸委員会の任命について，

可能かつ実際的である限り，1名又は

数名の委員を再任するか又は1名又は

数名の委員を2ヵ年の任期を以て任命

することにより委員会に継続性を持た

せる規定を設けるべきものとする。

　いかなる委員も，本細則に別段の規

定ある場合を除き，連続2年を越えて

同一委員会の委員となることはできな

い。

　（f）職業分類委員会及びロータリー

情報委員会は，各々3名の委員を以て

構成されるものとし，それぞれ毎年1

名の委員を3年の任期を以て任命する

ものとする。

　本規定に基づく最初の任命は次の如

く行なうものとする：3名の委員を任

命：その中1名は1年，1名は2年，

1名は3年の任期を以て，それぞれ任

命する。

　（g）雑誌委員会は，可能である限り

クラブ会報編集及び地元新聞又は広告

関係の会員を委員の中に含めなければ

ならない。

　（h）会長はまた，クラブ奉仕の諸活

動全部に対して責任を持つ理事を1名

任命しなければならない。この理事は，

クラブ奉仕の各特定分野について任命

されたあらゆる委員会の仕事を監督，

調整する任務を持つものとする。

　（1）会長は，職権上すべての委員会

の委貫となるものとし，その資格にお
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いて委員会に付随するあらゆる特典を

持つものとする。

　（j）各委員会は本細則によって付託

された職務及び更にこれに加えて会長

又は理事会が付託する事項を処理すべ

きものとする。理事会によって特別の

権限を与えられた場合を除き，これら

の委員会は，理事会に報告してその承

認を得るまでは行動してはならない。

　第8条
委員会の任務

　第1節　社会塞仕委員会。この委員

会は，本クラブの会員がその地域社会

に対する諸責務を遂行する上に役立っ

指導と援助を与えるような方策を考案

しこれを実施するものとする。この委

員会の委員長は本クラブの社会奉仕活

動に責任を持ち，社会奉仕の諸特定分

野について任命されるあらゆる委員会

の仕事を監督しこれを調整するものと

する。

　第2節　国際奉仕委員会。この委員

会は，本クラブの会員が，国際奉仕に

関する事柄においてその諸責務を遂行

する上に役立つ指導と援助を与えるよ

うな方策を考案しこれを実施するもの

とする。この委員会の委員長は本クラ

ブの国際奉仕活動に責任を持ち，国際

奉仕の諸特定分野について任命される

あらゆる委員会の仕事を監督しこれを

調整するものとする。

　第3節職業奉仕委員会。この委員

会は，本クラブの会員が，その職業関

係における諸責務を遂行し，各会員そ

れぞれの職業における慣行の一般水準

を引上げる上に役立つ指導と援助を与

えるような方策を考案しこれを実施す

ロータリー・クラブ細則

るものとする。この委員会の委員長は，

本クラブの職業奉仕活動に責任を持ち，

職業奉仕の諸特定分野について任命さ

れるあらゆる委員会の仕事を監督しこ

れを調整するものとする。

　第4節　（a）出席委員会。この委員

会は，すべてのクラブ会員があらゆる

ロータリーの会合に出席すること一

これには，地区大会，都市連合会，地

域大会及び国際大会への出席も含まれ

る一を奨励する方法を考案するもの

とする。この委員会は特に本クラブの

例会への出席と，本クラブの例会に出

席できない場合の他クラブ例会への出

席とを奨励し，全会員に出席規定を周

知せしめ，出席を良くするためのより

良き奨励策を講じ，そして出席不良の

原因となる諸事情を確かめてこれを除

去することにつとめるものとする。

　（b）職業分類委員会。この委員会は，

毎年できるだけ早く，遅くとも8月31

日以前にその地域社会の職業分類調査

を行なわなければならない。その調査

から，職業分類指針を用いて，充填及

び未充填職業分類表を作成しなければ

ならない。必要の場合は本クラブの現

会員の持っている職業分類を再検討し

なければならない。そして，あらゆる

職業分類の問題について理事会と協議

しなければならない。

　（c）親睦活動委員会。この委員会は，

会員間の知り合いと友誼を増進し，用

意されたロータリーのレクリエーショ

ン及び社交的諸活動への参加を会員に

奨励し，本クラブの一般目的の遂行上

会長又は理事会が課する任務を果たす

ものとする。

　（d）雑誌委員会。この委員会は，口
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8条（4a－h）

一タリアン誌及び／又はレビスタ・ロ

ータリアに対する読者の関心を喚起し；

雑誌週間を主催し；クラブの例会プロ

グラムにおいて毎月雑誌の簡単な紹介

を手配し；新会員の教化に雑誌を利用

することを奨励し；ロータリアンでな

い講演者に雑誌を贈呈し；図書館，病

院，学校，その他の図書閲覧室のため

に国際奉仕並びにその他の特別購読を

取計らい；ニュース資料と写真を雑誌

編集者に送り；その他あらゆる方法に

よって雑誌を本クラブ会員及びロータ

リアン以外の人々に役立てるものとす

る。

　（e）会員選考委員会。この委員会は，

会員に推薦されたすべての者を個人的

の面から検討して，その人格，職業上

及び社会的地位並びに一般的な適格性

を徹底的に調査しなければならない。

そしてすべての申込に対する委員会の

決定を理事会に報告しなければならな

い。

　（f）会員増強委員会。この委員会は，

絶えず本クラブの充填及び未充填職業

分類表を検討し，そして開放された職

業分類を充填するために適当な人物の

氏名を理事会に推薦するよう積極的に

つとめなければならない。

　（g）プログラム委員会。この委員会

は，本クラブの例会及び臨時の会合の

ためのプログラムを準備し，手配しな

ければならない。

　（h）広報委員会。この委員会は，（1）

広く一般世間に，V　一一タリー，その歴

史，綱領及び規模に関する情報を提供

し，そして（2体クラブのために適切な

宣伝を行なう方策を考案しこれを実施

するものとする。
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　（i）ロータリー情報委員会。この委

員会は，（1｝会員候補者にロータリー・

クラブ会員の特典と責務に関する情報

を提供し，（2）会員，特に新入会員に，

会員の特典と責務に関する適切な理解

を与えダ（3）会員にロータリー，その歴

史，綱領，規模，活動に関する情報を

提供し，（4＞会員に国際ロータリーの管

理運営の動向に就いての情報を提供す

る方策を考案しこれを実施するものと

する。

賜

第9条
暇

　理事会に対し書面を以て，正当かつ

充分な理由を具して申請することによ

って，会員は一定期間を限り本クラブ

の倒会出席義務を免除する賜暇が与え

えられる。

（注：このような賜暇は会員身分の喪失を防ぐためのも

のである。しかし本クラブに対してその会員を出席同様

に見倣すためのものではない。その会員が他のクラブの

例会に出席しない限り，出席を免除された会員は欠席と

紀録されなければならない。但し標準クラブ定款第8条

第5節（c）又は（d）の規定に基づいて認められた欠席は本

クラブの出席紀録に算入されない。）

財

第10条

政

　第1節会計は本クラブの資金をす

べて理事会によって指定される銀行に

預金しなければならない。

　第2節すべての勘定書は役員2名
の署名する伝票に基づき，会計の署名

する小切手を以てのみ支払わるべきも

のとする。本クラブのすべての会計事

務については毎年1回公認会計士又は

他の有資格者によって全面的な監査が

行なわれなければならない。

第3節　資金を預り或はこれを取扱

う役員は，本クラブの資金の安全保管

のために理事会が要求することあるべ

き保証を提供しなければならない。保

証の費用は本クラブが負担するものと

する。

　第4節本クラブの会計年度は7月

1日より6月30日に至る期間とし，会

費徴収の目的のためにこれを7月1日

より12月31日に至る期間及び1月1日

より6月30日に至る期間の2半期に分

けるものとする。国際ロータリーに対

する人頭分担金と雑誌購読料の支払は，

毎年7月1日及び1月1日に，それぞ

れ当日の本クラブ会員数に基づいて行

なわるべきものとする。

（注：半期の途中に入会した会員の雑誌購読料は国際ロ

ータリー事務局からの仕切り状に基づいて支払われるも

のとする。）

　第5節各会計年度の初めに理事会

はその年度の収支の予算を作成し，又

は作成せしめなければならない。その

予算は，理事会によって承認された後，

各費目毎に支出の限度となるものとす

る。但し，理事会の議決によって別段

の指示がなされた場合はこの限りでな

い。

　　第11条

会N選挙の方法

第1節　正会員（アディショナル正

会員を含む）

（1）本クラブの正会員，シニア・ア

クチブ会員もしくはパスト・サービス

会員または会員増強委員会によって推

薦された会員候補者の氏名は，書面を

もって，本クラブ幹事を通じ，理事会
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璽星盤るべきものとする。この推薦

ロータリークラブ細則

は，本節に別な定めのある場合を除き，

11条（2）

暫くこれを秘密にしておかなければな

らない。

（2｝理事会は，職業分類委員会に対

し，推薦された会員候補者　　格’牛

を職業分類上の見地から審査して，こ

れを理事会に報告するよう要請し，さ

らに，会員選考委員会に対し，当該候

補者の資格要件を，人格，職業的およ

び社会的地位，ならびに一般的適格性

の見地から調査して，これを理事会に

報告するよう要請するものとする。

（3）理事会は，職業分類委員会およ

び会員選考委員会の勧告を審査して，

その承認または不承認を決定し，これ

をクラブ幹事を通じて，推薦者に通知

しなければならない。

（4）理事会の決定が肯定的であった

場合は，推薦者は，ロータリー情報委

員会の委員1名または数名と共に，被

推薦者に対し，ロータリーの目的およ

びクラブにおける会員の特典と義務に

ついて説明しなければならない。この

説明の後，被推薦者に対し，入会申込

書の記入および提出を求め，また，本

人の氏名および本人に予定されている

職業分類をクラブに発表することにつ

いて承諾を求めなければならない。

（5）被推薦者の氏名の発表後10日以

内に，理事会が，クラブ会員の誰から

も，推薦に対し，理由を付記した書面

による異議の申し立てを受理しなかっ

た場合は，会員候補者は，本細則第5

条に定める入会金を納めることにより，

会員に選ばれたものとみなされる。

理事会に対し異議の申し立てがあっ

た場合は，理事会は，定例または臨時

の理事会会合において，これを審議し，
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当該被推薦者について票決を行なうも

のとする。この定例または臨時の理事

会会合において，出席理事の反対投票

が＼＿．票を越えなかった場合は，被推

薦者は，所定の入会金を納めることに

より，クラブ会員に選ばれたものとみ

なされる。

　本節の規定により会員が選挙された

ときは，クラブ幹事は，当該会員に対

して会員身分証明書を発行し，その氏

名を国際ロータリー事務総長に報告し

なければならない。

（6）当該会員は，クラブの例会にお

いて，新会員として正式に紹介されな

ければならない。

　第2節シニァ・アクチブ，パスト・

サービス，及び名誉会員。これら3種

類の会員のいずれかに推薦された候補

者の氏名は書面を以て理事会に提出さ

れなければならない。そしてその選挙

は正会員の場合と同様の形式及び方法

を以て行なわるべきものとする。但し，

これら3種類の候補者推薦については

いかなる定例又は臨時理事会において

も審議することができ，理事会はその

裁量によって本条第1節に定められて

いる段階の中，いずれの段階をも省略

して直ちに被推薦者についての投票を

行なうことができる。その定例又は臨

時理事会に出席する理事の投ずる反対

投票が＼　　票を越えない場合は，そ

の被推薦者は正式に選挙されたものと

認めらるべきものとする。但し，本ク

ララの正会員又はパスト・サービス会

員で，本クラブ定款に定められたシニ

ァ・アクチブ会員の資格を備えている

者は，自動的に本クラブのシニア・ア

クチブ会員となるものとする。その場

“
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11条（3），12条（1），13条
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合，このようなシニア・アクチブ会員

については申込書も選挙もこれを必要

としない。

　第3節　元アディショナル正会員の

再選。（1）国際ロータリー細則第3条

第2節（a）の規定に基づいて本クラブの

アディショナル正会員に選挙され，そし

て本クラブ定款第8条第2節（b）（1）の

規定によってその会員身分が終結した

本クラブの元アディショナル正会員の

入会申込は理事会によって速やかに審

議され，そして同一又は他の職業分類

の下になされる他の如何なる申込又は

推薦にも優先して取り上げられなけれ

ばならない。

　（2）本クラブ定款第5条第5節（b）

の規定に基づいて選挙されたアディシ

ョナル正会員の会員身分が，その職業

分類が空席となったために終結した場

合は，その職業分類が再び充填された

時本人は再び選挙されることができる。

（その場合，その職業分類の保持者が定

款第5条第5節（a）の規定に基づいて

アディショナル正会員を推薦する権利

は侵害されることはない。）

　｛3｝理事会は，その裁量によって，

いかなる申込をも職業分類委員会及び

会員選考委員会に付託することができ

る。そして理事会は，被推薦者の選挙

に異議のある会員をして異議の理由を

具して書面を以て理事会に通告せしむ

べき10日間の期間を設定することがで

きる。理事会は，定例又は臨時理事会

において一職業分類委員会，会員選考

委員会からの報告及び異議申し立の提

出のいずれか若しくは全部がなされて

いる場合はこれを参酌して一入会申

込を投票に付するものとする。その定

一304　一

例又は臨時理事会に出席する理事の投

ずる反対票が＼＿＿＿票を越えない場

合は，その元アディショナルiE会員は正

式に会員に選挙されたものと認めらる

べきものとし，幹事によってその旨通

告さるべきものとする。串込が拒否さ

れた場合は，幹事はその旨申込者に通

告すべきものとする。

（注：理事会の最終投票によって会員選挙を決するこの

細則の規定に代えて，クラブは正会員，シニァ・アクチ

ブ会員，パスト・サービス会員又は名誉会員の選挙を，

クラブ例会におけるクラブ会員の最終投票によって決定

する規定を採用することができる。但し，この場合，その

例会ieは定足数の出席を必要とし，出席会員の4分の3の

賛成投票を必要とすることを規定しなければならない。）

決

第12条

議

　第1節事の如何を問わず本クラブ

を拘束する決議又は提案は，理事会に

よって審議された後でなければ本クラ

ブによって審議されてはならない。も

しかかる決議又は提案がクラブの会合

で提起されたならば，討議に付するこ

となく理事会に付託しなければならな

い。

　第13条

議事の順序

開会宣言

来訪ロータリアンの紹介

来信及び告示事項

委員会報告（もしあれば）

審議未終了議事

新規議事

スピーチその他のプログラム

閉　会

改

第14条

正

ロータリークラブ細則

　本細則は，定足数の出席する任意の

例会において，出席会員の3分の2の

賛成投票によって改正することができ

一　305　一一

14条

る。但し，かかる改正案の予告は当該例

会の少なくとも10日前に各会員に郵送

されていなければならない。クラブ定

款及び国際ロータリーの定款及び細則

と背馳する如き改正又は条項追加を本

細則に対して行なうことはできない。
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（Glossary）

ロータリー用語

Achievement　Report一業績報告一　各クラ

ブが1年度間の活動と業績を報告する用紙と

して，毎年クラブへ送付される書式。（31頁参照）

Acting　District　Governor一地区ガバナー

事務取扱一　地区ガバナーが空席になった場

合，新ガバナーが国際大会に於て又は国際ロ

ータリー理事会に依って選挙されるまで，そ

の事務を執行するために，国際ロータリー会

長が指名したもの。

Active　Member一正会員一　職業分類の下

にクラブ会員として選ばれ，国際ロータリー

の定款及び細則に定められた会員としての総

ての義務，責任，及び特典を有するクラブ会員。

Additional　Active　Member一アディショナ

ル正会員一　（1）クラブの正会員によりその所

属する事務所の同僚幹部の申より推薦され，

推薦者と同一の職業分類の下にそのクラブの

会員として選挙された者，又は（2）総ていずれ

かのロータリー・クラブの正会員であった者

で，そのクラブの区域限界内でクラブで分類

されていた職業に現実に従事しなくなったた

めに退会し，別のあるクラブによって，その

クラブの当該職業分類保持者の承諾を得て同

一職業分類の下に会員として選挙された者。

クラブが（2）項によってアディショナル正会員

を選挙した場合，当該正会員は（1順によって

アディショナル正会員を推薦する権利を失わ

ない。アディショナル正会員は正会員であり，

正会員と同一の義務，責任及び特典を有する。

但し同一職業分類を保持する正会員が正会員

身分を失ったとき，又はクラブに於ける当該

職業分類が空席となった場合はその会員身分

を失う。

Administrative　Adviser一管理顧問一　会

彙

長の指名により，国際ロータリー代表として

の名誉職の資格に於て，無地区クラブの集団

に接触し，これを監督して国際ロータリー理

事会に助力するロータリアン。（15頁参照）

Admission　Fee一入会金一　クラブ入会申

込者がクラブに支払う料金。料金の額は均一

でない。各クラブがその細則に規定する所に

よって異なる。

Abvisers　of　Revista　Rotaria一レビスタ・

ロータリアの顧問一（155頁参照）

Alternate（delegate）一補欠者（代議員）一

何れのクラブでも国際大会にその代議員を選

出するに当り，代議員各1名毎に補欠者1名

を選ぶことができる。この補欠者は当該代議

員不在の場合国際大会に於て投票する権利を

有する。

ANZAO一アンザオー　オーストラリア，ニ

ュージーランド，アフリカ（地中海に面する

諸国，諸地域を除く）及びその他の地方で他

の地域群（即ちUSCB，　SACAMA，　G．B．＆

1．，CENAEM又はアジア）に含まれない地

方を包含する地域群。

Attendance　Report（Club）一出席報告（ク

ラブ）一国際ロータリー細則に基き，各ク

ラブがその例会に於ける出席につき，地区ガ

バナーに対し毎月提出すべき報告。クラブが

地区に所属しないときは国際ロータリー事務

総長に提出する。

Attendance　Report（Governor）一出席報告

（ガバナー）一　所管地区内のクラブから受

取った月例出席報告の一覧表。ガバナーはそ

の写を国際ロータリー事務総長に送付する。

Balanced　Membership一均衡のとれた会員

構成一　職業的に片寄らないクラブの会員構
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ン
殿
層
諏



鷺
馨

糞
重
、
・
鐸
≦
、
眞
辱
鈴

嘉
「
墾
≦
一

Y

拶
4．「

繋ぎ

ii糞

難

熱
藝

灘
l
l
…
1
纏
…

醗灘
、

　か

灘

講
嚢
鑛

韓襲

tt　鱈

成。

Bd．一国際ロータリー理事会の略語一　この

略語につづいて記す数字は年度を表わす。例

えばBd．44－45は1944－1945年度の理事会

の略語である。

Birthplace　of　Rotary一ロータリーの発祥

地一　第一番目のロータリー・クラブが設立

された米国イリノイ州シカゴ市。

Board　of　Directors（Club）一クラブ理事

会一　クラブ細則の規定により構成されたク

ラブの管理主体。

Board　of　Directors（R．1．）一国際ロータ

リー理事会一（8頁参照）

Brief　Report　of　the　Convention一国際大

会略報一　国際大会終了後直ちに全加盟クラ

ブに送付される大会報告書の要約のみを特集

して，大会直後に発行されるR．1．ニュース。

CENAEM一セナエムー大陸ヨーロッパ，

北アフリカ及び東地申海地域の略語。

Central　Office（C．0．）一中央事務局一　米

国イリノイ州エバンストンにある国際ロータ

リー中央事務局。

Certificate　of　Nomination　of　Dis　tr　ict

GovernOr一地区ガバナー指名証明書一　ロ

ータリアンが地区内クラブに依り正式に地区

ガバナーの職に指名された事を証明する地区

ガバナー，及び場合によっては併せて地区大

会幹事の署名した証明書。

Charter　Fee一加盟金一　国際ロータリー

に加盟を承認された各クラブが，国際ロータ

リー細則により国際ロータリーに納付すべき

料金額，米貨150ドル。

Charter　Member－一創立会員一　ロータリ

ー・クラブの創立会員，即ち国際V一タリー

加盟前に選ばれた会員。

Classification－一一一me業分類一　地域社会に貢

献する別個のかつ明確な実業又は専門職業活

動を表示する字句。用語としては，正会員の

所属する商社，会社又は団体の主要かつ一般

世聞がそのように認めている活動を最も正確

に表示する字句である。

Classification　Roster一職業分類表一　地

域社会に於ける実業及び専門職業活動のすべ

てを含む一覧表で，クラブで既に充填されて

いるもの，未充填のものを区別したもの。

Club　Assembly一クラブ協議会一　クラブ

の計画及び活動について協議する目的のた

め，クラブ役員，理事及び委員長全員の会

合。

Club　Review　Checklist一クラブ実態照合

表一　クラブ役員がクラブの実態を検討し，

又ララブの慣行及び動向についてガバナーと

協議する準備のため用意される照合表。

C．0．一中央事務局一　米国イリノイ州エバ

ンストンにある国際ロータリー中央事務局の

略語。

Commission　on　Rotary　International

Administration（C．R．1．A．）一国際ロータリ

ー管理調査委員会一　1934年度（デトロイト）

大会に於て採択された決議に基き，1935年1

月国際ロータリー理事会が依嘱した委員会で，

地方管理に影響を及ぼす現行の運営手続きを

検討し，改正を提案し，更に／或は，地方管

理の形態乃至は地域的或は国家単位の管理方

式について，検討し，委員会の最適と考える

代案を提案し，或は部分的変更を立案し，又

は現行方式の再確認を求めることを目的とし’

たもの。同委員会は1935年，1936年及び1937

年度国際大会に報告を提出し，1937年度大会

に於て正式に解嘱された。

Coゴsidered　as　Withdrawn一撤回と看倣す

一　規定審議会及び国際大会に於ける提出議

案の取扱に関連してロータリーで発達した議

事採決の方法。選挙体として採択に賛成出来

ないが，否決と議事録に残したくないものは

　“撤回と看倣される”。この議決法は，採決

を延ばしその間に更に議題を研究したい場合

に時々用いられる。

Convention一国際大会一　　（48－57頁参照）

Convention　Proceedings　Book一国際大会報
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告書一　国際大会終了直後毎年国際ロータリ

ーが印刷発行する写真入り大会報告書。

Conv．　Res．　（Convention　Resolution）一

国際大会決議の略語。

Council　of　Past　Presidents一元会長審議

会一　（14頁参照）

Council　on　Legislation一規定審議会一

（8頁参照）

Countries　and　Geographical　Regions一

国及び地理的地域一　ロータリー・クラブの

存在する世界各地域に関連して用いられる慣

用語。

C．R．1．A．一国際ロータリー管理調査委員会の

略語。

Delegate一代議員一　名誉会員を除き，各

クラブはその会員最初の50名まで1名，それ

を越える50名毎又は26名以上の端数につき1

名の代議員を何れの国際大会にも送る権利を

有する。

Delegate－at－Large一特別代議員一　国際

ロータリーの各役員及び現にクラブの名誉会

員以外の会員資格を有する国際ロータリー元

会長は，国際ロータリーの定款及び細則によ

り国際大会に於ける特別代議員と認められ，

各議題につき一票の議決権を有する。

District一地区一　国際ロータリーの管理上

一団に集められたクラブ群の所在する一定地

域に与えられた名称。

District　Assembly一地区協議会一　（14頁

参照）

District　Committee一地区委員会一　（67

頁参照）

District　Conferenee一地区大会一　（14頁

参照）

District　Conference　Report一地区大会報

告書一　地区大会決議事項，出席クラブ数，

ガバナー・ノミニーの氏名その他を記載し，

ガバナー及び地区大会幹事より国際ロータリ

ーに提出さるべき報告書。

District　Funds一地区資金一　種々の目的

のため（主として地区大会開催費の全部又は

一部を賄うため）多くの地区で設定している

資金。この資金に対する分担は地区によりそ

の額を異にするが，斯様な資金の設定につい

ては何ら特定の権限は与えられていないから，

分担は任意に行なわるべきであって，ロータ

リアン個人又はクラブに対して課せらるべき

人頭分担金の如き性質のものであってはなら

ない。

District　Governor一地区ガバナー一　（12

頁参照）

District　Governor　Ad　Interim一暫定地区

ガバナー一　国際大会で選挙されたガバナー

がその地区外にあって就任期までに帰着出来

ない場合にはその帰着までの期間，直前ガバ

ナーが暫定地区ガバナーとしてその職務を執

行する。

Dues　and　Fees一年会費及び入会金一　各

正会員，シニア・アクチブ会員及びパスト・

サービス会員はそのクラブの細則に定める入

会金及び年会費をクラブに支払う。その金額

は国際ロータリー加盟各クラブ間に於て一定

していない。

Elector一選挙人一　選挙人は正当に選ばれ

た代議員，委任状所持者及び特別代議員を言

い国際大会の選挙体を構成する。

Enactment一規則制定一　国際v一タリーの

定款及び細則又は標準クラブ定款を改正する

立法事項。

ENAEM一エナエムー　ヨーロッパ，北アフ

リカ及び東地申海地域の略語で，CENAEM

とG．B．＆1．の両方を含む地理的地域を指す。

Exchange　of　Youth一青少年交換一　ある

程度実務の経験を有する青少年に他国で短期

間同一職種の体験を得る機会を，学生に対し

ては他国の学校で勉強する経験を，又休暇中

の青少年に他国を訪問滞在する機会を与える

ことを目的とする各国間相互の青少年交換。

Executive　Committee一執行委員会一（8

頁参照）

一一一@309　一一
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Extension　Aide一拡大補佐一　特別代表が

その割当てられた地域に於けるロータリー・

クラブの設立を単独で完遂出来ないと思われ，

又ガバナー自身必要な援助を供与出来ない場

合には，特別代表の近くに住むロータリアン

でロータリー・クラブ設立に経験を有する者

が特別代表を援助すべくガバナーから指名さ

れる。これを拡大補佐といい，事情によって

は自らクラブ設立に当ることを可とする場合

もある。

Extension　Within　the　Club一クラブの内

部拡大一　クラブの区域限界内で得られる適

格な職業分類代表者を洩れなく入会させてク

ラブ会員数を増加すること。

Extension　Work一拡大活動一　ロータリー

・クラブが存在しないところにクラブを設立

してロータリーを拡める活動。この活動は，

地区に於てはガバナーと事務局の協力によっ

て行なわれその他の地域に於ては特に指名さ

れた代理者が事務局の協力を得て行なうこと

を通例とする。

Founder　of　Rotary一ロータリー創始者一

1905年シカゴに最初のロータリー・クラブ

を創立したポールP．ハリスを指す用語。ポ

ールP．ハリスは1947年1月27日死去した。

Four　Avenues　of　Rotary　Service　一ロー

タリー奉仕の四大部門一　クラブ奉仕，職業

奉仕，社会奉仕，及び国際奉仕を指す用語。

G．B．＆1．一グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドの略語。

General　Counci1（RJ．B．1．）－R．1．B．1．審議

会一　グレート・ブリテン及びアイルランド

内国際ロータリーの管理機関で，R．1．B．1．の

役員（会長，直前会長，副会長，名誉会計及

び幹事）とグレート・ブリテン及びアイルラ

ンド内の地区に於ける地区ガバナーを以て構

成する。グレート・ブリテン及びアイルラン

ド選出の国際ロータリー理事は職権上本審議

会の構成員である。

General　Officers　of　R．1．一国際ロータリ

一中央役員一　国際ロータリーの会長，第1，

第2，及び第3副会長，その他の理事13名（会

長イレクトを含む），事務総長並びに財務長。

General　Secretary’s　Letter　to　R．1．

Officials一地区ガバナー及び他の国際ロー

タリー役員に対する事務総長の書簡一　国際

ロータリーの役員，委員その他に対し，時に

応じて国際ロータリー事務総長が発送する書

簡。経費の都合で複写されてはいるが，上記

役職に在る人々にとって重要な情報が記載さ

れており，各受取人に対する私信と解すべき

ものである。

Governor’s　Monthly　Letter一ガバナー月

信一　所管地区内の各クラブの会長及び幹事

に対して毎月ガバナーから発送される親書的

な公文書で特に関心を求むべき重要事項を記

載する。

Group　Representatives一分区代理一　地

区内で予め区分された地域内のクラブの役員

に助力するため，経験あるロータリアンの中

からガバナーが指名する非公式代理。ガバチ

ーはその任務を何人にも委譲する権限を持た

ないのでこの代理は非公式で権限を持つもの

ではない。

“He　Profits　Most　Who　Serves　Best”一

“最もよく奉仕する者，最も多く報いられる”

ロータリーの文献その他に用いられる標語。

Honorary　Member一名誉会員一　（231頁参

照）

Ibero　America一イベロ・アメリカー　イ

ベロ・アメリカはヨーロッパのイベリア半島

出身のスペイン人及びポルトガル人によって

開拓されたアメリカ大陸諸国を言う。国際ロ

ータリー理事会の構成について，国際ロータ

リー細則は，イベロ・アメリカは南アメリカ，

中央アメリカ，メキシコ及びアンティル諸島

を含むと規定している。（国際ロータリー理

事候補推薦及びその他若平の管理上の目的の

ためにプエルトリコはイベロ・アメリカから

除外されている。）

一一 R10一

Intercountry　Committee一国際共同委員会

一　夫々の所管ガバナーにより又はその承認

を得て組織される，2ヵ国以上のロータリァ

ン，ロータリー・クラブ又は地区により構成

される委員会で，関係国のクラブ及びロータ

リアン間の交友を奨励し，それによって各国

民の間に理解を増進し友好を促進することを

目的とする。

International　Assembly一国際協議会一（13

頁参照）

International　Officers一国際ロータリー・

役員の項参照。

Lapel　Button一襟章一　ロータリー・クラブ

の会員の襟章で，金地に紺のエナメルを以て

作られたロータリーの徽章。

Member　Club一加盟クラブー　国際ロータ

リーに正式に加盟を認められたロータリー・

クラブ。

Membership　Application　Card一入会申込

カードー　会員として推薦された者が入会申

込の際用いるカード。

Membership　ldentification　Card一会員証

一　国際ロータリーが全クラブにその使用を

奨めている一定様式の小型会員証。国際ロー

タリー事務総長の複写印刷署名の他，会員名，

所属クラブ名，職業分類，納入した会費の期

限，クラブ幹事の署名及び当人の署名のため

の空欄が設けてある。

Membership　Proposal　Card一会員推薦カ

ードー　クラブ会員がクラブに会員を推薦す

るときに用いるカード。

Membership　Report　Card一会員報告カー

ドー　クラブ幹事が国際ロータリー事務総長

に対して，新会員，退会者及び会員の住所，

職業分類等の変更を報告する書式として，国

際ロータリーが供給する三様式のカード。

Memo　of　Official　Visit　of　’District

Governor一ガバナー公式訪問報告書一　ガ

バナーが所管地区の各クラブを公式訪問した

際に記入し，（クラブ計画及び目標の要約と

五
口

…
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共に），最寄りの国際ロータリー事務局に送

付する報告書の用紙。この報告は，国際ロー

タリーに対し各クラブが如何にロータリーの

計画を実行しているかについて情報を提供し，

かつ国際ロータリーがクラブに対してサービ

スする上の参考に供することを目的とする。

Non－Districted　Club一無地区クラブー　国

際ロータリーの地区に属せず，国際ロータリ

ー理事会の直轄下にあるクラブ。

Object　of　Rotary一ロータリーの綱領一

国際ロータリー定款第3条及び標準クラブ定

款第3条に規定するロータリーの綱領。（綱

領文は219頁参照）

Occupational　Book　Shelf一職業参考書棚一

ロータリー・クラブがその土地の公共図書館

や学校の図書館に会員各々の職業に関連する

参考書を寄付して設ける書棚。

Officers，　Club一クラブ役員一　クラブの役

員は会長，副会長1名又は数名，幹事，会計

及び会場監督である。

Officers，　R．1．一国際ロータリー役員一　国

際ロータリーの役員は，会長，第1，第2及

び第3副会長，その他の理事，事務総長，財

務長，地区ガバナー，グレート・ブリテン及

びアイルランド内国際ロータリーの会長，直

前会長，副会長並びに名誉会計である。

Official　Directory一公式名簿一　（156頁参

照）

Past　Service　Member一パスト・サービス

会員一（230頁参照）

Per　Capita　Dues－’一’人頭分担金一各クラブ

が，国際ロータリーに対して，7月1日及び

1月1日現在の正会員，シニア・アクチブ会

員及びパスト・サービス会員在籍総数に応じ

て，半年毎に支払う人頭分担金。

Provisional　Rotary　Club一仮ロータリー・

クラブー　20名以上の創立会員によって，国

際ロータリー加盟の正式申込がなされ，国際

ロータリー事務局によってその受領が確認さ

れてから，加盟承認に到るまでを仮ロータリ

一311－一
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一・クラブという。

Purposes　of　Rotary　International一国際

ロータリーの目的一　a）全世界に亘って，ロ

ータリーを奨励し，助長し，拡大しそして管

理すること；b）国際ロータリーの活動を調整

し，全般的にこれを指導すること。（国際ロ

ータリー定款第2条）

Region一地域一　地域という用語は，境界が

不定又は限定されているクラブ集団を表示す

るときに用いられる。

Regiona！Conference一地域大会一（160－

164頁参照）

Registration　Fee，　Convention－一登録料一国

際大会一　国際大会に出席を登録する満十六

歳以上の参加者が国際ロータリーに支払う料

金。登録料はその都度国際ロータリー理事会

が決定する。選挙人は登録料の支払を了える

まで選挙権を与えられない。

Resolution一決議一　規定審議会又は国際ロ

ータリー大会の議決行為で，意見を表明し，

或は国際ロータリー定款細則或は標準クラブ

定款を改正することなしに，方針或は手続き

を設定又は廃止するもの。

Resolu．tion　34一決議第34号一　国際ロータ

リーの社会奉仕に対する方針の声明で，1923

年（セントルイス）大会で決議第34号として採

択され，その後の大会で改正されたもの。（全

文38－40頁参照）

Revista　Rotaria一レビスタ・ロータリアー

国際P　－tタリーのスペイン語版機関雑誌。

R．lr国際ロータリーの略語。

R．1．B．1．一グレート・ブリテン及びアイルラ

ンドに於ける国際ロータリーの略語。（9頁参

照）

RI．News一国際ロータリー・ニースー　（156

頁参照）

Rotary一ロータリー一　　ロータリーはロータ

リー・クラブ及びロー一タリアンによって構成

される組織，彼等を鼓舞する精神，彼等を指

導する原理実践及び慣例，そして彼等が達成

を期する目的及び綱領を示す言葉として用い

られる。

Rotary　Education一ロータリー教育一　1）

ロータリーの綱領，原理に関し，又ロータリー

とその四大奉仕部門の発達過程を会員に周知

させること。2）各ロータリアンにロータリー

の理想に対する個人的献身及び奉仕に関する

責任と理解の念を喚起助長すること。

Rotary　Foundation，　The一ロータリー財団

一　（193；222；276頁参照）

Rotary　Foundation　Educational　Awards

一ロータリー財団教育補助金一　（201頁参照）

Rotary　Institute一ロータリー研究会一　国

際ロータリー理事会の承認を得て，或る地域

乃至他の地方在住の1名又は数名の国際ロー

タリー理事が招集する会合，これは，当該地

域又は地方におけるロータリーの方針並びに

プログラムに関する諸問題の非公式討論と検

討；国際ロータリー理事会よりの提案事項の

検討；当該地域又は地方における国際ロータ

リーの綱領並びに原理適用の研究；及びロー

タリーの拡大の可能性研究のため国際ロータ

リーの現在，元及び次期役員を集めることを

目的とする。

Rotary　Institute　for　Present　and　Past

Officers　of　R．L一国際ロータリー現在及び

元役員のロータリー研究会一　国際協議会と

場所と日時を同じくして別に開催され，ロー

タリーの企画及び管理上の問題を非公式にと

り上げる研究会。現及び元国際ロータリー役

員，委員及びR．1．B．1．現及び元役員，及び任

期末の地区ガバナーで国際協議会に参加しな

い者が招待される。

Rotary　international　in　Great　Britain

＆heland（R．1．B．1．）一グレート・ブリテン

及びアイルランド内国際ロータリー一　グレ

ート・ブリテン，アイルランド，チャン不ル

諸島及びマン島に於けるロータリー・クラブ

連合会の呼称。（9頁参照）

Rotary　Wheel－一ロータリーの歯車一　ロー

一312一
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タリーの徽章につき時として用いられる呼称。

R．R．（Revista　Rotaria）一（レビスタ・ロー

タリア）の略語。

SACAMA一サカマー　南米，中米，メキシコ

及びアンチル諸島の略語。

Secretariat一事務局一　（12頁参照）

Semiannual　Report一半期報告一　毎年7月

1日及び1月1日現在を以て各クラブが国際

ロータリー理事会に対して行なう会員数の報

告。報告はクラブ会長及び幹事の署名を要し，

申央事務局所定の用紙を用いて，国際ロータ

リー事務総長に送付する。この報告に基き，

クラブは国際ロータリーの人頭分担金を支払

う。

Senior　Active　Member一シニア・アクチブ

会員一　（229頁参照）

“Service　Above　Self”一超我の奉仕一　ロ

ータリーの文献その他で用いられるモットー。

Similar　Organizations一類似団体一　ロー

タリー以外の奉仕団体を言う場合に時々用い

られる言葉。

Special　Assemblies一特別協議会一　国際

大会に於て1ヵ国又は数ヵ国のロータリアン

が合同して開催するもので相互の理解と友愛

を深め，その国又は国々に特に関連した問題

を討議することを目的とする。

Special　Representative一特別代表一　ガ

バナーの指名により，ガバナーに代ってクラ

ブ結成の手続き一切を行なうロータリアン。

通常，スポンサー・クラブの会員の中から指

名される。

Sponsor　Club一スポンサー・クラブー新

クラブの結成に際して助力し，結成後も国際

ロータリーの一員として速やかに成長するよ

う指導の責任を引受けたクラブ。新クラブの

結成に当りガバナーに協力する特別代表の所

属クラブがスポンサー・クラブになるのが普

通である。

Staff一職員一　国際ロ・一タリーの事務総長の

配下の職員で，国際ロ　一一タリーの活動を推進

五
口

…
一
口 彙

するため国際ロータリーの中央役員，ガバナ

ー，国際ロータリーの委員会及び加盟クラブ

に協力する。

Standard　Club　Constitution一標準クラブ

定款一　国際大会により採択された，1922年

6月6日後の全加盟クラブが採用すべきクラ

ブ定款。

Student　Loan　Funds一学生貸付資金一　学

資不足のため上級学校に進学出来ない優秀な

青年男女のために，クラブが設定する貸付資

金。

Summary　of　Club　Plans　and　Objectives

一クラブ計画及び目標の要約一　地区ガバナ

ーの公式訪問に際してクラブが提出する概要

報告で，ガバナー及び国際ロータリー事務局

宛に当該年度に於けるクラブ計画及び目標を

簡潔に記載したもの。

Terms　of　Reference一委任事項一　委員会

及び類似機構の権限及び任務の解説定義。

Territorial　Limits　of　a　Rotary　Club一ロ

ータリー・クラブの区域限界一　クラブ定款

に示された区域。クラブの正会員に選ばれる

ためには，その事業場又は住居がクラブの区

域内になければならない。

Territorial　Unit一地域別単位一1922年（ロ

スアンゼルス）大会で採択された加盟クラブ

の管理方式。1927年（オステンド）大会は地

域別単位による管理を廃止しだが，当時既存

の地域別単位に関しては，その権利，特典，

権限，義務又は任務は全面的に効力を持続す

ることを確認した。（8頁参照）

The　Four－Way　Test一四つのテストー

（213頁参照）

The　Rotarian一ロータリアン誌一　国際ロ

ータリーの公式機関雑誌の英語版。

USCB一　米国，カナダ，バーミューダの略

語（場合によってはプエルトリコが含まれる）。

Visiting　Rotarian　Report　Card一ビジター

出席カードー他クラブからの来訪ロータリ

アンの出席をその所属クラブに通知し，有効

一313一
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出席を確認するため，クラブ幹事が用いるカ

ード。

Vocational　Craft　Assemblies’一一’職業別協議

会一　通常国際大会又は地区大会に於て開催

され，それら大会に出席したロータリアンが

他地域からの同業者と意見を交換し，職業奉

仕問題を協議するための職業別集会。

Voting　Delegate’s　Form一投票代議員用紙

一　クラブ幹事がその投票代議員に対して交

付する用紙で，国際大会に於ける信任状委員

会による確認を要する。この用紙は保持者の

投票権を立証する他，投票代議員として大会

に出席する資格を示すものである。

Zurich　Office（略語Z．O．）一チューリッヒ

事務所一　スイス，チューリッヒにある中央

事務局の事務所。大陸ヨーロッパ，北アフリ

カ及び東地中海にあるクラブの他，その地域

在住のガバナー，国際ロータリーの理事及び

委員のための事務を取扱う。

一一 R14－一
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参照頁中219－305頁までは国際ロータリー定款・細則

及びロータリー・クラブ定款・細則の規定である。

ア

アジア

　よりの理事

　R．1．会長指名委員会に代表

理事指名のためのゾーン

　8，251

　　244
251－252

アディショナル正会員127，229，284，288，307

　創立会員として　　　　　　　　　　　83

　シニァ・アクチブ会員に変更　　　　123

　選挙　　　　　229，284，285
　再選　　　　229，285，288，304
　正会員がシニア・アクチブ会員になった場

　　合123，229，288
　終結　　　　　229，284，288
アディショナル・ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　85－86，227

　会　員　　　　　　　　　　　　　120
アド・ホック委員会　　　　　　　37，270

アメリカ合衆国

　カナダ及びアメリカ合衆国のクラブ，投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
　財団寄付金を所得税の課税金額より控除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　195
　よりの理事　　　　　　　　　　　250－一　251

　R．1．理事ノミニー候補者選択手続

　　　　　　　　　　　　　　　250－251
学校におけるスペイン語教育奨励　　107

　R．1．会長指名委員会に代表　　　　　244

理事指名のためのゾーン　　　　　　250

アメリカ合衆国，カナダ，英国以外の国，

　R．1．会長指名委員会に代表

R．1．B．Lの解釈

R．1．B．L審議会

R．1．NEWS
安全増進

イ

244－246
9－10，312

　12，310

　　　156

　　　42

委員会，国際ロータリー（各個委員会も併せ

参照）

アド・ホック

諮　問

任　命

権　限

委員長

管理及び監督

職権上の委員

経　費

A　　ムみ　　　ロ

委員の資格

定足数

報　告

索 ー弓

13－14，36－37，269－272

　　　　　　　　37，270

　　　　　　13，36，270

　　　　　　13ゴ36，270

　　　　　　　　13，272

　　　　　　　　13，270

　　　　　　　　　232

　　　　　　　　　270

　　　　　　　　91，94

　　　　　　　　　　91

　　　　　　　　　272

　　　　　　　　　272

　　　　　　　　　　37
検討，執行委員会による　　　　　　20

委員候補者リストの要請

理事会の検討

幹事

規模及び機能

特　別

常　任

　定款及び細則

　国際大会

　地区編成

　財　務

　企　画

　出版物

　広　報

委員代理

任　期

委任事項

通信による議事の処理

　欠　員

　通信による投票

委員会，ロータリー

　　　　　37

　　　　　37
　　　　　272

　　　　　36
　　13，37，270

　　13，37，269

　13，269，270

13，50，269，271

13，59－60，270，271

　　13，89，270，271

　　　13，270，272

　　り　　13，270，272

　　　13，270，272

　　　　　　　37
　　　　　37，270

　　　　　　　313

　　　　　　　36
　　　　　13，270

　　　　　　　36
クラブ（各個委員会も

併せ参照）

権　限

委員長

　国際ロータリー文献郵送

中央事務局との接触

一315一
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　　　　300
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　　　　149
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管理，監督

任　務

職権上の委員

報　告

特　別

　　出　席

　　職業分類

　　親睦活動

　　雑　誌

　　会員選考

　　　継続性

　　会員増強

　　プログラム

　　広　報

　　ロータリー情報

　常　任

　　社会奉仕

　　国際奉仕

　　職業奉仕

ENAEM解釈
意義ある業績賞

「移籍会員」

遺贈，ロータリー財団に

一般役員

　国際ロータリー参照

委任状による代理者

　　287
300　一一　302

　　300
　　300

　　　　　301

　　　　　301

　　　　　301

　　　　　301

　　　　　301

　　　　　121
　125－126，127

　　　299，301

　　　299，301
34，126，300，302

　　　　　299
　　　299，300

　　　299，300

　　　299，300

　　　　　309
　　　　　149
　　　　　121
208，222，276，278

国際ロータリー，大見出し理事会，

国際大会

地区大会

イベロ・アメリカ

　よりの理事

　よりの理事候補

　R．1．理事候補選択手続

　R．1．会長指名委員会に代表

　理事指名のためのゾーン

インターアクト・クラブ，大見出し「青少年

への奉仕」参照

7，53，221，236，238，260

　　　　　　　　264

　　　　　244－252
　　　　　　　8，252

　　　　　　　　252
　　　　252，253－260

　　　　　　　　244

　　　　　　　　252

工

ANZAO
解　釈

　よりの理事

　R．L会長指名委員会に代表

理事指名のためのゾーン

　307

8，252

　244

　252

英国ロータリー・クラブ協会　　　　9－10

営利化，ロータリーの　　　　　　　　139

SACAMAイベロ・アメリカ参照313（解釈）

襟章，ロータリー徽章　　　　　　133，136

カ

会員候補者，クラブ例会に招待　　　　128

会員証明票　　　　　　　19，131，207，311

　会員　　　　19，131，207，311
　非ロータリアン　　　　　　　　104
　来訪ロータリアンによる提示　　　19，°131

会員選考委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　299，301

　継続性　　　　　　　　　　　　　　124

会員増強委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　34，125－126，299，301

会員身分，ロータリー・クラブ

　　　　　　119－131，229－231，284－287
　（種類別の会員身分の項も併せ参照）

　正会員と名誉会員，同一クラブで　　122

入会金　　　　　　　84，287，2gg，307，30g

会員の年齢

入会申込

均衡のとれた組織

支店代表者

職業の代表

ロータリアン同士の商売関係

カード

　会員証明

　訪問会員による提示

　推　薦

創立会員

一316一

　　　　83，129

　　　302－304
27，126－127，307

　　　　220，284

25，126－127，307

　　　　　　35

19，131，311

　　19，131

　　　311
　　　　　　　　　　　　27，83　一一　84　，308

　クラブ区域内に事業場を有する会員数の

　　割合は50パーセントを推奨　　80，83

職業分類，大見出し職業分類参照

　
性

会
続
成
工
強

員
継

委
　
構
名
増
　「5名で1名の新会員」計画

外交官

二　重

　　　　　299，301

　　　　　　　124

219－220，283－287

　　　　　　　121

　　　　125－126

　　　　　　　125

　　　　　　　120

　　　119，122，231

09
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83　
　
　
の
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金
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会
　
　
リ

入
　
　
タ

び
　
　
　
一

及
続
挙
ロ

費
　
　
元

会
存
選

公職保持者の被選資格

国際ロータリーの職員

拡　大

若い人に対する

120，231

　　231

　　124

82，129

「アディショナル」ロータリー・クラブに

　おいて　　　　　　　　　　　　　　　120

一つのクラブのみに　　　　　　119，231

個人的なもので商社のものではない　119

種　類

賜　暇

制　限

名　簿

地元新聞社の代表

選挙方法

最小会員数

諸民族からの会員

無差別

推薦カード

推　薦

公職保持者

資　格

119，220，283－287

　　　16，19，302

　　　　　　284

　　　　　　140
　34，151，220，231

　　　　302　一一　304

　　　　　　124
　　　　121－122

　　　　121－122

　　　　　　311
　　301，302－304

　　　　120，231

　　　　　　　　119，219－一　220，283－287

　ロP・タリー・クラブ区域限界内に事業場

　　又は住居　　　　　　　　　　　119

　ロータリー・クラブ区域限界に隣接する

　　地域に事業場又は住居　　　　　191
　　　　　　　　　　　　　　　　t定足数　　　　　　　　　　　　　　299

記録及び報告

再選挙

復　帰

報告書式

退　会

責　任

ロータリー財団奨学金学友

半期報告

不本意な元ロータリアンの地位

学　生

終　結

名　称

転　居

婦人は無資格

16，273，274，298，307，311

　　　　　　　　　289

　　　　　　　　　289

　　　　　　　　　311

　　　　　　　　　291

　　　　　　　　　292

　　　　　　　　　122

　　　　　273，302，313

　　129
　　131
289－291

　　222
　　121
128－129

索 ー弓

会員名簿の使用，商用の目的で　　139－140

海外旅行

　ロータリー関係の青少年の　　　　　107
会議運営手続規則　　　167・・一　174，237・一一・239

　社会奉仕会議　　　　　　　　　　　　41

　国際大会　　　　　　　　　　　　　174

会計，ロータリー・クラブ　　　297－298

会計監査

　R．C．　　　　　　　　　　　　　　　　　302

　R．1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　274

　　報奮　　　　　　　　　93
　ロータリー財団　　　　　　　　　　199

会計年度

　ロータリー・クラブ　　　　　　　302
　国際ロータリー　　　　　　　　90，272

　ロータリー財団　　　　　　　　　　199
会合

　R．C．理事会　　　　　　　　33，297，298

　R．1．理事会　　　　　　　　　　　　232

　R．1．委員会　　　　　　　　　　　　36

　地　区

一317一

協議会　　　　　14，　70－71，262　一　263

　大　会

　数地区合同

　日　程

　立法案検討のため

国境善隣

ロータリー。クラブ

　取消し

　欠　席

　酒類飲用の可否

　年次総会

●

　　14，71－74，263

　　　　　　　75
　　　　　75，263

　　　　　73，114

　　　　　　　110

　83，283，298－299

　　18，32，283，299

噂　　　　　16，19，302

　　　　　　　33
　　　　　283，298

出席，大見出しクラブ例会出席参照

取消し

2週間に1度
非公式の会合

都市連合会，出席成績

国家間

祈　藤

他の奉仕クラブと連合

変更通知

議事の順序

例会場

プログラム

18，32，283，299

　　　　　83

　　　　　18

　　　　　17
　　　　　108

　　　　　32

　　　　　33
　　　　　299

　31－32，304

　　　　　32

　　　　　31
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耀
…
「
筏

　　会員候補者の出席

　　船　上

　　学生，来賓として

　　例　会

　　　取消し

　　他の奉仕クラブと

外国政府代表者をクラブに

会場監督，国際ロータリー大会

会場監督，ロータリー・クラブ

改正（大見出し規則制定も併せ参照）

R．C．細則

R．1．細則

R．C．定款

R．1．定款

　　　　　128

　　　　　18
　　　107，131

　83，283，299

18，32，283，299

　　33，39－40

　　　　　120

　　　　　236

　　　287，298

　　　　45，293，305

44，112，222，278－279

　　　　44，112，293

　　　　44，112，222

会長，国際ロータリー

　理事会に代って行なう権限

　理事会議長

　地域大会の委員長

　任務

　選挙．

　職権上の

　　諸委員会委員

　　元会長審議会議員

　経　費

　地理的選択

　理事会会員

　　　37
8，11，220

　　161
　11，234

11，221，233，246，261

　　11，270

14，274－275

　　　　94
　　11－12
　　　8，220

指名（大見出し会長指名委員会を併せ参照）

クラブによる

委員会による

　11，21－22，244－248

　　　　11，21－－22，247

11，14，23－24，246－247
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期
事
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，

任
　
旅
欠
長

　
　
　
　
会

選任される年度直前2力年以内に選挙

任　務

職権上の委員

次期，地区協議会出席

指名及び選挙

資　格

任　期

会長イレクト，国際ロータリー

　任　務

13，234

13，234

　　21

　234
　287
　　30

30－31，298

　　　300
　　13，70

　　　297
　　30，287

　　　287

234

　
　
　
　
一

　
　
　
　
リ

　
　
　
　
タ

　
　
　
　
一

　
　
　
　
口

　
　
　
　
際

　
　
　
　
国

　
　
　
　
A
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員
　
　
　
員

　
会
　
　
委

費
会
期
員
名

　
事
　
　
指

経
理
任
欠
長

　
　
　
　
会

93

　8
13

234

14，21－22，244－247

　委員の補欠者　　　　　　　　　22，245

　権限　　　　　　14，272
　構成　　　　　　 21，244

　会合　　　　　　22，246
　決定に対する外部の影響　　　　　　　22

　手続　　　　　21－22，246
　定足数　　　　　　　　　　　　　246

　報告　　　　　　22，247
　R．1．B．1．　　　　　　　　　　　　　　　　243

　任　期　　　　　　　　　　　　　　246

　同点得票　　　　　　　　　　　　　246

　欠　員　　　　　　　　　　　　　　246

会長代理，地区大会における　　　　　　74

　経　費　　　　　　　　　　　　　　93
会長ノミニー，国際ロータリー22，246－・247

　経　費　　　　　　　　　　　　　　91
会費，国際ロータリー，大見出し人頭分担金

　参照

会費及び入会金，ロータリー・クラブ（大見

　出し入会金，ロータリー・クラブも併せ参

　照）　　　　　　　　　287，299，302，309

　徴　収　　　　　　　　　　　　　　299

　最　低　　　　　　　　　　　　　　84

　不払　　　　　　230，287
学　生

バッジにロータリー徽章

青少年の交換

クラブ会合のお客

紹介状

　ロータリー・クラブにおける資格

　国際理解増進

拡大補助者　　　　　　　　　82，88，92，310

　経　費　　　　　　　　　　　　82，92
学友，教育補助金受領者，ケラブ及び地区集

　会出席　　　　　　　　　　　　　　204
「各ロータリアンは青少年の模範」標語　177

貸切飛行機，団体旅行用　　　　　　　　97

一318一

　　141
103－106

　　131
104，131

　　131
104　一一　105

｛

活　動

　クラブ業績報告

　ロータリー地区提唱の

　ロータリー財団

活動の同格部門3点
カナダ

　よりの理事

　集団，理事指名のための

　R．1．理事候補者選択手続

　R．1．会長指名委員会に代表

　理事指名のためのゾーン

カナダー合衆国クラブ，投票

　31，307

　75－76

201－206

　　　70

8，250

　250

　250

　244

　250

　23
ガバナー，大見出し地区ガバナー参照

過半数投票，解釈　　　　　　　　　　　173

加盟，国際ロータリーへ，大見出し国際ロー

　タリーへの加盟参照

加盟クラブ，解釈

加盟金

　再結成クラブ

加盟認証状，クラブ

　申　込

　取消し

　き　　韮
　m　　　pn

　伝　達

　R．1．B．1．

　引渡し

仮ロータリー・クラブ

　地方名

　結　成

　徽章の使用

　　　311
84，227，308

　　87，228

　　84，88

84，87，227

　　　228
　　　　88

　　　　88

　　　　88

　228－229

　　82，137

　　　　82

　　　　82

　137－138

為替レート，国際ロータリーへの支払いに用

　いる

環境の改善

幹事，ロータリー

　幹事参照

　　　　　　　　90，273

　　　　　　　　　　42
・クラブ，大見出しクラブ

管理，国際ロータリー

　地　域

　管理調査委員会

　地　区

　国又は地域別単位

　　R．1．B．1．

　無地区クラブ

　申央事務局による事務

管理，

　　　　7－15
9－10，221，262

　　　　　308

　58－78，262

9－一一10，262，313

　　　　8，311

　　　10－11
ロータリー・クラブ，大見出しクラブ，

索 ー弓

　ロータリーの管理の項参照

管理委員会，ロータリー財団大見出しロータ

　リー財団管理委員会参照

管理顧問

　解　釈　　　　　　　　　　　　　　307

　任　務　　　　　　　　　　　　　　15

　経　費　　　　　　　　　　　　　　15

管理事務　　　　　　　　　　　　　10－11

管理主体，国際ロータリーの　8，20，220，231

管理上の集団　　　　　　　　　　　　　262

管理上の単位　　　　　　　　　8－9，262
管理上の地域別単位，R．1．大見出し，国際ロ

　ータリー，グレート・ブリテン及びアイル

　ランド参照

キ

飢餓，世界的　　　　　　　　　　　　　102

企画委員会，国際ロータリー　　13，270，272

帰化人として有望な新移住者，教育を強調

　　　　　　　　　　　　　　　　　　144
機関雑誌，大見出し雑誌，国際ロータリー参

　照

議事の順序，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　31－一　32，304
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一319一

　　　　275
132－142，274

1339135，138

　　132，133

　　　　132

　　　　133
　　135－137

　　134，274

引渡し，加盟会員籍が終結したクラブ

　　　　　　　　　　　　　　228　一一　229

使　用

　認　可

　バツジ

　少年クラブ

133，135－137，222

　　　　135－137

　　　　133，136

　　　　　　141
ロータリアンの非公式な友好グループ

インターアクト

襟　章

免許料

　　　　　　　　　138
・クラブ会員　　　179

　　　　　133，136，311

　　　　　　135　一一　136
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灘

灘
難
灘

｝
擁
薄
蠣

　　国際ロータリー役員

　　正しい，不正な

　　仮クラブ

　　制隈

　　ローターアクト・クラブ会員

　　使用料手続

　　商　標

　　婦　人

徽章の変更

　　133
136－137

　　137
　　274
　　184
135－136

　　　　　　　　　　　　　　134，136，274

　　　　　　　　　　　　　136－137，141

　　　　　　　　　　　　　　　　　　133
規則制定（大見出し決議も併せ参照）

　　　　　　112，117，237－238，　243－244

　非常事態　　　　　　　　　　　113，235

　提案の様式及び方法　　　　　　　　　117

　国際大会における投票　　　　　　52－54

「貴地域社会に移動するロータリアンに関す

　る通知」用紙の利用を強調　　　　　126

規定審議会

　7－8，112，114，115，172－173，222，239－244

議　長

　任　命

　任‘務

構　成

資格審査，信任状

起草委員会

地区代表者の選挙

非常時立法

特別議員

　任　命

　任　務

メンバー

郵便投票による指名

役　員

議事進行の手続

議　事

定足数

議事録

報告，クラブへ

報告，国際大会ヘ

クラブ代表者

　資格及び任務

　8，173，239

　　239，240

　　　　240

　8，114，239

172，173，242

　　173，242

　240－241
　　113，235

　　　173，240

　　　　　240
8，114，239－240

　　　241－242

　　　　　240
　　　172－173

　　　115，173

　　　172，242

　　　115，173

　　　172，243

　　　172，243

　　　　　115

　　　　　115
会議運営手続規則115，167・一・174，242－244

幹　事

時期及び場所

　会員への通知

　　　240
8，112，222

　　　244

祈禧，例会における　　　　　　　　　　32

記念品，ロータリー・クラブ，大見出しクラ

　ブのバナー参照

寄付，国際ロータリー資金よりの　　　　97

　地方的行事　　　　　　　　　　　　　41

　救助，戦災者　　　　　　　　　　　　165

　災害時　　　　　　　　　　　　　166
救済事業　　　　　　　　　　　165　一一　166

　寄　付　　　　　　　　　　　　　　166

　財団の一目標として　　　　　　　　165

　方　針　　　　　　　　　　　　　166
　災害時における　　　　　　　　　　166

　戦災者　　　　　　　　　　　　　　165

救済資金　　　　　　　　　　　　　166
休日，例会　　　　　　　　　　18，32，283

教　育

　成　人　　　　　　　　　　　　　　　42

　国際理解推進に学校と協力　　　　　　107

　帰化人として有望な新移住者　　　　144

　ロータリー　　　　　　 34，145－146，302

教育補助金　　　　　　　　　　　201－204

　大学院課程奨学生のための

　心身障害者の教師

　専門的訓練のための

　大学課程奨学生のための

　延　期

　候補者選考手続

　目　的

　資　格

教育補助金受領者

　のための顧問

教育補助金受領者，学友

　クラブ及び地区大会出席

協議会，協議会名参照

業績賞，意義ある

業績報告，R，C．

競争，出席

　クラブ

　地　区

共同事業
「業務を通じての奉仕」

201－204

201－203
201　一一　203

201　－203

　　203
　　203
　　201
201　一　202

203

204

　149
31，307

　16
18，70

　146

　212

均衡のとれた会員組織，ロ　一一タリー・クラブ

　‘こおける　　　　　　　　27，126－127，307

一320一

1

索 弓

銀行勘定

　R．C．

　R．1．

　　旅行資金に利用

　ロータリー財団

ク

302

11

96

200

区域限界，ロータリー・クラブ　　190－192

　アディショナル・クラブ，区域内　　190

　変　更　　　　　　　　　　　　　　190

区域の放棄　　　　　　　　　　　　85，192

国

　法律及び習慣の批判　　　　　　　　　100

　影響，クラブ定款への　　　　　　43，228

文　献

忠　実

　ロータリアンとの関係

クラブ加盟承認委員会

クラブ幹事

任　務

次期，地区協議会に出席

指名及び選挙

資　格

任　期

クラブ管理，大見出しクラブ，

照

クラブ協議会，解釈　　　　　　　　　　308

クラブ所在地　　　80－81，　85－86，　220，　227

大都市にアディショナル・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　85－86，227

クラブの検討，ガバナー公式訪問に備え308

クラブの再結成

クラブの地方的集団

クラブのバナー

クラブ奉仕活動

　10，11，111

　　　　143
　　101，143

　　　　87
287，297，298

　　　　298

14，262－263

　　　　297

　　　　287

　　　　287
ロータリー参

クラブ例会欠席，大見出し欠席，

参照

クラブ例会出席，大見出し出席，クラブ例会

参照

クラブ例会における祈藩　　　　　　　32

クラブ，インターアクト　　　　　179－183

クラブ，ロー…ターアクト　　　　　183　－188

　87，228

　　　　9

　　　35
299－300

クラブ例会

クラブ，ロータリー

業績報告

活　動

　　国家有事申の

　法人化
大都市にアディショナル・クラブ

31，307

」
俵
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り4
4

1

　　　　　　　　　　　　　85－86，227
　名称　　　　　　　　　　　　　　84
管理　　　30－35，221，　261　一一　262

中央事務局による管理事務　　　　　8－9

入会金，大見出し入会金，ロータリー・ク

　ラブ参照

創立記念日遵奉，ロータリーの　　32，150

年次総会

資金募集

　富くじ

283，298

　　43
　　43

政治的性質の国際問題解決のための嘆願

　　　　　　　　　　　　　　　　　292
例会出席　　　　16－19，289，290，299，302

　欠　席

　　州議会への強制的出席のため　　　18

　　陪審員の職務　　　　　　　　　　18

国際大会出席，会員の

会計監査

均衡のとれた会員組織

銀行預金

バナー

予　算

名称，変更

加盟認証状，大見出し加盟認証状，

　参照
配　布

職業分類，大見出し職業分類参照

一321一

社会奉仕活動

構　成

定款の権限，限界

競争，出席

団体行動

解散，会員の地位

懲　戒

論　争

会費

　；財政，

　7，50，221－222

　　　　　　302

27，126－127，307

　　　　　　302

　　　　　　35
　　　　　　302

　　　　　　190
　　　　　クラブ

139

　　　　38－43，300

　　　　　　7，219

　　　　　　　　47

　　　　　　16－18
38　一一　39，99，143－144

　　　　　　　130

　　　　　　　228

　　　　　　　292
　大見出し，会費ロータリー・クラブ
　　　　ロータリー・クラブ；入会金，

ロータリー・クラブ；人頭分担金を参照
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青少年交換　　　　　　　103－106，309

拡大，クラブ内　　　　　　　　124，310

機能の喪失　　　　　　　　　　　　　228

財政，大見出し財政ロータリー・クラブ参

　照

会計年度　　　　　　　　　　　　302
募金，大見出し財政ロータリー・クラブ参

　照’

管理主体

区分管理

聴　聞

収　入

法人化

国際奉仕活動

所在地

　大都市における

　287，298

　　　　65

　　　287
　287，299

　　　　46

　　98－99
80－－81，220

85－86，227

会合，大見出し会合のロータリー・クラブ

　の項参照

会員身分，大見出し会員身分，ロータリ

　ー・クラブ参照

　ロータリー・クラブの団体　　　　　33

他団体に加入　　　　　　　　33，46，120

採決の方法

最少会員数

新，大見出し新クラブ参照

無地区の

　管　理

　監　督

地区内クラブ数

国際ロータリー加盟のクラブ数

役員，大見出し役員，

　参照

議事順序
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4
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9
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　15
　15
58，60

　　7

ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　31－32，304
人頭分担金の支払い，大見出し人頭分担金

　参照

プログラム　　　　　　　　　　　　31

仮の，大見出し仮ロータリー・クラブ参照

印制物

広報と団体としてのクラブ計画

地域的又は地方的集団

青少年への奉仕団体との関係

再結成

報　告

　地区ガバナ・－ic

　　137
　　　42

　　　9
177－178

　85，228

18，274，298，307，313

国際ロータリーに

　　　　18，272－273，274，298，307，313

国際大会へ代表

内部に代表的会員

　　　7，50，221

26－27，127，307

脱会，国際ロータリー加盟を

国際理解に関する責任

決　議

役員選択

青少年への奉仕

講演者への謝礼

ロータリーについての講演者

構　成

学生招待

計画及び目標の要約，報告

監　督

終結，国際ロータリー加盟

区域限界

　変　更

　農　村

　　228
　　　99

　　304
　　　31

175－189

　　　32

　　　35

　14－15

　　131

　　313
　　　　　　　　　　　8，12，61，221，265

　　　　　　　　　　　　　　　　　228
　　　　　　　79－80，190－192，227，313

　　　　　　　　　　　85－86，190，293

　　　　　　　　　　　　　　　　　191
訪問，大見出しロータリー・クラブ訪問参

　照

職業奉仕活動

投　票

青少年担当役員

クラブの区分監督

グループ，元ロータリアン

グレート・ブリテン及びアイルランド，大見

　出し国際ロータリー，グレート・ブリテン

及びアイルランド内参照

　　　　　212－215
23，221－222，243，299

　　　　　　　　176

　　　　　　　　65

　　　　　　　　129

ケ

欠員，国際ロータリーの役職に

　理事会

　地区ガバナー

　事務総長

　理事指名委員会

　会長指名委員会

　会長イレクト

　財務長

　財団管理委員会
欠員，　　　ロータリー・クラブ役職に

決議，国際ロータリー大会（大見出し，規則

　制定を併せ参照）　　　　　112，235，240

一322一

　　　12，233

　　　　269

　　　　234

　　　　258
　　　　246
234，247－248

　　　　234
　　196－－197

　　　　298
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非常時　　　　　　　　　　　　113，235

提案様式及び方法　　　　　　　116－117

現状，1910年より1942年に採用された決議

　　　　　　　　　　　　　　　　　117

　審査　　　　　 117－118

　国際大会の投票　　　　　　　　　　　52

決議No．23－34　　　　　　　　38－40
決議，ロータリー・クラブ　　　　　　304

決議案，大見出し決議参照

欠席，クラブ例会　　　　16－19，289　一　290

　州議会への強制的出席のため

　陪審員の職務

　賜暇

　病気又は傷害による

決定に提訴

　ロータリー・クラブ理事会の

　国際ロータリー理事会の

研究会，青少年

18

18

19

290

287，291

231，232

　　177

研究会，大見出し地域的ロータリー研究会及

　びロータリー研究会参照

研究グループ交換

研究集団
昔　　奎E
n　　　Pロ

　研究に学校と協力

　公式，国際ロータリー

　スペイン語教育，

　　て

原子力使用に関する提案

建築計画，

204　一　205

　　107

　　　　　　　　　107

　　　　　　　88，157
アメリカ合衆国の学校に

ロータリーの名称使用

コ

語　彙

講演者

　ロータリー・クラブにて，謝礼

　地区の講演者斡旋サービス

　クラブにて後援された討論会

　国際問題に関する

　学校へ提供，クラブにより

交採
　バナー

　講演者

　青少年

交歓の家

107

100

138

307－314

　　32

77，152

　152
　　99

　107

　　　35

　　107
103－106

　　　50

公共問題

公式用語，国際ロータリーの

公式名簿

　版　権

　非ロータリアンへの配布

　R．C．へ配布

　商　用

　ホテルー覧表

公職者

　会員被選資格

　候補者の支持

功績賞，青年

交通安全

合同インターアクト委員会

合同ローターアクト委員会

広　報

　　29玉

88，157

139，156

156，158

　　157

　　156

139，157

　　156

120，231，285

　　　　292

　　　　177

　　　　42
　　　　182

　　　　187

　150－152
ロータリーに人々の注意を引くことによっ

　て

委員会，R．C．

委員会，R．1．

と団体としてのクラブ計画

　　　　151

150，299，301

13，270，272

　　　　151

広報によってロータリーに人々の注意を引く

　こと

候補者

　理　事

　選択手続

地区ガバナー

　指名委員会

　郵便投票による指名

会　長

　　151

248－261

　267　一一　268

12，268－269

指名委員会手続，選択のための

　　　　　　21－22，244，246－247，248

　　クラブによる指名

国際学生交換

　クラブ・レベルでの

　地区レベルでの
　委員会

　多数地区合同の

国際協議会

一323一

ガバナー・ノミニーの出席

　旅費の前渡

構　成

資料の配布

経　費

22，244，247

103－－105，107

103－105，107

　　103－105
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　　前渡金，旅行のための

　開催地

　プログラム

　　ロータリー拡大問題を上程

　　ロータリー－ec関する広報の増進

　目　的

　出席すべき者

　時　期

国際交換

　バナー

　講演者

　青少年

　　プログラム，

国際懇親宴会

国際赤十字，協力

国際大会，国際ロータリー

95　一一　96

92，274
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　150
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規定審議会，大見出し参照

信任状

　委員会

開催時期

　過玄の大会

討　論

代議員

　補欠者

特別代議員

　　　　　52

　　　　　52
7，48，221，236

　　　55－57

　　　　238
7　，51－52，174，221，236，309

　　　　　　　52，236，307

　　　　7，52，222，237，309

委任状による代理者

　　　　　7，51，52，221－222，236，237

　資　格

　定足数

　座　席

　投　票

選挙人

　　　　　　　　　236

　　　　　　　　　237

　　　　　　　　　239
52－54，113，222，238，261

　　23，52　一一　53，222，238

非常時立法（非常事態）

規則制定，大見出し参照
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50－－51，92

同一役に再度指名された被指名役員

懇親宴会，国際

財政的準備

聴　聞

開催地クラブ

ホテル割当

交歓の家

招　致

立法，大見出し立法参照

立法機関

開催地

　アメリカ合衆国以外

　過去の国際大会

会　場

役　員

議事日程

元役員会

場　所

方針
準　備

議　長

議事録（報告書）

　版　権

プログラム

委任状による代理者

宣　伝
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　91
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　92
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50，92，95－96
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54，237，312

　7，51，221

167－174，237－－239

　　　　　　　54

　　　　　　　236

　　　　　　50，51

　　　　　　　50
　　　　　221，236

　　　55，239，313

　　　7，48，221，236

　　　　　　　51

　　　　　　　51

　　　　　　　314

　　　　　　　52－54，113，222，238，261

投票用紙に順に記載すべき候補者氏名

　　　　　　　　　　　　　22，24，52

　　手続　　　 51，221・一一　222，238

　　単一移譲式投票　　　　　　　　　23，53

国際大会決議の成文化　　　　　　　　　117

国際奉仕　　　　　　　　　　　　98－111

　委員会，クラブ　　　　　　　299，300

　ロータリー文献中に強調　　　　　　159

　青少年の交換　　　　　　　　　103－106

　　プログラム，ロータリー提唱の

教育機関における

財団の目的

国際ロータリーの方針

小企業相談所

研究集団

世界社会奉仕

103－106

　　107
　　196
　98　一一　99

　　214
　　107
101　－102

　同一職業分類の人々の世界的交歓

　世界的飢餓

　世界的必要事項

国際問題

103

102

102

291

国際役民大見出し役員，国際ロータリー参

　照

国際連合

　旗 100

　国際ロータリー出版物，に関する　　　100

　国際ロータリーとの関係　　　　　　100

国際ロータリー

　管理，大見出し管理，国際ロータリー参照

　管理上の単位　　　　　　　　　　　　262

　銀行勘定，大見出し財政，国際ロータリー

　　参照

　基本方針　　　　　　　　　　　　　7
　団体行動

　　99－100，101－－102，108－111，145－146，

　　　　　　　　　　　　　　　291－292
　法人印　　　　　　　　　　　　　　　46
　職員，クラブにおける会員．身分　231，261

　会計年度　　　　　　　　　　　　90，272

　世界事件　　　　　　　　　　　　　99
　収入，大見出し財政，国際ロータリー参照

　加盟クラブ　　7，219，　227－228

　　他団体において　　33，47，110，145－146

　名称及び説明　　　　　　　　　　　　219

　役員，大見出し役員，国際ロータリー参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6組織図

参　与

　地方市民行事

　国事に

　他団体

社会奉仕活動に対する方針

　国際的政治問題に関する地位

　目　的

　事務局，大見出し事務局，国際ロータリー

　　参照

　名称の使用　　　　　136』138，140－142

国際ロータリー印　　　　　　　　　　46
国際ロータリーへの加盟　　　　87　一一　88，　227

　加盟金　　　　　　　　　　　84，227，307

　再結成クラブ　　　　　　　　　　　228

国際ロータリーの職員，大見出し事務局，鷹

　際ロータリー参照
国際m　一一タリー加盟資格　7，9－一　10，219－220

　　　　　41

　　143－144

110，145－146

　　　　　38

　　　　　99

　　　　219

　加　盟

　　委員会

　加盟串込

　構成，クラブの

　終　結

国際ロータリー管理調査委員会
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国際ロータリー基本方針

国際ロータリー経費

国際ロータリー剰余金

　経　費

　　理事会に付託された権限

　雑誌資金の流用

国際ロータリー職業分類指針

国際ロータリー，

イルランド内

管　理

クラブの加盟

クラブの認証状

定款及び細則

　改　正

よりの理事

　指　名

クラブ名簿

地区ガバナー

　任　務

　経　費

　指名と選挙

選挙される役員

審議会

　指名及び選挙

　　7

91，93

220

276

25

グレート・ブリテン及びア

　　　9，10，221，262

　　　　　　9－10
　　　　　　87　一一　88

　　　　　　　　84

　　　　　　9－10

　　　　　　　　10

　　　　　　　251

　　　　　　　251

　　　　　　　157
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国際ロータリー一定款及び細則の承認　44，220

「国際ロータリー。ニュース」　　　　　156

国際ロータリーの目的　　　　　　　219
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50パーセント創立会員
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　　資　金
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　　109
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事業活動，職業分類設定のための，解釈

事業場　解釈

事業上，（職業上，議事）

　ロータリアンに助言及び援助，委員会

名刺，ロータリー徽章の使用

解釈，職業分類目的に

議事順序

　クラブ例会における

　ロバートの議事規則
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　　　308
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19，288，302
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クラブの区域限界内に住居を持つロータリ
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　関係，ロータリアン間の　　　　　　138
　実務規準　道徳的水準　　　　　212－－215

　文房具にロータリー徽章の使用　　　136
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資金支出　　　　　　　　　　　　93－94，97
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建築計画のため
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事務局，国際ロータリー
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　　ロータリー財団

　保証金
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指名，国際ロータリー役員の

理事会

　国際大会において
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　指名委員会手続
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　　272
　　240
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234－235
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　　郵便投票

　　証明書
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　会　長
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諮問委員会
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　地　域

社会奉仕

　活動，クラブ

委員会，クラブ

　協力，他団体との

会議手続規則

環境の改善
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　広報と団体としてのクラブ計画　　　　40

　決議23－34号　　　　　　　　　　　38

　世　界　　　　　　　　　　　　　　101

習慣及び法律，国々の　大見出し国参照

州議会への出席，クラブ例会欠席理由として

　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
住居，解釈　　　　　　　　　　　　　119

宗教，ロータリーとの関係　　　　　32，145

宗教代表者　　　　　　　　　　　　231，285

出席，クラブ例会　　　　16－19，289－290

出席委員会，ロータリー・クラブ　299，301

出席競争

　クラブ

　地　区

出席競争規定

出席投票議員，解釈

出席トロフィー

出版物

　クラブ

地区又は地域

　各国に関する文献

16－19

　　18

16－19

　173
　　19

出版物，国際ロータリー（大見出し文献，

　一タリー；雑誌，国陳ロータリー；「レビ

　スタ・ロータリア」を併せ参照）153－159

　「奉仕の冒険」　　　　　　　　　　　158

　　版権のある　　　　　　　　　　　　158

　「国際大会議事録」，大見出し国際大会，国

　　際ロータリーの議事録の項参照

　版権のある　　　　　　　　　　　　158

　雑誌，国際ロータリー　大見出し雑誌，国

　　際ロータリー参照

　「手続要覧」　　　　　　　　　　　　159

　「公式名簿」，大見出し公式名簿参照

　出版方針　　　　　　　　　　　　159
　国際連合に関する　　　　　　　　　100

　「レビスタ・ロータリァ」大見出し「レビス

　　タ・ロータリア」参照

　「国際ロータリー・ニュース」大見出し「国

　　際ロータリー・ニュース」参照

出版物委員会，国際ロータリー　　　13，153

　任　務　　　　　　　　　　　　　　153
使用料手続及び免許料　　　　　　　　　135

140－141

　77，157

　　111
　　　口

賞

　意義ある業績賞

　青年功績賞

紹介状，非ロータリアン

奨学金，ロータリー財団

小企業相談所

少年少女週間

商　標

　ロータリー徽章の使用

　ロータリーの名称使用

情報，ロータリー

情報委員会，

　　149
　　177
104，131

201　－204

101，214

商業的活動，職業分類設定のための，解釈

　　　　　　　　　　　　　　　　25－26
商工会議所，ロータリーとの関係　　　　39

常任委員会，国際ロータリー　　　　13，269

少年事業，大見出し青少年への奉仕参照

　　　　　　　　　　　　　　　　　　176

134－136，274

134－136，274

　　　34，262

　　　　　　ロータリー。クラブ

　　　　　　　　　　　　　　34，126，302
職業，地域社会内，調査　　　　　　　124

職業連絡会議　　　　　　　　　　　　　213

職業参考書棚　　　　　　　　　　　　　311

職業指導　　　　　　　　　　　　　214
職業上の実務規準　　　　　　　　　　　214

職業分類　’　　　　　25－・・29，227，284，308

　活動又1奉仕一地位ではない　　　　　26

　創立会　　　　　　　　　　　　　27，28

　委員会　クラブ　　　　　　　300，301

一329一

外国　同一職業分類の人との接触　　　103

修　　　’　　　　　　　　　　　284
産業　区分　　　　　　　　　　　　26
同一　業分類に2名の代表　　　231，285

指　　　　　　　　　　　　　　　　25

制　限　　　　　　　　　　　　　　284

名簿，ロータリアンの　　　　　　　140

会社合併　　　　　　　　　　　　　28
最小限，新クラブ　　　　　　　　　　28

新聞代表　　　　　　　　　　　151，220，231，285

シニア・アクチブ又はパスト・サービス会

　員のバッジに　　　　　　　　　　　123

単種工業地　　　　　　　　　　　　28

原則固守　　　　　　　　　　　　　28

公　職　　　　　　　　　　　　　　231

宗教代表　　　　　　　　　　　　231，285

ロスター（分類表）　　　　　　26，127
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　企業内の独立部門　　　　　　　　　　26

　「60％」勧告　　　　　　　　　　　　27

　調査　　　　　26，127，301
　「10％」代表　　　　　　　　　　　　27

　用　語　　　　　　　　　　　　　　　25

職業分類指針，国際ロータリー　　　　　25

職業分類表　　　　　　　　　　28，127，301

　商用の目的に名簿使用　　　　　　　　140

職業分類に基づくクラブ，婦人　　　　　140

職業別協議会，解釈　　　　　　　　　314

職業奉仕　　　　　　　　　　　　212－215

　道徳律，ロータリー　　　　　　　　214

　委員会，クラブ　　　　　　　299，300
　企　画　　　　　　　　　　　　　　　214

　実務規準　　　　　　　　　　　　　214

　声　明

　　「四つのテスト」　　　　　　　　213
　　「業務を通じての奉仕」　　　　　　212

所得税，財団寄付控除　　　　　　　　195

新会員

　ロTタリーに関する教育　　　　34，302
　入会式　　　　　　　　　　　　　　128

　選挙方法　　　　　　　　　　　　　302

　人頭分担金の支払い　　　　　　　　　90

　推薦カード　　　　　　　　　　302，311

　資格　　　119，127，217－218，284
新会員の入会式　　　　　　　　　　　　128

新クラブ

　スポンサー・クラブの援助　　　　82，84

　職業分類の最低数　　　　　　　　　28，80

　出席競争参加　　　　　　　　　　　　18

　人頭分担金　　　　　　　　　　　gO，273

　結成の問題を国際協議会に上程　　　　88

　プログラム　　　　　　　　　　　　　　84

　結成方針　　　　　　　　　　　　　79

　訪　問　　　　　　　　　　　　　　69
新クラブの結成，大見出しロータリー拡大参

　照

身体障害児童の救済事業　　　　　　　　42

人頭分担金　　　　　　　　gO，222，　273，311

　変　更　　　　　　　　　　　　　　279

　支払期日　　　　　　　　　　　　90，273

　下落，通貨の　　　　　　　　　　90，273

　半期間に入会した会員に対して　　　　90

　新クラブ　　　　　　　　　　　　　90

　不　払　　　　　　　　　　　　　　228

　払戻又は比例割当　　　　　　　　　　90

信任状，大見出し国際大会国際ロータリー，

　信任状参照

信任状委員会，大見出し国際大会国際ロータ

　リー，信任状委員会参照

新聞代表　　　　　　　　151，220，231，285

　クラブとの年次会合　　　　　　　　　151

新聞職業分類　　　　　　151，220，231，285

親睦活動委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　299，301

　　　　　　　　　ス

数地区合同組織　　　　　　　　　　　　68

スペイン語教育，合衆国の学校における107

スポンサー・クラブ　　　　　　　　82

　　　　　　　　　セ

正会員　　　　　119，219，229，283，284，307

　入会金　　　　　　　　　　　　　287，307

　同一クラブ内で同時に名誉会員　　　122

　支店代表者　　　　　　　　　　220，284

　職業分類

　存　続

　選　挙

　1クラブにおいてのみ

　制　限

　新聞代表

　公職保持者

　資　格

　再選挙

　終　結

政　治

成人無学者

青少年への奉仕

　少年少女週間

　クラブ

地区委員会

　青少年交換

青少年活動，大見出し青少年への奉仕参照
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25－29，284，308

　　288－291
　　　　　302
　　　119，231

　　　220，284

　　34，220，284

　120，231，285

　　　219，284

　　　　　288

　　288－291
　　　145，292
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　　175－189
　　　　　176

　　179－188
　　　　　103

　　103－106
団体役員をロータリー・クラブ会員に175

ー
ド

　インターアクト・クラブ　 179－183，188

　手続方法　　　　　　　　　　　　　175

　目　標　　　　　　　　　　　　　　175

　団体，クラブとの関係　　　　　　　177

　プログラム　　　　　　　　　　　　176

　国際理解の増進　　　　　　　　　　　103

　ローターアクト・クラブ　　　183－188
　研究会　　　　　　　　　　　　　　177

　学生，大見出し学生参照

　青少年指導者養成プログラム　　　　177

制定案，大見出し規則制定参照

政　府

　問題，ロータリーとの関係

　行政長官，ロータリーの後援者として

世界事件

世界社会奉仕

　定　義

　資料室

世界的飢餓

世界的必要事項

「世界理解週間」

責任保険

赤十字

選挙される役員，R．1．B．1．

選挙管理委員会

　照

選挙人

　国際大会における

　地区大会における

戦災者

　救　済
船上での会合，

宣伝，大見出し広報参照

　　　　98

　　　　77
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　　　101
　　　101
　　　102
　　　102
　　　102
　　　103
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選挙準備委員会，大見出し選挙管理委員会参

　　　　　　23，51－52，221－222，　260，　309

　　　　　　　　　　　　　　　　　　263

　　　　　　　　　　　　　　　　　　165

　　　　　　　ロータリアンの　　　　　18

専門職業活動，職業分類設定のための解釈，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
専門的訓練補助金　　　　　　　　201－203

　　　　　　　　　ソ

相談所

　クラブ，大見出しフォーラム参照

　小企業　　　　　　　　　　　　　214

　　　　　　　　　　　　　索

贈　与

　受　理

　大会の際に会長代理ヘ

　ロータリー財団へ

創立会員

　シニア・アクチブ

組織図，国際ロータリー

組織に関する事項

ソング・リーダー（合唱指揮者）

　　　　　　　　　タ

大会，大会名を参照

大学院課程奨学金

大学課程奨学金

代議員，解釈

　の代議員の項参照

　地域

　略　字

　加盟，クラブの

　出席トロフィー

　よりの理事

　クラブの名簿

　国際共同委員会

　国家間連合会

　新クラブ結成，費用

　R．1．理事候補者選択手続

　R．1．会長指名委員会へ代表

　理事指名のためのゾーン

他団体の文献，クラブへの配布

他団体への国際ロータリーの加盟

脱会，退会

　国際ロータリーより

　クラブ会員の

他の団体

　とロータリー

　　　に関する方針

　会合ヘロータリアンの出席

　少年クラブ

ー弓

207，222

　　74
207，222

83，308

　　83
　　　6

44－47

　　50

　　　　　　　　　　　　　　　201－203
　　　　　　　　　　　　　　　201　－203

　　　　　　　　　　　　　　　　174，309
代議員，大見出し国際大会，国際ロータリー

大陸ヨーロッパ，北アフリカ及び東部地申海

　’300

　　87
　　19
　8，251

　　157

　　109

　　108

　　92
251，253

　　244．

　　251

　　159

110，145

　　228

　　291

　　　　　　　　　　　　　　　　145
　　　　　　　　　　　　　　　18－19

　　　　　　　　　　　　　　　　141
他のサービス・クラブとの連合会

　　　　　　　　　　　　　　33，39－40

ロータリアンの入会　　　　　　　　120
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　ロータリー・クラブの加入

　国際ロータリーの加盟

　国際ロータリー一の参加

　婦人の団体

他の団体にクラブが加入

　ロータリー・クラブの団体

　社会奉仕会議に参加

　33，47

110，145

110，145

　　140

　　　　　　　　　　　　　33，47，111，145

　　　　　　　　　　　　　　　　　　33

　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
他の奉仕クラブへのロータリアンの入会120

他の奉仕クラブの会合への出席を例会出席の

　成績と認める　　　　　　　　　　18－－19

単一移譲式投票　　　　　　23，53，261，266

嘆願，国際問題解決のための，クラブによる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　292
団体活動，職業分類設定のための，解釈　25

団体行動　　　　　　　39，99，110－111，146

団体旅行，貸切飛行機　　　　　　　　　97

地　域

　名，簿

地域管理

「地域社会」用語解釈

地域社会の問題

地域大会

　2年毎
　委員長

　委員会

　過表の大会開催日

　接　待

　資金の調達

　指　針

　大会招致

　過去の大会開催地

　幹　事

　大会公式用語

　組　織

　参加者

　司会者

　プログラム

　宣　伝

　目　的

　手続規則

　大会事務局長

チ

　　　　　　157

　9－10，221，262

　　　　　　80
　　　　　　291

14，160－164，275

　　　　　　161

　　　　　　162

　　　　　　161

　　　　　　164

　　　　　　163

　　　　160，163

　　　　　　161

　　　　　　162

　　　　　　164

　　　　　　162

　　　　　　163

　　　　　　161

　　　　　　163

　　　　　　162

　　　　　　163

　　　　　　163

　　14，160，275

　　　　　　161

　　　　　　162

　　大会委員会　　　　　　　　　　　161

　開催地及び時期　　　　　　　　　　　162

地域的組織，1国内の　　　　　9，221，262

地域的V一タリー研究会，大見出しロータリ

　ー研究会参照

地域（別）単位　　　　　　　　　9－－10，313

　R．1．B．1．　　　　　　　　　　　　　　9－10

地域の

　諮問委員会　　　　　　　　　　　　270

　クラブ集団　　　　　　　　　　　　9
　研究会，大見出しロータリー研究会参照

　出版物

地　区

　活動，ロータリー後援の

　管　理

　出席競争

　職業連絡会議

　委員会

　　諮　問

　　拡　大

　　財　政

　　インターアクト

　　国際共同

　　地区連合青少年

　　会員増強

　　指　名

　　広　報

　　レクリエーション活動

　　ローターアクト

　　世界社会奉仕

　　青少年交換

　名　簿

　受領できる教育補助金

　　青少年の交換

　資　金

　　地区連合青少年委員会

　　　　　　77

58－78，262，309

　　　　　　75

　　　　58－78

　　　　　　70

　　　　　213

　66，270

　　　79

　　　76
180　一一　183

　　109
　　　77

　　125
　　266
　　152
　　138
185－188

　　101
　　103
　　157
　　202
103－106

　76，309

　　　77
グレート・ブリテン及びアイルランド

　　　　　　　　　　　　　9－1e，12，13

次期役員のためのグループ会合

地区連合会

国家聞に跨る

A　　ム
な　　　N

　立法案検討のため

　数地区合同
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　　日　程

　クラブ数

　地区数

　組　織

　　数地区合同

　出版物

　国際ロータリーにおける役割

　幹　事

　大きさ

　講演者斡旋サービス

　監　督

地区委員会

　諮　問

　拡　大

　財　政

　インターアクト

　国際共同

　地区連合青少年

　会員増強

　指　名

　広　報

　レクリエーション活動

　ローターアクト

世界社会奉仕

　青少年交換

　　75
　58，60

　　　9
9，58，67

　　68
　　77
　　58
　　68
　58，60

77，152

　8，221

　66，270

　　　79

　　　76
180　一一183

　　109
　　　77

　　125
　　266
　　152
　　138
185－188

　　101

　　103
地区ガバナー（大見出し国際ロータリー，グ

　レートブリテン及びアイルランド内の地区

　ガバナー一の項も併せ参照）

　　　　　　　　　12，13，60－70，264－269

ロータリー事務による例会欠席

事務取扱

暫　定

職務管理

管理補佐

管理，事務局による

自動車旅行

事　務

「ガバナー諮問機関」

地区資金

任　務

選　挙

経　費

　国際協議会出席

　支出報告

　　17

　307
　309
　　65

　261
　8－9

　　95

65，91

　　68
76，309

　　　　　　12，62，65，67，265

　　　　　12，61，63，263，264

65，66　一一　67，9工，92，93，94，95，96

　　　　　　　　　　　65，92

　　　　　　　　　　　　94

　旅行費

拡大補助者

　経　費

分区代理

名　誉

直前，

索 ー弓

65，66－67，91，92，94，95，96

　　　　　　　82，88，310

　　　　　　　　　82，92

　　　　　　　　　65，310

　　　　　　　　　　　77
　　　クラブ訪問

次期，地区協議会出席

公式訪問報告書

マンスリー・レター

指　名

　郵便投票による

　証明書

　委員会

クラブ公式訪問

　　　　　　70
　　　　　14，70

　　　　　　311
　63，69，266，310

12，13，14，61，264

　　　　12，265

　　　　　　308

　　　　　　266

　　　63，69，265

元，大見出し元役員，国際ロータリー参照

資　格

記　録

解　任

報　告

　出　席

　会計検査ずみ計算書

　公式訪問報告書

　半　期

クラブの集団監督分区代理

講演者斡旋サービス

特別選挙

特別代表

身　分

任　期

活動の同格部門3点

　
　
問
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伝

費
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62，264

　　69

　269

18，63，266

　　　76
　　　311

　　　69
　65，310

　　　玉52

　　　269
81，92，313

　　　62
13，62，234

　　　70
65，67，91，92，93，94

　　　　　　　269

　　　　63，69，265

　　　　　　　152
地区ガバナー及び他の国際V　一一タリー役員に

　対する事務総長の書簡

地区ガバナー公式訪問報告書

地区ガバナー事務取扱

地区ガバナー指名委員会

地区ガバナー指名証明書

「地区ガバナー諮問委員会」

「地区ガバナー諮問機関」

地区ガバナー・ノミニー
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　出　席

　　国際大会に　　　　　　　　　　63，92

　　国際協議会に　　　　　　　　64，71

　　旅費の前渡　　　　　　　　　　　g2

　選ばれるために必要な資格61，62，63，264

地区協議会　　　　　　　　　　　14，70，262

　出　席
　　次期クラブ会長，幹事の　14，30，71，263

　　次期地区ガバナーの　　　　　　14，70

　開催日　　　　　　　　　　　　　14・70

　接　待　　　　　　　　　　　　　　71

　経　費
　　地区ガバナー　　　　　　　　65，67・91

　　次期クラブ会長，幹事　　　　　　　71

　グループ　　　　　　　　　　　　75，274

　司会者　　　　　　　　　　　63，70，265

　プログラム

　　発　表　　　　　　　　　　　　　70
　　　新会員の入会式に関する　　　　128

　　　雑誌に関する　　　　　　　　　155
　シニア・アクチブ会員資格に関する

　　　　　　　　　　　　　　　　123

ロータリーに関する一般情報促進のため

　　の

　執行委員会推奨の

目　的

日　程

部分的（分区）

　　　152

　　　20
14，70，262

　70，262

　75，274

　　プログラム，執行委員会推奨の

　放棄，会合の

地区再編成，大見出し地区編成参照

地区集会の日程

地区大会

　出　席
　　元教育補助金受領者

　　出席促進

　委員会

　開催日

　期　間

　選挙人

　接待
　展　示

　費用
　　地区ガパナー

0
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ρ
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2

75，262

14，71，263

　204

　73
　72
14，72

　72
　263
72，73

　73
　72

65，67，91

　会長代理

機　能

連　合

開催地

　地区の区域外

理事会に対する建議案

地区ガバナーの指名

元役員会

会長代理

　経　費

　贈　物

司会者

プログラム

　会長代理挨拶

　ガバナーによる管理

　発　表

　　　　　93
　　　　72，263

　　　　72，263

　　14，72，263

　　　　　263

　　　　　117
　　　　　　72

　　　　　　73

　　　　　　74

　　　　　　93

　　　　　　74

63，67，265－266

　　　　　　72

　　　　　　74

　　　　　　73

R．1．の活動に関する…ニュース・バリ

　ューのある知名の士によって　　73

立法案　　　　　　　　　　　　72，73

　　　雑　誌

　　　執行委員会が推奨する

　委任状による代理者

　目　的

　報　告

　採択された決議

　日　程

　幹　事

　時期及び場所

　投　票

地区大会における会長代理

　経　費

地区による活動後援

地区編成

　委員会
地区連合青少年委員会資金

「地方」用語解釈

　　　　155
　　　　　20

　　　　264
　　　14，72

　　263，309

　　　72，73

　72，75，263

　　　　263
　　14，72，263

　　　　　263

　　　　　74

　　　　　93

　　　　　75

　　　　　58
13，58－60，270

　　　　　77
80，85，86，190

中央事務局，大見出し事務局，国際ロータリ

　ー参照

仲　裁　　　　　　　　　　　　　　292

忠実，国家及び宗教に対するロータリアンの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　143

「超我の奉仕」　　　　　　　　38，142，206

調　査

　管理事務費　　　　　　　　　　　　11

一334一

・
ヰ

索 弓

職業分類　　　　　　　　　　　　26，124

青少年のレクリエーション及び文化的活動

　　のための地域社会施設

　国際大会決議

　ロータリー拡大

　地域社会内の職業

聴　聞

　理事会，国際ロータリー

　クラブ

　国際大会

直前ガバナー，クラブ訪問

地理的集団

　理　事

　R．1．会長指名委員会に代表

テ

176

117

80

124

228，232

287，291

228，232

　　70
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4
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9
9
9
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定款，国際ロータリー

　受諾，承認，クラブによる　　　　44，220

　改正　　　　　　　　　　44・112・113

　採択日　　　　　　　　　　　　　44
　クラブによる承認　　　　　　44，220

　本文　　　　　　　　　　　219－223
定款，ロータリー・クラブ44・45・283－293

　受諾，会員による　　　　　　　　292
　採用，標準　　　　　14，45，82，228，283

　改正　　　　 44，112，113

　変更，国の法律に従うため　　44，228

　権限の限界　　　　　　　　　　　47
　標　　準　　　　　　　　　　　　　　14，44，228，283

　　除外例　　　　　　　　　　44，225

　本文　　　　　 283－293

定款及び細則委員会，国際ロータリー

　　　　　　　　　　　　　　　13，269，270

定款及び細則，R．1．　B．1．　　　　9，10，45

　改正　　　　10，117　一一　118
定款の辞句解釈　　　　　　　　　　112

提訴，決定に対する
　ロータリー・クラブ理事会の　287，291

　　　　　　　　　　　　　　　　228，232　国際ロータリー理事会の

定足数

　理事会，ロータリー・クラブ

　理事会，国際ロータリー

　クラブ会員

299

232

299

　委員会，国際ロータリー

　国際大会

規定審議会

　会長指名委員会
「撤回と看倣す」，解釈

手続規則

　社会奉仕会議の

　国際大会の

展示品

　地区大会において

ト

同業組合，参加に対する勧告

投　資

同点得票

道徳律，ロータリー

投　票

　通信による

　クラブ内

　　272

　　237

172，242

　　246

　　308

167－174，237

　　　　　41

　　　　　174

73

　　　　214

89，199－200

　　246，256

　　214，274

　　　　　　　　　　20，36，232，248，268

　　　　　　　　　　　22，244，260，297

カナダ及びアメリカ合衆国の両国の会員か

　ら成るクラブ　　　　　　　　　23
国際大会，（大見出し国際大会，国際ロー

　　　　タリーの代議員の項も併せ参照）

　　　　　　　　　　　　　52，238，263
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討論，国際大会

特　色

　ロータリアンの

　ロータリーの

特典に関する質疑，解釈

　　　　　263

　　　22，297
23，52，255，268

　　　43，136

登録委員会，大見出し国際大会，国際ロータ

　リーの登録，委員会の項参照

登録料，大見出し国際大会，国際ロータリー

　の登録，登録料の項参照

　　　　　　　　　　　　　　　　174，237

特別委員会，国際ロータリー

　任　期

特別協議会

特別議員，規定審議会

特別代表
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　　欠席　　　　　　　　　　　　　　　17

特別補助金

　ロータリー財団の目的に添う活動への205

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43都市農村関係振興

都市連合

　ゼネラル・フォーラム

　会合，出席承認

　国際ロータリー会長及び理事の訪問

148

17

21

特許権，大見出し規定と条件，免許料及び使

　用料手続に関する，参照

富籔類　　　　　　　　　　　　　34，43

取消し，ロータリー・クラブ例会18，32，283

トロフィー，クラブ例会出席　　　　　　19

名呼びの習慣

ナ

二重会員

2週間に1度の例会
ニック。ネーム

日程，解釈

200パーセント，寄付者
入会金，

　及び入会金，

　照）

入会串込

　ロ　一一タリー・クラブに

　国際ロータリーに

任　期

　国際ロータリー委員会

　　会長指名委員会

　　特　別

　地区ガバナー

128

119，122，231

　　　　83
　　　　128

　　　　173

　　　　208

ロータリー・クラブ（大見出し会費

　　　口　一一タリー－h・クラブも併せ参

　　　　　　　84，287，299，302，309

ローtタリー・クラブ役員

国際ロータリー役員

財団管理委員

隼次総会，クラブ

ネ

　303
87，227

　37，270

　　　246

　37，270

13，62，234

　31，287

13，62，234

　196，277

283。298

年次報告

　会計監査報告

　国際ロータリー役員

　　事務総長

　　財務長

　　　　　　　　　ノ

農村区域

ハ

陪審員の職務，例会欠席の理由に

配布，クラブ又はロータリアンに

パスト・サービス会員

　入会金

　出席要求

　バッジに職業分類

　選挙方法

　再建クラブにおける

　特　典

　資　格

　終　結

旗

　ロータリーの

　国際連合の

パツジ

　襟　章
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　国際大会，国際ロータリー　　　　50，237
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正，不正な

仮ロータリー・クラブ

使用制限

商　標

公認されない
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　　137
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134，274
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　　　　288

231，286，303
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元会長，国際ロータリー

　ロータリー財団管理委員として　196，277
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　構成員，規定審議会　　　　　　　　　　8

元会長審議会　　　　　　　　14，274－275

元役員，国際ロータリー

　バッジ，国際大会　　　　　　　　　　54
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　国際大会における

　地区大会における
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　ロータリー事務上クラブ例会欠席

　理事会に代って行なう権限
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　候補者に関する宣伝
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　統御と管理
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選挙　　　　52，221，233，260
経　費　　　　　　　　　　　　91－93

指名，大見出し指名，国際ロータリー役員

　参照

昇任順序　　　　　　　　　　　　　12
会長（大見出し会長，国際ロータリー参照）

資　格
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報　告

保証金

任　期

名　称

　他団体に関連しての

ロータリー徽章の使用

欠　員

　234，264

　　　232
12，234，235

　　　235
13，62，234

　　　220
24，136，146

　　　133
　　　234

クラブ訪問，大見出しロータリー・クラブ

　　訪問参照

役員，ロータリー・クラブ　　287，297，311
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　国際ロータリー理事会

　　31

　　31

　302
31，287

　297
　213

Q
ソ
8

り
0
3

可
↓
－
」

139　一一140

139，156

クラブによる理事ノミニー選択方法
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　規定審議会
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　ロータリー財団管理委員会

20，232，248
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241
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輸送委員会，大見出し国際大会，国際ローtタ
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　国際ロータリー

　　作成，財務委員会による
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「四つのテスト」
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153，213
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クラブ名簿

国際共同委員会

ラ
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理事会，国際ロータリー

　　　　　　　　　　　8，20－24，220，231

提訴，決定に対し

郵便投票

議　長

報　酬

構　成

統御と管理

任　務

理事イレクトの暫定会合

選　挙

執行委員会

経　費

　ノミニー

　ロータリー研究会

　支出報告

聴聞会

決定権隈
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Pt　　ロ

建議案

指　名

　アディショナル理事

　国際大会において

　郵便投票による

　指名委員会手続による

　ゾーン

ノミニー一‘，選択方法

権　隈

　委任
立法案に関する方針

資　格

定足数

ロータリー財団との関係

委員会に関する検討

幹　事

任　期

旅　費

旅　行

欠　員

　　　　231
　　　20，232

8，11，220，234

　　　　234
　　　8，220

　　　8，220
　8，220，231

　　　　232
　8，233，248

　8，20，232

　　　　　91

　　　　　91

　　　　148
　　　　　94

　　　　232
　　　　232
　　　　232

　　　　117
　　　22，248
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　　　　248
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　　　　256
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220，231，232
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　　234，264
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　通信による投票

　夫人の経費

理事会，ロータリー・クラブ
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34，299
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　　256

　　258
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　　258

　　258

　　256

　　258

理事指名のためのカナダのクラブの集団250

理事指名のためのゾーン

　ァジァ　　　　　　　　　　　　　　　　　　251

　オーストラリア，ニュージーランド，南ア

　　フリカ及び他のいずれの地域にも含まれ

　　ない所　　　　　　　　　　　　　252

　バーミューダ　　　　　　　　　　250
　カナダ　　　　　　　　　　　　　　　　　250

　CENAEM　　　　　　　　　　　　　　251

　イベロ・アメリカ　　　　　　　　252
　R．1．B．1．　　　　　　　　　　　　　　　　　251

　アメリカ合衆国　　　　　　　　　　250

立法（大見出し規定審議会，規則制定，決議

一340一

も併せ参照）

非常時（緊急立法）

提　案

　立法案集

　国際大会において

　提出の様式と方法

　理事会の方針
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立法案提出様式　　　　　　　　　　　　11ラ

立法機関，国際ロータリーの7，112，174，222

立法手続　　　　　　　　　　　　　235
旅行，貸切飛行機，団体用　　　　　　　97

旅行，海外，ロータリー関係の青少年による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　107
旅行，国際ロータリー会長及び理事の

旅　費

　航　空

　自動車

　バ　　ス

　方　針

　鉄　道

　弁済，国際ロータリー

　R．1．資金

　船

　銀行預金の使用

臨時国際大会

レ

例会におけるアルコール飲料

例会の取消し

「レピスタ・ロータリア」

　顧　問

　経　費

　予約購読

連合会，他の奉仕クラブとの

連合地区大会

口

60パーセント出席規定

60パーセント職業分類勧告

ロザノブ出席トロフィー

ローターアクト委員会

　地　区
ローターアクト。クラブ

徽　章

　代表，選挙及び任務

　指導者研修会，R．　L地区による

21

94

95

95

94
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95

96

95

96

221

　　33
17，32

　154
　154
　　93

91，153

33，41

　　72

16，290

　　27
　　19
　　184

　　186

　　183

136，186

　　186

　　188

　A　　△　　　　　に　

　会　員

　　資　格

　他団体に加盟

　名　称

結成方針

　プログラム，費用

　目　的

解　散

ローターアクト地区組織

　多地区間会合

ロータリー

地区後援の活動

　と報道機関

　と他の団体に関する方針

創立記念日遵奉

特　色

道徳律

色

　　ロータリー徽章に使用

営利化

社会奉仕活動の方針

地区における諸活動

教　育

徽章，大見出し徽章参照

道徳律

一341一

索 ー弓

　　187
　　184
　　184
　　188
136，186

183－184

　　187
　　184

　　186
　　186
　　187
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　　　　151

　145　－146

　　32，150

　　　　145

　　　　214

　　133，138

134，138，141

　　　　138

　　　　38

　　　　75
　　34，145

　　　　　　　　　　　　　　　214，274
拡大，大見出しロータリー拡大参照

旗　　　　　　　　　　　　　　　138
基本的特色　　　　　　　　　　　82，145

奉仕の理想　　　　　　　38　一一　43，98－111

情報　　　　　　34，145
　委員会，大見出し委員会，ロータリー・

　　クラブの特別委員会の項並びに大見出

　　しロー一タリt一情報委員会，ロータリー・

　　クラブを参照

国際青少年交換プログラム　　　103　－106

文献，大見出し文献，国際ロータリー参照
標　　註吾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38，142，206

名称，大見出し名称，ロータリー参照

綱領　　　　　　219，283
後援者　　　　　　　　　　　　　　77

計画，大見出しV一タリーの計画参照

一般社会に周知　　　　　　　　　　　158

関　係
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　　政治問題に対する　　　　　　　　98

　　宗教との　　　　　　　　　32，145
法人印　　　　　　　　　　　　　　　46

ロータリー以外の企爾承認，支持

　ロータリー・クラブによる

　　　　　　　　　　　　　　40，146，292
　国際ロータリーによる　　　　　　41，143

ロータリー以外の奉仕クラブ　大見出し他の

団体参照

ロータリー海外奉仕篤志家プログラム　大見

　出し世界社会奉仕参照

ロータリー拡大　　　　　　　　　　79－88

大都市にアディショナル・クラブ　85，227

クラブ加盟承認委員会

地区ガバナー補助者

委員会

他の団体のある地域社会

　　　87
82，88，92

　　　79

　　　86

ロータリー・クラブなき国又は地理的地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　79
地区ガバナーによる

経　費

　国際協議会にて

方　針

有望な地方

仮クラブ

特別代表

　スポンサー・クラブ

調　査

　クラブ内

ロータリー記念日，遵奉，

ロ．一タリー研究会

ロータリー・クラブ訪問

地区ガバナーの

教育補助金学友の

　直前ガバナーの

詐欺師の

　　　　　70，81

　　　　　82，92

　　　　　　88
　　　　　　79
　　　　　　80
　　　　　　82
　　　　　　81
　　　82，84，313

　　　　　　81
　　　　　　126
クラブによる　32

　　　　　　146

　　　　　　　　　　　　　　63，69，266

　　　　　　　　　　　　　　　　　204

　　　　　　　　　　　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　　　19
ロータリアンでない人の　　　　　　　32

現及び元国際ロータリー役員の　　69－－70

　経　費　　　　　　　　　　　32，93

地区内の他のロータリー・クラブ会長の

R．1。の会長及び理事の

来訪ロータリアンの

9
臼
ー
ム
Q
V

∩
6
9
臼
－

　競　争　　　　　　　　　　　　　　17

　国家間の　　　　　　　　　　　　109
　会員証明カード提示　　　　　　　　　19

新クラブへ　　　　　　　　　70，88
ロータリー・クラブの構成　　　　　　　14

ロータリー・クラブ例会への来賓　　　　32

ロータリー財団　　　　　　　　　193　“一　211

活　動　　　　　　　　　　　　　　201

一342一

管　理

　予　算

　規　定

会計監査

賞及び補助金

　教　育

　　大学院課程奨学金

　　心身障害者の教師

　　専門的訓練

　　大学課程奨学金

　　延　期

　　候補者選考手続

　　目　的

　　資　格

　研究グループ交換

　無資格

　特別補助金

銀行預金

遺　贈

募金運動

198，276－278

　　　　199
　　198　一一201

　　　　199

財団管理委員が構成する委員会

寄　付

　所得税の免除

　入会申込又は会員証明カード等に

　　　　　　　　　　　　　　　1　32，　207

　為替レート

　表　彰

信託の宣言

地区委員会

教育補助金学友

　クラブ及び地区大会出席

教育補助金受領者

　顧　問

受領できる補助金

資金支出の目的

資本財産からの支出

201－205

201－203

201－203
201　－203

201－203

　　203
　　203
　　201
　　201
204　一一205

　　206
　　205
　　200
　　208
　　207
　　197
　　207

　　195

195

208

193

209

204

203

202

194

196

亨

、
㌣

講
，

‘

ぜ
↓

，
睾

鰭
．
、

，
湊
、

大学院課程奨学金学友

　クラブの名誉会員

財　政

　投資する権限

会計年度

贈　与

大学院課程奨学金

補助金

　目的に添う活動のために

　ロータリー文献発行のために

研究グループ交換

収入及び支出

資金の投資

法的地位

目　的

　　122
199－200

　　199
　　199
207，222

201－203

　　205
　　158
204　－205

　　199
　　199
　　194
　　196

クラブ及び地区のパーセンテージ順位208

資金支出目的

資金募集

戦災者の救済

奨学金

　大学課程の勉強のための

事務長

　財務報告

の目的に添う活動への特別補助金

保証金

　職　員

　管理委員

専門的訓練補助金

救済資金の流用

会　計

大学課程奨学金

週　間

ロータウー財団管理委員会

年次総会

任　命

郵便による投票

委員長

　　委員の任命

　管理委員魁構成する委員会

　　会　合

報　酬

実行委員会

　財務並びに投資委員会

　財団プログラム委員会

、櫨

　　194
　　207
　　165
201　－203

201－203

　　199

　　199
205

Q
ゾ
8

0
σ
7

1
り
自

201－203

　　167
196－197

201－203

　　209
196　・一　200

　　198
　　196
　　199
196，277

　　196
　　197
　　198
　　277
　　197
　　197
　　197

　A　　ム　ム　　　n

　ロータリー財団との関係

報　告

　責　任

　保証金

　任　期

　欠　員

「ロータリー財団の友」

索 ー弓

198，199

　　197

　　199
197－198

　　278
　　196
196，277

　　208
「ロータリー財鴎のポール・ハリス・フェロ

　ー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　209

「ロータリー財団の目的」　　　　　　　196

ロータリー財団への遺贈　　　208，222，276

ロータリー情報委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　34，126

ロータリー青少年指導者養成プログラム177

ロータリー地域の出版物（大見出し地区の出

　版物の項も併せ参照）　　　　　　　77
ロータリーに関する一般情報，157　（大見出

　し広報を併せ参照）

ロータリーの色　　　　　　　　　135，138

　ロー一一タリー徽章に使用　　　　　135，138

ロータリーの営利化　　　　　　　135，137

ロータリーの基本的特色　　　　　　82，145

ロータリーの計画　　　　　　14，　145－149

　推　進

　　雑誌ロータリアン誌による　　　　　　　　　　　　　　　　　153
ロータリーの後援者　　　　　　　　　　　　　　　　　　77

　　　　　　　　　　　　　　　　　　77ロータ9一の後援者としての王族

ロータリーの綱領，7，145，160，219，283（大

見出しロータリーの計画も併せ参照）

　会員による受諾

ロータリーの雑誌週間

ロータリーの創始者，解釈

ロータリー標語

ロータリー文献の翻訳

ロータリー奉仕の四大部門

ロータリー類似の団体

　照

「ロータリアン」

　解　釈

　名称の使用

ロータリアン，母国との関係

　　　292

　　　156

　　　310
38，142，206

　　　157
　　　310

大見出し他の団体参

134

136

143

「ロータリアン誌」大見出し雑誌，国際ロー

　タリー参照

一343一
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ロータリアンの一覧表，商用のための　　140

V一タリアンの子女
親切に

資格証明書を
　　107
104，131

ロータリアンの住居又は事業場がクラブ区域

限界内　　　　　　　　　　　　　　　　　　119
ロ　一一タリアンの住居又は事業場がクラブが存

在する市の行政区域内 120，220

ロータリアンの責任，国際理解に対する

ロータリアンの特色

ロー・一タリアンの婦人親族の団体

　（大見出し婦人も併せ参照）

ロバートの議事規則

論争，クラブ

論争問題
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99

98
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若い人
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1975年版手続要覧中の文言正誤表

　　　　　　　　　　　（娯）

P5　「目次」の下方の「備考」欄の1行目

　　「本書は1973年4月版の改訂版である。従って本

　　書中には新規又は改訂字句を挿人し」

P．8左ヒから7行目
　　「審議会は，正規の手読きによって∴…」

P8左ヒから10行目
　　「の規定による，事後における……」

P9右ヒから11行目
　　「とのないように気を付けることがある。……」

P14左上から9行目
　　「国際ロータリー細則（第18条）は職権上の議員と

　　しての会長と，元会長でその所属クラブにおいて

　　正会員，シニア・アクチブ会員又はパスト・サー

　　ビス会員の籍を有するものとをもって構成される

　　元会長審議会を常置することを規定している。」

P16右下から7行目
　　「（注：贈暇申又は……」

P　25左ilから17－19行目

　　「…ければならない。又，もし彼が独自に実業又

　　は専門職業にたずさわっている場合ならば，その

　　職業分類は彼の主たるかつ……」

P27　右下から7行目

　　「ては，これらの別個は職業分類の中，……」

P30　右上から10行目

　　「閉会時間通り行なわれるよう……」

P33左ヒから5行目
　　「は他の如何なる団体にも加入すべきでなく。」

P33　左幽ドから16行目

　　ドロータリー・クラブには，その会員を・他の」

R36左ドから6行目
　　「事を処理することができる。　（第14条第17節）」

　　　　　　　　　（正）

「本書は1973年4月版の改訂版である。従って本

書中には新規又は改訂字句を挿入し」

「審議会は，正規の手続きによって・…・’J

「の規定による，爾後における……」

「とのないように気を付けることである。…・・コ

「国際ロータリー細則（第18条）はその所属クラブ

において正会員，シニア・アクチブ会員又はパス

ト・サービス会員の籍を有する元R．1．会長に，職

権上のメンバーとして現R．1．会長を加えて構成さ

れる元会長審議会を常置することを規定している。」

「（注：賜暇中又は……」

「…ければならない。又，もし本人が独自に実業

又は専門職業にたずさわっている場合ならば，そ

の職業分類は本人の主たるかつ……」

「ては，これらの別個な職業分類の中，……」

「閉会が時間通り行なわれるよう・・…’J

「は他の如何なる団体にも加入すべきでなくrJ

「ロータリー・クラブには，その会員を，他の」

「事を処理することができる。　（第14条第19節＞」

り
ー

ー　
5

、

P36右上から5行目
　　「ぞましいとする財政委員会の勧告に対し……」

P38　左上から12行目

　　「際大会に於て改訂された決議23－24に述べられ

　　ている。」

P38右上から2行目
　　「奉仕しようとする義務感と，それに判う衝動…」

P41右上から8行目
　　「のような会議に於て各自を考えを……」

P43右上から3行目
　　「ロータリー・クラブの活動は，ローアリア……」

P44左下から15行目
　　「であって，理事会がこれを行なうべきべないと

　　’”°’°」

P45左上から4行目
　　「節b項の規定の下に，」

P　46　左下から3行目

　　「している文言に含まれなければ……」

R48右最終行
　　「交歓，談論を目的に一諸になる機会……」

P50　右上から8行目
　　「及びこの大会の特殊事情にもとずく……」

P52左上から9行目
　　「に提出し，その投票用紙に査証をして貰わなけ

　　ればならない。如何なる代議員も，その登録料が

　　支払われているが或は支払われる迄，」

P52右最終行
　　「持つものとする。そのし実数を数える要求が…

P55右一ヒから9行目
　　「大会議事録の申に次の各項を提載するよう…」

P55右上から13行目
　　「び国際ロータリー事務総長及び会計の……」

P60左上から2（府目
　　「導した処の地区編成に関する……」

P70左上1から3行目
　　「広範囲にわたるロータリーに関しての講演を行

「ぞましいとする財務委員会の勧告に対し……」

「際大会に於て改訂された決議23－34に述べられ

ている。」

「奉仕しようとする義務感と，それに伴う衝動…一

「のような会議に於て各自の考えを……」

「ロータリー・クラブの活動は，ロータリア……」

「であって，理事会がこれを行なうべきでないと

゜°°’°’ v

「節d項の規定のドに，」

「している文言が含まれなければ……」

「交歓，談論を目的に一緒になる機会……」

「及びこの大会の特殊事情にもとつく…・・’J

「に提出し，その投票用紙に査証をして貰わなけ

ればならない。如何なる代議員も，その登録料が

支払われているか或は支払われる迄，」

「持っものとする。そして実数を数える要求が…

「大会議事録の中に次の各項を掲載するよう…」

「び国際ロータリー事務総長及び財務長の・・…’j

「道した処の地区編成に関する……」

「総合的なm一タリーの話をしたり，」

一1一 一2一
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　　なったり，」

P71左上から5行目
　　「ある，地区協議会に於て……」

R71左ドから2行目
　　「きるようにしておことが奨励されて・…・コ

P71右下から4行目
　　「長が同意した時期と地区内の場合において…」

P74左ヒから10行目の標題（英文）

　　「会長の代理（Presibent’s　Representative）

P84左ヒから19行目
　　「も＄20の入会金，＄25の年金費を……」

P85　左hから2行目の標題（英文）

　　「（Additional　C　lubs　in　Large　Cities））」

P89左ヒから12行目
　　「一細則に定められてある。　（第14条第10節）」

P95左ドから2行目
　　「で弁償される。最短距離の旅行の……」

P100　左ヒから9行目
　　「なっている。職業界の指導者申に……」

R104　右hから16行目
　　「関係当時者相互の……」

P106　左ヒから15行目

　　「団青小年交換機関を設置することに……」

P．112　孟iドカ》ら4守i目

　　「総長に受理させられてその手許にある……」

P113　右上から9行目

　　「　，……」

P113　右ヒから15行目

　　「席者の投票の申3分の2の賛成票を要とするも

　　のとする。」

P115　 右ヒカ・ら17でサ臼

　　「方を律するために心要と考える規則を・・…’J

P．　115　右ドから7行目及び2行目

　　「中央事務局には，審議会の議事を遂語的に…」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3一

「ある。地区協議会に於て…・・’j

「きるようにしておくことが奨励されて……」

「長が同意した時期と地区内の場所において・・’J

「会長の代理（President’s　Representative）

「も＄20の入会金，＄25の年会費を・・…’j

「（Additional　Clubs）」

「一細則に定められている。　（第14条第11節）」

「で弁償される。自動車の使用経費が合衆国より

高い国の場合は，基準と手当は増額されるものと

する。最短距離の旅行の……」

「なっている，職業界の指導者中に……」

「関係当事者相互の……」

「同青少年交換機関を設置することに……」

「総長に受理されてその手許にある……」

「および決議案も，……」

「席者の投票の中3分の2の賛成票を必要とする。」

「方を律するために必要と考える規則を……」

「申央事務局には，審議会の議事を逐語的IC…J

　　　　「会の遂語的議事録の……」

　　P116　左ドから8行目
　　　　「R．1細則第9条第10節（b）項制定案はすべて，」

　　P116　右下から17行目
　　　　「う，理事会は，細則の規定に基づき，……」

マ

　　P119　左上から13行目（第1節の最終行）

　　　　「屡誓告を発するよう要請している。」

　　P121　左下から9行目
　　　　　「保持している会員の承諾を条件として，総て」

　　P’121　左下から6行目

　　　　「の場所がそのクラブの区域限界内にあり……」

　　P123　左最終行
　　　　「上」の年数は連続点であることを……」

　　P．　123　右上から12行目

　　　　「ロータリー・クラブの元会員は総てシニ」

　　P124　右上から10啄i目

　　　　「る手段が講ぜられているかをたしかめるもと」

　　P128　左上から18行目
　　　　「一タリー・クラブ」，「総て属していたクラブ」

　　P129　左上から8行目及び10行目
　　　　「は総て居住したことのある……」
，

　　　　「推進し著しい功績のある男子を……」

　　P129　右下から14行目
e　　　「理事会な，元ロータリァンの団体を……」

　　P129　右最終行
　　　　「首唱は，関必を持つ……」

　　P131　右上から6行目
　　　　「入社の一つの条件として……」

　　P．　131　右下から4行目

　　　　「分証明書或は招介状を…・・v
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「会の遂語的議事録の……」

「R．1．細則第9条第10節（c）項は，制定案はす

べて，」

「う。理事会は，細則の規定に基づき，……」

「屡警告を発するよう要請している。」

「保持している会員の承諾を条件として，かつて」

「の場所またはその住居がそのクラブの区域限界

内にあり・…・コ

「ヒ」の年数は連続的であることを……」

「ロータリー・クラブの元会員はかつてシニ」

「る手段が講ぜられているかをたしかめるもの」

「一タリー・クラブ」，「かつて属していたクラブ」

「はかつて居住したことのある……」

「推進に著しい功績のある男子を……」

「理事会は，元ロータリアンの団体を……」

「首唱は，関心を持っ……」

「入会の一つの条件として……」

「分証明書或は紹介状を……」



P133　左ヒから8行目
　　輻は先軸で断面は楕円形である。……」

　　　　　　t
P133　左Lから10行目及び13行目
　　「い合った二つの幅の中心線は……」

　　「れている。従って輪歯と輪歯の間の空間は略」

P．　133　左ヒから19行目

　　「輪縁の幅（内端）から輪歯の基部……」

P134　左ドから19行目
　　「会社が或る種の煙草製品の商品として……」

P137　右ヒから4行目の標題（英文）

　　「いない　　（Unauthorized　Usa　of　Name　by

　　G　roups）

P137　右ドから10行目

　　「会員達が，友好とロータリーの接触を保った」

P139　右ヒから5行目
　　「依って理事会では次のような決定を釈択した。」

P141　左中程の標題（英文）

　　（Organization　of　Women　Rotatives　of

　　Rotarians）

P142　右ドから18行目及び16行目

　　「（50－14）採択し，最もよい案を……」

　　「とした。（決議50－14の全交については1950…」

P151　左tr．から5行目

　　「6）個々のロータリアンとその友人を家族」

P151　右t：から4行目
　　「ための方法を講ずるよう強し要望し；」

R153　右hから8行目
　　「雑誌は，優良な商畠と奉仕で声明のある」

P154　右ドから1（所目
　　「リアンと伸介を串し出るロータリー・クラ」

P．　155　右ヒから1（珊目

　　「カナダおよび2X°　一一ミュダのクラブは，……」

P155　右ドから15行目
　　「可能な場合その予約講読数の増加を……」

P157　左紅から2－3行目
　　「案内として，この名簿には，ロータリーやイン

　　ターアクトの名称や標章入りの物品の……」

一5一

「輻は先細で断面は楕円形である。……」

「い合った二つの輻の中心線は……」

「れている。従って輪歯と輪歯の間の空間はほ」

「輪縁の輻（内端）から輪歯の基部・・…’J

「会社が或る種の煙草製品の商標として……」

「いない（Unauthorized　Use　of　Name　by

Groups）

「会員達が，友好とロータリーの接触を保つた」

「依って理事会では次のような決定を採択した。」

（Organization　of　Women　Relatives　of

Rotarians）

「（50－14）を採択し，最もよい案を……」

「とした。（決議50－14の全文については1950…」

「6）個々のロータリァンとその友人や家族」

「ための方法を講ずるよう強く要望し；」

「雑誌は，優良な商品と奉仕で声名のある」

「リアンに仲介を串し出るロータリー・クラ」

「カナダおよびバーミュダのクラブは，……」

「可能な場合その予約購読数の増加を……」

「案内として，この名簿には，ロータリー－fイン

ターアクトおよびローターアクトの名称や標章入

¶
書
書
響
璽
邑
」

愈
凹
■
U
置
堰
量
週

P157　左上から21行目
　　「簿がロータリアン以外の人に……」

P159　左下から11行目

　　「っているが，かってこうしたことで……」

P159　右下から11行目
　　「基本的にいつて，すべて，国際ロータリー」

P164　左上から5行目
　　「大平洋地域」

P170　左上から15行目
　　「決議しは問題と同一内容のもの；…」

P171　右上から15行目
　　「ことが出来る。もの何等の制限も……」

P172　右上から6行目
　　「て審議会の行なった決定に対し，事後に…」

P173　左下から9行目
　　「面しを行ない。立法案又はその修正案……」

P177　左トップ標題の英文

　　（Rotary　Youth　Leadership　Award）

P180　左下から3行目
　　「8．標準アンターアクト・クラブ定款は」

P181　右上から18－19行目
　　「う規定すべきである。ロータリーの地区委員会

　　がその任務を遂行する場合に，ローター」

P184　右欄外の注の2行目
　　「大学課程在学中には……」

P．　186　右上から15行目

　　「定すべきである。ロータリーの地区委員会・・コ

P187　右欄外注の第2
　　「2）会合に開催に伴って……」

P．　190　左下から12行目

　　「条（区域限界）は，本クラブの例会において」

りcl）物品の…・・コ

「簿はロータリアン以外の人に……」

「っているが，かつてこうしたことで……」

「基本的にいって，すべて，国際ロータリー」

「太平洋地域」

「決議した問題と同一内容のもの；…」

「ことが出来る。もし何等の制限も……」

「て審議会の行なった決定に対し，爾後に…」

「直しを行ない，立法案又はその修正案…一」

（Youth　Leadership　Award）

「8．標準インターアクト・クラブ定款は」

「う規定すべきである。ロータリーの地区インタ

ーアクト委員会がその任務を遂行する場合に，イ

ンター」

「大学課程在学申の者には……」

「定すべきである。ロータリーの地区ローターア

クト委員会・・’J

「2）会合の開催に伴って……」

「条（区域限界）は，定足数を満たした数の会員

が出席した本クラブの例会において」
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P192

P194

P195

P198

P200　左上から13行目
　　「遅怠なく，管理委員会に報告……」

P200

P201

P201

P．　202

P202

　右下から2行目
「39－40）　（「大都市にアディショナル・クラブ」

　左下から4行目
「て，或は賜与，遺贈遺言，又は……」

　右下から2（桁目

「証拠書類に基づき，国内歳入法第100節（6）の」

　右上から20行目

「明を廃止して，これに代わるものとする。」

　右上3行目申程から15行目まで、

　右下から14行目

「も十分な知織を持たなければならない。」

　右最終行
「達しなければならない。」

　右上17行目から19行目まで

　右下から3行目
「て教育補助金を追加支給する。・1974－75年度」

P203　左上から9行目
　　「る。管理委員会は，この補助金を，1975－76お

よぴ1976－77学年度について，それぞれ25件を承

認した。」

P203　左上から16－18行目

　　「であり，管理委員会は，1976－77学年度分奨学

金として，申請されたもののうちから80件を承認

した。」

P204　左下から3行目
　　「ループ交換」担当地区ガパナー代理が・…・’J

P205　左上から13行目，17行目及び20行目

　　「ループ交換」担当地区ガバナー代理の……」

　　「地区ガバナー代理は管理に当る職員……」

　　「〆ナー代理は，その役職にかかわる……」

「39－40）（「アディショナル。クラブ」

「て，或は贈与，遺贈遺言，又は・…・・コ

「証拠書類に基づき，国内歳入法第101節（6）の」

「明を廃止して，これに代わるものとする。」

「遅滞なく，管理委員会に報告……」

全文に下線を引く。

「も十分な知識を持たなければならない。」

「達していなければならない。」

下線を引く。

「て教育補助金を追加支給する。1974－75および

1975－－76年度」

「る。管理委員会は，1976－77学年度に開発途上

国のクラブまたは地区に所贋しないクラブに対し，

このような禰助金を35件，また1977－78学年度に

は開発途上国の学生に50件追加支給することを承

認した。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

「であり，管理委員会は，1976－77および1977一

78学年度分奨学金として，申請されたもののうち

P208　右トップ
　　「ナー二提出された12月の「出席報告」……」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－7一

から最高隈度雪20件支給することを承認した。」　　々

「ループ交換」担当地区ガバナー代表が……」

「ループ交換」担当地区ガパナー代豪の・…・’J

「地区ガバナー代表は管理に当る職員……」

「バナー代表は，その役職にかかわる・・…1

「ナーに提出された12月の「出席報告」……」

209　左下から6行目
　「通常，この特別賞を受けるのは，かって……」

222　右下方の第11条の標題及びその本文の2行目

　「会員の名称と徴章」

　「て知られ，国際ロータリーの徴章，……」

228　左最終行

　「き理由がある場合には，聴問を……」

228　右トップ

　「た後，理事会会員の多数決を以て，……」

228　右上から5行目及び6行目
　「書及びこれに関する聴問の時と場所の通知が，

　かかる聴問の…・・u

228　右上から9行目及び10行目
　「い゜そのクラブには，弁護士をかかる聴問にお」

229　右上からIZ行目

　「る事業の場所又はその住居がクラブの……」

232　左上から5行目，9行目，10行目，及び12？f目

　「聴問を行なったうえ，理事会全員の……」

　「かかる聴問の行なわれる時と場所を明記した通

　知が，聴問の行なわれる・…・’J

　「ならない。この聴問においては，……」

232　右下から14行目

　「る。執行又は管理の……」

234　右上から9行目
　「任期とする後継者をターロリアンの申」

239　左下から5行目
　「条第5節（a）および（b）項の規定……」

239　右上から9行目
　「長が，地区内に所在しない50名またはその過半

　数の端数のクラブにつき……」

242　左下から6行目
　r審議会の少なくとも30日前に事務総長長は……」

243　左下方（f）項1’行目

　「（f）審議会議長に，……」

243　右下から9行目
　「の以前においても，クラブ全体の行使し得る」

244　左上から6行目一7行目
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「通常，この特別賞を受けるのは，かつて……」

「会員の名称と徽章」

「て知られ，国際ロータリーの徽章……」

「き理由がある場合には，聴聞を……」

「た後，理事会全員の多数決を以て，……」

「書及びこれに関する聴聞の時と場所の通知が，

かかる聴聞の……」

「い。そのクラブには，弁護士をかかる聴聞にお」

「る事業の場所又はその住居がクラブの……」

「聴聞を行なったうえ，理事会全員の……」

「かかる聴聞の行なわれる時と場所を明記した通

知が，聴聞の行なわれる・…・’J

「ならない。この聴聞においては，…・・コ

「る，執行又は管理の……」

「任期とする後継者をロータリアンの中」

「条第6節（a）および（b）項の規定……」

「長が，地区内に所在しない50またはその過半数

の端数のクラブにつき……」

「審議会の少なくとも30日前に事務総長は…・・v

「（f）審議会議長は，……」

「の以前においても，全部のクラブの行使し得る」



　　「した制定案および決議案の採択に関してて」

P249　左hから11行目
　　「このような決定された手続の……」

P251　右下から14行目
　　「事会の定める。地区……」

P252　右トップ
　　「表されたゾーンは，次の偶数年の……」

P．　252　右最終行一一　P．　253左上から2行目

　　「決定しなければならない。毎奇数年度の5月又

　　は6月に，理事会はこのリストを地域内の……」

P253　左上から5行目及び8行目
　　「偶数年度の国際大会……」

　　「各偶数年度毎に1名の……」

P．　254　左下から4行目

　　「名の候補者の名は，それら選挙の会合……」

P255　右下から4行目
　　「の結果を報告を，その後5日以内に……」

P257　左トップ及び5行目
　　「定められた指名委員委員会の…・・’j

　　「指名委員委員会は，ゾーン，……」

P．　261　左上から7・－8行目

　　「報告によって示された選挙人名簿を準備委員会

　　1こ。・…　。」

P269　右上から5行目
　　「行使する代理地区ガパナーとして……」

P270　左最終行
　　「らのクラブの公共奉任活動の……」

P272　左hから18行tヨ
　　「（3）時の動きに関心を払い。ロータ」

P278　右下から6行目
　　　「大会において，当該改正票が国際大会」

P282　「標準ロータリー・クラブ定款」の「目次Jの

　　　頁の下から4行目
　　「11…・・綱領の受諾と定款・細則の尊守…292」

「した制定案および決議案の採択に関して…」

「このように決定された手続の……」

「事会の定める，地区……」

「表されたゾーンは，次の会計年度の……」

「決定し，地域内の……」　（33字削除）

「偶数年の国際大会……」

「各偶数年毎に1名の……」

「名の候補者の名は，それら選挙人の会合…」

「の結果の報告を，その後5日以内に……」

「定められた指名委員会委員の……」

「指名委員会委員は，ゾーン，・・…・ll

「報告によって示された選挙人名簿を選挙管理委

員会に……」

「行使する地区ガバナー事務取扱として……」　　　t

「らのクラブの公共奉仕活動の……」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　々

「（3）時の動きに関心を払い，ロータ」

「大会において，当該改正案が国際大会」

「11……綱領の受諾と定款・細則の遵守…292」

P283　右欄外の注
　　「＊　1947年（ミネアポリスーセント・ポール）国

　　際大会に」

P284　右上から13行目

　　「＊第5節アディショナル会員，」

P，　286　左下から10行目

　　「ラブ会員は，本クラブの……」

P292　右上から5行目
　　「供するために，本案を含まない……」

P292　右下から7行目
　　「その係争問題は，仲栽によって……」

P293　右上から3行目
　　「ブ，地区大会R．1．B．1．の審議会…・・’J

P297　右第1条2案2節の上から2，3行目
　　「選挙後選ばれた理事は・・…’j

P299　左第4節の上から4行目
　　「は理事2名の要求ある時，…」

P303　右上から3行目
　　「出席理事の反対投票……」

P305　左上から5行目
　　「賛成投票によって……」

P307　左上から18行目
　　「会員として選挙された者，又は（2）総て・・’j

P307　右上から9行目
　　「Abvisers　of　Revista　Rotaria」

P311　左下から19行目
　　Membership　ldentification　Car山

P313　左上から16行目
　　「会員一（229頁参照）」

P313　右下から10行目
　　「ることを確認した。　（8頁参照）」

一9一 一10一

「＊　1974年（ミネァポリスーセント・ポール）国

際大会に」

「＊第5節　アディショナル正会員，」

「ラブ正会員は，本クラブの……」

「供するために，本条を含まない……」

「その係争問題は，仲裁によって……」

「ブ，地区大会，R．1．　B．　Lの審議会……」

「選挙によって決定した次年度理事会は……」

「理事会員2名の要求ある時，…」

「出席理事会員の反対投票…・・’J

「賛成によって……」

「会員として選挙された者，又は（2）かつて…」

「Advisers　of　Revista　Rotaria」

「Membership　ldentification　Card」

「会員一（230頁参照）」

「ることを確認した。　（9頁参照）」

RI交献辱務苅殿寄贈
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索 弓

索 ー弓

参照頁中219－305頁までは国際ロータリー定款・細則

及びロータリー・クラブ定款・細則の規定である。

ア

アジア

　よりの理事

　R．L会長指名委員会に代表

理事指名のためのゾーン

　8，251

　　244
251　一一　252

アディショナル正会員127，229，284，288，307

創立会員として　　　　　　　　　　83

　シニア・アクチブ会員に変更　　　　123

選挙　　　　　229，284，285
再選　　　　229，285，288，304
正会員がシニァ・アクチブ会員になった場

　　合123，229，288
終結　　　　　229，284，288

アディショナル・ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　85－86，227

会　員　　　　　　　　　　　　　　120

アド・ホック委員会　　　　　　　37，270

アメリカ合衆国

　カナダ及びアメリカ合衆国のクラブ，投票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
　財団寄付金を所得税の課税金額より控除

　　　　　　　　　　　　　　　　　　195

　よりの理事　　　　　　　　　　250－251

　R．1．理事ノミニー候補者選択手続

　　　　　　　　　　　　　　　250－251

学校におけるスペイン語教育奨励　　107

　R．1．会長指名委員会に代表　　　　　244

理事指名のためのゾーン　　　　　　250
アメリカ合衆国，カナダ，英国以外の国，

　R．1．会長指名委員会に代表

R．1．B．1．の解釈

R．1．B．L審議会

R．1．NEWS
安全増進

イ

244－246

9－10，312

　12，310

　　　156

　　　42

委員会，国際ロータリー（各個委員会も併せ

参照）

アド・ホック

諮　問

任　命

権　限

委員長

管理及び監督

職権上の委員

経　費

会　合

委員の資格

定足数

報　告

13－14，36－37，269－272

　　　　　　　　37，270

　　　　　　13，36，270

　　　　　　13，36，270

　　　　　　　　13，272

　　　　　　　　13，270

　　　　　　　　　232

　　　　　　　　　270

　　　　　　　　91，94

　　　　　　　　　　91

　　　　　　　　　272

　　　　　　　　　272

　　　　　　　　　　37

検討，執行委員会による　　　　　　20

委員候補者リストの要請

理事会の検討

幹事

規模及び機能

特　別

常　任
　定款及び細則

　国際大会

成編
務
画
物
報
理
　
項

区
　
　
版
　
代
期
事

地
財
企
出
広
員
　
任

　
　
　
　
　
委
任
委
通信による議事の処理

　欠　員

　通信による投票

委員会，ロータリー

　　　　　37

　　　　　37
　　　　　272

　　　　　36
　　13，37，270

　　13，37，269

　13，269，270

13，50，　269，271

13，59－60，270，271

　　13，89，270，271

　　　13，270，272

・　　　　13，270，272

　　　13，270，272

　　　　　　　37
　　　　　37，270

　　　　　　　313

　　　　　　　36

　　　　　13，270

　　　　　　　36
・クラブ（各個委員会も

併せ参照）

権　限

委員長

　国際ロータリー文献郵送

中央事務局との接触

一315一

34，299－302

　　　　300

　　　　299
　　　　主4｛叢
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管理，監督

　任　務

職権上の委員

報　告

　特　別

　　出　席

　　職業分類

　　親睦活動

　　雑　誌

　　会員選考

　　　継続性

　　会員増強

　　プログラム

　　広　報
　　ロ・・・…タリー情報

　常　任

　　社会奉仕

　　国際奉仕

　　職業奉仕

ENAEM解釈
意義ある業績賞

「移籍会員ゴ

遺贈，P一タリー財団に

幽般役員

　国際ロータリ7参照

委任状による代理者

　　287
300　一一　302

　　300
　　300

　　　　　301
　　　　　301

　　　　　301

　　　　　301

　　　　　301
　　　　　121
　125－126，127

　　　　299，301

　　　　299，301

34，126，300，302

　　　　　299
　　　　299，300

　　　　299，300

　　　　299，300

　　　　　　309．

　　　　　　149
　　　　　亀121

208，222，276，278

国際ロ・“一タリー一，it見出し理事会，

国際大会

地区大会

イベロ・アメリカ

　よりの理事

よりの理事候祷

R．1．理事揆補選択手繍

　R．1，会長撞名委員会に代嚢

理事捲名の龍めのゾーン

インターアクト・クラブ，大見串しf青少年

への奉仕」参照

7，53，221，236，238，260

　　　　　　　　264

　　　　　244－252
　　　　　　　8，252

　　　　　　　　252
　　　　露52歩353－260

　　　　　　　　244

　　　　　　　　252

工

ANZAO
解　釈

　よりめ理事

　R．1．会長摺名委良会に代表

理事指名のためのゾーン

　3Q7
8；252

、244

　252

英国ロータリー・クラブ協会　　　　9－－10

営利化，ローtタリーの　　　　　　　　139

SACAMAイベロ・アメリカ参照313（解釈）
襟章，ロータリー徽章　　　　　　　133，136

カ

会員候補者，クラブ例会に招待　　　　　128

会員証明票　　　　　　　19，131，207，311

　会員　　　　19，131，207，311
　非v一タリアン　　　　　　　　104
　来訪ロータ9・アンによる提示　　　19，131

会員選考委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　299，301

　継続性　　　　　　　　　　　　　　124
会員増強委員会，U　一一タリー・クラブ

　　　　　　　　　　34，125　一一126，299，301

会員身分，ロータリー・クラブ

　　　　　　119－131，229－231，284－287
　（種類別の会員身分の項も併せ参照）

　正会員と名誉会員，同一クラブで　　122

入会金

会員の年齢

入会申込

均衡のとれた組織

支店代表者

職業の代表

ロータリアン同士の商売関係

力・－iド

　会員証明

　訪問会員による提示

推薦
創立会員　　　　　　一

84，287，299，307，309
　　　　　　　　　ヂ
　　　　　　83，129

　　　　　3e2　・一　304

　27，126－127，307

　　　　　220，284

　25，126－127，307

　　　　　　　　35

19，131，311

　　19，131

　　　311
　　　　　　　　　　゜27，83－84，308

クラブ区域内に事業場を有する会員数の

　　割合は50パーセントを推奨　　80，83

職業分類，大見出し職業分類参照

委員会　　　　　　　　　　　　299，301

　継続姓　　　　　　　　　　　　124

構成　　　 219－220，箆3蜘287

名　工　　　　　　　　　　　　　121

増強　　　　　 125白126

　「5名で1名の新会員」欝画　　　　125

外交宮　　　　　　　　　　　　　220
瓢　重　　　　　　　　　　z19、．122ses’1．
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及
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費
　
　
元

会
存
選

公職保持者の被選資格

国際ロータリーの職員

拡　大

若い人に対する

120，231

　　231

　　124

82，129

「アディショナル」ロータリー・クラブに

　おいて　　　　　　　　　　　　　　　　120

一つのクラブのみに　　　　　　119，231

個人的なもので商社のものではない　119

種　類

賜　暇

制　限

名　簿

地元新聞社の代表

選挙方法

最小会員数

諸民族からの会員、

無差別

推薦カード

推　薦

公職保持者

資　格

119，220，283－287

　　　16，19，302

　　　　　　284

　　　　　　140
　34，151，220，231

　　　　302　一　304

　　　　　　124
　　　　121　一一　122

　　　　121－122

　　　　　　311
　　301，302－304

　　　　120，231

　　　　　　　　119，219－－220，283－287

　ロータリー・クラブ区域限界内に事業場

　　又は住居　　　　　　　　　　　119

　ロータリー・クラブ区域限界に隣接する

　　地域に事業場又は住居　　　　　　191

定足数　　　　　　　　　　　　　　299

記録及び報告

再選挙

復　帰

報告書式

退　会

責　任

ロータリー財団奨学金学友

半期報告

不本意な元ロータリアンの地位

学　生

終　結

名　称

転　層

婦人は無資格

16，273，274，298，307，311

　　　　　　　　　289

　　　　　　　　　289

　　　　　　　　　311

　　　　　　　　　291

　　　　　　　　　292

　　　　　　　　　122

　　　　　273，302，313

　　129
　　131
289－291

　　222
　　121
128　一一　129

索 i弓

会員名簿の使用，商用の目的で　　139－140

海外旅行

　ロータリー関係の青少年の　　　　　107

会議運営手続規則　　　167－174，237－239

　社会奉仕会議　　　　　　　　　　　　41

　国際大会　　　　　　　　　　　　　　174

会計，P・一一タリー・クラブ

会計監査

　R．C．

　R．1．

　　報　告

　ロータリー財団

会計年度

　ロータリー。クラブ

　国際n一タリー

　ロータリー財団

会合

　R．C．理事会

　R．1．理事会

　R．1．委員会

　地　区

一317一

297－298

302

274

93

199

　302
90，272

　199

33，297，298

　　　232
　　　　36

協議会　　　　　　14，70。71，262－263

　大　会

　数地区合同

　日　程

　立法案検討のため

国境善隣
ロー一タリN・一一・クラブ

　取消し

　欠　席

　酒類飲用の可否

　年次総会

　14，71－74，263

　　　　　　75
　　　　75，263

　　　　73，114

　　　　　　110
83，283，298－299

　18，32，283，299

　　　16，19，302

　　　　　　33
　　　　283，298

出席，大見出しクラブ例会出席参照

取消し

2週間に1度
非公式の会合

都南連合会，出席成績

国家間

祈　縛
他の奉仕”ラブと連合

変更通知

議事の順序

例会場

プログラム

18，32，283，299

　　　　　83

　　　　　18
　　　　　ユ7

　　　　　108

　　　　　32
　　　　　33
　　　　　299

　31－32，304

　　　　　32

　　　　　31
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　　会員候補者の出席

　　船　上

　　学生，来賓として

　　例　会

　　　取消し

　　他の奉仕クラブと

外国政府代表者をクラブに

会場監督，国際ロータリー大会

会場監督，ロータリー・クラブ

改正（大見出し規則制定も併せ参照）

R．C．細則

R．1．細則

R．C．定款

R．1，定款

　　　　　128

　　　　　18
　　　107，131

　83，283，299

18，32，283，299

　　33，39－40

　　　　　120

　　　　　236

　　　287，298

　　　　45，293，305

44，112，222，278－279

　　　　44，112，293

　　　　44，112，222

会長，国際ロータリー

　理事会に代って行なう権限

　理事会議長

　地域大会の委員長

　任務

　選挙

　職権上の

　　諸委員会委員

　　元会長審議会議員

　経　費

　地理的選択

　理事会会員

　　　37
8，11，22Ci

　　161
　11，234

11，221，233，246，261

　　11，270

14，274－275

　　　　94
　　11　一一　12

　　　8，220

指名（大見出し会長指名委員会を併せ参照）

クラブICよる

委員会による

　11，21－一一　22，244－248

　　　　11，21－22，247

11，14，23－24，246噸一247

　
　
　
　
ブ

　
　
　
　
一
フ

　
　
　
　
ク

　
　
　
　
■

　
の
　
　
　
一

　
て
　
　
　
り

　
し
　
　
　
タ

　
と
　
　
　
一

期
事
行
員
ロ

　
理
　
　
　
，

任
　
旅
欠
長

　
　
　
　
会

選任される年度直前2力年以内に選挙

　任　務

　職権上の委員

　次期，地区協議会出席

　指名及び選挙

　資　格

　任　期
会長イレクト，国際ロ　一一タリー

　任　務

13，234

13，234

　　21

　234
　287
　　30

3◎－31，298

　　　300
　　13，70

　　　297
　　30，287

　　　287

234

　経　費

　理事会会員

　任　期

　欠　員

会長指名委員会，国際ロータリー

3
只
》
3
4

Q
り
　

－
占
n
δ

　
　
　
2

14，21－22，244－247

　委員の補欠者　　　　　　　　　22，245

　権限　　　　　　14，272
構成　　　　　　21，244

　会合　　　　　　22，246
　決定に対する外部の影響　　　　　　　22

　手続　　　　　21－22，246
定足数　　　　　　　　　　　　　　246

　報告　　　　　　22，247
　R．LB．1．　　　　　　　　　　　　　　　243

　任　期　　　　　　　　　　　　　　246

　同点得票　　　　　　　　　　　　　246

　欠　員　　　　　　　　　　　　　　246

会長代理，地区大会における　　　　　　74

　経　費　　　　　　　　　　　　　　93
会長ノミニー，国際ロータリー一　22，246　一一　247

　経　費　　　　　　　　　　　　　　91t」
会費，国際ロータリー，大見出し人頭分担金

　参照
会費及び入会金，ロータリー・クラブ（大見

　出し入会金，ロータリー・クラブも併せ参

　照）　　　　　　　　　287，299，302，309

　徴　収　　　　　　　　　　　　　　299

　最　低　　　　　　　　　　　　　　84

　不払　　　　　　230，287
学　生

バッジにロータリー徽章

青少年の交換

クラブ会合のお客

紹介状

　ロータリー・クラブにおける資格

　国際理解増進

拡大補助者　　　　　　　　　82，88，92，310

　経　費　　　　　　　　　　　　　82・92

学友，教育補助金受領者，クラブ及び地区集

　会出席　　　　　　　　　　　　　　204
「各ロータリアンは青少年の模範」標語　177

貸切飛行機，団体旅行用　　　　　　　　97

一318一

　　141
103－106

　　131
104，131

　　131
1◎4－105

一

活　動

　クラブ業績報告

　ロータリー地区提唱の

　V一タリー財団

活動の同格部門3点
カナダ

　よりの理事

　集団，理事指名のための

　R．1．理事候補者選択手続

　R．L会長指名委員会に代表

　理事指名のためのゾーン

カナダー合衆国クラブ，投票

　31，307

　75－76

201－206

　　　70

8，250

　250

　250

　244

　250

　23
ガバナー，大見出し地区ガバナー参照

過半数投票，解釈　　　　　　　　　　　173

加盟，国際ロータリーへ，大見出し国際ロー

　タリーへの加盟参照

加盟クラブ，解釈

加盟金

　再結成クラブ

加盟認証状，クラブ

　申　込

　取消し

　言　語

　伝　達

　R．1．B．1．

　引渡し

仮ロータリー・クラブ

　地方名

　結　成

　徽章の使用

　　　311
84，227，308

　　87，228

　　84，88

84，87，227

　　　228
　　　　88

　　　　88

　　　　88

　228－229

　　82，137

　　　　82

　　　　82

　137－138
為替レート，国際ロータリーへの支払いに用

　いる

環境の改善

幹事，ロータリー

　幹事参照

　　　　　　　　90，273

　　　　　　　　　　42
・クラブ，大見出しクラブ

管理，国際ロータリー

　地　域

　管理調査委員会

　地　区

　国又は地域別単位

　　R．1．B．1．

　無趣区クラブ

　申央事務局による事務

　　　　7・－15

9－10，221，262

　　　　　308
　58　一一　78，262

9－10，262，313

　　　　8，311

　　　10一玉1

管理，ロータリー・クラブ，大見出しクラブ，

索 ー弓

　ロータリーの管理の項参照

管理委員会，ロータリー財団大見出しロータ

　リー財団管理委員会参照

管理顧問

　解　釈　　　　　　　　　　　　　　307
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シニア・アクチブ又はパスト・サービス会

一329一

　員のバッジに

単種工業地

原則固守

公　職

宗教代表

ロスター（分類表）

　　123

　　28
　　28
　　231

231，285

26，127

ぞ

轟

嶺
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　企業内の独立部門

　「60％」勧告

　調　査
．「10％」代表

　用　語

職業分類指針，国際ロータリー

職業分類表

　商用の目的に名簿使用

職業分類に基づくクラブ，婦人

職業別協議会，解釈

職業奉仕

　道徳律，ロータリー

　委員会，クラブ

　企　画

　実務規準

　声　明

　　「四つのテスト」

　　「業務を通じての奉仕」

所得税，財団寄付控除

新会員

　ロー’タリーに関する教育

　入会式

　選挙方法

　人頭分担金の支払い

　推薦カード

　資格
新会員の入会式

新クラブ

　スポンサー・クラブの援助

　職業分類の最低数

　出席競争参加

　人頭分担金

　プロダラム

　結成方針

　訪　問

　照

身体障害児童の救済事業

人頭分担金

　変　更

　支払期日

　下落通貨の

　　　　　　　　　　　　　　　　　26

　　　　　　　　　　　　　　　　　27
　　　　　　　　　　　　　26，127，301

　　　　　　　　　　　　　　　　　27

　　　　　　　　　　　　　　　　　25

　　　　　　　　　　　　　　　　　25
　　　　　　　　　　　　　28，127，301

　　　　　　　　　　　　　　　　140

　　　　　　　　　　　　　　　　140

　　　　　　　　　　　　　　　　314
　　　　　　　　　　　　　　212　一一　215

　　　　　　　　　　　　　　　　214

　　　　　　　　　　　　　　299，300

　　　　　　　　　　　　　　　　214

　　　　　　　　　　　　　　　　214

　　　　　　　　　　　　　　　　213

　　　　　　　　　　　　　　　　212

　　　　　　　　　　　　　　　　195

　　　　　　　　　　　　　　　34，302

　　　　　　　　　　　　　　　　128

　　　　　　　　　　　　　　　　302
　　　　　　　　　　　　　　　　　90

　　　　　　　　　　　　　　302，311
　　　　　　　　119，ユ27，217－－218，284

　　　　　　　　　　　　　　　　128

　　　　　　　　　　　　　　　82，84

　　　　　　　　　　　　　　　28，80

　　　　　　　　　　　　　　　　　18

　　　　　　　　　　　　　　　90，273
結成の問題を国際協議会に上程　　　　88

　　　　　　　　　　　　　　　　　84

　　　　　　　　　　　　　　　　　79

　　　　　　　　　　　　　　　　　69
新クラブの結風大見出しロータリー拡大参

　　　　　　　　　　　　　　　　　　42
　　　　　　　　　　　　90，222，273，311

　　　　　　　　　　　　　　　　　279
　　　　　　　　　　　　　　　　90，273

　　　　　　　　　　　　　　　　90，273

　半期間に入会しだ会員に対して　　　　90

　新クラブ　　　　　　　　　　　　　90

　不　払　　　　　　　　　　　　　　228

　払戻又は比例割当　　　　　　　　　　90

信任状，大見出し国際大会国際ロータリー，

　信任状参照

信任状委員会，大見出し国際大会国際ロータ

　リー，信任状委員会参照

新聞代表　　　　　　　　151，220，231，285

　クラブとの年次会合　　　　　　　　　151

新聞職業分類　　　　　　151，220，231，285

親睦活動委員会，ロータリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　299，301

　　　　　　　　　ス

数地区合同組織　　　　　　　　　　　　　68

スペイン語教育，合衆国の学校における107

スポンサー・クラブ　　　　　　　　82

　　　　　　　　　セ

正会員　　　　　119，219，229，283，284，307

　入会金　　　　　　　　　　　　287，307

　同一クラブ内で同時に名誉会員　　　122

　支店代表者　　　　　　　　　　　220，284
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25－29，284，308

　　288－291
　　　　　302
　　　119，23ユ

　　　220，284

　　34，220，284

　120，231，285

　　　219，284

　　　　　288

　　288－291
　　　145，292

　　　　　42

　　175－189
　　　　　176

　　179－188
　　　　　103

　　103－106
団体役員をローtタリー一一一・クラブ会員に175
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　インターアクト・クラブ　 179－183，188

　手続方法　　　　　　　　　　　　　175

　目　標　　　　　　　　　　　　　175
　団体，クラブとの関係　　　　　　　177

　プログラム　　　　　　　　　　　　176

　国際理解の増進　　　　　　　　　　　103

　ローターアクト・クラブ　　　183　一一188

　研究会　　　　　　　　　　　　　177
　学生，大見出し学生参照

　青少年指導者養成プログラム　　　　177

制定案，大見出し規則制定参照

政府
　問題，ロータリーとの関係

　行政長官，ロータリーの後援者として

世界事件

世界社会奉仕

　定　義

　資料室

世界的飢餓

世界的必要事項

「世界理解週間」

責任保険

赤十字

選挙される役員，R．1．B．1．

選挙管理委員会

　照

選挙人

　国際大会における

　地区大会における

戦災者

　救　済

船上での会合，

宣伝，大見出し広報参照

　　　　98

　　　　77
　　　　99
　　　　101

　　　　101

　　　102
　　　102
　　　102
　　　103
　　　　96
　　　　166

　　　　13
52，254－261

’選挙準備委員会，大見出し選挙管理委員会参

　　　　　　23，51－52，221－222，　260，　309

　　　　　　　　　　　　　　　　　263

　　　　　　　　　　　　　　　　　165
　　　　　　　ロータリアンの　　　　　18

専門職業活動，職業分類設定のための解釈，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
専門的訓練補助金　　　　　　　　201・－203

　　　　　　　　　ソ

相談所
　クラブ，大見出しフォーラム参照

　小企業　　　　　　　　　　　　　214

　　　　　　　　　　　　　索　　　引

贈　与

　受理　　　　　　207，222
　大会の際に会長代理へ　　　　　　　　74

　ロータリー財団へ　　　　　　　207，222

創立会員　　　　　　　　　　　　　83，308

　シニア・アクチブ　　　　　　　　　83
組織図，国際ロータリー　　　　　　　　6

組織に関する事項　　　　　　　　　44－47

ソング・リーダー（合唱指揮者）　　　　50

　　　　　　　　　タ

大会，大会名を参照

大学院課程奨学金　　　　　　　　201－203

大学課程奨学金　　　　　　　　　201－203

代議員，解釈　　　　　　　　　　　174，309

代議員，大見出し国際大会，国際ロータリー

　の代議員の項参照

大陸ヨーロッパ，北アフリカ及び東部地中海

　地域

　略　字　　　　　　　　　　　　　　300

　加盟，クラブの　　　　　　　　　　〆87

　出席トロフィー　　　　　　　　　　　19

　よりの理事　　　　　　　　　　　8，　251

　クラブの名簿　　　　　　　　　　　157

　国際共同委員会　　　　　　　　　　　109

　国家間連合会　　　　　　　　　　　108

　新クラブ結成，費用　　　　　　　　92
　R．1．理事候補者選択手続　　　　251，253

　R．1．会長指名委員会へ代表　　　　　244

　理事指名のためのゾーン　　　　　　251

他団体の文献，クラブへの配布　　　　159

他団体への国際ロータリーの加盟　110，145

脱会，退会

　国際ロータリーより　　　　　　　228
　クラブ会員の　　　　　　　　　　　291

他の団体

　とロータリー

　　　に関する方針　　　　　　　　　145

　会合ヘロータリアンの出席　　　　18－19

　少年クラブ　　　　　　　　　　　　141

　他のサービス・クラブとの連合会

　　　　　　　　　　　　　　33，39－－40

　ロータリアンの入会　　　　　　　　120

一331一



ず

黄

託

ロータリー・クラブの加

国際ロータリーの加盟

国際ロータリーの参加

婦人の団体

他の団体にクラブが加入

ロータリー・クラブの団

社会奉仕会議に参加

他の奉仕クラブへのロータ

他の奉仕クラブの会合への

成績と認める

単一移譲式投票

嘆願，国際問題解決のため

団体活動，職業分類設定の

団体行動　　　　　　39
団体旅行，貸切飛行機

チ

地域
名簿

地域管理

「蟷域社会」用語解釈

地域社会の問題

地域大会

2年毎
委員長

委員会

過去の大会開催B

接．待

資金の調達

揃針
．大会招致

過表の大会開催地

幹事
大会公式用語

蓬 組織
魯 参撫者

葵 司会者

ー プログラム

A宣伝ー
肇
壱
ー
￥

目　的

A手続規剣

蜑?末ｱ局畏

“旺、

一、’nヤーw

　　　　33，47

　　　110，145

　　　110，145

　　　　　140
33，47，111，145

　　　　　33

　　　　　41

　　　　　　18－19

　　23，53，261，266

　　　クラブによる

　　　　　　　292

　　　　　　　　25

39，99，110－111，146

　　　　　　　　97

　　　　　　157

　9－10，221，262

　　　　　　80
　　　　　　291

14，160－164，275

　　　　　　161

　　　　　　162

　　　　　　161

　　　　　　164

　　　　　　163

　　　　1160，163

　　　　　　161

　　　　　　162

　　　　　　164

　　　　　　162

　　　　　　163
　　　　　　1・6－1

　　　　　　163

　　　　　　162

　　　　　　163

　　　　　　163

　　14，董60，275

　　　　　　161

　　　　　　162

　　大会委員会　　　　　　　　　　　161

　開催地及び時期　　　　　　　　　　162

地域的組織，1国内の　　　　　　9，221，262

地域的ロータリー研究会，大見出しロータリ

　ー研究会参照

地域（別）単位　　　　　　　　　9－－10，313

　R．1．B．1。　　　　　　　　　　　　　　9－－10

地域の

　諮問委員会　　　　　　　　　　　　270

　クラブ集団　　　　　　　　　　　　　9

　砥究会，大見出しロータリー研究会参照

　出版物

地　区

　活動，ロータリー後援の

　管　理

　出席競争

　職業連絡会議

　委員会

　　諮　問

　　拡　大

　　財　政

　　インターアクト

　　国際共同

　　地区連合青少年

　　会員増強

　　指　名

　　広報
　　レクリエー一ション活動

　　ローターtアクト

　　世界社会奉仕

　　青少年交換

　名　簿

　受領できる教育補助金

　　青少年の交換

　資　金

　　地区連合青少年委員会

　　　　　　77

58－78，262，309

　　　　　　75

　　　　58－78

　　　　　　70

　　　　　213

　66，270

　　　79

　　　76，

180－183

　　109
　　　77

　　125
　　266
　　152
　　138
185－188

　　101「

　　103
　　157
　　202
103－106

　76，309

　　　77

ゲレート・ブリテン及びアイルランド

　　　　　　　　　　　　　9－－10，12，13

次期役員のためのグループ会合　’　　71

地区連合会　　　　　　　　　　　　　108

国家問に跨る　　　　　　　　　　　60
会　合

　立法案検甜のため　　　　　　　73，114

　数地区合同　　　　　　　　　　　75

一3薯3一
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地

　　75
　58，60

　　　9
9，58，67

　　68
　　77
　　58
　　68
　58，60

77，152

　8，221

地区ガバナー（大見出し国際ロータリー，

　レートブリテン及びアイルランド内の地区

　ガバナー一の項も併せ参照）

　　　　　　　　　12，13，60－70，264－269

ロータリー事務による例会欠席

事務取扱

暫　定

職務管理

管理補佐

管理，事務局による

自動車旅行

事　務

「ガバナー諮問機関」

地区資金

任　務

選　挙

軽　費

　国際協議会出席

　支出報告

　66，270

　　　79

　　　76

180－183

　　109
　　　77

　　125
　　266
　　152
　　138
185－188

　　101

　　103
　　　グ

　　17

　307

　309
　　65

　261
　8－－9

　　95

65，91

　　68
76，309

　　　　　　12，62，65，67，265

　　　　　12，61，63，263，264

65，66　一一　67，91，92，93，94，95，96

　　　　　　　　　　　65，92

　　　　　　　　　　　　94

　旅行費

拡大補助者

　経　費

分区代理

名　誉

直前，クラブ訪問

次期，地区協議会出席

公式訪問報告書

マンスリー・レター・

指　名

　郵便投票による

　証明書

　委員会

クラブ公式訪問

索 ー弓

65，66－67，91，92，94，95，96

　　　　　　　82，88，310

　　　　　82992

　　　　65，310

　　　　　　77

　　　　　　70
　　　　　14，70

　　　　　　311
　63，69，266，310

12，13，14，61，264

　　　　12，265

　　　　　　308

　　　　　　266

　　　63，69，265

元，大見出し元役員，国際ロータリー参照

資格
記　録

解　任

報　告

　出　席

　会計検査ずみ計算書

　公式訪問報告書

　半　期

クラブの集団監督分区代理

講演者斡旋サービス

特別選挙

特別代表

身　分

任　期

活動の同格部門3点

　
　
問

　
　
訪
伝

費
員
ブ
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旅
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ク
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26

18，63，266

　　　76
　　　311

　　　69
　65，310

　　　152

　　　269
81，92，313

　　　62
13，62，234

　　　70
65，67，91，92，93，94

　　　　　　　269

　　　　63，69，265

　　　　　　　152
地区ガバナー及び他の国際ロ　一一タリー役員に

　対する事務総長の書簡

地区ガバナー一公式訪問報告書

地区ガパナー事務取扱

地区ガバナー指名委員会

地区ガバナー指名証明書

「地区ガバナー諮問委員会」

「地区ガバナー諮問機関」

地区ガバナー・ノミニー

一333一

　　310

　　311

269，307

　　267

　　308

　　68
　　68
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　出　席

　　国際大会に　　　　　　　　　　63，92

　　国際協議会に　　　　　　　　　64，71

　　旅費の前渡　　　　　　　　　　　g2

　選ばれるために必要な資格61，62，63，264

地区協議会　　　　　　　　　　14，70，262

　出　席

　　次期クラブ会長，幹事の　14，30，71，263

　　次期地区ガバナーの　　　　　　14，70
　開催日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，70

　接　待　　　　　　　　　　　　　　71
　経　費

　　地区ガバナー　　　　　　　　65，67，91

　　次期クラブ会長，幹事　　　　　　　71

　グループ　　　　　　　　　　75，274

　司会者　　　　　　　　　　63，70，265

　プログラム

　　発　表　　　　　　　　　　　　　70

　　　新会員の入会式に関する　　　　128

　　　雑誌に関する　　　　　　　　　155

　シニア・アクチブ会員資格に関する

　　　　　　　　　　　　　　　123
ロータリー・・一に関する一般情報促進のため

　　の

　執行委員会推奨の

目　的

N　程
部分的（分区）

　　　152

　　　20
14，709262

　70，262

　75，274
　　プログラム，執行委員会推奨の

　放棄，会合の

地区再編庇大見出し地区編成参照
地区集会の日程

地区大会

　出　席

　　元教育補助金受領者

　　出席促進

　委員会

　調催爲

　期　間

　選挙人

　接待
　展　承

　費　用

　　地区ガバナー

ハ
U
り
0

ウ
回
ハ
0

　
2

75，262

14，71，263

　　204
　　　73

　　　72

　14，72

　　　72

　　263
　72，73

　　　73

　　　72
65，67，91

　会長代理

機　能

連　合

開催地

　地区の区域外

理事会に対する建議案

地区ガバナーの指名

元役員会

会長代理

　経　費

　贈　物

司会者

プログラム

　会長代理挨拶

　ガバナーによる管理

　発　表

　　　　　　93

　　　　72，263

　　　　72，263

　　14，72，263

　　　　　263

　　　　　117
　　　　　　72

　　　　　　73

　　　　　　74

　　　　　　93

　　　　　　74
63，67，265　一一　266

　　　　　　72

　　　　　　74

　　　　　　73

R．1．の活動に関する…ニュース・バリ

　ューのある知名の士によって　　73

立法案　　　　　　　　　　・72・73

　　　雑　誌　　　　　　　　　　　　155

　　　執行委員会が推奨する　　　　　　20

　委任状による代理者　　　　　　　　　264

　目　的　　　　　　　　　　　　　14，72

　報告　　　　　　263，309
　採択された決議　　　　　　　　　ブ2，73

　日程　　　　　　72，75，263
　幹　事　　　　　　　　　　　　　　263

　時期及び場所　　　　　　　　14，72，263

　投票　　　　　　　　　　　　　　263
地区大会における会長代理　　　　　　一74

　経　費　　　　　　　　　　　　　　93

地区による活動後援　　　　　　　　　75

地区編成　　　　　　　　　　　　　　58
　委員会　　　　　　　　　13，58－60，　270

地区連合青少年委員会資金　　　　　　　77

「地方」用語解釈　　　　　　80，85，86，190

中央事務局，大見出し事務局，国際ロータリ

　一参照

仲　裁

忠実，国家及び宗教に対するロータリアンの

「超我の奉仕」

調　査

管理事務費

一3劃1一

　　　292

　　　143
38，142，206

　　　　11

1．　it　　s
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職業分類　　　　　　　　　　　　26，124

青少年のレクリエーション及び文化的活動

　　のための地域社会施設

　国際大会決議

　ロータリー拡大

　地域社会内の職業

聴　聞

　理事会，国際ロータリー

　クラブ

　国際大会

直前ガバナー，クラブ訪問

地理的集団

　理　事

　R．1．会長指名委員会に代表

テ

定款，国際ロータリー

　受諾，承認，クラブによる

　改正

　採択日

　クラブによる承認

　本文
定款，ロータリー・クラブ

　受諾，会員による

　採用，標準

　改　正

176

117

80

124

228，232

287，291

228，232

　　70

8
4
4
4

9
臼
り
白

　　44，220
44，112，113

　　　　44
　　44，220

　219－223
44，45，283－293

　　　　　292
　　　　　　　　　　　14，45，82，228，283

　　　　　　　　　　　　　　44，112，113

　変更，国の法律に従うため　　44，228

権限の限界　　　　　　　　　　　47

標準　　　 14，44，228，283

　　除外例　　　　　　　　　　　44，225

　本文　　　　　　283－293
定款及び細則委員会，国際ロータリー

　　　　　　　　　　　　　　13，269，270
定款及び細則，R．1．　B．1．

　改　正

定款の辞句解釈
提訴，決定に対する

　　9，10，45

10，117－118

　　　　112

　ロータリー・クラブ理事会の

　国際ロータリー理事会の
定足数
　理事会，W・一一タリー・クラブ

　理事会，国際ロータリー一

　クラブ会員

287，291

228，232

299

232

299

　委員会，国際ロータリー

　国際大会

　規定審議会

　会長指名委員会
「撤回と看倣す」，解釈

手続規則

　社会奉仕会議の

　国際大会の

展示品

　地区大会において

ト

同業組合，参加に対する勧告

投　資

同点得票

道徳律，ロータリー

投　票

　通信による

　クラブ内

　　272

　　237
172，242

　　246

　　308

167－174，237

　　　　　41

　　　　174

73

　　　　214

89，199－200

　　246，256

　　214，274

　　　　　　　　　　20，36，232，248，268

　　　　　　　　　　　22，244，260，297

カナダ及びアメリカ合衆国の両国の会員か

　ら成るクラブ　　　　　　　　　23
国際大会，（大見出し国際大会，国際ロー

　　　　タリーの代議員の項も併せ参照）

　　　　　　　　　　　　　52，238，263

　地区大会

　方　法

　単一移譲式投票

道　標

討論，国際大会

特　色

　V　・一タリアンの

　ロータリーの

特典に関する質疑，解釈

　　　　263
　　　22，297

23，52，255，268

　　　43，136

登録委員会，大見出し国際大会，国際ロータ

　リーの登録，委員会の項参照

登録料，大見出し国際大会，国際ロータリー

　の登録，登録料の項参照

　　　　　　　　　　　　　　　174，237

98－99

98，145

　173
特別委員会，国際ロータリー　11，13，37，270

　任期　　　　　　37，270
特別協議会　　　　　　　55，239，274，313

特別議員，規定審議会　　　　　　　　240

特別代表　　　　　　　　　　　　　81，92

　ロータリー用務に従事するためクラブ例会
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　　欠席

特別補助金

都市農村関係振興

都市連合

　ゼネラル・フォーラム

　会合，出席承認

　国際ロータリー会長及び理事の訪問

17

ロータリー財団の目的に添う活動への205

　　　　　　　　　　　　　　　　　43

148

17．

21

特許権，大見出し規定と条件，免許料及び使

　用料手続に関する，参照

富籔類　　　　　　　　　　　　　34，43

取消し，ロータリー・クラブ例会18，32，283

トロフィー，クラブ例会出席　　　　　　19

名呼ぴの習慣

ナ

128

こ：：購　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119，122，231

2週間に1度の例会　　　　　　　　　83

ニック・ネーム　　　　　　　　　　　128

日程，解釈　　　　　　　　　　　　　　173

200パーセント，寄付者　　　　　　　　208

入会金，ロータリー・クラブ（大見出し会費

　及び入会金，V　一一タリー・クラブも併せ参

　照）　　　　　　　　　　　　　　　　84，287，299，302，309

入会串込

ロータリー・クラブに
　国際ロータリ・・一に

任　期
国際ロ　・一タリー委員会

　会長指名委員会

　特　別

地区ガバナー

ロ讐タリーt・クラブ役員

国際ロータリー役員

・財餌管理委員

年次総会，クラブ

ネ

　303
87，227

　37，270

　　　246

　37，270
13，62，234

　31，287
13，62，234

　196♪277

283，2ee

年次報告

　会計監査報告

　国際ロータリー役員

　　事務総長

　　財務長

　　　　　　　　　ノ

農村区域

ハ

陪審員の職務，例会欠席の理由に

配布，クラブ又はロータリアンに

パスト・サービス会員

　入会金

　出席要求

　バッジに職業分類

　選挙方法

　再建クラブにおける

　特　典

　資　格

　終　結
旗

　ロー・・一一タリーの

　国際連合の

バッジ

　襟　章

　国際大会における元役員

　徽章の使用

　　役員（R．1．）

　　学　生

　　制限事項

発祥地，V一タリP…の

バナー，P一タリー・クラブ
バーミュ…4ダ

　よりの理事
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4
匠
0

0
0
ウ
0

り
4
9
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ー
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1230，286，303
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　289　一一　290

　　　　123
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　　　　124
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136，311

　　54
　　136

　ユ33
　　141

　　274

　　308

　　35

8，244，250

R．L理事ノミニー候補者選択手続

　R．L会長指名委員会に代表

　理事指名のためのゾーン

ハリス，zK　’一ル，盈，　Pt・・一タリー創始者

半期報告

半期会費支払

版権
　「奉仕の胃険j

一3無蝉

250

244
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310

69，272，298，313

90，273，299，3（｝2
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　「国際大会議事録」　　　　　　　　　158

　「国際ロータリー一機関雑誌」　　　　　158

　「公式名簿」　　　　　　　　　　　　158

　「レビスタ・ロータリア」　　　　　　　158

版権所有出版物　　　　　　　　　　55，158

パンフレット　　　　　　　　　　　　　157

　国際ロータリーの認可を有する　　　157

　配布　　　　　　156，157
　国際主義強調　　　　　　　　　　　　159

　翻　訳　　　　　　　　　　　　　　　157

　各国に関する　　　　　　　　　　　　111

ヒ

非公式会合，ロータリアンの

非公式な友好グループ，

Bd．説明

避難者

　救済資金

　不本意解散後の会員の地位

標言著，ロータリー

プエルト・リコ

　よりの理事

フ

　　　　　　　18
ロータリアンの138

308

ハ
り
0

盈
U
O
O

－
↓
－
⊥

38，142，206，310，313

　R．1．会長指名委員会に代表

フォーラム

　クラブ　　　　　　　　　　　35，148
　都市連合　　　　　　　　　　　　　Z48

副会長

　ロータリー・クラブ　　　　287，297，298

　国際ロータリー　　　　　　　　11，234

　　選　挙　　　　　　　　　　　12，234
　　順番，欠員の場合　　　　　　　　　　12

　　　会長の職に　　　　　　　　　　234

　　欠　員　　　　　　　　　　　　　12

婦　人　　　　　　　・

　理事会，夫人の経費

　職業分類クラブ

　ロータリーにおける会員資格

　ロータリァンの婦人親族の団体

　O一タリP…徽章の使用

部分的協議会（分区協議会）

261

8

244

　　　95

　　140
　　128
　　141
137－138

　75，274

不本意の元ロータリアン，地位

プログラム

　青少年交換，ロータリー提唱の

　国際大会，国際ロータリー

130

　　　　　　　　　　　　　　103　一一　106

　　　　　　　　　　　　　　　50，237
国際青少年交換，ロータリー提唱103・一一106

プログラム，クラブ

　事務局よりの資料

　新クラブ

　「ロータリアン誌」の利用

プログラム委員会，クラブ

分区代理

文献，ロータリー

　31，301

150－151

　　　84

　　155
299，301

　　　65

国際ロータリーの出版認可表示のある157

配　布

国際主義強調

各国に関する

翻　訳

ホ

11，156，157，158

　　　　　159

　　　　　111

　　　　　157

奉仕，世界社会

「奉仕活動」ロータリアンの参加

　　　　　ワ　一一タリーと他の団体

　　　　　　　大見出し，国参照

募金，大見出し資金募集活動，クラブによる

　を参照

保　険

　自動車　　　　　　　　　　　　　　96

　責　任　　　　　　　　　　　　　　96

　旅　行　　　　　　　　　　　　　　　97

保証金

　財団職員　　　　　　　　　　　　199
　財団管理委員　　　　　　　　　　　　278

　事務総長及び財務長，国際ロータリー235

　　　　　　　　　　　　　　　　　　302

奉仕の理想

法人印

法人化，クラブの

法人化，クラブ活動の

方針声明，

法律，国々の

　役員，ロータリー・クラブ

補助金，財団

　教　育

　大学院課程奨学金

　心身障害者の教節

　専門的訓練

一337一

　　　　　101

　　　　　40
38，98，219，283

　　　　　46

　　　　　46

　　　　　46
　　　　　145

　　　　201

201，202，203

201，202，203

201，202，203



　大学課程奨学金

　延　期

　候補者選考手続

　目　的

　資　格

　特別補助金

補助金，

　の

補助団体，婦人の

201，202，203

　　　　203

　　　　203

　　　　201

　　　　201

　　　　205

　　　　ロータリー財団の目的に添う活動へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　205

　　　　　　　　大見出しロータリアンの

婦人親族の団体，及び大見出し婦人を参照

ホテルー覧表　　　　　　　　　　　　　156

「ポール・ハリス準フェロー」　　　　209

「ポール・ハリス・フェロー」　　　　　209

ム

無学，成人

無地区クラブ

　の集団，管理のた吟の

　規定審議会への代表

　監督

メ

　42
8，311

　15
　　8

8，15

名称及び徽章　132－142，　（大見出し名称並

　びに大見出し徽章も併せ参照）

名称，グレート・ブリテン及びアイルランド

　内国際ロータリー

名称，国際ロータリー

名称，ロータリー

　歴　史

　保　護

　使　用

　　少年クラブ

　　建築関係

　　元V一タリアンによる

　　　9－10
　　　　132
132　一一142，　312

　　　　132
　　　　132

141

138

130

ロータリアンの非公式な友好グルー・プ

　　　　　　　　　　　　　　　　138
正，不正な

仮ロータリー。クラブ

使用制限

商　標

公認されない

　　136

　　137

　　274

13も274

真37，274

婦人の補助団体及び職業分類クラブ

名称，ロータリアン

　使　用

　　元ロータリアンによる

　　クラブ出版物名として

名称，ロータリー・クラブ

　変　更

　脱　会

名簿　大見出し公式名簿参照

名誉会員

　　　　　141

　　　132，222

　　　135，136

　　　　　130

　　　　　137
82，84，132，283

　　　190，293

　　　　　228

119，122，231，286

　同時に正会員，同一クラブ内

　存　続

　選挙方法

　外国政府代表者のための

　ロータリー財団学友に対する

　特　典

　資　格

　住　所

　終　結　　　　　　　　　t
名誉地区ガバナー

メモリアル・コントリビューター一一

免許料及び使用料手続に関する規定及び条件

　　　　　　　　　　　　　　　136－137

モ

　　　　122

　　　　288

231，286，303

　　　　120

　　　　122

122，231，286

　　231，286

　　231，286

　　　　288

　　　　77
　　　　209

「最もよく奉仕する者，最も多く報いられる」

　　　　　　　　　　　　　　　　38，142
元会長，国際ロータリー　　　　　　一．、

　ロータリー財団管理委員として　196，277

　審議会　　　　　　　　　　14，274・一一275

　構成員，規定審議会　　　　　　　　　8

元会長審議会　　　　　　　　　14，274－－275

元役員，国際ロータリー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　54

一338・一

バッジ，国際大会

A　　ム
な　　　a

　国際大会における

　地区大会における

国際大会における予約席

奉仕を活用

クラブ訪聞

　費　用

　54

　73
　54
　68
　70
32，93
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元ロータリアン

　　選　挙

　　のグループ

元ロータリアンのグループ

ヤ

役員，国際ロータリー

　ロータリー事務上クラブ例会欠席

　理事会に代って行なう権限

　バツジ

　候補者に関する宣伝

　報　酬

　統御と管理

129

129

129

11，220，233，311

　17
　20
　133

　23
　234
8，234

理事，大見出し理事会，国際ロータリー参

　照

地区ガバナー，大見出し地区ガバナー参照

任　務　　　　　　　　　　　　　　234

選挙　　　　52，221，233，260
経　費　　　　　　　　　　　　91－93
指名，大見出し指名，国際ロータリー役員

　参照

昇任順序　　　　　　　　　　　　　12
会長（大見出し会長，国際ロータリー参照）

資　格

罷　免

報　告

保証金

任　期

名　称

　他団体に関連しての

ロータリー徽章の使用

欠　員

　234，264

　　　232
12，234，235

　　　235
13，62，234

　　　220
24，136，146

　　　133
　　　234

クラブ訪問，大見出しロータリー・クラブ

　C　訪問参照
役員，ロータリー－i・クラブ　　287，297，311

　バツジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　133

　任　務　　　　　　　　　　　　　　298

　選挙　　　　　　287，297
　次期会長，地区協議会に出席

合
名
格

会
指
資

14，30，70，262　一一263
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　　　　　　　297

　　　　　　　287

　
　
　
　
　
係

　
　
　
　
　
関

　
　
　
　
　
人

　
　
　
　
　
用

選
択
金
期
員
使

　
　
証
　
　
　
一

再
選
保
任
欠
主

　
　
　
　
　
雇
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“Yours　Rotari　ly”字句の使用

友好グループ，非公式の

郵送名簿

　ロータリアンの

　公式名簿の使用

郵便投票

　国際ロータリー理事会

索 ー弓

　　31

　　31

　302
31，287

　297
　213

0
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139－140

139，156

　　　　　　　　　　　　　20，232，248

クラブによる理事ノミニー選択方法　　22

指　名

理事会

規定審議会

地区ガバナー

ロータリー財団管理委員会

254

241

268

199

輸送委員会，大見出し国際大会，国際ロータ

　リーの輸送委員会参照

ヨ

予　算

　国際ロータリー

　　作成，財務委員会にホる

　ロータリー・クラブ

「四つのテスト」

89，273

89，271

　　302

153，213

ヨーロッパ，北アフリカ及び東地申海地域

クラブ名簿

国際共同委員会

ラ

309

157

109

ラテン・アメリカ，大見出しイベロ・アメリ

　カ参照

ラテン語，ロ・一一タリー標語　　　　　　142

一339一



リ

理事，国際ロータリー，大見出し理事会，国

　魔ロータリー参照

理事会，国際ロー一タリー

　　　　　　　　　　　8，20－24，220，231

提訴，決定に対し

郵便投票

議　長

報　酬

構　成

統御と管理

任　務

理事イレクトの暫定会合

選　挙

執行委員会

経　費

　ノミニー一

　ロ　一一タリー研究会

　支出報告

聴聞会

決定権限

A　　ムヱミ　　ロl

建議案

指　名

　アディショナル理事

　国際大会において

　郵便投票による

　指名委員会手続による

　ゾーン

ノミニー．，選択方法

権　隈

　委任
立法案に関する方針

資　格

定足数

ロ　一一タリー財団との関係

委員会に関する検討

幹　事

任期
旅　費

旅行
欠　員

　　　　231
　　　20，232

8，11，220，234

　　　　234
　　　8，220

　　　8，220
　8，220，231

　　　　232
　8，233，248

　8，20，232

　　　　　91

　　　　　91

　　　　148
　　　　　94

　　　　232
　　　　232
　　　　232
　　　　117
　　　22，248

　　　　253
　　　　248
　　　　254
　　　　256
　　　　248
　　　22，248

220，231，232

　　　　8，20

　　　20－21

　　234，264

　　　　232
　　　　197
　　　　　37

　　　　220
　12，13，233

　　　91，94

　　　　　21

　　　12，233

　通信による投票

　夫人の経費

理事会，ロータリー・クラブ

　提訴，決定に対し

　選　挙

　職権上の理事

　聴　聞

　会　合

　指　名

　定足数

　任　期

　欠　員

理事会に対する建議案

理事指名委員会

　構　成

　会　合

　決定に対する外部の影響

　手　続

　定足数

　報　告

　任　期

　欠　員

20，232

　　96

287，297，298

　　　　287

　　　　297

　　　　297

　　287，292

　　34，299

　　　　297

　　　　299

　　31，287

　　　　297

　　　　117

　　　　22
　　　　256

　　　　258

　　23－24
　　　　256

　　　　258

　　　　258

　　　　256

　　　　258

理事指名のためのカナダのクラブの集団250

理事指名のためのゾーン

　ァジァ　　　　　　　　　　　　　　　　　　251

　オーストラリア，ニュージーランド，南ア

　　フリカ及び他のいずれの地域にも含まれ

　　ない所　　　　　　　　　　　　　252

　バーミューダ　　　　　　　　，250
　カナダ　　　　　　　　　　　　　　　　250

　CENAEM　　　　　　　　　　　　　　251

　イベロ・アメリカ　　　　　　　　252
　R．1．B．1．　　　　　　　　　　　　　　　　　251

　アメリカ合衆国　　　　　　　　　　250

立法（大見出し規定審議会，規則制定，決議

　も併せ参照）　　　　　　　　　112－118

　非常時（緊急立法）　　　　　　　　113

　提　案

一3⑳一

立法案集

国際大会において

提出の様式と方法

理事会の方針

地区大会における発表

　　U3
113，　114

116，117

　　21

　　73
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　　検　討　　　　　　　　　　　　114

立法案集　　　　　　　　　　　　　　113

立法案提出方法　　　　　　　　　　　116

立法案提出様式　　　　　　　　　　　　117

立法機関，国際ロータリーの7，112，174，222

立法手続　　　　　　　　　　　　　235
旅行，貸切飛行機，団体用　　　　　　　97

旅行，海外，ロータリー関係の青少年による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　107
旅行，国際ロータリー会長及び理事の　　21

旅　費

　航　空　　　　　　　　　　　　　　　94

　自動車　　　　　　　　　　　　　　95
　パ　　ス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95

　方　針　　　　　　　　　　　　　　94

　鉄　道　　　　　　　　　　　　　　95

　弁済，国際ロータリー　　　　　　　　95

　R．L資金　　　　　　　　　　　　　g6

　船　　　　　　　　　　　　　　　　95

　銀行預金の使用　　　　　　　　　　　96

臨時国際大会　　　　　　　　　　　　　221

レ

例会におけるアルコール飲料

例会の取消し

「レビスタ・ロータリア」

　顧　問

　経　費

　予約購読

連合会，他の奉仕クラブとの

連合地区大会

口

6e　A°　一一セント出席規定

60パーセント職業分類勧告

ロザノフ出席トロフィー

ローターアクト委員会

　地　区
V　・一ターアクト・クラブ

徽　章

　代表，選挙及び任務

　指導者研修会，K1．地区による

　　33

17，32

　154
　’154

　　93
91，153

33，41

　　72

16，290

　　27
　　19
　　184

　　186

　　183

136，186

　　186

　　188

　A　　△　　　　　ロ

　会　員

　　資　格

　他団体に加盟

　名　称

結成方針

　プログラム，費用

　目　的

解　散

ローターアクト地区組織

多地区間会合

ロータリー

地区後援の活動

　と報道機関

　と他の団体に関する方針

創立記念日遵奉

特　色

道徳律

色

　　ロータリー徽章に使用

営利化

社会奉仕活動の方針

地区における諸活動

教　育

徽章，大見出し徽章参照

道徳律

一341一

　　187
　　184
　　184
　　188
136，186

183－184

　　187
　　184
　　186

　　186
　　187

　　　　75
　　　　151

　145－146
　　32，150

　　　　145

　　　　214
　　133，　138

134，138，141

　　　　138

　　　　38

　　　　75
　　34，145

214，274

拡大，大見出しロータリー拡大参照

旗

基本的特色

奉仕の理想

情　報

　委員会，大見出し委員会，

　　クラブの特別委員会の項並びに大見出

　　しV－一タリー情報委員会，ロv－一ダリー・

　　クラブを参照
国際青少年交換プログラム　　　1　03　一・　106

文献，大見出し文献，国際ロータリー参照
標　　語　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38，142，206

名称，大見出し名称，ロータリー参照

綱領　　　　　　219，283
後援者　　　　　　　　　　　　　　77
計画，大見出しロータリーの計画参照

一一ﾊ社会に周知　　　　　　　　　　158

関　係

　　　　　138
　　　　82，145

38－43，98－111

　　　　34，145

　v一タリP・・



　　商工会議所との　　　　　　　　　42

　　政治問題に対する　　　　　　　　98

　　宗教との　　　　　　　　　　32，145

法人印　　　　　　　　　　　　　　46

ロータリー以外の企画承認，支持

　ロ　一一タリー・クラブによる

　　　　　　　　　　　　　　40，146，292

国際ロータリーによる　　　　　41，143

ロータリー以外の奉仕クラブ　大見出し他の

団体参照

ロータリー海外奉仕篤志家プログラム　大見

　出し世界社会奉仕参照

ロータリー拡大　　　　　　　　　　79－－88

大都市にアディショナル・クラブ　85，227

クラブ加盟承認委員会

地区ガバナー補助者

委員会

他の団体のある地域社会

　　　87
82，88，92

　　　79

　　　86

ロータリー・クラブなき国又は地理的地域

　　　　　　　　　　　　　　　　　79
地区ガバナーによる

経　費

　国際協議会にて

方　針

有望な地方

仮クラブ

特別代表

　スポンサー・クラブ

調　査

　クラブ内

ロータリー記念日，遵奉，

ロ、一一Lタリー一研究会

ロータリー。クラブ訪閥

地区ガバナーの

教育補助金学友の

直前献バナーの

詐欺師の

　　　　　70，81

　　　　　82，92

　　　　　　88
　　　　　　79

　　　　　　80
　　　　　　82
　　　　　　81
　　　82，84，313

　　　　　　81
　　　　　　126
クラブによる　32

　　　　　　146

　　　　　　　　　　　　　　63，69，266

　　　　　　　　　　　　　　　　　204

　　　　　　　　　　　　　　　　　70

　　　　　　　　　　　　　　　　　19
ロータリアンでない人の　　　　　　32
現及び元国際ロータリー役員の　　69－70

　経　費　　　　　　　　　　　3島93
地区内の他のロータリー・クラブ会長の

、R．1．の会長及び理事の

来訪V・一一タリアンの

9
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　競　争

　国家間の

　会員証明カード提示

新クラブヘ

ロータリー・クラブの構成

ロータリー・クラブ例会への来賓

ロータリー財団

活　動

管　理

　予　算
　規　定
会計監査

賞及び補助金

一342一

　教　育

　　大学院課程奨学金

　　心身障害者の教師

　　専門的訓練

　　大学課程奨学金

　　延　期

　　候補者選考手続

　　目　的

　　資　格

　研究グループ交換

　無資格

　特別補助金

銀行預金

遺　贈

募金運動

　　　17

　　109
　　　19

　70，88

　　　14

　　　32

193－211

　　201
198，276－278

　　　　199
　　198　一一　201

　　　　199

／

201－205

201－203

201－203

201　－203

201－203

　　203
　　203
　　．201

　　201
204　一一205

財団管理委員が構成する委員会

寄　付

　所得税の免除

　入会申込又は会員証明カード等に

　為替レー・一一ト

　表　彰

信託の宣言

地区委員会

教育補助金学友

　クラブ及び地区大会出席

教育補助金受領者

　顧　閥

受領できる補助金

資金支出の目的

資本財産からの支出

206

205

200

208

207

197
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大学院課程奨学金学友

　クラブの名誉会員

財　政

　投資する権限

会計年度

贈　与

大学院課程奨学金

補助金

　目的に添う活動のために

　ロータリー文献発行のために

研究グループ交換

収入及び支出

資金の投資

法的地位

目　的

　　122
199－200

　　199
　　199
207，222

201－203

　　205
　　158
204　一一　205

　　199
　　199
　　194
　　196

クラブ及び地区のパーセンテージ順位208

資金支出目的

資金募集

戦災者の救済

奨学金

　大学課程の勉強のための

事務長

　財務報告

の目的に添う活動への特別補助金

保証金

　職　員

　管理委員

専門的訓練補助金

救済資金の流用

会　計

大学課程奨学金

週　間

ロータリー財団管理委員会

年次総会

任　命

郵便による投票

委員長

　　委員の任命

管理委員が構成する委員会

　　A　　ム　　コミ　　ロ

報　酬

実行委員会

財務並びに投資委員会

財団プログラム委員会

　　194
　　207
　　165
201　一一　203

201　－203

　　199

　　199
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　　167
196－197

201－203

　　209
196－200

　　玉98

　　196
　　199
196，277

　　196
　　197
　　198
　　277
　　197
　　197
　　197

　A　　ム　ユヌ　　　ロ

　ロータリー財団との関係

　報　告

　責　任

　保証金

　任　期

　欠　員

「ロータリー財団の友」

198，199

　　197

　　199
197－198

　　278
　　196
196，277

　　208
「ロータリー財団のポール・ハリス・フェロ

　ー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209

「ロータリー財団の目的」　　　　　　　196

ロータリー財団への遺贈　　　208，222，276

ロータリー情報委員会，V一タリー・クラブ

　　　　　　　　　　　　　　　　34，126

ロータリー青少年指導者養成プログラム177

ロータリー地域の出版物（大見出し地区の出

　版物の項も併せ参照）　　　　　　　　77

ロータリーに関する一般情報，157　（大見出

　し広報を併せ参照）

ロータリーの色

　ロータリー徽章に使用

ロータリーの営利化

ロータリーの基本的特色

ロータリーの計画

推　進

　　雑誌ロータリアン誌による

ロータリーの後援者

　　135，138

　　135，138

　　135，137

　　82，145

14，145－149

ロータリーの後援者としての王族

ロータリーの綱領，7，145，160，219，283（大

見出しロータリーの計画も併せ参照）

　会員による受諾

ロータリーの雑誌週間

ロータリーの創始者，解釈

ロータリー標語

ロータリー文献の翻訳

ロータリー奉仕の四大部門

ロータリー類似の団体

　照
「ロー・一一タリアン」

　解　釈

　名称の使用

153

77

77

　　　292
　　　156

　　　310
38，142，206

　　　157

　　　310
大見出し他の団体参

ロータリアン，母国との関係

134

136

143

「ロータリアン誌」大見出し雑誌，国際ロー

　タリー参照

一343一

す



ロータリアンの一覧表，商用のための　140

ロータリアンの子女

親切に

資格証明書を
　　107

104，131

ロータリアンの住居又は事業場がクラブ区域

限界内　　　　　　　　　　　　　　　　　　119
ロータリアンの住居又は事業場がクラブが存

在する市の行政区域内 120，220

ロータリアンの責任，国際理解に対する

ロータリアンの特色

ロータリアンの婦人親族の団体

　（大見出し婦人も併せ参照）

ロバートの議事規則

論争，クラブ

論争問題
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